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１．問題の所在

欧州連合（EU）では、税制度を決定し、

課税を行う権限は、なお原則として加盟国が

これを保持している。そのため少なからぬ加

盟国は、自国内に外国企業（EU域内・域外

を問わず）を誘致することを目的として、さ

まざまな投資優遇税制を整備している。

税制が、企業立地の場所決定に少なからぬ

影響を与えることは言うまでもない。例えば、

最近オランダからデンマークへの投資が急増

していることが報告されているが、その理由

として、1999年の税法改正の結果、デンマー

クにおける持株会社設立が有利となり、オラ

ンダに存在していた持株会社をデンマークに

移動させた企業が少なくなかったことが指摘

されることは、その好例であろう。

昨年の本誌49号に掲載された諸論稿は、Ｅ

Ｕレベルで、加盟国の投資優遇税制に対して

どのような対応がなされているかを明らかに

している。残る問題は、それでは、各加盟国

はそのようなEUの対応に、どのように応じ

ようとしているかである。

筆者は、2001年12月に、イギリス・ベルギ

ー・ルクセンブルクの３カ国を訪問する機会

を与えられ、各加盟国の税制当局・欧州委員

会・法律事務所・会計事務所・投資誘致機

関・日系企業などにおいて、担当者とインタ

ビューを行い、合わせて各種の資料を収集し

た。本報告は、この調査の結果に基づくもの

である。具体的な加盟国レベルの対応を把握

することにより、今後のEUに進出しようと

する企業、また既に進出している企業の意思

決定に役立てば幸いである。なお、聞き取り

調査に基づく記述については、調査の性格上

不正確な部分があり得ることを予めご容赦頂

きたい。しかし、加盟国レベルに見られる全

体的な傾向は、本稿の記述により、相当程度
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明確になったものと思う。また、2002年３月

号には、筆者の講演録が掲載されているので、

あわせてご参照頂きたい。但し、タイトルの

「課税国税法」は、「加盟国税法」の誤記であ

る。ここにお詫びして訂正させて頂きたい。

２．投資優遇税制に対するEUによる
規制

投資優遇税制に対するEUの規制を本報告

の冒頭に確認しておく。優遇税制に対する規

制は、大別して、以下の２つの方向から行わ

れている。

第一は、いわゆる「税制パッケージ」であ

る（注１）。EUの蔵相理事会は、1997年12月に、

税に係わる、加盟国間の有害な競争に対抗す

ることを目的として、「税制パッケージ」の

枠組みについて合意した。パッケージは、３

つの要素から成り立っている。それらは（1）

企業活動の場所決定に実質的な影響を与える

優遇税制を対象とする「行動要綱（行動規範）

（Code of Conduct）」、（2）貯蓄から生じる利

子所得などに対する課税を扱う「利子課税指

令」、（3）国境を越えて支払われる関連会社

間の利子およびロイヤリティーへの源泉徴収

税の廃止を目指す「ロイヤリティー指令」で

ある。注意すべきことに、これら３つは一つ

のパッケージとして、一体のものとして扱わ

れている。欧州理事会は、2002年末までに、

これらの指令を実際に採択し、パッケージを

実施するよう理事会に求めている。

最近の議論は、「利子課税指令」案に集中

している傾向があるが、行動要綱に基づいて、

域内の競争を歪める投資優遇税制を排除する

過程は、パッケージに関する合意の直後に開

始されている。すなわち、要綱は、税制に関

する有害な競争を排除することを目的とし、

加盟国に有害な税制を新たに導入しないよう

に約束させ、さらに既存の税制を再検討する

よう求めている。そして行動要綱に基づき、

要綱に照らして加盟国税制を検討するため

に、専門家によって構成される「検討部会

（議長の名前をとって、「プリマロロ・グルー

プ」と呼ばれる）」が設置された。検討部会

は、理事会の下に設けられた作業グループで

あり、委員会もその活動を支援した。98年か

ら翌年にかけて、検討部会は、加盟国が実施

する、有害な優遇税制に該当する可能性のあ

る約200の優遇税制について、有害な税制に

該当するか否かを審査・検討した。同部会が、

有害性の判断について考慮する基準は、（1）

税に関する利益が、非居住者あるいは非居

住者との取引にのみ適用されるか否か、（2）

利益は国内市場から遮断されているか、（3）

利益は現実の経済活動ないし実質的な経済

的実体なしに認められるか、（4）多国籍企業

グループ内での活動に関して利益を決定す

る基準が、国際的基準、特にOECDにおい

て合意された原則から逸脱しているか否か、

（5）租税措置が透明性を欠いているか否かで

あった。

そして検討部会は、検討の結果を、1999年

11月に蔵相理事会に報告した。そこでは、加

盟国の66の措置について、有害であるとの判

断が示されている（注２）。この判断は、委員会

によっても支持されている。しかし、一部加

盟国の反対により、有害な租税措置は公式に
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（注１）須網隆夫「ＥＵの税制調和化についてー税制分野での構造改革（第２章）」『欧州におけるグローバル
経済化と構造改革の課題に関する調査研究』（国際貿易投資研究所・2001年）19－20頁; Commission,
Towards tax co-ordination in the European Union, A package to tackle harmful tax competition,
COM(97) 495 final（1 October 1997）.

（注２）European Taxation, September 2000, at 426-39; Report of the Code of Conduct group on business
taxation as sunmitted to the ECOFIN Council on 29 November 1999, para.11.



は特定されておらず（注３）、2002年末までに合

意することが予定されている。ところで行動

要綱は、理事会によって決議として採択され

ているが、政治的な文書であり、法的拘束力

を有するものではないことに注意を要する。

その意味では、加盟国は、他の加盟国からの

政治的批難を甘受すれば、要綱に従わずに、

有害な税制を維持することも可能である。

第二は、「国家援助（State Aids）規制」

（EC条約87条以下）である。国家援助規制と

は、加盟国が、事業者に、個別的に与える補

助金・税制上の優遇措置などの援助を規制す

るものであり、EU競争法の不可欠な一部を

構成している（注４）。加盟国が国内企業に援助

を与えることは、他加盟国企業との関連にお

いて、国内企業の競争上の地位を改善し、

EU域内の競争を歪めるものである。そのた

め、国家援助は、原則として禁止され、例外

的に認容される場合も、多くの場合は、個々

に委員会に届け出て、その認可を得る必要が

ある。詳細は、本誌49号の論稿に譲るが、こ

れまで国家援助規制を加盟国税制に対して適

用した例は、ほとんどなかったと思われる。

すなわち、国家援助規制は、特定企業に与え

られる補助金・その他の優遇措置には適用さ

れてきたが、より一般的な税制は、適用の理

論的可能性は肯定されてはいても、実際には、

その対象外であったと思われる。その意味で

は、委員会の政策について方向転換が行われ

たと言って良かろう。このことを示すのが、

1998年に出された「直接税に対する国家援助

禁止規定の適用に関する告示」であり（注５）、

行動要綱を前提に、租税優遇措置に対する委

員会考え方を包括的に示している。このよう

な委員会の政策変更の背景には、1990年代に

進んだEUをめぐる状況の変化がある。その

一つは、域内市場の完成である。1990年代前

半には、域内市場統合計画により、残存して

いた多くの非関税障壁が取り除かれた。その

ため、それ以前は認識されなかった優遇税制

の競争阻害効果がより強く認識されるように

なったと思われる。加えて、経済通貨同盟へ

の参加基準を達成するために、加盟国は財政

赤字の減少を迫られ、税収を確保する必要性

が強く認識されたことも影響している可能性

もある。いずれにせよ、委員会は、優遇税制

に対する国家援助規制の適用に積極的な態度

を示し、2001年12月の時点では、加盟国の15

の優遇措置に対して、調査が正式に開始され

ている。後述するように、今回の調査対象国

の措置の中にも調査が開始されているものが

少なくない。

国家援助規制については、行動要綱とは

法的意味が異なることを理解する必要があ

る。両者の究極の目的は共通しているが、

行動要綱が政治的な意味を持つに止まるの

に対して、国家援助規制は明確な法的規制

である。例えば、国家援助規制の場合には、

加盟国の行為が違法と判断されると、違法

な援助を受け取った企業は、国内法に従っ

た利得を付して、受け取った援助を加盟国

に返還しなければならない（注６）。このことが

投資した企業に大きな影響を及ぼすことは

言うまでもなく、その意味で国家援助規制

の適用は、行動要綱よりも深刻に受け止め

られざるを得ない。そして、「税制パッケー

ジ」を所管する委員会の「税制・関税総局」

は、国家援助を含む競争政策を所管する
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（注３）森真成「国家補助禁止規定と有害な租税競争（EU）」ユーロトレンド49号（2001年）11頁
（注４）須網隆夫「国家援助規制（第２章第２節）」長部重康・田中友義編著『統合ヨーロッパの焦点』（ジェ

トロ・1998年）47頁以下。
（注５）森・前掲（注３）11頁。
（注６）須網・前掲（注４）62頁。
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「競争総局」と緊密に連携しており、調査の

開始には、税制・関税総局の意向が反映して

いると見られる。委員会としては、適用可能

な場合は、国家援助規制を適用しながら、そ

れが無理な場合には政治的圧力に頼るという

使い分けをしながら、目的を達成しようとし

ているのであろう。

それでは、各加盟国の行動要綱・国家援助

規制に対する対応を、調査対象国三国につい

て概観しよう。

３．各加盟国の有害税制への対応

（1）英国の場合

①　英国本土

英国の場合には、英国本土と海外領土とを

区別して議論しなければならない。英国本土で

は、「産業振興地域（Enterprise Zones）」・

「北アイルランドの中小企業」・「映画産業」・

「加速償却のための特別スキーム」などが、

検討部会の検討対象に挙げられていた。しか

し検討部会は、結論としてそれらには有害性

を認めなかった。

例えば、「産業振興地域（Enterpr i se

Zones）」は、英国政府により10年の期限で指

定される地域であり、その地域の産業活性化

を目的に、商工業用建物に課される地方税の

免除と商工業用建物に係わる支出を、初年度

に100％減価償却が可能という恩典を進出企

業に与えるものである。産業振興地域は、検

討部会が、有害である可能性があるとして検

討対象とした税制には含まれていた。しかし、

検討部会の報告は、その有害性を認めなかっ

た。そのため、現時点では、これを廃止ない

し改正する動きは生じていない。

英国本土は、労使関係が柔軟であるなど、

一般的な投資環境自体が優れているために、

外国企業の誘致にそれほど苦労していない。

そのため、政府も投資優遇税制をそれほど重

視していない印象がある。むしろ英国には、

行動要綱によって、他の加盟国の優遇税制が

廃止される結果、英国の立場が相対的に有利

なるとの意見もある。例えば、ベルギーのコ

ーディネーションセンターが廃止されれば、

英国本土に本社を置く企業は増加するであろ

うと認識されている。その意味では、行動要

綱は、英国には利益をもたらすものである。

②　海外領土

英国の優遇税制は、本土よりもジブラル

タルおよび海外領土に顕著である。海外領

土は、独自の立法権を有し、租制主権を保

持している。そのため、本土の税法をその

まま採用している場合もあるが、他方独自

の税制を整備していることもある。そして、

これらの地域では、投資勧誘のために税制

の果たす役割は大きく、ジブラルタルを始

め、ジャージー諸島は、OECDにより国際

通商を損なう「タックス・ヘブン」である

と認定されている。これらの地域の優遇税

制は、多くの金融会社によって利用されて

おり、在英国の日本企業の中にもこれを利

用しているものがある。特にジブラルタル

には、「ジブラルタル1992年会社」を始め、

保険会社の利用を想定したさまざまな優遇

税制があり、EUにおける重要なオフ・ショ

アの金融センターとなっている。

そして、これらの優遇税制には、検討部会

により、有害であると判断されたものが少な

くない。例えば、検討部会は、ジブラルタル

について「ジブラルタル1992年会社」・「限定的

なオフショア会社ルール（Qualifying（offshore）

Companies and Captive Insurance）」・「課税

免除オフショア会社ルール（Exempt（offshore）

Companies and Captive Insurance）」の有害

性を認定し、その他ヴァージン諸島・マン

島・ジャージー諸島などについても、多くの

税制が有害であると認定している。さらに委

員会は、2001年７月に、ジブラルタルの「限

定的なオフショア会社ルール」と「課税免除

オフショア会社ルール」に対して、国家援助



規制違反を理由とする正式な調査手続の開始

を決定した（注７）。前者は、２％から18％の弾

力的な税率を適用するものであり、後者は、

利益に対する課税を免除するものである。こ

れらの調査に対して、英国政府は、少なくと

も当面は、現行制度を維持する意向である。

しかし、前述のように国家援助規制の適用に

抵抗することは容易ではなく、他の加盟国の

動向によっては、変更に応じるであろうと予

測されている。但し、英国政府は、必ずしも

その意思を海外領土に強制できない点に問題

が残る。

以上のような事情により、行動要綱に対

する英国の態度は、複雑なものとならざる

を得ない。

（2）ベルギーの場合

ベルギーは伝統的に外国資本の誘致に積極

的であり、多様な優遇税制が整備されている。

ベルギーの一般的な投資環境は、隣国のオラ

ンダと大差がなく、企業は、進出先の決定に

あたって、両国の税制を比較する傾向にある。

このため、ベルギーは、自国の税制を構想す

る際に、常にオランダの税制、特に優遇税制

を意識せざるを得ない状況にある。

検討部会の報告により有害と認定された税

制は、「コーディネーション・センター」、

「ディストリビューション・センター」、「サ

ービス・センター」など５つの措置であった。

特に、「コーディネーション・センター」は、

最も有名で、広く利用されている制度であり、

多国籍企業がグループ企業の統括を目的とす

る本社機能をベルギーに置いた場合に、さま

ざまな税制上の恩典を与える制度である。優

遇措置の内容としては、第一に、法人税の減

免がある。課税所得は、センターの利益をも

とに算出されるのではなく、センターの運営

経費から一定の経費を控除したものに、さら

に一定のパーセンテージを掛けたものを課税

所得とする「コスト・プラス方式」が採用さ

れている。このことは、センターは、グルー

プ企業に提供したサービスの対価として受取

った所得に対する課税を実質的に回避できる

ことを意味する（注８）。多国籍企業グループに

とって、グループ企業の利益を圧縮できるこ

とによる減税効果とともに、センターに大き

な資金を事実上無税で蓄積できるために、

EU域内・域外を問わず、多くの多国籍企業

がこの制度を利用して、ベルギーに統括会社

を設け、雇用の創出にも大きく貢献してきた

のである。しかるに委員会は、2001年７月に、

センターが国家援助規制に違反することを理

由に、違法状態を解消させるために適当な措

置を取るようベルギー政府に提案し（注９）、さ

らに同年11月に正式調査を開始した。

しかしベルギー政府は、このような状況下

においても、制度を可能な限り維持しようと

している。すなわち政府は、現行制度の適用

を2005年まで継続することを明確にしてい

る。センターの認可が2005年以前に期間満了

する場合については、公式には何も表明され

ていないが、政府はさらに10年間の期限で延

長を認めるだろうと観測されている。この場

合には、行動要綱と矛盾することになるが、

政府は、優遇税制から、有害な特徴を除去す

ることだけを約束したものであり、制度自体

の廃止を約束したわけではないと理解してい

る。むしろ2002年中に「税制パッケージ」に

ついて合意が得られなければ（委員会は、合

意が得られると考えている）、行動要綱は凍
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（注７）森・前掲（注３）13頁。
（注８） 須網隆夫「日本企業のＥＵ域内への投資と税務―ベルギーの投資優遇税制を中心にー」明治学院大学

法学部立法研究会編『日本をめぐる国際租税環境』（信山社・1997年）52頁以下。
（注９）森・前掲（注３）13頁。



結される可能性があると見ている。このよう

に行動要綱自体には同意しながらも、政府は、

現行制度の廃止を考えてはいないのである。

ベルギーを多国籍企業グループの本社所在地

として良好な環境に整備していく方針は、

1950年代以降一貫した政府の方針であり、こ

れが変化するとは考えにくい。たしかに行動

要綱との関係では、このような対応は法的に

は可能である。しかし、調査手続が開始され

ている国家援助規制との関係ではどうだろう

か。同規制は強制力を持つので、行動要綱の

ように無視はできないはずである。しかしベ

ルギー政府は、委員会の調査を争う姿勢を明

確にしている。注意すべきことは、政府は、

国家援助規制の適用を争う十分な理由がある

と考えていることである。その理由とは、コ

ーデイネーション・センターについては、

1980年代以降、委員会がその適法性を２度に

渡って承認していることである。このため、

他の加盟国の優遇税制とは事情が異なり、委

員会の主張には弱点があるとベルギー政府は

考えている。そのような事情を考慮すれば、

仮にセンターが違法と判断されたとしても、

その効果は将来に対して禁止できるだけであ

り、企業が過去に受取った利益の返還を要求

されるはずはないと政府は考えており、この

ことが、委員会に対して強硬な態度に出られ

る一因でもあろう。但し、政府は柔軟な対応

も用意している。前述の昨年７月の委員会提

案以降、新しい立法を策定するための作業グ

ループが任命され、2002年には法案がまとま

る予定であり、政府はこれを基に委員会と議

論する用意がある。もし、委員会が新法案に

納得すれば、それに沿った立法が2002年中に

なされるであろう。いずれにせよ新法も現在

と同等の利益を企業に与えるものとなろう。

コーディネーション・センター以外の他の

センターは、税負担についての予測可能性に

は資するが、それ自体により無税の資金を作

り出すものではない。すなわち、「ディスト

リビューション・センター」には、通常の法

人税が課され、センターと他の会社との間の

移転価格は適正なものでなければならない。

但し、センターの課税所得が営業費用の５％

を下回らない限りは、グループ会社間の取引

価格は適正と認められる。また、「サービ

ス・センター」は、人件費以外の費用につい

てコスト・プラス方式を採用しているが、委

員会は、コスト・プラス方式を採用する場合

には、すべての費用を対象にしなければなら

ないとの立場を取っているので、政府は、そ

の部分だけを修正する予定である。もっとも、

後述のように一般的な「タックス・ルーリン

グ」の制度を導入した場合には、サービス・

センター、ディストリビューション・センタ

ーの必要性はなくなり、ルーリング制度によ

って置き換えられることになろう。

（3）ルクセンブルクの場合

ルクセンブルクも、ベルギーと同様に、外

国企業の誘致に熱心な国であり、行動要綱と

の関連で有害性が問題にされた措置の他に

も、相当数の優遇税制が存在している。

前述の検討部会報告では、ルクセンブルク

に関しては、「コーディネーション・センタ

ー」・「1929年持株会社」・「ルクセンブル

ク金融会社」・「再保険に関する変動準備

金」・「金融支店」が有害な措置であると認

定されている。そして委員会は、2001年７月

に、「コーディネーション・センター」と

「金融会社」の両者に対して、国家援助違反

を理由に、正式に調査手続きの開始を決定し

た（注10）。

ルクセンブルク政府の対応は、対象とされ

た制度によって異なる。まず、ルクセンブル

ク政府は、「コーディネーションセンター」
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と「ルクセンブルク金融会社」については、

調査開始以前に既に廃止している。そのため、

調査開始の正当性が疑問視されている。前者

は、多国籍に活動するルクセンブルク居住会

社に、事案ごとにルーリングを与える制度で

あり、センターの課税利益は、コスト・プラ

ス方式によって算定される。後者は、やはり

多国籍企業グループの一員である金融会社

に、事案ごとに特別な扱いを認める制度であ

る。金融会社は、通常の税金を利益に課され

るが、貸出し債権額の0.25％が認められる最

低の利益であり、これはさらに0.125％に減

額される余地もある。また、他国で徴収され

た源泉税は、利益から控除できる。

これに対して、他の制度については、必ず

しも廃止が決定しているわけではない。すな

わち、「金融支店」は、ルクセンブルク外の

支店による活動が主であるルクセンブルク会

社が、本店と海外支店間における利益の配分

について税務当局から確認を得る制度であ

る。租税条約を締結しているスイスとの関係

で問題が生じ、単純に廃止を決定できない。

また「持株会社」は、他の会社の株式取得と

取得した株式の管理を目的とする持株会社を

優遇する制度であり、行政実務として、特定

形態の持株会社には特別の規則が適用され

る。特に金融持株会社に対しては、自己の現

金資金（キャッシュフロー）を柔軟に運用す

ることが認められており、関連会社への資金

供給が可能である。そして、持株会社の税負

担は少なく、払込資本金の１％の「資本寄付

税（capital contribution tax）」と0.2％の「申

込み税（subscription duty）」の支払いだけが

求められ､法人税を含むその他の税は課され

ていない。持株会社は、ルクセンブルクにお

ける優遇税制の代表的なものであり、銀行部

門で1400を越える会社がこれを利用してお

り、もしこの制度を維持することができなく

なれば、特に銀行部門に対する影響は計り知

れない。持株会社制度について、現時点では

廃止するか修正するか、政府の方針は決定し

ていない。しかし、そのような深刻な影響を

考慮すると、これが簡単に廃止されるとは思

えず、他加盟国のコーディネーション・セン

ターが廃止されない限り、部分的な修正は考

えられるにせよ、制度自体は存続する可能性

が大きいだろう。政府は、持株会社は、ＥＣ

条約の締結以前から存在している制度であ

り、国家援助規制との関係でも正当化できる

と考えている。また仮に違法とされても、ベ

ルギーのコーディネーション・センターの場

合と同様に、これまでの利得の返還を求めら

れることはなかろう。

なお、検討部会における検討･審査の対象

となりながら、最終的には有害とは認定され

なかった諸制度があるが、それらの措置につ

いては、政府は、当面は維持する意向である。

４．投資優遇税制の将来

以上のような加盟国レベルでの状況を踏ま

えると、EU内の投資優遇税制の将来は、ど

のようなものになるのであろうか。

（1）税に関する競争の継続

外国企業による投資は、加盟国各国の経済

にとって、程度の差こそあれ、重要な位置を

占めている。そして行動要綱は、企業の投資

先の決定に影響を及ぼす有害な税制を排除す

ることを求めているが、そのことは税に関す

る公正な競争まで全面的に排除することを意

味していない。そのため各国は、他の加盟国

との関係において、企業にとって自国の税環

境をより魅力的なものとするように、引き

続き税制についての競争を継続すると考え

られる。

そして実際にも、各国は、現在も企業に対

する税環境の整備に熱心である。例えば、英

国では、2000年に英国版連結納税制度である

「グループ・リリーフ」の適用対象企業が拡

大され、外国企業にとって、より利用しやす
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いものとなった。また、地域レベルでも、各

地域は、投資に対するインセンティブを競い

合っている。日本からの対英直接投資は増加

傾向にあるが、例えば、イングランド中部の

ヨークシャー・ハンバー地域には、現在、製

造拠点と販社・流通拠点を合わせて、43社の

日系企業が進出している。そして、同地域内

には、「産業振興地域」などさまざまな援助

地域が指定されており、EUでも最高レベル

の財政面での支援が可能と紹介されている。

同地域内に指定された産業振興地域は、1995

年に指定されているので2005年まで利用可能

である。さらに援助地域に指定された地域で

は、「地域別選別援助補助金」が利用可能で

あり、適格と認められたプロジェクトには、

当初３年間の事業計画における投下資本と雇

用創出数に基づいて算定される補助金が支払

われる。ちなみに同補助金は、検討部会の検

討対象とはなっていない。ヨークシャー・ハ

ンバー地域は、産業インフラとしては、他地

域と大きな差はなく、投資先として特色を出

すことが容易ではなかった。そこで大きな役

割を果たしたのが、これらの投資優遇税制で

あり、地域別選別援助による最高レベルの補

助金が受けられる「Tier1」の地域では、資

本支出額50万ポンドを超える適格投資プロジ

ェクトに対して、さまざまな措置を利用する

ことより（注11）、投資額の概ね15ないし30％の

補助金を得ることが可能と説明されているの

である。

（2）有害税制の将来

各国の優遇税制が、将来、全面的に廃止さ

れるわけではないことは明らかである。それ

では、検討部会により、有害と認定された優

遇税制については、どうであろうか。それら

の将来も、必ずしも明確ではない。

有害税制の改革は、主として政治的手段に

より進められるため、時間がかかる。しかし

委員会は、行動要綱に法的拘束力がないこと

を前提にしながらも、EU内において有害税

制の廃止が、部分的にせよ前進すれば、現在

廃止に反対している加盟国も、その立場を維

持し続けることは困難だろうと比較的楽観し

ている。すなわち、域内で相当数の加盟国に

おいてある程度の前進があると、他の加盟国

もそれに追随するのは、EUではよく見られ

るプロセスであり、行動要綱は、政治的合意

ではあるが、全ての加盟国が政治的にせよ約

束したことの意義を過小評価すべきではない

と考えているのである。行動要綱は、立法で

はないが、その採択のためには多くの時間と

労力が既に投下されており、その意味は小さ

くないというのである。OECDでも同様の議

論が平行して進んでいることも、このような

見方を補強する。有害税制のうち多くの措置

が、国家援助の対象となることも考慮すべき

要素であろう。

しかし他方では、多くの加盟国は有害税制

の改革に消極的であり、行動要綱に基づく改

革は、実際には進展しないだろうとの観測が

ある。前述したベルギー・ルクセンブルクの

対応を見る限り、たしかに加盟国は、有害性

の認定にも係わらず、自国経済にとって重要

な優遇税制については、可能な限り維持しよ

うとしており、そのために妥協の道を模索す

ることになるであろう。繰り返しになるが、

行動要綱は、優遇税制それ自体の廃止を目的

としているわけではなく、競争に対する有害

性を除去することを目的としている。その意

味では、加盟国が、有害性を除去するために、

制度を部分的に修正し、制度自体は存続させ

ようとするのは、当然予測される対応と言う

事ができよう。
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５．企業に係わる税制の将来

もっとも、行動要綱が合意された結果、優

遇税制の利用が、従来と比べて不自由になっ

たことは間違いない。このため加盟国は、優

遇税制とともに、行動要綱の対象外の措置に

よって、外国投資を勧誘しようとする。それ

が、企業税制一般の改革である。企業に対し

て、一般的に適用される税制は、行動要綱の

対象ではない。このため幾つかの加盟国は、

一般的な税制自体を企業にとって有利な方向

に改正し、他の加盟国よりも好ましい税環境

を整備して、企業を誘致しようとしている。

その第一は、法人税率の引き下げである。

優遇税制とともに、投資先の決定にあたって、

法人税率が重要な要素となることは、容易に

推測できるところであり、今回の日系企業へ

の調査結果もそれを裏付けていた。最近の加

盟国の法人税率を比較すると、30％台に設定

している国が多い。すなわち、ベルギーの法

人税率は、基本的に39％（但し、所得により

過重され、軽減税率がある）であり、フラン

スは33.33％、デンマークは30％、フィンラ

ンド28％、オーストリア34％、ギリシャ

37.5％、オランダ35％、ポルトガル32％、ス

ペイン30％（他に地方商工会議所付加税

1.5％）、イタリア36％、ルクセンブルク30％

（この他、始業保険掛け金１％、地方事業税

9.09％で、総合実効税率39.09％）などである

（2001年８月現在）。これに対して、アイルラ

ンドは、現在20％の税率を2002年度に16％、

2003年度に12.5％と段階的に引き下げる予定

である。その結果、同国の法人税率は、他の

加盟国よりも著しく有利となる（注12）。またル

クセンブルクも、法人税率を引き下げる予定

であり、2001年末に法案が採択された。これ

によると、2001年度に30％であった税率は、

2002年度は22％に引き下げられ、法人税以外

の住民税・事業税などの企業の負う税負担

も、やはり引き下げの方向にある。そして、

委員会は、税率については、原則として加盟

国の権限であると考えている。このような委

員会の立場には批判もある。1992年に税制改

革を提言した「ルディング委員会」のメンバ

ーであったカトリックルーヴァン大学（ベル

ギー）のVanistendael教授は、競争に対する

効果の点では同じであるから、加盟国の定め

る税率の引き下げ競争に制限が無いのはおか

しいと委員会の対応を批判している。もっと

も委員会も税率についてまったく無関心であ

るわけではなく、アイルランドのような著し

く低い法人税率については、行動要綱の観点

から検討している。著しく低い税率を公正と

捉えるか、不公正と捉えるかについては、加

盟国間においても議論が分かれており、委員

会は、公正なレベルがどこまでかを研究して

いるが、なお結論は出ていない（注13）。

第二に、税負担の大きさとともに重要であ

るのが、税の予測可能性であり、その意味で

は、税務当局が自らの判断を事前に示す「タ

ックス・ルーリング」が大きな役割を果たす。

例えば、オランダにおいて「タックス・ルー

リング」が広く行われていることは有名であ

るが、ルクセンブルクでも、税法の適用・解

釈を予め確認するためにルーリングが頻繁に

活用されており、企業に高く評価されている。

このため、ベルギーも、税環境整備の一環と

して、一般的な「タックス・ルーリング」の

制度を導入することを検討している。ベル

ギー政府も、ルーリングは、納税者の法的
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な保障にとって重要であると考えているので

ある。

６．最後に

（1）優遇税制の限界

優遇税制は、投資場所の決定にあたって無

視できない要素ではあるが、なお多くの要素

の一つであることを理解すべきであり、その

意味では、有害税制の影響・効果を過度に重

視することには疑問がある。例えば、労働力

の質、資金調達に影響する金融インフラ、言

語、一般的な法制度、市場に関する情報入手

の容易さなど、産業ごとに、さまざまな要因

を総合的に考慮することによって、投資先が

決定される。特に、日本企業の場合には、労

使関係の良好さを重視する傾向がある。

しかし、これらのインフラが同じである場

合には、税制上の差は、決定的な要素となり

かねない。実際にも、投資優遇税制は、投資

先について一定の絞込みがなされた後に、考

慮される傾向がある。また、投資プロジェク

トに必要な資金が若干不足するというような

状況の場合にも、優遇税制は効果的である。

このように優遇税制の効果が場面により異な

ることは、その有害性を判断する際にも考慮

されるべきであろう。

なお、優遇税制の効果を判断するには、そ

の税制の安定性についても考慮すべきであ

る。頻繁に法改正が行われる場合は、現時点

での利益が将来も得られるとは限らないから

である。

（2）日本企業と優遇税制

欧米企業に比して、日本企業は、一般に優

遇税制に対する感受性が低いように思われ

る。そのような印象は、特に複雑な構造を持

った税制について妥当する。例えば、欧米の

多国籍企業は、ベルギーのコーディネーショ

ン・センターを活発に利用してきた。しかし

日本企業は、これをあまり利用せず、むしろ

制度の使いにくさを指摘することが少なくな

かった。しかし、今回の調査では、欧州に広

く子会社を展開している日本企業の中に、セ

ンターを極めてうまく利用しているものがあ

ることが判明した。そこでは、オランダの金

融会社を利用して資金を調達し、その資金を

コーディネーション・センターを介して、各

子会社に供給していた。その企業に特徴的な

ことは、制度の利用が、現地人スタッフのイ

ニシアチブの下に行われていることである。

このことは、センターの不人気の原因が、制

度自体にではなく、その制度を理解し、活用

するスタッフの側にあった可能性を示唆して

いる。日本国内では、精緻な優遇税制はほと

んど存在しない。そのために、日本国内では

その種の税制の利用に不可欠なノウハウが十

分に蓄積されにくく、日本人スタッフだけで

は、制度に十分対応できないのではないかと

懸念されるのである。

なお、末筆ながら、本調査に多大のご協力

を頂いた、ジェトロ・ロンドン事務所、同ブ

リュッセル事務所の方々に、この場を借りて、

厚く御礼申し上げる次第である。
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１．取り組みの背景と経緯

本レポートでは、EUの「有害」な優遇税

制への対策をOECDの取り組みと比較しなが

ら探ってみたい。製造業が企業立地を選択す

る場合は、税金以外の要因に影響されること

が多い。一方でサービス業は少ない設備投資

でビジネスができるため、税制面で優遇され

る立地を選ぶことが多い。税は本来、企業の

活動に対して中立であるべきである。しかし

ながら、各国が自国への企業誘致や投資促進

のために競って税制上の優遇措置を導入した

結果、所得間の税負担の不公平が生じ企業の

経済活動に対する中立性が歪められるなどの

弊害が生じたため、EUとOECDでほぼ同時

期に「有害」な優遇税制への取り組みが始ま

った。

EUの「有害」な優遇税制の取り組みは96年

から始まっている。96年から現在までの経緯

は表１の通りである。

他方、OECDでは、98年から本格的な取り

組みが始まっている。98年４月に「有害な税

の競争報告書」を承認、2000年６月に「有害

な税の競争の特定および除去の作業の進展に

ついての報告書」が公表されている。

２．プロジェクトの内容

次にEUとOECDの取り組みの内容を比較

してみる（表２参照）。対象地域について、EU

は「EU加盟国と海外領土」としている。EU

条約の適用外地域である海外領土も含まれる

ことに注意が必要である。一方、OECDは、

「有害」な優遇税制の行方
～OECDとEUの最新情勢と各加盟国の動向～

（EU・OECD）

EU加盟国を含めた各国は近年、自国への企業誘致を図るため、税制上の優遇措置を打

ち出している。各国が競い合って打ち出す優遇措置の結果、本来中立性が求められる税制

が歪められたとの見方が多い。このような「有害」な優遇措置に対して、EUとOECDは

それぞれ取り組みを行ってきた。

本レポートは、ジェトロ欧州課が主催した研究会（2001年９月26日開催）で、ホワイ

ト＆ケース国際税務事務所アソシエイトの植田美幸氏に、EUとOECDの「有害」な優遇

税制に対する取り組みに関する講演を依頼し、その内容を取りまとめたものである。

2

海外調査部欧州課



OECD加盟国とタックス･ヘイブン国・地域

を対象とする。なおタックス・ヘイブン国・

地域はOECD加盟国でない国・地域も含む。

対象業種について、EUは業種を問わず事

業活動全般を対象としている。他方、OECD

は金融・サービス業など、地理的に可動性の

高い活動に限定している。ただし、実際は、

EUでも金融業やグループ企業のサービスカ

ンパニーが主に対象となっている。

判断基準について、EUは、以下の５点を

基準としている。すなわち、①便益が非居住

者に限定または非居住者との取り引きに限定

されて与えられている、②便益が国内市場か

ら遮断されている、③実質的な経済活動なし

で便益が与えられている、④利益確定のルー

ルが国際的に認められたルールから乖離して

いる、⑤透明性の欠如、である。

一方、OECDは加盟国の有害税制、タック

ス・ヘイブンの有害税制について、それぞれ

以下の４点を判断基準としている。加盟国の

有害税制では、①非課税または低税率による

課税、②国内市場からの遮断（優遇措置の対

象が国外からの進出企業に限定）、③透明性

の欠如、④有効な情報交換の欠如、である。

タックス・ヘイブンの有害税制については、

①非課税または低税率による課税、②透明性

の欠如、③有効な情報交換の欠如、④実質的

な活動要件の欠如、を判断基準とする。

次に、「潜在的に有害」として認定された

措置の数を比較する。EUでは、加盟国税制

は13カ国40措置、海外領土の税制については

26措置が有害と認定された。ちなみに、加盟

国で指摘されなかったのは、英国とスウェー

デンである。OECDでは、21カ国47措置が有

害と認定された。このなかに日本は含まれて

いない。タックス・ヘイブンでは、35カ国・

地域が認定された。なお、タックス・ヘイブ

ンと認定された35カ国には、既に優遇税制の

見直しなどを表明した国・地域は含まれてい

ない。

EUとOECDの「有害」な税制への対処の

原則は現状凍結と既存措置の縮減・撤廃であ

る。現状凍結とは、新たに「有害」な優遇税

制を導入しないということを指す。EUの対

処期限は2002年12月である。ただし、2000年

12月31日現在で優遇税制の適用を受けている

企業は2005年12月31日までの経過措置が認め

られている。一方、OECDの対処期限は2003
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1996年10月�

1997年11月�

1997年12月�

1998年３月�

1998年５月�

1998年７月�

1998年９月�

1998年11月�

1998年12月�

1999年５月�

1999年11月�

2000年12月�

「EUにおける税制のあり方に関する報告」の発表�

委員会から理事会・議会へ「タックスパッケージ」の提案�

理事会と各加盟国代表による「タックスパッケージ」に関する基本合意�

理事会による「行動規範グループ」設置の確認�

「行動規範グループ」最初の会合（英国のプリマローロ女史を座長に選任）�

委員会が「行動規範グループ」に対して、最初の優遇税制リストを提出�

委員会は加盟国からの情報に基づき最初の優遇税制リストを修正�

加盟国は海外領土の税制に関するリストと報告書を委員会に提出�

「行動規範グループ」から蔵相理事会へ第１回中間報告書の提出�

「行動規範グループ」から蔵相理事会へ第２回中間報告書の提出�

「行動規範グループ」から蔵相理事会へ報告書（プリマローロレポート）の提出�

理事会と各加盟国代表が「タックスパッケージ」の骨子について承認�

表１�
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2

対象地域�

対象業種�

判断基準 

EU OECD（加盟30ヶ国（注１））�

表２　プロジェクトの内容�

EU加盟国とその海外領土（EU条約の適用外地域）�

（注１）オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、イ
タリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、
米国、日本、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、チェコ、ハンガリー、ポーランド、
韓国、スロバキア（EUの各加盟国に加えて欧州委員会は議決権のないオブザーバーとして参加している）�

（注２）プリマローロレポートでは、当初リストアップされた優遇税制を、金融サービス・グループ金融・ロイヤルティ、
保険（再保険・キャプティブ含む）、グループ企業のサービスカンパニー、持株会社、非課税・オフショア会社、
その他のカテゴリー別に分類して検討した。�

（注３）2000年報告書では、保険、金融子会社・リース、ファンドマネージャー、銀行、地域統括本部、販売子会社、サー
ビスセンター、国際海運、その他のカテゴリー別に対象となる事業を分類。持株会社税制は今回の報告書には含ま
れていないが、アプリケーションノートの作成時に継続的に検討される予定。�

（注４）EUの行動規範では、脱税に関する情報提供について最大限の協力と国内法や租税条約の租税回避防止規定の役割
の重要性が言及されている。�

業種を問わず事業活動全般を対象（注２）。また、法人
税制に限定せず、企業誘致のために特定の従業員に
与えられる所得税の恩典も対象とする。但し、特定地
域の経済発展のために必要な優遇税制については、比
例性の原則に適合する限りにおいて適用除外とされる。�

OECD加盟国                                           �
タックスヘイブン国・地域（OECD加盟・非加盟を
問わない）�

金融・サービス業（無形資産の提供を含む）等地理
的な可動性の高い活動に限定（注３）�

１．便益が非居住者に限定又は非居住者との取引に
限定されて与えられている�

２．便益が国内市場から遮断されている�
３．実質的な経済活動無しで便益が与えられている�
４．利益確定のルールが国際的に認められたルール

から乖離している                                   �
５．透明性の欠如�

・加盟国の有害税制�
１．非課税又は低税率による課税�
２．国内市場からの遮断（優遇措置の対象が国外か

らの進出企業に限定�
３．透明性の欠如�
４．有効な情報交換の欠如�
・タックスヘイブン�
１．非課税又は低税率による課税�
２．透明性の欠如�
３．有効な情報交換の欠如�
４．実質的な活動要件の欠如�

潜在的に�
有害と認�
定された�
措置�

加盟国の税制：13カ国40措置�
海外領土の税制：26措置�

加盟国の税制：21カ国47措置�
タックスヘイブン：35の国・地域�

（非協力的な国・地域に限定）�

対処の原�
則�

現状凍結と既存措置の縮減・撤廃�
（2002年12月まで：但し、2000年12月31日現在で優
遇税制の適用を受けている企業については2005年12
月31日までの経過措置を認める）�

現状凍結と既存措置の縮減・撤廃（2003年４月まで：
但し、2000年12月31日現在で優遇税制の適用を受け
ている企業については2005年12月31日までの経過措
置を認める）�

提案され�
ている具�
体的な措�
置�

タックスパッケージの採択により、「有害」な優遇
税制の現状凍結と既存措置の縮減・撤廃について加
盟各国の政治的なコミットメントを得る。→実効性
についてはピアプレッシャーへ期待。�
�
国家補助金規定の観点から各国の租税特別措置を検
証（注４）�

（欧州委の権限範囲で実効性を確保？）�

OECD加盟国の政治的なコミットメント�
・国内法及び執行に関する勧告（CFCなどタックス

ヘイブン対策税制の導入、資本参加免税等国外所
得の免税制度の制限、国外活動に関する情報申告
制度の充実、ルーリングに関する条件の公開、移
転価格ガイドラインの遵守、銀行情報へのアクセス）�
・租税条約に関する勧告（情報交換規定の活用、条

約便益の利用資格の確認と制限、国内法の租税回
避規定とOECDモデル条約の原則の適合、タック
スヘイブン国・地域との租税条約の廃止）�
・共同調査、協調トレーニングプログラム等の実施 �
・他国の税に関する請求への協力�
・タックスヘイブン国・地域への支払の控除制限�
・有害な税の競争に加担する国の居住者への支払に

対する源泉税の賦課�
・「居住地」の定義の見なおし�
・税以外の措置（経済援助）�
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年４月までとなる。こちらも2000年12月31日

現在で優遇措置を受けている企業に対して

は、2005年12月31日までの経過措置が認めら

れている。

EUの目的は、タックスパッケージの採択

により、「有害」な優遇税制の現状凍結と既

存措置の縮減・撤廃について加盟各国の政治

的なコミットメントを得ることだ。またEC

条約上の国家補助金規定の観点から各国の租

税特別措置を検証する方向も打ち出してい

る。一方、OECDでは、OECD加盟国の政治的

なコミットメントということになる。具体的

には、タックスヘイブン対策税制の導入や移

転価格ガイドラインの遵守など、国内法の制

定および施行に関する勧告となるだろう。た

だし、いまだ具体的な勧告は出されていない。

また、租税条約に関する勧告、共同調査など

の実施がOECDが取り得る方法として挙げら

れている。

３．EUとOECD共通で潜在的に有害
とされた優遇税制の例

次に、EUとOECDの両方で、潜在的に

「有害」とされた優遇税制の例を挙げる。ま

ず、オランダについては、表３に３つの例を

挙げた。「Risk Reserves for International

Group Financing」は、金融活動に従事する

特定の多国籍企業が対象で、金融活動からの

収益の最大80%まで準備金の積み立てを可能

とする。「Intra-Group Finance Activities」

は対象が特定の活動を行う金融会社で、最大

0.125%または0.25%の固定利ざやを課税所得

と認める措置だ。つまり、実際の所得に応じ

てではなく、税務当局が一定の所得分を納税

すればよい、というものだ。「Cost-plus/Resale-

minus Ruling」では、企業の管理部門に関す

るサービスを関連会社に提供する活動が対象

となる。コストプラス（５～15%）またはリ

セールマイナス（１～３%）方式による課税

所得の計算について４年間有効（延長可能）

なルーリングを付与する。これは、一定の金

額を適正なマージンとして納税すればよいと

するものである。

ベルギーについては３つの例を挙げた。な

お、「Co-ordination Centers」は、対象が必ず

しも多国籍企業でなくても良いが、実際利用

しているのは多国籍企業がほとんどである。

制度の適用には現地従業員雇用の条件を満た

す必要があり、ベルギー国内の雇用政策に利

用されている。

ルクセンブルクの「1929 Holding Company

Regime」は、法人所得税を免税とし資本金の

1.02%のみに課税する、という制度である。ア

イルランドに関しては、レジュメに２つの例

を挙げた。「International Financial Services

Center」では、対象企業の法人税を10%に軽減

する措置がとられる。特筆すべきは、ドイツと

日本の子会社で同措置を利用する企業には、

親会社所在地のタックス･ヘイブン対策税制

を避けるため、10％の代わりにそれぞれ30%

と26%の法人税率が適用されている点である。

４．EUの行動規範に対する各加盟国
の反応

EUの行動規範（プリマローロレポート）に

対する加盟国の反応はどうか。同報告の脚注

には、「有害」な税制との指摘に対して加盟

国がどのように反応したかが書かれている。

反論の大半は、オランダ、ベルギー、ルク

センブルク、アイルランドの４カ国による。

オランダは、プリマローロレポートは国境を

越える活動に関する広範なレビューを欠いて

おり、リストアップされた措置がどのように

事業活動の場所や他の加盟国に実質的な影響

を与えているか検証されていないとして、レ

ポートに対する立場（賛否）を保留した。オ

ランダがリストアップされたコストプラスな

どの制度について、同様の措置を持つ英国な

どの制度がリストアップされていないことに

も不満を示している。また、行動規範グルー



JETRO ユーロトレンド　2002.516

2

オランダ�

税制� 優遇措置の適用対象� 主たる優遇措置の内容�

表３　EUとOECD共通で潜在的に有害とされている優遇税制の例�

Risk Reserves for International                                     
Group Financing

４カ国以上又は２大陸以上
に所在するグループ企業（33.33
％以上の所有関係要）の金融
活動に従事する法人�

金融活動からの収益の最大
80％までの準備金の積立が
可能�

ベルギー� Co-ordination Centers 多国籍企業の金融・管理活
動に従事するベルギー法人
又は外国法人のベルギー    
支店（多国籍企業グループの
資本金、売上、本店所在地
外の活動規模、ベルギーで
の雇用、活動内容等の一定
の条件を満たすものに限る）�

コストプラス（８％）方式
による課税所得の計算�
国外への支払利子・配当・
ロイヤルティの源泉税免除�
設立時の資本登録税免除�
ベルギー不動産の帰属家賃
非課税�

ルクセンブルク� 1929 Holding Company 
Regime

他法人の株式の保有・管理
を目的とするルクセンブル
ク法人（商業活動の禁止）�

法人所得税の免税（資本金
の1.02％のみに課税）�

アイルランド� International Financial 
Services Center

アイルランド非居住者との
間で行われる金融サービス
活動に従事する法人でダブ
リンのIFSC内に所在するも
の。雇用人数の条件等を満
たす実質的なプレゼンスの
ある財務省認可法人に限定�

法人税を10％に軽減�
（ドイツと日本の子会社とし
て運営されている会社につ
いては、親会社の所在地国
でのタックスヘイブン税制
を避けるために、30％と26％
の法人税率が適用されている）�
地方固定資産税の免税�
新規取得建物や設備の初年
度一括償却�

Intra-Group Finance Activities 金融会社が関連会社又は第
三者からの借り入れを行い、
関連会社へ再貸付を行う活
動（当該金融会社が為替や
債務に関するリスクを負わ
ないものに限定）�

最大1/8％又は1/4％の固定
利鞘を課税所得と認める�

Cost-plus/Resale-minus Ruling 関連会社間のサービス提供
等補助的な企業活動（独立
企業間価格のベンチマーク  
が存在しない場合）�

コストプラス（5－15％）又
はリセールマイナス（1－3％）
方式による課税所得の計算
について４年間有効なルー
リング（延長可能）の付与�

Distribution Centers 企業グループ内で、原料・
資材・製品の調達・保管活
動、受注管理や運送に従事
するベルギー法人又は外国
法人のベルギー支店�

コストプラス（５％）方式
による売上を独立企業間価
格として認める�

Service Centers 企業グループ内で、顧客への
情報提供や仲介、販売活動に
関する準備・補助的な  活動
に従事する限られたリスク
で運営されるベルギー法人�

コストプラス又はリセール
マイナス方式による課税所
得の計算（通常5－15％のマ
ークアップ率により計算さ
れている）�

Shanon Airport Zone シャノン空港地域周辺で、
航空機の修理や維持管理（金
融サービス活動を含む）に
従事するアイルランド法人
及び外国法人のアイルラン
ド支店（雇用人数の条件等
を満たし財務省からの認可
を受けた法人に限定）�

法人税を10％に軽減                 
地方固定資産税の免税              
新規取得建物や設備の初年
度一括償却�



プの活動がEU全体の競争力を損なうもので

はならないと主張した。

オランダは税制が発達した国と自負してお

り、ルーリング制度が「有害」な税制との指摘を

受けたことに落胆したようだ。以下は、ルーリ

ング制度に関するオランダ政府の説明である：

オランダの法人税は各企業が確定申告書

を提出して数ヵ月後に、税務当局のアセ

スメントにより決定される。そのため、

事業年度終了後法人税額の確定までにか

なりの長期間を要する。現行のルーリン

グ制度は、このような状況の下で発達し

てきた必要不可欠な制度である。1995年

の取扱通達により、ルーリング制度はす

べての納税者に与えられた法的な権利で

あることが明確化されている。ルーリン

グはあくまで税法の範囲内で与えられる

ものであり、税法を逸脱するようなルー

リングを出す権限は税務執行当局にはな

い。将来の税制改正は、現行のルーリン

グに縛られない。また、現行のオランダ

法人税制上、ルーリング制度は、多国籍

企業内の活動についてその重要性が特に

高いが、多国籍企業の活動に関するルー

リングにおいては、OECDのガイドライ

ンが特に遵守されている。すべての種類

のルーリングは95年の取扱通達に示され

ている。これらのルーリングでカバーで

きない標準的な状況から逸脱するものに

ついては、個別のルーリングを得る必要

があるが、ルーリングは現在ロッテルダ

ムの税務当局が一元的に管理している。

また、他国からの要請に応じてルーリン

グの内容などを開示している。現行のル

ーリング制度は、欧州委員会が95年の行

政通達を精査した結果、EU条約で禁止さ

れている国家補助金に該当しないと判断

済みである。

ベルギーは、リストアップされた税制の

有害性の判断に不満を抱いた。コストプラ

スやリセールマイナスによる利益算定方式

は、これらの企業の活動に照らして通常得

るべき所得として適正な利益率であると主

張した。特に、ディストリビューションセ

ンターの場合は、課税所得の計算の基礎と

なるべきコストを限定していないし、多国

籍企業に属すことが要件でないにもかかわ

らず、リストアップされたことに不満を示

した。ルクセンブルクは、同報告書全体につ

いて、リストアップされた優遇措置の内容が、

結果として関連会社間のサービスや金融サ

ービス、オフショア会社に関する税制に限

られるなど、偏ったアプローチが取られて

いることに賛同できないとした。アイルラ

ンドは、リストアップされた税制が、近年

まで欧州委から国家補助金規定に照らして

合法と認められていた措置であり、欧州委の

判断の変更に伴い、縮減することを決めた措

置であることへの不満を表明した。

５．OECDの有害な税の競争報告書に
対する加盟国・各国・地域の反応

OECDの有害な税の競争報告書に対する、

加盟国・非加盟国の反応はどうか。OECD

加盟国では、スイスとルクセンブルクが、

有害な優遇税制措置を金融活動関連に限定

することは、不均衡なアプローチとして、

98年報告書の承認決議と勧告の採用につい

て棄権した。これは、両国とも金融立国で

あり、同報告書で求められている情報交換

制度が金融機関の守秘義務上実現不可能と

の判断からだ。OECD非加盟国では、アル

ゼンチンと南アフリカ共和国が有害な税制

への懸念を表明した。タックス・ヘイブン

としてリストアップされた国・地域は、

OECDのプロジェクトは先進国の利害を優

先し小国の財政主権を侵害するという批判

や、一方的なリストアップに対する反発や

行き過ぎた制裁措置への懸念も表明した。他

方で、すでに有害税制除去への協力を約束し
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たタックス・ヘイブンもある。（注５）

６．今後の展望

EUでは、2001年７月に財務相理事会がタ

ックスパッケージに関するタイムテーブルを

発表した。財務相理事会のスケジュールとし

ては、2001年12月にプリマローロレポートで

報告された「有害税制」の現状凍結と既存措

置の縮減・撤廃状況の報告書を検討する。ま

た、プリマローロレポートに対する加盟国の

保留事項について議論する。2002年４月には、

EU加盟国の海外領土におけるプロジェクト

の進捗状況を議論し、同６月～12月に、対抗

措置と2005年以降に経過措置を延長する可能

性について検討する。2002年12月には、行動

規範と利子共通課税の指令案を採択する。

また、欧州委員会の新しい方針として2001

年５月、「EUにおける租税政策－今後の優先

課題－」というコミュニケーションが発表さ

れている。同コミュニケーションでは、以下

の６点について指摘があった。①EU非加盟

国との協調を開発援助政策を通じて進める、

②企業課税に関する研究の促進（これまでの

各論的アプローチか、包括的アプローチか。

92年のルディング報告以来、税に関する包括

的アプローチはされていないので、今後も部

分的に修正をしていくかたちで本当にいいの

か、ということ。また、Home State Taxation

についても触れている。これは多国籍企業の

本店所在地国の法人税制度に基づいてEU域

内のすべての課税所得を算出し、それを一定

のフォーミュラに基づいて各国ごとに配分し

て各国独自の税率で課税する制度で、各国制

度の相互認証を基本とする制度だ。ただし、

これも各国の税率格差がなくなって、初めて

実現可能になる制度だろう。極端な少数意見

ではあるが、いっそ法人税を止めて付加価値税

一本でいく、という考えにも触れられている。）

このほか、③外国人派遣社員に対する特別

税制の「有害」性について検証、④条約違反

の摘発、すなわち欧州司法裁判所判決や条約

の国家補助金規定に基づき欧州委が条約の守

護者としてより積極的な役割を果たすこと、

⑤行動規範のような法制によらない手段の強

化（コミュニケーション、レコメンデーショ

ン、ガイドライン、ノーティスなど）、⑥少

数の加盟国による先行統合の採用、などが提

唱されている。

一方、OECDの「有害」な税制に対する取

り組みの今後の展望はどうか。OECDは現在、

有害税制の改正の方向を示す具体的方針（ア

プリケーションノート）の作成作業中である。

米国は2001年５月、OECDのプロジェクトは

内政干渉であり非加盟国に対する不公正なも

のとして、同プロジェクトに対する支持を取

り下げた。同６月、OECDで議論されたプロ

ジェクトの修正案にカナダ、フランス、ドイ

ツ、イタリア、日本、英国が賛同した。プロ

ジェクトの修正案は、①有害税制除去に協力

する約束をしなかったタックス・ヘイブンの

リストの発表時期を2001年７月31日から11月

30日に延長し、②有害税制除去の協力の対象

を、情報交換と透明性の確保に限定、③対抗

措置はまず、OECD加盟国に適用し、OECD

非加盟国への適用は2003年以降とする、こと

などである。

７．EU加盟国の税制改正の動向

では、EUレベルの法人税制に関する議論

が加盟国の税制に影響を与えた例があるかど
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（注５）2000年報告書作成時点で、バミューダ、ケイマン、サンマリノ、マルタ、キプロス、モーリシャスは、
2005年末までに有害税制除去への協力を約束したため、2000年報告書のタックスヘイブンリストから
除外された。その後、オランダ領アンティール、英領マン島、セイシェル、バーレーン、オランダ領
アルバ、トンガが2005年末までの有害税制除去への協力を約束。



うか、をみたい。結論から言えば、限られた

数の直接税制に関する指令を除いて、加盟国

の税制改革に影響を与えた顕著な例はない

が、欧州司法裁判所の判決が英国の税制改正

に直接・間接に大きな影響を与えたケースを

２つ紹介したい。

一つ目は英国のAdvance Corporation Tax

（ACT）制度の廃止である。

改正前の英国のインピュテーション方式

（注：配当に対する二重課税を調整する方法

の一種）では、配当として分配される利益の

一部を前払法人税であるACTとして計算し、

配当する法人がACTを納付する一方、配当

を受領する株主側では、このACTと同額の

インピュテーション控除が与えられ、株主の

払う税額から控除できる形式で運営されてい

た。なお、ACTは当該法人が配当を行った

事業年度の確定した法人税額から控除され、

法人はACT控除後の法人税額（Mainstream

Corporation Tax）を事業年度終了の日から

９ヵ月後に納付することとされていた。ただ

し、51％以上の株式の所有関係にある英国法

人間で配当が支払われる場合には、Group

Income Election制度を選択することにより、

子会社は親会社に配当する際ACTを納付す

る必要がなかった。

独の化学メーカーヘキスト（当時）の英子

会社が訴えたのは、「Group Income Election」

は、英国の税法上、株主が英国法人である場

合にのみ選択できるとされており、独法人の

英国子会社は同制度を選択できずにドイツの

親会社に配当する際ACTを支払わなければ

ならなかったためである。ACTは最終的に

は法人税から控除されるため、税額自体で独

法人の英国子会社が不利に扱われていたわけ

ではないが、ACTは前払法人税の名称どお

り、本来の法人税の納付期限より数ヵ月前、

場合によっては十数ヵ月前に支払わなければ

ならない。従って、その間の金融コスト（＝

ACT相当額にかかる利子）分、同じ英国法

人でも株主の国籍によって不利な扱いを受け

ることになる。英国最高裁判所は、欧州司法

裁判所に対して、このようなGroup Income

Election の英国法人株主限定適用がEC条約

の無差別条項違反に該当するか、また、該当

するとした場合に独法人の英国子会社は

ACTの利子相当額を英国内国歳入庁に請求

できるのかについて判断を求めた。

英国は、他のEU加盟国法人の英国子会社

がヘキストに追随しACTの利子相当額を請

求することを懸念して、欧州司法裁判所の決

定を待たずに99年４月７日以降、ACTを廃

止した。

二つ目はグループリリーフに関するケース

である。グループリリーフとは、75%以上の

株式を所有している関係または同一の法人に

所有されている関係のある英国法人間におい

て、一方の法人事業から生じた損失を他方の

法人の事業所得から控除できる制度であり、

簡易な連結納税制度ともいわれている。グル

ープリリーフを利用できるのは、英国法人に

限定され75%の所有関係に英国法人以外が関

与してはならないとされていた。また、外国

法人の英国支店も対象には含まれていなかっ

た。グループリリーフは、コンソーシアムを

形成する企業グループ（各法人が事業会社ま

たは持株会社でその保有株式の90%以上が事

業会社であるものの株式の５%以上を所有

し、これらの法人全体で当該事業会社または

持株会社の株式の75%以上を所有する関係に

ある法人の集団）間の損失控除に拡大適用さ

れていた。ただし、コンソーシアムリリーフ

が与えられる場合も英国法人の企業集団に限

定されていた。

英国法人であるICIとWelcomeは英国法人

である持株会社の株式の49%と51%をそれぞ

れ、所有していた。当該持株会社は23の事業

会社を子会社として有していた。これらの子

会社のうち４社が英国法人、６社がEU加盟

国内に設立された法人、残り13社がEU加盟
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国外に設立された法人であったICIは、これ

ら４社の英国孫会社の事業損失を自社の課税

所得から控除すべくコンソーシアムリリーフ

を適用しようとしたが、英国の税法ではコン

ソーシアムリリーフを取るためには、持株会

社のポートフォリオの90%以上が英国の事業

会社の株式でなければならなかった。欧州司

法裁判所は、このようなコンソーシアムリリ

ーフの適用条件を英国の事業会社株式に限定

する英国税法の規定は、開業の自由を保障す

るEC条約違反と認定した。なお、ICIのケー

スでは企業集団のなかに13社のEU加盟国外

の事業会社が含まれていたため、実際にICI

にコンソーシアムリリーフを認めないことに

ついてはEC条約違反ではないと判示された

が、英国は2000年の税制改革により、グルー

プリリーフおよびコンソーシアムリリーフ

を、英国法人だけで構成されるグループ企業

に限定せず、一定の条件を満たすEU加盟国

または欧州経済領域（EEA）のグループ企

業の英国法人間にまで拡大適用することを認

めた。
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１．はじめに

我が国の企業が海外市場で活動を行うにあ

たっては、当該市場の独自資本とも競合する

のみならず、他国からの進出企業との間でも

競争が行われる。例えば、欧州市場を例に考

えれば、我が国企業が欧州市場で競争してい

るのは欧州系企業と米国系企業であることが

多いであろう。

一方、我が国は米国との間でも、また欧州

の大半の国との間でもいわゆる租税条約（注１）

を締結している。欧州諸国は米国とも租税条

約を締結している。租税条約の主たる目的は

国際的脱税・租税回避防止と二重課税の排除

であるが、いま一つ、締約国間での経済交流

に対する租税上の障碍の除去がある。これは

例えば、各国の国内税制の違いを租税条約上

調整し、二重課税の可能性を排除したり、配

当所得について配当支払法人所在地国が国外

に居住する株主に対する当該法人の配当の支

払いについて、配当支払法人側で源泉徴収す

ることが多いが、一定の締約国の間ではその

日米欧間の租税関係
～三地域間の租税条約を素材として～

在欧日系子会社が日本の親会社に利益を配当する場合、日本と所在国が租税条約を締結

しているならば、その条約に基づいて配当に対して源泉課税される。一方、同じ国に所在

する米系子会社が米国の親会社に利益を配当する場合、米国と所在国の租税条約に基づい

て課税される。租税条約に定められた源泉課税率が異なる場合、本国での外国税額控除も

考慮する必要があるものの、同じ国でビジネスを行う日系企業と米国企業の競争条件が異

なり得る。

本レポートは、ジェトロ欧州課が主催した「欧州税制研究会」の委員である、横浜国立

大学大学院国際社会科学研究科教授の川端康之氏に、租税条約を基に日米欧間の租税関係

と欧州進出企業への影響について、分析頂いたものである。

3

海外調査部欧州課

（注１）租税条約には所得税や法人税などの所得課税に関するものと相続税に関するものが存するが、以下で
は、もっぱら所得課税に関する租税条約を念頭に置く。また、OECDや国際連合はそのような租税条
約の雛形（モデル租税条約）を公表している。
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ような源泉地国側での課税をまったく行わ

ず、税負担なしで外国居住の株主に対して配

当の分配を行うことができたり、源泉徴収の

際の税率を国内法上の税率よりも低く定めて

いたりすることに見られる。

次に、欧州連合（European Union）は、域

内加盟国間の税制の調整・調和を、付加価値

税を嚆矢として、他の間接税、さらには所得

税や法人税にも及ぼしつつある。厳密にいえ

ば、基本条約上の付加価値税と直接税の調和

統合の法的位置づけは異なるが、特に、国境

を越える利子・配当の支払いについては源泉

地国での課税を廃止し、情報交換という代替

的行政手段による居住地国課税を理想とし、

米国や我が国も含めた先進国の中でやや異な

った動きをとりつつある。しかも、EU域内

の企業であればその資本の出自は問わず、い

ってみれば日系進出先企業であっても他の域

内関連企業との間の取引についてそのような

扱いを享受できるようになりつつある。

これらの点をあわせ考えると、欧州連合域

内の企業関係税制を考察する上ではいくつか

のディメンションを峻別することができると

思われる。その一つは、EU加盟国の国内税

制である。それはさらに第二の、加盟国間の

調整・調和の状況に繋がる。さらに、域外国

から観察した場合には、そのようなある加盟

国の関連企業との関係で、EU加盟国との間

の租税条約、我が国国内法という局面に加え

て、進出先国からさらに他の域内加盟国の関

連企業への展開という局面も、域内加盟国間

の税制調整・調和の視点からは重要である。

本稿では、これらのディメンションのうち、

我が国と欧州市場で競争関係にある米国企業

が対欧州市場でどのような租税上のポジショ

ンを租税条約上得ているのかを我が国の租税

条約との比較で検討し、さらに域内加盟国間

との関係を検討することにする。

特に、米国は1980年代後半から現在に至る

約15年ほどの間に欧州の主要国との間の租税

条約を改訂し終えたのに対して、我が国はも

っぱら旧来の条約を用いているという現状を

よく理解しておく必要があろう。それは、競

争条件として租税条約を観察した場合に、我

が国が今後重点を置くべきところを示してい

るように思われるからである。

２．我が国の対欧州条約の状況

まず、我が国が現在締結している租税条約

の中で、欧州各国との条約はどのような状況

にあるかを整理しておく。

我が国は、所得課税に関する条約を45件締

結しており、そのうち、欧州連合加盟国15カ

国との間では、ギリシャ、ポルトガルを除く13

カ国との間で所得税条約を締結している（注２）。

そのうち、現行条約が1990年代以降締結改訂

されたのは最新の対スウェーデン条約（1999

年改正署名）の他計５件、1980年代に改訂さ

れたのは対ベルギー条約（1988年改正署名）

から対イタリア条約（1980年改正署名）まで

の４件、1970年代に締結されたのは、1974年

の対スペイン条約と対アイルランド条約、

1960年代に締結改訂されたのは、対デンマー

ク条約（1968年署名）と対オーストリア条約

（1961年署名）である。第二次世界大戦後、

原条約を最も早い時期に締結したのは対スウ

（注２）平成13年５月現在、対ベルギー条約（1988年、原条約1968年署名）、対デンマーク条約（1968年、原条
約1959年署名）、対独条約（1983年、1979年、原条約1966年署名）、対スペイン条約（1974年署名）、対
仏条約（1995年、1981年、原条約1964年署名）、対アイルランド条約（1974年署名）、対イタリア条約

（1980年、原条約1969年署名）、対ルクセンブルク条約（1992年署名）、対蘭条約（1992年、原条約1970
年）、対オーストリア条約（1961年署名）、対フィンランド条約（1991年、原条約1972年署名）、対スウ
ェーデン条約（1999年、1983年、1964年、原条約1956年署名）、対英国条約（1980年、1969年、原条約
1962年署名）、の13カ国である。



ェーデン条約の1956年署名で、その後60年代

から70年代初頭にかけて、これらの条約の原

条約が相次いで締結された。

現在の対欧州条約は、多少の相違はあって

も、ほぼOECDモデル租税条約や国連モデル

租税条約の体裁を踏襲しているといってよ

い。条約の骨格となる恒久的施設や各種所得、

源泉地国での条約上の制限税率の規定などは

ほぼ共通した体裁を整えている。

我が国の対欧州条約の特徴の一つは、全体

のおよそ３分の２の条約が1980年代以前に締

結改訂されたままとなっていることである。

対独条約の現行条約は1983年、対英国条約の

現行条約は1980年であり、対仏条約（1995年

改正署名）を除けば、欧州主要国との間の租

税条約も80年代のままである。欧州連合のこ

こ10年余りの激しい動きや、後述の欧州市場

統合の進捗を考えると、やや時代遅れになり

つつある条約が多いといえよう。もっとも、

古い条約であっても現在の経済状況に適合し

ていればわざわざ形式的に改訂を重ねる必要

もないことはいうまでもない。そこで、以下

では欧州市場における日系企業の対欧州系企

業・米国系企業との競争条件として重要と思

われるいくつかの点を取り上げて概観してみ

ることにしよう（ここでは相手国から日本へ

の支払いだけに着目する）。なお、多国籍企

業の投資収益の回収、還流方法は利子や配当

だけでなくロイヤリティ他のさまざまな形態

で行われていることはよく知られていること

であるから、以下で注目したいのはそれぞれ

の所得類型でどの程度源泉地国免税が達成さ

れているかではなく、それぞれの所得類型を

横断して全体としてどの程度源泉地国免税が

達成されているか、である。全体としての観

察が必要な理由は、源泉地国課税を行う所得

類型と源泉地国免税を認める所得類型があれ

ば、進出企業はおそらく源泉地国免税を認め

る所得類型での取引を用いて税引き後所得の

極大化を図るであろうからである。

２－１　配当

日系企業が現地ディーラーなどを媒介に現

地市場に進出し、その市場との密着の程度が

高まってくると、市場の需要を把握し対応す

るために支店を設置し、それがより進めば支

店ではなく子会社を設立するというのが一般

的な行動パターンである。子会社が現地市場

で利益稼得活動を行い、そこで得た利益は現

地で再投資に回されるか他の資金需要地に還

流されるか、あるいは我が国の親会社に配当

などのかたちで回収される。従って、対欧州

条約での配当に対する源泉地国課税を認める

か否かなどの課税関係、源泉税率などの課税

の水準は、親会社が子会社を通じて欧州市場

で稼得した利益の「税引き後利益」の水準を

決定する重要な要素である。子会社所在地国

で一定の源泉課税が行われれば親会社側は外

国税額控除で二重課税を排除しようとする

が、外国税額控除が必ずしも余裕のある制度

ではなくなってきていることから、根本的に

源泉免税でなければ二重課税が排除されない

可能性もある。

現在我が国が欧州各国との間で締結してい

る条約の大半は配当について源泉地国課税を

認め、一般の投資目的の株式所有の場合と親

会社による子会社株式保有の場合を区別し

て、源泉地国の適用すべき制限税率を定めて

いる。

一般の株式保有にかかる配当については、

OECDモデル租税条約が制限税率を15％とし

ていることも関係してか、対欧州条約の多く

が10％を制限税率としているが、対オースト

リア条約は20％としている。我が国からの投

資を考えた場合むしろ問題となるのは親子間

配当の場合であろう。親子間配当については、

多くの場合10％、あるいは５％の源泉課税を

行うとしており、源泉免税を定めているのは

対英国条約、対スウェーデン条約、対仏条約

があるだけである。これらからいえることは、

我が国は対欧州条約においては親子間配当に
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ついても従来から源泉課税を認めてはいる

が、一定の場合には源泉課税を免除する方向

を向きつつある、ということである。

２－２　利子

利子所得については、条約上源泉地国免税

とされているのは全体の過半を超える８カ国

に及んでいる。源泉地国課税を行うとしてい

るのは、対ベルギー条約、対スペイン条約、

対英国条約、対アイルランド条約、対イタリ

ア条約でそれぞれ10％、条約未締結国である

ギリシャとポルトガルについては国内法に従

って源泉地国課税が行われている。

２－３　ロイヤリティ

特許や著作権、商標権などのロイヤリティ

については、ほとんどの国で源泉地国課税を

行う、としている。すべての種類のロイヤリ

ティについて源泉免税にしているのは対蘭条

約だけで、対アイルランド条約では商標およ

び（映画フィルムを除く）著作権について源

泉免税としつつも、特許については10％の源

泉課税を認めている。対デンマーク条約では

著作権（映画フィルムを除く）に対してだけ

源泉免税を認め、その他のロイヤリティは

10％の源泉課税を行っている。その他の条約

はロイヤリティの種類に関わらずすべて10％

の源泉課税を認めている。利子同様、ギリシ

ャとポルトガルは国内法に従って源泉地国課

税が行われている。

２－４　概括

表１は、ロイヤリティ、利子、配当につい

て欧州連合加盟国から我が国に支払いが行わ

れた場合に源泉地国でどのような税率で課税

が行われるか、を要約したものである。やや

表１（注３）　対日送金に対する加盟国源泉課税�

源泉地国�

Austria�

Belgium�

B Coord Center�

Denmark�

Finland�

France�

Germany�

Greece�

Ireland�

Italy�

Luxembourg�

L Hold�

Netherlands�

Portugal�

Spain�

Sweden�

United Kingdom

�

1961�

1988�

�

1968�

1991�

1995�

1983�

－�

1974�

1980�

1992�

�

1992�

－�

1974�

1999�

1980

ROYPT�

10�

10�

0�

10�

10�

10�

10�

20�

10�

10�

10�

0�

0�

15�

10�

10�

10

ROYTM�

10�

10�

0�

10�

10�

10�

10�

20�

0�

10�

10�

0�

0�

15�

10�

10�

10

ROYC�

10�

10�

0�

0�

10�

10�

10�

20�

0�

10�

10�

0�

0�

15�

10�

10�

10

INT�

0�

10�

0�

0�

0�

0�

0�

40�

10�

10�

0�

0�

0�

20�

10�

0�

10

INTF�

0�

10�

0�

0�

0�

0�

0�

15�

10�

10�

0�

0�

0�

20�

10�

0�

10

DIV�

10�

5�

0�

10�

10�

5�

15�

0�

0�

10�

5�

0�

5�

30�

10�

10�

0

（注３）Lars-Erik Wenehed, Withholding Taxes to and from 101 Countries（1997）をもとに作成。ROYPTは
特許権使用料、ROYTMは商標権使用料、ROYCは映画フィルムを除く著作権使用料、INTは一般利子、
INTFは金融会社利子、DIVは配当。
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古いデータであるが、1997年現在、我が国と

欧州連合加盟国との間では、利子については

源泉免税が進みつつあり、他方、ロイヤリテ

ィと配当については依然源泉地国課税が行わ

れ、しかも一般的にロイヤリティのほうが配

当よりも高い税率で課税されている、という

傾向が見てとれよう。後述の米国の例との比

較においては、欧州側の源泉課税が米国では

免除されるのが多いのに対して、我が国は相

手方締約国である欧州連合加盟国に対して依

然源泉課税を認めている、という点が決定的

に異なる。従って、我が国企業が欧州から資

金回収を行う際には、米国企業のそれよりも

加盟国である源泉地国課税後でしか回収でき

ない点で収益率を下げているといえよう（も

っとも、日本側での課税が残っていることと

外国税額控除に注意）。

３．米国の対欧州条約の状況

我が国と欧州市場で競合している米国系企

業の欧州域内での稼得所得を米国に還流する

際には米国と欧州各国の間の租税条約上定め

られた課税がそれぞれの国で行われることに

なる。米国での課税はともかく、域内加盟国

で行われる源泉地国課税の水準の高低は我が

国の企業との競争関係にある米国系企業にと

っては税引き後所得の水準を決するだけでな

く、欧州市場での日系企業との競争にも大き

な影響を与える。逆のことは日系企業にも妥

当する。以下では、米国の対欧州条約の状況

を整理し、どのような状況にあるか概観する

ことにしよう。

３－１　米国の対欧州連合加盟国条約の傾向

米国はすべての欧州連合加盟国との間で租

税条約を締結している。しかも、米国が欧州

諸国と租税条約の締結に着手したのは、欧州

諸国が欧州連合を目標とした統合を開始する

遙か以前の、第二次世界大戦前である1932年

の対仏条約が最初である（注４）。

米国の特徴の一つは、対フィンランド改訂

条約（1989年）、対独改訂条約（1989年）、対

スペイン改訂条約（1990年）、対ポルトガル

条約（1994年、新規）、対スウェーデン改訂

条約（1994年）、対蘭改訂条約（1992年）、対

仏改訂条約（1995年）、対ルクセンブルク改

訂条約（1996年）、対アイルランド改訂条約

（1997年）、対デンマーク改訂条約（1999年）、

対イタリア改訂条約（1999年）、対英改訂条

約（2001年）と、1980年代末期から1990年代

にかけて欧州主要国との間で租税条約の改訂

作業を矢継ぎ早に進めてきたことである。そ

の結果、未発効のものも入れると、欧州連合

15カ国のうち12カ国との間で1980年代末から

現在までの改訂・署名済条約を有するように

なっている（注５）。1990年代の米国の条約締結

改訂作業でこれら以外にはCIS諸国との条約

締結があるぐらいで、他の地域との条約締結

改訂作業は皆無に近く、それが意図的である

か結果としてそうなったかということとは別

に、いかに米国が1980年代後半から欧州重視

の条約締結改訂作業を行ってきたかがわかる

であろう。それらの米国欧州間の新条約は、

経済的には欧米間の今後の経済成長のインフ

ラともいえる重要な役割を果たすであろうと

（注４）この対仏条約は米国が歴史上最初に締結した租税条約である。2002年１月現在、米国が欧州連合加盟
国との間で締結している条約は、対仏条約（1995年、原条約1932年）、対スウェーデン条約（1994年、
原条約1939年）、対英条約（2001年、原条約1945年）、対ベルギー条約（1970年、原条約1948年）、対デ
ンマーク条約（1999年、原条約1948年）、対蘭条約（1992年、原条約1948年）、対アイルランド条約

（1997年、1949年）、対ギリシャ条約（1950年）、対フィンランド条約（1989年、原条約1952年）、対独
条約（1989年、原条約1954年）、対イタリア条約（1999年、原条約1955年）、対オーストリア条約

（1956年）、対ルクセンブルク条約（1996年、1962年）、対スペイン条約（1990年）、対ポルトガル条約
（1994年）である。

（注５）ギリシャ（1950年）、オーストリア（1956年）、ベルギー（1970年）との間の条約は残っている。
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思われるし（注６）、法的観点からは、せいぜい

10数年の間に条約改訂交渉が行われること

で、比較的に同質的な法的内容の条約になっ

ている可能性もある（適用対象者の範囲や所

得分類等の他に、特に、後述の条約便益制限

についてはそういえる）。例えば、以下で述

べるような米英間の親子会社間配当の源泉免

税は、米国側にとって、従来の対外支払配当

への米国源泉課税を、源泉免税へと大きく政

策的な舵取りを変更するという意義を有する

だけでなく、それが対外支払配当にも源泉免

税を広く認めてきた英国との間の租税条約改

訂によって初めて実現した、という重要な意

味がある。米国にとっては、配当についてさ

え、今後、源泉課税を相手国で認めている条

約の改訂作業に入った場合に、米国側の源泉

課税の放棄と見合いで相手国の源泉課税も放

棄させる政策的選択肢が広がったのである。

さらに、後述のように、ロイヤリティについて

は米国の知的所有権政策を反映して、知的所有

権に関わる経済関係を米国側でコントロール

したいという米国側の強い意思が伺えよう。

３－２　配当

米国が対欧州連合加盟国との間で締結して

いる租税条約では、多くの場合、欧州側から

米国に対して支払われる配当について源泉免

税を認めている例はいまだ少数に止まる。総

じていえば、その理由は、米国から欧州側へ

支払われる配当について米国側で源泉免税を

認めている例が少なく、米国は国外へ支払わ

れる配当に対して源泉地国として課税を行っ

ていることの見返りとして、欧州側でも対米

支払配当に対して源泉課税を行っているので

はないかと思われる。ただし、前述の我が国

との間では欧州各国は15％で源泉課税を行う

例が多いのに対して、米国との間では源泉課

税は５％の制限税率で行われており、我が国

企業に比べて米国企業は欧州から低い水準で

源泉課税された配当を回収しているといえよ

う（居住地国課税への接近）。2001年に改訂

した対英条約は、米国側での源泉課税を一定

の範囲で免除するという米国にとっては初め

ての対外配当支払いに対する課税を放棄し得

る条約であることで注目を集めている。今後、

このような米国側で対外支払配当について源

泉免税を進めていくか否かは必ずしも明らか

ではないが、少なくともいえることは、米国

が相手国に源泉免税を求めようとしたときに

は、相手国はこの対英条約の例を挙げて米国

側でも源泉免税を認めるようにとの主張が条

約交渉の中で行われることが想定し得るとい

うことであろう。従って、米国は配当につい

ても欧州連合加盟国との間で相互に源泉免税

を行うという選択肢ができたわけである（注７）。

３－３　利子

次に、利子については、米国は源泉免税を

ほぼ獲得している状況にある。源泉課税が行

われている国においても対日条約におけるよ

りも低い税率で課税されており、利子につい

ても我が国企業よりも低い源泉課税で止まっ

ているということが見てとれよう。また、利

子の源泉免税は、配当源泉免税よりは多くの

国との間で達成されているが、我が国の状況

と比較するとロイヤリティほどの差はなく、

我が国も利子の源泉免税が相対的に進みつつ

あることがわかる。

（注６）源泉免税の実現のプロセスを正確に把握するには、本来は、米国と欧州連合加盟国との間の個別の条
約改訂の内容を検討すべきであるが、紙幅の都合上、全体的な話に止めておく。

（注７）もちろん、現実の条約交渉においては、税収の観点から、自国と相手国の間である性質の支払いが入
超か出超かという点が自国のポジションを決める上で決定的に重要である。



３－４　ロイヤリティ

我が国の対欧州条約の状況と比較してもっ

とも米国対欧州各国条約が異なるのはロイヤ

リティの源泉免税の進捗である。上述のよう

に我が国は依然、源泉免税をほとんど達成し

ていないのに対して、米国の対欧州各国条約

は利子と同じ程度の源泉免税を確保しつつあ

る。これは、ロイヤリティという技術開発の

対価について米国が自国開発技術の対価を居

住地国である米国側でだけ課税する、という

流れを示しているといえよう。電気、自動車、

製薬などの業界については、ドイツ、フラン

スおよび英国には米国に並ぶ多国籍企業が存

するが、それら以外の加盟国との間でも源泉

免税が行われているのである。

３－５　概括

表２は、上述の表１での日本の状況と同様

に、利子、配当およびロイヤリティについて

米国の対欧州条約の状況をまとめたものであ

る。上述のように、米国は対欧州加盟国条約

において配当所得については米国側の政策と

歩調を合わせて源泉地国での課税を認めつつ

も、利子およびロイヤリティについては大半

の加盟国との間で源泉免税を認めさせてい

る、という点が際立った特徴となっている。

また、それらの所得について源泉地国課税を

行うとする条約においても一般的に我が国企

業が受ける源泉地国課税の税率よりも低い税

率に源泉地国課税を止めさせている、という

点も見逃せないであろう。これらの点からい

えることは、米国系企業は欧州市場での所得

活動の結果得た所得の米国への回収手段とし

て利子、ロイヤリティについては明確に、配

当についてもかなりの程度、我が国企業の類

似の行動に比べて源泉地国での税負担が軽減

回避される状況となっている、逆にいえば、

我が国企業は米国系企業に比べて欧州市場に
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表２　対米送金に対する加盟国源泉課税�

源泉地国�

Austria�

Belgium�

B Coord Center�

Denmark�

Finland�

France�

Germany�

Greece�

Ireland�

Italy�

Luxembourg�

L Hold�

Netherlands�

Portugal�

Spain�

Sweden�

United Kingdom

�

1956�

1970�

�

1999�

1989�

1995�

1989�

1950�

1997�

1999�

1996�

�

1992�

1994�

1990�

1994�

2001

ROYPT�

0�

0�

0�

0�

5�

5�

0�

0�

0�

8�

0�

0�

0�

10�

10�

0�

0

ROYTM�

0�

0�

0�

0�

5�

5�

0�

0�

0�

8�

0�

0�

0�

10�

10�

0�

0

ROYC�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

10�

5�

0�

0

INT�

0�

15�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

10�

0�

0�

0�

10�

10�

0�

0

INTF�

0�

15�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

0�

10�

0�

0�

0

DIV�

5�

5�

0�

5�

5�

5�

5�

0�

0�

5�

5�

0�

5�

15�

10�

5�

5
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おいて比較劣位の競争条件を課されている、

ということである（注８）。租税条約が、本来は

締約国双方の国内事情と相手国との経済関係

を念頭に締結されるものであるとしても、こ

れほどまでに源泉免税の幅が異なると、第三

国である我が国の企業にとって競争上影響が

あるといわざるを得ないであろう。

４．日米の条約締結ポリシーの相違

日本と米国では、租税条約締結の基本的ポ

リシーがいくつかの点で異なる。しかも、そ

のような相違は、我が国にとって欧州市場で

の競争条件上必ずしも好ましくない結果をも

たらしているのではないかと思われる。以下

では、それらを概括する（注９）。

我が国も米国も租税条約は、基本的には共

に先進国型であるといわれている。それは、

我が国がOECDモデル租税条約を範としてい

ることと米国が自国モデル条約（注10）に加えて

OECDモデル租税条約も考慮した条約締結を

行っている点を指しているものと思われる。

しかし、子細に観察すると両国には以下のよ

うな相違点が存する。

まず、条約と国内法の関係である。我が国

は憲法上の国際協調主義の結果として、通説

的見解は、法律と条約の関係を条約優位とと

らえている。従って、端的にいえば、国内法

と内容が異なる条約があれば条約の内容が優

先する。国内法と条約のいずれが先法でいず

れが後法かは問わない。ところが米国は、連

邦憲法の解釈として連邦憲法が米国にとって

の最高法であって、条約という国際法も国内

法相互の関係と同様、後法が先法を破るとい

う後法優位原則により条約と国内法の関係が

整理されている。従って、租税条約上、国内

法で定めた源泉徴収税率などが制限されてい

ても、条約締結後の国内法によって別途税率

が定められれば条約上の制限税率が適用され

ない場合があり得る。幸いなことにそのよう

な事例は今のところ見あたらないようである

が、租税条約上の他の論点（支店利益税）に

ついては我が国も日米条約の締結後成立した

内国歳入法典の改正による支店利益税の立法

化の際には大きな影響を受けた。

次に、両国で大きく異なる点は、米国は従

来のタックス・ヘイブンと呼ばれていた国・

地域との間でも租税条約を締結しているのに

対して、我が国はタックス・ヘイブンとの間

では租税条約は締結しないポリシーであると

されている点である。米国の租税条約が60件

余り、我が国は45件であるが、この租税条約

締結数の違いの一つはタックス・ヘイブンと

の間に租税条約を有するか否かという違いが

あろう。欧州連合加盟国の中にもタックス・

（注８）源泉地国で稼得された所得が源泉地国で課税されずに居住地国に回収されたとしても、居住地国での
課税は行われる。つまり、欧州市場で稼得した所得を我が国や米国が回収したとしても、我が国や米
国は自国税を課する。従って、企業の租税負担は居住地国側の課税の水準で決定される。源泉地国で
課税が行われた場合には、我が国や米国は外国税額控除によって二重課税を排除しようとするが、排
除されるのは我が国や米国の課税の水準までであってそれ以上の部分は控除対象外であるから、二重
課税は残る（つまり、それだけ企業の租税負担の水準は上昇し、しかもその水準は源泉地国側での課
税の水準によって決定される）。

（注９）我が国の租税条約締結ポリシーについては、竹内洋「我が国の租税条約締結ポリシー」水野忠恒編
著・国際課税の理論と課題〔改訂版〕19頁（1999）参照。米国のそれについての邦文文献としては、
例えば、本庄資・アメリカの租税条約（1997）参照。

（注10）米国財務省は自国の条約締結ポリシーの表現として、独自に租税条約モデルを公表している。最新の
ものは1996年に公表されたものである。Treasury Department, United States Model Income Tax
Convention of September 20, 1996: Convention between the United States of America and … for the
Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on
Income（1996）. 邦訳、横浜国際租税法研究会訳「1996年アメリカ合衆国モデル租税条約」租税研究625
号140頁（2001）。
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ヘイブンあるいはそれに近い国がいくつか見

られる。その代表例はルクセンブルクとアイ

ルランドである（注11）。両国とも我が国は租税

条約を締結しているが、その理由は、一般的

なタックス・ヘイブンとは異なり、両国とも

に我が国からの実質的な資本投資が行われ

る、あるいは行われる可能性が高い、という

ことであろう。タックス・ヘイブンは、特に

資本投資を行う理由が見あたらないのにもっ

ぱら基地会社（base company）の設立を通

した利益留保場所としての役割を期待して利

用されることが多い。我が国は、そのような

形態での租税回避の可能性のある国との間で

は条約を締結していない。

租税条約の質的内容についても両国の条約

には大きな差が見られるようになってきてい

る。その代表例は、いわゆるトリティ・ショ

ッピング（treaty shopping）についての対応

であろう（注12）。しかも、トリティ・ショッピン

グについて米国は1989年米独条約の改訂（注13）

に際して欧州域内から批判を浴び、対欧州条

約ではその他の地域との条約に比べやや特徴

的な内容の規定を置くに至っているという意

味で、欧州との関係をよく表した論点となっ

ている。トリティ・ショッピングとは第三国

居住者による租税条約上の便益獲得を目的と

した一種の租税条約の濫用（あるいは目的外

適用）である。例えば、日独条約の適用対象

者は本来、両国の居住者であるが、米国のよ

うな第三国の居住者が何らかのかたちで両国

の一方に条約適用対象者としての地位を得

て、日独条約の適用だけを目的に、そのよう

な者を媒介に経済活動を行い、結果として日

独条約の適用を受けて本来であれば得られな

かったであろう条約上の便益を獲得すること

等が例として考えられる。米国は上述のよう

に源泉免税を認める条約を数多く有してきた

ため、米国と相手方締約国という条約当事国

以外の第三国の居住者が米国等両国に条約適

用対象者となり得る媒介を置き、それを経由

して経済活動を行うことで、源泉課税を免除

されるという条約上の便益を結果的に第三国

の居住者にも認めていた時期がある。しかし

それは源泉税の収支の不均衡というかたちで

米国の財政収支に負の影響を与え、それを原

動力に1970年代末期から積極的にそのような

トリティ・ショッピングに対して規制をかけ

るようになってきていた。その代表例が1982

年財務省モデル租税条約16条の持株会社規定

であり、1996年財務省モデル租税条約28条の

条約便益制限規定である。1982年の財務省モ

デル租税条約の改訂以降の大規模な条約改訂

であった1989年対独改訂租税条約にはその内

容がほぼ含まれている。また、対独改訂条約

以降の条約にはほぼ同じタイプの条約便益制

限規定が含まれている。

条約便益制限規定の特徴は、条約適用対象

者としての居住者が自国資本市場とどの程度

密接な関係であるのか、自国での課税ベース

を浸食する対外支払いが行われているかなど

の点で条約適格があるか否かを判定しようと

していることである。トリティ・ショッピン

グ規制という全体から見ればそのような規制

のかけ方は一つの方法であって、その他にも

コントロールの仕方があることは我が国にも

知られているが、本稿との関わりで問題とな

るのは、上述の1989年対独改訂条約に際して

欧州で見られた、対独改訂条約の条約便益制

（注11）EUはOECDと並んで、いわゆる有害な税の競争（harmful tax competition）の除去について活動して
いる。OECDの報告書では、アイルランドのダブリン特区やベルギーのコーディネーション・センタ
ーが有害な税の競争の指定を受けている。

（注12）トリティ・ショッピング全般については、川端康之「トリティ・ショッピング」ジュリスト1075号38
頁（1995）。

（注13）1989年米独改訂租税条約については、村井正＝川端康之「新米独租税条約の問題点」税経通信46巻１
号28頁（1991）。



JETRO ユーロトレンド　2002.530

3

限規定はローマ条約に抵触するとの批判を受

けて米国側が対応した、同条約より後の条約

における条約便益制限規定の内容である（注14）。

対独条約では条約適格を有する居住者の範囲

を狭く構成し、米独両締約国の資本による企

業でなければ居住者としての地位が得られな

いような構成がとられていた。従って、ドイ

ツ以外の欧州連合加盟国の企業が米独改訂条

約の適用を受けることはできないとさえ考え

られていた。しかし、ローマ条約以来、欧州

域内加盟国は欧州基本条約上、居住の自由や

営業の自由などを保障されており、域内加盟

国のどの国に企業の本拠を有していても欧州

市場においては対等に扱われるべきことが求

められている。それに対して上記の対独改訂

条約の便益制限規定は、欧州連合側でドイツ

以外の国の居住者である企業は同条約の条約

適格を欠くものとの結論に至るような厳格な

ものであったのである。そこで、ドイツ以外

の加盟国の居住者は基本条約上保障された居

住の自由等を対独改訂条約によって侵された

ものと考えることができるとの批判が対独改

訂条約には向けられた。

ところが、米国は、その後の対欧州連合加

盟国条約の改訂に際しては、この対独改訂条

約型の条約便益制限規定の基本的構造を維持

しつつも、他の加盟国の居住者は、その条約

便益制限規定によって不適格とされずにむし

ろ複雑な条約便益制限規定の中で条約便益を

積極的に認めるとさえ見えるような適用除外

の対象とされるようになった。その典型例は、

1992年の対蘭改訂租税条約である（注15）。対蘭

改訂条約では、欧州連合加盟国のいずれかの

国で居住者としての地位を有していれば、そ

れがオランダ国内に有する名目的拠点を利用

した対蘭改訂条約上の便益享受を認めている

（これを派生的便益という）。従って、対蘭条

約は米国と欧州連合加盟国のオランダ以外の

間の利子などの支払いについてもオランダを

経由して支払うことによって対蘭改訂条約上

の源泉免税などの条約便益が得られるのであ

る。この派生的便益は、従来ほとんど意識さ

れなかった二国間租税条約と欧州連合条約と

の関係という新たな論点を示しているのであ

る（注16）。欧州側から見れば締約国が米国でも

我が国でも域外国という点では同じであるか

ら、我が国が締結する対欧州連合加盟国条約

も同じような状況に置かれているといえよ

う。しかも、この点は、今後我が国条約が各

種所得についての源泉免税化を進めると同時

に条約便益制限を強化し第三国居住者による

便益獲得を排除しようとするときに大きな壁

となる可能性があるのである。その意味で、

先行する米国の対欧州連合加盟国条約の動向

は注視する必要があろう。

トリティ・ショッピングと関係する論点と

して、条約適用対象者という租税条約にとっ

て根本的な論点が存する。我が国は国内法制

の制約によって、集団的な事業組織、投資組

織については、比較的少数のメニューからそ

の法的形態を選択するということが長年行わ

れてきた。会社といえば商法上の合名会社、

合資会社、株式会社、有限会社法上の有限会

社の四つを指すのがごく一般的であった。と

ころが、1998年以降の金融ビッグ・バンと各

種の規制緩和によって従来業法上の規制によ

って一般的には法的に実行し得ないものが多

数可能となった。その代表例は資産流動化目

的での特定目的会社・同信託、それとの見合

いによる投資法人法制の立法化などである。

（注14）1989年改訂米独租税条約28条に対する批判については、村井正＝岩田一政・EU通貨統合と税制・資本
市場への影響111頁（2000）。

（注15）1992年改訂米蘭租税条約26条については、村井＝岩田、同70頁。
（注16）See generally, W. Gassner, et al., Tax Treaties and EC Law（1996）, P. HJ Essers, et al., The

Compatibility of Anti-abuse Provisions in Tax Treaties with EC Law（1998）.
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これらの新種の事業組織・投資組織を対欧州

連合加盟国との間で組成した場合の租税条約

の適用については未だ未解明の論点が多い。

その点、米国は国内法制上も租税条約上も条

約適用対象者としての居住者の意味づけを柔

軟に行い、租税条約上の制限税率等の便益も

一定の範囲で認めている。対欧州地域への投

資が実物を目的としたものだけでなく金融に

ついても行われ、それが今後も進展すること

はあっても縮減することはないとすれば、我

が国においても租税条約の適用対象者として

の居住者の意義付けを、いま一度検討し直す

時期に来ていると思われる（注17）。

５．日米租税条約と欧州連合

現行日米租税条約は1971年に署名され1972

年に発効した条約であり、目下改訂交渉が進

められつつある。ここで、日米欧という文脈

で、日米租税条約についても見ておこう。

日米条約は、全体の構造はOECDモデル租

税条約などとは異なる点もあるものの、所得

分類についてはほぼ同じような分類の体裁を

とっている。しかし、利子、配当、ロイヤリ

ティについては日米間の経済関係を反映し

て、源泉免税は行っておらず、配当所得は一

般15％、親子会社間10％、利子所得およびロ

イヤリティは10％の源泉課税を両国で行って

いる。従って、源泉課税の観点から一般的に

いえば米国企業が日本を経由して欧州に投資

を行うメリットはないといえる。しかし、上

述の日欧間および米欧間の租税条約上の欧州

側源泉課税の状況を比較すると、例えば、米

国ベルギー租税条約では利子については我が

国（10％）よりも高率（15％）の源泉課税を

ベルギー側で行っている。ベルギーは国内法

制上、コーディネーション・センターを有す

るから、外国企業はコーディネーション・セ

ンターを利用した直接投資を行う傾向にある

が、それを利用しない場合には、米国企業は、

一旦、日本の拠点（多くの場合子会社を有す

るであろう）を経由してベルギーに貸付を行

ったほうが有利であるという状況になってい

る（しかも、日ベルギー租税条約は上述のト

リティ・ショッピングを規制していない）。

一方、米国が有する租税条約には実質的にす

べてトリティ・ショッピング規制の網が掛け

られているといえるから、逆の方向で日本企

業が米国経由で欧州投資を行っても、米欧間

租税条約の適用が排除されることになろう

（ただし、日本企業でも米国に実質的な活動

拠点が存在し、そこでの資金需要を考慮した

上で米国を経由した投資を行い、利益送金を

米国レベルまでで止めておくことで、米国内

での資金需要はあがなうことが可能であり、

しかも欧州側で源泉免税を獲得し得る、とい

う状況では、日本企業が米国を経由して欧州

投資を行う実益は高い）。

６．欧州市場における日米企業の相
対的競争条件としての租税条約

欧州市場で経済活動を行う上でまず重要な

のは、現地でどの程度の租税負担を行ってい

るか、ということである。アイルランドやベ

ルギーは外資系企業に対して一定の範囲で投

資優遇を行い、実効税率を引き下げている。

従って、欧州連合加盟国の国内税制上の優遇

（注17）条約適用対象者としての居住者の意義については、条約便益享受主体としての受益者の意義と深い繋
がりがある。筆者はかつて、租税条約上用いられている「受益者」の意義を、トリティ・ショッピン
グ規制と条約適用対象者のふるい分けという二つの目的で用いられる概念ではないかと整理したこと
があるが、その際参照した米国の動向は今後の我が国の租税条約政策においても参考にする必要があ
ると考えている。対欧州連合加盟国条約の改訂作業においては十分検討する必要があろう。この論点
については、次の論旨を参照されたい。川端康之「租税条約における受益者の意義と機能」金子宏先
生古稀祝賀・公法学の法と政策（上巻）359頁（2000）。
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措置の調査研究はその意味で重要である。

一方、欧州市場で経済活動が成功し多額の

利益を稼得したとしても、現地での再投資あ

るいは他地域資金需要の充足といった使途に

振り向ける以外は、日系企業にとって最終的

な問題はいかにその欧州での利益を我が国に

持ち込むかであるから、欧州域内の優遇税制

の調査研究だけでは、我が国の企業が欧州市

場でどのような経済活動を行い、それに対し

て現地でどのような租税負担を行い、結果と

して我が国にどの程度の資金還流を行ってい

るか、という全体構造を把握する上では、第

二の、我が国への資金還流に際する現地側税

負担を考えざるを得ないであろう。しかもそ

れは、第三国の企業との関係でいえば、競合

関係にある我が国企業と第三国企業がどのよ

うなポジションを欧州連合加盟国との関係で

得ているか、という問題意識に繋がる（注18）。

本稿のごく単純な比較において明らかとな

ったように、米国は欧州との関係で日本以上

に源泉免税を獲得しており、それによって米

国系企業は日系企業が現地で我が国と欧州連

合加盟国の間の租税条約上得られる保護より

も強い保護を受けているといえよう。

我が国と米国の対欧州連合加盟国条約を直

接適用する場合においてもそのような違いが

存するが、第三国居住者による条約適用を想

定すると、さらに日米間の対欧州条約政策の

違いは明確になる。米国は対欧州条約のみな

らず実質的にすべての租税条約で条約便益制

限を行っているといえる（「受益者」の視点

から）。それに比べて我が国は、必ずしも源

泉免税が進んでいないこともあって、我が国

が締結する租税条約の第三国居住者による適

用について厳密に規制をしているわけではな

い。従って、極端にいえば、日本企業は米国

条約の適用から排除されているが米国企業は

日本条約の適用を受けることが可能である、

といえる。もちろん、米国が有する条約で源

泉免税や日本の条約よりも低い制限税率での

課税が現地で行われている限り、そのような

我が国の条約のトリティ・ショッピングの実

益は米国企業には存しないから、我が国は我

が国の条約のトリティ・ショッピングに過敏

になる必要はないかも知れない。しかし今後、

上述のような対欧州諸国との間の源泉課税の

水準が米国のような源泉免税に向かっていく

とすれば、特に配当については、厳密に、第

三国居住者による適用を排除するような規制

を行う必要があろう。競争条件として条約便

益制限が必要であると思われる。

７．むすび

本稿では、欧州市場での日本企業の経済活

動に対する欧州連合加盟国と本国である日本

との課税を総合して初めて当該日本企業の全

体としての租税負担の状況が明らかになると

いう視点から、欧州市場における日本企業の

租税負担水準を相対的に捉え、他の競合企業

の代表例として米国系企業を想定し、ごく手

短に日米両国が欧州連合加盟国から利子配当

などの投資型所得を日米それぞれに送金する

場合に加盟国側でどのような源泉課税が行わ

れるか（あるいは免税か）という点を比較し、

米国に対する方が源泉免税が広い範囲で行わ

れていること、日系企業は米国条約を利用す

ることは難しいが、米国企業が我が国条約を

利用することは必ずしも難しくないことなど

を指摘し、欧州市場における我が国企業の

米国系企業に対する比較劣位の可能性を指

摘した。

（注18）通商政策と租税政策は従来別個の問題として議論されるのが通例であったが、近時は両者の関係が問
題となりつつある。増井良啓「租税政策と通商政策」塩野宏先生古稀記念・行政法の発展と変革（下
巻）517頁（2001）。
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１．これまでの経緯（1998年レポー
トと2000年レポート）

OECDの「有害な租税競争プロジェクト」

のこれまでの進捗を記したレポートを以下で

紹介する。

（1）1998年レポート

OECDは「有害な租税競争：グローバルな

問題」レポートを発表。プロジェクトの作業

は、①加盟国の有害税制、②タックスヘイブ

ン、③非加盟国、の3つに分けられた。98年

レポートでは可動性の高い経済活動、金融・

サービスを対象として、有害な税制の定義に

ついて試みがなされた。

有害税制の判定基準は、以下の①に該当し、

かつ②～④のいずれかに当てはまる場合とさ

れた。

①金融・サービス活動の所得に対し、無税

または低税率で課税

②国内市場からの遮断（税の優遇措置の対

象を国外からの進出企業に限定、国内市

場での取引は不可）

③税の優遇措置の運用における透明性の

欠如

④有効な情報交換の欠如

有害な租税競争へのOECDの取り組み

経済のグローバル化に伴い、企業の経済活動の可動性が高まるなか、外国からの企業誘

致を目的に、税の引き下げ競争が繰り広げられている。特に所得の移転が容易な金融、サ

ービス等の分野において、企業がより有利な税制を持つ国にシフトすることによって、課

税基礎が侵される国が発生するほか、可動性の低い活動（勤労所得、消費等）の重課にも

結びつき、さらには資本移動、経済活動にゆがみをきたす可能性がある。

このような問題意識からOECDは、「有害税制」や「タックスヘイブン」などの有害な

租税競争への取り組みには、非加盟国を含めた国際協力が不可欠との認識のもと、96年

より租税委員会において「有害な租税競争プロジェクト」の議論を開始した。同プロジェ

クトは、「自由で均衡ある税の競争が可能になる環境の促進」を目的とし、「税の競争」そ

のものではなく、貿易や投資パターンをゆがめたり、税制の公正と中立を損なうような租

税慣行を抑制するもので、OECD内の租税委員会に設置された「有害税制フォーラム」が

実施している。

ここでは、OECDの有害な租税競争（主にタックスヘイブンを利用した租税回避や脱税）

への取り組みを紹介する。

4

パリ・センター
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一方でタックスヘイブンについては、以下

の①に該当し、かつ②～④のいずれかに当て

はまる場合とされた。

①金融・サービス活動の所得に対し、無税

または名目的課税

②税の優遇措置の運用における透明性の

欠如

③有効な情報交換の欠如

④実質的経済活動の不在

（2）2000年レポート

2000年６月、OECDは「有害な租税競争の

特定および除去の作業の進展についてのレポ

ート」を発表した。同レポートでは、租税委

員会による「有害税制フォーラム」の活動成

果が報告されるとともに、98年レポートで定

義づけられた有害税制、タックスヘイブンの

判定基準にそって、具体的に該当事例が提示

された。

まず、OECD加盟国の有害税制として、21

カ国にわたる47措置が潜在的に有害な税制と

してリストアップされた。

これら有害税制については、有害とみなす

際の判定基準を優遇措置の種類毎に適用する

ための指針（アプリケーション・ノート）が

作成されることになった。そして加盟国は当

該税制が事実、有害とみなされるべきかどう

か、その場合どのようにしてその有害性を排

除するかについて、このアプリケーション・

ノートに従い、2003年４月までに有害認定さ

れた措置を撤廃することになった。その後、

2003年４月時点で残存する有害措置につい

て、OECD租税委員会が、OECD理事会に報

告するというフォローアップも決められた。

タックスヘイブンには35地域・国がリスト

アップされた。そして同時に、これらの地

域・国が有害な措置の撤廃を約束（コミット

メント）する手続きを定めた。さらにこれに

基づいて撤廃を約束する地域・国は「協力的」

と評価する一方で、約束をしない地域/国に

ついては、「非協力的タックスヘイブン」と

して再度リストアップすることとした。さら

にこの「非協力的タックスヘイブン」に対し

てとりうる対抗措置も提案された。

２．最新の動向（2001年レポート）

2001年11月、OECDは新たな進捗報告を発

表した。同レポートに基づく最近の動向の概

略は以下の通り。

（1）加盟国の有害税制

租税委員会は、有害税制とみなす判定基準

の適用方法および有害税制の改善の方向を示

すアプリケーション・ノートを作成中であ

る。「有害税制フォーラム」で、リング・フ

ェンシング（注１）（国内市場からの遮断）など

有害な税制についての横断的な指針と、特定

テーマの指針が検討されており、これらのア

プリケーション・ノートを基礎にして、有害

税制の撤廃（ロール・バック）が2003年4月

までに実施される予定である。

2001年レポートでは、タックスヘイブンの

判断基準について変更があったことから、加

盟国、非加盟国の有害税制に関する作業にも

影響が出てくるとされている。同レポートで

は、特にリング・フェンシングのアプリケー

ション・ノートの作成において、タックスヘ

イブンの判断基準と均衡を保つことが必要と

している。

租税委員会は経済界を巻き込むことが重要

だとの認識から、BIAC（OECD経済産業界諮

問委員会）と定期的に対話の場を設けている。

（注１）リング・フェンシング：仏語ではCantonnement



（2）タックスヘイブン

①　タックスヘイブンの判断基準

2000年レポートでは、タックスヘイブンを

さらに「協力的タックスヘイブン」と「非協

力的タックスヘイブン」とに区別すると定め

られていたが、2001年レポートでその判断基

準が決められた。

98年レポートでは４つの判断基準が定めら

れたが、すでに2000年レポートで、タックス

ヘイブンの第１番目の判定基準とされた「無

税あるいは名目的課税」はタックスヘイブン

か否かの判断を行うに十分なものではないと

の指摘がなされていた。そして2001年レポー

トでは加えて、判断基準の４番目の「実質的

経済活動の不在」について、当該経済活動が

実際、実質的であるかどうかの判断は困難と

の理由から、タックスヘイブンが協力的か非

協力的かの判断には使用しないこととした。

従って、非協力的タックスヘイブンは、「透

明性の欠如」と「有効な情報交換の欠如」の

２点のみを判断基準とされることになる。

そして2000年レポートでタックスヘイブン

とされた地域・国の撤廃のコミットメントは

この２点に考慮すれば足りることとなった。

かつコミットメントの期間については、有害

な税をなくすより、多くの約束を取り付ける

目的から、2002年２月末まで延長された。

②　タックスヘイブンとの対話の進捗状況

「有害税制フォーラム」は、2000年レポー

トのリストに掲載されたタックスヘイブン全

35カ国との対話を継続した。2001年レポート

では、これらの接触を通じて、タックスヘイ

ブンからOECDが取り組んでいる「税の競争

プロジェクト」の原則について概ね理解が得

られたとしている。その結果、タックスヘイ

ブン側からさらなるコミットメントが得られ

ている。

2000年報告以降の会合は以下の通り。

・2000年６月、OECD・英連邦共催会議（バ

ルバドス）

・2001年２月、OECD・PIF（太平洋諸島フ

ォーラム）会合（東京）

・2001年４月、OECD・PIF会合（フィジー）

バルバドス会議の結果、タックスヘイブン

についての共同作業部会が設立された。共同

作業部会は、OECD・タックスヘイブン対話

の継続、コミットメントの構築を目指し、

OECD側としては、オーストラリア、フラン

ス、アイルランド、日本、オランダ、英国が

参加している。同部会は2001年１月ロンドン

で、３月パリで会合された。

2000年レポート発表以降、５つのタックス

ヘイブンが加わり、35のタックスヘイブンの

うち、11からコミットメントが得られた。ト

ンガは自主的に有害な税制を撤廃している。

③　コミットメントの実施

OECDに対し有害税制の除去に向けて努力

することを約束したタックスヘイブンは、フ

ォーラムと共同で実施計画（インプリメンテ

ーション・プラン）を作成することになって

いる。この作成期間は当初６カ月間と定めら

れていたが、内容の充実を図るため、今回12

ヵ月に延長された。同実施計画は、2005年12

月31日までに有害措置を除去することを目標

としている。

④　協力的地域・国への援助

OECDは、租税委員会に対し、タックスヘ

イブンが有害税制の除去に向け努力を行う際

に、当該地域・国へ援助を行うよう求めている。

そこで租税委員会は、OECD開発援助委員

会と共同して協力的地域・国へのありうるべ

き適切な援助について検討した。タックスヘ

イブンに対する援助は、世銀等の国際機関の

協力も得られる可能性があるとしている。
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⑤　対抗措置

98年レポートでは、有害な租税に対抗する

ための対抗措置について、特定国を対象とし

ても有効ではなく、グローバルなフレームワ

ークが望ましいとしている。フォーラムにお

けるフレームワーク作りにおいては、以下が

指針として奨められている。

・協調に基づく対抗措置の枠組みは、措置

の対象となる税制の有害性と比例してい

なければならず、有害性を中和（相殺）

することを目的とする。

・対抗措置の採択は各国に任される。

・各国は、対象となる税制の有害性に比例

して、自由に対抗措置を適用することが

できる。

2001年レポートで租税委員会は、国際協調

に基づいた対抗措置の有効性は認めつつも、

有害税制そのものの対話とコンセンサスに基

づく除去がより望ましいと結んでいる。

（3）非加盟国に関する作業

有害な税の競争プロジェクトにおける３本

目の柱が非加盟国に関する作業である。2000

年６月にパリで開催された国際シンポジウム

ではOECD加盟国と中国、ブラジル等29カ国

の非加盟国のほか国際通貨基金、世界銀行が

参加した。また、地域レベルの会合も多数開

催された。

さらに2001年９月に世界フォーラム会合が

開催され、加盟国、非加盟国、「協力的」な

タックスヘイブンが参加し、有害税制および

実効性のある情報交換について意見交換がな

された。

３．今後の問題点

OECD加盟国によるアプリケーション・ノ

ート作成は順調に進んでいるとみられ、加盟

国の一部にはすでに有害性をなくすための国

内法の改正といった動きもみられる。加盟国

の有害税制については、現在EUのガイドラ

インが先行するかたちで進んでおり、それに

よりOECD加盟国への働きかけがスムーズに

行われていることが理由の一つといえる。

タックスヘイブン地域との交渉において、

税制の有害性の理解については二国間での対

話等が進み、理解を得られているといえよう

（特にアジア、南アメリカ）。2002年２月末時

点で、35のタックスヘイブンのうち、25が

「協力的タックスヘイブン」として公表され

ている。

タックスヘイブンリストに掲載された途

端、すでに当該措置が撤廃されたケースもあ

る。トンガ、バルバドス、モルジブは、すで

にタックスヘイブンリストから除外された。

一方で、同地域としては当該制度の撤廃が

死活問題となることもあり、経済的援助機能

をもたないOECDとしてはアプローチが難し

い部分がある。加盟国と非加盟国との掛け橋

となるようなツールがないこと、起爆剤とな

るようなアプローチがみつからないといった

ことから、プロジェクトの進展が妨げられる

場合もある。今後、OECDとしてはタックス

ヘイブンに代わる税制案の導入を進めるべ

く、今後その対象、範囲等を定めていく必要

があろう。

「有害な租税競争プロジェクト」について

は、以前には、有害な税制を持つ国のみなら

ず、有害な税の「利用者」である国家からの

反対の動きもあった。しかしEUにおける同

様の問題意識や取り組みも支えとなって、全

体的にみれば比較的順調に進展をみてきたと

いえる。
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１．優遇税制の目的

（1）タックスルーリング

確実な保証を前提とした法の適用、財政問

題が浮上した場合でも同様の確実な保証を前

提とした法形態をもって、多国籍企業の需要

を高めることを目的としている。（オランダ

財務省資料：DM95/761M 95年２月17日か

ら抜粋）

（2）資本参加免税制度

原則として外国企業もオランダ居住法人と

みなされれば世界全体から得られる所得に対

してオランダの法人所得税が課される。しか

し、国際的な二重課税を防止することを目的

として資本参加免税制度を設けている。これ

は、企業の利益が一度法人税の対象になって

いるのであれば再度、課税されるべきではな

いというオランダ税法の理念に基づいてい

る。その他、①二国間租税条約の広範囲なネ

ットワーク、②片務法令（租税条約を締結し

ていない国とも締結国と同様の措置を得るこ

とができる）により、源泉課税が大きく軽減

されるため、資本参加免税制度を組み合わせ

ることで多国籍企業にとって大きなメリット

となり得る。

２．優遇税制の概要

（1）タックスルーリング

オランダ税務当局と納税者が事前にその課

税内容について協議・確認する制度。オラン

ダ国内にある会社がその申告額についてどの

程度が妥当であるかを税法に準じて税務当局

と事前に合意できる。このため、新規投資案

件について実際に納税金額を予想することが

でき、また複雑な案件についても税務当局と

優遇税制は継続の見通し
（オランダ）

オランダの投資環境における優位な点としては、整備されたインフラ（港、空港など）、

英語をはじめ複数言語を話すことができる語学能力、政治の安定などが挙げられるが、税

制も重要なファクターである。欧州の物流拠点として大きな機能を果たすオランダにとっ

て外国からの投資は国際競争力を高めるために極めて重要である。その手段としてさまざ

まな優遇税制を実施しているが、なかでも「タックスルーリング」および「資本参加免税

制度」は大きな柱である。その一方でEU内の税制調和の声が高まる中、これらの税制は

EUおよびOECDから有害な税の競争として取り上げられている。本稿では二つの税制の

概要とEUの行動規範に照らし合わせた今後の見通しについて報告する。

アムステルダム事務所
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確認ができるため予算の立案に有効である。

91年からロッテルダムの税務当局（The

Rotterdam Large Companies Local Tax

Office）に機能を集中させワンストップサー

ビスを実施している。ルーリングは４年間有

効で延長することもできる。

●主なルーリングの種類

（1）持株機能のためのルーリング

このルーリングは主に資本参加免税の適用

の可否を確認するためのものである。条件と

しては、①資金調達の最低15％は自己資本で

調達されなければならない。②最低25％の管

理コストを課税所得とすることがあげられ

る。ルーリングは経済活動が開始された時点

から適用され４年間有効で更に延長が可能。

（2）金融機能のためのルーリング

金融会社が関連会社または第三者から借り

入れを行い、関連会社へ再貸し付けを行う場

合に適用される。グループ内から借り入れ、

グループ内で再貸し付けした場合のミニマム

スプレッドは ％～ ％、銀行借入・資本

市場調達など第三者から借り入れし、グルー

プ内で再貸し付けした場合は ％～ ％

（実際のスプレッドがミニマムスプレッドを

超える場合は実際のスプレッドに基づく所得

で申告する必要がある）。借り入れ金額によ

ってこのスプレッドは異なるが、これが課税

所得として認められる。ただし、ルーリング

の適用は当該金融会社が為替や債務に関する

リスクを負わない場合に限定される。ルーリ

ングは経済活動が開始された時点から適用さ

れ４年間有効で更に延長が可能。

（3）ロイヤリティー機能のためのルーリング

ライセンス会社も金融会社と同様の扱いを

受けることができる。実際のロイヤリティー

の最低２～７％をマージン率として報告が可

能。金額によってマージン率は異なり、金額

が高額になるに従いマージン率は低下する。

ルーリングは経済活動が開始された時点から

適用され４年間有効で更に延長が可能。

（4）コストプラス方式のためのルーリング

特定の事業内容に限定してコストプラスル

ーリングが認められる。これはオランダ会社

の事業活動が支援的、準備的、補助的活動で

リスクをそれほど伴わない場合、つまりグル

ープ企業に代わって統括してサービスを提供

するような場合に適用可能とされる。よって

セールス活動は含まれない。主に物流センタ

ー、グループ管理業務を行う会社に適用され、

利益付加に関する（現金支出を除く）コスト

プラス率は５～15％。ルーリングは経済活動

が開始された時点から適用され４年間有効。

更に延長が可能。

（1）～（4）の全てがEUの行動規範で有害

な競争税制としてリストアップされてい

る。（①A014：Holding Companies、②

A010：Intra-Group Finance activities、

③A015：Royalities、④A008：Cost plus

ruling）。

2001年４月からルーリング制度の透明性の

確保、手続き期間の短縮（今後は手続きにか

かる期間は最大で８週間）を図るため、新ル

ーリング制度を導入した。従来のルーリング

制度は移転価格に関する全ての事項を包含す

るAPAs（Advance Pricing Agreements：事

前確認制度）とより厳格にルーリングの適用

を行うATRs（Advance Tax Ruling）の２つ

に分けられた。APAsはOECDの移転価格の

ガイドラインに沿ったもので、国際的な税サ

ービスにおいて以前よりも市場のニーズに見

合うものとなっている。例えば算定した移転

価格が独立企業間価格であるかどうか事前に

確認できる。一方、ATRsは、従来のルーリ

ングに対して特に、金融活動およびロイヤリ

ティー活動においてより厳格な基準を設けて

いる（取締役の半数以上がオランダに居住、

最重要決定事項がオランダでなされるなど）。

旧ルーリング制度（2001年３月31日までに適

用を受けたもの）については2005年12月31日

まで適用される。

1
32

1
4

1
16

1
8
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（2）資本参加免税制度

資本参加免税（Participation Exemption）

は、国内および外国での資本参加に係る外国

子会社からの配当金や持株の売却処分による

キャピタルゲインなどの利益については、法

人税課税対象外とする免税措置である。この

制度を利用するには下記の条件を満たさなけ

ればならない。

① 発行済株式の５％を事業年度の初めから

継続して保有していること

これは、「資本参加」と利益のみを追求す

る「株式投資」とを区別する基準であるため、

純然たる「株式投資」は原則として除外され

る。しかし株式保有率が５％未満であっても

当該子会社の事業目的に沿ったものである場

合（実質的経営、政策決定、財務管理に携わ

っていれば）には、税務当局とのタックスル

ーリングにより条件を満たすと認められる場

合もある。

② 被投資国の子会社が当該国の中央政府に

対する法人税納税義務者であること

資本参加免税は、二重課税防止を目的とし

ているため、当該外国子会社が当該国で法人

税の納税義務者でなくてはならない。必要な

条件は事業利益が課税対象となっているかど

うかであり、当該国の税率とは無関係である。

つまり、所得税が低率の国や優遇税制などの

適用により法人税が免税となっている場合に

おいても本制度は適用されることもある。た

だし、納税先は中央政府に限り、地方政府の

みの場合には適用されない。

③ 外国法人の株式保有は事業活動の一環で

あり、単なる資本の運用（ポートフォリオ

投資）ではないこと（原則として対象会社

に実態があること）。

ポートフォリオ投資（短期保有の在庫資産

も含む）の明確な定義は税法上なされていな

いため、ポートフォリオ投資であるかどうか

の判断は、税務当局とのタックスルーリング

によって明確になることが多い。

ただし、被投資子会社がEU域内にあり、

その子会社の持株割合が25％以上の投資につ

いてはたとえポートフォリオ投資であっても

資本参加免税は適用される。これはEC親子

会社指令を受け92年１月１日に施行された国

内法に基づくものである。

タックスルーリングにより当局の税務検査

官の同意事項が付されこの制度が適用となる。

資本参加免税が適用される「利益」は下記

のとおり。

・配当金（現金、株式など形態は問わない）

・株式売却益

・清算による残余財産の分配

一方、株式の処分によって生じた損失（キ

ャピタルロス、持株評価切り下げ）は被投資

会社の清算時しか損金算入できない。

外国株式にかかる費用（株式取得のための

借入金の支払い利息、株式から生ずる為替差

損益）は損金に算入（利益から差し引く）す

ることはできない。ただし、25％以上の株式

を保有する子会社については、株式取得後５

年後に限り、再評価損失を一定の条件を満た

せば損金算入できる。一般管理費は費用とみ

なされることになり損金算入できない場合も

ある。

資本参加免税はオランダ会社が外国親会社

と外国子会社の仲介的機能を果たす中間持株

会社（Intermediate holding companies）と

して機能している場合にも適用される。

３．優遇税制の効果

（1）タックスルーリング

ルーリングの申請件数は年間800～900件で

あり、その内訳をみると約半分が持株活動

（2000年１～10月で346件）に関するものであ

る。続いてコストプラスに関するルーリング

（同97件）、金融機能に関するルーリング（同
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94件）、ロイヤリティー機能に関するルーリ

ング（同52件）の順番で多い。ただし、約３

割が新規案件および延長案件ルーリングの適

用を受けられず拒否されている。

２カ月以内に認可されるケースは約4割で、

平均で113日を要している。ルーリングの透

明性の確保を目的に2001年４月に現行制度を

APAｓとATRｓに分けたが、これはルーリ

ングに要する時間を短縮することも考慮に入

れている。

（2）資本参加免税

外国子会社からの配当金を外国親会社に送

金する際にオランダに中間持株会社を経由す

るとグループとして大きな節税効果が得られ

ることがある。オランダ中間持株会社は資本

参加免税を得られ、さらに配当金などに対す

る源泉課税はオランダとの間で二重課税回避

のための租税条約により軽減される。さらに

EU域内であればEC親子会社指令により源泉

課税はゼロになるためである。資本参加免税

の本来の目的は法人利益の二重課税を回避す

ることではあるが、実際には多国籍企業の経

営において節税対策にこれを利用し、また免

税を受けた資金をグループ内の再投資または

買収に回すことも可能であるため、オランダ

に中間持株会社または統括会社の数が多い主

な原因のひとつとなっている。

実際にこれらの優遇税制を利用した事例を

紹介する。

①　本社をオランダに移転

オーストラリアの建材（セメント、コンク

リート）大手JHI社は、2001年10月、節税を

目的にシドニーの本社をオランダに移転し

た。JHIは売上の85％を外国向け（米国が約

８割）が占め、株主の約９割は豪居住者であ

るため、米国子会社からの配当金のほとんど

が豪に送金される。豪米租税条約により配当

に対する源泉課税率は最低で約15％と非常に

高率であるため、豪投資家への高率配当を実

現すべく企業再編を実施した。オランダ本社

となるジェームズ・ハーディー・インダスト

リーNV（JHINV）の設立によりタックスル

ーリングの資本参加免税の適用、米蘭租税条

約により配当に対する源泉課税率は最大５％

となる。最終的な税負担は約20％低減できる

見通しである。また、JHIは財務部門もオラ

ンダに移転し資金運用を行うことで、支払い

利息に対する源泉課税が免税となり（Dutch

Financial Risk Reserve）、受取利息に対して

も38.5％から15％に低減される。最終的な税

負担は約20％低減できる見通しである。

②　中間持株会社経由の直接投資

オランダと日本の投資関係をみると、オラ

ンダの中間持株会社を経由した直接投資が多

いのが特徴である。99年には、日本たばこ産

業（JT）は米RJRナビスコが保有する米国以

外の海外たばこ事業をオランダ持株会社を通

じて78億3,200万ドルで買収した。また、

2001年の英ボーダフォングループによる日本

テレコム買収もオランダの中間持株会社を通

じて行ったものである。

４．行動規範（Code of Conduct） に
照らした問題点

EUによる有害な競争税制の判断基準は以

下の５点である。

（1）便益が非居住者に限定もしくは非居住者

との取り引きに限定されている

（2）便益が国内市場から遮断されている

（3）実際の経済活動なしで便益が与えられて

いる

（4）多国籍企業内での基準が国際的に認めら

れたルール（特にOECDで合意されたルー

ル）から乖離している

（5）透明性が欠如している

有害な競争税制として取り上げられている

制度のうち、ルーリング制度に関して欧州委
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員会は95年の行政通達を精査した結果、EU

条約で禁止されている国家補助金に該当しな

いと判断している。しかし、同制度は多国籍

企業と税務当局の税取引で透明性に欠けると

の非難もある。これに対しオランダは、ルー

リング制度はすべての納税者に与えらた法的

権利であり、税法内の範囲内で行われるもの

で、それを逸脱するものであってはならない

と反論している。また、透明性については

OECDのガイドラインに沿うかたちで上述の

ように制度を2001年４月に２つに分けて対応

している。また、オランダとしても有害な競

争税制については排除すべきであるという姿

勢であり、非対称な情報は各国における税務

当局間の情報交換の機会を著しく損ねるた

め、税制に関する情報交換・共有が極めて重

要であるとしている。

５．優遇税制の継続に関する今後の
見通し

（1）タックスルーリング

2001年４月からの新ルーリング制度は

OECDのガイドラインに沿ったものである。

オランダへ外国からの投資を誘致するインセ

ンティブの柱として今後も継続する見通しで

ある。

（2）資本参加免税

資本参加免税についてはあくまで、二重課

税を回避するというオランダの税法の理念に

基づいているため、税法の柱として継続され

る見通しである。

しかし、同制度の濫用を防止し、より透明

性を確保するために下記の改正が2002年１月

から実施されていた。

① EU域内の中間持株会社に対する資本参

加免税の適用制限

資本参加免税は、ポートフォリオ投資目的

で保有する外国子会社に対しては適用されな

い。ただし、EC親子会社指令に基づく国内

法によるとEU域内の子会社（25％以上を保

有）では、たとえそれがポートフォリオ投資

目的で保有していたとしても資本参加免税を

適用することができる。その結果、ポートフ

ォリオ投資目的で有するEU諸国以外の国の

子会社について、オランダ親会社との間に適

格のEU域内の中間持株会社をおくことによ

り、資本参加免税を適用することができる。

このような租税回避行為を防止するために、

オランダ会社がEU域外の国の子会社を適格

のEU国内の中間持株会社を通じて保有する

場合には、資本参加免税を適用できない。つ

まり、中間持株会社として活動している適格

のEU域内子会社が有する資産のうちの大部

分がEU域外の子会社に対する直接または間

接持分で占める場合で（少なくとも70％）、

これら持分が直接保有の場合において資本参

加免税の要件を満たさないものである場合に

は、当該中間持株会社に対して資本参加免税

は適用されないこととなる。さらに、EU域

外の子会社（EU域内中間持株会社による所

有割合が25％以上）が所有する資産のうち、

投資資産（passive investments）が少なくと

も90％を占める場合には、オランダ会社は

EU中間持株会社の株式について、毎年公正

な価格で評価して強制的に課税所得に含める

ことになる。ただし、上述の規定について、

オランダ会社が適格のEU域内中間持株会社

を間におく目的が租税回避や租税繰延べでは

ないことを示した場合には（例えば、EU国

外の子会社の所得が、オランダでの取り扱い

と同様に、直接にEU国内中間持株会社にお

いて課税されるような場合）適用されない。

②　金融負債および資本持分の複合商品

金融負債に関して、2001年12月31日以降の

借入金については、以下の要件に該当する場

合には、複合金融商品として取り扱われる。

・商品のリターンが完全に発行者あるいは
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関係会社の利益または利益配当によるも

のとなっており、満期日が10年以上の

もの

・商品のリターンが大部分において発行者

あるいは関係会社の利益または利益配当

によるものとなっており（例えば、固定

金利が発行日の公正な金利の半分以下の

場合）、満期日が10年以上のもの

・商品のリターンに対する実際の支払いが

発行者あるいは関係会社の利益または利

益配当によるもので、満期日が定められ

ていないか満期日が50年以上のものであ

り、劣後債であるもの

もし、上述の要件が満たされる場合には、

借入金は複合金融商品とみなされ、当該商品

のリターンは税務上、「配当金」として取り

扱われる。その結果、支払利息は、法人税法

上損金算入は認められず、また、その支払利

息は配当にかかる源泉所得税の対象となる。

一方、当該借入金の債権者側においては、そ

の債権者が適格の資本持分（一般的には５％）

を有している場合、この債権はオランダ資本

参加免税の対象に含めることとされるため、

結果的に債権者にとって、このリターンは非

課税となる。ただし債務者が外国法人である

場合は、債権者が当該利息について債務者の

居住地国において損金算入されていないこと

を示さない限り、資本参加免税は適用されな

い。なお、その注釈によれば、この法案は、

税務計算上における負債から資本への区分変

更に関する現在の判例法に沿って適用される

ものである。

③ 収益補償契約（earn-out arrangement）

に関する資本参加免税

株式持分はいつも固定の価格で取引される

わけではない。当事者間で、売主がその会社

における将来の利益の一部を得る権利が与え

られるある種の収益補償契約を結ぶこともあ

る。その結果、取引の全体価格が取引時点に

おいて明確ではない場合がある。現状ではオ

ランダの資本参加免税においては、このよう

な状況については、明確に述べられていない。

オランダの最高裁は、資本参加免税における

非課税のキャピタルゲインを計算するにあた

り、取引時点での将来利益の権利に関する見

積価値を考慮に入れるべきであると判断して

いる。同時に、買主は収益補償契約における

債務を評価する必要がある。収益を得る権利

あるいは債務の価値に変更があった場合、売

主および買主の両者においてオランダの課税

所得計算に影響を与える。その結果、売主と

買主の双方において、将来の見積金額を決定

するに際して差額が生じる場合がある。これ

を避けるために、将来の収益を得る権利ある

いは義務の価値の変更については、売主・買

主共に資本参加免税の対象に含められる。つ

まり、売主にとって将来における権利の価値

の変更による収益は非課税であると同時に、

買主にとっては、将来における義務の価値の

変更は株主持分の取得価額の修正であるとみ

なされることになる。
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ユーロ現金流通やEUの東方拡大を見据え

て、在欧日系企業の中には、欧州の生産、物

流、販売拠点を最適地に配置し直す動きがあ

る。企業はそれぞれの最適地を選択するに当

たって、市場規模、賃金水準、物流などに加

え、各国の税制・社会保障制度を考慮する必

要がある。法人税を初めとする各種諸税・社

会保障負担は、EU加盟国で異なっており、

これらの負担は毎年の企業業績に直結するか

らだ。また、所得税や労働者の社会保障負担

が大きい場合、ネット給与額（手取り給与額）

を考慮した上でグロス給与額を設定しなけれ

ば、優秀な労働者の確保が難しくなる可能性

がある。

ジェトロはこのたび、欧州の主要7カ国

（英国、ドイツ、フランス、イタリア、オラ

ンダ、スペイン、アイルランド）について、

企業が労働者を雇用した際、どの程度の税

金・社会保障を負担する必要があるかを調べ

る「人件費コストシュミレーション調査」を

実施した。日本人駐在員、現地職員（独身）、

現地職員（既婚）の３つのケースについて、

所得税、諸税、社会保障負担を支払った後の

ネット給与額（手取り給与額）を統一し（日

本人駐在員：10万ユーロ、現地職員：3万ユ

ーロ）、各国での負担が比較できるようにした。

また、最後にEU加盟14カ国の法人・所得

税率、付加価値税率（VAT）、加盟国と日本

が締結する租税条約に定められた利子、使用

料、配当にかかる源泉徴収課税率を一覧で掲

載した。

EU主要国の人件費
コストシミュレーション

ジェトロはこのたび、欧州主要７カ国の人件費コストシミュレーション調査を実施

した。

海外調査部欧州課

6



JETRO ユーロトレンド　2002.544

6

英国（日本人駐在員）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が10万ユーロ（61,515ポンド）。�
②家族構成：配偶者、子供あり。�

項　　　目�

① グロス給与額  151,483 93,185�

② 所得税  47,360 29,134�

③ 諸税  0 0�

④ 社会保障負担（個人）   4,124  2,537�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  100,000 61,515�

⑥ 社会保障負担（企業）  17,149 10,549�

⑦ 人件費（①＋⑥）  168,632 103,735

（注）ポンドからユーロへの換算レートは、英中銀が発表した2000年9月～2001年8月の各月平均為替レートの平均。�

ユーロ� ポンド� 備考�

英国（現地職員／独身者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ（18,454ポンド）。�
②家族構成：独身�

項　　　目�

① グロス給与額  40,103 24,669�

② 所得税  6,830 4,202�

③ 諸税  0 0�

④ 社会保障負担（個人）  3,273  2,013�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  30,000 18,454�

⑥ 社会保障負担（企業）  3,895 2,396�

⑦ 人件費（①＋⑥）  43,997 27,065

（注）ポンドからユーロへの換算レートは、英中銀が発表した2000年9月～2001年8月の各月平均為替レートの平均。�

ユーロ� ポンド� 備考�

英国（現地職員／既婚者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ（18,454ポンド）。�
②家族構成：配偶者、子供あり。配偶者のネット給与額が3万ユーロ（18,454ポンド）。�

項　　　目�

① グロス給与額   40,103 24,669�

② 所得税  6,830 4,202�

③ 諸税  0  0�

④ 社会保障負担（個人）  3,273 2,013�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）   30,000 18,454�

⑥ 社会保障負担（企業）    3,895 2,396�

⑦ 人件費（①＋⑥）  43,997 27,065

（注）独身の場合と同様。申告方法により、若干違いが出るが、その場合も、ほぼ同額。�

ポンドからユーロへの換算レートは、英中銀が発表した2000年9月～2001年8月の各月平均為替レートの平均。�

ユーロ� ポンド� 備考�
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ドイツ（日本人駐在員）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が10万ユーロ（赴任地の給与所得のみ）。�
②家族構成：配偶者、子供2人（ともに収入なし）。�

項　　　目�

① グロス給与額   162,910�

② 所得税    56,766�

③ 諸税   3,122�

�  連帯付加税 3,122�

④ 社会保障負担（個人）  3,023�

  健康保険 2,682�

  介護保険 340�

�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  100,000�

⑥ 社会保障負担（企業）     3,023�

�  健康保険 2,682�

�  介護保険  340�

⑦ 人件費（①+⑥）      165,933

ユーロ� 備考�

�

 �

�

�

ドイツ（現地職員／独身者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ。�
②家族構成：独身 �

項　　　目�

① グロス給与額  57,059�

② 所得税  16,307�

③ 諸税  897�

  連帯付加税 897�

④ 社会保障負担（個人）    9,855�

  健康保険  2,682�

  介護保険 340�

  年金 5,098�

  失業保険 1,735�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  30,000�

⑥ 社会保障負担（企業）  9,855�

  健康保険 2,682�

  介護保険 340�

  年金 5,098�

  失業保険 1,735�

⑦  人件費（①+⑥）  66,914

ユーロ� 備考�

日独社会保障協定により、日本からドイツに派遣している駐在員には、社会保障への

加入義務はない。健康保険についても加入義務はなく、任意加盟となる。実際に、医

療費のカバーを日本側で担保し、介護保険、当地の健康保険には加入していないケ

ースも多い。介護保険は、健康保険に加入している場合、連動して加入することになる。�

�
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ドイツ（現地職員／既婚者）�

＜前提条件＞�

①給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額が3万ユーロ。�
②家族構成：配偶者、子供1人（ともに収入なし）。�

項　　　目�

① グロス給与額  46,006�

② 所得税  6,725�

③ 諸税  370�

  連帯付加税 370�

④ 社会保障負担（個人）  8,911�

  健康保険 2,682�

  介護保険 340�

  年金 4,394�

  失業保険 1,495�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  30,000�

⑥ 社会保障負担（企業）  8,911�

  健康保険 2,682 �

  介護保険 340�

  年金  4,394�

  失業保険  1,495�

⑦ 人件費（①+⑥）  54,917

ユーロ� 備考�

フランス（日本人駐在員）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が10万ユーロ。赴任地の給与所得のみ。�
②家族構成：配偶者、子供2人で、配偶者に所得なし。�

項　　　目�

① グロス給与額  160,677�

② 所得税  23,675�

③ 諸税   1,646�

  住民税   1,524�

  視聴覚税  122�

④ 社会保障負担（個人）  35,356�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  100,000�

⑥ 社会保障負担（企業）  87,110�

⑦ 人件費（①＋⑥）  247,787

ユーロ� 備考�

（注）諸税は一般的な税（住民税と視聴覚税）のみとし、平均的な数字を使用した。�

パリ市内の日系企業の会計担当者による試算。�
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フランス（現地職員／独身者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ。�
②家族構成：独身者、扶養家族なし。�

項　　　目�

① グロス給与額  48,176�

② 所得税  5,931�

③ 諸税  1,646�

  住民税 1,524�

  視聴覚税 122�

④ 社会保障負担（個人）  10,599�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  30,000�

⑥ 社会保障負担（企業）  19,752�

⑦ 人件費（①＋⑥）  67,928

ユーロ� 備考�

（注）諸税は一般的な税（住民税と視聴覚税）のみとし、平均的な数字を使用した。�

社会保障負担率は雇用者負担41%、被雇用者負担22%（年収グロスベース）とする。�

フランス（現地職員／既婚者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ。�
②家族構成：配偶者、子供1人。配偶者にネット給与額3万ユーロの収入あり。�

項　　　目�

① グロス給与額   45,017�

② 所得税  4,291�

③ 諸税  823�

  住民税 762�

  視聴覚税  61�

④ 社会保障負担（個人）  9,904�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  30,000�

⑥ 社会保障負担（企業）  18,457�

⑦ 人件費（①＋⑥）  63,474

ユーロ� 備考�

（注）諸税は一般的な税（住民税と視聴覚税）のみとし、平均的な数字を使用した。�

社会保障負担率は雇用者負担41%、被雇用者負担22%（年収グロスベース）とする。�

夫婦全体の課税額から1人分を算出。�
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イタリア（日本人駐在員）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が10万ユーロ、配偶者、子供2人、赴任地給与のみ、配偶者・
子供に所得なし。�

②商業・サービス部門、従業員数50人未満でロンバルディア州に所在する企業。�
③駐在員が被雇用者（等級quadro）の場合。�

項　　　目�

① グロス給与額  185,681 359,528,553�

② 所得税  66,026 127,844,724 算出基礎（①-③-④）×額に応じた係数－配偶者控除額  �

      算出基礎（①-③-④）  321,471,724�

      2,000万リラ以下 18%  3,600,000�

      2,000万リラ超～3,000万リラ以下 24% 2,400,000�

      3,000万リラ超～6,000万リラ以下 32% 9,600,000�

      6,000万リラ超～1億3,500万リラ以下 39% 29,250,000�

      1億3,500万リラ超 45% 83,912,276�

       合計 128,762,276�

      税控除額  917,552�

③ 諸税  1,671 3,235,757  �

  地方税 1,671 3,235,757 ①×0.9％ �

④ 社会保障負担（個人）  17,984 34,821,073 �

  Ente　Bilaterale  11 21,686 1,549リラ×14ヵ月  �

  伊社会保険機構（INPS） 16,526 31,998,041 ①×8.9％ �

  INPS付加保険料 1,447 2,801,346 （①－（5,671,000リラ×14ヵ月））×1％  �

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  100,000 193,627,000 �

⑥ 社会保障負担（企業）  58,846 113,942,018    �

  Ente　Bilaterale  22 43,372 3,098リラ×14ヵ月�

  伊社会保険機構（INPS） 55,667 107,786,660 ①×29.98％ �

 伊労働災害保険機構（INAIL） 928 1,797,643 ①×5/1000  �

  ASCOM（任意） 2,228 4,314,343 ①×1.2％ �

⑦ 人件費（①＋⑥）  244,527 473,470,571 �

（注）INPS：被雇用者の年金をはじめ、失業手当、結核、家族手当の給付、企業のレイオフ時の給与補填基金の運営、退職基金の運営を

行う機関。�

INAIL：すべての業務上の災害・事故に起因する死亡、障害、けがに対して被雇用者ならびに死亡の場合は遺族に対し、経済上・

医療上の援助を保証する機関。�

Ente Bilaterale：人材育成や労働・雇用環境に関して、雇用者・被雇用者双方に対する情報提供や相談受付などを行う機関。�

ASCOM（Associazione del commercio del turisumo e dei servizi 商業・観光・サービス協会）：商業部門の雇用者による組合

で、人材雇用に関する情報提供や相談を行う機関。�

ユーロ� リラ� 備考（リラ）�
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イタリア（現地職員／独身者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ、独身。�
②商業・サービス部門、従業員数50人未満でロンバルディア州に所在する企業。�
③被雇用者で（2等級）の場合。�

項　　　目�

① グロス給与額  46,884  90,780,683  �

② 所得税  12,280 23,777,638 算出基礎（①-③-④）×額に応じた係数－税控除額  �

      算出基礎（①-③-④）  81,865,738�

      2,000万リラ以下 18% 3,600,000�

      2,000万リラ超～3,000万リラ以下 24% 2,400,000�

      3,000万リラ超～6,000万リラ以下 32% 9,600,000�

      6,000万リラ超～1億3,500万リラ以下 39% 8,527,638�

�          合計 24,127,638�

�         税控除額  350,000�

③ 諸税  422 817,026    �

  地方税 422 817,026 ①×0.9％ �

④ 社会保障負担（個人）  4,182 8,097,919    �

  Ente　Bilaterale 10 18,438 1,317リラ×14ヵ月  �

  INPS 4,173 8,079,481 ①×8.9％ �

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  30,000 58,088,100    �

⑥ 社会保障負担（企業）  14,872 28,796,196    �

  Ente　Bilaterale 19 36,876 2,634リラ×14ヵ月  �

  伊社会保険機構（INPS） 14,056 27,216,049 ①×29.98％ �

 伊労働災害保険機構（INAIL） 234 453,903 ①×5/1000  �

  ASCOM（任意） 563 1,089,368 ①×1.2％ �

⑦ 人件費（①＋⑥）  61,756 119,576,879

（注）INPS：被雇用者の年金をはじめ、失業手当、結核、家族手当の給付、企業のレイオフ時の給与補填基金の運営、退職基金の運営を

行う機関。�

INAIL：すべての業務上の災害・事故に起因する死亡、障害、けがに対して被雇用者ならびに死亡の場合は遺族に対し、経済上・

医療上の援助を保証する機関。�

Ente Bilaterale：人材育成や労働・雇用環境に関して、雇用者・被雇用者双方に対する情報提供や相談受付などを行う機関。�

ASCOM（Associazione del commercio del turisumo e dei servizi 商業・観光・サービス協会）：商業部門の雇用者による組合

で、人材雇用に関する情報提供や相談を行う機関。�

ユーロ� リラ� 備考（リラ）�



JETRO ユーロトレンド　2002.550

6

イタリア（現地職員／既婚者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ、配偶者、子供1人、配偶者に3万ユーロの所得
あり。�

②商業・サービス部門、従業員数50人未満でロンバルディア州に所在する企業。�
③被雇用者で（2等級）の場合。�

項　　　目�

① グロス給与額  46,366 89,777,448�

② 所得税  11,813 22,872,720 算出基礎（①-③-④）×額に応じた係数－税控除額 �

      算出基礎（①-③-④）  80,960,820�

      2,000万リラ以下 18% 3,600,000�

      2,000万リラ超～3,000万リラ以下 24% 2,400,000�

      3,000万リラ超～6,000万リラ以下 32%  9,600,000�

      6,000万リラ超～1億3,500万リラ以下 39%  8,174,720�

       合計 23,774,720�

      税控除額（子供が4歳以上とした場合）  902,000�

③ 諸税  417 807,997�

  地方税 417 807,997 ①×0.9％�

④ 社会保障負担（個人）  4,136 8,008,631�

  Ente　Bilaterale 10 18,438 1,317リラ×14ヵ月�

  INPS 4,127 7,990,193 ①×8.9％�

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  30,000 58,088,100�

⑥ 社会保障負担（企業）  14,708 28,478,371�

  Ente　Bilaterale 19 36,876 2,634リラ×14ヵ月�

  伊社会保険機構（INPS） 13,901 26,915,279 ①×29.98％�

  伊労働災害保険機構（INAIL） 232  448,887 ①×5/1000�

  ASCOM（任意） 556 1,077,329 ①×1.2％�

⑦ 人件費（①+⑥）  61,074 118,255,819

（注）INPS：被雇用者の年金をはじめ、失業手当、結核、家族手当の給付、企業のレイオフ時の給与補填基金の運営、退職基金の運営を

行う機関。�

INAIL：すべての業務上の災害・事故に起因する死亡、障害、けがに対して被雇用者ならびに死亡の場合は遺族に対し、経済上・

医療上の援助を保証する機関。�

Ente Bilaterale：人材育成や労働・雇用環境に関して、雇用者・被雇用者双方に対する情報提供や相談受付などを行う機関。�

ASCOM（Associazione del commercio,del turisumo e dei servizi,商業・観光・サービス協会）：商業部門の雇用者による組合

で、人材雇用に関する情報提供や相談を行う機関。�

ユーロ� リラ� 備考（リラ）�
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オランダ（日本人駐在員）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が10万ユーロ。�

②家族構成：配偶者、子供2人（ともに収入なし）。�

③本人所得は赴任地の給与所得のみ。�

項　　　目�

① グロス給与額  145,074�

② 所得税  35,770  　　　　　　～14,870ユーロ　　  2.95% 439�

�       　　　　　　～27,009ユーロ　　  8.20% 995�

�       　　　　　　～46,309ユーロ　　42.00% 8,106�

�    　　　　　　  46,309ユーロ超（30%ルールを適用）　　52.00% 28,726�

�     　　　　　　 一般税額控除   △ 2,496�

③ 諸税  7,941 �

  一般老齢年金（AOW） 4,835 左記は上限額。グロス給与が27,009ユーロまで17.9%の負担率。  �

  遺族年金（ANW） 338 左記は上限額。グロス給与が27,009ユーロまで1.25%の負担率。  �

  特別医療費保険（AWBZ） 2,768 左記は上限額。グロス給与が27,009ユーロまで10.25%の負担率。  �

④ 社会保障負担（個人）  1,363 �

  失業保険（WW） 1,363 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  健康保険（ZFW） 0 1.70%の負担率。グロス給与が29,813ユーロを超える場合は対象外。  �

⑤ ネット給与額（①－②－③－④）  100,000 �

⑥ 社会保障負担（企業）  4,194 �

  疾病保険（WAO，基本負担） 2,425 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  疾病保険（WAO，個別負担） 632 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  失業保険（WW） 1,137 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  健康保険（ZFW） 0 6.25%の負担率。グロス給与が29,813ユーロを超える場合は対象外。�

⑦ 人件費（①＋⑥）  149,268

（注）AOW,ANW,AWBZは被雇用者負担で、所得税と共に税務当局に納付される。�

  WAOの個別負担率は、業種、企業規模などによって異なる。�

ユーロ� 備考（ユーロ）�
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6

オランダ（現地職員／独身者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ。�

②家族構成：独身者�

項　　　目�

① グロス給与額  46,390�

② 所得税  7,086  　　　　　　～14,870ユーロ　　  2.95% 439�

�       　　　　　　～27,009ユーロ　　  8.20% 995�

�       　　　　　　～46,309ユーロ　　42.00% 8,106�

�     　　　　　　46,309ユーロ超　　52.00% 42�

�     　　　　　　 一般税額控除   △ 2,496�

③ 諸税  7,941 �

  一般老齢年金（AOW） 4,835 左記は上限額。グロス給与が27,009ユーロまで17.9%の負担率。  �

  遺族年金（ANW） 338 左記は上限額。グロス給与が27,009ユーロまで1.25%の負担率。  �

  特別医療費保険（AWBZ） 2,768 左記は上限額。グロス給与が27,009ユーロまで10.25%の負担率。  �

④ 社会保障負担（個人）  1,363 �

  失業保険（WW） 1,363 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  健康保険（ZFW） 0 グロス給与が29,813ユーロを超える場合は対象外。  �

⑤ ネット給与額（①－②－③－④）  30,000 �

⑥ 社会保障負担（企業）  4,194 �

  疾病保険（WAO，基本負担） 2,425 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  疾病保険（WAO，個別負担） 632 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  失業保険（WW） 1,137 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  健康保険（ZFW） 0 グロス給与が29,813ユーロを超える場合は対象外。�

⑦ 人件費（①＋⑥）  50,584

（注）AOW,ANW,AWBZは被雇用者負担で、所得税と共に税務当局に納付される。�

  WAOの個別負担率は、業種、企業規模などによって異なる。�

ユーロ� 備考（ユーロ）�
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オランダ（現地職員／既婚者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ。�

②家族構成：配偶者、子供1人（ともに収入なし）�

項　　　目�

① グロス給与額  46,390�

② 所得税  7,086  　　　　　　～14,870ユーロ　　  2.95% 439�

�       　　　　　　～27,009ユーロ　　  8.20% 995�

�       　　　　　　～46,309ユーロ　　42.00% 8,106�

�     　　　　　　46,309ユーロ超　　52.00% 42�

�     　　　　　　 一般税額控除   △ 2,496�

③ 諸税  7,941 �

  一般老齢年金（AOW） 4,835 左記は上限額。グロス給与が27,009ユーロまで17.9%の負担率。  �

  遺族年金（ANW） 338 左記は上限額。グロス給与が27,009ユーロまで1.25%の負担率。  �

  特別医療費保険（AWBZ） 2,768 左記は上限額。グロス給与が27,009ユーロまで10.25%の負担率。  �

④ 社会保障負担（個人）  1,363 �

  失業保険（WW） 1,363 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  健康保険（ZFW） 0 グロス給与が29,813ユーロを超える場合は対象外。  �

⑤ ネット給与額（①－②－③－④）  30,000 �

⑥ 社会保障負担（企業）  4,194 �

  疾病保険（WAO，基本負担） 2,425 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  疾病保険（WAO，個別負担） 632 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  失業保険（WW） 1,137 左記は上限額（1日当たり152.92ユーロ以上の給与がある場合）。年間就業日数を�
    260日と仮定。  �

  健康保険（ZFW） 0 グロス給与が29,813ユーロを超える場合は対象外。�

⑦ 人件費（①＋⑥）  50,584

（注）AOW,ANW,AWBZは被雇用者負担で、所得税と共に税務当局に納付される。�

  WAOの個別負担率は、業種、企業規模などによって異なる。�

ユーロ� 備考（ユーロ）�
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6

スペイン（日本人駐在員）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が10万ユーロ、既婚、子供2人、配偶者・子供に所得なし。�
②2000年度分（2000年1月～12月末）を想定する。�
③預金金利、証券など、日本の家屋賃貸収入、その他の給与外所得は皆無とする。�
④会社が支払う個人負担であるべきもの（保険、住居代、教育費など）は皆無とする。�
⑤スペイン国内における住宅ローンはないものとする。�
⑥日本人駐在員が社会保険料算定表のグループ1とする。        �
⑦子供2人は、3歳以上15歳未満が1人、15歳以上が1人とする。�
⑧税制上有利な夫婦合算申告を採用するものとする。�

項　　　目�

① グロス給与額  165,163 27,480,760 �

② 所得税（IRPF）  63,243  10,522,708 課税対象所得は所得控除後に確定する。   �

      a.基礎控除（本人：375,000+配偶者：500,000） 875,000 

      b.申告者毎一般控除（夫婦合算申告2名分） 1,100,000�

      c.家族控除（子供の養育費控除に該当）  425,000 

      d.社会保証負担（個人）  319,452 

      課税対象所得（グロス給与額－a.－b.－c.－d.） 24,761,308 

      国家所得税（e.+f.）  8,754,909 

      e.基本税額  3,392,551 

      f.過所得分（課税対象所得-11,220,000）×39.6% 5,362,358 

      自治体所得税（g+h.）  1,767,799 

      g.基本税額  630,329 

      h.過所得分（課税対象所得-11,220,000）×8.40% 1,137,470 

③ 諸税    なし  �

④ 社会保障負担（個人）  1,920 319,452    �

  医療 1,410 234,600 社会保障料算定額（注1）×4.7%×12ヵ月 �

  失業 480 79,860 社会保険料算定額×1.6％×12ヵ月 �

  労災 30 4,992 社会保険料算定額×0.1％×12ヵ月 �

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  100,000  16,638,600   �

⑥ 社会保障負担（企業）  9,537 1,586,772    �

  医療 7,080 1,177,968 社会保障料算定額（注1）×23.6%×12ヵ月 �

  失業 1,860 309,468 社会保険料算定額×6.2％×12ヵ月 �

  労災 120 19,968 社会保険料算定額×0.4％×12ヵ月 �

  職業訓練 180 29,952 社会保険料算定額×0.6％×12ヵ月 �

  倒産 297 49,416 社会保険料算定額×0.99％×12ヵ月 �

⑦ 人件費（①＋⑥）  174,699 29,067,532

（注）社会保険料算定額は、毎年定められるグループ別の最小・最高基準額によって、以下のとおり、定められる。�

例：グループ1（大卒専門資格者・技術者）の最小基準額は月額125,430ペセタ、最高基準額は415,950ペセタ（ともに2001年度）。�

グロス給与額を12で除して、月収を求める（=Aとする）。     �

Aが最大基準額を超える場合、最高基準額（415,950ペセタ）が社会保険料算定額となる。     �

Aが最大基準額を満たさず、最小基準額を超える場合、Aが社会保険料算定額となる。     �

Aが最小基準額を下回る場合、最小基準額（125,430ペセタ）が社会保険算定額となる。�

ユーロ� ペセタ� 備考（ペセタ）�
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スペイン（現地職員／独身者）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ、独身。�
②2000年度分（2000年1月～12月末）を想定する。      �
③預金金利、証券など、日本の家屋賃貸収入、その他の給与外所得は皆無とする。�
④会社が支払う個人負担であるべきもの（保険、住居代、教育費など）は皆無とする。      �
⑤スペイン国内における住宅ローンはないものとする。�
⑥社会保障料算定グループ5とする。�

項　　　目�

① グロス給与額  41,511 6,906,814 �

② 所得税（IRPF）  9,683 1,611,057 課税対象所得は所得控除後に確定する。  �

      a.基礎控除  375,000�

      b.申告者毎一般控除  550,000�

      c.家族控除（子供の養育費控除に該当）   0�

      d.社会保証負担（個人）  304,176�

      課税対象所得（所得額－a.－b.－c.－d.）  5,677,638�

�         国家所得税（e.+f.）  1,352,056�

�         e.基本税額  881,229�

      f.過所得分（課税対象所得-4,182,000）×31.48% 470,827�

�         自治体所得税（g.+h.）  259,001�

      g.基本税額  173,451�

      h.過所得分（課税対象所得-4,182,000）×5.72% 85,550�

③ 諸税    なし  �

④ 社会保障負担（個人）  1,828 304,176    �

  医療 1,343 223,380 社会保障料算定額（注1）×4.7%×12ヵ月 �

  失業 457 76,044 社会保険料算定額×1.6％×12ヵ月 �

  労災 29 4,752 社会保険料算定額×0.1％×12ヵ月 �

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  30,000 4,991,580    �

⑥ 社会保障負担（企業）  9,081 1,510,884    �

  医療 6,741 1,121,640 社会保障料算定額（注1）×23.6%×12ヵ月 �

  失業 1,771 294,672 社会保険料算定額×6.2％×12ヵ月�

  労災 114 19,008 社会保険料算定額×0.4％×12ヵ月 �

  職業訓練 171 28,512 社会保険料算定額×0.6％×12ヵ月 �

  倒産 283 47,052 社会保険料算定額×0.99％×12ヵ月 �

⑦ 人件費（①＋⑥）  50,591 8,417,698

（注）社会保険料算定額は、毎年定められるグループ別の最小・最高基準額によって、以下のとおり、定められる。�

例：グループ5（一般職業長）の最小基準額は月額84,150ペセタ、最高基準額は396,060ペセタ（ともに2001年度）。�

グロス給与額を12で除して、月収を求める（=Aとする）。 �

Aが最大基準額を超える場合、最高基準額（396,060ペセタ）が社会保険料算定額となる。   �

Aが最大基準額を超えず、最小基準額を超える場合、Aが社会保険料算定額となる。     �

Aが最小基準額を下回る場合、最小基準額（84,150ペセタ）が社会保険算定額となる。�

ユーロ� ペセタ� 備考（ペセタ）�
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スペイン（現地職員／既婚者）（夫婦合算申告のケース）�

＜前提条件＞�

①ネット給与額（現金受取額に現物給与の税務上評価額）が3万ユーロ、既婚、子供1人、配偶者に3万ユーロのネット給
与。�

②2000年度分（2000年1月～12月末）を想定する。      �
③預金金利、証券など、日本の家屋賃貸収入、その他の給与外所得は皆無とする。�
④会社が支払う個人負担であるべきもの（保険、住居代、教育費など）は皆無とする。      �
⑤スペイン国内における住宅ローンはないものとする。�
⑥既婚現地職員および配偶者は社会保険料算定表のグループ5とする。�
⑦子供1人は3歳未満とする。      �
⑧税制上有利な夫婦合算申告を採用するものとする。�

項　　　目�

① グロス給与額  91,640 15,247,660 現地職員＋配偶者のグロス給与 �

② 所得税（IRPF）  27,984 4,656,148 現地職員＋配偶者のグロス給与にかかる所得税額 �

     課税対象所得は所得控除後に確定する。�

      a.基礎控除（本人：375,000+配偶者：375,000） 750,000�

      b.申告者毎一般控除（夫婦合算2名分）  1,100,000�

�         c.家族控除（子供の養育費控除に該当）  250,000�

�         d.社会保証負担（個人）（夫婦合算2名分） 608,352�

�         課税対象所得（所得額-a.－b.－c.－d.）  12,539,308�

�         国家所得税（e.+f.）   3,914,9９7�

�         e.基本税額  3,392,551�

      f.過所得分（課税対象所得-11,220,000）×39.60% 522,446�

�         自治体所得税（g.+h.）  741,151�

�        g.基本税額  630,329�

      h.過所得分（課税対象所得-11,220,000）×8.40% 110,822�

③ 諸税    なし  �

④ 社会保障負担（個人）  3,656 608,352 304,176×2名�

 １名分内訳 合計 1,828 304,176�

  医療 1,343 223,380 社会保障料算定額（注1）×4.7%×12ヵ月 �

  失業 457 76,044 社会保険料算定額×1.6％×12ヵ月 �

  労災 29 4,752 社会保険料算定額×0.1％×12ヵ月 �

⑤ ネット給与額（①-②-③-④）  60,000 9,983,160 現地職員＋配偶者のネット給与 �

⑥ 社会保障負担（企業）  18,161 3,021,768 1,510,884×2社�

 １社分内訳 合計 9,081 1,510,884�

  医療 6,741 1,121,640 社会保障料算定額（注1）×23.6%×12ヵ月 �

  失業 1,771 294,672 社会保険料算定額×6.2％×12ヵ月 �

  労災 114 19,008 社会保険料算定額×0.4％×12ヵ月 �

  職業訓練 171 28,512 社会保険料算定額×0.6％×12ヵ月 �

  倒産 283 47,052 社会保険料算定額×0.99％×12ヵ月 �

⑦ 人件費（①＋⑥）  109,801 18,269,428 2社分�

（注）社会保険料算定額は、毎年定められるグループ別の最小・最高基準額によって、以下のとおり、定められる。�

例：グループ5（一般職業長）の最小基準額は月額84,150ペセタ、最高基準額は396,060ペセタ（ともに2001年度）。�

グロス給与額を12で除して、月収を求める（=Aとする）。 �

Aが最大基準額を超える場合、最高基準額（396,060ペセタ）が社会保険料算定額となる。   �

Aが最大基準額を超えず、最小基準額を超える場合、Aが社会保険料算定額となる。     �

Aが最小基準額を下回る場合、最小基準額（84,150ペセタ）が社会保険算定額となる。�

ユーロ� ペセタ� 備考（ペセタ）�
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アイルランド（日本人駐在員①）�

＜前提条件＞�

①アイルランド居住者で既婚、配偶者は収入なし。�

②2001年の税率とバンドを適用し、12ヵ月課税年を基礎に置く。�

③ネット給与額が10万ユーロ。�

④グロス給与額のうち、3割が諸手当（現金以外での支給、自動車、住宅手当など）、７割が現金給与。�

項　　　目�

① グロス給与額  159,811 現金給与（111,786）+現物支給（48,025）�

② 所得税  59,020  　　　　　　～36,822ユーロ　　    20% 7,364�

�       　　　　　　36,822ユーロ超　  　  42% 51,655�

�    税額控除 2,793 既婚世帯は65歳未満が13,967.12ユーロ、65歳以上が21,585.55ユーロ（2001年）。�

�    
13,967.12ユーロ×20%

�

③ 諸税  0   �

④ 社会保障負担（個人）  3,584 �

  PRSI 1,347 PRSI支払対象額×4%�

    PRSI支払対象額=PRSI対象上限額（35,870ユーロ）－�

     　　　　　　　　　　（支払控除月額（551ユーロ）×4ヵ月）  �

  健康保険 2,237 現金給与（111,786）×2%  �

⑤ ネット給与額（①－②－③－④）  100,000 �

⑥ 社会保障負担（企業）  13,414 �

  雇用主負担 13,414 現金給与（111,786）×12％  �

⑦ 人件費（①＋⑥）  173,225

ユーロ� 備考（ユーロ）�
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アイルランド（日本人駐在員②）�

＜前提条件＞�

①アイルランド居住者で既婚、配偶者は収入なし。�

②2001年の税率とバンドを適用し、12ヵ月課税年を基礎に置く。�

③アイルランドの社会保障費は特別徴収システムにより支払われる。�

④ネット給与額が10万ユーロ。�

項　　　目�

① グロス給与額  161,562 　�

② 所得税  59,755  　　　　　　～36,822ユーロ　　    20% 7,364�

�       　　　　　　36,822ユーロ超　  　  42% 52,391�

�    税額控除 2,793 既婚世帯は65歳未満が13,967.12ユーロ、65歳以上が21,585.55ユーロ（2001年）。�

�    
13,967.12ユーロ×20%�

③ 諸税  0   �

④ 社会保障負担（個人）  4,600 �

  PRSI 1,369 PRSI支払対象額×4%�

  健康保険 3,231 現金給与（161,562）×2%  �

⑤ ネット給与額（①－②－③－④）  100,000 �

⑥ 社会保障負担（企業）  19,378 �

  雇用主負担 19,387 現金給与（161,562）×12％  �

⑦ 人件費（①＋⑥）  180,940

ユーロ� 備考（ユーロ）�
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アイルランド（現地職員／独身者）�

＜前提条件＞�

①アイルランド居住者で独身、アイルランドでの雇用、給与支払い。�

②2001年の税率とバンドを適用し、12ヵ月課税年を基礎に置く。�

③アイルランドの社会保障制度の適用を受ける。�

④ネット給与額が3万ユーロ。�

項　　　目�

① グロス給与額  41,955 現金給与（34,823）+諸手当（7,132）�

② 所得税  12,034  　　　　　　～25,395ユーロ 　　   20% 5,079�

�       　　　　　　25,395ユーロ超　  　  42% 6,955�

�    税額控除 1,397 65歳未満の独身／寡婦は6,983.56ユーロ、65歳以上が10,792.77ユーロ（2001年）。�

�    
6,983.56ユーロ×20%

�

  PAYE（注）控除 508 2,539ユーロ×20%�

③ 諸税  0   �

④ 社会保障負担（個人）  1,825 �

  社会保障費（PRSI） 1,129 PRSI支払対象額×4%�

    PRSI支払対象額=給与所得（34,823ユーロ）－�

     　　　　　　　　　（支払控除月額（550ユーロ）×12ヵ月）  �

  健康保険 696 現金給与（34,823）×2%  �

⑤ ネット給与額（①－②－③－④）  30,000 �

⑥ 社会保障負担（企業）  4,179 �

  雇用主負担 4,179 現金給与（34,823）×12％  �

⑦ 人件費（①＋⑥）  46,134

ユーロ� 備考（ユーロ）�

（注）PAYE=Pay As You Earnシステム。�
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アイルランド（現地職員／既婚者①）�

＜前提条件＞�

①アイルランド居住者で既婚、共働き、夫婦別課税選択（＝独身者と同様の取り扱い）、アイルランドでの

雇用、給与支払い。�

②2001年の税率とバンドを適用し、12ヵ月課税年を基礎に置く。�

③アイルランドの社会保障制度の適用を受ける。�

④ネット給与額が3万ユーロ。�

項　　　目�

① グロス給与額  41,955 現金給与（34,823）+諸手当（7,132）�

② 所得税  12,034  　　　　　　～25,395ユーロ 　　   20% 5,079�

�       　　　　　　25,395ユーロ超　  　  42% 6,955�

�    税額控除 1,397 既婚世帯は65歳未満が13,967.12ユーロ、65歳以上が21,585.55ユーロ（2001年）。�

�    
6,984ユーロ×20%

�

  PAYE（注）控除 508 2,539ユーロ×20%�

③ 諸税  0   �

④ 社会保障負担（個人）  1,825 �

  社会保障費（PRSI） 1,129 PRSI支払対象額×4%�

    PRSI支払対象額=現金給与（34,823ユーロ）－�

     　　　　　　　　（支払控除月額（550ユーロ）×12ヵ月）  �

  健康保険 696 現金給与（34,823ユーロ）×2%  �

⑤ ネット給与額（①－②－③－④）  30,000 �

⑥ 社会保障負担（企業）  4,179 �

  雇用主負担 4,179 現金給与（34,823）×12％  �

⑦ 人件費（①＋⑥）  46,134

ユーロ� 備考（ユーロ）�

（注）PAYE=Pay As You Earnシステム。�
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アイルランド（現地職員／既婚者②）�

＜前提条件＞�

①アイルランド居住者で既婚、夫婦別課税選択（＝独身者と同様の取り扱い）、アイルランドでの雇用、給

与支払い。�

②2001年の税率とバンドを適用し、12ヵ月課税年を基礎に置く。�

③アイルランドの社会保障制度の適用を受ける。�

④ネット給与額が3万ユーロ。�

項　　　目�

① グロス給与額  42,778 　�

② 所得税  12,380  　　　　　　～25,395ユーロ 　　   20% 5,079�

�       　　　　　　25,395ユーロ超　  　  42% 7,301�

�    税額控除 1,397 既婚世帯は65歳未満が13,967.12ユーロ、65歳以上が21,585.55ユーロ（2001年）。�

�    
6,984ユーロ×20%

�

  PAYE（注）控除 508 2,539ユーロ×20%�

③ 諸税  0   �

④ 社会保障負担（個人）  2,303 �

  社会保障費（PRSI） 1,447 PRSI支払対象額×4%�

    PRSI支払対象額=給与所得（42,778ユーロ）－�

     　　　　　　　　（支払控除月額（550ユーロ）×12ヵ月）  �

  健康保険 856 現金給与（42,778ユーロ）×2%  �

⑤ ネット給与額（①－②－③－④）  30,000 �

⑥ 社会保障負担（企業）  5,133 �

  雇用主負担 5,133 現金給与（42,788）×12％  �

⑦ 人件費（①＋⑥）  47,911

ユーロ� 備考（ユーロ）�

（注）PAYE=Pay As You Earnシステム。�
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（注）法人税率は原則として、2002年初時点。租税条約関連は2000年5月時点。付加価値税は2001年5月時点。�
出所：ジェトロ・投資関連コスト比較調査（2002年）�
　　（財）納税協会連合会・平成12年版租税条約関係法規集�
　　  欧州委員会・「VAT RATES APPLIED IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY」�

EU加盟14カ国の税率一覧�

ド イ ツ  �英 国  � フ ラ ン ス  �ス ペ イ ン  �イ タ リ ア  �オ ラ ン ダ  �

29 , 34.535 33
33～35.43,�

 15.452530

40 5233
国税：39.6、�
州税：8.452.7548.5

10 1010101010

10 1010101010

15 1515151515

10 510100または510

25％、12カ月� 25％以上、�
12カ月�

15％以上、�
6カ月�

25％以上、�
6カ月�

25％以上、�
6カ月�

25％以上、�
6カ月�

17.5 19201619.616

5 610、47、45.5、2.17

課税所得額が１
万ポンド以下の
小規模企業は１
０％、１万１ポンド
から５万ポンドま
での企業には係
数を４０分の１とし
た限界軽減税率
が、５万１ポンドか
ら３０万ポンドの
企業には２０％、３
０万１ポンドから１
５０万ポンドの企
業には係数を４０
分の１とした限界
軽減税率が、１５
０万１ポンド以上
の企業には基準
レートの３０％が
適用される。�

課税所得額が
1,880ポンドまで
は10％、1,881ポ
ンドから29,400ポ
ンドは 2 2 ％ 、
29,400ポンドを超
える場合は40％
が適用される。�

0、7.5、21.0、31.0、
4 1 . 0 、4 6 . 7 5、
52.75%の7段階。�

国税は15、20.17、
23.57、31.48、38.07、
39.6%の6段階。
州税は3、3.83、�
4.73、5.72、6.93、
8.4％の6段階。�

課税所得が10
万ユーロ以下の
場合23%、10万
ユーロ超の場合
33%が適用される。�
�

32.35、37.85、42.0、
52.0%の4段階。�

34.33～35.43%は
年商763万ユー
ロ以上の企業に
適用。税率のば
らつきは、社会保
障負担金の実質
的な税率が年商
によって異なるため。
15 . 45％は年商
763万ユーロ未
満の中小企業に
適用。税率は受
取利子含む。キャ
ピタルゲイン（2年
間以上保有の非
金融投資などが
対象）は19.57％。
受取配当金は一
部のキャピタルリ
スク投資分につ
いてのみ19.57％。
このほか、使用す
る事業所（賃貸
含む）に係る地方
税の職業税がある。�

キャピタルゲイン、
受取配当、受取
利子を含む。�

課 税 所 得 2 万
2,689ユーロまで
は29%、それ以
上は34.5%が適
用される。資本
参加免税が認め
られており、ある
基準を満たせば
キャピタルゲイン、
受取金配当金に
関しては免税。
貸付金に対する
受取利息には上
記税率が適用。
その他：資本税
（0.55%)株式発
行時に払込金額・
無償増資額い対
して課税される。�

日 本 と の 租 税 条 約 �

源 泉 課 税 ・ 利 子 �

源泉課税・配当（親子間）�

付加価値税（低減・特別低減率）�

付 加 価 値 税（ 標 準 ）�

親 子 間 条 件 �

源泉課税・配当（一般）�

源 泉 課 税 ・ 使 用 料 �

所 得 税 率（ 最 高 税 率 ）�

法 人 税 率（ 基 本 税 率 ）�

注 記 �

注 記 �

○� ○� ○� ○� ○� ○�
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12カ月�
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12、6 12.5、4.2 8、4 12、5 12、10 17、8 ---- 12、6

25～55％の7段階。�以下の条件に該
当する場合、税
率20%が適用さ
れる。それ以外
は42%が適用さ
れる。独身で収
入が2万8,000ユ
ーロ以下。片親
世帯で収入が3
万2,000ユーロ以
下。既婚（働き手
1人）で収入が3
万7,000ユーロ以
下。既婚（共働き）
で 収 入 が 5 万
6,000ユーロ以下。�

12.0、14.0、24.0、34.0、
38.0、40.0%の6
段階。�

10.0、22.0、32.0、42.0、
50.0%の5段階。�

課税最低限は1
万1,500ユーロ。
課税所得に応じ
た5段階の累進
課税。�

課税最低限は3万
3,400デンマークク
ローネ（DK）。3万
3 , 4 0 0 ～ 1 9 万
1,200DK未満は5.5%。
19万1,200DK～28
万5,200DK未満は
6.0%。28万5,200
以上は15.0%。地
方税（平均32.6%）
に上記税率でそれ
ぞれを乗算した額
を加算。ただし、最
高税率を59.0%とし、
59.0%を超える分
は差し引かれる。�

課税所得が2万
5,000ユーロまで
は28.84%、2万
5000.01ユーロ～
8万9,000ユーロ
までは37.08%、8
万9,500.01ユー
ロ～32万3,750ユ
ーロまでは42.23%、
32万3,750.01ユ
ーロ以上は40.17%。�

2 0 0 3 年 から
12.5%に引き下
げられる。軽減
税率適用済みの
輸出製造業およ
び国際金融サー
ビス業については、
それぞれ2010年
末と2005年末ま
で引き続き同税
率が適用される。�

アテネ証券取引
所の上場企業の
場合、32.5%、そ
れ以外は37.55%。�

キャピタルゲイン
は通常の法人税
率で課税。受取
配当金、受取利
子はそれぞれ25
％の源泉徴収。
ただし、国内で事
業に従事してい
る法人の場合、
利子所得は課税
所得に含める。�

市町村付加税：
最高10%

○� ○� ○� ○� ○� ○�×� ×�
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１．ECBの金融政策の目的・戦略

ECBの金融政策の目的・戦略については、

極めて分かりづらいとの声が、かねてより学

界・報道機関・金融機関などの間で強かった

が、2001年秋にECBおよびその主要政策担当

者がそれぞれ執筆した２冊の本が相次いで出

版されたこと（注）、およびECBが各種機会を捉

金融緩和に転じた欧州中央銀行
～ユーロ圏の金融政策とユーロ～

（ユーロ圏）

欧州中央銀行（European Central Bank（ECB）；ドイツ・フランクフルト所在）が、

ユーロ圏における統一的な金融政策を99年１月１日より開始して３年余りが経過した。

2001年はECBにとって金融緩和の年であった。５月以降４回にわたって計1.50ポイント

の政策金利の引き下げを行った。（図１）。これは、①ドイツ経済をはじめとするユーロ圏

経済の停滞、②ユーロ圏経済の停滞を背景とした消費者物価上昇率の低下、および③2001

年９月11日の米国テロ事件などによる金融市場の不安定性の高まり、といったユーロ圏経

済の状況を背景とするものである。

また、2002年１月１日には、ユーロ現金通貨が導入された。ECBおよびユーロ圏各国中央

銀行はユーロ紙幣・硬貨の物理的な流通を開始すべく入念な準備を進めてきたが、この物流

計画が実行に移された。これにより、92年２月のマーストリヒト条約が規定した欧州の経済

通貨統合のプロセスが、現在ユーロ圏を構成する12カ国において完了したことになる。

本レポートは、①ECBの金融政策の目的・戦略について概説し、②2001年の金融政策

を振り返るとともに、③ユーロ現金通貨の導入およびユーロの為替相場の動向を分析し、

④ユーロ圏経済の今後の見通しおよび今後の金融政策の方向を展望する。

フランクフルト事務所

7

（注）European Central Bank, The Monetary Policy of the ECB, 2001（ECBのウェブサイトからダウンロード
可能）

Otmar Issing, Vitor Gaspar, Ignazio angeloni, and Orester Tristani, Monetary Policy in the Euro Area,
Cambridge University Press, 2001
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えて積極的に啓蒙活動を行ったことなどを通

じて、その内容がかなり明らかになってきた。

（1）目的・戦略の内容

マーストリヒト条約は、ECBの金融政策の

主要目的を物価安定の維持であると規定して

いる。同条約は、この主要目的を害さない限

りにおいて、高い水準の雇用、持続可能でイ

ンフレなき成長などのEUの一般的な経済政

策を支援することとされている（BOX 1）。

主要目的たる「物価安定の維持」の定義は、

ECBの政策理事会が98年10月に行っており、

「ユーロ圏の消費者物価調査指数（HICP）で

年率２％以下を中期的に維持すること」とさ

れている（なお、ECBは、０％を下回る物価

上昇率は物価安定に含まれないと説明してい

る）。

また、ECBの政策理事会は、98年12月に、

物価安定の維持を図るための金融政策の戦略

を策定した。これは次の２つの柱から成って

いる。すなわち、「第一の柱」として、貨幣

を極めて重要な役割（a prominent role for

money）を果たすものと位置付け、通貨供給

量（M３）の伸びに係る参照値を設定（現行

４.５％）する一方で、「第二の柱」として、

その他広範な諸指標（産出、需要、労働、価

格、財政政策、国際収支など）を分析するこ

ととしている。

BOX 1：ECBは景気刺激、雇用の増大を

目的に金融緩和をすることはあり得る

か？

マーストリヒト条約によれば、ECBは、

物価安定の維持を第一に考えるとして

も、優先順位第二位としては、失業率の

低下、経済成長を図るため金融政策を行

図１　ECBと米国FRBの政策金利の推移�
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ってもよいはずである。ところが、ECB

が発表する文書などでは、あたかも第２

の目的は存在しないがごとく、全ての政

策が物価安定の維持のためなされている

ように書かれる。景気後退局面でも、

「低い金利が物価安定の維持とより整合

的である」と言って利下げを行う。これ

について、イッシング理事（ドイツ出身）

は、後述の講演で、「第２の目的がある

ことは知っているが、これは、物価安定

を達成することにより、インフレの害悪

が取り除かれ、経済活動の効率化を通じ

て経済成長がもたらされることを意味す

るに過ぎない」と言っている。これに対

して、ノワイエ副総裁（フランス出身）

は、2002年２月の東京での講演において、

物価安定の維持を強調しつつも、「ECB

は、経済生産の短期的な上下の振れを均

すことにも関心を有するともに、寄与し

ている」との発言を目立たぬよう忍び込

ませている。基本的な事項においても、

ECB首脳陣の間でニュアンスの違いがあ

る例の一つである。なお、金融政策は、

労働市場の硬直性による失業など構造的

な問題を解決することはできないという

のは、ECB内での一致した立場である。

（2）金融政策に対する批判

このECBの金融政策の目的・戦略に対して

は、次の観点から分かりづらく、また、その内

容にも問題があるとの批判がなされてきた。

第１は、インフレ・ターゲット支持者から

の批判である。この批判は、ECBの「物価安

定の維持」の定義とECBの金融政策に係る意

思決定との関係が不明確であり、消費者物価

上昇率がある数値（例えば２％）を中期的に

超えると見込まれれば引き締め、下回ると見

込まれれば緩和するという透明性の高い手法

を導入すべきであるとする。

第２は、通貨供給量ターゲット支持者およ

び反対者からの批判である。いずれの批判も、

上記第１の柱とECBの金融政策に係る意思決

定との関係が不明確であるという点を共有す

る。①通貨供給量（M３）の伸びを「参照値」

などというあいまいな位置付けにせず、M３

の伸びがある数値（例えば4.5％）を中期的

に超えると見込まれれば引き締め、下回ると

見込まれれば緩和するという透明性の高い手

法を導入すべきであるとの論者がいる一方

で、②通貨供給量とインフレとの一意的な関

係は金融技術革新などを通じて崩れており、

M３の伸びは「参照値」としても政策決定の

指針とはならないので第１の柱とするのはや

めるべきとの論者がいるのである。

第３は、インフレ・ターゲットと通貨供給

量ターゲットに係る立場に関係なくなされる

批判であり、インフレ・ターゲットと通貨供

給量ターゲットは理論的にも実務的にも両立

しないので、「物価安定の維持」の定義と第一

の柱のいずれかを捨て去るべきであるとする。

（3）ECBの説明・反論

これらに対し、ECBは、その金融政策の目

的・戦略は、インフレ・ターゲットでもなけ

れば、通貨供給量ターゲットでもなく、批判

は全くの見当違いであるとしている。ECBの

主張は、前出の２冊の本に詳しいが、ここで

は、ECBのイッシング理事が2001年10月15日

にフランクフルトの金融研究センターで行っ

た講演の要旨を記すことにする。

イッシング理事によれば、ECBは極めて高

い不確実性の下で金融政策を行わざるをえ

ず、この不確実性を前提にして金融政策の目

的・戦略を考える必要があるという。すなわ

ち、「①ユーロ圏という新たな経済圏、特に

ユーロ圏を構成する各国経済の不均質性、②

ユーロという新たな通貨、③整備されていな

い統計資料、および④ECBという新たな中央

銀行組織という条件のもとで、適切な金融政

策を行うために必要な知識が決定的に不足し
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ている。このような不確実性が極めて高い状

況にあって、金融政策を適切に行うことは不

可能に近い。インフレ・ターゲットも通貨供

給量ターゲットも検討はしたものの、不確実

性が高い中ではかえって経済を不安定にさせ

る恐れが高いと考え採用しなかった。したが

って、現時点で最適な戦略は、得られる全て

の情報を総合的に勘案して適切に対応すると

いうものであり、これが第二の柱だ。ただし、

インフレは長期的には貨幣的現象であり、通

貨供給量の伸びとインフレとの間には長期的

には相関が高いというのは通説であるので、

不確実性が高いなかでの心の一つの拠り所と

して、第１の柱と位置付けた。ただし、これ

はターゲットではなく、他の諸指標と同様に

注意深く見ていくという程度の意味である。

いずれにせよ、もっと最適な戦略があれば教

えてほしい」との趣旨の主張を行った。

また、ECBは、12月17日、ドイセンベルグ

総裁から欧州議会・経済通貨問題委員長への

インフレ・ターゲットを巡る書簡を公表し

た。その中で、ECBが狭義のインフレ・ター

ゲットすなわち「インフレ予測がインフレ目

標から乖離した場合に、機械的に政策金利を

変更し、一定期間内に当該乖離を解消する政

策ルール」を採ることは、インフレ予測がイ

ンフレ目標から乖離した場合でも、その原

因・重要性は多様であり、それを勘案するこ

となく、金利変更をすることは、物価の安定

につながるとは限らないなどの理由から適当

ではないとした。他方、現行のECBの政策決

定戦略は、得られる全ての情報をいろいろな

角度から勘案するということに加え、通貨供

給量も勘案し、中期的な物価の安定を図ると

いうものであり、特に、多様性と不確実性の

高いユーロ圏においては、優れた枠組みであ

ると認識しているとした。

（4）目的・戦略の問題点

このように、ECBの現行の金融政策の目

的・戦略の内容は、2001年を通じてかなり明

らかになってきた。つまり、物価安定の維持

の定義、第１の柱、第２の柱などと立派な名

前はついているものの、結局のところ、得ら

れる全ての情報その他諸般の事情を総合的に

判断して適切な政策決定を行い、中期的な物

価安定の維持を図るということに尽きる。言

い換えると、当該目的・戦略は、それほど明

確な内容を持っているわけでもないことが明

らかになった。このように希薄な内容の目

的・戦略により、ECBは確かに硬直的・機械

的な政策ルールを適用することによる悪影響

を免れてはいるものの、他方で、政策決定が

本当に当該目的・戦略に基づいて決められた

のかどうかの検証が困難になっており、「本

当は別の政策ルールに基づいて政策決定を行

っているのではないか」（BOX 2）、「実は各

国の利害調整を行っているに過ぎないのでは

ないか」などの種々の憶測を呼ぶ温床にもな

っている。いずれにせよ、本の出版その他

種々の啓蒙活動により、ECBの金融政策の目

的・戦略について、誤解に基づく議論は鳴り

をひそめたが、その真実性（本当にこれでや

っているのか）および適切性（これでよいの

か）を巡る議論は、引き続きなされている。

BOX 2：ECBは本当はどのような政策ル

ールに従っているのか？

ジェトロ・フランクフルト事務所が、

当地エコノミスト・市場関係者に、ECB

の金融政策の戦略について質問すると、

きまって、「実際は、テイラー・ルール

に従っているのだ」との回答が返ってく

る。テイラーというのは、ジョン・テイ

ラーという人の名前である。テイラー氏

は、米国のスタンフォード大学経済学部

の教授だった人で、現在はブッシュ政権

下で財務次官を務めている。テイラー氏

によれば、中央銀行の政策金利は次の４

つの要素を足し合わせて定めるべしとし
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ている。すなわち、①インフレ率、②実

質均衡金利（長期的な完全雇用が達成で

きる実質金利）、③（実際のインフレ

率－目標インフレ率）のα倍（例えば0.5

倍）、④（実際の実質GDP－潜在的に可

能な実質GDP）のβ倍（例えば0.5倍）で

ある。なにやら難しそうだが、インフレ

率が目標を上回ったり、GDPが潜在的

GDPを上回ったりすれば引き締め、逆な

ら緩和すべしと言っているにすぎない。

テイラー氏自身も、「ECBもどんな戦略

を打ちたてようが、実際にはテイラー･

ルールに従わざるを得ない」と書いてい

る。ECBはというと、テイラー・ルール

に対して冷ややかで、「言うは易し、行

うは難しだ。実質均衡金利や潜在的GDP

がいくらかを定めるのは技術的に極めて

困難。返って経済を不安定化させる恐れ

がある」とし、「現行のECBの戦略は全

ての情報を総合的に勘案するものであ

り、優れたものである」としている

（ECB月報2001年10月参照）。

２．2001年の金融政策

（1）2001年初めの状況

2001年年頭の時点で、ECBの主要政策金利

である短期オペ最低入札金利の水準は、

4.75％に達していた。これは、ユーロ圏経済

の活況、原油高、ユーロ安などによる物価上

昇リスクに対応するため、99年11月から2000

年10月までの間、７回合計2.25ポイントに及

ぶ政策金利の引上げを行ったためである。

2001年第１四半期のユーロ圏経済は、原油

価格の上昇は沈静化してきたものの、狂牛病、

口蹄疫を背景とした食品価格の高騰により、

消費者物価上昇率の低下の速度は緩慢であ

り、過去の物価上昇が賃金の引き上げをもた

らし、これが物価上昇に跳ね返るという悪循

環に陥るリスクも懸念されていた。他方、米

国経済の減速は明らかになってきたものの、

ユーロ圏の経済活動は主として圏内経済の要

因によって決定されるものであって、米国経

済の減速の影響は限定されたものにとどまる

というのが、大方の見方であった。

（2）５月10日の利下げ決定（4.75％→4.50％）

ECBは2000年５月10日、短期オペ最低入札

金利を4.75％から0.25ポイント引き下げ、

4.50％とすることを決定した（15日から適用）。

エコノミスト・市場関係者で利下げを予測

する者は皆無に近かったため、決定には驚き

の声が上がった。ドイセンベルグＥＣＢ総裁

も記者会見において、「市場を驚かせるのは

ECBの意図ではない。しかし、時にはやむを

えないこともある」と述べた。

ECBは、①米国経済などのユーロ圏外経済

が減速していること、②賃金上昇が穏やかな

ものに留まっていること、③狂牛病・口蹄疫

による食品価格の上昇、過去の原油高、ユー

ロ安の影響などの特殊要因が剥落していくこ

とから、中期的にはインフレ懸念は遠のいた

との見解を示した。他方、ユーロ圏の景気動

向については、内需に支えられて潜在成長率

である２～2.5％の成長を達成することは可

能との見解を示した。また、第１の柱である

通貨供給量（M３）の伸びは１～３月平均で

4.8％と参照値（4.5％）を上回っているものの、

本来ユーロ圏の物価状況とは関係ない圏外の

法人・個人が所有しているMMFなどの短期

金融商品がM３の数字を約0.5ポイント以上押

し上げており、これを取り除くと参考値

4.5％を下回ることも、中期的に物価上昇圧

力が弱まっていることを裏付けるものである

と説明した。

２～３月の消費者物価上昇率は2.6％と物

価安定の維持の定義である2.0％を上回って

いる状況の下で、限定された影響しかないと

それまで説明してきた米国経済の減速などの

影響に突如着目し、他方で基本的にユーロ圏

経済は健全であるという説明振りでは、何を
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もってECBは、中長期的には消費者物価上昇

率は2.0％を下回ると見通したかが極めて分

かりにくいとの批判がエコノミスト・市場関

係者の間で聞かれた。また、M３の伸びは、

本来は0.5ポイント分低いはずであるとの説

明は、いかにも数字をいじって帳尻を合わせ

ているようにも捉えられ、政策決定の根拠の

信憑性を返って減じる結果となった。さらに、

ECB幹部の直近の発言で利下げを示唆するも

のが皆無だったこともあり、ECBは市場との

対話、政策決定の透明性に問題ありとする従

来から批判は、この利下げ発表でピークに達

した観があった。

（3）８月30日の利下げ決定（4.50％→4.25％）

ECBは８月30日、主要政策金利である短期

オペ最低入札金利を4.50％から0.25ポイント

引き下げ、4.25％とすることを決定した（９

月５日から適用）。

ユーロ圏経済は、ドイツの2001年第２四半

期の実質GDP成長率が横ばい（前期比0.0％

減）となるなど、停滞が明らかになってきて

いた。他方、消費者物価上昇率は、ユーロ圏

において、５月には3.4％と跳ね上がった後、

徐々に低下し７月には２.8％と落ち着きを見

せてきたものの、物価安定の維持の定義であ

る2.0％には程遠い状況にあった。さらに、M

３の伸びの５～７月平均は5.9％と上昇を続

けており、参照値（4.5％）から乖離して行

く傾向にあった。このような状況のもとで、

ECBは、経済の減速に対応すべく、利下げに

踏み切るかどうかが注目されていた。

利下げの決定の後、記者会見に臨んだドイ

センベルグECB総裁は、次のように説明した。

物価上昇率については、①ユーロ圏経済は、

外需・内需ともに弱くなっており、これが物

価上昇率を押し下げていること、②最近、統

一通貨ユーロの為替相場が上昇しており、こ

れが輸入品の価格下落を通じて、物価上昇率

の低下に貢献していること、③経済の減速を

背景として、賃金の上昇圧力も弱まっている

ことから、「2002年の前半には物価上昇率は

目標値の２％以下となると見込んでおり･･･

引き下げ後の金利水準は、中期的な物価の安

定の維持と整合的である」。

また、通貨供給量（M３）の高い伸びにつ

いては、①本来ユーロ圏の物価状況とは関係

ない圏外の法人・個人が所有しているMMF

などの短期金融商品がM３の数字を約0.75ポ

イント押し上げているという従来の説明に加

え（押上げ幅は、５～７月は0.5ポイントと

試算していたが、８月より0.75ポイントに改

定）、②長短金利水準の接近（イールド・カ

ーブの平準化）や株式市場の低迷を背景とし

て、資金が短期金融商品に流入しており、こ

れが一時的にM３の値を押し上げていること

などを理由として、「最近のM３の伸びは、

一時的なものであり、中期的に物価の安定に影

響を及ぼすものでは必ずしもない」と述べた。

（4）９月17日の利下げ（4.25％→3.75％）

ECBは９月17日、主要政策金利である短期

オペ最低入札金利を4.25％から0.5ポイント引

き下げ、3.75％とすることを決定した（翌18

日から適用）。

９月11日に発生した米国テロ事件に対応

し、ECBは、4.25％の固定金利・期限１日の

緊急オペを行って、流動性を市場に供給する

など、金融システムの動揺の沈静化に努めて

きていた。

このような状況のもと、９月17日、ニュー

ヨーク証券取引所の取引再開の直前に利下げ

を行った米国連邦準備制度理事会（FRB）に

追随するかたちで、ECB創設以来初の臨時政

策理事会を電話会議により開催し、0.5ポイ

ントの利下げに踏み切った。

記者発表において、ECB政策理事会は、

「米国および世界経済の不確実性が高まって

いる」と現状認識を示し、FRBが行った利下

げと協調して、ECBも0.5ポイントの利下げ
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を行うことを決定したとした。また、同理事

会は、「今回の米国における事件は、ユーロ

圏の景況感を引下げ、経済成長の短期的な見

込みを低下させる可能性が高い」と分析し、

「このことにより、ユーロ圏におけるインフ

レ懸念がさらに低下する可能性が高く、引き

下げ後の政策金利は適切なものである」と結

論づけた。

この利下げは、米国テロ事件による金融シ

ステムおよび世界経済の動揺という不確実性

の高い緊急事態に対応して、裁量的に取られ

た異例の措置であると考えられている。

（5）11月８日の利下げ（3.75％→3.25％）

ECBは11月８日、主要政策金利である短期

オペ最低入札金利を3.75％から0.5ポイント引

き下げ、3.25％とすることを決定した（14日

から適用）。

10月23日、ドイツ六大経済研究所が同国の

2001年の実質GDP成長率を春季予測（2.1％

増）から下方修正し0.7％増とするなど、ユ

ーロ圏経済は停滞の色を強めていた。他方、

ユーロ圏の物価上昇率は、9月には2.5％とな

るなど低下傾向にあった。

市場においては、物価の安定の維持を目標

とするECBであっても、今回利下げをしない

理由はないとの見方が強く、利下げは自然な

ものと捉えられた。

記者会見において、ドイセンベルグ総裁は、

弱い世界経済を背景に外需が低迷しているこ

とに加え、米国テロ事件後の経済を取り巻く

不確実性の高まりにより、投資や消費を控え

る動きがあり、「ユーロ圏の実質GDP成長は

2002年になっても潜在成長率を下回ると見込

まれる」との見解を示した。

なお、政策の第一の柱である通貨供給量（M

３）の伸びが上昇を続けており、９月には対

前年7.6％となり、ECBの参照値である4.5％

を大きく上回ってきていることについては、

①本来除外されるべき非居住者保有が統計上

算入されていること、②８月までのイール

ド・カーブの平坦化、③株価低迷、④米国テ

ロ事件後の不確実性の高まり、を理由とした

一時的なものであり、インフレに結びつく懸

念はないとの従来の説明を繰り返した。市場

においては、M３の伸び率は、ECBの政策決

定戦略の柱の１つとしてほとんど機能してい

ないとの見方が広がった。

（6）2001年の総括

以上見てきた2001年におけるECBの金融政

策は次のように要約することができる。

まず、2000年における物価上昇要因であっ

た原油および食品の価格の上昇といった企業

などの生産コスト増を招く供給面でのショッ

クが和らいだ。米国テロ事件およびアフガニ

スタンにおける米軍等の軍事行動により原油

価格が上昇することもなかった。一般的に、

供給面でのショックは、短期的には、物価上

昇、経済成長の鈍化をもたらすが、ECBのよ

うに物価安定の維持を最重視する中央銀行

は、引き締め政策を採ることとなり、経済成

長を一層鈍化させる（逆に、金融緩和政策を

採った場合には、一層の物価上昇を招き、そ

れが経済成長の一層の鈍化をもたらすリスク

がある）。2001年においては、ECBは経済成

長の鈍化をもたらすような引き締め政策を採

る必要がなくなった。

次に、米国経済の減速などを背景に外需が

弱くなるとともに、ユーロ圏の内需も停滞し

た。米国テロ事件も外需・内需の低下をもた

らした。一般的に、需要面でのショックは、

短期的には、物価下落、経済成長の鈍化をも

たらす。ECBのように物価安定の維持を最重

視する中央銀行であっても、物価上昇のリス

クを懸念することなく金融緩和政策を採るこ

とができる。

このように、2001年におけるECBの金融政

策は、金融緩和をすべき環境において当然行

うべきであった利下げを慎重ながらも着実に
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行ってきたものだと要約することができよ

う。したがって、エコノミスト・市場関係者

の間では、これほど当然なことをなぜもっと

迅速かつ大胆にできなかったのかとの意見が

強い。

なお、第１の柱であるM３の伸びが高い水

準にとどまっていることについて、ECBは理

由を次々と付加して中期的な物価上昇に結び

つくものではないとの説明を行ってきたが、

エコノミスト・金融関係者の間では、「M３

は金融政策の戦略の柱の一つとして全く機能

していない」という意見が有力である。

３．ユーロ現金通貨の導入と為替相場

（1）ユーロ現金通貨の導入

2002年１月１日、ユーロ圏においてユーロ

現金の流通が開始された。ECBはユーロ圏各

国中央銀行とともに、ユーロ紙幣・硬貨の物

理的な流通を開始すべく入念な準備を進めて

きた。

2001年８月30日には、フランクフルト歌劇

場において、金利引き下げに関する記者会見

に引き続き、2002年１月１日から導入される

統一通貨ユーロの紙幣の現物を紹介するため

の記者会見が開かれた。これを皮切りに、

人々が統一通貨ユーロになじめるように、メ

ディアなどを通じてキャンペーン「Euro

2002 Information Campaign」が繰り広げら

れた。

９月１日からは、金融機関、小売業者、自

動販売機業者などに対して、ユーロ現金の事

前供給が開始された。2001年末までには、65

億枚のユーロ紙幣および375億個のユーロ硬

貨が、事前供給により、流通可能な状態に置

かれていた。

このような準備の結果、ユーロ現金流通は、

大きな問題もなく、順調に行われた。

１月３日の記者会見において、ドイセンベ

ルグECB総裁は、「我々は今歴史を書いてい

る。」とした上で、「90億枚の紙幣と510億個

の硬貨を12か国３億人に流通させる大変な仕

事は今までのところ非常に円滑に進められて

おり、我々の期待を上回るほどだ」と現状を

総括した。

また、総裁は、２月７日の記者会見におい

て、当初心配されていたユーロ現金流通に伴

う便乗値上げが消費者物価上昇率を押し上げ

ているといった事実はないことを確認した。

2002年１月のユーロ圏の消費者物価上昇率は

対前年比２.５％と12月の２.１％から上昇に

転じたが、これは、①悪天候による農産物価

格の上昇、②ドイツの環境税の税率の引き上

げといった一時的な要因によるものであり、

中期的な物価上昇率に影響を及ぼすものでは

ないとの見解を示した。ユーロ現金流通は、

取引コストの低減によって市場メカニズムが

より効率的に機能することに資することか

ら、競争を通じて物価の安定の維持をもたら

すことになるとの認識を示した。

（2）為替相場の動向

ユーロ現金流通が成功裡になされたことに

も啓発されて、2002年初めには、ユーロは国

際基軸通貨として米国ドルに代わりうるかな

どの議論も活発になされたが（BOX 3）、他方

で、ユーロの対ドル為替相場は、ユーロが導

入された99年以来の下落基調が続いた（図２）。

すなわち、年平均で見ると、ユーロ導入初

年の99年には、１ユーロ＝1.066米ドルであ

ったのが、2000年には0.924米ドルとなり、

2001年にはさらに0.896米ドルへと下落した。

2001年の為替相場を月別平均で見ると、１

月には１ユーロ＝0.938米ドルだったのが、

徐々に下落を続け、６月には0.853米ドルと

なった。その後、米国議会関係者などから強

すぎるドルが米国経済の状況を一層悪化させ

ているのではないかとの意見が相次いだこと

などを背景として上昇に転じ、さらには米国

テロ事件を契機にドルが売られ９月には１ユ

ーロ＝0.911米ドルまで上昇したが、年末に
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かけてまた下落に転じ、12月には0.892米ド

ルとなった。2002年に入ると、ユーロ現金流

通をきっかけにしてユーロは一旦上昇に転じ

たが、１月を平均してみると１ユーロ＝

0.883米ドルであった。

なお、市場においてユーロ・円相場に着目

した取引が多額となれば、これによって相場

も動き、分析の対象となるものの、現時点に

おいては、市場はユーロ相場も円相場もそれ

ぞれ主として対ドルの関係で見ているのが実

情であり、ユーロ・円相場はユーロ・ドル相

場と円・ドル相場をいわば掛け合わせたもの

に過ぎない状況にある。

BOX 3：国際通貨としてのユーロ

ユーロは国際的に見て、ドルに次ぎ２

番目に広範に使われる通貨となってい

る。また、約50カ国が、自国通貨の相場

をユーロに固定（ぺッグ）したり、自国

でユーロを法定通貨として使用したりし

ているという。各国の外貨準備としても、

ユーロは２番目の地位を占めているが、

ドルのシェアが70％であるのに対し、ユ

ーロは13％と大きく水をあけられてい

る。今後、ユーロは国際基軸通貨として

ドルに代わりうるかについては、「ある

通貨が国際基軸通貨となれば、その地位

は相当な期間続くというのが、歴史が語

るところである。ドルが英ポンドの地位

にとって代わるのにも長期間を要した。

ユーロはまだまだ導入後３年程度の若い

通貨なので.…」（後述の米FRBグリーン

スパン議長の講演）という考えが有力で

ある。また、ユーロが基軸通貨になるた

めには、ユーロ圏として、より統合され

た懐が深く流動性の高い金融市場が不可

欠であるほか、労働市場の硬直性などの

構造問題の解決を図ることも必要とされ
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ている。ECBは、ユーロが国際通貨とし

て使用されることについて、「市場参加

者が決めることであり、ECBとしては、

これを妨げるでもなく、これを促すでも

なく、中立的である」（月報99年８月）

という立場を維持している。

（3）弱いユーロの背景

99年から2000年にかけてのユーロの対ドル

相場の下落の理由としては、ジェトロ・フラ

ンクフルト事務所が当地金融機関系エコノミ

ストからヒアリングしたところ、①米国経済

の成長率が、ユーロ圏経済の成長率を平均し

て上回っていたこと、②ユーロ圏経済は米国

経済よりも原油輸入への依存度が高く、原油

高はユーロ圏経済の交易条件を悪化させユー

ロ安となったこと、といった景気循環などの

一時的な要因によるものであるとの分析が主

流であり、このような要因がなくなればユー

ロはもっと買われるはずだという説明が有力

になされていた。また、ユーロは歴史の浅い

通貨であり市場における信認もまだ低く、そ

のリスク・プレミアムの分だけ過小評価され

ているが、2002年の現金流通に成功すれば、

リスク・プレミアムが低下してユーロ相場は

上昇するとの説明もなされていた。

しかしながら、2001年に入り米国経済の後

退が明らかになったことに加え、原油価格が

低下傾向となり、さらには2002年の現金流通

も円滑になされたにも関わらずユーロ安の基

調は変わらなかったことから、景気循環など

の一時的な要因というよりは、むしろ経済の

中長期的な構造的要素が為替相場を決定して

いるのではないかという考えが有力になって

きている。

例えば、FRBのグリーンスパン議長は2001

年11月30日、ユーロ50グループ円卓会議（ワ

シントン）で「国際通貨としてのユーロ」と

題して講演したが、「ユーロの対米ドル相場

が弱いのは、米国経済がユーロ圏経済よりも

労働市場などにおいて柔軟性があり、中長期

的な収益性が高いからである」との指摘を行

ったことに対し、ECBのドイセンベルグ総裁

も、2002年１月３日の記者会見において、

「グリーンスパン議長が指摘しているように、

欧州経済は米国経済と比較して柔軟性に欠け

ている」との見解を示している。

また、99年１月にユーロが導入されてから

その価値が下落したのは、資産管理理論から

して当然であるとの説明も見られる。すなわ

ち、従前は、欧州各国通貨建ての資産に分散

して投資することによりリスクの低減が図ら

れていたが、これが統一通貨ユーロの導入に

より欧州内で分散投資することによりリスク

を低減させることが困難となったことから、

その分米国ドル建て資産への投資を増やすこ

とよってリスクを低めるという投資行動に出

たことが、ドル高・ユーロ安に働いたとの見

方である。この見方によれば、通貨統一に成

功したがために、かえってその価値が下落し

たという皮肉な結果となったことになる。

なお、ECB月報（2002年１月）は、｢経済

の基礎的条件（ファンダメンタルズ）とユー

ロ相場｣と題する分析を掲載している。これ

によれば、「中長期的にみてユーロの本来あ

るべき価値」を決める要素として、①物価上

昇率、②金利、③生産性、④財政政策、⑤交

易条件、⑥国際収支、⑦対外資産負債などが

あるものの、具体的にいくらが適当かとの正

確な数字をはじき出すことは困難であるとし

ている。その理由として、経済モデルは種々

の恣意的な仮定を置いているなど不確実性が

高い上、統計数字も不完全であることなどを

挙げており、同分析は、「通貨が本来あるべ

き価値よりも過大評価されているか過小評価

されているかは、結局のところ、定性的な判

断の問題である」としている。ただし、同分

析は、経済学者、シンクタンクなどの試算結

果を紹介し、これらによると試算方法などに

よってばらつきはあるものの、１ユーロ＝
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1.07米ドル～1.45米ドルがユーロの本来ある

べき価値であるとしていることから、「ユー

ロ相場が経済の基礎的条件から離れていると

の定性的な判断を裏付けることとなってい

る」と結論づけている。

（4）ECBの為替政策

2000年においては、ECBは、９月22日、11

月３日、６日、９日と外国為替市場でユーロ

買いの市場介入を行うなど、ユーロ相場の下

落を食い止める政策を採った。ところが、

2001年に入るとユーロ安の傾向が続いている

にもかかわらず、外国為替市場における積極

姿勢はなりをひそめ、市場介入を自ら行うこ

とはなかった（なお、ECBによれば、９月下

旬に、日本政府の委託を受けて、ユーロ買

い・円売りの市場介入を行った）。ドイセン

ベルグ総裁の記者会見などにおいても、ユー

ロ高は物価安定に寄与し好ましいとの一般的

なコメントがあるにとどまった。

この為替政策の変換について、ジェトロ・

フランクフルト事務所がエコノミスト・市場

関係者等にヒアリングしたところ、多くが次

のような見解を示した。すなわち、2000年に

おいては、原油価格が高騰したため、これだ

けでも物価を上昇させるのに、ユーロ安のた

め輸入品価格は上昇し、原油高はいわばダブ

ルで物価に効いてくる。このように、ユーロ

安は2000年においては、ECBの使命である物

価安定の維持を脅かす存在であったが、2001

年に入ると原油価格は下降傾向となり、外

需・内需の低迷とも相まって、ユーロ安が物

価安定の維持の脅威となることはなくなっ

た。したがって、ECBはユーロ相場への関心

を急激に失ったのである。

この分析によれば、ECBは、為替政策にお

いても、物価安定の維持を最重視しており、

物価安定の脅威となる限りにおいて、為替相

場に関心を持つという基本的な立場に基づい

て行動していると見ることができよう。

４．ECBのユーロ圏経済見通しと今
後の金融政策の動向

（1）2002年は停滞、2003年に回復との見通し

ECBは2000年12月以降、半年ごとにユーロ

圏経済見通しを、ECBとユーロ圏各国中央銀

行のスタッフが作成したものとの位置付けで

公表している。直近の2001年12月に発表され

た経済見通しの概略は次のとおりである。

ユーロ圏の実質GDP成長率は、2000年には

3.4％という高い伸びであったのが、2001年

の実績見込みが1.3～1.7％と低下し、2002年

には0.7～1.7％という低い成長にとどまるも

のの、2003年には回復に転じ2.0～3.0％とな

ると見通している。2001年と2002年に経済活

動が停滞する理由としては、米国経済を始め

とする世界経済の落込みがユーロ圏経済の輸

出、投資、在庫調整に影響を与えることを挙

げている。個人消費については、各国の所得

税減税などを背景として引き続き力強いもの

となることを予想している。また、米国テロ

事件およびその後の世界経済の不透明感の高

まりは、投資および消費に影響を与えるもの

の、一時的なものにとどまるとの見方を示し

ている。

他方、物価上昇率は、2000年に2.4％だっ

たのが、2001年の実績見込みで2.6～2.8％と

やや上昇したものの、2002年には1.1～2.1％

まで低下し、さらに2003年には0.9～2.1％と

なり、ECBの物価安定の維持の定義である

2.0％を概ね達成すると見込まれている。こ

れは、2000年から2001年初めの原油や食品価

格の高騰の影響がなくなっていくためとの見

方を示している。

（2）2002年に入り楽観的なトーンに転換

このように、2001年12月時点においては、

ユーロ圏の経済は2002年中は停滞が続くとの

悲観的な見通しであったが、2002年２月にな

るとECBは微妙ながらもやや楽観的な方向へ
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軌道修正を行った。

すなわち、２月７日の政策理事会後のドイ

センベルグ総裁の記者会見およびECB月報

（２月）において、「最近の情報によれば、本

年中に経済活動が徐々に回復していく期待が

確認された。世界経済を取り巻く不透明感は

徐々に薄れつつあるようだ」との見解が示さ

れた。他方、上述のようにECBの金融政策の

戦略の第１の柱と呼ばれているにもかかわら

ず、少なくとも2001年夏以降は政策決定にお

いて何の役割も果たしてこなかった通貨供給

量（M３）の伸びについても、ややトーンを

変え、「今後もM３が強い伸びを示し続ける

場合、特に、ユーロ圏経済の回復の証拠がさ

らにはっきり見えてきた場合には、通貨供給

量が物価上昇に与える影響について検討しな

おすこととなりうる」との考えを示した。

ジェトロ・フランクフルト事務所が行った

当地エコノミストなどへのヒアリングによれ

ば、これは、今後、仮にユーロ圏経済が予想

以上の速さで回復をし、物価上昇圧力が高ま

ることとなっても、すぐにはそれが消費者物

価指数などの統計数字には現れないことが予

想されるが、そのような場合であっても、中

長期的な物価安定の維持を使命とするECB

は、通貨供給量の高い伸びを理由として引き

締めに転じることもあり得るという姿勢を示

したものと市場関係者の間では解釈されてい

る。しかしながら、当地エコノミストなどの

なかには、ユーロ圏経済が2002年中に回復に

転じることに悲観的な見方も強く、ECBが景

気動向に対して楽観的な見通しを最近示しだ

したのは、一層の金融緩和をすべきとの圧力

を牽制しているものだとの穿った見方もある

（BOX４）。

BOX４：2002年のECBの注目点

第１は、次期総裁人事である。2002年

２月７日、ドイセンベルグ総裁が2003年

７月９日の68歳の誕生日をもって辞任す

ることが発表された。今後、後任総裁人

事に関するユーロ圏各国の動きが注目を

集めることとなろう。また、総裁人事に

からめて、ECBの金融政策のあり方など

の根本問題についても、議論されること

となろう。

第２は、EU拡大およびユーロ圏拡大と

ユーロとの関係である。EUは2002年末ま

でに12カ国との加盟交渉を終えることと

されている。このEU拡大がECBの政策

決定の内容・手続きに及ぼす影響につい

て議論されることとなろう。さらに、EU

加盟国でありながら、ユーロを導入して

いない英国、デンマーク、スウェーデン

の動向も注目されよう。

第３は、EUの安定成長協定についてで

ある。ユーロ圏各国は安定成長協定によ

り財政赤字をGDP比３％以内にするよう

に義務付けられている。ドイツおよびポ

ルトガルの財政赤字が上昇し、この上限

に近づいてきたことから、2002年２月12

日のEU財務相理事会では「早期警告」を

発動すべきかどうか議論されたが、結局

発動は見送られた。安定協定の実効性と

ユーロ通貨の信認の関係について、議論

されることとなろう。

第４は、本文で述べたことの延長であ

る。ユーロ圏経済はいつ回復に転じるか、

第１の柱＝M３は復活するのか、ユーロ安

は今後も続くのか、ECBは利上げをするの

か利下げをするのかに注目が集まろう。

（藤本　拓資）
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１．はじめに

2002年１月１日を以ってドイツ民法典

（BGB・Bügerliches Gesetzbuch、以下独民）

中、債務法に関する部分の大規模な改正が発

効しました。この改正はBGB制定以来という

抜本的改正です。本改正の契機となったのは

各種EU指令、とりわけ消費財の売買並びに

関連する保証に関する指令1999/44/EC（以

下「消費財売買指令」と略します）です。

今回の独民改正は消費財売買指令が契機と

なっていますが、指令と内容が完全に一致し

ている訳ではありません。即ち、加盟国によ

って国内法化の程度に差があるので、具体的

には個々の加盟国の国内法制を確認する必要

があります。欧州法の構造が独特なため、指

令の規定と国内法の規定の関係に関する誤解

がしばしばみられますので、本稿に必要な

限度で欧州法の特色について簡単に説明し

ます。

欧州法の根本は1957年の欧州経済共同体を

設立するローマ条約です。ローマ条約は欧州

EU消費財売買指令とドイツにおける
国内法化の概要

EU消費財売買指令はEU域内の消費者保護水準を定めており、日系企業を含め、欧州で

商品を販売する企業に多大な影響を及ぼす。同指令の概要とドイツでの国内法化の状況に

ついて、ホワイト＆ケースの田中幹夫弁護士に解説して頂いた。

海外調査部欧州課

8

田中幹夫　氏

（White &  Caseフランクフルト事務所・デュッセルドルフ事務所・東京事務所（神田橋法律事

務所）弁護士、Director of Japan Desk, Germany）

一橋大学・英ケンブリッジ大学大学院卒。第一東京弁護士会・フランクフルト弁護士会会員。

東京・ブラッセル・フランクフルトの法律事務所を経て2001年９月より現職。日欧合弁・国際

流通法を専門とする他、各種国際紛争解決や、在独唯一の日本資格を有する弁護士としてドイ

ツ企業相手の日本法法務にも従事。マールブルグ大学法学部講師（98-99）。日弁連国際交流委

員会幹事・同外国弁護士並びに国際業務委員会幹事。在独日本商工会議所法務委員会専門委員。

～著者紹介～



連合（EU）（注1）創設や通貨統合に関するマー

ストリヒト条約（93年発効）や欧州議会の権

限強化や経済通貨同盟具体化に関するアムス

テルダム条約（99年発効）による改正を経て

きているので、以下「EC条約」と呼びます。

ドイツの法律実務で、「条約」の意味で（「契

約」という意味もあるので）Der Vertrag

（語感としては「ザ・条約」）といえば普通

EC条約を指します。このEC条約に従って欧

州閣僚理事会や欧州委員会が各種二次法規を

制定しますが、それらの中で特に重要なのは

「規則」（Regulation/Verordnung）と「指令」

（Directive/Richtlinie）です。「規則」は何ら

の国内法化を要せず、加盟国のみならず加盟

国国民（企業も含む）をも直接拘束し、かつ

権利を付与するものです。国家間の条約の名

宛人は通常国家ですので個人をも名宛人とす

る規則は伝統的な条約概念とは大きな差が存

在します。従って加盟国国内裁判所は、当該

加盟国の何らの立法措置が無くても規則を直

接適用する義務を負います。更に、規則と国

内法との間で齟齬があれば規則の効力が優先

します。これは加盟国の国家主権に対する重

大な例外になるので、規則の制定はEC条約

の目的達成のために全加盟国に対して画一的

に適用することが不可欠な重要性を持つ事項

についてのみ制定されます。競争法（日本の

独占禁止法に相当）や通貨統合の分野が典型

例です。これに対して、統合の要請と国家主

権との調和に関して規則よりも一段国家主権

寄りの立法技術として考えられたのが「指令」

です。指令は、加盟国に対して一定期日まで

に一定の内容の国内法を制定することを指示

するものです。国内法化に際しては加盟国に

内容面で一定の裁量が認められるのが通常

で、国内法化されるまでは国民に対する拘束

力も権利付与効も発生しないのが原則です。

消費財売買指令は上述の欧州法の意味での

指令ですので、加盟国が国内法化するまでは

指令自体に基づいて個人（企業を含む）に関

して直接に権利義務が発生するものではあり

ません。また同指令所定の内容はあくまでミ

ニマム・スタンダードなので、指令所定の国

内法化期限である2002年１月１日が経過した

現在、本指令から読み取れるのは各加盟国で

は最低ここまでの消費者保護法制を導入した

「筈」であるということだけで、それ以上の

内容については各加盟国の法制を個別に調査

しなければなりません。また、この推定も常

に事実とは限りません。2002年３月末現在、

ベルギー・デンマーク・スペイン・フラン

ス・英国・ギリシャ・ルクセンブルク・アイ

ルランド・オランダ・ポルトガル・スウェー

デンの各国（アルファベット順）の国内法化

手続が未了となっています。しかし、フラン

ス・イギリス・スウェーデンなど、指令の内

容の多くが既に各国内法に実現済とされる加

盟国も多く、個別の検討を行うことなく一概

な評価を下すことは危険です。また、各加盟

国の裁量について保証期間を例にとれば、本

指令が規律する範囲は消費者と消費者に対す

る直接の売主との取引に限定されますが、ド

イツの改正法では業者間の取引にもされます

ので注意が必要です（後述）。これらが指令の

立法技術としての規則との大きな違いです。

２．消費財売買指令の概要

2-1 １条関係［適用範囲・定義］

本指令の目的は、域内市場における消費者

保護に関して最低水準を画定し、加盟国国内

法を調整することにより（１項）、ひいては

EC条約の目的である共同市場などを通じた
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（注１）加盟国の経済・通貨統合を行う欧州共同体ECに加えて、共通外交安全保障政策と司法内務協力をも任
務とする政治・経済共同体が欧州連合EUであり、両者はいわば包含関係にあります。従って経済統合
のテーマに関する限り、厳密に言えば統合の推進母体はEUの中のECということになります。



加盟国全体の調和の取れた発展等（EC条約

２条）に貢献しようとするものです。くだい

て言えば、東京都と神奈川県で売主の担保責

任の内容や存続期間が大きく異なっていれば

消費者に混乱が生じ、かつ例えば多摩川一つ

隔てた蒲田と川崎の売主間の競争を阻害する

（前文３項参照）のは簡単に予測できます。

EUを実質的に一つの市場にしようという以

上はこれと同様に加盟国間の法制を似たもの

にしておく必要がある所以です。

２項は定義規定です。

・「消費者」とは、その業務・営業・職業

とは無関係な目的のために本指令が適用

される契約の当事者となる全ての自然人

を指します。

・「消費財」とは、執行手続その他の法律

に基づく公売手続によって売られた物・

水やガス（例外あり）・電気以外の全て

の動産をいいます。従って中古消費財も

含まれます（ただし後述2-7参照）。

・「売主」とは、その業務・営業・職業に

関して契約に従って消費財を売る全ての

法人または自然人を指します。

・「製造者」とは、消費財を製造した者・

域内に輸入した者・その名・商標その他

の指標を消費財に取り付けることにより

製造者とみられる全ての者をいいます。

・「保証」とは、消費財が関連する保証文

言や広告に記された属性（性能・品質）

を有していない場合に無償で支払代金の

返還または取替または修理等を行う旨の

売主または製造者による消費者に対する

約束をいいます。

・「修理」とは、消費財が売買契約内容に

合致していない場合に合致せしめるよう

に修復することをいいます。

日本の民法には「消費者」を始めとするこれ

らの定義規定は存在しません。異なる法制（注2）

を有する多くの加盟国に共通のルールの導入

を目指す欧州法の性質上、法適用の出発点と

なる定義規定の導入は不可避であるともいえ

ます。

2-2 ２条関係［契約適合性］

売主は消費者に対して契約内容に適合した

消費財を給付する義務を負います（１項）。

現実の取引形態は無数にあり得るので、以下

の各場合は契約適合性の存在が推定されます

（２項）。

・売主の説明に合致し、売主が提示した見

本品と同等の品質を有する場合

・契約締結時に売主に知らしめ、売主が了

解した消費者の目的に合致している場合

・同種の消費財に通常求められる目的に合

致している場合（注3）

・同種の消費財に関して一般的であり、か

つ売主･製造者･その代理人によってとり

わけ広告やラベルにおいてなされた当該

消費財の特性に関する不特定多数人に対

する説明内容（public statements）、を

勘案して消費者が合理的に予想し得る品

質と性能を有している場合。ただし、売

主がかかる不特定多数人に対する説明に

ついて、①これを知らずかつ知らないこ
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（注２）英米法対大陸法の対立にとどまらず、大陸法諸国の民法の中でも、消費者契約を一つの契約類型として
特別に取り上げて規定しているフランス法や、消費者契約を特に典型契約としては取り上げないドイツ
法（日本法もこの系統に属します）など、多様な法技術が混在する諸国を大枠で共通のルールに服させ
ようという作業ですので、明確化の必要性は通常の国内法におけるよりも遥かに大きいのは当然といえ
ます。

（注３）従って消費者が購入した牛乳が冷蔵庫内で10日で腐敗したとしても、そもそも牛乳というものが冷蔵保
存でそれ位しかもたないものである以上、契約不適合の事実は存在しません。
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とが不合理では無い、②その内容が契約

締結時までに訂正された、③それが消費

財の購入の決定に影響を及ぼし得なかっ

た、のいづれかの事実を証明した場合は

この限りではありません（４項）。

消費者が契約締結時において不適合の事実

を知り、または知り得た場合、さらに消費者

が提供した材料に原因がある場合は、契約不

適合との評価はできません（３項）。

組立を伴う消費財については、当該消費財

の組立がその売買契約の内容となっており、

かつ売主によって又はその監督下で不正確な

組立がなされた結果不適合状態が惹起された

場合は、消費財そのものの不適合と同視され

ます（５項）。消費者による組立が予定され

る消費財に関して、消費者が不正確な組立説

明書に起因して不正確な組立を行った場合

も、これと同視されます（同）（注4）。

本指令上、売主の責任が発生する重要な要

件事実はこの「契約不適合性」です。この概

念はウィーン統一売買法条約を参考にしたも

のとされます。典型的に想定されている事案

は日本の民法上の瑕疵担保（日民570条）に

類似します。ただ、日本法上瑕疵担保責任は

特定物についてのみ発生し、今日の工業化社

会ではむしろ一般的な不特定物（△色の○○

型カメラ等）については特定後（判例理論に

よれば、瑕疵の存在を認識し履行として認容

して受領後）初めて適用され、それまで一般の

債務不履行の規定が問題となるに過ぎませ

ん。しかし、本指令は問題となっている消費財

が特定物か不特定物かで差を設けていません。

2-3 ３条関係［消費者の権利］

売主は商品引渡当時に存在した不適合につ

いて責任を負います（１項）。具体的な救済

手段としては瑕疵修補請求･代品請求･代金減

額請求･解除の「４つの権利」が規定されて

いますが、これらの権利は同位ではなく、履

行優先の二段階構造が採用されました（２項

以下、前文11項）。なお、日本の瑕疵担保責

任の内容は解除（ただし買主の善意と契約の

目的が達成できない事を条件とする）と損害

賠償です（日民570条で引用される566条）で、こ

のような構造は明文上採用されていません。

2-3-1 第一段階：履行の実現

消費者は売主に対して、まず無償にて瑕疵

の修補または代品の給付を請求することがで

きます。即ち、契約で企図された本来の履行

の実現が優先されます。ただし、かかる瑕疵

修補や代品請求が不可能または不相当な場合

はこれらの救済手段を用いることはできませ

ん（３項）。不相当disproportionateとは、他

の救済手段と比較して売主に不合理な負担を

課す場合を言うと定義されています。さらに、

不合理か否かを判断する際に勘案すべき事項

として、①不適合の事実が無かったならば有

していたであろう商品の価値、②不適合の程

度、③他の救済手段が消費者に著しい不利益

を与えるか否か、が示されています。瑕疵修

補や代品請求は、商品の性質並びに消費者が

商品を求めた目的を勘案の上、合理的期間内

に、かつ消費者に対して著しい不便を与える

ことなく行われなくてはなりません。なお、

ここでいう「無償」とは商品を契約に適合す

る状態に持っていくために必要な費用に関し

てであり、郵送料･作業料･材料費なども徴収

されてはならないことを意味します（４項）。

2-3-2 第二段階：代金減額または解除

消費者は以下の場合には適切な額の代金減

額請求または契約解除を行う権利を有します

（５項）。ただし、不適合の度合が些細な場合

は解除権は発生しません（６項）。

（注４）消費者に組立させるスウェーデンの有名な家具メーカーの名をとって「IKEA条項」と呼ばれます。
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・消費者が瑕疵修補・代品請求いずれの権

利も有しない場合。

・売主が合理的期間内に所定の救済手段を

履行しなかった場合

・売主が消費者に合理的期間内に所定の救

済手段を履行しなかった場合

2-4 ４条関係［求償権］

ここは多数の当事者が登場しますので、次

の設例で考えてみましょう。

この設例１の場合、契約法の原則に従えば、

Sとしては求償し得る相手方は自分と直接の

契約関係があるD2のみです。それではもし

D2が無資力の場合や、SがS・D2間の契約に

おいて、売主（D2）の免責条項、従って求

償権を排除する特約をD2から呑まされてい

た場合はSはD2の責任を問うことが困難にな

ります。その場合でも理論上はD2の上流に

位置するD1以下に対して（直接の契約関係

が無いので）不法行為責任（独民823条以下、

日民709条以下）を追及することも考えられ

ます。しかし、不法行為責任を追及するため

の相手方の過失や因果関係の立証は通常困難

で、かつ不法行為法で保護される損害の範囲

を制限する立法例も多く、現実的ではありま

せん。そこで、Sが安心してCに対する契約

不適合に基づく責任を履行できるよう注目す

べき制度を導入し、４条として規定しました。

設例に即して説明すると、SがCに対して、

M～D2のいずれかの行為または不作為に起

因する契約不適合性に基づき責任を負う場

合、Sは流通過程中責任を負うべき当事者に

対して直接責任を問うことができます。この

「責任を負うべき当事者」の範囲並びに権利

行使の方法や条件については各国内法に委ね

られています。

2-5 ５条関係［保証期間］

契約不適合の事実が商品引渡後２年以内に

判明した場合に、売主は３条所定の責任（消

費者による瑕疵修補請求･代品請求･代金減額

請求･解除）を負います。加盟国がこれらの

権利について時効期間を定める場合は、引渡

後２年間より短い期間を定めることはできま

せん（１項、ただし、中古消費財については

下記2-7参照）。危険移転時との関係について

は指令は沈黙しており、各加盟国に委ねられ

ています。加盟国は、消費者が３条所定の

「４つの権利」を享受するための条件として、

契約不適合の事実発見後２カ月以内にその事

実を売主に通知しなければならないと定める

ことができます（２項）。

消費者とすれば、引渡後２年間「４つの権

利」を有するとしても、引渡時に既に契約不

適合が存在したという事実の証明が困難であ

ればこれらは画餅と化します。そこで、本指

令は証明責任の分配の領域にまで立ち入って

規定しています。即ち、引渡後６カ月以内に

判明した場合は、引渡時に既に契約不適合が

存在したと推定されます（３項）。挙証責任

の転換とは真偽不明のグレーゾーンでは挙証

責任を負っている方が負けるということです

からこれは実務上たいへん重要な規定です。

従って逆に売主の方で引渡後に契約不適合に相

当する事実が発生した（例えば買主が壊した、

管理方法が悪かったなど）の事実を確実に証明

できなければ負けてしまう事を意味します。

2-6 ６条関係［任意でなされる保証］（注５）

本条の保証は法定（３条）の責任とは異な

＜設例１＞ある消費財Gが、製造者M→流

通業者D1→流通業者D2→小売業者S→消費

者Cという順序で転売され、SがCに対して

契約不適合に基づく責任を履行した。

（注５）guarantee statement（英）、Garantieerklärung（独）。注８参照。



り、任意で行われるものについて規律するも

のです。この意味の保証を行う者を、債務の

人的保証（注5）を行う「保証人」との混同も避

けるため、以下「保証者」といいます。保証

者は、その保証文言（guarantee statement、

典型的には保証書）や関連する広告中に述べ

た内容に拘束されます（１項）。保証を行う

場合は、以下の義務が課されます（２項）。

・消費者は消費財売買契約の準拠国内法に

よる権利を有し、かかる権利は保証によ

って（排除されるなどの）影響を受けな

いことを明記しなければなりません。

・とりわけ保証期間・地理的範囲・保証者

名と住所を含む、権利行使のために必要

な保証の重要な内容を平易でわかり易い

言語で明記しなければなりません。

消費者が要求すれば、保証内容を書面また

はその他の消費者が入手・アクセス可能な持

続的媒体で提供しなくてはなりません（３

項）。当該消費財が商品化されている加盟国

は、その領域内における保証文言は、条約の

定めに従い欧州共同体の公式言語の中の一な

いし複数の言語で書かれなければならない旨

を規定することができます（４項）。保証が

上記2-4項の定めに違反している場合であっ

ても、それによって保証の有効性が害される

ことはありません（５項）。

2-7 ７条関係［強行法規］

本指令所定の消費者の権利を直接または間

接に放棄または制約することを内容とする一

切の契約または合意は、それが売主が契約不

適合の事実を知る以前に締結された場合は、

国内法の規定に従い、消費者に対して拘束力

を有しません（１項）。ただし、中古消費財

に関する売主の責任存続期間ついては、加盟

国は５条１項所定の期間（最短２年、上記2-

5参照）より短い特約を結ぶことを許容する

ことができますが、その期間は１年を下回る

ことはできません。

現代の文明諸国の多くは準拠法選択に関し

て当事者の自治を大きく認めています（日本

の法例７条１項、独民法施行法EGBGB27条）。

そこで域外国の法律（例えば日本法）を準拠

法とすることによって本指令所定の売主の責

任を簡単に免れることができるのならば、本

指令の趣旨は大きく没却されます。そこで準

拠法の選択による脱法を防ぐため、当該契約

が加盟国領域と密接な関係がある場合は、非

加盟国の法律を準拠法とした場合であっても

消費者が本指令所定の保護を失わないような

手段を、加盟国は講じなければならないとさ

れました（２項）。

2-8 ８条関係［ミニマム・スタンダード性］

本指令所定の消費者の権利は、消費者が国

内法上追求し得る契約責任・非契約責任（不

法行為・事務管理等）を制約するものではあ

りません（１項）。また、各加盟国は指令の

内容を上回る上乗せ規制を行うことは可能で

す（２項）。

３．ドイツにおける国内法化

3-1 国内法化の経緯

ドイツは結論において時効法を含めた債権

総則および債権各論の主要な部分の改正を行

いましたが、この決定に至るまでには指令が

要求する最小限度の改正にとどめるべきか

（いわゆる「小さな解決策」）これを機会に古

くなった民法を抜本的に改正すべきか（いわ

ゆる「大きな解決策」）の論争がありました。

結局後者の方針に決定したものですが、その

理由としては①１世紀も前に土台が作られた

概念法学的な構造を国際取引で一般的となり

つつある単純な構造に改造すべきと考えられ

たこと②他のEU指令（2000年６月８日付電

子商取引指令・2000年６月29日付支払遅延指

令）の国内法化の必要も併せて行ったこと、

が挙げられています。その結果、時効法・給
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付障害法・売買および請負契約法の分野が大

きく変わり、さらに近時の国際法の発展も考

慮に入れられ、特に欧州契約法委員会の「ヨ

ーロッパ契約法原則」およびUNIDROITに

よる「国際商契約原則」との調和が試みられ

ています。

3-2 消費財売買指令と関連する改正内容

3-2-1 消費財売買指令1条関係［適用範囲・

定義］

ここで注意すべきなのは、くだいて言うと

指令が売主＝プロ、買主＝素人の消費者、と

いういわゆるB2Cの売買に適用範囲を限定す

る（2-1参照）のに対して、独改正民法では

原則としてこのような限定をせず、プロ同士

（B2B）・素人同士（C2C）・素人からプロ

への売買（C2B）についても原則として適用

されることです。

例外的に、消費者売買にのみ適用されるのは

以下の場合です。

・買主を保護する規定の法規禁止

・挙証責任の転換（指令５条３項）に関す

る独民476条

・任意でなされる保証（指令６条）に関す

る独民276・442・444条

・最終売主の求償権に関する独民478条以下

3-2-2 消費財売買指令２条関係［契約適合性］

ここでドイツ民法は根本概念を一新してしま

いました。日本法の母法であった旧法では一般

の債務不履行と売主の担保責任との間には大き

な理論的差異があるという理解から出発し、両

者の効果も大きく異なっていました。概念的に

なりますので深入りは避けますが、例えば次の

ような教科書的な例を取って見てみましょう。

例えば、CがBに引渡される前に事故で廃

車になってしまったという場合に、その事故

が売買契約の前だったかはBの預かり知らぬ

ことであり、しかも一般人からみたら車が契

約通り入手できなくなってしまったという点

で変わりは無い筈です。ところが、独旧法

（そして日本の現行法）ではそのいづれであ

ったかが、それが例え一瞬の差でも大きな違

いがありました。その意味では、今次の改正

は一般人の常識に沿った内容に再編されたと

も評価できます。

それでは、設例２を例にとりながらいろい

ろな債務の本旨に従った履行といえるか問題

となる主な類型毎に見てみましょう。

①Cが実は締結の前日に類焼で全損してい

た＝履行が契約締結当時から既に不能だっ

た（原始的履行不能）

②Cが売買契約締結の翌日に類焼した＝履行

が契約締結後に不能になった（後発的履行

不能）

③Cの納車が２月末にずれ込んだ＝約定期日

より履行が遅れた（履行遅滞）

④２月末日に無事納車がなされたがエアコン

が故障し、しかもシリンダーが磨耗して30

馬力しか出なかった＝一応履行がなされた

が不完全だった（不完全履行）

⑤納車時にAの不注意でBのガレージを壊し

てしまった＝履行に際して相手方に損害を

与えた（積極的債権侵害、日本ではこれを不

完全履行の一類型に数える学者もいます）

改正前の独民法の体系の下では、売主の責

任は履行障害法Leistungsstörungsrechtと瑕

疵担保法Gewährleistungsrechtに分け、②③

が前者、①⑤はいわばその亜流、④が後者の

問題とし、各々全く異なるアプローチをして

いました。

①の類型では、契約の目的物である特定物は
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＜設例２＞AがBに対して、Aが所有する

中古車Cをエアコン付・100馬力であると

して2002年２月１日に代金5000ユーロ、２

月末日B宅で引渡という条件で売った。



世界にただ一つしかなく、それが契約当時

存在しないのであれば当初から実現不可能

（「原始的不能」といいます）な契約として

契約自体が無効とされました。従って、契

約締結上の過失culpa in contrahendoがあ

ったかどうかという問題は別として、契約

が無効なのだから理論上契約違反というこ

ともあり得ません。なお、種類物の場合

（○○社の△△モデルの□色カメラ100台の

納入など）は契約をしたら納入するつもり

で倉庫で保管していたその100台が火事で

類焼しても、その種類物が他から入手でき

る以上、履行不能の問題は起きません。こ

の分野では旧独法を母法とする日本法でも

基本的な発想は同様です。ただし、種類物

債務Gattungsschuld（例：○○ビール中瓶

100ダースの売買）については旧独法は特

に代品請求権に関して日本法と多少アプロ

ーチが異なっていました。わが国では種類

債務が特定したら契約の対象がその特定物

に文字通り特定してしまい、それ以降は完

全履行請求権、つまり不良品があった場合

の代品請求権は認められず、解除・損害賠

償しかできないこととなります（注6）。これ

に対して旧独民480条は特定の前後を問わ

ず代品請求を認めていました。

②は、①との対比で「後発的不能」と言われ

ます。この場合は契約締結当時は目的物が

存在した訳ですから契約は有効に成立して

います。ただ履行前に目的物が無くなって

しまったのですから、売主に責任があれば

債務不履行、無ければ危険負担の問題とな

ります。この場合旧独法では解除または損

害賠償が認められていました（日本法では

解除および損害賠償）。

③は、履行遅滞の問題です。日本法と比較し

た場合、要件面での最大の特色は解除の前

提としての催告の中で督促期間を徒過した

ら受領を拒否して解除する警告が必要とさ

れていたことと、効果面では解除と履行に

代わる損害賠償の請求が選択的であったこ

とだと言えるでしょう。

④は、不完全履行の問題です。①－③の履行

障害法Leistungsstörungsrechtに対して、

④は瑕疵担保法Gewährleistungsrechtとし

て独自の要件効果を持つ法分野を形成して

いました。旧独法下の瑕疵担保責任の効果

は日本のそれ（解除・損害賠償、日民570

条で準用される566条）より選択肢が多く、

代金減額請求と代物請求も可能でした。

⑤は、特別の規定はありませんでしたが、契

約当事者間の契約の履行に関連した損害な

ので、多数説は交通事故のような無関係の

当事者同士で発生した場合を主に規律する

不法行為（独民823条以下）よりも契約法

理で対処すべきだとの見解が有力で、付随

義務違反ないし保護義務違反と構成して一

般の履行障害として処理されてきました。

日本でも同様の議論がなされています。

以上①－⑤のうち、④（損害賠償を除く）

のみが無過失責任でした。日本法の下でも一

般の債務不履行責任は過失責任、瑕疵担保責

任は無過失責任です。

指令で念頭に置いている「契約不適合」と

は、前述のとおり給付はなされたが不完全で

あった場合、即ち④の事例です。従ってドイ

ツとしては④の部分だけ、しかもB2Cの限度

で手直しをする、という方法もあったのです
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（注６）代品請求が不可能となることの実際上の不都合を回避するため、判例（最判昭和36年12月15日等）は債
権者が履行として認容して受領するまでは代品請求ができるとして具体的妥当性を図ってきました。し
かし具体的事案で何をもってこの「履行として認容して受領」があったと認めるべきかは事実認定上必
ずしも簡単な作業ではありません。



が、上記①－⑤の間に日独の伝統的な法理論

が設けていた大きな理論的差異を放擲し、上

記①から⑤までの全てを共通の理論的プラッ

トホームに乗せて処理するという、いわば法

理論の抜本的リストラ（再構築）を敢行した

のが今回の債務法改革です。その新たな理論

的プラットホームとして新たに考案された概

念が「義務違反Pflichtverletzung」です。即

ち、契約所定の義務に従った履行が全くなさ

れないか、なされてもそれが契約に従った内

容でなければ（die Leistung nicht wie

geschuldet verbringen）「義務違反」を構成

し、損害賠償請求権発生の根拠となります

（独民280・281条）。この義務違反は瑕疵担保

責任に限定されず遅滞や不能の場合も包摂

し、従って指令にいう「契約不適合」より広

い概念と考えなければなりません。例えば、

原始的不能を目的とする債務はもはや旧法時

代（独民旧306条）のように無効とされず、

逆にその有効性が明示された（独民311a条）

うえで、①におけるAについても義務違反→

履行障害のレールに乗って処理されることに

なりました。物の瑕疵・権利の瑕疵、特定物

売買と種類物売買の区別の廃止または大幅に

縮小されました。改正点は非常に多岐に亘り

ますので、以下は瑕疵担保責任に限定して述

べます。

瑕疵担保責任は新法の下では売買・交換法

総則中に挿入され、履行障害に関する新たな

体系に取り込まれたかたちになりました。即

ち瑕疵Mangelある給付がなされた場合も義

務違反→給付障害のレールには乗りますが、

一般の履行障害の場合とくらべ、要件効果・

時効期間などで（差は縮小したとはいえ）独

自性は結果としてまだ残っています。

物的瑕疵Sachmangelの定義に関しては指

令２条の契約適合性の有無に関する判断基準

がほぼそのまま採用されました（独民434条

１項）。また、質の瑕疵のみならず、約定の

商品と種類が違う場合や量的不足の場合

（434条３項）、ならびに組立に際しての失敗

（同２項）までも物的瑕疵の問題として処理

されるようになったことも注目に値します。

買主による組立が想定される売買で組立方法

説明書に問題があって組立が失敗した場合も

同様とされます（同２文）。この規定は買主

に組み立てさせるスウェーデンの有名な大規

模家具店の名を取って「IKEA条項」と通称

されています。

「４つの権利」について売主は無過失責任

を負う（「４つの権利」には含まれない損害

賠償請求権については過失責任）とはいって

も、瑕疵は引渡時に既に存在していなければ

なりませんが、引渡当時瑕疵があったかなか

ったかということ事後的に証明することは容

易なことではありません。ましてや時効が２

年にまで延長されると尚更で、その点真偽不

明になる事態が多数予想されます。そこで、

この点の立証の失敗により消費者の保護が骨

抜きになるのを避けるため、引渡後６カ月以

内に発見された瑕疵は引渡当時既に存在した

ものと推定する、という規定が設けられまし

た（独民476条）。推定規定であって見做し規

定ではありませんので反証は許されますが困

難な作業になると思われますので、事実認定

の局面で訴訟の帰趨を決する役割を演じるこ

とが少なからず予想される実務上重要な条文

です。ただしこの規定の適用範囲は対消費者

の売買契約に限られます（ここは指令５条３

項の内容通り）。

買主が契約当時瑕疵の存在を知っていた場

合は売主の責任を問うことはできません（独

民442条１項１文）。また、重過失でこれを知

らなかった場合は、売主が悪意でこれを告知

しなかったことまたは売主が商品の性質性能

を保証したことのいずれかを証明できない限

り同様です（同２文）。指令２条３項と比較

した場合、適用範囲の拡大（消費者に限られ

ない）のみならず、軽過失の買主を救済する

点で一段階買主に有利になっています。売買
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の目的物である不動産に関して権利の瑕疵が

存在する場合、それが不動産登記簿に登記さ

れた権利である場合は、たとえ買主が悪意で

あっても売主はこれを除去する義務を負いま

す（同２項）。

3-2-3 消費財売買指令３条関係［消費者の

権利］

上述のように旧法では代金減額請求権は認

められていませんでしたが、これが指令所定

の「４つの権利」に含まるためこれを選択肢

に加えました（独民441条）。その他、「４つ

の権利」の限度では指令の内容を二段階構造

も含めてほぼそのまま採用しています。例え

ば、買主は瑕疵の除去Beseitigung des

Mangelsまたは瑕疵の無い代品の引渡die

Lieferung einer mangelfreien Sacheを請求す

ることができます（追履行Nacherfüllung、

独民439条）。いずれの追履行手段を求めるか

の選択権は買主にありますが、それが不相当

に高額な負担unverhältnismäßigen Kostenを

要する場合は、売主は例外的に買主の選択を

拒否することができます。不相当に高額な負

担であるかどうかは、瑕疵無き目的物の価

格・瑕疵の程度・買主に著しい不利益を与え

ないか、を勘案して判断されます（同３項、

前述2-3-1参照）。

指令では触れらていませんが「義務違反」

に基づく損害賠償の要件を満たす限り、損害

賠償請求も可能です（440条、280条以下）。

損害賠償請求については指令には由来しませ

んので、指令が要求する二段階構造の影響を

受けません。即ち、独民280条以下の損害賠

償の要件を満たす限り、瑕疵修補・代品請求

または代金減額・解除いずれとも重畳的に権

利行使が可能です。

3-2-4 消費財売買指令４条関係［求償権］

既出＜設例１＞、即ちある消費財Gが、製

造者M→流通業者D1→流通業者D2→小売業

者S→消費者Cという順序で転売され、SがC

に対して契約不適合に基づく責任を履行し

た、という例で見てみましょう。2-4で述べ

たとおり、Sが誰にどういう条件で求償でき

るかは各加盟国の裁量に委ねられています。

BGB新478条は、この指令４条を受けて、C

に対して責任を履行したSの求償権に関して、

次のように規定しました。即ち、同条所定の

求償権は、（i）事業者たる売主から消費者に

対する売買であること（ii）新品の売買であ

ること（iii）売主が消費者から欠陥を理由と

する返品を義務として受け入れたことの各条

件を充足した場合に発生します。ここで「返

品を義務として受け入れた」とは、民法の規

定に従って（a）代品供給（b）買主による解

除（c）買主が履行に代わる損害賠償を請求

した、のいずれかの結果、一旦買主に引渡し

た商品の返還を受けた場合をいいます。

Cが契約関係の存在しないM・D1・D2に直

接かかっていけるかは製造物責任の問題で

す。ではSが契約関係の存在しないM・D1に

直接かかっていけるかについては今次の改革

にあたって製造物責任におけるような特別の

立法をなすべきか検討されましたが結局見送

られ、ドイツに関しては従前の法理論で対処

することになりました。即ち、不法行為

（unerlaubte Handlung、独民823条）では判

例理論により製造物責任がかかわる限り過失

に関する立証責任が転換されます（注7）が、そ

もそも損害の発生の要件が日本法（日民709
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（注７）製造物責任の事案で、ドイツにおける製造物責任法で行く場合の民法（+判例理論）との責任額・証明
面での違いは、①過失に関する反証の禁止②自己負担額の存在③責任額の上限の存在にあります。また
製造物責任法上の責任を問える相手方は製造者・準製造者・域内への輸入業者ですが、ドイツでは更に
売主が仕入元を教えない（または教える事ができない）場合は売主も責任を負うとされます（独製造物
責任法４条３項）。



条以下）におけるより厳格で、Cが怪我をし

てM～D2の責任を追求するというのならと

もかく、SがCから返品を受けて損をしたの

でM～D1の責任を追求するというだけでは

そもそも独民823条自体の損害の要件を満た

しません。

3-2-5 消費財売買指令５条関係［保証期間］

消費財売買指令によって保証期間の延長を

義務付けられたドイツは、一挙に時効法その

ものを大改正するというドラスティックな対

応を行いました。独旧民法下の６カ月から30

年という不統一な時効期間は長らく批判され

てきました。今次の時効法改正の結果を要約

すると、一般の債権の消滅時効期間を30年か

ら３年に実に10分の１に短縮し（独民195条）、

反面売主の保証責任の存続期間を指令の規定

に従い６カ月から２年に延長（独民438条１

項）したことです。一般の債務不履行と瑕疵担

保責任は、一般社会から見れば契約に従った

履行がなされていないという結論において大

差が無いにもかかわらず、従前の伝統的な概

念法学によると大きな理論的な差異が存在す

るがために旧法下では時効期間がそれぞれ30

年対６カ月と、実に60倍の差が存在していた

のが、今次の改正でそれぞれ３年対２年と、1.5

倍に縮小されました（時効期間を全く統一す

べきだとする意見すらも存在しましたが採用

には到りませんでした）。これを簡単にまと

めると次のようになります。現段階で比較す

ると、わが国における一般の債務不履行の時

効と売主の瑕疵担保責任の除斥期間との10倍

の差が際立って見えるようになりました。

しかし時効開始に関しては、この時効期間

の急激な短縮を緩和するため、主観的要件が

加味されました。つまり通常の時効は権利発

生時点、債権者が権利発生の根拠となる事実

および債務者を知りまたは知り得べきであっ

た時点に開始します（独民199条１項）。生命、

身体、健康または自由に基づく請求権でない

限り、債権者の認識とは関係なく満期の時か

ら10年で債権権は時効となります（同２項）。

不法行為、厳格責任および債務関係に由来す

る義務の侵害に基づく損害賠償請求権は、満

期時から遅くとも30年で時効となります（同

３項）。10年から30年という特別な時効規則

は、土地に関する特定の物的権利の譲渡また

は認容に基づく請求権（独民196条）、特定の

物件的または家族法的請求権および規定され

た請求権に関して有効です（独民197条）。用

語の変化を考慮に入れないのであれば、それ

以外の体系的に重要な変化はありません。

3-2-6 消費財売買指令６条関係［任意でな

される売主による保証（注8）］

売主による保証Garantieerklärungに関し

て、ドイツは指令の規定をほぼそのまま国内

法化しました（独民443条以下・477条、上記
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一般の債務不履行�

売主の担保責任�

新BGB�

３年�

２年�

旧BGB�

30年�

６カ年�

日本民法�

�10年�

�１年（除斥期間）�

（注８）Garantieは日本とドイツ諸圏諸国との取引でしばしば誤解を惹き起こすので簡単に付言します。
Garantieという語はこの意味の他に附従性なき人的保証（民法上規定が無いので講学上「損害担保契約」
といわれます）の意味でも使われます。これに対して附従性ある人的保証をBürgschaft（日民446条以
下の保証に相当）といいますがこちらはguaranteeと英訳されるのが通常なので表現の似ている
Garantieと良く混乱されます。日本の保証実務では連帯保証が多用されているのに対して、ドイツや東
欧を含めた周辺国の保証実務ではGarantieが一般的であり、印紙税で差のある国もあるので注意が必要
です。



2-6参照）。売主がこの意味の保証を行う場合

に設定するいわゆる保証期間と、法律上の担

保責任の存続期間（時効期間）とは別のもの

です。任意に設定する保証をどの位存続せし

めるかという営業政策的問題と、売主として

の法律上の担保責任の時効期間の問題とが混

同される場合がありますが、この両者は区別

して検討されなければなりません。また、任

意で保証を行った場合にその範囲の制限の可

否・限度については争があります。

ただ、ドイツ法の場合原則として相手方を

消費者に限っておらずいわゆるB2B取引にも

適用されるため、独民443条以下の売主によ

る保証の規定が、例えば企業買収の場合に売

主によってなされる自らの法的計や意的状態

に関する確約と保証（いわゆるRepresentations

and Warranties条項）に及ぶか、という問題

が指摘されています。具体的には売主による

責任制限の禁止（独民444条）がここにも及

ぶかというかたちで問題となりますが、この

点はまだ必ずしも明確になっていません。

3-3 消費財売買指令と直接関連しない改正

内容

今回の債務法改革の範囲は極めて広いです

が、本稿との関連で重要なのは約款規制法

AGBGとの関係です。日本で約款といえば金

融業（いわゆる銀取約款）・保険業・運送業

等で見られる他は物流等通常の商取引ではほ

とんど普及していません。これに対して、ド

イ ツ で は 普 通 取 引 約 款 a l l g e m e i n e

Geschäftsbedingung（AGB）がB2B・B2C取

引で多用されています。従って立場の強いほ

うが不当な条項を相手方に強いたり、なかな

か隅々まで熟読されないことを奇貨とした不

意打ち的条項が紛れ込む事態を防止するため

AGBGが存在していました。AGBG自体は内

容がほぼそのまま独民305条以下に組み込ま

れましたので、旧AGBG下の判例は基本的に

そのまま新民法下でも妥当すると予想されま

す。そこで、例えばたとえ約款とは銘打って

いなくても、ある雛型が繰り返し複数の使用

者に対して使われることを想定されていれば

約款と認定されることがあり得るという旧法

下の判例が現在も生きていると考えられま

す。例えばある代理店契約の雛型を全欧州で

使用しようとする日本企業は少なくありませ

んが、これは代理店保護法制の各加盟国間の

相違（特に代理商におけるような指令の存在

しないディストリビューターの場合に顕著に

なります）に応じた対応ができないという問

題に加えて、約款としての規制を受け得るこ

とにならないか個別に検討しなければならな

い場合が多く、注意が必要です。条文そのも

のの解釈でも、差しあたって本稿との関係で

は、約款においては例えB2Bの関係であって

も時効期間短縮の特約が認められない場合が

あるという点が重要です。

４．結語

消費財売買指令の内容は、国内法化の義務

を負っていない国、即ちEU域外でもEU加盟

を目指す東欧諸国で自発的に採用されつつあ

ります。例えば、チェコ共和国では保証期間を

指令に合わせ、２年とで揃えました。また、改

正前の独民法の債務法（日本では債権者側か

ら見て債権法と呼びますが）をベースにして

いる日本は、近時消費者保護法制を立法する

際欧州法を参考にすることが多く（製造物責

任法などはその典型です）、日本法へ将来ど

ういう影響を与えるか興味深いところです。
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１．はじめに

2001年12月15日に採択されたラーケン宣言

は、EUが今後取り組むべき問題について言

及した上で、2004年に予定されている政府間

会議（IGC）に向けての作業枠組みを発表した。

議長国ベルギーのフェルホフスタット首相

は、今後のEUの改革については「もはやタ

ブーはなく、これまで見過ごしていた問題も

あえて問わなければならない」と発言した。

その結果、ラーケン宣言には「EU市民のた

めの憲法」、「欧州委員長の直接選挙」、「理事

会議長国の輪番制の見直し」といったこれま

で公式文書には無かった表現がみられる。

ラーケン宣言の草案に尽力した人々はラー

ケン・グループと呼ばれているが、そのメン

バーとしてはジャック・ドロール前欧州委員

長、デハーネ前ベルギー首相、アマート前伊首

相、ミリバンド英国労働党議員、ゲレメク前

ポーランド外相といった名前があげられる。

ここでは、ラーケン宣言で提起された問題

について、EUないしEU法の現状がどうなっ

ているのか、あるいは前回までのIGCでどこ

まで議論されたのかということを報告する。

２．ラーケン宣言後の作業日程

ラーケン宣言後の作業は、「諮問会議

（Convention）」が中心となる。諮問会議には

幹部会（Praesidium）と呼ばれる組織がある。

議長のジスカール・デスタン元仏大統領、副

議長のデハーネ前ベルギー首相、アマート前

伊首相など12人で構成されている。諮問会議

欧州拡大研究会報告
（EU）

2001年12月15日、欧州理事会はラーケン宣言を採択した。同宣言では、EUが拡大後に

も効果的に機能するために必要な改革への作業枠組みを提示している。一方、中・東欧諸

国（CEEC）は現在、EU加盟のための交渉を進めており、早ければ2004年に一部交渉国

の加盟が実現するといわれている。EUと中・東欧諸国の経済的なつながりは、すでに90

年代以降、急速に強まっている。

本レポートは、ジェトロ海外調査部欧州課が主催した研究会で、ラーケン宣言の概要と

今後の課題について横浜国立大学大学院国際社会科学研究科の庄司克宏助教授に、また、

中・東欧諸国（CEEC）のEUへの経済統合の進展については、駿河台大学経済学部の田

中友義教授に解説をお願いし、それを取りまとめたものである。
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は欧州議会、欧州委員会、各加盟国の代表に

加え、加盟国の国内議会の代表が参画してい

る点が特徴である。

諮問会議は、次期条約改正に向けラーケン

宣言で提起された事項について討議を行う。

2002年２月28日に開会式があり、３月１日か

らセッションを開始する。３月のバルセロナ

欧州理事会を経て、６月のセビリア欧州理事

会で第１フェーズのレポートを発表。秋の第

２フェーズは、具体的な内容がかなり出てく

る段階となる。2003年３月に諮問会議の最終

文書が出されて、まとまれば「勧告」、そう

でなければオプションの提示という形で報告

される。６月の欧州理事会に提出され、2004

年からIGCに入る予定である。

ここで問題となるのは、最終文書の位置付

けである。EUの改革についてコンセンサス

があれば「勧告」という形で最終文書を出す。

そうでなければ、複数の選択肢を支持の程度

とともに示す。最終文書は、2004年からの

IGCでの議論のスターティング・ポイント

で、最終的な決定はIGCでなされる。ただ、

「勧告」がされた場合は2004年のIGCの方向

づけが決まるのではないかと思われる。逆に

「勧告」という形ではない場合、最終報告書の

与える影響はかなり小さくなると思われる。

３．ラーケン宣言の内容と現状

（1）EUにおける権限の配分および定義の改善

今後EUが取り組むべき改革として、EUに

おける「権限の配分」と「定義の改善」があ

げられる。まず、権限配分の透明性について

は、以下の４点がポイントとなる。①EUの

排他的権限、加盟国の排他的権限およびEU

と加盟国の共有権限という３種類の権限の間

により明確な区別ができるのか否か。②もっ

とも効率的に権限が行使されるのはEUと加

盟国のどちらのレベルにおいてか。③補完性

原則は、どのように適用されるべきか。④加

盟国の排他的権限について、EUが絶対に手

を触れてはいけない部分を置くべきかどう

か。そうなった場合に、それはどういう意味

を持つのか。

権限の再定義については、以下の６点がポ

イントとなる。①「市民の期待」が権限の再

定義の際にどのような役割を果たすのか。②

各種政策に関し、どのような条約改正がなさ

れるべきか。たとえば、共通外交・安全保障

政策において一貫性を保持できるのか。ペー

タースベルク任務すなわち危機管理、PKOな

どの任務についてアップデートがなされるべ

きかどうか。警察・刑事司法協力については、

現在よりも統合的なアプローチが可能なの

か。EMUの文脈における経済政策調整は、

現在は理事会の中での相互監視ということに

とどまっているが、これをステップアップで

きるのかどうか。域内市場レベルの問題では、

社会的組み入れつまり貧困者対策、環境、保

健、食品の安全といった分野で協力の強化、

調和措置を取ることが可能なのかどうか。③

政策の強化があったとしても、日常の政策管

理あるいは履行は、もっと加盟国に委ねてい

いのではないか、加盟国の権限が影響を受け

ない旨の保障を与えるべきではないのか。④

権限配分の再定義が、308条を根拠としたEU

の「黙示的」権限拡張すなわち加盟国の排他

的権限の侵食を避けるためにどのような手段

が必要か。⑤は、④とは逆に、権限の明確化

によってEUの活動に縛りがかかりすぎて、

自由に新たな課題に取り組めなくなる事態を

避けるにはどのような手段が必要か。⑥95条

の調和化措置と308条の黙示的権限は、EC裁

判所の判例法の下で見直されるべきか。

「補完性の原則」の基本となる条文はEC

条約の第５条である。第５条の第１段は、

「共同体は、本条約により与えられた権限及

び指定された目的の範囲内で行動する」とあ

る。つまり、付与された権限の中でしか行動

できないということで、この原則はECで行

動できる範囲を定めた規定である。
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第２段は、「共同体は、その排他的権限に

属しない分野においては、補完性の原則に従

って、提案された行動の目的が構成国によっ

ては充分に達成できず、したがって提案され

た行動の規模又は効果の点からいって共同体

により一層良く達成できる場合にのみかつそ

の限りにおいて行動する」とある。つまり、

ECで行動できる範囲であっても、ECで行動

すべきかどうかということについて規定して

いる。

第３段には、「共同体によるいかなる行動

も、本条約の目的を達成するために必要な限

度を越えてはならない」とある。これは比例

性原則と呼ばれる、目的と手段が釣り合って

いなくてはならないという原則である。第１

段がECでできる範囲を示し、第２段でECが

するべきかどうかの原則を示し、第３段では、

するべき場合でもその程度がどの程度なの

か、方法はどの程度のものなのかということ

を示す指針となる規定になっている。

補完性原則に関しては、EC条約に附属さ

れた議定書にも記載されている。議定書は条

約本体と同じ拘束力を持つため、第５条と同

じレベルで考えて良いのだが、議定書では

「補完性はダイナミックな概念であり、条約

に定められている目的に照らして適用される

べきである」、また「補完性により共同体の

自己の権限内の行動は状況が要求する場合に

は拡張されることが可能となり、また逆に、

もはや正当化されない場合には制限または停

止されることが可能となる」とある。つまり、

補完性原則がEUの役割を拡大させることも

縮小させることもあり得るという点に留意す

べきである。

議定書の（5）に示されている３つの指針

では、1．加盟国の行動によって満足に規制

できないトランスナショナルな側面を有する

場合、2．EUが行動しないことが、加盟国に

とって不利益になる場合、3．EUで行動した

方が加盟国にとっても利益になる場合、とい

うように指針を設けている。また（6）では、

具体的な法的手段を選択する場合、規則より

も指令、詳細な指令よりも、枠組みのみを定

めた枠組み指令が選ばれ、できる限り加盟国

に決定の余地を残すべきである、と議定書は

述べている。また、それに関する附属宣言で

は、EC法の行政的実施は基本的に加盟国の

責任であるということを確認している。

排他的権限と共有権限に分けることが可能

かどうか、ということについて、従来のEC

条約のアプローチは、排他的権限と共有権限

のカタログというものは用意していない。

EC条約のアプローチは、目的条項を定め、

それに対して具体的な任務を列挙し、実際に

は個々の条文で実施方法を定めて、加盟国と

ECが一緒に行動するのか、ECだけが行動す

るのか、という規定の仕方をしている。EC

条約第２条に目的規定がある。「共同市場及

び経済通貨連合の設立」といった目的を明記

し、第３条で「活動」内容を列挙している。

しかし例えば（u）「エネルギー、市民の保護及

び観光の分野における措置」の項目には活動

内容しか書いていない。実施のための規定は

EC条約にはなく、308条の一般条項を用いる。

排他的権限と共有権限の区別については、

ECの排他的権限には２種類ある点に注意す

る必要がある。つまり、排他的権限には補完

性原則の対象とならないものと、対象になる

ものがある。補完性原則の対象とならない、

狭義での排他的権限とは、加盟国からECに

権限が委譲され、二度と加盟国には戻らない

場合の権限である。これに該当する政策は比

較的少数である。たとえば第１に共通通商政

策。第２に、1972年の加盟議定書に定められ

た共通漁業政策に関する権限。第３が金融政

策。第４が、モノ・ヒト・サービス・資本の

自由移動の規定。EC裁判所も同意するであ

ろう不可逆的な排他的権限というのは、この

４つのみであろうといわれている。ただ、欧

州委の見解はもう少し広く、第５の政策とし
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て、EC条約がECを行動する義務の下におい

ている場合には、排他的権限になるとしてい

る。具体的には、４つの自由移動のほかに

競争法関連、共通農業政策の本質的部分も

ECの排他的権限に入るという解釈をとって

いる。

補完性原則の対象となる排他的権限とは、

権限を行使することによって排他的となる性

質のものである。ECの権限というのは、ほ

とんど共有権限、非排他的な権限である。共

有権限がなぜ排他的になるかというと、EC

法の優越性という原則があり、共有権限にお

いてはECの措置は加盟国の措置に優越する。

よってECが共有権限を行使すると、その後

加盟国は当該部分で共同体法に抵触するよう

な権限を行使できなくなるのである。つまり、

ECが権限を行使する程度に応じて、ECの権

限は排他的になる。ただし、補完性原則の適

用は受けるため、後からでもECではなく加

盟国で遂行しよう、と加盟国の権限に基づく

ようにすることが出来るということを意味す

る。広義での排他的権限の場合、加盟国の権

限に戻すことが可能なのである。

308条の「共同市場の運営にあたって、共

同体の目的のいずれかを達成するため共同体

の行動が必要なことがわかり、本条約がこの

ために必要な行動をとる権限を定めていない

ときは・・・適当な措置をとる」という規定

は、これまで環境、消費者補護、公衆衛生と

いったEC条約に明記していなかった分野に

おいて用いられてきた。つまり、まず308条

を根拠にしてECで実行し、それを後から条

約改正でEC条約に盛り込む、ということを

してきた。

この308条については、ドイツの連邦憲法

裁判所やデンマークの最高裁判所が非常に敏

感になっており、ECが308条の規定や、ある

いは黙示的権限の解釈で、EUの権限を拡張

してきたことを批判している。

しかし、度重なる条約改正でECの権限を

定める規定が追加されたため、308条は当初

ほど使われなくなっている。ただ、前述のと

おりエネルギー、市民の保護、観光などの分

野では実施条項がないため308条が使われて

いるほか、共同体レベルでの知的財産権を定

める場合も308条が使われている。また、経

済的、財政的、技術的援助についても308条

が使われていたが、ニース条約では新しく

181a条ということで明文化された。

なお、権限のカタログ化については、頻繁

に改正する必要が出てくるであろうことから、

作成するメリットは小さいといわれている。

（2）EUの法的手段の簡素化

ラーケン宣言の２番目の問題提起は、EU

の法的手段、法文書を簡素化しようというも

のである。①立法手段の数が多すぎるため、

「直接適用可能な規則」と「枠組み立法、拘

束力を有しない手段」（例えば意見、勧告、

開放的調整）に削減するべきか。②政策目的

の達成の点で、加盟国に一層の行動の自由を

与える枠組み立法をより多く用いるのが望ま

しいのか、そうでないのか。③どの権限領域

で「開放的調整」および相互承認が最も適切

な手段なのか。つまり、加盟国が自由に手段

を選ぶことができることがもっともふさわし

いのはどの権限領域においてか、ということ

などがあげられている。

249条を見ると、規則、指令、決定という

EUの法的手段の内容が書かれているが、ど

れを立法で、どれを行政措置で使うのかとい

うことは定めていない。マーストリヒト条約

の附属宣言では、立法行為（legislative act）

を設け、一般原則と本質的要素と達成目的だ

けを定めて、必ず共同決定手続きを取る。そ

の他の行為は行政的な措置として、諮問手続

きを取る。つまり、立法と行政について、使

う手段と決定手続きを変えることが提案され

ていた。しかし、96年のアムステルダムでの

IGCでは結論は見送られた。
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欧州委は、「ヨーロピアン・ガヴァナンス」

白書において主な立法提案を本質的な要素に

限定することを提案している。ただ、理事会

が定めた立法的な措置を欧州委への委任立法

で任せるコミトロジー手続きというのものが

あり、この扱いが、今後立法措置と実施措置

という区別を設けた場合に問題になってくる

ことも言及しておく。

４．EUにおける一層の民主主義、透
明性および効率性の確保

ラーケン宣言の３つ目の問題提起として、

民主主義、透明性、効率性の確保という問題

がある。ここでは欧州委員長の選出方法につ

いて言及しているほか、欧州議会の役割の強

化に関し、共同決定権を拡張すべきかという

点にも触れている。

また、諸機関の間におけるバランスおよび

相互コントロールはどのように確保されるべ

きかという点がある。欧州議会は独立性を持

っている欧州委を民主的にコントロールする

ということで、総辞職の動議といった権限を

持っているが、今後は理事会向けのコントロ

ールの権限を持つべきなのか、という問題意

識が含まれている。国内議会の役割について

も、EUの機関の中への取り込み、例えばEU

の中に国内議会議員で構成する機関を創設す

る必要性を検討する。

「EUにおける国内議会の役割に関する議

定書」は、条約本体と同じ効力を持つ。ここで

は、欧州委が協議文書や提案を出した場合、

欧州議会や理事会が決定する前に、国内議会

で検討できる機会が与えられるという権限を

付与している。つまり、国内議会が検討をす

れば、理事会に行く加盟国の政府代表に縛り

をかけられるという意味で、議会制民主的コン

トロールを確保するための権限になっている。

欧州問題委員会会議（COSAC）に関して

は、各議会の欧州問題担当委員会が集まって、

その中で司法内務領域や基本的人権が関わる

部分で欧州理事会が開催される前に提案を行

っている。

理事会については、現在は外相で構成され

る総務理事会のほか、分野ごとに司法内務理

事会、経済財政理事会などがあるが、これらの

構成を改善すべきかという問題意識がある。

外相で構成されている総務理事会には、複

数の問題領域にまたがる法案の審議決定と対

外関係の処理という２つの役割がある。しか

し外相が総務理事会で決めようと思うこと

を、自国の内閣と相談するとき、省庁間の対

立が当然生じる。例えば、外相が考えている

ことと、財務相が考えていることが違うと、

EUでは総務理事会で決めることと、経済財政

理事会で決めることが違ってくる。しかしそ

の調整の機能は総務理事会が行うことになっ

ており、事実上調整機能が失われている。こ

れについては条約を改正しなくても解消でき

るため、理事会が組織の数を減らすなどしてい

るが、根本的な解決にはなっていない。

共同手続きの簡素化、スピードアップとい

うことも問題点とされているが、アムステル

ダム条約の附属宣言で、共同決定手続きでの

期限の尊重について言及している。共同決

定手続きの各段階では期限が定められている

のだが、欧州議会の第１読会の部分と理事会

が共通の立場を示す部分には期限が設定され

ていないため、手続きの遅延を招く可能性が

ある。

５．EU市民のための憲法に向けて

現在、EU条約が１つ、EC３共同体条約が

３つということで、４つの文書が存在してい

る。2002年の７月に欧州石炭鉄鋼共同体の条

約が期限を失効するため、そのまま失効させ

ると３つの文書ということになるが、構成が

非常に複雑である。日本国憲法をみると人権

規定と統治機構に分かれているが、同様の形

式のテキストが採択できないかということ

が、最後の問題設定になっている。これにつ



いてはヨーロッパ大学院大学が、欧州委から

の委託で基本条約とその他の条約をまとめ直

したドラフトがある。そこではEUの目的、

機構の構成などに関しては、EC、EUの区別

なく基本条約にまとめた。そして附属議定書

として共通外交・安全保障政策（CFSP）に

関する特別議定書、警察・刑事司法協力

（PJCC）に関する特別議定書、その他のEC

関連条約を議定書として定めることを提案し

ている。

この基本条約と、その他の議定書という分

け方に応じて、基本条約の改正はIGCを開催

し、各国の批准で改正する「重い」手続で行

う。また基本条約以外の文書の改正について

は、これは内部組織であるとか、基本原則の

適用なので、加盟国の主権には直接触れない

ため「軽い」手続きで行っても良いのではな

いか、という提案がある。

例えば、133条の共通通商政策。WTOには

ECと加盟国の両方が加盟している。これは

物の移動と、人の移動を伴わないサービスの

提供、この２つの部分だけがECの権限で、

その他のサービスの貿易は加盟国の権限とな

っているためである。133条５項は、サービ

スと知的財産権をECの権限にしたい場合に

は条約改正ではなく理事会の全会一致で良い

とする簡易手続になっている。ヨーロッパ大

学院大学は、これを基本条約以外にも適用す

ればよいのではないかと考えており、欧州委

もこの方針に賛成している。

６．まとめ：「ニース・レフトオー
バー？」

拡大の前に取り組むべきと思われる点が１

つある。それは、欧州中央銀行（ECB）にお

ける意思決定手段に関するものである。ニー

ス条約では、第５条10の６を改正した。つま

り、首脳理事会において全会一致で合意すれ

ば、10条２項の部分については、各国の批准

は必要であるがIGCを開催しなくても改正が

可能という、若干「軽い」手続きに改正した。

10条２項というのは、ECBの決定機関であ

る政策理事会の意思決定手続きに関するもの

である。10条２項の２段は、政策理事会の各

構成員による単純多数決で決めるが、可否同

数の場合は、総裁が決めるとしている。これ

を今後はIGCを開かなくても改正できるよう

にしたということで、EU拡大を意識した改

正になっている。

図表１のとおり、政策理事会の構成は、役

員会の構成員が総裁、副総裁、４人の理事の

合計６人。ユーロ参加国の国内中央銀行総裁

が11人、2001年からギリシャが加わって12人。

合わせて現在16人が政策理事会の構成員とな

っている。票決手続きは原則単純多数決で、

８対８になった場合はECB総裁が決めるとい

うことになる。図表２に政策理事会と役員会、

各国中央銀行の関係を図示している。

加盟国が拡大するとどういうことが起きる

か。現在では18票なので、９票取れば賛否同

数で、総裁決定により金利政策が決定する。

つまり、役員会６人は必ず同一歩調を取ると

考えると、12人の中央銀行総裁のうち３人を

味方につければ金融政策は決定できる。とこ

ろが、増えてくるとどうなるか。加盟国が12

カ国増えた場合には、政策理事会の構成員は

24カ国の中央銀行と役員会の６人の合計30人

となり、その中で15票が必要であるため役員

会以外に９票が必要となる。ここに、英国、

デンマーク、スウェーデンが入ると政策理事

会は33人になり、役員会６人以外に11加盟国

の中央銀行の賛成が必要になる。３カ国の賛

成でいいものが11カ国の賛成が必要になるた

め、EU拡大後の意思決定手続きが欧州中央

銀行内部でも検討の対象となっているようで

ある。

まとめとして４点。まず、「諮問会議」方

式をとったということで、従来の政府間会議

とは違って、各国政府代表だけではなく国内
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政策理事会�

出所：庄司克宏「EU経済通貨同盟の法的構造」『日本EU学会年報』第19号・1999年�

（筆者作成）�
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図表１　ESCBの政策決定機関の構成、責任および表決手続�

役員会構成員（６人）�
ユーロ参加国の国内中央銀行
総裁（11人）�

①ESCBに託された任務の遂
行を確保するために必要な
「指針」を採択し、「決定」
を行うこと。�

②適宜、ESCBにおける中間
的な通貨目標、主要金利お
よび準備の供給に関する「決
定」を含むECの通貨政策
を策定し、また、それらの
「決定」を実施するために
必要な「指針」を確立する
こと。�

①原則：単純多数決（１人１
票）�

②３分の２の多数決（１人１
票）：ESCB 定款14.4、20�

③全会一致：ESCB 定款41�
④加重特定多数決（ECB払

込資本金における国内中央
銀行の持分比による加重、
役員会構成員の加重票はゼ
ロ、決定成立のためには少
なくともECB払込資本金
の３分の２かつ出資者の少
なくとも半数が必要）：
ESCB 定款28、29、30、32、
33

ECB総裁、副総裁�
他の４人の理事�

①政策理事会が定める「指針」
および「決定」に従って金
融（通貨）政策を実施する
こと。また、その際、国内
中央銀行に対し、必要な「訓
令」を与えること。�

②政策理事会が委任する一定
の権限を行使すること。�

原則：単純多数決（１人１
票）。賛否同数の場合
は、総裁が決定票を投
じる。�

ECB総裁、副総裁�
全加盟国の国内中央銀行総裁

（15人）�

①適用免除国（ユーロ未参加
国 ） の 存 在 の ゆ え に 、
EMU第３段階においても、
ECBが引き継いで遂行し
なければならない欧州通貨
機構（EMI）の任務を行う
こと。�

②以下の点に寄与すること。�
　・ESCBの助言提供機能（①

参照）�
　・統計情報の収集�
　・ECBの季刊および年次

報告書ならびに週例連結
財務諸表の準備�

　・国内中央銀行が行うオペ
レーションについての決
算および報告の標準化の
ために必要な規範の定立�

　・EC条約にすでに定めら
れている以外のECBの
資本金払込の配分比の設
定に関連する措置の採択�

　・ECB職員の雇用条件の
制定�

　・適用免除国通貨の為替レ
ートを不可逆的に固定す
るために必要な準備�

明示規定なし（全体理事会手
続規則による）。�
ただし、例外として加重特定
多数決（政策理事会における
手続の準用）：ESCB 定款48



議会を取り込んだということには大きな意義

がある。これは、基本権憲章を採択した諮問

会議をモデルにしたのだが、異なる点がある。

それは、基本権憲章の時には文字どおり人権

憲章を作るというシングル・イシューであっ

て、その内容には一定の合意が元からあった

のだが、今回のIGCに向けた諮問会議は、

EUのあり方の根本的見直しということで、

出発点としてコンセンサスはないと思われる

点である。諮問会議によってコンセンサスが

達成できるかどうかは、IGCに向けての縛り

に大きな影響を与えることになる。

第２に、EUの全体的なトレンドとしては、

EUが行うべき事項を明確化して、そこに資

源を集中する方向にあると思われる。例えば

ECの立法措置というものも、本質的なエレ

メントと達成目標と一般原則だけ指令で定め

て、あとは加盟国に任せる、また行政に関し
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図表２　ユーロシステムの権限�

助言機能�
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代表�

出席�
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〈規制権限〉�

規則、決定等の制�

定、制裁金の賦課�

出所：図表１に同じ。�
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ては、欧州委が何もかも抱え込むのではなく、

欧州環境庁など様々な補助機関を設置するこ

とで、EUレベルでの行政も分権化しようと

している。欧州委は立法案の策定など戦略的

な役割に集中しようという傾向がある。

第３に、拡大との関連では、前回のニース

条約においては例えば理事会における特定多

数決の票数の再配分、欧州委の定員削減、欧

州議会の定員の改正といった枠組みを定め

た。ところが、各機関の任務達成の手段や各

機関そのものの意義といった実質的な問題に

ついては、まだ必ずしも解決されているわけ

ではない。例えば、前述した総務理事会のあ

り方の問題、あるいは共同決定手続きの事項

とその運用の問題といった中身の問題を今後

詰める必要があると思われる。

最後に、権限配分の問題については、EU

と加盟国の権限を列挙して明確化するという

ことは無理であろう。加盟国が絶対に譲らな

い権限があるという程度しか書けないのでは

ないかと思われる。

（まとめ：志牟田　剛）

（以下は駿河台大学経済学部の田中友義教授

に、ジェトロ海外調査部欧州課主催の研究会

（2002年３月開催）で解説をお願いし、取り

まとめたものである。）

１．はじめに

新たに中・東欧諸国（CEEC）（注1）の加盟

を受け入れるEUと加盟を希望するCEEC双

方にとってEU拡大実現のために解決すべき

課題は多い。

加盟申請諸国との交渉は、98年３月から第

１グループのポーランド、ハンガリーなど５

カ国、2000年２月から第２グループのスロバ

キア、ルーマニアなど５カ国それぞれで始ま

り、2002年末までに終了することで合意して

いる（現在の予想ではルーマニア、ブルガリ

アを除く８カ国が交渉を終了の予定）。早け

れば2004年から2005年にはチェコ、ハンガリ

ーなど一部の諸国はトップランナーとして加

盟を実現する可能性が高い。

加盟交渉の進捗とは別に、1980年代末の社

会主義体制転換後、経済、貿易の実態面では

EUとCEEC間の統合化は大きく進展してい

るのではないかと考えられる。本レポートで

はこのような経済統合化の進展の実態をいく

つかの統計データを基に検証する。

２．移行経済国の市場経済化の現状

（1）中欧３カ国で高い「GDPに占める民間

の割合」

EU拡大では、受け入れる側（現加盟国）

と加盟する側（10カ国）のそれぞれが課題を

抱える。EU側の課題としては、EUの機構改

革や共通農業政策（CAP）、構造基金改革の

問題がある。一方、加盟交渉国側の課題とし

ては、市場経済化がどの程度進んでいるか、

拡大EUと中・東欧（CEEC）のEUへの経済統合化の進展
海外調査部欧州課

（注１）EBRDは中・東欧、バルト諸国、バルカン諸国の15カ国をCEECと定義している。これには、現在、EU
加盟交渉をしている以下の10カ国が含まれる：ブルガリア、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビ
ア、リトアニア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア。
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自国企業が西側企業との競争に耐えられるか

が課題となる。では、CEECの市場経済化は

現在、どの程度まで進んでいるのだろうか。

表１は、EBRD（欧州復興開発銀行）が

CEECの市場経済化の状況を項目別に評価し

たものである。表中①～⑩の国が現在の加盟

交渉国である。「GDPに占める民間部門の割

合」では、移行経済国で民間がどの程度の役

割を果たしているのかがわかる。同項目をみ

ると、ハンガリー、チェコ、ポーランドの中

欧3カ国のパフォーマンスが良い（それぞれ

80%、80%、75%）。カッコ内は95年の割合で

あるが、95年と比べると、ブルガリアがもっ

とも上昇している（95年：45%→2000年：

70%）。他方、ラトビアは5ポイントしか上昇

していない（95年：60%→2000年：65％）。

（2）「小企業の民営化」で進展

EBRDはCEEC各国の市場経済化の進展度

を部門別に１～４+の５段階で評価している

（表１参照）。数字が大きいほど、項目分野が

先進国に近づいていることを示している。

評価分野には、「国営企業の民営化」、「企業

統治・リストラ」、「価格の自由化」、「貿

易・外国為替制度」、「競争政策」、「銀行改

革・金利自由化」、「証券市場・ノンバンク

機関」がある。

国別にみると、ハンガリー、チェコ、ポー

ランドの中欧３カ国は４もしくは４+が多

い。評価分野別にみると、「小企業の民営化」

が進んでいる。また、「大企業の民営化」の

評価も上昇傾向にある。これは、外資による

民営化が進んでいる証左といえよう。「市

場・貿易」では「貿易・外国為替制度」が比

較的評価されている。その他の項目では市場

経済化が遅れている。

３．EUとCEECの貿易関係

（1）非対称的に貿易を自由化

次に、EUとCEECの貿易関係をみる。両

地域が締結した貿易協定をみると、EUは

CEECとの通商協定、通商・協力協定、欧州

協定（Europe Agreement, EA）などの調印

によって、貿易自由化を図ってきた。

自由化の進め方をみると、まずEU側が関

税を引き下げ、その後CEEC側が関税を下げる

非対称的な自由化スケジュールが特長である。

最恵国待遇（MFN）、一般特恵関税（GSP）、

欧州協定（EA）と関税が引き下げられてき

た。なお、繊維製品や石炭・鉄鋼製品の一部

には、EUの関税割当制が残っている。

一方、CEEC側もEU製品に対して95年か

ら関税を漸次撤廃してきている。例えばチェ

コの場合、96年に全製品では平均5.9%、製造

品では平均6.2%であった関税率が、2001年に

はEUからの工業製品に対する関税が撤廃さ

れている。

（2）貿易関係、順調に拡大

EUとCEECの貿易は順調に拡大している。

欧州委員会によると、EUからCEECへの輸

出シェアは90年の6.2%から2000年の13.3%に

増加している。同様にEUのCEECからの輸

入シェアも90年の5.4%から2000年の10.0%に

増加している。

EUのCEEC貿易では、ドイツのシェアが

高い。EUROSTATによると、ドイツはEU

のCEEC向け輸出の40.9%、輸入の44.5%を占

めている（2000年）。第2位はイタリアで輸出

の14.0%、輸入の12.4%を占める。この結果、

ドイツとイタリアでEUのCEEC貿易の約半

分を占める。CEEC側からみると、輸出入と

もにポーランド、チェコ、ハンガリーの中欧

3カ国に集中している。

（3）CEEC国、EUへの貿易依存で差

国際通貨基金（IMF）統計によると、

CEECの輸出のうちEU向けは64%のシェアを

占めた（98年）。また、輸入でもEUからの輸

入は64%のシェアを占める。CEECを国別に
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みると、EUへの貿易依存が高い国とそうで

ない国に分かれる。EUへの貿易依存が高い

国の代表はポーランドで、輸出の68%、輸入

の72%をEUに依存している。このほか、エ

ストニア、ラトビア、スロバキアなどがEU

への貿易依存が高い国として挙げられる。

一方、移行国地域内での貿易に依存する国

としてはブルガリアが挙げられる。同国は

EUへの輸出入依存がそれぞれ、38%、47%

と 低 い 一 方 、「 す べ て の 移 行 国 （ a l l

transition countries）」への輸出入はそれぞ

れ、54%、39%と高い。ルーマニアもその傾

向がある（EU輸出入：56%、51%、すべて

の移行国：38%、42%）。

今後はこの貿易構造がどのように変化する

かに注目すべきである。現在EUへの貿易依

存度が低いブルガリアやルーマニアなどが、

EU加盟が視野に入るに従って、EUへの貿易

依存度が高くなる可能性がある。

（4）産業内貿易が活発化

EUROSTATによると、EUとCEECの貿易

を品目別に見た場合、EUの輸出では自動

車・電気機器・通信機器・OA機器など機

械・輸送機器が全体の45.0%を占める（2000

年）。ついで、繊維・鉄鋼・金属加工などの

その他製品32.0%、化学品11.5%などとなって

いる。輸入については、機械・輸送機器が

41.5%、繊維・鉄鋼・金属加工などその他製

品41.0%などとなっており、近年産業内貿易

が活発化していることがうかがわれる。

４．EUとCEECの投資関係

（1）中欧３カ国に投資が集中

CEECの市場経済化の進展と相俟って当該

地域の投資環境が次第に整備された結果、外

国からの直接投資が急増し、CEECの経済発

展の原動力となっている。特に欧州協定発効

後の90年代半ば以降に投資が急増している。

EBRDによると、CEECへの外国直接投資

受入額（ネット）は89年の約1.8億ドルから

2000年は約215億ドル（推定）へと著しく増

加し、89～2000年の累計では約954億ドルに

達した。受入国別にみると、ハンガリー、チ

ェコ、ポーランドの中欧３カ国に集中してい

る。89～2000年の累計では、上記３カ国で全

体の73.8%を占める。

上記３カ国への直接投資額の推移をみる

と、95年までは、外資導入による大規模国営

企業の民営化を進めたハンガリーへの投資が

圧倒的に多く、ハンガリーへの投資額がチェ

コとポーランドへの投資額を合計した規模に

ほぼ匹敵する状況が続いた。その後、ハンガ

リーの民営化大型案件が一巡したことから、

ポーランド向けの投資が増加した。これは、

国有企業の民営化が順調に進んだほかに、自

動車、通信などの部門への外資進出が活発に

行われたこと、金融などの非製造業部門にお

いても外資が積極的に進出したことによる。

チェコは97年に通貨危機に見舞われ、マク

ロ経済が停滞、政治的にも陰りが見られたも

のの、99年には62億ドルと過去最高額の投資

が流入した。2002年以降、電力、ガス、通信

などの大規模国営企業の民営化が予定されて

おり、今後、外資の流入額は増加すると予想

される。

（2）存在大きいドイツのCEEC向け投資

CEEC向けの直接投資は、EUからが圧倒的

に多い。また、EUのCEEC向け直接投資のう

ち、ドイツの割合が大きい。EUROSTATに

よると、ドイツは92～96年のEUのCEEC向

け直接投資額の4割以上を占める（46.4%）。

一方、同時期のドイツのEU向けのシェアは

30.94%である。フランスをみると、欧州全域

に対する直接投資に占めるCEEC向けは

12.5%とシェアが低いのに対して、EU向けは

20.39%である。

UNCTAD発表のチェコ向けの直接投資残

高をみると、ドイツが約3割を占める（29.6%、
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98年末）。一方、日本は0.5%にすぎない。ハ

ンガリー向けの直接投資ではドイツが同様に

28.0%を占め、日本は1.9%を占める（98年末）。

日本はチェコへの投資に比べて、ハンガリー

での直接投資の割合が高いことがわかる。

UNCTAD発表の業種別直接投資残高（ハ

ンガリー、チェコが98年末、ポーランドは99

年末）をみると、チェコとポーランドは製造

業が中心である（それぞれ45.8%、49.2%）。

一方、ハンガリーは金融などの非製造業の割

合も多い（61.4%）。

５．PHAREプログラム

（1）支援開始は1990年

PHARE（Poland and Hungary：Assistance

for Restructuring of Economy）プログラム

は89年７月のアルシュ・サミットでのポーラ

ンド・ハンガリー支援の決定を受け、調整役

として、EC委員会（当時）が開催した89年

８月のG24によるポーランド・ハンガリー支

援国会議で決定されたものである。EC委員

会はG24支援国会議の調整局を担当するとと

もに、G24とIMF、世界銀行、EBRDなど国

際機関の援助額の50%以上をEC（EU）と加

盟国が負担し、同時に、欧州委員会は対外総

局（DGⅠ、現在の拡大総局）にPHARE委員

会を設置し、90年からPHAREプログラムの

枠内で、EC（EU）固有財源による援助とし

てのEUのPHAREプログラムを開始した。

他方、EUは多国間援助システムである

EBRDを通じてもCEEC、CISなどの諸国に

投融資（貸付・株式投資・保証）・技術援助

を行っている。EBRDはフランスのイニシア

ティヴで91年に設立された。現在58カ国と２

国際機関（欧州投資銀行（EIB）、EU）が出資し

ている。EU、EU加盟国、EIBの出資比率は

51%で、援助対象国（countries of operation）

は27カ国である。

EBRDの目的はCEECとCIS諸国の経済発

展と再建のために「開放的な市場指向経済へ

の移行を促進し、民間と企業家のイニシアテ

ィヴを育成する」ことである。業務対象は、

CEEC、CISの民間部門の育成と市場経済の

促進に寄与する投融資・技術協力である。

（2）EU加盟準備の資金援助プログラムに変更

EUのPHAREプログラムの資金援助は、欧

州協定（EA）に代表される二国間協定によ

って援助対象国の政治的コンディショナリテ

ィーに応じて判断される。PHAREプログラ

ムはCEECのEU加盟を支援するという性格

を強めている。当初はすべて贈与であること、

経済再建のための財政・技術支援に援助対象

が限定されていたが、97年12月のルクセンブ

ルク欧州理事会でPHARE支援を加盟国の行

政・司法能力の強化（30%）とアキ・コミュ

ノテールへの適応（70%）に集中することが

決定された。

援助対象国は89年のポーランド、ハンガリ

ーの２カ国から13カ国に拡大した。PHARE

プログラムに対する財政援助予算は90年以

降、年々拡大傾向にあり、90～2000年の118

億8,070万ユーロ（コミットメント・ベース）

に上る。

国別援助資金の配分をみると、ポーランド

向けがもっとも多く25億ユーロ（全体の

21%）、ルーマニア14億3,900万ユーロ（12.1%）、

ハンガリー10億7,500万ユーロ（9.1%）と続

いている。また、セクター別援助資金の配分

をみると、インフラ整備向けがもっとも多く

28億5,500万ユーロ（全体の24%）、民間部

門・民営化・リストラ・中小企業向け13億

5,600万ユーロ（11.7%）、行政・公的機関向

け12億6,500万ユーロ（10.7%）、教育・訓

練・R&D向け12億6,200万ユーロ（10.6%）な

どとなっている。

99年３月のベルリン欧州理事会の決定によっ

て、2000年から2006年の期間、加盟支援年間

予算として、PHAREプログラム15億6,000万

ユーロに加えて、新たに環境・輸送投資支援



（ISPA：Pre-Accession Structural Instrument）

10億4,000万ユーロと農業・農村開発支援

（SAPARD：Special Action Programme for

Agriculture and Rural Development）５億

2,000万ユーロが計上されている。

（まとめ：C塚　一）
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欧州委員会は2001年11月13日、ＥＵ加盟候

補13カ国における加盟準備の進捗状況に関す

るプログレス・レポート（注１）を採択した。欧

州委は、各国の進捗状況は順調とした上で、

現在のところ10カ国が2004年に加盟可能なペ

ースで交渉を進めていると評価している。

前回のプログレス・レポート発表（2000年

11月）以後、ＥＵは東方拡大に向けて不可欠と

されたＥＵ自身の機構改革問題を2000年12月

のニースEU首脳会議において決着させた後、

拡大問題を筆頭課題に据え加盟候補国との交

渉を一層加速化させる意思を明らかにした。

2001年６月のヨーテボリEU首脳会議では、

加盟準備が整った候補国に対しては、2002

年末までに加盟交渉を終え、2004年の欧州

議会選挙に合わせて加盟させることで合意

している。

2001年のプログレス・レポートにおいて欧

州委は、すべての候補国においてそれぞれ加

盟準備に向けた顕著な進展が見られるとした

上で、経済面で遅れをとるブルガリア、ルー

マニアおよび加盟交渉を開始していないトル

EU拡大と各国の取り組み
（ハーモナイゼーション調査）

（EU、ポーランド、チェコ、ハンガリー、スロバキア、ブルガリア、
スロベニア、ルーマニア、エストニア、ラトビア、リトアニア）

欧州委員会は2001年11月、「EU加盟候補国の加盟準備状況についての報告書（プログレ

ス・レポート）」を公表した。2001年12月に採択されたラーケン宣言では、EU加盟国は

「2004年に25カ国になる」ことが予測されている。2004年のEU加盟実現のためには、加

盟候補国は、2002年中に加盟交渉を終える必要があることから、交渉の動向についての関

心は高まっている。

本レポートでは、EU加盟交渉国12カ国での交渉の進捗状況に対する欧州委の評価と、

それに対する各国政府、産業界の反応や今後の対応について報告する。

10

プログレスレポートにみるEU加盟交渉進捗状況（EU）
ブリュッセル・センター

（注１）プログレス・レポート：欧州委員会（拡大総局）が98年以降毎年作成している加盟候補国の進捗状況
についての報告書。



コを除く10カ国は、2004年に加盟可能なペー

スで準備が進んでいると評価している。他方、

欧州委は、ＥＵ加盟候補国のアキ・コミュノ

テール（注２）を履行する能力については、なお

一層の注力が必要としており、次回2002年の

プログレス・レポートにおいて2004年加盟に

向けた最終的な候補国を見極めたい意向であ

る。

加盟候補各国の加盟に向けた取組みは、ど

の程度進展しているのであろうか。

本レポートでは、2001年11月に発表されたプ

ログレス・レポートを基に、各候補国（ここで

は10カ国）の改革進捗状況について紹介する。

１．概要

第４回目となる今回のプログレス・レポー

トでは、前回レポートに引き続き、2000年10

月～2001年９月にかけての加盟候補各国の加

盟に向けた取組みの進捗状況が報告されてい

る。従来と同様に進捗程度は、①93年にコペ

ンハーゲンEU首脳会議において設定された

新規加盟のための政治・経済面での必要基準

（コペンハーゲン・クライテリア）、②アキ・

コミュノテールを履行する能力基準に基づき

評価されている。また、95年のマドリッド

EU首脳会議、97年のルクセンブルクEU首脳

会議で強調された内容を踏まえ、加盟後にＥ

Ｕ政策を遂行するために必要な行政能力も評

価の対象として重視されている。

①　政治的基準

コペンハーゲン・クライテリアでは、加盟

に必要な政治的用件として、民主主義、法の

支配、人権、少数民族の尊重・保護、これら

を保証する安定した制度の確立が挙げられて

いる。

前回2000年のレポート時と比較して、民主

主義制度の強化、法支配の尊重、人権の擁護

の面で、トルコを除く全ての候補国において

進展が見られたと評価している。他方、司法

制度改革の遅れおよび汚職問題に関しては引

き続き注視が必要としている。また、トルコ

に対しては、最近実施された憲法改正が人権

擁護面での具体的な進展に結びつくよう必要

な措置を講ずることを求めている。

②　経済的基準

各国の進展状況は、コペンハーゲン・クラ

イテリアの経済的基準「正常な市場経済の存

在およびＥＵ域内の競争圧力と市場諸力に対

応可能な能力の確保」に基づいて評価された。

今回のレポートでは、経済的基準について

は、今回の評価期間が世界的な経済後退時期

と重なったにもかかわらず、比較的堅実な成

長を遂げたとして候補国一様に良好と評価し

ている。

市場経済への移行については、候補国間で

やや程度の差が見られるものの、ブルガリア、

ルーマニアおよびトルコを除き概ね適当に機

能していると評価している。ブルガリアにつ

いては、市場経済が機能するまでもう一歩の

段階に達しているとしている。2000年の第３

回プログレス・レポートでほとんど進捗が見

られないと指摘したルーマニアに対しては、

初めて明らかな進展が見られたと評価した。

またトルコに対しては、市場機能改善は進ん

でいないものの、同国経済のかなりの部分は、

関税同盟の枠組の下、すでにＥＵ市場内にお

いて競争力を確保していると分析している。

進捗状況ごとに各加盟候補国を分類する

と、以下の通りとなる。

・キプロス、マルタ：市場経済が正常に機能

している。EＵ域内の競争圧力と市場諸力

JETRO ユーロトレンド　2002.5104

10

（注２）アキ・コミュノーテール：欧州共同体の基本条約に基づく権利と義務の総体。
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に対応が可能。

・チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビ

ア、リトアニア、ポーランド、スロバキア、

スロベニア：市場経済が正常に機能してい

る。各国間で経済的格差はあるものの、現

在の改革施策を維持し強化すれば、短期的

に、ＥＵ域内の競争圧力と市場諸力に対応

可能な能力が確保できる。

・ブルガリア：市場経済が正常に機能するの

にもう一歩の段階。現在の改革を完遂し、

根強く残る障壁の排除に一層注力すれば、

中期的に、ＥＵ域内の競争圧力と市場諸力

に対応可能な能力が確保できる。

・ルーマニア：正常な市場経済が機能してい

るとは言えず、ＥＵ域内の競争圧力と市場

諸力に対応可能な能力も確保していない。

しかし、今回初めて大きな進展が見られた。

・トルコ：市場機能改善は進んでいないもの

の、同国経済のかなりの部分は、関税同盟

の枠組の下、すでにＥＵ市場内において競

争力を確保していると分析している。

③　アキ・コミュノテール

コペンハーゲン・クライテリアは、加盟候

補国が政治、経済、通貨の統合という目的に

忠実であることを含め、アキ・コミュノテー

ルの基準を達成することを求めている。

95年のマドリッドEU首脳会議では、ア

キ・コミュノテールを国内法制化するだけで

なく、適当な行政・司法機構を通じて効率的

に実施する事の重要性が強調された。この点

についてはその後の97年のルクセンブルク

EU首脳会議、2000年のフェイラEU首脳会議

でも指摘されており、早期加盟に向けて鍵と

なる分野と見られている。

今回のレポートでは、法整備および運営能

力向上の両面において概ね良好な進展が見ら

れたものの、なお一層の努力が必要と評価さ

れた。

なお、欧州委は、アキ・コミュノテールの

基準を達成することが2004年加盟実現に向け

た鍵となるとの考えから、2002年を対象に

新たな支援行動計画を提案する。同計画は、

既存の支援制度（専門家派遣、訓練支援、投

資支援）を利用、加盟国準備支援のための

PHAREプログラムからの特別拠出金2億

5,000万ユーロを含め、支援総額は10億ユー

ロに達すると見込まれている。

２．各国別状況

以下では、加盟候補国13カ国のうち、キプ

ロス、マルタおよびトルコを除く中・東欧10

カ国について、加盟交渉項目別に進捗状況を

見ていく。

なお、便宜上、交渉項目には通番（１～31）

を付し、特に記述がない項目については削除

した。交渉項目30と31は、交渉が未開始な

ため省略した。国順は、アルファベット順と

した。
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（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�
�
�
�
�
２　人の自由移動�
３　サービスの自由移動�
�
４　資本の自由移動�
５　会 社 法�
�
�
�
�
�
６　競争政策�
�
�
�
７　農　　業�
�
�
�
�
�
�
�
８　漁　　業�
�
９　運　　輸�
�
�
�
10　税　　制�
11　経済通貨同盟（EMU）�
12　統　　計�
13　社会政策・雇用�
�
�
�
�

（具体的成果）�
・European Accreditationでの活動�
（今後の課題）�
・規格認証のための運営インフラの強化�
・市場監視システムの強化�
・交渉中�
（具体的成果）�
・金融サービス分野で、健全な銀行行政の実施�
・交渉終了�
（総合評価）�
・法整備で一層の進展�
（具体的成果）�
・知的および工業所有権保護に関する法的枠組の整備�
（今後の課題）�
・確実な実施に向けたさらなる取組み�
（具体的成果）�
・国家補助の法的枠組の実施に向けた取組みを開始�
（今後の課題）�
・データ保護に関する法的枠組の構築�
（総合評価）�
・法整備で良好な進展、実施に向けた行政能力強化が課題�
（具体的成果）�
・ＥＵにおける農業および農村地域発展のための特別計画（SAPARD）�
　での一部認可取得�
（今後の課題）�
・家畜植物病検査（Veterinary and phytosanitary  inspection）で一層の�
　機能向上�
（総合評価）�
・前年に比べ進展速度は加速�
（総合評価）�
・法整備および実施機構創設の両面で継続的な進展�
（具体的成果）�
・同分野への投資増加�
・交渉中�
・新たに交渉開始�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・労働法制改正に向けて進展�
・労働査察に関する行政能力の強化�
（今後の課題）�
・無差別待遇に関する法整備�
・労働上の安全衛生をアキ・コミュノテールの基準に近づける�

（1）ブルガリア

法整備面で順調に進展している。しかし、

実施面では一層の取組みが求められる。ア

キ・コミュノテールの適正な運営能力確保に

向けた行政改革面での進展は、引き続き良好

である。しかし、司法制度の質的向上に関し

ては、ほとんど進展が見られず一層の努力が

必要である。
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項　　　目� 内　　　　　　容�

14　エネルギー�

�

�

�

�

15　産　　業�

16　中小企業（SMEs）�

17　科学・研究�

18　教育・訓練�

19　通信・情報技術�

20　文化・オーディオ・ビジュアル�

21　地域政策�

�

�

�

22　環　　境�

�

�

�

23　消費者保護�

24　司法・内務�

�

�

�

�

�

�

25　関税同盟�

26　対外関係�

27　共通外交安全政策（CFSP）�

28　財務管理�

29　財政・予算規定�

（総合評価）�

・法的枠組みの見直しの遅れに伴い、同分野のリストラの進展は停滞、同�

　分野での効率性向上および民営化準備の進展を阻害�

（今後の課題）�

・原子力発電の安全性確保�

・交渉終了�

・交渉終了�

・交渉終了�

・交渉終了�

・交渉終了�

・交渉終了�

（総合評価）�

・ほとんど進展なし�

（今後の課題）�

・構造基金政策の実施に向けた準備に注力�

（総合評価）�

・法整備で継続的な進展�

（今後の課題）�

・実施面での取組みおよび実施に向けた予算確保�

・交渉終了�

（総合評価）�

・法整備面では、ほとんどの分野で一層の進展、実施に向けた行政能力の�

　強化が課題�

（具体的成果）�

・国境管理で、ある程度の進展�

（今後の課題）�

・各省庁間での協力�

・交渉中�

・交渉終了�

・交渉終了�

・交渉中�

・交渉中�



（2）チェコ

一層の取組みが必要な分野はあるものの、前

年の評価以降、幅広い範囲で顕著な進展が見ら

れた。行政改革では、法整備面での進捗が遅れ

ているが、行政能力の強化に向けての取り組み

に関してはある程度の進展が見られた。
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（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�
�
�
�
２　人の自由移動�
�
３　サービスの自由移動�
�
�
�
４　資本の自由移動�
�
５　会 社 法�
�
�
�
６　競争政策�
�
�
�
�
�
�
�
�
７　農　　業�
�
�
�
�
�
�
�
８　漁　　業�
９　運　　輸�
�
�
�
�
�
10　税　　制�
�
�
�
�
�

（総合評価）�
・公共調達を除き、進展�
（具体的成果）�
・規格認証機関は適当な機能を持続�
（今後の課題）�
・専門資格の相互認証に関する法整備の加速化�
（具体的成果）�
・証券委員会（Securities Commission）の機能強化�
（今後の課題）�
・金融サービスの監督に対するさらに強力な規制枠組の設定 �
（今後の課題）�
・既存の無記名預金制度の廃止に向けた取組みの継続�
（総合評価）�
・高い水準でアキ・コミュノテールと整合�
（今後の課題）�
・知的所有権に関して、関連省庁における監督能力の一層の強化 �
（総合評価）�
・法制では、大部分がアキ・コミュノテールと整合�
（具体的成果）�
・独占禁止および国家補助分野での法制度強化�
・経済競争障壁事務所（Office for the Protection of Economic Competition）�
　における優秀なスタッフの配置�
（今後の課題）�
・国庫補助では、鉄鋼および金融分野における厳格で透明性を有する強化�
　策の実施�
（具体的成果）�
・植物衛生分野における法整備で良好な進展�
・国家農業介入基金（State Agriculture Intervention Fund）の設立で良�
　好な進展�
（今後の課題）�
・獣医学（veterinary）分野では、広範囲にわたるアキ・コミュノテール�
　への整合に向けて、一層の取組みが必要�
・農業省（Ministry of Agriculture）の組織再構築に一層の注力�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・道路輸送に関する法整備で一層の進展�
・空輸部門では、欧州各国の民間航空監督機関が属するJAA（Joint �
　Aviation Authority）への加盟実現�
（今後の課題）�
・鉄道輸送部門での取組み�
（総合評価）�
・限定的な進展。�
（今後の課題）�
・付加価値税（VAT）および消費税（excise duty）の税率調和について取�
　り組むべき課題が多い �
・効率的な税務管理の確立に向けて、より具体的な成果が必要�

�
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11　経済通貨同盟（EMU）�
�
�
�
12　統　　計�
13　社会政策・雇用�
�
�
�
14　エネルギー�
�
15　産　　業�
16　中小企業（SMEs）�
17　科学・研究�
18　教育・訓練�
19　通信・情報技術�
�
�
�
�
20　文化・オーディオ・ビジュアル�
�
21　地域政策�
�
�
�
22　環　　境�
�
�
�
23　消費者保護�
24　司法・内務�
�
�
�
�
�
�
�
25　関税同盟�
�
�
�
26　対外関係�
27　共通外交安全政策（CFSP）�
28　財務管理�
�
�
�
29　財政・予算規定�

（総合評価）�
・法整備において相当な進展�
（今後の課題）�
・中央銀行の独立性確保に向けた一層の取組み�
・交渉終了�
（総合評価）�
・法整備面で継続的な進展�
（具体的成果）�
・無差別待遇、労働法、職場の安全衛生に関する法整備で進展あり�
（具体的成果）�
・電力・ガスのＥＵ域内統一市場への参加準備で顕著な進展�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・概してアキ・コミュノテールに対し十分な整合性を得ているが、新たな�
　進展はほとんど見られない�
（今後の課題）�
・将来実施が見込まれる電気通信の自由化に向けた技術条件の設定�
（総合評価）�
・法整備面で大きな進展�
（具体的成果）�
・構造基金政策の将来的な実施に向けて、法的枠組の整備が進展�
（今後の課題）�
・担当行政機関の機能強化に向けた取組みへの注力�
（総合評価）�
・法整備面で良好な進展�
（具体的成果）�
・環境影響調査法（Act on Environmental Impact Assessment）の採択 �
・交渉終了�
（具体的成果）�
・査証および移民政策における法整備ならびに警察・司法間協力に関する�
　法的枠組の強化で進展�
・シェンゲン行動計画（Schengen Action Plan）の採択�
（今後の課題）�
・組織的犯罪への対策�
・国境管理について、公的経路でのチェック機能は向上しているものの、�
　不法入国の取締りで課題が多い、特にスロバキア国境における対策が必要�
（総合評価）�
・アキ・コミュノテールへの整合性では、高水準を確保�
（今後の課題）�
・関税法典（Customs Act）の修正案の採択�
・交渉終了�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・内部財政管理および外部監査に関する法整備で進展�
（今後の課題）�
・包括的な管理システムの構築。�
・交渉中�



（3）エストニア

法整備、実施の両面で順調な進捗ペースを

維持している。すでに、ほとんどの分野で、

アキ・コミュノテール実施に必要な行政組織

を有している。今後は、行政能力の向上に一

層の取組みが必要である。
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（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�
�
２　人の自由移動�
�
３　サービスの自由移動�
�
４　資本の自由移動�
�
５　会 社 法�
�
�
�
６　競争政策�
�
７　農　　業�
�
�
�
�
�
�
８　漁　　業�
�
�
９　運　　輸�
�
�
�
10　税　　制�
�
�
�
�
11　経済通貨同盟（EMU）�
12　統　　計�
13　社会政策・雇用�
�
�
�
14　エネルギー�
�
�
�

（具体的成果）�
・公共調達に関する法整備で進展 �
（具体的成果）�
・専門資格の相互認証を認める新法の施行�
（総合評価）�
・法整備面で大きな進展�
（総合評価）�
・法整備面で大きな進展 �
（総合評価）�
・ 法整備面で一層の進展�
（今後の課題）�
・著作権侵害および偽造品に対する取締りに対する取り組みの強化�
（具体的成果）�
・独占禁止および国家補助に関する法整備面で大きな進展�
（具体的成果）�
・ＥＵの共通農業政策（Common Agricultural Policy: CAP）の実施準備�
　に向けて重要な進展�
・植物衛生分野で進展�
（今後の課題）�
・獣医学分野で、食品安全基準をＥＵ水準まで底上げするために、今後か�
　なりの取組みが必要�
（具体的成果）�
・行政構造の再構築�
・船舶監視制度（Vessel Monitoring System）の設定に向けて取組みが継続�
（総合評価）�
・法整備および実施の両面で継続的な進展�
（今後の課題）�
・鉄道部門における監視機関の役割の明確化�
（具体的成果）�
・VAT、消費税に関する法整備面で進展�
（今後の課題）�
・VAT、消費税に関する法整備面での継続的な取組み�
・税制度上のITシステムにおけるＥＵ側との相互接続�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・法整備面で良好な進展。今後は実施に向けて注力が必要�
（今後の課題）�
・社会的対話の促進�
（総合評価）�
・進展は限定的�
（今後の課題）�
・一層の行政能力の発展を図り、エネルギー市場の監視機能の強化に注力。
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15　産　　業�
16　中小企業（SMEs）�
17　科学・研究�
�
18　教育・訓練�
�
19　通信・情報技術�
�
20　文化・オーディオ・ビジュアル�
�
21　地域政策�
�
�
�
22　環　　境�
�
�
�
�
�
23　消費者保護�
�
24　司法・内務�
�
�
�
25　関税同盟�
�
�
�
�
�
26　対外関係�
27　共通外交安全政策（CFSP）�
�
28　財務管理�
�
�
�
29　財政・予算規定�

・交渉終了�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・ＥＵの関連プログラムに参加 �
（具体的成果）�
・ＥＵの関連プログラムに参加�
（総合評価）�
・大部分はアキ・コミュノテールへの整合を完了�
（総合評価）�
・大部分はアキ・コミュノテールへの整合を完了�
（総合評価）�
・進展あり�
（今後の課題）�
・加盟後の構造基金政策実施に向けて行政能力の向上�
（総合評価）�
・法整備および実施の両面で継続的に進展�
（今後の課題）�
・特に地域レベルにおいて、法令の確実な実施に必要な能力を構築するた�
　め継続的な努力が必要�
・環境法制の強化�
（総合評価）�
・法整備面で良好な進展。�
（具体的成果）�
・新刑法（Penal Code）の採択�
（今後の課題）�
・麻薬売買を含む組織犯罪対策の強化�
（具体的成果）�
・新たな関税法（Customs Code）の導入 �
（今後の課題）�
・アキ・コミュノテール実施のために行政的および制度的能力の向上に注力�
・新たな関税法（Customs Code）の一層の改善への取組み �
・関税制度上のITシステムにおけるＥＵ側との相互接続�
・交渉終了�
（総合評価）�
・良好な進展が見られるものの、法整備面での一層の取組みが必要�
（具体的成果）�
・内部財務管理で一層の進展 �
（今後の課題）�
・外部財務管理に関する法整備�
・交渉中�
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（4）ハンガリー

多くの分野において、法整備および実施面

での進展が見られた。行政改革では、行政能

力の強化に堅実な進展が見られた。

（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�
�
�
�
�
�
�
２　人の自由移動�
３　サービスの自由移動�
�
�
４　資本の自由移動�
�
�
�
�
５　会 社 法�
�
�
６　競争政策�
�
�
７　農　　業�
�
�
�
�
８　漁　　業�
９　運　　輸�
�
�
10　税　　制�
�
�
�
11　経済通貨同盟（EMU）�
�
12　統　　計�
13　社会政策・雇用�
�
�
�
�
�
�

（具体的成果）�
・EUの新アプローチ指令（New Approach Directive）に沿った法整備�
・欧州規格機関CENおよびCENELACの正会員資格獲得�
（今後の課題）�
・包括的市場監視システムの構築�
・公共調達におけるアキ・コミュノテールへの整合、透明性確保、既存ル�
　ールの厳格化（特に高速道路建設において）�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・銀行および保険に関する法整備の進展�
・監督当局の十分な機能発揮�
（具体的成果）�
・ほぼ全面的な自由化実施 �
（今後の課題）�
・無記名口座の段階的配資を目的としたマネーロンダリング防止新法の採�
　択（現在、議会で審議中）�
（具体的成果）�
・工業および知的所有権に関する法制では、アキ・コミュノテールにほぼ�
　整合が図られた �
（具体的成果）�
・国家補助規則に関する法整備で一層の進展�
・独占禁止および国家補助施行機関の十分な機能発揮�
（具体的成果）�
・食品安全および獣医学分野での進展は限定的 �
（今後の課題）�
・獣医学および植物衛生分野における検査処置の機能向上�
・CAP参加に必要な組織の設立に注力�
・交渉終了�
（今後の課題）�
・市場アクセスに関するアキ・コミュノテールの実施に不可欠な鉄道部門�
　の再構築�
（具体的成果）�
・VAT、消費税に関する法整備面で進展�
（今後の課題）�
・税制度上のITシステムにおけるＥＵ側との相互接続�
（具体的成果）�
・新法採択による中央銀行の独立性強化�
・交渉終了�
（総合評価）�
・顕著な進展�
（具体的成果）�
・改正労働法（Revised Labour Law）の採択 �
（今後の課題）�
・信頼構築に向けた社会対話の実施�
�
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14　エネルギー�
�
�
�
15　産　　業�
�
�
16　中小企業（SMEs）�
�
17　科学・研究�
18　教育・訓練�
19　通信・情報技術�
20　文化・オーディオ・ビジュアル�
�
21　地域政策�
�
�
�
�
22　環　　境�
�
�
�
�
�
�
23　消費者保護�
24　司法・内務�
�
�
�
�
�
�
�
25　関税同盟�
�
�
�
26　対外関係�
27　共通外交安全政策（CFSP）�
28　財務管理�
�
�
�
�
29　財政・予算規定�

（総合評価）�
・進展は限定的�
（今後の課題）�
・ＥＵにおけるエネルギーの域内単一市場への参加に必要な法的枠組の設定 �
（具体的成果）�
・Szechenyi計画の採択・実施�
・鉄鋼産業の再構築で進展 �
（具体的成果）�
・Szechenyi計画の採択・実施�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・特に進展なし �
（具体的成果）�
・構造基金政策の実施準備および実施組織の明確化において進展 �
（今後の課題）�
・行政能力、財政、予算手続きの一層の強化�
・効率的な同国内省庁間の強力体制の構築�
（総合評価）�
・大きな成果があった�
（具体的成果）�
・環境影響調査（Environmental Impact Assessment）に関する法令の採択�
・同分野における行政能力の向上�
（今後の課題）�
・関連省庁間での担当業務の明確な区分強化�
・交渉終了�
（総合評価）�
・大きな成果があった�
（具体的成果）�
・査証政策、移民、亡命者保護に関する法整備の進展�
・国境管理について、越境経路の総合開発に関する戦略の採択�
（今後の課題）�
・追加法令の採択および既存組織の強化を通じて、詐欺、汚職、マネーロ�
　ンダリング、組織犯罪に対するより効率的な対策の実施�
（具体的成果）�
・職員訓練および機器の近代化による管理運営能力の強化 �
（今後の課題）�
・関税制度上のITシステムにおけるＥＵ側との相互接続�
・交渉終了�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・外部監査および内部財政管理で進展�
（今後の課題）�
・管理能力一般および内部監査部門での監査役の機能上の独立性で一層の�
　強化が必要 �
（今後の課題）�
・協調融資および複数年計画に関するＥＵ要求水準の達成�

�
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（5）ラトビア

法整備面においては、ほとんどの分野で着

実な進展が続いている。行政能力の強化に関

しては、行政機関の再構築に向けた施策は講

じられているものの、今後一層の注力が必要

である。

（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�
�
�
�
�
�
�
�
２　人の自由移動�
�
３　サービスの自由移動�
�
�
�
�
４　資本の自由移動�
�
５　会 社 法�
�
�
�
�
６　競争政策�
�
�
�
７　農　　業�
�
�
�
�
�
�
�
�
８　漁　　業�
９　運　　輸�
�
�
10　税　　制�
�
�
�
11　経済通貨同盟（EMU）�
12　統　　計�

（具体的成果）�
・欧州規格に関する法整備の進展�
・基準認可機関の一層の強化�
・新市場監視委員会（Market Surveillance Council）の運営準備完了�
（今後の課題）�
・市場監視システムの改革�
・公共調達分野での新法の採択�
・公共調達監視局（Public  Procurement　Surveillance　Bureau）の設立�
（具体的成果）�
・専門資格の相互認証に関する法的枠組の採択�
（具体的成果）�
・新たに２つの機関（金融資本市場委員会（Financial and Capital Market �
　Commission）、国家データ監視局（State Data Inspectorate））を設立�
（今後の課題）�
・国家データ監視局の基礎となる法令は、一層の改善が必要�
（具体的成果）�
・有価証券および国境を越えた銀行口座振替に関する法令の採択�
（総合評価）�
・一層の法整備が必要�
（今後の課題）�
・遅滞している商業法典（Commercial Code）の発効および知的・工業所�
　有権保護への一層の取組み�
（具体的成果）�
・国家補助に関する新法採択 �
（今後の課題）�
・独占禁止および国家補助に関するルールの整備�
（総合評価）�
・獣医学・植物衛生および食品安全分野で一層の進展�
（具体的成果）�
・農業法（Law on Agriculture）修正案の採択�
・獣医薬学に関する新法（Law on Veterinary Medicine）の採択�
・行政組織の再構築および強化�
（今後の課題）�
・一層の法整備 �
・包括的な行政管理システムなど必要な組織機構の導入�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・道路および鉄道輸送分野で法整備が継続的に進展�
・海上輸送安全分野で、初めての成果を獲得�
（総合評価）�
・一層の成果がみられた�
（今後の課題）�
・税制度上のITシステムにおけるＥＵ側との相互接続�
・交渉終了�
・交渉終了�
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13　社会政策・雇用�
�
�
�
�
�
�
�
14　エネルギー�
�
�
�
�
�
�
15　産　　業�
16　中小企業（SMEs）�
17　科学・研究�
18　教育・訓練�
19　通信・情報技術�
�
20　文化・オーディオ・ビジュアル�
�
21　地域政策�
�
22　環　　境�
�
�
�
�
�
�
23　消費者保護�
24　司法・内務�
�
�
�
�
�
�
25　関税同盟�
�
�
�
26　対外関係�
27　共通外交安全政策（CFSP）�
28　財務管理�
�
�
�
�
�
29　財政・予算規定�

（総合評価）�
・法整備で一層の進展（具体的成果）�
（具体的成果）�
・労働法典（Labour Code）および労働者保護法（Law on Labour Pro-tection）�
　の採択�
（今後の課題）�
・職場の安全衛生分野での国家労働監視局（State Labour In spectorate）�
　の機能強化�
（総合評価）�
・法整備面で一層の進展�
（具体的成果）�
・エネルギー検査局（Energy Inspectorate）の設立�
（今後の課題）�
・電力・ガス市場自由化に関するEU指令および石油備蓄により一層の注力�
・行政機構の機能向上�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・通信分野での法整備は、ほとんど進展なし�
（総合評価）�
・法整備面で顕著な進展 �
（具体的成果）�
・将来の構造基金の運営責任を財務省に委任決定 �
（総合評価）�
・法整備面で一層の進展�
（具体的成果）�
・放射性物質安全センター（Radiation Safety Centre）、ラトビア環境庁�
（Latvian Environment Agency）の設立�
（今後の課題）�
・行政機構の機能向上�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・データ保護、査証、国境管理の各分野で進展�
・シェンゲン行動計画（Schengen Action Plan）の採択�
・移民および亡命者保護に関しては、アキ・コミュノテールに整合済�
（今後の課題）�
・国境管理に関する運営能力および施設の機能強化を最優先�
・組織犯罪、麻薬取引、マネーロンダリング、詐欺、汚職への取組み強化 �
（総合評価）�
・法整備および行政機構の機能向上で進展�
（今後の課題）�
・関税制度上のITシステムにおけるＥＵ側との相互接続 �
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・進展あり�
（具体的成果）�
・行政機構の強化�
（今後の課題）�
・外部監査および内部財政管理に関する一層の法整備�
・交渉中�
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（6）リトアニア

多くの分野において、法整備面で大きな進

展が見られた。各分野における進捗のばらつ

きも小さくなり、高いレベルに達している。

ただし、財務管理に関しては一層の取組みが

求められる。行政能力の強化では、一部に行

政機関の再構築の必要性は残っているもの

の、概ね進展が見られる。

（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�
�
�
�
�
�
�
�
２　人の自由移動�
�
�
�
３　サービスの自由移動�
�
４　資本の自由移動�
�
５　会 社 法�
�
６　競争政策�
�
７　農　　業�
�
�
�
�
�
�
�
�
８　漁　　業�
�
９　運　　輸�
�
�
�
�
10　税　　制�
�
�
�
�
�

（総合評価）�
・法整備面で進展�
（具体的成果）�
・規格認証に関する組織強化で進展�
・公共調達局（Public  Procurement　Office）の行政能力向上�
（今後の課題）�
・公共調達分野における法整備の一層の進展�
・公共調達局における行政能力の一層の向上 �
（具体的成果）�
・専門資格の相互認証分野で進展�
（今後の課題）�
・専門資格の相互認証分野で一層の取り組み�
（具体的成果）�
・金融サービス分野における法整備および実施能力の強化の両面で進展�
（総合評価）�
・高い水準の自由化を達成�
（具体的成果）�
・知的・工業所有権保護分野で良好な進展�
（具体的成果）�
・リトアニア競争協議会（Lithuanian Competition Council）の機能強化�
（総合評価）�
・構造改革で継続的な進展�
（具体的成果）�
・食品安全および獣医学・植物衛生分野で継続的な進展�
（今後の課題）�
・土地区画証明システム（Land parcel identification system）の強化�
・CAP管理機構の実践的適用�
・給付担当機関（paying agency）の設立�
・食品安全および獣医学・植物衛生分野で、実施組織の一層の強化�
（総合評価）�
・行政能力の強化面で進展�
（具体的成果）�
・道路輸送安全、鉄道機構改革、民間航空の各分野で、法整備、実施行政�
　能力の強化の両面において良好な進展�
（今後の課題）�
・監視能力の強化�
（総合評価）�
・行政能力の強化で進展�
（具体的成果）�
・間接税に関する法整備で進展�
（今後の課題）�
・ＥＵ側との税制度上のITシステム相互接続に向けたシステム近代化�
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11　経済通貨同盟（EMU）�
�
�
�
12　統　　計�
13　社会政策・雇用�
�
�
�
�
�
14　エネルギー�
�
�
�
�
�
15　産　　業�
16　中小企業（SMEs）�
17　科学・研究�
18　教育・訓練�
19　通信・情報技術�
�
�
�
20　文化・オーディオ・ビジュアル�
21　地域政策�
�
22　環　　境�
�
�
23　消費者保護�
24　司法・内務�
�
�
25　関税同盟�
�
�
�
26　対外関係�
27　共通外交安全政策（CFSP）�
28　財務管理�
�
�
�
29　財政・予算規定�

（総合評価）�
・法整備面で顕著な進展�
（具体的成果）�
・中央銀行に関する新法の採択�
・交渉終了�
（総合評価）�
・法整備および実施能力強化の両面で着実な進展�
（今後の課題）�
・新労働法典（New Labour Code）および公衆衛生法（Law on Public �
　Health）の採択�
・社会的対話の強化 �
（総合評価）�
・法整備面で適当な水準を達成�
（今後の課題）�
・エネルギーの域内市場化への対応�
・特定原子力発電所（Ignalina原子力発電所1号機）閉鎖公約の実現�
・原子力利用における高水準の安全性確保�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・通信分野では、法制面である程度の進展�
（今後の課題）�
・規制当局の機能強化�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・構造基金の管理機関に関する決定�
（総合評価）�
・法整備はほとんど完了、実施面での対応が課題�
（今後の課題）�
・交渉終了�
（具体的成果）�
・国境管理の強化、関連省庁間での協調で進展�
・シェンゲン行動計画（Schengen Action Plan）の採択�
（総合評価）�
・法整備面で良好な進展、行政運営能力の向上が課題�
（今後の課題）�
・ＥＵ側との関税制度上のITシステム相互接続に向けたシステム近代化�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・ある程度の進展�
（今後の課題）�
・内部財政管理に関する法令の実施に向けた行政機能強化�
（総合評価）�
・極限定的な進展�
�
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10

（7）ポーランド

前年の評価以降、法整備面で顕著な進展が

見られた。行政能力の強化でもある程度の進

展が見られたが、法整備の進展と比較すると

その程度は依然として小さい。

（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�

�

２　人の自由移動�

�

３　サービスの自由移動�

�

�

�

�

４　資本の自由移動�

�

５　会 社 法�

�

６　競争政策�

�

７　農　　業�

�

�

�

�

�

�

８　漁　　業�

�

９　運　　輸�

�

10　税　　制�

�

�

�

11　経済通貨同盟（EMU）�

�

12　統　　計�

13　社会政策・雇用�

�

�

�

�

14　エネルギー�

�

�

（今後の課題）�

・規格認証分野で、法令の確実な実施に向けた行政能力の強化�

（総合評価）�

・ある程度の進展�

（総合評価）�

・継続的に良好な進展、行政能力強化でも成果�

（具体的成果）�

・公共調達分野における法整備で顕著な進展�

（今後の課題）�

（総合評価）�

・継続的に良好な進展、行政能力強化でも成果�

（具体的成果）�

・工業所有権に関する法整備�

（総合評価）�

・法令実施の行政能力は有するものの、実施状況は限定的�

（具体的成果）�

・食品安全分野で法的枠組み採択�

・獣医学分野における法整備面で進展�

（今後の課題）�

・食品安全分野で、実施に向けた派生法制定など一層の法整備および�

　行政能力の強化�

・獣医学・植物衛生における国境検査で一層の取組み�

（総合評価）�

・依然として行政能力が非常に弱い�

（総合評価）�

・法的枠組みの整備で進展、実施に向けた行政能力の強化が課題�

（具体的成果）�

・間接税率に関する法整備で限定的進展�

（今後の課題）�

・ＥＵ側との税制度上のITシステム相互接続に向けた注力�

（具体的成果）�

・中央銀行の強化・独立性確保に向けた法整備では進展なし�

・交渉終了�

（具体的成果）�

・公衆衛生分野での法整備で進展�

（今後の課題）�

・職場の安全衛生に関する法令の確実な実施�

・労働監視局（Labour Inspectorates）の機能強化�

（総合評価）�

・法的枠組みの整備で進展、実施に向けた行政能力の強化が課題�

�
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15　産　　業�

�

�

�

16　中小企業（SMEs）�

17　科学・研究�

18　教育・訓練�

19　通信・情報技術�

�

20　文化・オーディオ・ビジュアル�

21　地域政策�

�

22　環　　境�

�

23　消費者保護�

24　司法・内務�

�

�

�

�

25　関税同盟�

�

26　対外関係�

27　共通外交安全政策（CFSP）�

28　財務管理�

�

29　財政・予算規定�

（具体的成果）�

・鉄鋼産業の再構築で進展�

（今後の課題）�

・鉄鋼産業の再構築で継続的取組み�

・交渉終了�

・交渉終了�

・交渉終了�

（具体的成果）�

・通信分野で、既存の法令が徐々に機能開始�

・交渉終了�

（総合評価）�

・ほとんど進展なし�

（総合評価）�

・法的枠組みの整備で顕著な進展、実施に向けた行政能力の強化が課題�

・交渉終了�

（総合評価）�

・継続的な進展あり、より一層の強化が課題�

（具体的成果）�

・国境管理で進展�

・組織犯罪に対応する取締り機関強化で進展�

（総合評価）�

・法整備および実施能力強化の両面で注力が必要�

・交渉終了�

・交渉終了�

（総合評価）�

・顕著な進展あり、必要な管理メカニズムの導入が課題�

・交渉中�



JETRO ユーロトレンド　2002.5120

10

（8）ルーマニア

法整備面では、前年の評価に引き続き進展

が見られるが、行政能力の強化面では、進捗

が遅れている。

（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�
�
�
�
�
�
�
２　人の自由移動�
�
３　サービスの自由移動�
�
�
�
�
４　資本の自由移動�
�
�
�
�
５　会 社 法�
�
�
�
６　競争政策�
�
�
�
７　農　　業�
�
�
�
�
�
８　漁　　業�
�
�
�
�
�
９　運　　輸�
�
10　税　　制�
�
�
�
�

（総合評価）�
・進展度合は限定的�
（具体的成果）�
・公共調達に関する新法採択�
（今後の課題）�
・EUの新アプローチ指令に沿った法的枠組みの採択�
・規格認証および市場監視に関する行政基盤施設の強化�
（総合評価）�
・法整備面で進展は極めて限定的�
（具体的成果）�
・保険・銀行業務監督分野で進展 �
（今後の課題）�
・金融証券市場に関する法整備�
・個人データ保護に関する既存法の適正化�
（具体的成果）�
・マネーロンダリングに関する新法採択 �
（今後の課題）�
・包括的な為替管理制度の制定�
・その他資本移動に関する障壁の除去�
（総合評価）�
・一層の進展あり、高水準の法整備を達成 �
（今後の課題）�
・知的所有権監視分野で一層の注力�
（総合評価）�
・一層の進展あり、高水準の法整備を達成�
（今後の課題）�
・国家補助規定および独占禁止ルールの実施能力強化に一層の注力�
（総合評価）�
・改革はやっと始まった段階 �
（今後の課題）�
・農業省（Ministry of Agriculture）の行政能力強化�
・CAP管理メカニズムの実施能力強化 �
・獣医学および植物衛生に関する検査機能の強化�
（総合評価）�
・法的枠組みの大部分がアキ・コミュノテールに適合�
（具体的成果）�
・漁業に関する新法採択 �
（今後の課題）�
・法令の確実な実施に向けた行政構造の強化�
（総合評価）�
・法整備面で継続的な進展�
（具体的成果）�
・物品税（excise duties）分野で進展�
（今後の課題）�
・付加価値税分野での法整備 �
・ＥＵ側との税制度上のITシステム相互接続に向けたシステム近代化�
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11　経済通貨同盟（EMU）�

12　統　　計�

13　社会政策・雇用�

�

�

�

14　エネルギー�

15　産　　業�

�

�

�

�

16　中小企業（SMEs）�

�

�

�

17　科学・研究�

18　教育・訓練�

19　通信・情報技術�

�

20　文化・オーディオ・ビジュアル�

�

21　地域政策�

�

�

�

22　環　　境�

�

�

�

23　消費者保護�

�

24　司法・内務�

�

�

�

�

25　関税同盟�

�

�

�

26　対外関係�

27　共通外交安全政策（CFSP）�

28　財務管理�

�

29　財政・予算規定�

・交渉は未開始�

・交渉終了�

（総合評価）�

・一貫性に欠く政策のため、進展は限定的�

（今後の課題）�

・労働監督局の機能強化など職場の安全衛生分野での行政力の強化�

・新たに交渉開始�

（具体的成果）�

・産業戦略（industrial strategy document）の採択�

・民営化分野で重要な進展�

（今後の課題）�

・民営化分野で一層の注力�

（総合評価）�

・良好な進展あり�

（具体的成果）�

・ビジネス環境向上に向けた多くの施策の導入�

・交渉終了�

・交渉終了�

（総合評価）�

・法整備面での進展は限定的、将来の改革に向けた準備作業で進展�

 （総合評価）�

・進展度合は限定的�

（具体的成果）�

・関連機関の整理で進展�

（今後の課題）�

・公的基金の運営管理能力の強化�

（総合評価）�

・法整備面で進展、新法の効果的な実施に向けた行政能力強化が課題�

（今後の課題）�

・効率的な資金供給計画の策定�

（総合評価）�

・法整備面で進展、実施に向けた行政能力強化が課題 �

（具体的成果）�

・査証政策、国境管理、移民政策の各分野で顕著な進展�

（今後の課題）�

・データ保護などいくつかの重要分野での法整備�

・国境管理の実施能力強化および関連施設改善�

（総合評価）�

・法整備面で進展、運営能力の強化が課題�

（今後の課題）�

・ＥＵ側との関税制度上のITシステム相互接続に向けたシステム近代化�

・交渉終了�

・交渉終了�

（今後の課題）�

・内部財政管理に関する法的枠組み構築 �

（具体的成果）�

・予算策定手続分野で進展�
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（9）スロバキア

法整備面で大きく進展しているが、前年の

評価と同様に、進捗状況は分野ごとにばらつ

きがある。モノの自由移動、会社法、社会政

策・雇用、関税同盟に関しては、顕著な進展

が見られた。他方、農業、地域政策、行政組

織間協力の分野では依然構造上の脆弱さが残

る。行政能力の強化面では一定の進展が見ら

れたが、一層の取組みが必要である。

（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�
�
２　人の自由移動�
�
３　サービスの自由移動�
�
４　資本の自由移動�
�
５　会 社 法�
�
�
�
�
�
�
�
６　競争政策�
�
�
�
７　農　　業�
�
�
�
�
�
�
�
�
８　漁　　業�
９　運　　輸�
�
�
�
�
�
�
10　税　　制�
�
�
�
�
11　経済通貨同盟（EMU）�
12　統　　計�

（総合評価）�
・一層の進展�
（総合評価）�
・引き続き進展は限定的 �
（総合評価）�
・一層の進展�
（今後の課題）�
・金融監督分野における行政能力の強化�
（総合評価）�
・法整備面で顕著な進展�
（具体的成果）�
・EUの欧州会社法指令に沿った法整備で進展 �
・特許に関する新法採択 �
（今後の課題）�
・商標に関する法整備�
・知的・工業所有権に関連する行政司法機関の一層の強化の継続�
（総合評価）�
・法的枠組みの大部分はアキ・コミュノテールに整合�
（今後の課題）�
・国家補助分野における実施面での透明性確保�
（総合評価）�
・法整備および実施能力強化の両面で進展は限定的�
（具体的成果）�
・獣医学分野で顕著な進展�
（今後の課題）�
・統一行政管理制度（Integrated Administration and Control System）�
　設立への注力�
・市場規制関連法令採択に向けた取組みの加速�
・植物衛生分野での法整備の加速�
・交渉終了�
（総合評価）�
・法整備面で一層の進展�
（具体的成果）�
・陸上輸送分野での法整備で顕著な進展�
（今後の課題）�
・一層の法整備 �
・実施機構の整備など行政能力の強化�
（総合評価）�
・法整備面で進展は限定的�
（今後の課題）�
・付加価値税および物品税の税率に関するアキ・コミュノテールへの整合�
・ＥＵ側との税制度上のITシステム相互接続に向けたシステム近代化�
・交渉終了�
・交渉終了�
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13　社会政策・雇用�
�
�
�
�
�
14　エネルギー�
�
�
�
�
15　産　　業�
�
16　中小企業（SMEs）�
17　科学・研究�
18　教育・訓練�
19　通信・情報技術�
�
�
�
�
20　文化・オーディオ・ビジュアル�
21　地域政策�
�
�
�
22　環　　境�
�
�
�
23　消費者保護�
�
�
�
24　司法・内務�
�
�
�
�
�
�
25　関税同盟�
�
�
�
�
�
�
26　対外関係�
27　共通外交安全政策（CFSP）�
28　財務管理�
�
�
�
29　財政・予算規定�

�

（総合評価）�
・法整備面で顕著な進展�
（具体的成果）�
・労働法および男女無差別待遇に関する法整備で進展�
（今後の課題）�
・実施面での強化に注力、職場の安全衛生分野へ注力�
（具体的成果）�
・国内電力市場の大部分開放を決定�
・主なエネルギー企業の民営化を開始�
（今後の課題）�
・原子力発電の安全性確保�
（具体的成果）�
・民営化施策を継続、銀行業で顕著�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・アキ・コミュノテールへの整合性では、高水準を確保�
（今後の課題）�
・郵政サービス分野における法整備�
・実施面での行政能力強化に注力 �
・交渉終了�
（総合評価）�
・引き続き進展度合は限定的�
（今後の課題）�
・関係諸機関におけるスタッフ不足の改善�
（総合評価）�
・一部を除き法整備面で良好な進展、行政能力の強化が課題�
（今後の課題）�
・水質、自然保護、工業汚染、リスク管理の各分野における法整備�
（総合評価）�
・法整備面で継続的進展�
（今後の課題）�
・引き続き市場監視に関する諸機関の強化および連携確保に注力�
（総合評価）�
・法整備および行政機能強化の両面で一層の進展 �
（具体的成果）�
・シェンゲン行動計画（Schengen Action Plan）の採択�
・査証政策および警察協力（police co-operation）分野において進展�
（今後の課題）�
・法整備および行政機能強化の両面で一層の進展�
（総合評価）�
・顕著な進展�
（具体的成果）�
・関税法（Customs Act）および関税分野での国家管理局に関する法�
　（Act on State administration bodies）の発効�
（今後の課題）�
・ＥＵ側との関税制度上のITシステム相互接続に向けたシステム近代化�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・顕著な進展�
（具体的成果）�
・内部財務管理および外部監査に関する法的枠組みの設定 �
・交渉中�
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10

（10）スロベニア

法整備面では、特に、会社法、農業、運輸、

エネルギー、文化・オーディオビジュアル、

電気通信の各分野で顕著な進展が見られた。

しかしながら、その他の分野、特に地域政策、

人の自由移動、社会政策・雇用、消費者保護

の分野では進展が少ない。行政能力の強化面

では、モノの自由移動、電気通信、文化・オ

ーディオビジュアル、財務管理の分野で進展

が見られた。

（アキ・コミュノテール）�

項　　　目� 内　　　　　　容�
１　モノの自由移動�
�
�
�
�
２　人の自由移動�
�
�
�
３　サービスの自由移動�
�
�
�
４　資本の自由移動�
�
�
�
５　会 社 法�
�
�
�
６　競争政策�
�
�
７　農　　業�
�
�
�
�
�
�
８　漁　　業�
９　運　　輸�
�
�
�
10　税　　制�
�
�
�
11　経済通貨同盟（EMU）�
12　統　　計�
�

（総合評価）�
・法整備で良好な進展�
（今後の課題）�
・標準化研究所（Standardisation Institute）、市場監視システムなど関連�
　機関の機能強化�
（総合評価）�
・ほとんど進展なし�
（今後の課題）�
・専門資格の相互認証および市民権に関する法整備の加速�
（総合評価）�
・法整備面で進展�
（今後の課題）�
・監督機関の一層の機能強化�
（総合評価）�
・顕著な進展�
（今後の課題）�
・政府設定のスケジュールに従った障壁撤廃プロセスの完遂 �
（総合評価）�
・顕著な進展、法的枠組みはほぼ完成 �
（今後の課題）�
・知的・工業所有権に関する法令の適正実施に注力�
（総合評価）�
・新たな進展はほとんどないが、法整備面ではすでに高水準を確保、引き�
　続き実施面への注力が課題�
（総合評価）�
・法整備面で非常に顕著な成果を達成、実施に向けた行政能力強化が課題�
（具体的成果）�
・獣医学、植物衛生および植物保護に関する新法採択�
（今後の課題）�
・CAP管理メカニズムの完成 �
・獣医学、植物衛生検査の設定�
・交渉終了�
（総合評価）�
・法整備面で顕著な進展 �
（具体的成果）�
・航空輸送、海上輸送、道路輸送の各分野における新法の採択�
（総合評価）�
・引き続き堅実な進展 �
（今後の課題）�
・ＥＵ側との税制上のITシステム相互接続に向けたシステム近代化�
・交渉終了�
・交渉終了�
�



（矢倉　正人）

JETRO ユーロトレンド　2002.5 125

13　社会政策・雇用�
�
�
�
14　エネルギー�
�
�
�
15　産　　業�
16　中小企業（SMEs）�
17　科学・研究�
18　教育・訓練�
19　通信・情報技術�
�
�
�
�
20　文化・オーディオ・ビジュアル�
�
�
�
�
21　地域政策�
�
�
�
22　環　　境�
�
�
�
�
23　消費者保護�
�
24　司法・内務�
�
�
�
�
�
�
�
25　関税同盟�
�
�
�
26　対外関係�
27　共通外交安全政策（CFSP）�
28　財務管理�
�
�
�
�
�
29　財政・予算規定�

（総合評価）�
・進展は限定的 �
（今後の課題）�
・雇用関係法（Employment Relations Act）の採択 �
（総合評価）�
・引き続き進展 �
（具体的成果）�
・国内電力市場の開放に向けた準備作業で進展�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・法整備の完了および確実な実施に向けて大きな成果�
（具体的成果）�
・新法の採択�
・通信放送庁（Agency for Telecommunication and Broadcasting）の設立�
（総合評価）�
・法整備の完了および確実な実施に向けて大きな成果�
（具体的成果）�
・新法の採択 �
・通信放送庁（Agency for Telecommunication and Broadcasting）の設立�
（総合評価）�
・ほとんど進展なし�
（今後の課題）�
・構造基金の実施に向けた準備作業を優先事項として加速�
（総合評価）�
・アキ・コミュノテールへの整合性では、高水準を確保�
（今後の課題）�
・水質、遺伝子組換作物（GMOs）、放射性物質管理の各分野における法�
　整備への注力�
（総合評価）�
・ほとんど進展なし�
（総合評価）�
・ある程度の進展�
（具体的成果）�
・シェンゲン行動計画（Schengen Action Plan）の採択�
・亡命申請手続きに関するスタッフ強化�
（今後の課題）�
・引き続き国境管理の実施能力強化および関連施設改善�
・不法移民センターから分離した亡命希望者のための施設設立�
（総合評価）�
・法整備面ではすでに高水準を確保、実施に向けた行政機能強化が課題�
（今後の課題）�
・ＥＵ側との関税制度上のITシステム相互接続に向けたシステム近代化�
・交渉終了�
・交渉終了�
（総合評価）�
・良好な進展�
（具体的成果）�
・監査法（law on the Court of Audit）の採択�
（今後の課題）�
・内部財務管理の強化に注力�
・交渉中�
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2001年は、EU、ポーランドの両者にとっ

て大きな変革の年であった。EUにおける変

革とは、2001年12月のEU首脳会議において

ラーケン宣言を採択し、EU加盟国が「2004

年に25カ国になる」見通しを示したことであ

る。またポーランドにおける変革とは、2001

年10月に成立したミレル政権が、交渉戦略を

変更したことである。政府は加盟交渉を加速

させるため、これまでに意見が対立していた

「人の自由移動」と「資本の自由移動」の分

野に関する態度を軟化し、両分野について暫

定的な合意に達した。ポーランドは、2002年

中に交渉を終え、2003年に国民投票を実施、

2004年のEU加盟を目標としている。

１．ミレル政権の新しい交渉戦略

2001年10月に成立したミレル政権は、EU

加盟交渉のスピードアップを図るため、こ

れまでの交渉戦略を変更し、「ヨーロッパ戦

略」と呼ばれる新しい交渉方針を策定した。

そこでは、「人の自由移動」と「資本の自由

移動」の２分野においてEU側に譲歩してい

る。つまり、政府は加盟後のEU労働市場に

おいてポーランドからの労働者の流入を制

限することに同意し、また、EU市民による

土地購入の自由化までの移行期間短縮を受

け入れ、この２分野での交渉を終えた。欧

州委は、政府の軟化を歓迎しているが、ポ

ーランドの野党は、EUから適切な見返りを

得ることなくEUに譲歩する行為であるとし

て、政府の姿勢を批判している。「ヨーロッ

パ戦略」は、連立政権と野党との間だけで

なく、連立政権内部でも激しい論争を巻き

起こしていた。政府は、今度はEU側が他の

問題、主としてポーランドの地域・農家へ

の財政援助の分野で譲歩するべきであると

考えている。

２．移行期間を設定し、暫定的な合
意も

「人の自由移動」については、加盟時点か

ら労働市場の自由化を求めるポーランドと、

安価な労働力が自国に大量に流入することを

警戒し、一定の移行期間の設定を求める加盟

国との間で意見の対立が続いていた。

交渉の結果、各加盟国の判断により、最大

7年間にわたり労働者の移動の制限を認める

ことで合意に達した。スウェーデン、オラン

ダ、デンマークとアイルランドは、ポーラン

ドのEU加盟と同時に、また英国、フランス

とスペインは、加盟2年後に自由移動を認め

るとしている。一方、ポーランドと地理的に

近いドイツとオーストリアについては、制限

期間を７年間とするものとみられている。

「資本の自由移動」分野に関して、ブゼク

前政権は農民からの圧力とドイツに対する歴

史的な警戒感から、EU市民への農地売却に

18年間の移行期間を求めていた。しかし2001

年10月に誕生したミレル政権は、加盟交渉の

進展を優先し態度を軟化させ、３年もしくは７

年の賃貸期間を設けることを条件に、EU市

民による農地購入を認めることで合意した。

なお、賃貸期間なしでの農地購入は、EU加

盟後12年間は禁止することで合意している。

また「環境」分野については、ポーランド

はEU諸国と比較して大幅に遅れている。EU

の環境基準をクリアするために必要なコスト

は350億ユーロを上回ると試算されているが、

その半分は下水道整備のコストである。この

点に関し、ポーランドは2016年初めまでに

EU基準を達成することとなっているが、こ

の他にも燃料の硫黄含有率の低減や廃棄物の

2004年の加盟へ向けて政府は態度を軟化（ポーランド）
ワルシャワ事務所／欧州課



二次処理に関しても移行期間を以下のとおり

設定している。

しかしエネルギー分野では、ポーランドは

加盟後直ちにガス市場を自由化することとな

った。交渉にあたっては、ポーランドは移行

期間を設定するよう要求したが、欧州委は、

当該措置は国営エネルギー会社であるPGNiG

を特別に保護するものと判断し、ポーランド

案に同意しなかった。

３．難航が予想される今後の加盟交渉

ポーランドのEU加盟交渉は、2002年３月

時点で22分野について交渉を終えている。政

府は、2004年の加盟実現を目指しているもの

の、現在交渉中の７分野（競争政策、農業、

漁業、運輸、地域政策、司法・内務、財政・

予算規定）については、2002年中に交渉を終

了することは困難とする見方も出ている。

たとえば「農業」分野については、ポーラ

ンドの就労人口の28％、430万人を抱える産

業であることから妥協が困難であり、交渉は

難航するものとみられている。欧州委は、新

規加盟国に対する共通農業政策（CAP）の補

助金支給額について、10年間の移行期間を

設け、2004年は現加盟国の25％の水準に留

め、2013年までに100％に引き上げることを

提案しているが、加盟交渉国はこれに強く反

発している。

外国企業は、「競争政策」分野の交渉に注

目している。ピエホタ経済相は2002年2月、

特別経済区に進出している企業に既に付与し

ている優遇措置を減免する可能性について言

及した。投資優遇措置に関して、政府はかつ

て法人税の免除といった優遇措置を付与して

いたが、EU域内の公正な競争を阻害してい

るという欧州委の主張を受け入れて廃止した

経緯がある。2001年1月以降は、新法を施行

しEU基準に調和した優遇措置を設定してい

たが、それ以前に付与していた措置はそのま

ま適用されていた。しかし、今回の経済相の

発言は、既に付与している優遇措置の減免に

ついてであることから、既進出企業から大き

な反響を集めている。

政府は、「農業」と「財政問題」を除いて

残りすべての分野に関する交渉を2002年前半

までには終了させる計画を立てている。この

２分野については2002年後半に交渉を開始

し、同年末までに交渉を終える意向である。

４．欧州委は法制度の整備を評価

欧州委は、2001年10月に発表したプログレ

ス・レポートにおいて、他の加盟候補国を下

回る経済成長率、高い失業率および多額の財

政赤字についての懸念を示している一方で、

法律面でのEUとの調和については、目覚ま

しい速度で進んでいることを評価している。

2001年、議会は100を超える法案を可決した

が、法整備の進展は、８（98年）→26（99年）

→67（2000年）と法律の可決数が増加してい

ることからも明らかである。しかし法制度の

整備が進展する一方で、行政当局による法律

の実施面に対するEUからの評価は低い。ま

た欧州委は、非効率的な行政・司法制度に対

しても改善を強く求めている。また、プログ

レス・レポートで指摘されたその他の課題と

しては、財政赤字の削減、失業率の抑制、経

済成長の促進、農業の再編成、エネルギー・

通信部門などにおける自由競争などがある。
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2008年まで�

2009年～2016年まで�
�

2008年まで�

2013年まで�

2008年まで�

2007年まで�

2007年まで�

2007年まで�

2011年まで�

2. 水    質 ： 危険物質の放流�
　�
3. 廃棄物 ： 廃棄物の二次処理�
                   （梱包など）�
　�
4. 廃棄物 ： 固形廃棄物の保存 �
　�
5. 廃棄物 ： 廃棄物取引の自由化�
　�
6. 大気質 ： 病院のイオン化施設�
　�
7. 大気質 ： 燃料の硫黄含有率 �
　�
8. 大気質 ： 燃料の揮発性成分 �
　�
9. 環境に優しい工業技術 

項　　目� 移行期間�

1. 水    質 ： 人口2,000人を超える�
　　　　      自治体の公共下水処理�



５．産業界はEU加盟によるビジネス
チャンスに期待

農民党がEU加盟に声高に反対しているの

とは対照的に、ポーランドの産業界は将来の

加盟を支持している。しかし産業界にとって、

EU加盟が直ちに利益につながるという保証

はない。まず各企業は、EU加盟にあたって

環境基準適用のための投資コストの増加、加

盟後におけるEU企業との競争激化といった

厳しい状況に直面することになるであろう。

しかし、既にEU市場向けに生産活動を行っ

ている電気機器、自動車部品、医薬品分野な

ど一部の業界にとっては、今後の見通しは明

るいとみられている。

欧州商工会議所連合（EAITC）が加盟候

補10カ国の企業経営者を対象に実施したアン

ケート調査によると、回答者の過半数がEU

加盟は自社にとって脅威ではなくチャンスで

あるとみなしている。25％がEU企業との競

争の激化と市場における自社の地位の低下を

懸念しているが、33％はヨーロッパの将来に

ついて楽観的であった。また、資本・技術へ

のアクセスが容易になると期待しているとし

た企業が半数を超えた。

６．世論の過半数がEU加盟を支持
社会世論研究センター（CBOS）は、94年か

らポーランドのEU加盟に対する世論調査を

実施している。これまでの調査結果をみると、

EU加盟の支持率は減少傾向にあるものの、

過半数を維持している。

2001年10月の調査では、ポーランドにおけ

るEU加盟支持率は56％で、不支持率は24％

と前回よりも低下した。主な加盟反対派は農

民層である。また欧州委が2001年10月に加盟

候補国で実施した世論調査においても、ポー

ランドにおける支持率は54％にとどまってお

り、候補国全体の支持率（65％）を下回って

いる。

ポーランドがEUに加盟するにあたって、国

民の支持は極めて重要であることから、今後

政府は国民に対してより積極的な広報活動を

展開する必要がある。

（佐野　浩／志牟田　剛）
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チェコのEU加盟交渉は2001年末時点で、

アキ・コミュノテール（欧州共同体の基本条

約に基づく権利と義務の総体）31項目中24項

目について交渉を終了している。政府は、残

っている交渉項目（競争政策、農業、運輸、

地域政策・構造基金、財政・予算など）につ

いて2002年中に交渉を終了し、2004年１月の

加盟を実現したい意向である。

１．政府のEU加盟交渉に対する取り
組み状況

2001年末時点でチェコは、EU加盟交渉の

31項目中24項目について交渉を終了してい

る。チェコ政府は残り７項目（競争政策、農

業、運輸、地域政策・構造基金、財政・予算、

機構、その他）について、2002年中に交渉を

終了させる意向である。全項目の交渉終了

後､条約の署名・批准を経て2004年1月1日に

加盟を実現させることを目指している。

2001年における加盟交渉では、同年10月に

人の自由移動、同年12月にエネルギー、司

法・内務の交渉が終了した。人の自由移動を

めぐっては、EU側が移行期間の設定を要求

し、最長７年間の移行期間を設定できること

になった。ただし、ＥＵ加盟国の中でも、ス

ウェーデン、オランダ、アイルランド、デン

マーク、スペインは移行期間を設けない方針

を明らかにしている。また、ドイツとオース

トリアの要求により、EU各国は新規加盟国

の運送業者に対して、現EU各国内での営業

を２～５年間制限できることが認められた。

エネルギーについては、既に交渉が終了して

いるが、オーストリア国内ではチェコのテメ

リン原発の廃止を求める声が大きく、オース

トリア政府内でエネルギーに関する交渉の再

開を求める動きがあり動向が注目される。

2001年まで主要な問題とされていた銀行の

不良資産問題も、2001年のコメルチニー・バ

ンカの民営化ですべての国有銀行が民営化さ

れ、また、銀行セクターの不良債権が国の管

理下にされたことにより状況が好転し、金融

システムが回復しつつある。一方、国庫によ

る不良債権の処理は財政赤字拡大の主要因の

ひとつになっており、マクロ経済の安定性を

脅かす要因となっている。

EU法に調和させるための法制改正は目覚

しく進んでいる。労働法においては、雇用条

件の平等性の確保や労働安全基準に関する規

定の強化が行われた。環境保護については、

環境アセスメント法が制定され大きな進展が

みられた。民事・刑事の訴訟手続きの迅速化

を図るための法改正も進展した。2001年７月

には、工業製品の安全基準についてEUのＣ

Ｅマーキング制度との基準・認証の相互承認

制が導入された。

いくつかの交渉項目については、移行期間

を設けることで欧州委員会との合意が成立し

ている。外国人および外国法人による不動産

の取得については、EU側が人の自由移動に

ついて移行期間を認めたこととの見合いの形

で、農地および森林については７年間、セカ

ンドハウスについては５年間の移行期間が認

められた。税制に関しては、ＶＡＴについて

現行の５％を2007年まで維持した後にEUの

標準である15％以上に引き上げることになっ

た。また、タバコの物品税引き上げについて

は３年間、住宅建設や熱供給にかかるＶＡＴ

の引き上げについては５年間の移行期間の設

定が認められた。その他、原油および石油の

緊急備蓄制度については2005年12月31日ま

で、天然ガスの市場自由化については2004年

12月31日まで、廃棄物処理制度については
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2005年12月31日まで、排水処理場建設につい

ては2010年10月31日まで、産業廃棄物対策に

ついては2012年10月30日まで、プラハ空港に

おけるシェンゲン協定遵守のための体制整備

については2005年まで、それぞれEU基準に

調和させるための措置に関する移行期間が認

められた。

租税法の改正については、2002年６月に下

院総選挙が予定されており、国民の痛みを伴

う措置については選挙後まで期待できず、新

内閣により実施される見込みである。農業問

題は農業人口の少ないチェコにおいてもセン

シティブな問題である。政府はEU加盟後の

準備のために農業統計の整備を促進する方針

である。

2001年12月のラーケンEU首脳会議では

2004年に最大10カ国の加盟が可能であると確

認された。チェコはこの2004年の加盟候補と

して確実に名を連ねている。駐チェコEU大

使は、チェコは2002年中に全ての交渉を終了

し、2004年に加盟を実現できるだろうという

見方を表明している。

２．今後の重点課題

（1）EU加盟に向けた取り組み

チェコ経済は90年代半ば以降停滞していた

が、外国直接投資の拡大とこれに伴う実質賃

金の上昇および消費の拡大が牽引となって99

年後半から回復傾向を示し、2000年のＧＤＰ

成長率は2.9％、2001年は同3.5％と成長軌道

に乗った。2002年以降も３％台半ばから４％

台半ばの成長が維持されると予測されている。

消費者物価上昇率は、2000年3.9％、2001年

4.7％と安定しており、総体的に見て現在の

経済状況は安定した成長軌道上にある。

一方、このような経済の安定を脅かす要因

としては、財政収支と貿易収支の赤字が挙げ

られる。銀行・企業部門の不良債権処理のほ

か、年金や医療・健康保険、教育などの義務

的経費の支出が膨らんでおり、財政赤字はこ

こ数年で急速に拡大している。財務省の予測

では、財政赤字は2002年に対ＧＤＰ比で

9.5％に達する（国営企業の民営化による収

入を含まず）。社会保障制度の改革をはじめ

とする財政支出構造の改革を進める必要に迫

られている。

また、欧米の景気減速は、貿易収支の悪化

をもたらしている。特に、ドイツはチェコの

全輸出の約4割を占めるが、欧州のなかでも

ドイツの景気減速は著しく、輸出に深刻な影

響を及ぼしている。拡大を続ける外国直接投

資の流入も貿易収支の面では負の影響を及ぼ

している。製造業投資の拡大に伴い、製造設

備の輸入が拡大しているためである。さらに、

2001年来の通貨コルナ高が特にユーロとの関

係で持続的に進行していることも輸出の伸び

を抑える要因となっている。

国営企業の民営化については、2001年中に

ガス、化学工業の分野で国有企業の外国企業

への売却が実施され民営化が進展したが、鉄

鋼、電力、通信については進展がなく、今後

早急な取り組みが必要となっている。鉄鋼の

民営化について欧州委員会は、政府が提示し

た戦略的パートナーによるリストラプランを

受け入れず、製鉄所が抱えている膨大な債務

を国が引き受けて他の健全な製鉄会社に当該

製鉄所を無償で譲渡するという案を要求して

いる。しかし、欧州委の案は個別企業の債務

に関して多額の財政負担をもたらすものであ

り、国内では欧州委の真意を疑問視する見方

も少なくない。

欧州委が2001年11月に発表した「EU加盟

候補国の加盟進捗状況についての報告書」

（プログレスレポート）においてチェコは、

公共事業の発注における透明性の確保や競争

入札の導入、公務員法制定の必要性について、

指摘されている。同国では現在、公務員の職

務と機能を規定する公務員法が存在しない。

欧州委は、公務員の身分保証や職務権限の明

確化を法的に確立することにより、職務の公
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正性、中立性を確保し、行政の効率性を高め

る必要があると主張している。この要求の背

景にはEU補助金の適正な執行という観点が

ある。欧州委は、公務員法が制定されなけれ

ばEU補助金を制限することもあり得るとし

ている。会計検査制度の強化や地方自治体に

おける行政能力の向上も課題である。

EU法制に調和するための法律や制度の改

正は大幅に進んでいるが、今後の取り組みが

急がれる事項も残っている。会社法や独占禁

止法はその施行を含めてEU法に沿った内容

になっていると評価されているが、知的財産

権の保護に関する法については欧州委から法

律の適用を厳格化する必要があると指摘され

ている。税制についてはEUの制度との整合

性を確保できる水準には達していない。特に

関税率と付加価値税率の調整が遅れている。

関税法の改正手続のほか、EU各国と互換性

のある関税ＩＴシステムの導入も急がれてい

る。また、2001年には証券監視委員会の権限

が強化されたが、EU水準に適合するために

は一層の権限強化が必要とされている。中央

銀行の独立性の確保についても対応が求めら

れている。

これまでの加盟交渉において積み残しにな

っている事項もある。人の自由移動において

は資格の相互承認の問題が未解決のままとな

っており、資本の自由移動においては無記名

口座の取り扱いが未解決のままである。

他に欧州委から指摘されている問題として

は、汚職や経済犯罪の取り締まり強化、国境

管理の強化、ロマ人に対する差別の解消など

がある。現在チェコは東欧、中近東、中央ア

ジア諸国から西欧に抜ける不法入国者の主要

な通過点になっている。スロバキアとの国境

もそのひとつであり、政府はスロバキアの

EU加盟がチェコより遅れる場合にはスロバ

キアとの査証免除協定の廃止も辞さない方針

を表明している。ロマ人問題は中・東欧諸国

に共通する問題であり、社会的に複雑な側面

を有する。ロマ人の教育水準が向上せず、社

会的問題が生じている。欧州委はロマ人の高

失業率に対する対策がとられていないと批判

しているが、効果的な対策を講ずることは容

易ではない。政府は、少数民族の権利保障に

関する法律を制定したほか、人種差別反対キ

ャンペーンの実施や新教育プランの採択など

の対策を進めている。

オーストリアとドイツとの関係ではしばし

ば政治的な緊張が生じている。その要因のひ

とつはチェコの２カ所目の原子力発電所であ

るテメリン原発の稼動に伴うものである。特

にオーストリアの環境団体やチェコ国境に近

い住民が、テメリン原発の廃止を求める活動

を強めている。2002年１月にはオーストリア

で、テメリン原発の廃止をチェコのEU加盟

承認の条件にすることを求める請願活動が行

われ、有権者の15％（91万人）の署名が集ま

り、今後、国会審議の対象とされることにな

った。もうひとつの軋轢は、第二次大戦終結

時にナチスドイツへの協力者として財産を没

収され、市民権を剥奪されて当時のチェコス

ロバキアから追放されたドイツ・オーストリ

ア系住民に対する補償問題である。追放され

たドイツ・オーストリア系住民は現在、ドイ

ツに約200万人、オーストリアに約14万人が

移住している。ドイツとの間では92年に善隣

友好条約、98年に和解宣言が成立しているが、

元住民の補償要求は消えず、チェコとの国際

問題としてたびたび浮上する。オーストリア

では、極右の自由党がこの問題をテメリン問

題とともにチェコのEU加盟承認に絡めるよ

うオーストリア政府への働きかけを継続的に

行われている。

（2）ユーロ導入に向けた取り組み

EU加盟と関連して今後大きな課題となる

のがユーロ導入（ＥＭＵへの加盟）への取り

組みである。政府は、EU加盟について早期

実現を目指しているが、ユーロ導入について
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は急がないという方針を明らかにしている。

政府・中銀の要人は、ユーロの導入はEU加

盟の６～７年後という見方を示している。Ｅ

ＭＵへの加盟条件を定めたマーストリヒト条

約では、財政赤字を対ＧＤＰ比の３％以内

（国有企業の民営化による収入を除く）に抑

制しなければならないが、財政赤字は現在こ

れを大きく上回っており、加盟要件の達成自

体が早期には実現困難であるというのがその

ひとつの理由である。これに加えて、EU各

国との経済格差が縮小していない状況で独自

の通貨政策を放棄することは、物価の安定を

脅かすことなく持続的な経済発展を実現する

上で得策ではないという判断が背景にある。

欧州委は新規加盟国の早期ユーロ導入を促

進すると見込まれる。しかし、新規加盟国は

様々な財政上の不安定要因を抱えているのが

実情であり、経済的な観点からユーロの早期

導入は必ずしも望ましいものではないという

見方が少なくない。

３．産業界におけるEU加盟に向けた
取り組み状況

チェコにおける平均賃金は現在、月額で約

15,000コルナ（約414ドル）である。平均賃

金は上昇傾向にあるが、一般工の賃金で比較

すればドイツの約７分の１程度の水準であ

り、この格差が解消されるまでには長い年数

を要すると見られる。したがって、産業界に

おけるEU加盟後の状況に対する警戒感はそ

れほど大きくないのが実情である。

また、外資系企業の増加は賃金上昇要因の

ひとつであるが、労働生産性の向上に大きく

貢献しているほか、EU市場に関する情報の

拡大にも寄与している。

国内企業の大多数はEU加盟によるマイナ

ス影響を楽観的にみており、むしろEU市場

への参入が容易になることを期待している。

現在、ほとんどの銀行が外国資本の下にある

ため、銀行セクターでもEU加盟による影響

を問題視する見方は少ない。乗用車メーカー

のシュコダ・オートは生産の約80％を輸出し

ており、チェコの全輸出額の約10％を占めて

いる。同社は速やかなEU加盟の実現ととも

に早期のユーロ導入を望んでいる。2001年来

のコルナ高の進行は輸出企業に大きな打撃を

与えており、通貨の安定性を望む声は大きい。

食品業界でもEU基準に合致するための設備

投資が進んでいる。ガスの輸入・配送企業で

は、安全基準での対応は進んでいるものの、

環境基準についてはEU基準に適した水準に

は至っていない。

EU加盟への準備や対応を進めるための専

任部署や職員を抱えている企業は少なく、通

常業務の一環でEU市場の動向分析やEU基準

への対応が行われている。必要な情報につい

ては、EU内の取引企業や国際見本市、国際

統計、セミナー、マスコミなどから得ている

企業が多い。また、既に数多くの企業がEU

企業の資本参加を得ており、これらのパート

ナーを通してEU市場に関する情報が入って

いる面も大きい。企業の多くは従業員のEU

加盟への対応に向けた教育・訓練に取り組ん

でいる。従業員の外国語への対応能力は向上

しており、英語やドイツ語を社内の公用語に

している企業もある。

４．EUのプログレスレポートに対す
る反応

2001年のEUの年次報告書であるプログレ

スレポートは概してチェコについて、「安定

した経済成長と質の高い労働力を擁し、市場

経済が既に機能している国であり、中期的に

財政構造の改革を実施すればEU市場での競争

に対応できる」と肯定的に評価していた。

政府は同報告書の評価に満足しており、2004

年の新規加盟国に含まれると確信している。

一方、政界には、プログレスレポートを軽

視する傾向が生じている。その理由としては、

指摘事項に同国の実情や法制などの制度に関
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する理解が不十分でミスが散見されることが

その一因である。例えば、報告書では法務大

臣が裁判官を解任する権限を有しているため

司法の独立性が侵害される恐れが高いと指摘

されているが、実際には法務大臣はそのよう

な権限を有していない。また、現EU諸国の

利益を代表する欧州委によって作成されてい

ること自体に対する不信感も強まっている。

EU内の鉄鋼業など業界の保護や公共事業に

おけるEU企業の受注拡大などの思惑が背景

にあるという見方が根強い。

従来からEU委員会の官僚主義と拡張主義

に異を唱えているクラウス下院議長（最大野

党である市民民主党党首）は、プログレスレ

ポートの内容はテクニカルな事項に関する記

述が多すぎると批判しており、EU拡大にお

けるEU諸国の政治的意図に警鐘を鳴らして

いる。また、市民民主党は、プログレスレポ

ートの批判も賞賛も過大に評価すべきではな

いという立場をとっている。

2001年12月に欧州委とギャラップ社が共同

で実施した加盟候補国の世論調査によると、

チェコでは回答者の54％がEU加盟を支持し

ており、反対は18％だった。欧州議会につい

て聞いたことがあると回答した者は68％、欧

州委について聞いたことがある者は51％だっ

た。また、チェコ人の多くはEU加盟準備の

進捗状況に関して十分な情報が与えられてい

ないと感じていることが明らかになった。

同国の世論調査機関が2001年11月に実施し

た調査では、チェコのEU加盟を支持する者

は44％に過ぎなかった。27％はEU加盟を支

持するか否かについて「わからない」と回答

しており、無関心の度合いが高い。また、

EUの政策と活動を肯定的に見ている者は回

答者の３分の１に過ぎなかった。一方、外交

政策においてEUとの協調を支持する者は

70％に達した。チェコのEU加盟に関する国

民の支持率は、以前から他の加盟候補国に比

べて低い。その背景には、既に生活水準や企

業活動、制度などの広範な面で「西欧」への

復帰が進展している度合いが高いため、「EU

加盟」という名目に対する期待度が比較的低

いことが要因として大きいものと思われる。

（畠山　悟）
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ハンガリーでは、EU加盟に向けた制度面

などの準備が順調に進展している。今後は、

投資優遇措置、ＦＴＺ（フリー・トレード・

ゾーン）など競争政策の分野でのEUとの交

渉の行方が注視される。

１．政府、産業界などの加盟交渉に
対する取り組みと重要課題

（1）24項目の交渉を終了、2004年加盟を目

指す

2001年末時点でアキ・コミュノテール31項

目中24項目の交渉を終了している。「資本、

人の自由移動」についても交渉が終わり、ハ

ンガリー側は労働者の自由移動を加盟７年後

からとすること、外国人の耕地購入も７年後

からとすることで合意した。残る交渉項目は、

競争政策、農業、地域政策、財政・予算規定

などである。

進むＥＵ加盟交渉（ハンガリー）
～競争政策の交渉が大きな課題～

ブダペスト事務所



ユルゲン・コッペン在ハンガリーEU大使

は2001年11月、2002年末までに加盟交渉を終

了した国にはEUへの加盟を認めたいとの考

えを明らかにした。また、2001年12月にベル

ギーで行われたEU首脳会議では、2002年中

に加盟交渉を終了すれば、2004年に加盟候補

国10カ国（ポーランド、チェコ、スロバキア、

ハンガリー、スロベニア、エストニア、ラト

ビア、リトアニア、キプロス、マルタ）に対

して新規加盟を認める準備のあることを表明

している。

オルバーン首相は、「EU加盟のドアのノブ

を回すところにまでたどりついた」と今回の

EU側の決定を歓迎する一方、他国の準備の

遅れが自国の加盟時期を遅らせることのない

よう、また加盟が自国の不利益とならないよ

う準備を進めたいとの考えを明らかにした。

しかし、同国の専門家のなかには、2002年の

フランス、ドイツ総選挙の結果次第では加盟

時期が予定より遅くなる可能性もあると指摘

する者もいる。

2002年１月にEUが提案した共通農業政策

（CAP）補助金の配分方法（新規加盟国向け

補助金は10年かけて既加盟国と同じレベルに

引き上げるとするもの）について、ハンガリ

ーは同国を差別するものであるとして不満を

表明している。

なお、同国政府財政首脳は、EU加盟後

2006年にはユーロ導入を実現したいとしてい

る。

（2）進む制度面での加盟準備

2001年に行われた加盟に向けた制度改革の

主なものとしては、金融システム（実質上の

外国為替自由化、インフレターゲティング制

の導入、クローリングペッグ制度の廃止な

ど）、労働法の改正、マネーロンダリング規

制法の成立などである。また、工業製品の安

全性に関するEU基準検査（PECA）が2001

年７月、同国でも認可された。2002年４月か

らは食品に添付する表示ラベルの内容が変更

され、製造者の責任がより明確になると期待

されている。ハンガリー･テレコム(MATAV)

による長距離、国際電話の独占は、2001年12

月に終了し、すでに7社が新規市場への参入

の名乗りを挙げている。電力部門では2001年

12月、2003年１月から2010年の間に段階的な

自由化が行われることが議会で承認され、電

力市場の約35％を占める大口顧客である製造

部門向け電力が自由に電力会社を選択出来る

ようになる。

（3）注目される法人税等優遇措置、ＦＴＺ

（フリー・トレード・ゾーン）の取り扱い

産業界で注目されているのは競争政策に

ついての交渉である。法人税免除などの優

遇措置の扱いやFTZ（ハンガリーではゾー

ン指定をせず、企業が個別に敷地をゾーン

として認可を受ける。生産施設と倉庫施設

が指定対象）の取り扱いの今後の行方が注

目されている。

外資受け入れの呼び水として有効であった

優遇措置の扱いについて同国は、既に最長で

2011年まで認めている。一方、EU側はEU原

則に合わない優遇税制は廃止すべきとして措

置の見直しを迫っており、同国との意見の意

見の隔たりは縮まっていない。政府系投資誘

致機関である投資貿易促進公社（ITDH）は、

政府が認めた優遇措置について、例え数年後

にEU加盟を果たしても、認められた期限は

有効であるとの見解を明らかにしている。優

遇税制が見直しになると、新規投資誘致や既

進出外資系企業への影響が懸念される。政府

は、優遇措置について2002年に決着したい考

えであり、交渉の成り行きが注目される。

一方、FTZについては、今後一部の企業で

はゾーン指定が解かれると予想される。ただ

し、その時期は依然明らかになっていない。

同制度も日系を含む多くの外資系企業が利用

しており、透明性の高い、事前の情報公開が
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強く望まれる。

（4）経済界などの対応

2002年２月時点でのEU加盟に対する経済

団体、政府系経済研究機関の反応は次の通り

である。

①ハンガリー自動車部品工業会（MAJOSZ）

ボクダノビッツ事務局長

同国のEU加盟は2004年が現実的である。

工業会では加盟に向けた準備をすすめ、2000

年にはCLEPA（European Association of

Automotive Suppliers）に加盟した。競争を

乗り切るためには、一層高度な製品作りが必

要となる。工業会メンバーで加盟に前向きな

のは80％。準備としては情報ネットワークを

開発し、サプライヤーネットワークの確立な

どが必要。

②ハンガリー機械工業会（MAGOSZ）モチ

ャニ事務局長

加盟時期は早ければ早いほどいい。EUの

資料によると、同国の生産性はEU平均の

58％（ポルトガル55％、ギリシャ72％）で、

同国機械製造部門はすでにEU加盟レベルに

あるといえる。加盟への期待としては、技術

開発面での資金援助が受けられることであ

る。熟練労働者不足でその育成が急務となっ

ている。政府は、大学など高等教育機関へ

の支援だけでなく、技術者育成に向けた支

援も行うべきである。準備が必要な点とし

ては、①環境対策、②情報ネットワーク作

り（規格･基準、技術、言語、入札など）な

どである。

（5）市民の反応等

民間経済調査会社Kod Economic and

Media Research Instituteが行った2001年12

月の調査によると、EU加盟に前向きな市民

は回答者の49％で、収入の増加を期待してい

る声が多い。加盟後、雇用機会が増えると期

待している回答者は全体の78％となってい

る。また、EUによる同年12月の調査による

と、ハンガリーでは回答者の70％がEU加盟

に賛成、反対派10％で、EUに対するイメー

ジでは、51％が良いと答え、31％が中立、

12％が否定的であった。

２．プログレス・レポートに関する
評価、反応

（1）おおむね前向きな評価

EU加盟候補国の加盟準備状況に関する欧

州委員会の年次報告書（プログレスレポート）

が2001年11月13日に発表された。同レポート

でハンガリーは、人権擁護、少数民族対策、

市場経済化、マクロ経済運営、環境法の整備

など多方面での進展が評価された。しかし、

ステータス法（周辺諸国のハンガリー系住民

の支援を定めた法律）に関わる周辺諸国との

関係や、国有ＴＶ放送局（M1, M2）経営陣

の人選問題（与党寄りといわれる人員で固め

られている）、財政政策、一層のインフレ対

策や犯罪対策、大きな進展の見えない社会保

険・年金基金改革については、適切な対応を

求められた。

同レポートについてオルバーン首相は、好

意的に受け止める一方、外部から自国の国政

を評価されることに不満の意を表し、「批判

を受けた個所については対処しなければなら

ないが、その中には西欧諸国にも該当するも

のがある」として、すべての批判が妥当では

ないとの考えを示した。また、「レポートの

最後に書き忘れていることがある。明日朝、

ハンガリーはEU加盟が認められるというく

だりだ」と述べ、早期加盟実現に自信の程を

示した。

ヴァルガ財務相は、経済・金融部門の評価

が2000年より良かったことを歓迎した。現

在外資系製造業などが適用を受けている法

人税優遇措置の取り扱いについては、正式
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加盟までは現状を維持したいとの考えを明

らかにした。

（2）ハンガリーに関するプログレス・レポー

トの主な内容

①政治的分野は民主主義、法の支配、人権、

少数民族対策で改善が見られ、加盟基準を

満たしている。

②行政改革分野は、行政サービスの強化、効

率化、給与の改善なども前向きな対応が見

られた。

③司法分野では、事務処理へのITの導入、訴

訟手続きの改善、組織改革を行い、裁判所

の効率化に進展が見られた。しかし、最高

裁判所の業務過多は続いており、下級裁判

所を含む司法組織に機能低下が生じている。

④汚職対策は、資産公開や刑罰の強化に関す

る法律が整備された。しかしより一層の前

進が必要。

⑤人権・自由分野では、難民収容に関する手

続きの迅速化や施設に改善が見られた。

しかし警察官による不当な取り締まりや

公共放送の運営方法は、改善や解決が求め

られる。

⑥ロマ人への対応では、教育、雇用、社会政

策、法的保護、文化面での支援を行った。

しかし差別の撤廃や関連法の完全な履行が

望まれる。また、ロマ社会の一般社会への

融合を進める必要がある。

⑦市場経済は機能しており、将来的にはEU

域内での競争圧力などに対応できる力を持

つものと思われる。

⑧マクロ経済は堅調に推移しており、拡大す

る投資、低下する失業率、良好な経常収支

バランスが経済成長を支えている。為替政

策の変更により、インフレ改善が進んでい

る。2001年に財政負担が増加しており、不

透明な財政支出や年金・社会保険制度改革

の遅れは、健全な財政の整備の妨げにな

る。インフレ対策には健全な財政運営が

必要。また社会保険制度改革は早急に着手

が必要。

⑨域内市場への準備は進展が見られた。物の

自由移動については既に欧州基準（CENや

CENELEC）への参加要件を満たしている。

高速道路など公共調達・工事は透明性が必

要。サービス、銀行、保険関連法整備や資

本移動もほぼ自由化された。欧州委FATF

（Financial Action Task Force）の勧

告を受けた形で、マネーロンダリング対策

法の整備が進んでいる。企業法分野では、

工業・知的財産権はEU基準に達している。

また競争政策も準備が進み、反トラスト関

連機関は十分に機能している。

⑩VATおよび物品税の税率調整は課題。税

務関係部門の電子データをEU諸国と交換

するシステムは開発が必要。関税分野は、

訓練や新設備の導入によって事務能力の向

上が見られた。経済や金融同盟分野では、

中央銀行の独立性が法的に確立された。工

業政策並びに中小企業分野では、新経済政

策セーチェニー計画が改善に寄与した。

⑪環境分野では、特に水、廃棄物、産業廃棄

物管理、化学物質や放射性物質に対する危

機管理、環境評価関連法の整備が進んだ。

関連分野の行政能力は強化されたが、関係

省庁間の効率的な業務分担が望まれる。

⑫農業分野では食品安全と畜産衛生面で進展

が見られた。欧州共通農業政策（CAP）へ

の参加のためには、国内関係機構の整備な

ど、一層の努力が求められる。運輸分野で

は一層の法整備が望まれる。鉄道部門での

リストラも必要。またエネルギー分野は、

域内市場参加に向けた法整備が必要。視聴

覚分野は特に報告事項はない。

⑬社会政策と雇用分野では、労働法の改正が

大きな進展だった。

⑭地域政策では、関連基金設立準備などで進

展があった。しかし、行政能力、財政・予

算手続きには改善が求められる。
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⑮電気通信に関する法整備状況は引き続きフ

ォローが必要。

⑯司法・内務分野は、査証政策、移民、難民

対応で進展が見られた。詐欺、汚職、資金

洗浄に対処する法律、組織の強化が必要。

国境管理は改善が見られた。

⑰共通外交・安全政策では、周辺諸国のハン

ガリー系住民を厚遇するステータス法は

EU基準に矛盾しており、周辺諸国との合

意が求められる。

⑱金融監督では監査部門などで整備が進ん

だ。しかし、行政能力や監査人の独立性は

改善が必要。財政、予算準備分野では、社

会の要請に沿った融資や複数年事業計画の

実現が必要。

⑲補助金コントロール、オーディオ・ビジュ

アル、市場監視、運輸、農業分野において、

一層の行政・司法能力の強化が望まれる。

またEU補助金を健全かつ効率的に管理す

る機関の創設が求められる。

⑳農業、オーディオ・ビジュアル、物の自由

移動、競争政策以外の分野で、短期的に解

決すべき課題への対応が進んだ。また中期

的課題では、社会政策、雇用、環境、司法

内務の各分野で進展があった。

３．ビジネス環境の変化

（1）高まる賃金コスト、懸念される労働不足

優遇措置、FTZの扱いは、同制度を利用し

ている企業にとって不安材料といえる。さら

に懸念されているのが賃金上昇、労働力不足

だ。政府は2001年に最低賃金を40,000フォリ

ント、2002年に50,000フォリントに引き上げ

た。シンガポール系委託加工生産フレクトロ

ニクス社は、労働コストが上昇するなか、相

次ぐ最低賃金の引き上げは、ハンガリーでの

ビジネスに影響を与えるものと話している。

バルガ蔵相は、労働コストが高まる中、経

済成長を維持するためにはステータス法を通

じて周辺諸国の低賃金労働者を雇用するのが

適当であるとの考えを示しているが、将来的

には周辺諸国においても労働コストが上昇す

る可能性は否定できず、ステータス法が導入

されても、別の新たな対応策が必要になるで

あろう。

2002年１月に公表されたドイツ・ハンガリ

ー商工会議所合同で在ハンガリー・ドイツ製

造業の実態を調査した「外資系企業スタッフ、

マネージャーの賃金調査2001/2002」による

と、上昇する賃金コストと熟練工の不足から

ハンガリーの競争力低下が懸念されると報告

している。失業率が高い地域でも非熟練工の

割合が高く、技術者養成プログラムの実施が

必要としている。外資系企業は、全国平均の

15％増しの賃金を従業員に支払い、2002年に

企業は10％のベースアップを予定している

が、高い賃金にもかかわらず熟練工不足は改

善されない。

（2）日系企業の対応

日系企業は、域内ローカルコンテンツをク

リアするため、現地調達率向上に向け、地元

部品企業の発掘、育成を積極的に展開してい

る。地元で調達が困難な場合は、日系企業へ

の進出要請なども行っている。製品によって

は安いアジア製品と競合する場合があり、コ

スト削減に向け、業務の効率化はもちろん、

マネージメントの現地化に取り組む企業も見

られる。

同国ではEU加盟に向けた法制度が度々変

更されるため、企業はフォローに苦労してい

る。その需要に対応するため、アンダーセン、

デロイト＆トゥシュ、KPMGは日本人会計士

を配置し、法務、税務などの業務サービスを

展開している。日本人弁護士を配置する米系

弁護士事務所もある。

（本田　雅英）
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スロバキアは2001年の１年間で、順調に

EU加盟交渉を進めた。国民の強い支持のも

と、政府・産業界が積極的にEU加盟交渉を

進めている。

１．政府、産業界の加盟交渉に対す
る積極的取り組み

（1）2004年加盟を目指し優先課題を再整理

スロバキア政府は、99年12月に策定された

「加盟のためのパートナーシップ」と2001年

６月に策定された「EU加盟に向けた国家プ

ログラム」に基づいて、着実に法整備および

制度改革を実行してきた。そして2001年11月

の欧州委員会「プログレスレポート」および

同月改訂の「加盟のためのパートナーシップ」

を受けて、2002年１月に「2004年EU加盟に向

けた238の課題」として、今後の具体的な取

り組みに当たっての優先課題を再整理した。

①　残る交渉分野は９項目

コペンハーゲン基準のうち「EU法適合」

（EUの政治、経済、通貨統合の目的を支持し、

メンバー国としての義務を果たせること）に

ついては、2001年末現在、スロバキアは31の

交渉分野のうち、22分野について交渉を終了

させている。2001年の１年間で、モノ、人、

サービス、資本の自由移動４分野を含め、会

社法、経済通貨同盟、社会政策および雇用、

エネルギー、通信および情報技術、環境、関

税同盟、金融管理の計12分野の交渉を終結さ

せた。ちなみに、スロバキアに２年先んじて

交渉を開始しているチェコが24、ハンガリー

が24、ポーランドが20の項目について交渉を

完了しており、交渉終了分野数に関しては、

スロバキアはこれら他のV４（ポーランド、

ハンガリー、チェコ、スロバキアの中欧４ヵ

国をヴィシェグラード４、V４と呼ぶ）諸国

と遜色のない水準となっている。

2001年の交渉において、スロバキアはいく

つかの分野で「移行期間の設定」という条件

付きで交渉を終了することに成功している。

例えば、資本の自由移動のうち、農村や森林

の外国人による土地取得は７年、外国人によ

るセカンドハウスの取得は３年の移行期間が

設けられた。エネルギー分野では、緊急時供

給原油90日相当の備蓄義務について2008年ま

での移行期間が設けられた。環境分野では、

下水処理項目で2015年のほか、既存石油備蓄

設備からの揮発性物質抑制、大規模燃焼設備

の大気汚染、包装関連など計７項目について

移行期間が設定された。一方で、労働の自由

移動についてはEU側から移行期間の要請が

あり、国ごとに個別交渉することとなってい

たが、スウェーデン、アイルランド、オラン

ダ、デンマーク、スペイン、ポルトガルは

EU加盟時点から完全自由化を受け入れ、旧

東欧諸国からの移民に対して最もセンシティ

ブなドイツ、オーストリアについては最長７

年の移行期間が設定された。

残る交渉分野は、①競争政策、②農業、③

運輸政策、④税制、⑤地域政策および諸機構

の統合調整、⑥司法および内務、⑦財政およ

び予算規定の計７項目である。これらについ

ても、相応の移行期間の設定を中心に、交渉

が進められる見込みである。運輸政策では道

路市場開放について、EU側から２年間の移

行期間要求があり、2001年12月の交渉終了を

スロバキア側が拒否している。一方、スロバ

キア側からは、農業は５項目に関して３年間、

税制についてはタバコや熱供給のVAT、電

気・ガス代の値下げ等６項目について５年

間、それぞれEU側に対し移行期間の設定を

2002年内の交渉終了を目指す（スロバキア）
ウィーン・センター



要求している。

政府は2002年内の交渉終了を目標にしてお

り、この目標どおりに交渉が進めば、国内法

のEU基準への適合はクリアできる見通しで

はあるものの、今後はこれらの国内法の整備

のみならず、法律の執行、行政の管理能力に

欧州委の関心が集まると考えられ、行政スタ

ッフの充実も緊急の課題となっている。

② 政治基準～汚職撲滅と少数民族問題が課

題

「政治基準」（民主主義、法治主義、人権

および少数民族の保護などを保証する安定し

た制度を整えていること）については、議会

は2001年２月に、一部国家主権をEUに移譲

するとともに、EU法を国内法より高位に位

置付け、また司法の独立、地方分権、人権保

護などに関する機構の整備を盛り込んだ改正

憲法を採択した。この改正憲法により、EU

法の円滑な国内法への導入が可能となった。

これを受けて99年改訂の「加盟のためのパー

トナーシップ」で指摘されていた「行政機構

の地方分権化と近代化」を進めるために、政

府は８つの地方自治体に関する法律を次々と

制定し、2001年11月には、初めての地方自治

体の議会および首長選挙を実施するなど、順

次権限と予算を地方自治体に移譲している。

2001年７月には国家公務員の職務、採用、報

酬などを規定した国家公務員法を制定してい

る。また、国家安全保障政策については、野

党の支持も得て、EU、NATO加盟を目指し

た「国家防衛戦略」を議会で採択しており、

こうした外交努力もEU側に高く評価されて

いる。

2000年の欧州委のプログレスレポートに引

き続いて指摘された、汚職撲滅とロマ人少数

民族人権問題は、いまや政治分野における最

大の課題となっている。このうち、汚職撲滅

については、今後利権問題に関する法的整備

を進めるとしている。また、ロマ人少数民族

人権問題については、教育および居住環境の

改善を進めるとともに、人権保護を監視する

部局を設立し、監視を強化するとしている。

③ 経済基準～マクロ経済の安定化にEUか

ら高い評価

「経済基準」（市場経済が機能しており、

EU産業に対抗できる競争力を持つこと）に

ついては、スロバキアのマクロ経済の安定化

についての取り組みが、欧州委から高く評価

されており、政府は今後もマクロ経済の安定

化策を、財政政策および金融政策により継続

的に実施するとしている。財政収支の改善に

向けては、減税による歳入減に見合うべく、

社会保障政策改革、各種補助金の削減や鉄道

をはじめとする国営事業部門のリストラを実

行していくとしている。また、中期的課題で

はあるが、労働市場の流動化と教育改革によ

る人材育成、社会保障負担の軽減等を通じて、

高失業率と地域間経済格差の解消にも取り組

むとしている。

政府は、財政収支の改善および市場競争力

の強化を目的に、国営企業の構造改革と民営

化に積極的に取り組んでいる。2000年12月に

国内最大手のスロバキア貯蓄銀行（SLSP）

がオーストリアエルステ銀行に株式の87％を

売却して民営化したのに続いて、2001年11月

には国内業界２位のスロバキア商業銀行

（VUB）がイタリアIntesaBCIに株式の94％

を売却、また、スロバキア投資銀行（IRB）

がハンガリーOTPに株式の92％を売却、イス

トロバンカも82％をオーストリアBEWAGに

売却して、それぞれ外資による民営化を実施

している。保険業界についても、国内最大手

のスロバキア保険（SP）の株式の91%をドイ

ツのアリアンツに売却することが決定してい

る。現在、最後の国営銀行となったスロバキ

ア郵便銀行（PB）の民営化も、2002年内完

了を目標に進められている。

これら大手国営金融機関の外国資本への売
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却により、金融業界の構造改革が大きく進展

し、国内金融市場の発展、活性化が期待され

る。2002年は、さらに、スロバキアガス

（SPP）や地域配電会社などエネルギー国営

企業の民営化が課題になっている。

（2）産業界も積極的にサポート

現在、スロバキア商工会議所では、スロバ

キア欧州統合閣僚会議への助言機能を有する

欧州統合ワーキンググループへの参加を通じ

てスロバキア産業界のロビー活動を進めると

ともに、会員企業向けへの情報提供を積極的

に行っている。2001年６月には、欧州経済社

会委員会（ESC）と合同で、「EU―スロバキ

アジョイント諮問委員会」を設立し、非政府

組織間で経済、社会面での連携を深め、EU

加盟促進をサポートしている。また、EUと

の間で相互にミッションを派遣し、交流を図

っている。

（3）EU加盟への展望

①　2004年加盟が目標

98年にポーランド、チェコ、ハンガリー、

エストニア、スロベニア、キプロスの６カ国

が、EU加盟候補国第一陣（ルクセンブル

ク・グループ）として加盟交渉を開始してい

るのに対して、スロバキアはラトビア、リト

アニア、ルーマニア、ブルガリア、マルタと

ともに、EU加盟候補国第２陣（ヘルシン

キ・グループ）として、2000年になってよう

やく加盟交渉をスタートさせている。以来、

加盟候補国第一陣入りがスロバキアの悲願で

あったが、2001年11月の欧州委によるプログ

レスレポートで「2004年に10カ国までの新規

加盟が準備される」ことが明記されたことで、

スロバキアは、事実上、加盟候補国第一陣の

仲間入りを果たしたと言えよう。

スロバキア政府は、2002年内にすべての交

渉分野で加盟交渉を終え、2002年12月のコペ

ンハーゲンサミットで加盟承認されたいとい

う意向を持っている。2004年６月に予定され

ている欧州議会選挙に参加して、加盟第一陣

として2005年に正式加盟を果たしたいとの意

思を、政府首脳もあらゆる機会を通じて表明

している。

②　懸念される2002年9月選挙の影響

スロバキア議会の2002年９月の総選挙を控

え、スロバキア政府は一貫して NATO加盟

とEU加盟を外交の最優先課題に位置付ける

ことをコミットしているが、EU側からは、

メチアル前首相の返り咲きがEU加盟交渉を

遅らせる可能性があるとの懸念が表明されて

いる。メチアル氏は1994年から98年まで民主

スロバキア運動（HZDS）党を率いて政権に

ついたが、EU側から民族主義的政策が非民

主的であるとされて、97年のルクセンブル

ク・サミットで他のV４諸国が加盟候補国第

一陣に指名されたのに対して、スロバキアは

第２陣の扱いを受けて、2000年になってよう

やく加盟交渉を開始することができたという

経緯がある。

こうしたEUの懸念に対し、スロバキア政

府は選挙前にできるだけ多くの加盟交渉を終

了し、EU加盟を確実なものにしたいという

意向を示している。

２．プログレスレポートを高く評価

（1）政府はレポートの評価を歓迎

カドレチコヴァ欧州統合担当副首相は、

「欧州委に指摘された問題点を法的に整備す

る必要を認識しており、特に汚職の撲滅に全

力を挙げる」として、プログレスレポートに

おいて指摘された問題点は認めつつ、「いま

までで最高の評価であった」と歓迎するコメ

ントを発表している。また、フィゲル外務副

大臣は、V４諸国のEU加盟進捗状況に触れ、

「スロバキアは２年遅れの交渉開始のハンデ

ィを克服し、加盟交渉という意味ではV４諸

国に追いつき、2004年加盟に向けて、着実に
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改革を進めている」と発言、第一陣加盟への

強い自信を見せた。さらに、EUに派遣され

ているミガシュ・スロバキア代表は、「EU加

盟交渉は順調に進んでおり、モノの移動、会

社法、社会政策、関税同盟、金融管理などの

分野で高い評価を得た。一方で、われわれが

問題点として指摘された、汚職、ロマ人問題

に加え、財政赤字、高失業率問題の解決を急

がなければならない」と発言している。

一方、EU側のコメントとしては、ロヘル

在スロバキア欧州委特使が、「スロバキアが

2001年の改革を通じて、他のV４諸国と肩を

並べるところまで交渉を進めたことは賞賛に

値する」と発言している。

（2）国民もEU加盟に高い支持

欧州委統計局（EUrobarometer）によると、

2001年12月のスロバキア国民のEU加盟支持

は66％で、加盟候補12カ国の平均58%を大き

く上回った。反対はわずか11％で、EU加盟

の気運が国民の間にも広がりつつある。2002

年１月に民間調査会社MVKが実施した世論

調査でも、EU加盟賛成が81％にのぼり、

2001年５月の調査結果の71％を大きく上回っ

た。なお、産業界からは今回のプログレスレ

ポートに関して特段のコメントは発表されな

かった。

３．ビジネス環境は好転

（1）ビジネス環境の整備が進展

貿易面では、通関手続き等がEU法に適合

するものとなることで、EU圏との貿易に関

し、手続の簡素化・透明化が期待されるとと

もに、EU圏外（第３国）との貿易に関して

も、EU関税率への適合の過程で、工業製品

の関税が軽減されることから、これら第３国

からスロバキアへの輸出環境は好転する。投

資についても、EUおよびOECD加盟国から

の不動産取得の解禁や投資優遇策の整備によ

り、投資環境は好転しつつある。また、会社

関係法、労働関係法等の整備により、現地で

の事業活動の展開に当たってのリーガルリス

クが軽減されることが期待される。

環境政策など、EU基準への適合により、コ

スト増が想定されるものもあるが、スロバキ

アについては、EUから長期間の移行期間が

認められており、比較的緩やかなビジネス環

境変化になると考えられる。

ビジネス関連の主な法整備状況は以下のとお

りである。

①　会社関係法改正

会社法は2001年10月に議会を通過し順次施

行されている。これにより、EU加盟時から、

EU内に拠点を置く企業は、スロバキアに支

店あるいは住居をもたなくとも、経済活動が

許可されるようになる。また、少数株主の保

護、買収・企業合併に関する手続きも定めら

れている。産業および知的所有権の分野でも、

2001年10月に特許法が議会を通過し、スロバ

キアがEU特許権条約に加盟する2002年７月

に施行される予定である。この特許法は、

EU特許制度に基づき、バイオ工学や医薬品、

植物保護に関する発明などの特許についても

定めている。

また、2002年２月から改正破産法が施行さ

れ、「破産」の概念について「２者以上の債

権者に対して債務不履行となった時点で、債

務者は破産したものとみなす」と厳格に定義

されることとなった。これにより、債権者の

保護と円滑な事業の再建が図られることが期

待されている。

②　外国企業の不動産取得も可能に

EUあるいはOECD加盟国の事業者は、事

業運営のための不動産取得が2001年１月から

可能となった。また、2000年11月から国内非

居住者の証券取引も解禁されている。
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③　法人税、個人所得税の減税

法人税は、2002年１月から従来の29％から

25％に減税され、個人所得税も従来の７区分

から５区分に簡素化され、最高税率42％が

38％に、最低税率12%が10％にそれぞれ軽減

された。2003年１月からは、減価償却期間の

短縮を含む法改正が予定されている。

④　労働法改正へ

労働法が2002年４月から改正される予定

で、これにより、臨時従業員の雇用ルールに

ついて、最大３年間の雇用が認められている

臨時従業員の雇用契約が終了してから、12ヵ

月間は雇用契約の期間延長や繰り返しの雇用

契約締結が禁じられることとなった（ただし

季節労働者は除く）。

また、労働者の権利保護の観点から、就労

時間を週40時間と定めるとともに、複数の雇

用主に従事する場合も就労時間が週48時間を

超えてはならず、年間基準外就労時間を150

時間以内にすることが定められた。さらに、

雇用者が被雇用者による労働組合設立を支援

することが義務付けられた。

⑤　国内関税法の改正と関税引き下げ

スロバキアの関税分類や手続きをEU法と

合致させるため、2001年７月に、国内関税法

が改正された。その他、2001年１月に、輸入

課徴金が廃止された。また、2002年１月から

は、航空関連部品の輸入関税を廃止、医療関

連製品の輸入関税を一部引き下げ、旅行者な

どが所持する非営利商品の輸入関税を４％に

統一する等、制度整備が進められている。現

在スロバキアの平均関税率は９%、そのうち

農業品目13.7%、漁業品目5.9%、工業品目

8.1%であるのに対して、EU平均はそれぞれ、

6.3%、16.2%、12.4%、3.6%となっており、

EU加盟時点までにEU関税率に合わせていく

必要がある。

（2）投資優遇策を見直し

スロバキア政府は、1999年４月にタックス

ホリデー（法人税免除）を含む投資優遇策を

導入している。その後、外国投資比率を引き

下げた同修正法が2001年１月に発効してい

る。さらに、この従来法と修正法の２法に加

えて、タックスホリデー10年を含む新投資促

進法が2002年１月から発効し、現在３つの法

律（条件の異なる投資優遇政策）が併存して

いる。

①　従来法

従来の投資優遇策は、以下の条件を満たす

企業の法人税を、課税対象となった時点から

５年間にわたり全額免除（タックスホリデー）

とし、さらにその５年の間に500万ユーロ以

上を再投資した場合、続く５年間は法人税が

50%減免されるというものである。

（タックスホリデー条件）

・基本資産の75%以上が外国資本である

こと

・2003年12月までにスロバキア国内に設立

された法人であること

・製造業あるいは指定サービス業（旅行業、

システムプログラミング、ソフト開発）

であること

・製造業の場合は、製品の60%が輸出され

ること

・製造業で500万ユーロ以上（失業率15%

超地域では200万ユーロ以上）、指定サー

ビス業で150万ユーロ以上を金融資産と

して株式投資すること

②　修正法

上記の従来法に対して、2001年１月に施行

された修正法は、外国資本比率を75%から

60%に引き下げ、製造業の輸出の条件を撤廃

している。また、最低投資額を製造業で450

万ユーロ（失業率10%超地域では300万ユー

ロ）に、指定サービス業で200万ユーロにそ
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れぞれ引き下げている。また、その５年間に

450万ユーロ（失業率10%超地域では300万ユ

ーロ）以上の追加投資を行った企業に対して、

続く５年間は法人税が50%減免される。

③新投資促進法

2002年１月に施行された新投資優遇法は、

①外国資産比率条件を撤廃（外国企業と国内

企業を平等に扱う）、②タックスホリデー

（法人税100%返還）適用期間を今までの５年

間から最長10年間適用、③事業拡大を目的と

した追加投資にも適用、④雇用創出に対する

補助金制度の創設（新規雇用者１人あたり16

万スロバキア・コルナ〔SKK〕までの補助金

を支給）、というのが主な特徴である。本法

の対象として申請可能な企業の要件は以下の

とおりである。

・最低投資額は４億SKK（約900万ユーロ）。

ただし、失業率10%以上の地域ではこれ

ら条件金額が半分（約450万ユーロ）と

なる

・GDPがEU平均の75%以上の地域は適用

外（2001年5月現在ブラチスラバのみ）

・売り上げの80%以上が製造業あるいは指

定サービス業によるもの

新法では法律的な条件を満たす企業に対し

て、個別に政府が申請内容を査定し、適用期

間や補助金額などが決定されるという内容に

なっている。なお、この新法が施行されても、

従来の２法に基づく投資優遇策は引き続き有

効である。

この新法は高失業率地域解消や工業団地促

進を目指しており、地域開発を目的とする国

庫助成はEU法（競争政策、産業政策）に沿

ったものとしてスロバキア政府は位置付け

て、最長10年間の優遇政策はEU加盟後も継

続されるとしている。

一方、上記の新投資優遇法とは別に、工業

団地設立支援を目的とした工業団地促進法が

2001年６月に施行されている。これは、工業

団地取得のために、国庫から地方自治体に対

して、インフラ整備建設資金（土地リース、

技術施設）の７割までの助成金を交付するも

ので、すでに開設済みの工業団地にも適用可

能である。

（小幡　成雄）
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（参考）�

年月�

49年�
52年�
�
�
57年３月�
58年１月�
�
67年�
68年７月�
73年�
81年�
85年�
89年�
�
91年12月�
�
92年２月�
93年１月�
93年６月�
�
93年６月�
�
�
�
�
�
�
�
93年10月�
93年11月�
�
95年１月�
95年２月�
�
95年３月�
95年６月�
�
95年６月�
96年４月23日�
97年７月�
�
97年12月�
�
�
�
�
�
�
�
�
98年３月�
99年１月�
99年12月�
�
00年２月�
00年11月�
�
00年12月�
01年９月�
01年12月�
�
02年12月�
�
04年６月�
05年１月�

スロバキアの動き� 全体・周辺国の動き� 備考�

スロバキアEU加盟に向けた歩み�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
チェコスロバキアとして連合協定に調印�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
スロバキアとして連合協定に再調印�
�
�
�
連合協定全体が発効�
�
�
�
�
EUに正式加盟申請�
PHAREプログラム調印�
�
�
�
メチアル政権下における民主化の遅れなど主
に政治面の問題が指摘され、２つに分けられ
た加盟候補グループのうち、正式交渉が進め
られる第１グループには入れず第２グループ（加
盟候補予備軍）の扱いを受ける 加盟候補国向
けの支援策をひとつのフレームで提供する必
要性が確認され、「加盟のためのパートナー
シップ」の作成が決定。�
加盟のためのパートナーシップ制定（順次改訂）�
�
99年12月、ヘルシンキで行われたEU首脳会議
において、正式に加盟交渉を始めることが決定�
加盟交渉を正式にスタート�
欧州委員会プログレスレポートでスロバキアが
はじめて、「機能する市場経済」との評価を受ける。�
�
�
プログレスレポートを受けて、スロバキアの「加
盟のためのパートナーシップ」を改訂�

北大西洋条約機構（NATO）発足�
欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）発足�
加盟国６カ国。（フランス、西ドイツ、イタ
リア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク）
ローマ条約調印�
欧州経済共同体（EEC）発足 �
欧州原子力共同体（EURATOM）発足 �
ヨーロッパ共同体（EC）発足。�
関税同盟達成。 �
イギリス、アイルランド、デンマークEC加盟。
ギリシャ加盟。�
スペイン、ポルトガル加盟。�
「対ポーランド・ハンガリー経済再建援助計画
（Phare）」構想 �
ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキア
欧州協定（連合協定）締結�
マーストリヒト条約（欧州連合条約）調印。�
欧州統合市場（EC）実現。（85年の単一議定書）
コペンハーゲンサミットでPHARE計画のイン
フラ整備分野への適用を容認。�
コペンハーゲンサミット�
①政治的基準（民主主義、法治主義、人権お
よび少数民族の保護などを保証する安定した
制度を整えていること）�
②経済的基準（市場経済が機能しており、EU
産業に対抗できる競争力をもつこと）�
③EU法適合（EUの政治、経済、通貨統合の目的を
支持し、メンバー国としての義務を果たせること）�
�
欧州連合（EU）の誕生。（マーストリヒト条
約＝欧州連合条約の発効） �
オーストリア、スウェーデン、フィンランドが加盟。�
ブルガリア、チェコ、ルーマニア、スロバキア、
連合協定発効 �
シェンゲン条約発効 �
カンヌサミットで、「中東欧連合協定調印国
のEU域内市場への統合に関する白書」採択。 �
�
�
欧州委員会が「アジェンダ2000」発表。「加
盟のためのパートナーシップ」を提案。 �
ルクセンブルグ首脳会議 �
加盟候補国向けの支援策をひとつのフレーム
で提供する必要性が確認され、「加盟のため
のパートナーシップ」の作成が決定。 �
�
�
�
�
�
�
単一通貨ユーロの導入 �
�
�
�
�
�
ニースサミットで、東方拡大の制度設計を決議。
加盟準備経済政策（PEP）閣議決定。 �
�
�
EU拡大第一陣交渉一次締め切り �
コペンハーゲンサミットにて招致国を指名 �
欧州議会選挙 �
欧州委員会新体制、理事会特定多数決新得票�

EEC、EURATOM設立、共通市場形成に向
けた宣言（関税同盟、共通農業政策等）�

加盟に必要な基準（Copenhagen Criteria）
採択。�

91年12月にチェコスロバキアとして調印。
93年１月の分離独立により再調印。�

EC加盟国15カ国、西欧で非加盟はノルウ
ェー、スイス�

EC加盟国９カ国�

EC加盟国10カ国�

EC加盟国12カ国�

諸制度のEUへの適合�
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EU加盟交渉を進めているブルガリアは、

現時点で他交渉国に後れを取っている。政府

は、国民のEU加盟への強い支持を背景に早

期加盟を目指している。欧州委は、プログレ

ス・レポートにおいて政府の制度改革の取り

組みに一定の評価を示しているものの、加盟

の実現のためにはさらなる改革の必要性を指

摘している。ビジネス環境に対する産業界か

らの不満の声も大きく、投資環境の整備が急

務である。

１．大勢は2004年のEU加盟に悲観的

ブルガリアは2001年、内閣、大統領ともに

交代という大きな政治的変化を経験した。

2001年７月に就任したシメオン･サクスコブ

ルゴツキ首相、および2002年１月に就任した

体制転換後初の旧共産党系であるゲオルギ･

パルヴァノフ大統領は、NATOおよびEU加

盟を引き続きブルガリアの最優先課題とする

方針を掲げている。

EU加盟の方針は国民の広い層から強く支

持されており、欧州委が2001年10月に加盟候

補国で実施し世論調査によると、ブルガリア

におけるEU加盟支持率は74％と、ルーマニ

アの80％に次いで高い。

ブルガリアのEU加盟交渉は2000年２月に

開始されたが、2002年３月時点で、「制度」

および「その他」の項目を除く29項目で交渉

が開始されており、そのうち14項目の交渉が

終了している。

2001年12月15日にEU首脳会議で採択され

たラーケン宣言では、EU加盟国は「2004年

に25カ国になる」見通しを示した。しかしな

がら、ブルガリアはルーマニアとともに2004

年の加盟には間に合わないとの見方が強い。

外務省関係者は、「2002年中にすべての項目

で交渉を開始し、できる限り早期のEU加盟

を果たす」としている。一方、ブルガリアの

民間シンクタンクは「行政・司法を適正に機

能させるための制度や財産権保護の枠組みの

構築には、相当の時間が必要であろう」と指

摘している。

２．欧州委はさらなる制度改革を要求

欧州委は、ブルガリアにおける諸改革があ

る程度進展していることに対して一定の評価

をしているものの、さらなる改善の必要性を

指摘している。

まず、政治的基準に関しては、効率的で透

明性の高い行政システムの確立、汚職対策の

実施、司法制度改革、ロマ人への社会的差別

に対する責任ある対策などの必要性が指摘さ

れているが、いずれも改革のプロセスは緒に

ついたばかりである。

経済的基準に関しては、低い購買力や民間

投資など国内経済の弱さに加え、銀行部門の

構造改革の遅れ、不透明な民営化プロセスな

ど、各種制度のさらなる整備の必要性が指摘

されている。

これに対して外務省は2001年12月、欧州委

による評価を歓迎すると同時に、今後のEU

加盟交渉の進展を図る政府方針を発表した。

そこでは、関係部署間における協力体制の向

上のほか、EU共通政策の適用に向けた行政

能力の改善、EU法制の執行のための司法シ

ステムの確立について目標を設定している。

また、ファーレ・プログラムなどの加盟準備

基金および正式加盟国となった際のEU構造

基金を効果的に利用するための行政能力の向

上を掲げている。さらに、国民、NGO、労

働組合、産業界に対して、加盟交渉の進捗状

況や、EU加盟によって生じる権利と義務に

制度改革を進め早期加盟を目指す（ブルガリア）
ウィーン・センター／欧州課



ついての情報を提供することで、国民、関係

者の理解を得ながら加盟の実現を図る意向で

ある。

一方、キャピタル紙は、政府のプログレ

ス・レポートに対する反応を「楽観的である」

と論じている。同紙は、ブルガリアに対する

評価が良くなっている点については認めるも

のの、「画期的な進展があったわけなく、ブ

ルガリアがEU加盟候補の最後尾にいること

に変わりはない」と現実を直視した姿勢を示

してしている。さらに、ある政府関係者は、

「レポートは法制度整備の進捗状況について

評価している一方で、国内法の執行にこそさ

らなる努力が必要であると強調している。つ

まりブルガリアの司法制度は大きな欠陥を

抱えており、それゆえに機能する市場経済

が未だに確立していないと認識されていると

言ってもよい」と厳しくコメントしているな

ど、今後のさらなる整備を求める声も上がっ

ている。

３．産業界からもビジネス環境の改
善を求める声

ブルガリア外国投資家協会（Bulgarian

International Business Association：BIBA）

は、毎年政府に提出している「外国投資に関

する白書」で、ブルガリアの投資環境に関す

る問題点を列挙している。

そこでは、IMFの制約を受けている税制、

煩雑な許認可を要求する官僚制度、未発達な

金融部門、司法システムの欠陥、当局におけ

る汚職行為などの問題点をあげている。これ

らは欧州委のプログレス・レポートにおいて

も、ブルガリアが抱えている問題点として位

置付けられているものである。特に税制に対

する産業界の不満は大きい。これは、シメオ

ン首相が公約として掲げていた「企業の再投

資利益に対する法人税の非課税措置」を、

IMFとの新規スタンドバイ融資協議の過程で

取り下げたことが背景にある。

また、ブルガリア産業連合会（Bulgarian

Industrial Association：BIA）は、農産物の

輸出入に関する制度の改善を要求している。

ブルガリアは2000年7月以降、EUとの間で農

産物の関税を撤廃している。しかしながら、

ブルガリアからEUへの農産物の輸出につい

ては、品目ごとに数量割当てが課されている

ほか、ブルガリア製品の輸入を望むEU域内

の輸入業者は、過去12カ月間にEU内での輸

出入実績を有していることが必要であるなど

の制限がある。他方、EUからブルガリアへ

の輸出については、農業製品に対する潤沢な

補助金制度が、EU産農産物の競争力を向上

させている。BIAは、ブルガリアからEUへ

の農業製品の輸出はごくわずかな量にとどま

っているのは、これらの制度が原因であると

考えており①輸入割当て制度の廃止、②EU

における農業製品に対する輸出補助金の排除

を訴えている。

ブルガリアにおける農業部門は、GDPで約

15％、労働人口で約25％（いずれも2000年時

点）と比重が大きいことを鑑みると、今後の

「農業」分野における加盟交渉には相当の困

難が伴うものと予想される。

４．今後のビジネス環境の変化

2002年にはさまざまな制度改革が予定され

ている。例えば、会社法の改正もその１つで、

これによって破産・整理手続きの時間短縮が

可能となる。

税制面に置いては、2002年1月から法人税

の引き下げ（一律15％、実効税率は23.5％）

のほか、付加価値税の還付期間が短縮（４カ

月→３カ月）される。

また、行政手続きの簡素化を図るため、中

央･地方両政府レベルにおける現行の登録･許

認可制度に関する情報を一括して提供する公

共登録機関の設置を計画している。また、製

品規格に関わる技術的障壁を撤廃し、ブルガ

リア製品のEU市場へのアクセスを容易にす
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るための、工業製品適合評価に関して、EU

との協議が開始される予定である。

国有企業の民営化についても、2002年中に

施行される予定の新民営化法では、民営化手

続きをすべて民営化庁の管轄とするほか、手

続きの透明化を図る規定を盛り込んでいる。

（小幡　成雄／志牟田　剛）

JETRO ユーロトレンド　2002.5 147

スロベニアはEU加盟候補国10カ国のうち、

最も加盟交渉が進んでいる国である。2001年

11月の欧州委員会発表のプログレスレポート

でもEUから好意的に評価されている。

１．政府の加盟交渉に対する取り組
みと重点課題

（1）2001年加盟交渉経過

スロベニアは、EU加盟交渉状況では候補

国中のトップを走っており、事前に策定した

１年間の加盟交渉目標を達成した唯一の国で

ある。2001年のEU加盟交渉では、31のア

キ・コミュノテール交渉項目のうち、12項目

の交渉を終え、2000年までに終了した14項目

と合わせ、終了した項目は合計26となった。

2002年は農業、地域政策、財政と予算の残り

の５項目での交渉を予定している。

2001年は、解決が先送りされていたいくつ

かの交渉項目で進展が見られた。従来から廃

止を強く求められていた現EU加盟国との国

境付近にある免税店について、2001年７月、

これを廃止する法案が可決されたことで、懸

案だった「関税同盟」の交渉が終了した（免

税店は９月に廃止）。また、12月には、EU拡

大後の「人の自由移動」に関して７年間の移

行期間を求めていたEU側の提案を政府が了

承、「人の自由移動」の交渉を終了した。司

法手続きについても、未解決案件をこの２年

で84,000件減少させ、「司法と内務」の交渉

を終了した。年末には、オーストリアとEU

間で締結されているアルプスのトラック通過

規制が延長（2003年から３年間）されること

で両者が合意、新規加盟国にも適用されるこ

とが決定されたことから、「輸送」の交渉項

目も終了した。

【2001年交渉終了項目】

３月：モノの自由移動、資本の自由移動、エ

ネルギー、環境

６月：文化・映像媒体政策、外国関係

７月：関税同盟

11月：競争政策

12月：人の自由移動、租税、輸送、司法と内務

計12項目

【参考：2000年以前の交渉終了項目】

サービス提供の自由、会社法、水産業、経済

通貨同盟、統計、社会政策・雇用、産業政策、

中小企業、科学技術、教育、通信・情報技術、

消費者保護・厚生、共通外交安全保障政策、

財政管理、計14項目

（2）2002年交渉項目に対する取り組み

スロベニアは、2002年前半に、補助金や基

金といったEUの財政制度と密接に関係する

「農業」、「地域政策」の交渉を終了し、この

２項目の交渉終結を受けて、同年後半に「財

政と予算」の交渉終了を目指している。（残

りの２つは、「機構」と「その他」）

順調に推移する加盟交渉（スロベニア）
ウィーン・センター



①　農業分野

スロベニアは、旧ユーゴ時代から先進工業

国であったことに加え、国土自体が起伏に富

んだ地形をしており、大規模農業に適さない

地域とされてきた。このため、スロベニアの

GDPに占める農業の割合は2.8％（2000年）

と、ポーランドやハンガリーといった他の

EU加盟候補国と比べても低く、また、農産

物の輸入国であること、及び、農産物価格も

比較的高いことから、安価な農産物の流入に

懸念を抱く現加盟国側から特に問題視される

こともなく、農業分野の交渉は比較的スムー

ズに進むものと考えられていた。

しかし、2002年１月、欧州委が発表した新

規加盟国に対する農業関連予算の割当を、加

盟初年度は現加盟国に対する金額の25％と

し、10年の移行期間で100％に漸増していく

案に対しては、他の加盟交渉国と同様反発し

ている。また、同時に提示された農産物の生

産割当案の大幅なカット案、特に牛乳の生産

量を１割カットする案に対しては、スロベニ

アの全農業生産に占める畜産業の割合が60％

以上と極めて高いことから、農業従事者から

激しい非難の声が寄せられている。スロベニ

ア農林業会議所（KGZS）のフリスク会頭は、

２月、「国内農業従事者の経済レベルが引き

下げられる可能性があれば、全力をあげて

EU加盟を阻止する」との声明を出している。

ブット農相やポトクニック欧州統合相をはじ

め、政府も相次いで非難の声をあげており、

これまでスロベニアのEU加盟上争点とはな

りにくいとされてきた農業問題も、今後他の

加盟候補国と同様、調整が難航することも予

想される。

②　地域政策

地方のインフラ整備などに用いられるEU

の構造基金を受け取るには、EU側の求める

地方分権を進める必要があるが、スロベニア

は、独立以来、行政区分上の「地方」という

ものが存在しなかったため、新たに「地方」

を区分けする必要に迫られている。当初、ス

ロベニア政府は、同国を首都「リュブリャナ

地方」と「それ以外の地方」のように二つに

分割する計画を欧州委に提案していたが、基

金の適用機会が増えるとして受け入れられ

ず、現在は東部、西部、中央部の３地方に分

割する案を再提案しており、今後具体的な協

議を続けていくことになっている。

③　財政と予算

「財政と予算」は、EUとスロベニア間の

補助金などに関する最重要項目であり、政府

は、農業分野や地域政策分野での各種基金の

適用・補助金の受取資格を、EU加盟後から

現在のEU予算の有効期限である2006年まで

は維持したいと考えており、EU加盟と同時

にネットでの「EU予算を負担する側」にな

ることを極力避けたいと考えている。しかし、

現時点で既にEUのGDP平均の75％（EU予算

を受け取る側ではなく負担する側になるとさ

れるライン）を達成、現加盟国と比べても遜

色のない経済力があることから、EU側は

「財政と予算」の項目ではかなりの譲歩をス

ロベニア側に求めてくるものと考えられる。

（3）外国直接投資促進が課題

2001年12月に欧州委が発表したレポート

（Report on real-terms convergence in EU

applicant countries）では、スロベニアの経

済政策を評価し、2001年末までにGDPでEU

平均の75％を達成、2004年までに85％に達す

ると予想している。一方で、外国直接投資が

他の加盟国に比べて低いこと、インフレ率が

比較的高いことが同レポートで指摘されて

いる。

スロベニアへの外国直接投資額は、フロー

で見た場合、97年の年間３億7,500万ドル以

降、減少の一途を辿り、2000年度は１億

8,100万ドルに止まった。こうした中、政府
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は、外国直接投資のGDPに占める割合を現在

の１％から数年かけて３％程度にまで上昇さ

せるべく、2001に外国直接投資促進計画を策

定したところである。

外国直接投資の拡大に当たっては、現在進

めている国有企業の民営化を加速させること

が必要であり、2002年中にも国内最大手ノヴ

ァ・リュブリャナ銀行及び２位のマリボール

銀行の政府保有株式のうち各々34％、65％を

外資系金融機関に売却する。通信のスロベニ

ア・テレコムについては、当初、2001年９月

末まで具体的な民営化計画を策定する予定で

あったが、米国同時テロ事件及び株式市場の

低迷から2002年に延期され、2003年までに民

営化（発行済株式の約50％の見込み）を実施

することとした。累積赤字に苦しむ国営鉄鋼

グループ「スティールワークス」については、

グループ内の14社を2003年まで順次民営化し

ていき、残りの不採算企業は清算することと

している。

また、EU加盟を控えて、大規模な財政支

出を伴う投資優遇策を新たに策定するのは困

難なことから、主に、制度、手続き面での障

害を取り除こうとしている。具体的には、政

府内の行政障害排除委員会を中心に、企業設

立の大幅な簡素化、営業許可の大幅な廃止、

企業登録費用の値下げなどを既に実現してい

る。また、同委員会は、現在、外国人労働許

可及び滞在許可手続きの簡素化も進めてお

り、今後は土地取得の迅速化、建設許可の簡

素化、国有遊休資産（不動産）の売却促進を

計画している。

（4）EU加盟賛成派が大勢

中道左派のドルノフシェク連立政権は積極

的なEU加盟推進派であり、国会（90議席、

１院制）においても民族主義政党である野党

の一部（国民党SNS、４議席）以外は全て加

盟支持派で占めている。政府は2002年中に残

り５項目の交渉を終了させ、2004年にはEU

に加盟、２年後の2006年にはEMUに参加、

ユーロ圏に入ることを目指している。

産業界も総じて加盟支持である一方で、国

民一般の支持率は上下を繰り返している。

2001年10月に全加盟候補国で実施、12月に発

表されたユーロバロメーターの世論調査で

は、41％が加盟支持となっており、加盟候補

国13カ国平均の59％（当時）を下回った。従

来は第一陣として数カ国が新規加盟を果た

し、その後準備の整った国が順次加盟してい

くと予想していたものの、一挙に10カ国が

EU加盟を果たす「ビッグバン」の可能性が

出てきたことで、今後、加盟手続きの遅れや

財政負担の増加が生じるのではないかとの懸

念が国民の間に広がってきたことがその理由

として考えられる。

「ビッグバン」方式については、ドルノフ

シェク首相も、当初は「10カ国が同時に加盟

するというコンセプトが認められ、我々とし

ても多くの国がEUに加盟することを望んで

いる。しかし、相違の原則（候補国の加盟準

備状況で加盟を判断するの意）を守り、加盟

候補国が他の候補国の準備が整うまで待たさ

れるということがあってはならない」とコメ

ント、原則的には歓迎の意を表明していた。

しかし、2002年１月に明らかになった欧州委

による農業関連補助金の大幅カット案が提案

されたことで、「６カ国の新規加盟を前提と

していたものを一挙に10カ国に増加させる一

方で、財政構造がそのままでは問題が生じる

のは明確」として、10カ国同時加盟のビッグ

バン方式への懸念を示した。

また、スロベニアは近い将来、EUからの

補助金を「受け取る側」ではなく、EUに資

金を「供出する側」になるだろうとの思いが

強まっていることも、比較的低い支持率に結

びついている。なお、前述の世論調査によれ

ば、54％が「EUについて十分知識を有して

いる」と答えており、これは加盟候補国平均

の28％を大きく上回っている。また、「EU加
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盟に関する国民投票を実施した場合、賛成票

を投じるか」との質問に対しても、56％が

「イエス」と答えており、加盟候補国平均の

65％に及ばなかったものの、実際に国民投票

を実施すれば、加盟賛成派が上回るだろうと

予測されている。

スロベニア政府機関が毎月実施している

EU加盟に関するアンケート結果の推移は上

の表のとおり。（欧州委のユーロバロメータ

ーによる調査とは別調査）

２．プログレスレポートに対する反応

2001年11月に発表されたプログレスレポー

トの結果は、スロベニアを評価する部分が批

判を大きく上回っており、また、EU加盟が

個々の加盟国の交渉進捗状況、つまり、ア

キ・コミュノテールの交渉項目の終了状況に

基づいて行われることについて、政府関係者

は一様に満足している。

バフシャール欧州統合相（2001年12月に民

間転出により辞任）は、今回のレポートに対

して、「スロベニアの加盟準備状況を正しく

表しており、加盟に向けてスロベニアが順調

にその準備を進めていることを認める内容」

と述べている。また、前回のレポートで指摘

された「免税店の廃止措置の遅れ」や「司法

手続きの遅れ」などの批判がなくなったこと

も高く評価している。

ルペル外相も、スロベニアの外交分野での

努力、特に旧ユーゴスラビア構成各国との関

係が改善し、南東欧の安定化に寄与したこと

が評価されたとしてプログレスレポートを歓

迎している。スロベニアは、2001年中、現ユー

ゴスラビアやボスニア・ヘルツェゴビナと経

済協力協定を締結（ボスニアとは自由貿易協

定も締結）したところであるが、このことが

プログレスレポートで高く評価されている。

少数民族政策では、国内ロマ人の雇用拡大

政策の実施や、今後ロマ人から警察に対して

苦情を申し立てる際は、ロマ人協会（国内の

団体）の代表がその調整過程に参加すること

が認められるなど、各種の改善策が図られた

ことが評価された。

ポトニック対EU交渉団代表は、「地域政策

の実行などを除けば、加盟交渉上、深刻な問

題はない」と述べ、今後の課題としては、

「EU化された行政機能をいかに実行に移す

か」としている。また同代表は、「EU加盟は、

EU側が加盟候補国の進捗状況をきちんと区

分けし、客観的基準で承認することを望む」

と語り、他の加盟候補国の進捗状況がスロベ

ニアの加盟に影響が出ないことを要望してい

る。なお、ポトニック代表は、2002年１月以

降、欧州統合相のポストを兼務している。

一方で、２年続けて「地域政策」の分野で遅

れをとっていることが指摘され、政府はこれ

を重く受け止めている。スロベニアは、EU

の地域政策、基金の運用などを担う地域開発

庁を設立、この点は評価されたものの、依然

としてEUの構造基金を振り分ける地域の区

分け作業や、それを受け持つ行政機関の設立

が遅れている。プログレスレポート発表直後

の閣議では、スロベニア経済省は、地域政策

に関する現状と今後の計画を2002年前半まで

提出するよう求められたとのことである。

なお、今回のプログレスレポートに対して、

JETRO ユーロトレンド　2002.5150

10

�

賛成�

反対�

他�

（2001年～2002年、単位％）�

１月�

53.8�

29.0�

17.2

２月�

53.4�

28.6�

18.0

３月�

48.3�

31.8�

19.9

４月�

50.8�

29.9�

19.4

５月�

50.7�

30.8�

18.5

６月�

51.2�

27.7�

21.1

７月�

54.8�

27.2�

18.0

８月�

NA�

NA�

NA

９月�

52.0�

26.8�

21.2

10月�

54.6�

23.4�

22.0

11月�

53.6�

27.0�

19.5

12月�

53.2�

27.5�

19.3

１月�

55.7�

27.3�

17.1



産業界、国民、メディアからは、特段の目立

った反応はない。これはEU加盟自体に関心

が無いというものではなく、国民一般には、

「スロベニアはEU加盟候補国の中で加盟準備

が最も進んでいる」という認識が浸透してお

り、「プログレスレポートはスロベニアにとっ

て好意的内容でまとめられるだろう」との自

信と期待が発表前から存在しており、レポー

トの内容が事前に予想された範囲内に止まっ

ていたことがその背景にあると考えられる。

３．ビジネス環境への影響

（1）スロベニア企業への影響は小

EU加盟に向けて、スロベニアではこれま

で800を超える法律、規則が国会で承認され

た。残りは約400とされており、この手続き

も2002年末までには終える計画である。

もともとスロベニア経済は、EU加盟交渉

が始まる前から市場経済が機能しており、基

準・認証制度もEU域内と類似している点が

あったため、多くの国内企業はEU加盟後も

自社の競争力が低下するとは見ていないと考

えられる。特に、製造業などは、従来から高

付加価値の製品をドイツなどEU域内に輸出

してきており、この傾向はこれまで通り続く

と予想されている。ただし、製薬業界につい

ては、外国企業の製品を元に開発されていた

国内産一般薬の販売禁止期間が、外国企業保

護の観点から延長されることになり、今後、

国内製薬業のマーケットシェアに影響を及ぼ

すとの指摘がある。

一方で、これまで外国企業との競争に晒さ

れず、競争力が弱いとされてきた業界、特に、

銀行、保険などの金融セクターにおいては、

EU加盟への危機感が募る一方で、こうした

業界においても、徐々に自由化が進められて

きており、また、外資による買収も続いてい

ることから、加盟実現までにEU域内で生き

残れる体力を身につけることが可能なのでは

ないかとの楽観的な意見も聞かれる。

（2）資本の自由移動

資本の自由移動が実現することについて

は、既にFTAの締結などで市場が自由化さ

れていることから、EU加盟から直接生じる

ネガティブな影響は少ないとされている。反

対に、資本の自由移動と市場の自由化により、

直接投資と証券投資が活性化するという傾向

が現れてきており、2001年度の同国への外国

直接投資額は大幅に増加した。民間銀行最大

手のSKBを仏ソシエテ・ジェネラルが、携帯

電話のシモービルをオーストリアのモービル

コムがそれぞれ買収、これら大型投資の結果、

2001年の直接外国投資額は新規投資と再投資

併せて５億ドル程度と見込まれている。この

傾向は2002年も続くと予想され、国内最大手

のノヴァ・リュブリャナ銀行や、第２位マリ

ボール銀行の民営化など、大型案件が外資の

流入に拍車をかけることになるだろう。なお、

前者にはベルギーの保険業KBCグループが、

後者にはイタリア、オーストリアなどの大手

金融機関が買収の意向を示している。

また、これまで、外国企業誘致のための魅力

ある投資インセンティブ措置のなかったスロ

ベニアだが、外国企業が進出する上での諸手

続きの簡素化、処理の迅速化などが進められ

ていることもあり、今後も持続的な外国直接

投資を通して、新規雇用の創出や技術移転と

いった恩恵に浴することが期待されている。

（3）人の自由移動

人の自由移動については、加盟後大きな問

題になる要素は少ない。EUが７年間の移行

期間を設けたことで、加盟後もスロベニア人

が自由にEU域内の労働市場にアクセスする

ことができないことに対して、一部の政治家

や国民は反発している。これは後発のEU加

盟国の国民を「二流扱い」する差別的な措置

ではないかとの感情的な理由によるものであ

る。実際には、スロベニアの生活水準は現

EU加盟国と比べても遜色がなく、また、独
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立して10年の新興国家だけに国民の自国に対

する愛着が強いであろうことを考えると、加

盟後にEU域内に雇用を求める国民はほとん

どいないと考えられている。逆に、EU域内

からスロベニアに労働力が流入する事態は当

面予想できず、仮に起こったとしても、人口

が減りつつあるスロベニアにとっては、むし

ろ好ましい結果を生むとの指摘さえある。

（4）日本製品の関税率低下へ

日系企業との関係では、現在スロベニアに

進出しているのは自動車の販売会社など、そ

の数及び業種は非常に限られており、貿易に

ついても、2000年度実績で対日輸出が約

1,200万ドル（前輸出総額の0.1％）、輸入が約

１億7,000万ドル（同1.6％）と日本の占める

比率は非常に小さい。

また、在欧日系企業への影響については、

スロベニアは現在、EU、EFTA、CEFTAな

ど32カ国とFTAを締結しており、EU加盟を

前にして、既にスロベニアとEU間ではほと

んどの関税が廃止されているため、2004年頃

となるスロベニアのEU加盟実現で、現在EU

域内に進出している日系企業への新たな影響

はそれほど大きくないと予想される。

FTA締結国以外の国の製品については、

スロベニアは現在最大で27％程度の関税を課

しているが、順次EUの共通関税（CXT）化

が実施されることで、日本など第三国の製品

に対する関税上の不利も徐々に減少していく

ことが予想される。EU域内製品より高い関

税が課せられるという点では、日本製品はス

ロベニアのEU加盟を前にして既に厳しい競

争に晒されているものの、「日本製＝高品質」

の評判も確立しており、機械、オーディオ、

カメラなどの輸入量は今後も堅調に拡大して

いくと予想される。

（松田　武志）
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欧州委員会は、2001年11月に発表したプロ

グレス・レポートにおいて、ルーマニアにお

けるEU加盟交渉の進展に対して一定の評価

を与えている。国内経済は順調にプラス成長

を続けているものの、マクロ経済の安定化や

行政機構改革など、今後クリアすべき課題は

多い。また、ルーマニアの加盟交渉は他加盟

候補国に後れを取っており、2004年にも予想

されているEU拡大には間に合わないとの見

方も強い。政府は、各種制度改革とともに投

資環境の整備を積極的に進め、EUへの早期

加盟を目指している。

１．「加盟準備経済プログラム」に基
づき加盟準備

ルーマニア政府は2001年９月、「加盟準備

経済プログラム（PEP）」を採択し、EU加盟

に必要な諸改革を推進する強い意思を表明し

た。PEPは、2001年から2004年を対象にした

「政府プログラム」、「ルーマニアのEU加盟の

ための国家プログラム（NAPR-2001）」のほ

か、2000年３月に欧州委員会に提出した「中

期経済戦略」に基づいて作成されている。

PEPは、ルーマニアが現在取り組んでいる

問題、つまり企業経営の再構築と経済安定化

の長期にわたる遅れを指摘している一方で、

2001年９月現在の統計に基づいて、国内経済

の良好な傾向にも言及している。またPEPは

政府の公約となるものであり、関係省庁は、

PEPに沿ってそれぞれの戦略を更新するよう

に指示されている。

PEPは、金融システムの改善、マクロ経済

緒についた経済構造改革（ルーマニア）
ブカレスト事務所／欧州課



の安定を目指して99年後半に開始された「構

造改革プログラム」に基づく取り組みが成果

を結び始めていることを強調している。ルー

マニア経済は、プラス成長に転じた2000年以

降は景気回復過程に入ったと考えられている

が、政府はこの傾向を持続させるため、短期

および中期的観点から社会･経済政策を打ち

出している。さらにルーマニアとEU諸国と

の経済格差を漸進的に縮小させ、ルーマニ

アの生活水準を向上させるため、機能する市

場経済の確立とEU市場からの圧力にも対応

できる競争力の創出を目指している。

２．加盟時期について楽観的な見方も

政府プログラムは、EU加盟を優先課題と

して明記している。2002年３月時点のEU加

盟交渉の進捗状況をみると、17分野で交渉を

開始しており、うち９分野では暫定的な合意

に達している。政府は、2002年中にすべての

分野で交渉を始め、2004年末までに交渉を終

え、2007年にEU加盟を実現することを目標

としている。しかし加盟時期に関しては、楽

観的な見方が国内外から出てきている。

例えば2001年11月に、ルーマニア上院の外

交委員会委員長であるプリサカル氏は、ニコ

ルソン氏が率いる欧州議会代表団との話し合

いの席で、ルーマニアは2005～2006年にも

EU加盟を実現する可能性があると述べてい

る。また、同月中旬にはヴェドリヌ仏外相が、

12カ国同時のEU加盟が望ましいと発言した。

同氏は、2004年に予想されているEU拡大に

ブルガリアとルーマニアが取り残されること

には問題があるため、この2カ国も同時に加

盟すべきだとしている。この発言は、EU加

盟交渉を加速させたいと考えているルーマニ

アを後押しするものであった。しかしルーマ

ニアは、現実に目をそむけることなく、政府

プログラムに基づいて加盟準備を着実に進め

ていくものと思われる。

３．欧州委は改革努力に一定の評価

2001年11月、欧州委はEU加盟の進捗状況

をまとめたプログレス・レポートを発表し

た。ルーマニアについては、経済改革の課題

が山積しているが、過去1年間の改革の努力

に対して一定の評価をしている。報告書での

評価の概要は以下のとおりである。

ルーマニアは、機能する市場経済の確立に

向けて前進した。現状ではまだEU内の競争

圧力や市場の力に対処することは困難である

が、現在行っている経済改革を今後も推進す

れば、将来的に対応能力が増すものと期待さ

れる。

マクロ経済の安定という点では、経済成長

の回復や輸出増加といった成果を上げた。構

造改革については、特に民営化とエネルギー

価格調整の分野で進められている。最近の民

営化の動きは、機能する市場経済の確立に向

けたルーマニアの強い意志の現れである。

また、主な分野で経済構造改革が始められ

たことなど、政府が実行に移した重要な政

策を取り上げているほか、国内市場におけ

る法整備に関しては、人やモノの自由移動、

会社法、競争政策、運輸、税制、通信・情報

技術、消費者保護などの分野でEU基準を満

たす方向で進展があったと評価している。

一方で、高い消費者物価上昇率や拡大する

経常赤字など、深刻な経済問題も残っている。

まだ脆弱なマクロ経済環境や、不安定な法

的枠組み、貧弱な行政能力は、民間部門の

発展を妨げている。各分野において諸改革が

始まっているものの、実行にあたっての行政

能力と予算面での問題が指摘されている。し

かし、経済全体を短期間で完全に変革するこ

とは不可能であり、重要なことは改革のプロ

セスが始まったということ、そしてルーマニ

アが今後もこれを追求していくことであると

している。

ナスターセ首相、プヴァック欧州統合相、
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プシカシEU加盟交渉主席担当官など政府首

脳は、プログレス・レポートが前年のレポー

トよりも好意的であり、初めてルーマニアを

EU加盟プロセスで大きな進展を見せた国の

一つに含めたことを肯定的に受け止めてい

る。特に、政治・経済の両面で改革の取り組

み、成果が強調されたこと、具体的には、人

権分野での改善のほか、省庁間の協調など行

政機構の改革、機能する市場経済の確立、マ

クロ経済の安定化に向けた努力や今後の経済

成長などについてレポートで取り上げられた

ことを評価している。

プログレス・レポートを受け、政府は行政

能力の向上、法制度の整備、マクロ経済指標

の安定化に注力するとともに、現在進行中の

改革プロセスを加速したいとしている。とく

に、民営化の対象範囲を広げるとともに、金

融制度の整理統合を進める意向である。また

政府は、EU加盟の準備として競争力を高め

ることを掲げている。そのためには、EU基

準に調和したビジネス環境を創出することで

投資を促進すること、中小企業部門を支援す

るなど、産業およびビジネスへのサービスを

高めることが必要となる。

2001年における農業銀行やシデックス（鉄

鋼）の民営化などは、政府が国営企業の民営

化を積極的に進めていることを示している。

一方で、国営企業の民営化および企業のリス

トラには、依然としてさらなる大きな努力が

要求されていることもまた事実である。

政府はまた、総合的な中小企業戦略を打ち

出している。2001年５月には「中小企業の障

壁を廃止するためのアクションプラン」が制

定された。同プランには、新たな中小企業の

登録や認可手続きは簡略化され、法的枠組み

や税制が簡略化されているほか、減税措置も

盛り込まれている。なかでも中小企業の資金

調達に関しては、政府は国家融資保証基金を

設立して低利子のローンを提供できるように

した。

４．制度改革で貿易、投資の拡大に
努力

政府は輸出の拡大、特に高付加価値商品の

輸出の拡大を経済成長の軸と位置付けてお

り、輸出入制度、税制、貿易制度などについ

てEU基準との調和を進めている。

通商政策の分野でも、ルーマニアはEUの

要求やWTOとの調和を満たすための努力を

続けている。関税については、ルーマニアが

EUに加盟すると、EUと同率の関税を導入す

ることになる。現在ルーマニアは、平均で

19.4％の関税をかけており、農業製品には

33.2％、漁業製品には21.4％、工業製品には

15.6％の関税をかけているが、EUの関税は平

均6.3％で、農業製品は16.2％、漁業製品は

12.4％、工業製品は3.6％となっている。

EU以外との二国間協定については、2001

年、ルーマニアはリトアニアとの間で自由貿

易協定を締結、クロアチアとも同様の交渉を

開始した。イスラエルとの自由貿易協定は

2001年７月に発効している。CEFTA域内貿

易に関しては、ルーマニアを含む加盟各国は、

汎欧州原産地規則を更新した形の追加議定書

第８号に署名した。

2000年のルーマニア・EU間の貿易総額は、

14億ドル（輸出６億6,000万ドル、輸入７億

4,000万ドル）にのぼった。これは欧州協定

が締結された92年に比べると、３倍増となっ

ている。EUはルーマニアにとって最大の貿

易相手であり、2000年においては、ルーマニ

アの対外貿易の59.8％が対EU貿易であった

（輸出の63.8％、輸入の56.6％）。なお、2002

年１月１日以降、EUからルーマニアに輸入

される工業製品に対する関税は、欧州協定の

第11条により廃止されている。

一方、海外からの直接投資（FDI）に関し

ては、政府は直接投資法を制定し、100万ド

ル以上の投資をする企業に対して様々な優遇

税制を用意した。この新法に基づく新たな直
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接投資には、政府公報第356号（2001年７月

３日）に示されているとおり、①利益の海外

送金額は無制限、②設備の輸入関税の免税、

③操業開始翌月の25日まで付加価値税の支払

を延期、④投資額の20％分の税控除、⑤損失

の計上を５年まで先送り可能、⑥加速減価償

却が可能といった優遇措置を付与している。

５．日本企業の活動に与える影響

ルーマニア市場で活動している、あるいは

今後参入を考えている日本企業にとって、ル

ーマニアのEU加盟は、主に次のような問題

を招くと考えられる。

ルーマニアとEU加盟国との間で関税が完

全に撤廃される結果、ルーマニアとEU諸国

の間では、輸出入が増えることが予測される。

つまり、日本を含む非EU加盟国は、EU諸国

との競争で不利な立場に置かれる。ルーマニ

アが日本を含む非EU加盟国から原材料、技

術、その他の商品を輸入する際には、EUの

通関規則が適用される。

EU加盟国間では労働力が自由に移動でき

ることを考えると、長期的にはルーマニアの

人件費は上昇することが予測される。ルーマ

ニアに拠点のある日本企業にとって、このこ

とは労働者に支払う賃金が高くなることを意

味する。しかし一方で、将来的なルーマニア

の経済成長や個人所得の増大は、ルーマニア

市場の拡大につながると考えられる。

また、ルーマニアで生産される商品は、日

本企業によって生産されるものも含めて、

EU基準に従うことが義務付けられる。特に、

EUが定める環境基準の遵守に注意が必要と

なろう。

（佐藤　勝英／志牟田　剛）

JETRO ユーロトレンド　2002.5 155

加盟候補国の中でも交渉が最も進んでいる

グループに入るエストニアは、懸案となる項

目も「エネルギー」や「税制」などに絞られ

てきている。企業からはEU加盟による対内

投資の増加や市場の拡大に強く期待する声が

聞かれるが、労働コストの増大や競争激化へ

の不安も見られる。また学識者には早急な加

盟により経済政策に長期的な方向性が欠ける

ことを危ぶむ声もある。

2001年末に地方議会で政党の連立が崩壊し

その影響で内閣の政権交代が起こったが、

EU加盟を目指す国の方針に変化はない。

１．EU加盟交渉の進捗状況と政府の
反応

2001年を通して、エストニアのEU加盟交

渉は順調に推移し、2002年３月時点で24項目

についての交渉を終えている。なお、交渉中

の項目に関し、交渉のポイントは表１のとお

りである。

欧州委員会が2001年11月に発表したプログ

レス・レポートは候補国12カ国のうち最大で

10カ国の加盟を2002年中に承認する可能性を

示唆しており、続く12月中旬にベルギーのラ

ーケンで開催されたEU首脳会議で10カ国同時

加盟の方針が打ち出され、2004～2005年の25カ

国拡大EUの姿が視野に入ってきた。

ホロレイ経済大臣はジェトロ・ヘルシンキ

のインタビューに対し、プログレス・レポー

トのエストニアに対する評価の高さを指摘、

現在、EUはエストニアに微調整を求めてい

るだけと述べた。懸案の「エネルギー」分野

2001年におけるエストニアのEU加盟交渉の進捗状況（エストニア）
ヘルシンキ事務所



については、エストニアでは１社がエネルギ

ー市場の90％のシェアを有するという特殊な

状況にあり、「環境」の項目でも交渉の余地が

限られている」とエストニアの特殊性を強調

した。これに関連して、国内でのオイル備蓄

も課題だが、備蓄設備が高くつくため、フィ

ンランドのような近隣国での備蓄を認めるよ

うEU側と交渉中である。同大臣は「関税同

盟」の項目についても取り上げ、EUの指摘

どおり、実施の準備が整っていることを示す

必要を認めている。現在、経済の自由化が進

んでいるエストニアでは、EU加盟により逆

に関税を賦課する必要が生じるが、EU側は

加盟時に一気に関税を賦課することは経済に

悪い影響を与えること、また関税賦課の実務

が整っていることを確認するためにも加盟前

に関税を賦課ないし引き上げる必要があると

している。

２．産業界のEU加盟に対する受け止
め方

ジェトロ・ヘルシンキでは、EU加盟につ

いて産業界の反応を見るために2001年12月に

国内の主要10社にアンケート調査を行い、４

社から回答を得た。回答ではEU市場へのア

クセスに期待する声が多い一方、物価上昇や

競争の激化を不安視していることも明らかと

なった。

日本の企業として進出しているトヨタ・バ

ルチックはEU加盟のメリットについて、「エ

ストニアでは新車のほとんどが企業購入であ

るため、対内直接投資が増加すれば、それに

伴って自動車市場が成長することが見込め

る」とみる一方、「賃金はおそらく急激に上

昇する。有能な人材はさらに条件のいい仕事

を求めて国外に流出するだろう」と経営側か

らみたデメリットを挙げている。

シンガポール系の繊維関連企業のトララム

（Tolaram）はEU加盟のメリットとして輸出

入関連手続きが今よりさらに自由化されるこ

とや、EU市場が開かれること、EU加盟国と

して世界と対等に事業展開ができることを挙

げ、特に価格面での効果へ大きな期待を寄せ

ている。反対にデメリットとして、コストの

上昇に懸念を示している。プログレス・レポ

ートに関しては「現状で2004年の加盟は有望

であり、2002年末までに残りの項目もクリア

することを望む。エストニアだけでなくラト

ビア、リトアニアとも同時に加盟を望む」と

期待を表明している。

エストニアのソフトウエア企業、マイク

ロ・リンクではEU加盟により市場へのアクセ

スが容易になり、文化的・心理的障壁が低くな

る一方、外国企業との競争が激しくなることを

警戒している。

ドイツ系の運送会社シェンカーは、加盟に

よって市場が広がるため、エストニア経済も

同社の事業もともに拡大することが期待でき

るとしている。デメリットとしては、コスト

や通関業務への影響を挙げている。加盟準備

の進捗に関しては「エストニアはよくやって

いるし準備も迅速で完璧だが、加盟時期につ

いてコメントすることは時期尚早」と慎重な

回答をしている。

３．学識者の見方

タルト大学のウルマス・ヴァルブラネ教授

は、「EU加盟により政治的安定、カントリー

リスクの低下を期待でき、それが安価な資本

調達コスト、汚職の減少、人材への投資、積

極的な労働市場政策の実現へつながる」とメ

リットを挙げる。しかし貿易政策の大幅な変

更や、11,000項目の品目への関税賦課、ウク

ライナとの自由貿易協定の廃止など、EUの

基準を採用することになるといくつかの点で

問題が発生する」と見ている。

政府への要望として、加盟交渉では農業分

野で最適の生産割当てを取得するために最善

を尽くすことが重要としているほか、これま

で続けてきた財政政策の維持や免税廃止の移
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行期間獲得も重要案件としてあげている。

これまでの加盟交渉進捗状況について同教

授は、プログレス・レポートでの評価は良か

ったが、現在の経済政策は一般的過ぎて長期

的な方向性が欠けていると指摘し、早急な加

盟に懸念を表明している。

４．今後の見通し

ラーケンEU首脳会議で2004年の拡大EUの

実現という方針が打ち出された中で、各国と

も残された課題に今後取り組むことになる

が、エストニアは比較的余裕を持って進める

ことができよう。それはこれまでに合意に達

した交渉項目数が多いということだけでな

く、内なる「抵抗勢力」とでも言うべき世論の

中で、EU加盟支持率が最近上昇してきてい

ることによる。ラール首相の支持率低下につ

れて、同政権が推進するEU加盟に対する支

持率も低下し、2001年９月には48％となって

いたが、９月末に行われた大統領選挙で野党

のリューテル氏が当選し政治情勢が変わった

ことで支持率が上昇している。同大統領は老

人や貧困層を支持母体にしており、EU加盟

についてもこれらの市民層からの支持を獲得

したことで11月には52％と支持率が上昇した

とみられている。

エストニアはNATOへの加盟も目標にして

いる。一時はNATO加盟がEU加盟に先行す

るかのように伝えられていたが、今回のプロ

グレス・レポートの評価を得て、リューテル

大統領がハロネン・フィンランド大統領を11

月下旬に公式訪問した折に「EU加盟の方が

NATO加盟より先」と言明している。

なお、2001年末にはラール前首相が辞任を

表明、元財務相のカッラス首相の下で新政権

が2002年１月26日に発足したが、EU加盟の

方針に変更はない。

（長田　榮一）
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番号� 項目� 現状� 交渉のポイント�

表１　加盟交渉のポイント�

10 税制� 99年11月12日開始� 暖房エネルギーへのVAT課税料率と免税取引に移行期間を

要請。一定の年間売上（25万クローン）以下の課税対象者の

VAT登録の免除についても要請。タバコの物品税の移行期

間申請にEUはまだ同意していない。風水力発電のVAT非

課税を温存したいという希望にもEUはまだ同意していない。�

14 エネルギー� 99年11月12日開始� 90日間の液体燃料備蓄義務は設備が高く付くことからエス

トニアは他のEU加盟国に備蓄することの可能性を探っている。�

21 地域政策� 2000年４月６日開始� エストニアは全領土をEUの地域政策対象地域に含めるよう

要請。これが認められればEUの構造支援（金融支援）を申

請できる。�

29 財政・予算規定� 2000年５月26日開始� EU予算への財政貢献は徐々に行いたいというエストニア側

の要請を認めるのは時機尚早とEUは判断。�

7 農業� 2000年６月14日開始�

30 機構� 未開始�

未開始�31 その他�

農家への直接支払などに関し、共通農業政策（CAP）実施

に向け法整備と行政能力を示す必要がある。�
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フィンランド�

スウェーデン�

ドイツ、イギリス�

米国�

（注）エストニアの外資系企業81社の回答に基づくデータ、以下同じ。�

出所：投資庁･タルト大学共同アンケート調査「外国投資家2000」、以下同じ。�

エストニア市場への参入、製造コスト�

製造コスト、投資リスクのレベル、経済的安定性�

天然資源�

製造コスト�

表２　外資系企業のエストニアへの主な投資理由（国別）�

販売、サービス�

電子機器、機械、食品、繊維、IT�

木材・製紙、家具�

エストニア市場への参入、市場の成長性、経済的・政治的安定性�

製造コスト�

製造コスト、天然資源�

表３　外資系企業のエストニアへの主な投資理由（業種別）�

フィンランド�

スウェーデン�

デンマーク・ノルウェー�

英国�

平均�

4.20�

4.18�

4.00�

3.67�

4.06

表４　エストニアに投資した外資系企業の満足度（項目別平均、５段階評価）�

IT�

建設�

食品�

家具�

平均�

5.00�

4.33�

4.33�

3.60�

4.06

国　　別� 業　種　別�

グラフ１　外国投資が行われる以前のエストニア�
　　　　　企業の技術レベル（回答における割合）�

時代遅れ�
10％�

かなり�
時代遅れ�

34％�
進んでいる�

39％�

最先端�
17％�

グラフ２　エストニア企業の状況に合わせた技術�
　　　　　調整の必要性（回答における割合）�

必要�
29％�

大部分において必要�
43％�

多少必要�
22％�

不要�
６％�
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グラフ３　エストニア企業に対して移転が�
　　　　　必要な分野（回答における割合）�

より多くの�
技能労働�

44％�

より多くの単純労働�
22％�

より多く�
の材料�
10％�

より多くの資本�
24％�

グラフ４　対内投資に伴いエストニア企業に移転したもの（数字が大きいほど大規模移転）�

半製品�

特許のある技術�

原材料�

製品とプロセスの開発�

マーケティングノウハウ�

ブランド名使用権�

その他の技術�

経営ノウハウ�

2.08

3.09

3.17

0 1 2 3 4

1.83

1.84

2.73

2.75

2.79

グラフ５　エストニアにおける下請企業の使用に�
　　　　　関する今後の計画（回答における割合）�

現状維持�
35％�

増加�
56％�

大幅増加�
４％�

減少�
５％�

国際市場の競争圧力�

労働力の不足�

外国の関税、割当量�

製造能力不足�

（注）数字が大きいほど要因大。各要因につき重視している業種のみ掲載。�

家具（4.50）、繊維（4.00）、木材・製紙（3.75）�

IT（3.33）、電子（3.14）�

食品（4.20）、建設（3.00）�

IT（3.00）�

表５　主な輸出阻害要因に対する業種別評価（項目別平均、５段階評価）�
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ラトビアのEU加盟交渉は順調に進展して

いる。2000年２月の交渉開始時に加盟に向け

た戦略を策定、各省庁が緊密な連絡の下に法

令や行政制度の改革を行っている。また年に

２回、議会と国民に対し交渉の進捗状況を報

告して国民の理解と協力を求めている。

2001年11月の調査結果によると、国内企業

の４割以上がEU加盟に賛成で経済発展や取

引の安全性に期待を寄せる一方、競争激化を

恐れる声もある。また政府に対しては、税制

改革と行政上の障壁の撤廃によってより自由

な企業活動ができる環境の実現を望んでい

る。政府もビジネス環境の向上を図るため、

各種の評議会を設けて企業の声を改革に取り

入れるよう努めており、2001年11月に欧州委

員会が発表したプログレス・レポートでもこ

の点を2001年の改善点として評価している。

ラトビアは2001年末の時点で31の交渉項目

のうち23項目を終了しており、プログレス･

レポートでは現在のラトビアの改革ペースは

2002年中に加盟条件を満たすものとみてい

る。政府の公約どおり2002年末に加盟交渉が

完了すれば、2003年にはバルト三国で同時に

国民投票を実施し、2004年に加盟国入りする

見通しだ。

１．EU加盟に向けた社会・経済シス
テムの改革

ラトビアの外交政策の狙いはEUおよび

NATO（北大西洋条約機構）への加盟におか

れている。ラトビアは95年10月にEUへの加

盟申請を行い、99年12月にヘルシンキで開か

れた欧州理事会（EU首脳会議）の加盟交渉

に参加した。またアキ・コミュノテール

（EU法体系の総体）に沿った法制整備は、98

年３月31日に他の加盟申請国と同時に開始さ

れた。EU加盟に関する国内法制の改正は95

年以来行われている。法改正がすでに行われ

た分野のうち重要なものは、競争政策、消費

者保護、製造基準、工業所有権および個人情

報の保護である。いくつかの分野では法改正

がまだ進行中で、2002年末までに完了する予

定である。

加盟交渉が開始されたのは2000年２月であ

るが、EU加盟に向けた戦略がラトビア議会

で採択されており、欧州委員会のプログレ

ス・レポートで高く評価されている。EU加

盟申請国の中でも、議会承認を受けた戦略を

有し、議会と国民に進捗報告を年２回定期的

に行っている国はほかにない。本戦略はラト

ビアのEU加盟へのガイドラインを設定し、

EU関連事項について国家制度の整備と国民

の理解や行動を促進して、EU加盟のプロセ

スを継続させ速やかな加盟を保証するもので

ある。また本戦略は、国家の独立、民主主義、

経済成長や文化的アイデンティティーの確保

というラトビアの国益に基づいたものとなっ

ている。ラトビアのEU加盟を成功させる上

で戦略的に重要な統合方針としては、社会統

合、経済統合、産業部門・環境・地域の発展、

福祉、裁判制度・内務、文化・教育が挙げら

れる。EU加盟へ向けて実施されている改革

は国民のニーズにも密接に関連しており、国

家の発展にも寄与している。

政治レベルでは、議会と欧州問題担当委員

会および政府（内閣）が法案を作成し、規

則・決議・通達を採択、行動計画と課題の承

認を行う。調整機関としては欧州統合評議会

があり、首相を長として加盟に最も深く関わ

る部門の大臣が名を連ねている。評議会では

優先事項を決め、加盟促進を図る決議や通達

を採択し、加盟手続の進展を評価している。

2001年におけるラトビアのEU加盟プロセスの進捗状況（ラトビア）
ストックホルム事務所



行政レベルの調整機関は、EU加盟を担当す

る省庁による政府高官会議である。政府高官

会議では特定の目標の達成に向けて省庁間で

任務を配分し、行動計画の調和を推進・確認

し、統合プログラムの実施状況を監督・評価

している。ラトビアとEU諸機関との協力を

図る機関は外務省であり、EUの政策問題に

関してラトビアの立場を表明し、ラトビアの

加盟努力に対するEU加盟国、国際機関、第

三国の支援を促している。外務省はまたラト

ビアとEUの合意内容の遂行を監督し、EU加

盟交渉の担当・調整を行っている。加盟交渉

の代表団も同省の指導のもとで任務を遂行し

ている。また二国間加盟交渉の代表団は外務

省の国務副長官（Deputy State Secretary）

が団長を勤め、各省庁の担当官吏、欧州統合

局長官、ラトビア銀行（中央銀行）の代表者

から成っている。交渉団は国内法制の見直し

のほか、委任されたEU加盟の交渉内容を政

府に提出し、各省庁・産業界などから提出さ

れた交渉姿勢プロジェクトを評価してその結

果を欧州統合評議会へ提出している。欧州統

合局は、政府が起草した国内規制法令案と

EU法との整合性について結論を出し、ラト

ビアの行政機関と欧州委員会の情報交換を

確保し、加盟交渉の進展について国民へ情

報提供を行っている。

各省庁は、例えば国内法令とEU法の基準

との調和など、EU加盟が所掌する部門に関

わる事項について責任をもち、EU加盟を担

当する職員は全省庁に配置されている。また

省庁間の作業部会は、ラトビアとEU間の合

意により生じた義務や加盟パートナーシップ

の優先事項の達成の確保に役立ち、加盟交渉

を促進する結果となっている。

ラトビアのEU加盟交渉の進展には、一般

国民の理解と支援が不可欠である。そのため

欧州統合局は加盟交渉の状況を国民に常に告

知するほか、EUおよび加盟国に関する情報

資料を作成・提供しており、議論への参加や

インターネットを通じて、多様な視点の受け

入れを図っている。また特定のEU法規をラ

トビアに導入する際には、それに関連する企

業や業界団体に対してアンケート調査を行っ

ている。

２．EU加盟に関する企業側の要望

ラトビアのEU加盟に賛成する割合は、企

業側の方が一般の人々よりも多い。ディエナ

ス・ビズネス紙（Dienas Bizness）の企業向

けアンケート調査によると、回答企業のうち

46.7％がEU加盟に賛成している。また欧州統

合局が国家事務局（State Chancellery）と世

論研究センター（Centre for Studies of

Public Opinion、CSPO）と共同で2001年11

月に行ったアンケートでは、ラトビア国民の

43.2％がEU加盟を支持しており、企業による

支持率を若干下回った。

企業が加盟への賛成理由として挙げるの

は、経済発展の効果、企業利益の保護、取引

安全性の向上、EUによる金融支援、財・資

本・人の自由な移動である。加盟に反対する

企業は、加盟によりラトビアが様々なEUの

規定を受け入れなくてはならないこと、環境

が悪化する可能性があること、地元メーカー

の受注機会が狭まることを理由に挙げている。

ラトビアのEU加盟に対する企業側の関心

は競争力に集まっており、EU市場における

競争力を確保するために、加盟交渉の間にで

きる限り有利な状況となることを政府に求め

ている。一方、より厳しい競争に対する準備

ができている企業はEU加盟を発展の機会と

考えている。

３．企業が政府に求める法令・規則
の改革

企業の要望は、主に税制などの法令・規制

に関する行政面での障壁の問題に向けられて

いる。スウェーデン国際開発庁（SIDA）と

ラトビア開発庁（LDA）の世論調査データ
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によると、企業活動に対する行政面の障壁の

うち主たるものは行政組織における不親切な

対応、行政組織間の連携不足、不透明な事務

処理、手続きに関する情報の不足、汚職であ

る。また、企業は法案作成に関与したいと考

えている。このため経済政策問題に関する政

府と産業界の対話の構築を目的として、経済

省では国民経済評議会（NEC）の下部組織と

して専門家評議会を99年以来設けている。

NECは経済大臣を議長とし、ラトビアを代表

する企業、公共・民間組織の経営者21人で構

成されている。NECは政策策定の役割を担っ

ており、経済政策の主要な方向性について助

言を与え、戦略ペーパーやプログラムの勧告

を行い、起草された法令を再吟味し、支援ス

キームやインセンティブの優先事項や目標を

明らかにする。またNECはビジネス環境の向

上に関する協議にも参加している。NECの活

動を支えるため、19の分野別専門家評議会は

担当分野についての勧告の作成や政策実施に

向けた具体的な提案の用意、起草された法案

や規則についての意見陳述を行っている。

NECによって採択された決議は内閣と議会に

送られる。このような協議プロセスによって、

省庁間の調整や、ラトビア銀行・国税庁・国

家企業登記所などとの連絡を図っている。

99年には代表的な外国の投資会社がラトビ

ア外国投資家評議会（Foreign Investors'

Council in Latvia）を設立し、政府と定期的

な会合を行い、ビジネス環境の向上策を半期

ごとに見直している。

欧州委は2001年のプログレス・レポートで

ラトビアのビジネス環境が向上しているとい

う評価を下している。同レポートはさらに税

制と通関手続の煩雑さについて言及し、加盟

プロセスのさらなる促進とラトビアの企業

に対する行政面の障壁撤廃の必要性を指摘

している。

４．EU加盟についての政府見通し

政府は2004年の欧州議会選挙への参加を目

指して、2002年末に交渉を終了することを公

約している。ラーケン宣言では、EUが2004

年までに新たに10カ国の加盟を承認するとし

ている。これを成功に導く前提条件は、加盟

候補国が公約事項をタイムリーに達成するこ

とである。ラトビアの改革の現在の進捗状況

に対する欧州委の評価は、ラトビアが2002年

内に加盟条件に合致するという前向きな見通

しを確認するものである。2000年２月に加盟

交渉を開始して以来、2001年末までにラトビ

アはEU加盟交渉において23の交渉項目を完

了している。現在交渉中の項目は、農業、税

制、通信情報技術、地域政策、司法・内務、

財政・予算規定である。

ラトビアは2002年上半期中に残りの交渉項

目を完了する見込みである。ラトビアの交渉

の進展は、その信頼性、現実性、公約の実施

能力にかかっている。

５．EU加盟時期の政府見通し

2002年末にはEU加盟交渉が完了する見込

みである。その後加盟合意文書が作成され、

ラトビア議会と加盟国による批准の後、欧州

議会で承認されることになる。加盟の最終段

階においては、2003年８月23日にバルト３国

で同時にEU加盟に関する国民投票が行われ

る可能性がある。政府は2004年にラトビアが

EU加盟国になると見込んでいる。

６．プログレス・レポートに対する政
府、経済界の反応

政府は欧州委によるラトビアのEU加盟の

プログレス・レポートを好意的に評価してい

る。レポートはラトビアの達成状況を示した

上でEU加盟上の問題点が指摘されているの

で、今後の国内改革を促進するものとみられ

ている。レポートの勧告は今後の改革におい
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て十分に考慮され、戦略プログラムに掲げら

れる。欧州委による評価は国家経済の発展の

方向を検討する際に言及されている。

一方、企業はレポートをあまり重要なもの

とは考えていない。例えばラトビア工業連合

会（Latvian Federation of Industry）のジク

マニス会長は企業の多数意見として、実際に

ビジネスを行うためというよりはラトビアに

関する一般的な情報の理解のために有用であ

るに過ぎないと評価している。同会長は欧州

委による最近のプログレス・レポートが、国

家全体の発展にとって重要な役割を果たす、

工業の発展や科学に対する取り組みに十分焦

点を当てていないと考えている。現在サービ

ス部門の比重が圧倒的であることに鑑みれ

ば、経済発展のためにはまず工業の発展に

目を向ける必要があるとしている。

同様の視点は経済省顧問のクラスティンス

氏からも提起されている。同氏によると、欧

州委のプログレス・レポートはEUとしての

意見を述べているだけで、問題とされている

事項はラトビアではよく知られているもので

あるとしている。

エコノミストの視点はまた異なる。例えば

ラトビアの著名なエコノミストであるウルデ

ィス・オシス氏は、プログレス・レポートに

よるラトビアの評価は、必ずしも政府のもの

と同じではないものの、正当であると確信し

ている。

７．貿易・投資システムの変化

政府は経済改革プログラムを実行し、市場

経済の導入を継続的かつ着実に進展させてき

た。ラトビアは99年に欧州委より十分機能す

る市場経済を有すると認められている。経

済・金融政策の分野におけるEU法規との法

制度の調整はほぼ完了している。

ラトビアの貿易政策は、グローバル化と経

済の収斂化のもとで、EUの貿易政策を尊重

した２国間および多国間合意に基づいてい

る。従ってラトビアの貿易政策はEUの共通

安全保障政策および共通貿易政策と密接に関

わっているといえる。

近年、ラトビアの国内市場を保護する強固

な法的基盤が整備されてきており、EUの貿

易保護関連法制の導入は完了している。2001

年には、二重規制の導入問題が解決し、ラト

ビアがEU加盟後に第三国からの繊維・鉄鋼

製品の輸入について二重規制が行えるように

なった。

ラトビア議会はEUのイニシアチブのもと、

特恵関税制度の導入に関する法案を現在検

討している。これにより、ラトビアはいく

つかの発展途上国との関係において、兵器を

除く全製品に０％の関税率を適用することに

なろう。

市場経済への移行を促すため、政府は経済

における民間部門の役割を重視し、様々な経

済部門で外国投資や競争の促進を図ってき

た。外国投資を呼び込み、企業にとって魅力

的な投資環境を確保するため、積極的に法整

備を進めている。このような法整備には、

様々な税制優遇措置、不動産の取得および活

用、簡便な関税手続き、特別経済地区および

自由港へのアクセス、ビザおよび就労許可に

関する規制の改善といった、外国投資家が特

に関心を有する分野が含まれている。

８．近年の企業活動に関する法令、規
則等の変化

ラトビアにおける企業関連法制の改善に資

する主な動きの１つは商法の採択である。同

法は、簿記および監査を除く全てのEU内の

企業活動の原則を取り入れており、2002年１

月１日より施行されている。これによってラ

トビアの企業環境の国際的調和と向上が保証

されるものとみられる。

新しい競争法は2001年10月４日に採択さ

れ、2002年１月１日より施行されている。本

法の目的は支配的地位の濫用防止、合併・買
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収（民営化の過程で起こるものを含む）の規

制、不公正な競争慣行の防止である。同法に

対する違反の調査のため、独立した競争評議

会と競争局が設立された。競争評議会は経済

省への報告を行うが、経済省は評議会の調査

や決定に影響を与えることはできない。ただ

し評議会の決定を不服として裁判を起こすこ

とは可能である。

ラトビアには他国と同様、複雑なインフラ

が必要なために競争が制限される、いわゆる

自然独占の部門がある。2000年11月、ラトビ

ア議会は公共サービス規制者法（Law on

Regulators of Public Services）を可決した。

同法のねらいは経済的に妥当な費用に対応し

た料金で、安全・良質な公共サービスを受け

る機会を持続的に確保することにある。同法

はまた、公共サービスに対する規制と適切な

法的関係に関わる手続きを確立することで、

規制部門において経済原理に基づいた競争の

発展を促進するものである。同法の規定に基

づき、2001年９月１日より公共サービス規制

委員会（Public Services Regulation Commission）

が国家規制部門における規制者としての役割

を統一して担うことになった。

2002年１月１日には「自由港および特別経

済地区における税制の適用に関する法律」が

施行された。本法は自由港および特別経済地

区における間接税と直接税の減免について規

定を設け、また自由港および特別経済地区に

おける国家社会保険負担金の支払い方法を定

めている。ベンツピルス自由港、リガ自由港、

レゼクネ特別経済地区、リエパヤ特別経済地

区で活動を行う企業に対する主な減免内容は

以下のとおりである。

①特別経済地区で企業に供される石油製品

の物品税を免除

②付加価値税適用対象者によるリエパヤ特

別経済地区の企業および同地区での建設

サービスについて付加価値税を免除、ま

た自由地区外での自由港・地域の運営に

かかる建設サービスについては2003年12

月31日まで付加価値税を免除

③不動産税の80～100%の還付

④法人所得税の80%の還付

９．製品認証などのシステムの改善
状況

ラトビアにおける製品認証システムの変更

は、EU統一市場内の財とサービスの自由移

動に関わる問題である。ラトビアは財の自由

移動に関するEU法規の大部分を取り入れ、

必要な認定・標準化・度量衡・市場監視機関

のほぼ全てを確立している。財の自由な移動

が意味することは、ラトビアの企業がEU全

域でいかなる制限も受けずに自社の製品を売

る機会が与えられるということである。ただ

しその企業はラトビアおよびEUの認証を受

けていなくてはならない。逆にEUのメーカ

ーは追加的な認証を受ける必要はない。ラト

ビアは認証・試験といった適合性評価を追加

的に受けることなくEUへ財を輸出できるよ

う、適合性評価に関するEUとの協議を2000

年に開始し、2002年５月に合意書を締結する

ことが見込まれている。現在までに、ラトビ

アは本合意（適合性評価の範囲内の部門）に

加えて、電気製品の安全性と電磁波シールド

性、玩具、建設資材の３つの添付事項を起案

した。現在、医薬品・身辺警護装置・エレベ

ーター・機械工学・接触圧成形について交渉

が進行中である。

EU標準規格への適合はスムーズに進んで

いる。70％の標準規格は既に適合しており、

見通しでは少なくとも80％の標準規格が2003

年までに適合する予定である。顧客や共同事

業者からの信頼確保に役立つことから、ラト

ビアでは自発的な標準規格化の動きが徐々に

広がっている。
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10．法・規則の施行により起こった
変化

ラトビアで商法が施行されたことにより、

共同経営（個人・有限会社）や資本会社など

の形で、外国企業や個人がラトビアで企業を

単独で設立、登記できるようになった。なお

個人は独立実業家として行動することも可能

となった。

同法が企業環境を向上させた他の例として

は、取引や合意が代表権のない者により締結

されたために無効と認定された場合につい

て、相手方企業が保護されるようになったこ

とである。同法は、企業の代表者であれば無

制限に取引を締結できる権利があるが、その

取引の責任の所在はその企業内の問題であ

る、という立場を取っている。

商法ではさらに、固定資本の増減に関する

情報を十分公開し、一般に公表する義務を規

定することで、第三者や少数株主の保護を確

保している。

11．対内投資の阻害要因とされたシ
ステムの変化

欧州委が2001年に発表した、99年以降の加

盟候補国による企業家精神・競争力促進政策

に関する報告書でも強調されているように、

ラトビアでは企業環境の向上にむけ、透明性

が高く効率的なメカニズムが設置されてきて

いる。これは政府、外国投資家評議会および

商工会議所などの他の経済団体との間で、法

律や行政面での投資に関する障壁について定

期的な協議を行うという形を取っている。こ

うした活動は99年２月２日に内閣により採択

され、その後見直しを行った「企業環境向上

のための行動計画」（Action Plan to Improve

the Business Environment）にも反映されて

いる。本行動計画は厳格な日程のもとで様々

な省庁により実施される30の詳細項目から成

る。これは２年に１度更新され、経済界に対

する政府の公約としての働きを有しており、

その実施についてはラトビア開発庁が監視し

ている。

このプロセスはいくつかの分野で具体的な

成果を導いてきた。最近のものとしては国税

庁内に不服申立機関が設立されたこと、国境

警備と税関の責任の範囲がよりはっきりした

こと、不動産税を決定するための土地評価に

係る情報がより明確になったことが挙げられ

る。今後の課題は残りの障壁のより詳細な分

析と、本プロセスへの地元企業の参加を確保

することである。その結果として、専門家団

体（例：運輸業者団体、仲介人団体）の介入

増、他の企業協議メカニズムとの調整強化、

地方レベルへのプロセスの分権化といった傾

向が見られる。

12．ラトビアの税制の変化

ラトビアはEUで規制されている税制上の

問題について一部は既に調和を図っており、

残りについても調和を公約している。ラトビ

アにおけるEUの要求基準への税制調和は、

EUが規制している間接税（物品税、付加価

値税、関税）の税率の引き上げ、新税の導入、

および様々な税制優遇の適用の幅を狭めるよ

うな国家援助に対する条件の追加を意味す

る。ラトビア税法のEU要求基準への調和は、

次のような変化を生み出した。

①付加価値税の免税一部廃止。2003年以降、

現在免税とされている財の一部に９％ま

たは18％の税率を適用。

②物品税の税率引き上げ。2003年までに、

ディーゼル燃料にかかる物品税が1,000

リットル当たり現在の100ラッツ（１ラ

ッツ＝約210円）から130ラッツに、石油

燃料は1,000キロ当たり５ラッツから７

ラッツに引き上げられる。ガソリンは既

に現在EU水準にある。アルコールにか

かる物品税は既にEUの最低水準を超え

ている（エタノール100リットル当たり
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EUは310ラッツ、ラトビアは550ラッツ）。

ビールの税率は2003年までに100リット

ル当たり現在の2～4.4ラッツから8.1ラッ

ツに引き上げられる。タバコの物品税に

ついては、ラトビアはEUといかなる合

意にも達しておらず、2010年までの経過

期間が設けられるよう請求している。

EUでは合計の税率が小売価格の57％を

下回らないことになっているが、ラトビ

アではタバコ1,000本当たり5.1ラッツに

固定されている。

③関税はEUの要求水準に調整されている。

EU加盟後に、ラトビアは追加的な農業

関税を導入しなくてはならない。

政府により推進されている政策は、投資に

対する追加的なインセンティブ（税制優遇や

納税猶予）の導入、法人税や社会保険負担金

などの負担軽減により、投資に有利な環境を

提供することをねらいとしている。2002年１

月１日よりラトビアの法人税はそれまでの

25％から22％に軽減され、2004年までには

15％に軽減される。雇用者による社会保険負

担金は、現在賃金支払コストの27％であるが、

負担率が軽減され、また2003年より被雇用者

と折半となることで、16％になる。

2001年１月1日より、1,770万ユーロ以上の

投資を３年以内に行う外国投資家は投資金額

の40％相当分まで法人税の納税猶予を受ける

ことができる。ただしこの納税猶予を受ける

には投資家の投資計画が政府に承認されなく

てはならない。

さらに2001年６月６日より、ハイテク製品

のメーカーに対する、30％の法人税払戻しが

施行された。ただし当該企業がISO9001また

はISO 14001の認証を得ていること、支援対

象の製品が企業の売り上げの75％以上を占め

ていることが条件である。

これらの投資家に対するインセンティブ、

税制優遇措置、企業環境の向上は、EU法へ

の国内法制の調和を図ると同時に、ラトビア

が企業および投資にとって安全かつ有益な場

所であることを保証するものである。
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リトアニアのEU加盟交渉が急速に進展し

ている。2000年２月15日の加盟交渉開始時に、

サウダルガス元外相は「2002年までに加盟交

渉を終了、2004年１月１日に正式加盟を実現

する」と発言し、内外から「楽観的過ぎる」

との批判を受けたが、現在の加盟交渉進捗状

況からみて、この目標が実現される可能性が

高くなってきた。

１．EU加盟交渉の進捗状況とプログ
レスレポートの評価

（1）加盟交渉の進捗状況

リトアニアは、2000年２月15日にEU加盟

交渉を開始した。2001年末時点、アキ・コミ

ュノテールの31項目のうち、29項目について

交渉を行っており、うち23項目が終了してい

る。政府は、残っている交渉項目（農業、税

制、エネルギー、地域政策、司法･内務、財

急ピッチで進むＥＵ加盟交渉（リトアニア）
～農地購入解禁と原発閉鎖が課題～

コペンハーゲン事務所



政･予算規定など）について2002年末までに

交渉を終了し，2004年１月の加盟を実現した

い意向である。

（2）プログレスレポートの評価

EUの年次報告書であるプログレスレポー

トでリトアニアは、97年以来継続して政治基

準を満たしているとの評価を得ている。経済

基準に関しては、2000年の同レポートで初め

て、「正常な市場経済が機能しているとみな

すことができる」という評価を受けたが、

2001年のレポートでは、「リトアニア経済は

正常な市場経済である。現在実施している構

造改革プログラムが継続すれば、近い将来

EU域内の競争圧力と市場諸力に対応可能な

能力を確保できるであろう」という評価を得

た。これによりリトアニアの市場経済への移

行が確固となったことを示している。アキ・

コミュノテールの採択・実施に関して2000年

の同レポートでは「行政能力の強化では、予

算の制限が支障になっている側面もあり、継

続的により一層の努力が行われるべきであ

る。」との評価であった。2001年の同レポート

でも、「行政能力の強化では、2001年の行政構

造の変革などは進展しているが、まだ必要な行

政能力を得る過程にある」という評価であった。

このように、同国は加盟に向けて、着実に

準備を行っているが、政治基準に関しては、

汚職の問題において透明度の高い行政処理方

法の確立など行政機構内の安定を図るための

早急な対応、EU補助金の執行に関するさら

なる改善がEUから求められている。

経済基準に関しては、近年上昇を続けてい

る失業率（年平均：98年6.4％、99年8.4％、

2000年11.5％、2001年12.5％）に対する労働

市場の構造改革、エネルギー市場の再編成と

自由化、金融仲介業、対内投資の活性化が

EUから求められている。

（3）プログレスレポートに対する政府・産業

界の評価

①　政府の評価

外務省は、プログレスレポートが発表され

た翌日（2001年11月14日）に同レポートに対

する見解を発表している。その見解では、

「リトアニアの現在までの達成事項は、EU側

で充分に認識されていることがわかる。政府

は欧州委員会の指摘する未達成事項について

十分認識しており、改善を行うべく最善を尽

くしている。リトアニアの目標である2002年

内に加盟交渉を終了し、2004年１月１日に

EU加盟を実現する見込みである。リトアニ

アの経済が、近い将来EU域内の競争圧力に

対応可能な能力を確保できるという欧州委員

会の評価は、現政権・前政権の政策が肯定的

な評価を受け、これからのEU加盟準備への

原動力となるものである」と発表している。

それに加え、リトアニア政府EU加盟準備

委員会（各省庁のEU加盟基準達成への取り

組みをまとめる政府下に設置された機関）の

パウンクスニス副委員長に対しジェトロ・コ

ペンハーゲン事務所が実施したインタビュー

では「今回のプログレスレポートは今までの

中で最も評価が高く、2002年中に加盟交渉を

終了できる可能性が高いとするものである。

未達成事項で改善の必要な点などは、事前に

認識をもっていた。経済基準と行政能力に関

する評価が良いものであったことは、喜ばし

い」とのコメントを得た。また経済省へのイ

ンタビューでも同様の回答を得た。

②　産業界の評価

産業界の評価も政府と同様に好意的であ

る。リトアニア産業連盟（主に製造業が加盟）

のアレルーナス副事務局長に対しジェトロが

実施したインタビューでは、「産業界は、今

回のプログレスレポートを歓迎している。

EU加盟は、産業界にとって非常に重要なも

のと認識している。EU加盟によりEUと強い
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つながりを持つことなり、企業はEUの巨大

市場でビジネスチャンスを得ることができ

る。しかし、EUはサンタクロースのように

単にプレゼントをリトアニアに運んできてく

れるものではなく、リトアニアは自分自身で

チャンスを利用し成長していかなければなら

ない。そのためにも、リトアニア企業の転換

が必要である」とのコメントを得た。

③　専門家の評価

ヴィルニュス大学講師のチチンスカス氏

は、「今回のレポートは評価が非常に肯定的

である。2000年に初めて市場経済が機能して

いると評価されたリトアニア経済が、今回の

レポートでは市場経済は継続して機能してい

るとされており、市場経済が確固としたもの

になったと理解できる。行政能力に関しては、

既に必要な行政機関の設立は終了しており、

これからの問題は、設立した機関をどのよ

うに機能させていくかにある。」とコメント

した。

独立系シンクタンクであるリトアニアン・

フリー・マーケット・インスティチュートの

ヴィルピサウスカス政策アナリストは、「今

回のレポートは、リトアニアに対する評価と

しては現在までで最も良かった。今回のレポ

ートと2001年12月にベルギーのラーケンで開

催された欧州理事会（EU首脳会議）の結果

を踏まえると、リトアニアのEU加盟は予定

通りに行われると考えられる。今回のレポー

トでは、加盟国の行政能力に評価の重点が置

かれ始めたということが注目される。」とコ

メントした。

④　国民の評価

プログレスレポートに対する国民の評価に

関する意識調査は実施されていない。そのた

め、チチンスカス氏とヴィルピサウスカス氏

にコメントを求めたが、両者とも「マスメデ

ィアでの報道を見る限り、国民は満足してい

るようだ」とコメントしている。

国民のEU加盟への支持は、2000年半ば以
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リトアニア国民のEUに対する姿勢の移り変わり（1997～2002年）�
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降安定している。さらに、2001年半ば頃より、

反対派は20％程度に定着したままで、賛成派

が過半数を超えるという結果になっている。

これについてチチンスカス氏は、「EUに関

する報道やキャンペーンなどにより、国民の

間にEUへの理解が深まっている。これまで

「わからない」と回答、または無回答であっ

たグループの一部が、EU賛成派に回ってい

る」と分析している。

２．政府、産業界の加盟交渉に対す
る取組みと重点課題

（1）農業用地の外国人への売却

リトアニアでは外国人による商業目的の土

地購入は認められているが、農地購入につい

ては憲法により禁じられている。これを外国

人に開放することが、EU加盟交渉の農業項

目の終了を左右する状況となっている。この

変更には憲法の改正が必要となり、国会議員

総数の４分の１以上または有権者30万人によ

る賛成をもって、憲法改正案が国会に提出さ

れ総議員の３分の２の賛成で２度可決されな

ければならない。この２度の投票の間隔は最

低３カ月が必要である。

2001年10月30日に国会に提出された改正案

は、2002年１月15日に初審議が行われ、第１

回の投票が同年１月25日に行われる予定であ

ったが、国会で意見がまとまらず、結局、第

１回投票は１カ月後に持ち越されることとな

った。この原因のひとつとして、多くの農民

によるロビー活動があげられる。農民の政治

的影響力は大きいため、この憲法改正は難航

する見通しである。

これに対し、リトアニアEU加盟準備委員

会は「この憲法改正案は外国人の農地購入に

対し、移行期間を設けて通過するであろう」

と予測している。

この動きに対して、前述のヴィルピサウス

カス政策アナリストは、「憲法改正を実現さ

せるためには、外国人の農地購入に移行期間

を設けるのが現実的な方法であろう。しかし、

この決定には、EU加盟とリトアニアの経済

の再編に関して悪影響が出てくるであろう。

EU加盟に関しては、既に資本の自由移動に

ついての交渉を移行期間なしとして終了して

いる。外国人の農地購入の解禁に関しては、

農業項目だけではなく資本の自由移動にも影

響するなど、解禁への移行期間設定が交渉進

展に悪影響を与える可能性がある。経済面で

は、外国人の農地購入解禁により、問題とな

っている生産性の低い農業分野の改編を促進

させると考えられる。既に農地を借入し、農

業を始めている外国人投資家は存在する。外

国人による農業分野への進出により同産業の

生産性の向上をもたらすが、移行期間の設定

によりこの動きが減速される恐れがある」と

コメントしている。

（2）イグナリナ原発問題

リトアニア国会は99年、イグナリナ原発の

原子炉２基のうち１基を2005年までに閉鎖

し、残り１基の将来の取扱いを2004年までに

取り決めるとした。しかし、EUは残る１基

の閉鎖を2009年までに行うように要求してい

る。99年に決定された同国のエネルギープラ

ンは、2004年に改定される予定であったが、

EUの要求に従い2002年中に改定され、残る

１基の閉鎖も決定される見込みである。ブラ

ザウスカス首相は、2002年中に残る１基の

取扱いを決定するとEUに対して約束をして

いる。

前出のEU加盟準備委員会・専門家は、「イ

グナリナ原発閉鎖はアキ・コミュノテールに

含まれていないが、残る１基の閉鎖なしに

EU加盟交渉は終了できない」と分析する。

一方、産業界は閉鎖に反対している。リト

アニア産業連盟のアレルーナス副事務局長

は、「原発の閉鎖はリトアニアの重要な電力

源を失うこととなり、産業界にとって大きな

損失である。政府に対しロビー活動を行って
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いる」とコメントした。

イグナリナ原発発電所長は、「政府が以前

発表したように、残る１基は2012年頃まで稼

動を続けるのが最善だと考える。閉鎖を2009

年に行うとなると、閉鎖作業を急ぐ必要があ

り、そのような状況は事故発生の確率を高く

する。また発電所の職員は、原発が閉鎖され

る際に職員への社会保障が行われる可能性が

低いことなどから、彼らの勤務モラルが将来

低下することも心配する」と地元英字紙にコ

メントしている。

イグナリナ原発は、ラトヴィア・ベラルー

シ国境に近いヴィサギナスの町にあり、現在

同国の電力の80％以上を供給している。さら

に、余剰電力はラトビア、カリニングラード、

ベラルーシなどへ輸出されている。

ヴィサギナスの住民の大部分は同原発の職

員であり、その多くは原発が建設されたとき

にロシア、ベラルーシ、ウクライナなどから

移住してきて人々でリトアニア語を話さな

い。原発閉鎖後のこの町の活性化のために、

現在各種産業誘致活動が行われている。しか

し、原発職員で他の職を見つけた者の流出が

とまらず、また不動産価格も低下している。

原発閉鎖後の高失業率やこの町の過疎化を防

ぐための対策が必要となっている。

（3）国営企業の民営化

リトアニアでは2001年、842の国営企業ま

たは国有不動産が売却され、４億6,800万リ

タスの歳入があった。中小の国営企業の民営

化はほとんど終了し、現在は大国営企業の民

営化が行われており、国営企業の民営化は最

終段階にある。

セービングバンク（リトアニア最大のリテ

ール銀行）の民営化は、2000年10月の入札に

唯一参加したハンザバンクと交渉が進められ

ていた。しかし、ハンザバンクの株式を56％

所有するスウェーデンのフォイーングス・ス

パーバンケンとスカンディナヴィスカ・エン

スキルダ・バンケン（リトアニア最大の銀行

ヴィリニュスバンカスの株式を約98％所有）

が合併の予定を発表したため、国内での同２

行からなる新銀行の市場占有率に関わる問題

から交渉が一時中断していたが、結局ハンザ

バンクがセービングバンクの株式90.73％を

１億9,040万リタスで購入した。

2001年５月には、リトアニア国営海運会社

の株式76.36％をデンマークのDSDFトアライ

ンが、１億9,040万リタスで購入した。最後

の国営銀行となったアグリカルチュラルバン

クの株式76.01％は、既に99年９月と2000年

５月に２度の入札が行われたが、入札額が低

すぎたこと、最低入札額を満たした銀行との

交渉決裂により、民営化は失敗に終わってい

た。３度目の入札は2001年８月に行われ、ド

イツのノルドドイッチェ・ランデスバンクが

入札に成功し、2001年の12月に交渉が開始さ

れ、2002年２月18日に76.01％の株式が7,100

万リタスで合意し、これを以って同国の国営

銀行の民営化は完全に終了した。この売却合

意の発表は非常に好意的に受け止められてお

り、リトアニア中央銀行レイノルディユス・

サルキナス総裁は、「リトアニアの主要貿易

相手国であるドイツの著名な銀行への売却は

非常に喜ばしい。今回の売却により、北欧勢

が優勢であるリトアニアの金融業界に、ドイ

ツの銀行が参入することなり、業界にバラン

スがとれるのではないか」と地元紙にコメン

トしている。

97年に発表された戦略的民営化案件（大国

営企業の民営化案件）の14件のうち、残る案

件は、リトアニア航空のみとなった。2001年

11月には同社の民営化アドバイザーとして、

ドイツのインデコン・コンサルティングが選

定された。2001年９月の米国テロ事件以降の

世界の航空会社の経営状態の悪化より、民営

化には時間を要するようである。ヴィルニュ

ス大学講師のチチンスカス氏からも、「リト

アニア航空の民営化は、一時中断している」
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とのコメントを得た。2002年２月27日付けデ

ンマークの経済紙ビュアセンによれば、民営

化はこの春に開始される見込みで、民営化さ

れるのは株式の49％分と見込まれている。

EUからも指摘を受けているエネルギー分

野の民営化も準備が進みつつある。リトアニ

ア国営ガス会社の民営化プランが、2001年11

月14日国会で承認を受けた。2002年の第２四

半期に、同社の株式34％を西欧の戦略的投資

家に売却するために、入札が実施される。こ

の戦略的投資家が決定した後、ガスの供給会

社へ株式の30％が売却される予定。

電力分野では、企業規模が非常に大きいた

め現在３社（発電１社、送電２社）の再編成

を行っている。送電２社は、それぞれリトア

ニアを地理的に東西に分割し、各地域を担当

する。EU加盟準備委員会のパウンクスニス

副委員長によれば、各社の民営化はイグナリ

ナ原発の残る１基の閉鎖時期が決定され新エ

ネルギープランが制定される2002年下半期以

降になるとのことである。

３．ビジネス環境の変化

（1）リタスを米ドルペグからユーロペグへ

中央銀行は99年10月31日、「固定為替制の

基準通貨を米ドルからユーロとドルの通貨バ

スケット制にせず、ユーロとする最終決定を

2001年の後半に行う」と発表した。2001年４

月５日に基準通貨変更法案が国会を通過し、

同年６月28日に2002年２月２日から基準通貨

としてユーロを採用することが正式に発表さ

れた。2002年２月２日の基準通貨ユーロの導

入時には通貨の切上げ・切下げを全く行わ

ず、同年２月１日の欧州中央銀行ドル・ユー

ロ為替レートと今までの１ドル＝４リタスを

用いて新レートの換算が行われ、新レートは

1ユーロ＝3.4528リタスとなった。

今回の変更で懸念される点としては、リト

アニアの主要産業の１つである石油精製・エ

ネルギー産業への影響である。同産業の輸出

入は基本的にドルによって決済が行われてお

り、今回の基準通貨変更により今後はドル・

ユーロの為替相場の変動による影響を受ける

ことになる。一方、EU諸国・EU加盟候補国

への輸出を中心に行う企業にとっては朗報で

ある。近年のドル高がリトアニア産品の国際

競争力を低下させたため、輸出企業は非常に

厳しい状況にあった。同国の輸出は対EU諸

国・EU加盟候補国の割合が増えてきており、

両地域への輸出は2000年、総輸出額の54.9％

となっている。両地域に輸出を行う企業は、

変更以降為替相場の変動の心配がなくなり、

さらに輸出割合が増えるものと見込まれる。

また、基準通貨のユーロへの変更は、将来

的な欧州通貨統合参加にむけての準備にもな

る。ユーロとリトアニアリタスの為替レート

を固定することで、他の基準を満たすことに

専念することができる。

中央銀行サルキナス総裁は、ユーロ導入は

早くて2007～2008年になる見込みであると発

言している。

（2）投資優遇措置の変更

同国では現在、フリーエコノミックゾーン

（FEZ）を除いて外資のみを対象とした投資

インセンティブは存在しない。経済省に行っ

たインタビューによると同ゾーンは現在稼動

しておらず、クライペダのフリーエコノミッ

クゾーンは2002年３月より、カウナスは2002

年末より実質稼動し始め、廃止の予定はない

とのことである。

法人への課税に関する法改正が2001年12月

に行われており、2002年１月１日から施行さ

れている。今回の改正により、法人所得税率

は24％から15％に引き下げられた。また小企

業については、2001年までは従業員数50人未

満、年間総売上が100万リタス未満の企業に

対して税率15％であったが、2002年より10人

未満の従業員、年間総売上が50万リタス未満

の企業に対し税率13％を適用することとなっ
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た。配当送金への源泉徴収税が現行の29％か

ら2003年１月１日より15％に引き下げられ

る。また受け手側が、当該リトアニア企業の

株式の10％以上を所有する場合、無税となる。

一方、再投資・固定資産への投資に対する税

免除は廃止された

2002年の半ばには、新しい投資インセンテ

ィブが施行される予定であるが、現在法案作

成中で詳細は明らかになっていない。大きな

流れとしては、外国と国内の投資家を同等に

扱うという基本姿勢のもとに投資インセンテ

ィブが作成されると経済省からコメントを受

けた。

今回の税制度変更についてリトアニア産業

連盟は「法人所得税の税率引き下げは歓迎す

るが、再投資・固定資産への投資に対する税

免除が廃止されたことは非常に残念である。

外国投資家が、この税免除の必要性はあまり

ないと政府に回答したために廃止されたが、

これはリトアニア企業の設備投資へ大きく影

響すると考えられる。この事例からわかる通

り、リトアニアで外国投資家は非常に優遇さ

れている。現在は外国投資家と国内投資家の

同等な取扱いに向けて、政府と会合をもって

いる」とコメントしている。

（3）EU加盟による関税率が貿易に与えるイ

ンパクト

リトアニアは現在、EU加盟に向けた関税

率の調整を行っている。外務省は、リトアニ

アの関税率がEU関税率と均一となることに

より、EU圏外で貿易関係の深い13カ国（日

本、米国、カナダ、ロシア、ウクライナ、ベ

ラルーシ、ウズベキスタン、カザフスタン、

中国、インド、マレーシア、台湾、イスラエ

ル）に与える影響について調査を実施した。

最も大きな打撃を受けるのは、現在リトア

ニアが自由貿易協定を締結しているウクライ

ナである。EUへの加盟が実現した場合、ウ

クライナとの自由貿易協定は失効するためで

ある。

（猪木　祥司）
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ＥＵ拡大交渉進捗状況　（2002年3月26現在）�
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１．大手各社が業績を発表

2002年２月、欧州の大手製薬会社の多くが

2001年の業績を発表した。業績発表を行なっ

た製薬会社はグラクソ・スミスクライン社

（GlaxoSmithKline plc、英国）、アベンティス

社（Aventis S.A.、フランス）、ノバルティス

社（Novartis International AG、スイス）、

ロシュ社（F-Hoffmann-La Roche Ltd、スイ

ス）、アストラゼネカ社（AstraZeneca plc、

英国）などで、各社とも増収増益となり、好

調な内容だった。

（1）グラクソ・スミスクライン社

同社の2001年の売上高は前年比13％増の

204億8,900万ポンド、営業利益は同20％増の

60億5,300万ポンド、税引前利益は同16％増

の61億6,900万ポンドとなった。同社は2000

年12月にグラクソ・ウェルカム社（英国）と

スミスクライン・ビーチャム社（英国）の合

併により発足したため、2000年の業績は合併

前の２社の業績を合算したものであり、2001

年決算が合併後初の決算となった。

同社の売上高のうち、医薬品の売り上げは

前年比12％増の172億500万ポンドで売り上げ

全体の84％を占めた。同社は地域別の売り上

げの内訳を発表しており、これをみると、米

国が90億3,700万ポンド（前年比17％増）で

同売り上げの53％と半分以上を占めた。欧州

は45億6,100万ポンドで26％、その他が36億

700万ポンドで21％となり、世界の全ての地

域において好調な業績を達成した。

また、同社は合併に伴う事業統合を順調に

進めており、2001年の合併によるコスト削減

は４億ポンド、生産部門の再編によるコスト

削減は３億5,000万ポンドとなっており、
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2003年までに総額18億ポンドのコスト削減を

目標としている。

同社のガーニエCEOは、今回発表された業

績について、同社の製品ポートフォリオの広

さと強さを証明したと評し、米国市場におい

て最も急成長を遂げている製薬会社の一つで

あると述べた。

なお、今後の利益予想は、１株当たり利益

の伸び率を2002年は10％台半ば、2003年は

10％台前半かそれ以上としている。

（2）アベンティス社

同社の2001年の売上高は前年比３％増の

229億4,100万ユーロ、営業利益は同８％増の

36億3,900万ユーロ、税引前利益は同100倍以

上となる28億8,600万ユーロとなった。

同社の売上高のうち、医薬品の売り上げは

前年比10％増の176億7,400万ユーロで売り上

げ全体の77％となった。同社は売り上げの国

別内訳（上位10カ国のみ）を発表しており、

これをみると、米国が前年比21％増の64億

7,700万ユーロと、同売上の37％を占めた。

販売先上位10カ国に入った欧州各国はフラン

ス、ドイツ、イタリア、英国、スペインであ

ったが、この５カ国の売上の合計は48億

7,800万ユーロとなり全体の28％を占めた。

同社は99年12月にヘキスト社（ドイツ）と

ローヌ・プーラン社（フランス）の合併によ

り発足した。2001年までの合併に伴うコスト

削減はコアビジネス（中核事業）である医薬

品部門で累計６億6,000万ユーロ、非コアビ

ジネスでは２億7,000万ユーロとなった。こ

のコスト削減は2001年度末までに終了し、

2002年以降は合併に伴うコスト削減は生じな

い見込みとなっている。

同社のドルマン取締役会長は、医薬品業界

において同社が最も成長のスピードが速い１

社となったとし、米国市場の強化など、戦略

的にコアビジネスを強化したと述べた。

なお、今後の業績について、2004年まで１

株当たり利益の伸び率が前年比25～30％にな

ると予想している。

（3）ノバルティス社

同社の2001年の売上高は前年比10％増の

320億3,800万スイスフラン、営業利益は８％

増の72億7,700万スイスフラン、税引前利益

は同６％増の84億8,300万スイスフランとな

った。

同社の売上高のうち、医薬品の売り上げは

前年比11％増の201億8,100万スイスフランで

売り上げ全体の63％となった。同社の売り上

げにおける米国の占める割合は43％の86億

3,600万スイスフラン（前年比18％増）とな

った。

同社は2000年にアグリビジネス部門を分離

し、医薬品を中核とするヘルスケア事業を基

盤とする戦略をとっている。同社のバセラ会

長兼CEOは、今回の業績について、医薬品ビ

ジネスと米国市場に重点を置く経営戦略の成

功と評し、米国市場における同社の地位を、

最も急速に成長し続ける製薬企業の一つに高

めたと述べた。

なお、2002年の業績見通しについて、医薬

品の売り上げは１ケタ後半あるいは２ケタの

前半の成長が期待されるとし、グループ全体

としては１ケタ半ばから後半レベルの売り上

げの伸びと2001年を上回るレベルの利益が期

待されるとしている。

（4）ロシュ社

同社の2001年の売上高は前年比６％増の

291億6,300万スイスフラン、営業利益が11％

増の47億8,400万スイスフラン、税引前利益

は同５％増の62億9,900万スイスフランとな

った。売上全体における北米の占める割合は

39％の112億6,400万スイスフラン（前年比

６％増）となった。

同社の売上高のうち、医薬品の売り上げは

187億2,300万スイスフランで売り上げ全体の
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64％となった。これに次いで臨床検査薬・機

器が69億スイスフラン（24％）、ビタミン・

ファインケミカルが35億4,000万スイスフラ

ン（12％）となった。医薬品の売り上げにつ

いては、販売額上位20位の処方薬について、

米国向けの販売額が発表されている。これに

よると、上位20位合計販売額123億6,600万ス

イスフラン（医薬品売上の66％）のうち、米

国向け販売額は60億7,800万スイスフランで

49％を占めた。

同社は、2000年６月に香料・フレーバー部

門を分社化、2001年12月には中外製薬の株式

取得を行い、企業体質の強化を進めている。

同社のフーマー会長兼CEOは、2001年を同

社にとって成功した年とし、現在進めている

各部門の再生は将来の成功を導くと述べて

いる。

なお、同社は2002年の売上を１ケタ半ばか

ら後半の伸びと予想している。

（5）アストラゼネカ社

同社の2001年の売上高は前年比４％増の

164億8,000万ドル、営業利益が４％増の41億

5,600万ドル、税引前利益は同５％増の42億

6,900万ドルとなった。

同社の売上高のうち、医薬品の売り上げは

163億7,700万ドルで売り上げ全体の99％とな

った。同売り上げの米国の占める割合は53％

の87億ドル（前年比７％増）と同売り上げの

半分以上を占めた。

同社は99年４月にアストラ社（スウェーデ

ン）とゼネカ社（英国）の合併により発足し

た。2001年には10億ドルの合併効果を出すこ

とができ、合併による統合プログラムは2001

年にほぼ完了した。また、同社は2000年に農

薬事業を売却しており、医薬品事業への特化

を図っている。

同社のマキロップCEOは、研究開発および

営業マーケティング強化への投資により有望

な流通ルートを最大限に利用できると述べて

いる。

なお、同社の2002年の業績は、売上が横ば

い、１株当たり収益が1.51～1.66ドル（2001

年は1.77ドル）と予想している。

２．経営資源の集中を図る各社

各社の業績報告をみると、各社に共通する

こととして、経営資源を有望市場およびコア

ビジネスに集中するという戦略を採用してい

ることがわかる。

（1）米国市場を重視

各社の2001年業績発表をみると、各社とも

米国市場を重視していることがわかる。

グラクソ・スミスクライン社およびアスト

ラゼネカ社では、医薬品の売り上げの半分以

上（両社とも53％）が米国での売り上げとな

っている。米国での医薬品売上比率が最も低

いアベンティス社でも37％を占める。

また、各社の業績に対するコメントでも、

「米国市場の強化」、あるいは「米国で最も成

長した企業の一つ」などの表現が目立ち、米

国市場の有望性を高く評価していることがう

かがえる。欧州では新薬の価格が低く抑えら

れているため、欧州の製薬会社は米国市場で

収益を確保しようとしている（本誌2002年１

月号（No.50）参照）。このことが、各企業が

米国市場に重点を置く理由とみられる。

（2）医薬品事業の強化を図る

ここ数年、欧州大手製薬会社は、合併、事

業部門の整理など事業体制の見直しを行って

いる。

グラクソ・スミスクライン社、アベンティ

ス社およびアストラゼネカ社は99年から2000

年の間に合併により発足した会社である。い

ずれの会社も合併効果をあげるのに時間をか

けておらず、２～３年でコスト削減等の効果

を出している。

また、ノバルティス社およびアストラゼネ
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カ社は農業関連事業部門を分離し、医薬品事

業への特化を図っている。ロシュ社は2000年

６月に香料・フレーバー部門を分社化した。

製薬会社が収益を上げていくためには、新

薬の開発が不可欠であり、このため研究開発

への投資を継続していく必要がある。この投

資を確保するために、各社は合併によるコス

ト削減、非コアビジネスの分離による経営資

源のコアビジネスへの集中を推進している。

2001年の売上全体に占める医薬品の割合は、

アストラゼネカ社が最も高く99％となってい

る。最も低いノバルティス社では63％である

が、同社は医薬品をビジネスの中核とするヘ

ルスケア事業を成長の基盤とする戦略をとっ

ているため、これを考慮すると同社の売り上

げの大半はコアビジネスが占めるといえる。

また、ロシュ社の医薬品売上は64％であるが、

同社は医薬品および臨床検査薬・機器をコア

ビジネスと位置付けたヘルスケア企業を目指

しており、コアビジネスの全売上に占める割

合は89％となる。なお、グラクソ・スミスク

ライン社の医薬品売上は84％、アベンティス

社は77％であった。

３．日本市場におけるシェア拡大を
図るロシュ社

2001年12月、ロシュ社と中外製薬は日本国

内における医薬品事業を柱とする戦略的提携

にかかわる基本契約に調印した。提携の内容

は、ロシュ社の100％子会社である日本ロシ

ュ社と中外製薬が合併、中外製薬が存続会社

となり、中外製薬の株式の50.1％をロシュ社

が取得するものである。中外製薬はロシュ社

のグループ企業となるが、今後も上場企業と

して存続することになる。この提携により、

両社は営業面、研究開発面の強化を期待して

いる。

４．欧州委員会の動向

（1）カルテルに対し過去最高の罰金を命令

2001年11月21日、欧州委員会は日欧の製薬

会社８社に対し、ビタミン製品の価格を維持

するためにカルテルを行ったとし、総額８億

5,522万ユーロの罰金を命じた。この金額は

カルテル行為に対し欧州委が命じた罰金とし

ては過去最大であった。８社のうち、最も罰

金の額が大きかったのはロシュ社で、４億

6,200万ユーロの罰金を命じられた。これに

次ぐのがBASF社（ドイツ）の２億9,616万ユ

ーロで、欧州委はこの２社がカルテルで中心

的な役割をしたとみなしている。

欧州委はこのカルテルについて、シリアル、

飲料、飼料、医薬品、化粧品といった製品に

関連し、これまで同委員会が調査したカルテ

ルのなかで最も有害なものと述べている。

これに対し、ロシュ社では、今回の件は99

年に既に米国とカナダで調査がされ、結論が

出ていることと述べ、今後の対応を検討する

としている。また、他の各社も、今後の対応

を検討、罰金の減額を求めて欧州裁判所に控

訴する状況であり、欧州委の命令する罰金は

確定していない。

（2）漢方薬の登録手続を提案

欧州における漢方薬の需要は増加傾向にあ

る。しかし、漢方薬を管理する規則はEU各

国で異なる。このことは、欧州内における商

品の自由な移動を妨げる。このため、2002年

１月17日、欧州委は伝統的な漢方薬の登録方

法についての提案を行なった。

この提案の内容は、品質要求事項は全ての

医薬品と同一としているが、製品の安全性お

よび効能上の新しい試験および試用を行うか

わりに、少なくとも30年間の使用により集め

られた情報に基づいて評価することができる

としている。なお、この使用に関する情報に

ついては、EU域外での使用も含まれる可能
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性がある。

欧州委では、この提案について、漢方薬が

明瞭で信頼できる規制による監督下に置かれ

ることにより、患者と製薬会社（主に中小企

業）の双方に役立つとしている。

（3）ベルギーを欧州裁判所に提訴

2002年２月８日、欧州委は、EU指令

（89/105/EEC）に違反している疑いがあると

し、ベルギー政府を欧州裁判所に提訴した。

同指令は対人使用の医薬品の価格決定と国民

健康保険の対象範囲に関する規制の透明性に

関するもので、医薬品の国民健康保険に対す

る適格性の決定を180日以内とすることなど

が定められている。同委員会は、ベルギー政

府の規制による手順で適格性を決定するには

180日以上の日数を要すると思われるとの見

解を示し、また透明性にも疑念を示している。

（松本　哲）
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１．エレクトロニクス産業の概況

2001年の欧州主要８カ国のエレクトロニク

ス製品（電子部品を除く）の合計生産高は

2,199億ユーロと推定される（表３参照）。一

方、欧州の電機･電子メーカー大手10社の売

上げ合計額は3,000億ユーロを超えている。

後者の数字は域外子会社の売上げも含めたも

ので単純な比較はできないが、欧州の電機･

電子産業がいかに大手メーカーに集中してい

るかがわかる。

これらの大手メーカーの殆どは事業をグロ

ーバル化し、組織を多国籍化している。ドイ

ツのシーメンスやフィンランドのノキアにと

って国別で最大の市場は米国だ。研究開発の

拠点も本国や米国のほか、ハンガリー、中国、

シンガポールなどに広がっている。しかし大

手メーカーの大半は、総合電機メーカー特有

の構造問題に加え、半導体の景気サイクルや

IT不況の影響をもろに受け、多くの赤字部門

を抱えている。このため事業の再編成のみな

らず、製造コストの安い東南アジアや中・東

欧への工場の移転も更に加速している。こう

してパソコンや携帯電話の大半がアジアで生

外注化で競争力を維持する
エレクトロニクス産業

（欧州）

大手メーカーの占める割合が高い欧州のエレクトロニクス産業では、事業のグローバル

化に伴い製造の外注化が急速に進んでいる。特に携帯電話やパソコンの製造において顕著

で、製造受託サービス会社は複数メーカーの製造を請け負い、工場の稼働率を引き上げる

ことで低コストの維持を可能としている。

主要国での電子部品の生産、市場規模を見ると、英国、ドイツ、フランスの三カ国で大

部分を占めている。ただ域外からの輸入も多く、2001年では輸入部品が域内生産の部品

を上回っているとみられる。

個別の企業に目を向けると、総合電機メーカーのシーメンスではさまざまな部門の売却

や合弁化が行われている。総合家電のフィリップスは一般的なリストラや外注化のほか、

他社の持つ技術を積極的に導入することで開発の迅速化を図っている。一方、急成長して

いるコンピュータ製造のゲリコムはアジアの安価な部品を輸入、組み立てを自社で行い、

大手流通企業と提携することでノート型パソコンや携帯情報端末（PDA）の大量販売を

実現している。

デュッセルドルフ･センター
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産されるようになった。自社工場移転だけで

はなく、製造部門そのもののアウトソーシン

グも進められ、自社の業務を研究開発とマー

ケティングのみに集中させる傾向が顕著に見

られる。これらブランド･メーカーの委託を

うけて製造を受け持つアジアの製造受託サー

ビス会社（EMS）では、ノキア、エリクソ

ン、アルカテルなどの様々なブランドの製品

が同じ工場内で作られているのが現状だ。最

近では欧州内の工場もEMSに売却され、そ

の工場からの調達を続けるという形でのアウ

トソーシングも盛んだ。

携帯電話は元々外注率が高く、2001年春に

エリクソンがスウェーデン、英国、マレーシ

ア、米国、ブラジルなどにある自社の携帯電

話工場の全てをEMSのフレクストロニクス

に売却すると、アルカテルもフランス国内の

工場を同社に売却、フィリップスなど他の大

手メーカーもこれに続いた。こうして欧州内

の携帯電話工場の売却ラッシュが激しくなっ

ている。アルカテルは動きが早く、既に98年

からネットワーク機器工場のEMSへの売却

を進めていた。2002年に入ってからも、フラ

ンスのシェルブール工場（マイクロ波通信機

器）、ドイツのグンツェンハウゼン工場（交

換機、データ伝送機器）、スペインのトレド

工場（有線ブロードバンド機器）の３工場を

EMSのサンミナSCIに売却する契約を結ん

だ。目指す目標は米シスコのような完全なフ

ァブレス企業だ。

アウトソーシングは生産現場だけではな

い。研究開発や販売部門をアウトソースする

ケースも出現している。エリクソンは2001年

末、スウェーデンと米国にあるソフトウェア

試験センターを７億5,000万ドルで売却し、

この施設をリースバックする契約を銀行シン

ジケート団と結んだ。またアルカテルは2002

年１月、欧州の販売と技術サービスの部門を

米国の投資会社プラティナム･イクィティに

売却することを決定した。年商15億ユーロの

この部門は欧州17カ国に6,500人の従業員を

抱え、アルカテルの40万人の顧客と直接の接

触を保っている部門だ。

パソコンの世界では、既存工場のEMSの

売却が最も進んでいる。米国のHPでは、欧

州最後のパソコン工場であったグルノーブル

工場をサンミナに売却し、製品の100%を外

部調達に切り替えた。これまで自社で営んで

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12

シーメンス�

フィリップス�

エリクソン�

アルカテル�

ノキア�

ABB�

EADS�

BAEシステムズ�

アルストーム�

エレクトロラックス�

マルコーニ�

シュナイダー�

メーカー�

出所：Wem gehört was in Europa? 2002

売上げ�

（100万ユーロ）�

利益�

（100万ユーロ）�
従業員数�

78,396�

37,862�

32,394�

31,408�

30,376�

24,856�

24,208�

20,008�

16,228�

14,742�

11,399�

9,696

7,901�

9,602�

2,489�

1,324�

4,078�

1,562�

△ 909�

△ 11�

349�

582�

△ 445�

625

447,000�

219,429�

105,129�

131,598�

58,708�

160,818�

88,879�

85,000�

120,700�

87,128�

52,000�

72,200

表１　欧州の大手電機･電子メーカー（2000年）�



きた工場や製造設備をEMSに売り渡すこと

により、大手ブランド･メーカーは設備投資

や人件費などの固定費から解放され、工場の

稼働率の変動に悩まされずに済むようにな

る。設備と人員を引き取ったEMSは、多く

のブランド･メーカーからの受注を集めて生

産量を拡大し、製造プロセスを最適化させて

コストダウンを達成している。

EMS最大手のフレクトロニクスが富士通

シーメンスから2000年初めに買い取ったパー

ダーボルンのパソコン工場（従業員750人）

では、これまでより稼働率が50%上昇した。

現在ここでは富士通シーメンス向けのパソコ

ンだけでなく、グルンディヒやブラウプンク

トなどのブランドでいろいろな製品を組み立

てている。スケールメリットを生かすことで、

部品の購入コストも従来よりずっと安くなっ

た。こうして高賃金のドイツでもエレクトロ

ニクス製品の組み立てで利益を出すことが十

分に可能であることが証明された。

欧州における生産活動のEMSへの移行は、

過去２年間で急激に進んだ。米テクノロジ

ー･フォアキャスターの調査では、2000年の

世界の電子機器生産8,200億ドルのうち、13%

がEMSによって製造されていた。ガートナ

ー･グループの予測では、EMSによる生産額

は2002年は1,600億ドルに達する。欧州電子

部品工業会の報告によると、英国では既に

50%以上をEMSに納入している電子部品メー

カーがある。EMSが購入する電子部品の４

分の３以上が、次の大手EMS５社の買い付

けによるものだ。

サンミナとSCIの合併で誕生したばかりの

EMS、サンミナSCI社は、世界21カ国に約100

の工場を持つ。フレクトロニクスも27カ国に

100以上の工場を操業し、７万人の従業員を

抱えている。大手EMSは、いずれも同様に

世界中に多くの生産拠点を持つ多国籍企業

だ。その売上げ規模は欧州の大手電機メーカ

ーに匹敵するほどになっている。大手EMS

は次第に製造ノウハウを蓄え、開発やデザイ

ンの仕事も請け負うようになりつつある。

しかしこうした多国籍のEMSによる生産

が増えたために生産拠点の変更が頻繁に行わ

れ、市場の不透明感が増している。新たに買

収した工場での生産を、別のよりコストの安

い生産拠点に切り替えることはいともたやす

い。技術者の質や立地条件などの他の理由が

ない限り、西欧での生産は次第に人件費の安

い東欧やアジア、南米などに移転して行く運

命にある。生産現場の国外移転に伴い、部品

の調達先も国内から中国や東南アジアへと切

り替えが進んでいる。携帯電話メーカーが主

な顧客であったドイツのプリント基板メーカ

ーのPPE社やエーリヒ･ケルン社は、既に破

産申告を裁判所に申し立てた。オーストリア

のプリント基板メーカー、AT&Sでは、2001

年度（2002年３月末決算）の売上げは15%減

少する見込みだ。シーメンスと松下が合弁で

設立した大手電子部品メーカー、エプコスで

も、2001年10－12月期の売上げは前年同期比

45%の減少で３億1,800万ユーロとなった。税

引き後利益（400万ユーロ）は95%も減少し

ている。

20年前に繊維メーカーやスポーツシューズ

のメーカーが製造を外国に移転し、経営資源

をデザインとマーケティングに集中させてき

たのと同様の現象がエレクトロニクス･メー

カーでも起きている。エレクトロニクス産業

のファブレス化、脱製造業化が始まった。し

かし2001年のIT不況はEMSにも大きな影響

を与え、サンミナでは2001年10－12月期の利
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フロクストロニクス�

ソレクトロン�

サンミナＳＣＩ�

セレスティカ�

ジャビル・サーキット�

143億ドル�

129億ドル�

127億ドル�

105億ドル�

39億ドル�

社名� 年間売上げ�

出所：First Call, CSFD/Handelsblatt

表２　大手EMSの売上高�



益が10分の１に減少している。

２．電子部品の国別生産状況

エレクトロニクス製品の欧州最大の生産国

は、日系メーカーの工場が集中する英国であ

る。2001年の推定生産額は657億ユーロ（電

子部品を除く）で、欧州主要８カ国の30%を

占める。２位のドイツが27%、３位のフラン

スが23%だ。

一方、電子部品の最大生産国はドイツで、

2001年の推定生産額は108億ユーロである。

これは欧州主要８カ国の34%に当たる。２位

のフランスは28%、３位の英国が14%と推定

されている。ドイツの生産する電子部品は、

その40%がプリント基板、コネクター、スイ

ッチなどの「メカニカル電子部品」で、14%

がコンデンサや抵抗器などの「受動電子部品」

だ。ドイツが特に強い分野がメカニカル電子
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オーストリア�

ベルギー�

フランス�

ドイツ�

イタリア�

オランダ�

スペイン�

英国�

合計�

3.0�

5.4�

58.8�

61.8�

20.9�

9.1�

7.7�

69.4�

232.7

国名� 2002

（注）表４～11とも、2001年以降は推定�

出所：表４～11とも、欧州電子部品工業会（EECA）�

表３　電子機器生産額（電子部品を除く）�

2.9�

5.2�

51.2�

58.8�

20.2�

8.7�

7.2�

65.7�

219.9

（単位：10億ユーロ）�

2001

2.8�

5.0�

48.2�

56.6�

19.8�

8.4�

6.9�

64.5�

212.2

2000

2.5�

4.8�

42.4�

49.2�

19.1�

8.1�

6.5�

54.5�

187.1

1999

オーストリア�

ベルギー�

フランス�

ドイツ�

イタリア�

オランダ�

スペイン�

英国�

合計�

国名�

表４　電子部品生産額�

1,920�

749�

8,708�

10,753�

2,458�

1,410�

917�

4,472�

31,387

（単位：100万ユーロ）�

2001

1,846�

730�

8,160�

10,220�

2,320�

1,385�

845�

4,516�

30,022

2000

1,262�

666�

6,036�

9,160�

2,159�

1,274�

758�

3,830�

25,145

1999

オーストリア�

ベルギー�

フランス�

ドイツ�

イタリア�

オランダ�

スペイン�

英国�

合計�

国名�

表６　受動電子部品生産額�

365�

291�

826�

1,513�

250�

261�

163�

844�

4,416

（単位：100万ユーロ）�

2001

360�

286�

795�

1,570�

243�

266�

151�

908�

4,579

2000

259�

268�

721�

1,430�

212�

267�

137�

690�

3,984

1999

オーストリア�

ベルギー�

フランス�

ドイツ�

イタリア�

オランダ�

スペイン�

英国�

合計�

国名�

表５　能動電子部品生産額�

1,104�

214�

6,327�

5,000�

1,850�

497�

375�

2,143�

17,510

（単位：100万ユーロ）�

2001

1,034�

204�

5,856�

4,730�

1,746�

481�

351�

2,142�

16,544

2000

694�

169�

3,955�

4,000�

1,624�

408�

317�

1,863�

13,030

1999

オーストリア�

ベルギー�

フランス�

ドイツ�

イタリア�

オランダ�

スペイン�

英国�

合計�

国名�

表７　メカニカル電子部品生産額�

451�

244�

1,552�

4,240�

358�

652�

379�

1,485�

9,361

（単位：100万ユーロ）�

2001

452�

240�

1,509�

3,920�

331�

638�

343�

1,466�

8,899

2000

309�

229�

1,360�

3,730�

323�

599�

304�

1,277�

8,131

1999



部品で、欧州８ヶ国での生産シェアは45%に

も達している。続くフランスと英国はそれぞ

れ17%と16%だ。ICや電子管（電磁波を発生

させる部品。電子レンジなどに使用）、ディ

スプレー素子などが含まれる「能動電子部品」

ではフランスのシェアが36%と最も高く、ド

イツのシェアは29%に下がる。

これらの国で電子機器に組み込まれる電子

部品には、域外から輸入される部品も多い。

欧州８ヶ国の電子部品の市場規模は、2001年

は540億ユーロと推定されるが、欧州内での

推定生産高は314億ユーロである。欧州産電

子部品の域外輸出も考慮すると、欧州で使わ

れる電子部品の半分以上が域外から輸入され

ていることになる。

３．欧州市場の特徴

電子部品の市場規模ではドイツが欧州最大

で、８カ国全体の37%を占める。２位の英国

は26%、３位のフランスは21%で、この３国

で84%となる。電子部品市場の半分を占める

ICでも、ドイツが38%を占めており、これが

電子部品全体の市場に影響している。特に

2000年にドイツとフランスで急速にICの需要

が増え、前年からの増加率はドイツでは51%、

フランスでは82%に達している。IC以上に需

要がドイツに集中しているのが、プリント基

板、コネクター、スイッチなどのメカニカル

電子部品で、全体の44%がドイツで使われて

いる。２位の英国は21%、３位のフランスは

16%と開きがある。コンデンサや抵抗器など

の受動電子部品もドイツが40%を占める。し

かし電子管では、最も需要が多いのは英国と

フランスで、それぞれ８億ユーロ以上、ドイ

ツが２億4,600万ユーロとみられている。フ

ラットパネル･ディスプレーも英国の７億ユ

ーロに対してドイツは５億ユーロだ。しかし

日本のメーカーが英国でのテレビ生産を縮小

しているため、これらの部品の英国での需要

は今後減少すると予想される。

電子部品の需要を用途別に見ると、通信機

器向けが最も多く、コンピュータ向けがこれ

に次ぐ。通信機器向けではドイツ、フランス、
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オーストリア�

ベルギー�

フランス�

ドイツ�

イタリア�

オランダ�

スペイン�

英国�

合計�

国名�

表８　電子部品の市場規模�

1,239�

1,204�

11,344�

19,898�

3,300�

1,579�

1,575�

13,918�

54,057

（単位：100万ユーロ）�

2001

1,208�

1,177�

10,646�

19,876�

3,165�

1,522�

1,537�

13,378�

52,512

2000

1,083�

1,080�

7,076�

14,976�

2,765�

1,293�

1,388�
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表９　能動電子部品の市場規模�
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表10　受動電子部品の市場規模�
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285�

183�
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英国の順で需要が多く、いずれも40億から50

億ユーロの間であるが、コンピュータ向けで

は英国の58億ユーロ、ドイツの48億ユーロの

順となり、３位のフランスは19億ユーロでド

イツの半分以下だ。このほかに需要が多いの

が自動車向けで、ドイツが50億ユーロ、フラ

ンスが10億ユーロとみられている。産業機器

向けではドイツで37億ユーロ、英国で18億ユ

ーロ、フランスで16億ユーロ、家電用ではフ

ランスで15億ユーロ、英国とドイツで13億ユ

ーロなどとなっている。

４．主要企業の現状

（1）シーメンス

欧州最大の総合電機メーカー、ドイツのシ

ーメンスは、様々な部門の切り離しによって

過去３年間に大きな変貌を遂げた。半導体と

電子部品の部門は99年に分離独立させ、それ

ぞれ「インフィニオン」、「エプコス」として株

式を上場した。メカニカル電子部品の部門は

米タイコに売却、光ファイバー部門もやはり

米国のコーニングに売却した。航空機管制部

門はフランスのトムソンCSFとの合弁に、コ

ンピュータ部門は日本の富士通との合弁に

切り替えた。防衛電子機器部門はEADSのコ

ンソーシアムに売却、電線部門もイタリアの

ピレリに売却している。原子力発電部門はフ

ランスのフラマトムとの合弁に、水力発電

部門もドイツのフォイトとの合弁に切り替

えた。

こうして多くの事業を切り離すと同時に、

企業買収も盛んに行っている。過去３年間に

80億ドルを投じて米国のIT機器や通信機器、

医療機器のメーカーなどを手に入れた。これ

によって米国市場でのシーメンスの売上げは

250億ドルに達し、米国はシーメンスにとっ

て本国のドイツを凌ぐ最大のマーケットとな

った。急成長の中国市場は三番目に大きな市

場となっている。

アルカテルやマルコーニのように事業を通

信機器部門のみに集中させることなく、むし

ろGEのようなコングロマリットを目指した

シーメンスでは、自動制御機器のほか、火力

発電や鉄道部門などの重電部門もコア業務と

して残している。これらの部門でも企業買収

による拡大とグローバル化を目指しており、

米ウェスティングハウスの火力発電部門やス

イスの建築設備会社エレクトロワットも手に

入れた。更に2000年には97億ユーロで旧マン

ネスマン（ボーダフォン）からATECS部門

（通信以外の事業）を引き取った。

しかしこのように買収した企業の多くが赤

字に陥っている。ITブームに乗って積極的に

買収を進めてきた米国子会社は、2001年に始

まったIT不況の影響で６億ユーロの赤字を

出した。

赤字を出しているのはITや通信機器の子会
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表11　メカニカル電子部品の市場規模�

265�

314�

1,705�

4,700�

902�

301�

394�

2,214�

10,795

（単位：100万ユーロ）�

2001

256�

311�

1,631�

4,750�

891�

297�

389�

2,164�

10,689

2000

242�

300�

1,423�

4,408�

830�

272�

374�

1,854�

9,703

1999

受注額�

売上げ�

税引き利益�

社員数（1,000人）�

（９月決算） �
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表12　シーメンスの業績�
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83.4�
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2000
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社ばかりではない。旧マンネスマンから買収

した事業の中で、利益を出しているのは発電

タービンだけだ。好景気に沸いている自動車

部品でさえ、旧マンネスマンのVDO（売上

げ57億ユーロ）は2001年９月期の決算で２億

6,000万ユーロの赤字を出した。自動化・制

御機器事業でも、旧マンネスマンの物流自動

化機器メーカー、デマティック（売上げ25億

ユーロ）は5,900万ユーロの赤字を出した。

この「自動化・制御機器」事業は売上げの４

分の１を占めて、情報通信に次ぐシーメンス

第２の部門となっている。しかしデマティッ

クの赤字にも関わらず、自動化・制御機器事

業全体では10億ユーロ以上の黒字を出してシ

ーメンスの稼ぎ頭となっている。

売上げ300億ユーロ以上でシーメンス最大

の基幹事業である「情報通信」では、赤字も

14億ユーロを超えて最大だ。この事業は「ネ

ットワーク」、「携帯電話」、「ビジネス･サー

ビス」の３つの部門に分けられているが、い

ずれの部門でも巨額の赤字を出した。特に赤

字が大きいのが固定電話設備の「ネットワー

ク」部門だ。この部門は売上げも最大の部門

であるが、その中で従来型音声通信事業者向

けの設備だけが利益を出している。ユーザー

企業向け通信機器、ブロードバンド技術、イ

ンターネット技術などはすべて赤字だ。音声

通信からデータ通信への技術の切り替えが遅

れたことが原因として挙げられている。IP技

術関連製品はこの部門の売上げの３分の１に

しかならない。米国のルーター･メーカー、

ユニスフェア社を買収したシーメンスは、ル

ーターの世界市場で、シスコ、ジュピターに

次いで３位のシェアを持つ。しかしその売上

げ規模はシスコの７分の１だ。既にシスコの

製品を採用している通信事業者は、異なるメ

ーカーの機器をネットワークに接続すること

を躊躇するため、シーメンスの挽回は容易で

はない。15億ドルで買収したばかりのエフィ

シエント・ネットワークス社のDSLモデムの

売上げもアルカテルの４分の１である。ゴー

ルドマン・サックスのアナリストは、シーメ

ンスのネットワーク部門の赤字は、2001年の

８億6,100万ユーロから2002年は10億ユーロ

に増えると推測する。

情報通信事業で赤字が二番目に大きかった

部門は携帯電話だ。ここでもシーメンスは競

争相手に出遅れたが、その後挽回して何とか

世界ランキング３位に入ることができた。し

かしシェア競争で抜いたばかりのエリクソン

がソニーと提携したため、シーメンスは再び

世界４位に後退した。既に欧州の携帯電話市

場は飽和状態で、GPRS（2.5世代携帯電話）

やUMTS（第３世代携帯電話）の普及も遅々

として進まない。一方、米国を抜いて世界最

大となった中国市場では熾烈な戦いが繰り広

げられており、シーメンスも世界最大の携帯

電話工場を上海に立ち上げた。中国の第三世

代携帯電話でもシーメンスは北京の大唐電信

（Datang Telecom）との提携で、中国が提案
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表13　シーメンスの６つの事業�
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したTD-SCDMA規格に基づく機器の開発を

行っている。

売上げ規模ではネットワーク部門や携帯電

話部門の半分であるが、ビジネス･サービス

部門の赤字も２億6,000万ユーロと大きい。

2002年１月末に発表された2001年10－12月期

の業績では、携帯電話、ビジネス・サービス、

およびデマティックの黒字化に成功した。し

かしネットワークとVDOの赤字は解消され

ておらず、特にネットワーク部門では受注額

や売上げが更に大幅減少を示している。ネッ

トワーク部門では2001年９月に責任者交代が

行われた。新たに責任者となったトーマス･

ガンスヴィント氏は、全世界20ヶ所ある製造

拠点を半分に減らし、この部門の現在の社員

数５万3,000人のうち主に米国と英国を中心

に１万人を削減する方向を打ち出している。

残されるのは自動化の進んだドイツ、ブラジ

ル、中国の工場となる見込みだ。

（2）フィリップス

70億ユーロを超える事業売却益によって

2000年には96億ユーロの記録的な利益を出し

たフィリップスであったが、翌2001年は一転

して26億ユーロの純損失となった。５年ぶり

の赤字転落で、しかも過去最大の赤字幅であ

る。リストラのコスト16億9,600万ユーロの

特別損失を計上したためでもあるが、中核事

業の半導体、電子部品、音響映像機器のいず

れでも営業損益は大幅な赤字となっている。

2001年５月にフィリップスの社長に就任し

たジェラルド･クライステルレ氏は、ボーン

ストラ前社長のリストラ路線を引継ぎ、これ

を完遂させるべく事業の再編を進めている。

就任に当たって目標売上利益率を10%に設

定、高利益率部門では15%という高い目標を

設定した。達成不可能と見られる部門は売却

する方針を発表しており、これまでに売却し

たり閉鎖した事業は40以上に上る。ブラウン

管の事業は韓国のLG電子と合併させた。情

報処理サービスやコンサルティングを手がけ

ていた子会社のオリジンも、仏のソフト会社

アトスと合併させている。2002年に入ってか

らもファックス事業（従業員450人）を仏サ

ジェムに売却した。今後も１年半の間に27の

事業が売却または閉鎖される予定だ。

中核事業での開発や製造をアウトソースす

ることもタブーではなくなっている。既に

2000年に15億ユーロの営業赤字を出していた

携帯電話端末は、開発と製造を中国電子

（CED）に完全に委託した形になっている。

売上げの33%を占める音響映像機器部門で

は、テレビやビデオなどの成熟商品はすべて

開発や製造を外部に任せ、社内ではDVD機

器や薄型スクリーンなどの先端商品の開発に

集中する方針だ。これに添ってビデオデッキ

の開発と製造も2001年８月に日本の船井電機

に委託されている。

フィリップスではこれまでに１万2,000人

の人員削減が行われている。しかしクライス

テルレ社長のリストラ戦略は、単なる人員削

減やコア業務への集中だけではない。技術の

独自開発に拘ることを止め、タブーとされて

いた先端分野での他社技術の導入も積極的に

行うようになっている。またこれまで部門別

の組織は独立志向が強く人事や総務なども

別々であったが、こうした管理部門も統合さ

れた。会社全体の利益を考慮した各部門間の

協力体制にも力が入れられるようになった。

2001年夏に打ち出されたDVDレコーダーで
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も、ソニー、リコー、ヤマハなどの日本企業

の技術を導入し、更に社内の半導体部門、光

学システム部門、家電部門の三者が連携して

デザイン･開発と製造計画を短期間に進める

ことによって、他社に先駆けて発売すること

ができた。

（3）ゲリコム

オーストリアのリンツに本社を持つゲリコ

ム（Gericom AG）は、1990年に設立された

若い企業だ。ノート型パソコンを中心に、通

信機器や携帯情報端末（PDA）を生産して

いるが、短期間に売上げを増大させて業界ト

ップの東芝に追いついてしまった。同社は家

電量販店やデパート、大型スーパーなど、大

手流通企業と提携して大量販売を行ってい

る。量販店の一回のオーダーは5,000台から

１万台だ。しかし消費者への直販も売上げの

17.6%を占める（2000年）。

ノート型パソコンの１カ月の納入台数は２

万2,000台（2001年８月）で、オーストリア

だけでなく、ドイツでもノート型パソコンの

シェアでトップに立っている。欧州および中

東アフリカを含めた地域でのシェアは9.8%

で、３位に入る。2001年の上半期の売上げは

２億6,824万ユーロで、これは前年同期の１

億4,602万ユーロと比較すると84%増だ。税引

前・利子支払前利益（EBIT）は1,331万ユー

ロで、これは前年同期比122%増となってい

る。2001年の売上げ予想は５億4,000万ユー

ロだ。売上げの64%はドイツ市場に依存して

おり、オーストリアは20%、英国が8.4%、フ

ランスが2.4%となっている（2001年上半期）。

このほかにスペイン、ベルギー、オランダ、

スイスでも販売している。

創立者で社長のヘルマン・オーバーレーナ

ー氏は、１年の半分をアジアやアメリカで最

新のコンピュータのトレンド調査に費やす。

そして他社に先駆けてマーケティングを行っ

て大量の販売契約を結び、台湾や上海で安価

な部品を仕入れて組み立て、顧客に納入する。

リンツの本社では270人の従業員が組立てに

あたっている。ゲリコム社の資産は信用だ。

大手スーパーのチェーンがアクション・セー

ルを行う場合は、何千という支店のすべてに

当日の朝、決められた数のコンピュータがき

ちんと納入されていなければならない。一度

でも納入が遅れると、次回には相手にされな

くなる。オーバーレーナー社長は、部品の手

当ても確実で必ず納期を守る自信がある場合

以外は、初めから契約を行わない。

西欧の家庭の８割方が既にパソコンを少な

くとも一台所有している。しかしノート型パ

ソコンの普及率はまだ16%に留まっており、

デスクトップ型に劣らない性能を持つように

なったノート型パソコンの需要を広げる余地

は十分にある。ゲリコムはシーメンスから通

信技術の供与を受け、2002年１月に世界初の

GPRS内臓のノート型パソコンを発売した。

GPRS（General Packet Radio Service）は、

現在の携帯電話国際規格、GSM通信網を使

ったパケット情報通信で、ISDNとほぼ同じ

速度でデータの送受信ができる。端末は常に

接続状態にあるが、課金は実際に伝送された

データ量による。同社では2002年に５万台の

販売を見込んでいる。
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５．主要国のIT環境

JETRO ユーロトレンド　2002.5188

12

ルクセンブルグ�

イタリア�

ポルトガル�

オーストリア�

フィンランド�

スウェーデン�

オランダ�

英国�

スイス�

ノルウェー�

アイルランド�

ベルギー�

スペイン�

ギリシア�

デンマーク�

ドイツ�

フランス�

日本�

米国�

出所：表17～24とも、ドイツIT・通信・ニューメディア�
　　　協会（Bitkom）�

表16　住民100人あたりの携帯電話台数（2001年）�

99�

89�

85�

82�

82�

81�

79�

79�

78�

76�

76�

76�

75�

74�

71�

69�

60�

53�

47

ノルウェー�

ルクセンブルグ�

デンマーク�

ドイツ�

スイス�

オランダ�

日本�

ベルギー�
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スウェーデン�
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ポルトガル�

フランス�

英国�

米国�

アイルランド�

スペイン�

ギリシア�

表17　住民100人あたりのISDN接続数（2001年）
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表18　住民1,000人あたりのDSL接続数（2001年）�
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表19　100世帯あたりの衛星TV接続数（2001年）
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オランダ�
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表20　100世帯あたりのCATV接続数（2001年）�
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表21　1,000世帯あたりのケーブル･モデム�
　　　設置数（2001年）�
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表22　住民100人あたりのパソコン台数（2001年）�
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表23　住民1,000人あたりのインターネット・�
　　　サーバー台数（2001年７月）�
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表24　住民100人あたりのインターネット�
　　　利用者数（2001年）�
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１．ドイツの廃棄物法の経緯

（1）循環経済・廃棄物法の成立

産業界は以前、環境問題およびリサイクル

問題に取り組むことを拒否し、廃棄物はゴミ

捨て場に投棄するか焼却処理すべきであると

主張していた。従来、廃棄物を処分すること

は行政、特に市町村および郡の課題であっ

たが、循環経済・廃棄物法の導入により企

業自身がその責任を負うこととなった。つま

り、企業は製品を製造し、流通させるだけで

なく、使用済みとなった製品の処理または処

分に対しても責任を負わなければならない。

廃棄物処分の責任は、国家から民間経済へと

移された。

ここでいう廃棄物とは、商品の所有者が商

品の目的に合った方法で使用しなくなったも

のすべてを指す。例えば過剰生産や賞味期限

切れなど何らかの理由で食品の所有者が食品

を人々の食用または嗜好用として使用しない

場合には、食品は廃棄物となり、96年に発効

した「循環経済および廃棄物に関する法律

（KrW-/AbfG、循環経済・廃棄物法）」の対

象となる。

72年まで廃棄物法は自治体の定める政令で

あり、廃棄物処分の責任は市町村にあった。

家庭ゴミの収集は自治体政令の中で定められ

た。一方、産業廃棄物については、投棄先の

土地所有者が合意し、行政当局が危険予防措

置を警察に指示しない限りにおいて、廃棄物

の排出者は空き地に投棄することができた。

経済成長による消費拡大とともに廃棄物の排

ドイツにおける
食品リサイクルの法的基盤

ドイツで96年に導入された「循環経済および廃棄物に関する法律（循環経済・廃棄物

法）」は、商品の製造業者および流通業者に変革をもたらした。使用済みとなった原材料

を環境に適合する方法でリサイクルする問題は、以前は環境保護団体や同種の社会グルー

プによって議論されていたが、次第に行政もこの問題を重要視するようになり、現在は事

業者、商業界、産業界もこのテーマに積極的に取り組んでいる。

ベルリン・センター
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出量は爆発的に増加し、この方法では廃棄物

処理を管理することができなくなった。

連邦立法府は、72年に基本法第75条第24号

に定められる競争的立法事項の適用を決定し

た。この規定に基づき、州が立法をなしえる

事項は連邦の定める事項以外の範囲に制限さ

れた（基本法第72条第１項参照）。こうして

連邦法として初めて成立したのが72年の廃棄

物処分法であるが、今日の観点から見ると廃

棄物の処分（収集、運搬、処理、在庫、埋立

処分）のみを対象としており、広い意味での

廃棄物処理（廃棄物の発生を抑制、廃棄物発

生量の少ない製品技術の導入、製品ライフサ

イクルの長期化、廃棄物からのエネルギー回

収）は含まれていなかった。ただし、公共の

利益が廃棄物によって侵害されてはならない

という基本理念は、同法によって初めて確立

された。

同法はこれまで何度も改正されたが、はじ

めて従来型の廃棄物処分から廃棄物経済への

移行を促したのは第4次改正法（86年）であ

った。このことは、法律文の中で廃棄物処分

という言葉が廃棄物処理に置き換えられたこ

とからも明らかである。よって、規制の対象

となる範囲も拡大された。また、廃棄物法の

目標に優先順位が設けられ、廃棄物の発生抑

制（廃棄物の発生そのものを防ぐこと）、廃

棄物の再利用（廃棄物からエネルギーやその

他の資源を得ること）、そして廃棄物の処分

（廃棄物の埋立）という分類が初めて打ち出

された。循環経済・廃棄物法の草案は、91年

に連邦参議院が提出して立法手続きが開始さ

れた。その後、連邦参議院、連邦政府、社会

グループの間で相反する議論を含む交渉が続

けられ、最終的に合意に達したのは94年にな

ってからであった。一連の法律は「循環経済

および廃棄物に関する法律」の他に7つの施

行令を含む大型のものとなった。この法律は

96年10月7日に発効したが、官庁側の対応能

力が不足していたことから段階的に99年まで

かけて執行されていった。連邦の廃棄物法を

補完するのは州法であり、廃棄物に関する詳

細を定める自治体条例によって補完される。

（2）「動物死体の処理に関する法律」との境界

特定の物質および製品に関しては、特別規

定の適用により循環経済・廃棄物法の規定を

補足または代替する。法律が特別規定を認め

ている理由は、部分的に慣習または廃棄物の

特性に起因している。

食品に関連する特別規定には、動物死体処

理法および動物伝染病予防法がある。動物の

死体処理を廃棄物法の適用除外として認める

理由は、どちらかというと慣習に基づいたも

のである。39年の動物死体処理法は、第1次

の廃棄物処分法が公布された時点で既に存在

していた。現在有効な動物死体処理法は75年

に改正されたもので、動物の死体およびその

一部の処理ならびに動物を原材料とする製品

の処理を規制対象としている。ここには精肉

加工された肉のほか、卵および牛乳が含まれ

る（動物死体処理法第１条第１項第３号）。

動物死体処理法と循環経済・廃棄物法の規制

内容はほぼ同一であり、一部には動物死体処

理法の規定をより具体化するために循環経

済・廃棄物法が引用されることもある。その

他にも93年に発効した動物伝染病予防法があ

り、伝染病に感染した動物、または感染の疑

いのある動物の死体が廃棄物となった場合の

諸規定が定められている。つまり、動物死体

処理法の規制から外れる部分は、これらの特

別規定によってカバーされる。

２．「循環経済および廃棄物に関する
法律」の基本事項

（1）廃棄物の概念

ドイツの法律では、廃棄物の概念をEUの

指令（EG指令259/93）に適合させながら非

常に広義に定めている。循環経済・廃棄物法

第１条第１項によれば、廃棄物とは「付表
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１に記載されるグループに属する可動性の

もので、その所有者がこれを廃棄するか、廃

棄する意志があるか、あるいは廃棄しなけれ

ばならないものすべて」を指す。この付表１

には16の事例グループが記載されている。こ

の中で、明らかに食品または嗜好品として人

の飲食に用いられる物質および製品（食品ま

たは食料品）と判断されるものは次の３つが」

ある。

・廃棄物グループQ3：賞味期限が切れた製品

・廃棄物グループQ1：生産または消費より

生じる残渣で、以下に詳細が記載されない

もの

・廃棄物グループQ16：種類を問わず、その

他いずれにも属さない物質または製品

これを見ると、Q3は比較的具体的な定義

を含んでいるが、Q1およびQ16の記述は極め

て不明確かつ広範囲に及ぶものとなってい

る。とりわけQ16は事実上の受け皿であり、

すべての種類の食品をここに包含することが

できる。よって、法律の付表に記載される廃

棄物の分類は、廃棄物の概念を具体化するに

は適当でない。

廃棄物・非廃棄物を判断するためには、「廃

棄する」という行為の概念が重要である。

・「廃棄する」（事実上の廃棄物）

・「廃棄する意志がある」（主観的な廃棄物）

・「廃棄しなければならない」（客観的な廃

棄物）

廃棄するという行為は、可動性のものをそ

の所有者が再利用または処分した場合、ある

いはものに付随するその他の目的をすべて無

視した上で実際にものに対する支配を放棄し

た場合にその存在が認められる（循環経済・

廃棄物法第３条第２項を参照）。つまり、可

動性のものを手放すという行為のみでなく、

可動性のものを廃棄物処理（再利用または処

分）に投入することも廃棄するという行為で

あり、廃棄されたものは法律上廃棄物となる。

（2）循環経済の基本方針

循環経済・廃棄物法の目的は、循環型の経

済を促進して自然資源を保護し、環境に適合

した方法による廃棄物処分を確実にすること

である（同法第1条）。

循環経済においては、①廃棄物の発生を抑制

する。とりわけ廃棄物の排出量と有害性を減

少させる。②廃棄物は物質として再利用する、

またはエネルギー回収に活用する（エネルギ

ー・リサイクル）ことが必要である。廃棄物

を環境に適合した方法で処分することは循環

経済の一部とは見なされないが、その理由は、

処分が廃棄物を経済循環から除去することを

目的に行われるためである。したがって廃棄

物の処分は最終段階を意味し、他の方法に劣

後して行われる。このため廃棄物の処分は、

再利用の可能性がない場合に限って行うこと

とされている。循環経済の基本方針は、物質

を可能な限り長期間にわたって経済循環の中

にとどめておくことである。廃棄物から資源

を得る場合もエネルギーを得る場合も、再利

用（リサイクル）という意味では法的に同じ

と見なされる。ただし、環境によりやさしい

再利用方法が優先されるべきとされている

（循環経済・廃棄物法第6条）。

（3）循環経済の基本的義務

廃棄物の発生抑制の義務は循環経済の第一

段階であるが、この義務の主な根拠は生産者

の責任に関する規定である。廃棄物を再利用

する義務を負うのは、廃棄物の排出者あるい

は所有者である。廃棄物に関しては、処分よ

りも再利用が優先されなければならない（循

環経済・廃棄物法第5条第2項）。再利用優先

の義務を免除されるのは、環境負担の少ない

方法で処分が可能な場合のみである。その際

に決定的となるのは、有害物質の排出予測値、

法律の主旨である天然資源の保護、使用また

は回収されるエネルギーの量、添加物の有無

などである。また、研究開発の一環で廃棄物
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が発生する場合、再利用優先原則の適用を免

れる。再利用できない廃棄物（循環経済から

取り除くべき廃棄物）は、公益保全のために

処分されなければならない。ただし、廃棄物

の処分が公益を侵害することは許されない。

特に考慮しなければならないのは、環境保護

の利害関係ならびに公共の安全と秩序の問題

である。廃棄物を処分する典型的な方法には、

埋め立てや、採掘坑や岩塩坑などの空洞に詰

める方法がある。また、地表に投棄する方法

や、湖沼・海洋への投棄も廃棄物処分として

認められている。

（4）国内処分の原則

国境を越えて廃棄物を輸出する場合ならび

に廃棄物が国内を経由して運搬される場合に

は許可を取得することが義務付けられてお

り、この義務は既に廃棄物法第３次改正（85

年）で定められている。循環経済・廃棄物法

第10条第３項第１文は、廃棄物を国内にて処

分することを規定しており、例外は一切認め

ていない（国内処理の原則）。この原則は、

EU域内市場における商品の自由な流通を制

限する規定であるが、欧州裁判所は、環境に

適合した（廃棄物）原産国の原則（EC基本

条約第174条第２項を参照）は商品の自由流

通を取り消すという判決を下し、国内処分の

原則を裁可している。

ただし、国内処理の原則は、廃棄物の再利

用（リサイクル）には適用されない。再利用

に関しては、欧州レベルでの競争が好ましい

とさえされている。

（5）生産者責任の原則

循環経済の第一段階の特徴は、生産者責任

の原則（循環経済・廃棄物法、第22条および

第23条、ならびに関連する施行令）にある。

この原則により、製品を製造する場合には、

その製造および使用の過程では廃棄物の発生

を抑制し、使用後に廃棄物となったときには

再利用および環境に配慮した方法での処分が

確実になるよう配慮しなければならない。生

産者責任を負うのは、製品の開発、製造、加

工または流通を行う者である。ただし、食品

に関しては食品法の規定が重複して適用され

ることから、循環経済の前述の範囲は食品に

は無関係である。食品法の主な目的は、健康

に有害なすべての物質について、これらが食

品として流通することを阻止し、消費者と消

費者の健康を守ることである。食品法には他

にも、欺きから消費者を保護する目的がある

（「食品および生活必需品に関する法律」第1

条）。食品法の基盤をなすのは、食品・生活

必需品法と多数の付属法である。例えば、添

加物を使用して食品の賞味期限を延長するべ

きかという問題があった場合には、製造物責

任法に基づく措置を考えることもできる。し

かしこの場合には、消費者が健康を害する可

能性を優先して調査すべきである。よって、

この問題に対しては、食品法に照らして回答

を出さなければならない。また、食品の表示

義務についても、賞味期限は単なる賞味基準

であり、実際に食品を消費する決断は消費者

に委ねられている。同様に消費期限の表示も、

日持ちしない食品を販売する際の時間的なリ

ミットを示すものである。これらの表示義務

を課しているのは、廃棄物発生抑制の原則で

はなく食品法である（食品・生活必需品法第

19条第1項第2b号との関連における食品表示

命令第3条第4号、第7号、第7a号）。

３．食品の再利用

（1）再利用の概念

法律は「再利用」という言葉を頻繁に使用

しているが、再利用（リサイクル）または処

分という概念そのものは、法律では定義され

ていない。よって循環経済・廃棄物法は、こ

こでもまた同法記載されている付表の処理プ

ロセスを参照するよう指示している。

廃棄物処理技術は、実際に採用すべき方法と



してこの付表に記載されているが、ここで疑

問視されるのは、この列記された付表の事項

をいくつかの例が記載されたものとして見る

べきか、あるいはその他の方法を一切排除す

る特定の処理技術の一覧表として理解すべき

かである。この疑問点を解決しなければ、リ

ストに記載のない再利用技術が許可された場

合に、これを廃棄物処理技術として認めるか

否かが明確にならない。

法律の文言ならびにEU裁判所の規定は、

リストを排除的な一覧表であるとしている。

したがって、革新的な再利用技術についても、

付属文書のいずれかのグループに分類された

ときに初めて廃棄物法のいう意味での再利用

として認められることとなる。この方法によ

り、廃棄物処理技術の中でも、実際に稼働し

て良い成果を上げ、しかも環境に適合した方

法で再利用を確実にする技術のみが採用さ

れ、実際に適用されることとになる。安全か

つ規定通りに再利用を行う原則は、新技術の

検証・実験に優先されるものである。

法律の付表リストのうち、食品に関連する再

利用技術には以下のものがある。

・R1：燃料として、またはエネルギーを回

収するための材料として主に使用する

・R3：溶剤以外の用途（コンポストおよび

その他の生物学的変換を含む）に使用され

る有機物質を再利用・回収する

・R10：土壌にまいて農業またはエコロジー

に活用する

廃棄物の焼却に関しては、焼却から得られ

たエネルギーが実際に利用された場合のみを

再利用という点に注意すべきである。エネル

ギーを利用しないまま廃棄物を焼却した場

合、これは単なる処分と見なされる。食品に

関して実際に採用されている再利用の方法、

例えばバイオガス（R1）回収や肥料（R10）

は、規定通りに事例グループに分類すること

ができる。

再利用（リサイクル）については、いわゆ

る再使用との区別を明確にする必要がある。

再使用とは、同じ製品を複数回にわたって同

じ目的で使用することをいう。例えば福祉施

設で消費してもらうことを目的として食品を

提供する場合には、これはリサイクルではな

く再使用であり、廃棄物法は適用されない。

（2）再利用義務の内容

環境に適合した経済では、資源およびエネ

ルギーを節約することが重要である。廃棄物

の再利用はそのための一つの手段である。廃

棄物に含まれる資源を回収したり、廃棄物か

らエネルギーを得ることは、多くの分野で可

能である。この目的はまた、循環経済・廃棄

物法の目的でもある。同法は、廃棄物の処分

でなく、再利用を優先することを義務付けて

いる。再利用は規定通りの方法で、有害物質

などによる汚染のない形で行わなければなら

ず、可能な限り価値の高い再利用が目指され

ている（循環経済・廃棄物法第５条第２項お

よび第３項）。

廃棄物からエネルギーを得ることをエネル

ギー・リサイクル、またはサーマル・リサイ

クルという。廃棄物から資源を回収する場合

には、素材リサイクルまたはマテリアル・リ

サイクルが可能である。物質として再利用す

るか、あるいはエネルギーとするかを選択す

る際には、環境に適合した再利用の方法が原

則として優先順位を決定する（循環経済・廃

棄物法第６条第１項）。ただし、再利用を強

制的な義務として課すことが認められるの

は、再利用が技術的に可能かつ経済的に容認

しうる範囲内であり、とりわけリサイクル製

品を販売するための市場が確保されていなけ

ればならない。

①　技術的な可能性

廃棄物の再利用技術が技術的観点から可能

と見なされるのは、この技術の導入が技術水

準に基づいて可能（循環経済・廃棄物法第12
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条第3項）と判断される場合である。再利用

技術は、廃棄物の再利用に適合していなけれ

ばならず、長期間の研究開発を要するもので

あってはならない。単なる可能性が抽象的に

存在するだけでは、技術的な可能性は十分で

はない。また、廃棄物の事前処理が必要な場

合にも、廃棄物の再利用の可能性は認められ

る（循環経済・廃棄物法第５条第４項）。

②　経済的な容認可能性

経済的な容認には、企業の経営能力（主観

的要素）および企業にとって負担可能な処理

コストとの関係（客観的要素）が重要となる。

今日において支配的な意見は、経営学的観

点からの容認である。明白な判断ができな

い場合には、環境保護の利害を考慮した際に

当該事業所の収益が減少することが容認し得

るという旨を、管轄当局が説明しなければな

らない。

③　市場性

廃棄物から回収された物質またはエネルギ

ーは、市場で販売することが可能でなければ

ならない。よって、既存市場の存在または新

規市場の創出が必要となる。リサイクル製品

または再資源化製品の市場が存在しない場

合、あるいは市場開拓中の場合には、再利用

製品を有意義に循環経済に戻すことができな

い。この理由から、リサイクル製品の販売可

能性は再利用の前提条件となっている。例え

ば、肥料市場の条件が変化したために市場崩

壊に至った場合には、市場性が疑われること

となり、よって再利用の原則はもはや適用で

きなくなる。

前述の前提条件が満たされている場合には

再利用が義務付けられるが、その際にも規定

通りに、かつ有害物質などの排出なしで行わ

なければならない。規定通りの再利用とは、

化学物質禁止命令や危険物質命令などを含む

すべての法規の遵守を意味する。無害（ゼ

ロ・エミッション）の再利用とは、環境に適

合した方法で再利用が行われ、その際に資源

サイクルに有害物質が蓄積しないと予測され

る場合をいう（循環経済・廃棄物法第５条第

３項第３文）。

（3）処理義務

従来の廃棄物法は、廃棄物処理は国家の責

任であるとしていたが、この基本方針は循環

経済・廃棄物法第5条第2項により撤回され

た。この基本方針は現在も家庭系廃棄物には

無制限に適用され、家庭ゴミは公法上の処理

業者に引き渡すことが原則となっている。た

だし、その他の廃棄物に関しては、この引き

渡し義務の原則が全く逆方向に働くわけであ

り、例外としては、廃棄物の排出者が自分の

設備内で廃棄物を処分（自己処理）できない

場合、あるいは卓越的な公益目的のために廃

棄物を公法上の処理業者に引き渡すことが不

可欠な場合に限り、引き渡しが義務付けられ

る。その他の廃棄物、とりわけ業務用の食品

は、すべて廃棄物の排出者および所有者が自

ら処理しなければならない。これらの事業者

は廃棄物の処理を公の処理業者に委託するこ

ともできるが、その際には高額の処理料金を

支払わなければならない。したがって、業務

用廃棄物および産業廃棄物の排出者にとって

は、廃棄物を自ら処理することが当然関心事

となる。事業者は、廃棄物処理を誰に委託す

るか、または自己処理設備を用意すべきかを

決定しなければならない。また、廃棄物処理

においては、規定遵守、無害、可能な限り高

価値の再利用という前提条件を満たさなけれ

ばならない。

再利用における規定遵守とゼロ・エミッシ

ョンの前提条件は、廃棄物の排出者だけでな

く、廃棄物の処理を委託される公法上の処理

業者に対しても拘束力を有する。なお、企業

および公共の処理業者は、廃棄物処理団体ま

たは自治法人（例えば商工会議所）などの第

JETRO ユーロトレンド　2002.5196

13



三者に処理業務を委託することもできる。企

業であれ公共体であれ、廃棄物処理業務を第

三者に委託することができることから、廃棄

物経済の構造は、廃棄物処理サービスを提供

する市場を形成する。よって、公法上の処理

業者に廃棄物を引き渡すという行政の補助措

置については、これを完全に排除することが

できる（循環経済・廃棄物法第15条）。

行政の処理義務、特に家庭ゴミの処理義務は、

規定に基づいて個々の郡または市町村に委任

されることから、具体的な処理の手法にはば

らつきがある。

（4）監視手段

廃棄物の発生抑制、再利用および処分とい

う課題は、基本的には既に行政の手を離れ、

廃棄物の発生源である排出者、または委託を

受けた第三者の管轄に移っている。しかし、

環境に適合した廃棄物処理が公益に貢献する

ことから、国家による監視がとりわけ重要と

なっている。

①　処理証明

規定通りの廃棄物処分が行われているかを

監視する上で、最も重要な手段の一つがいわ

ゆる処理証明である。廃棄物の排出者は、廃

棄物を処理場に運搬する前に、処理に対する

認可を得ていなければならない。廃棄物の収

集と運搬に際しては、処理証明書のコピーを

1部携帯することとなっている。処理証明書

は、廃棄物の種類、構成、発生地を証明する

言明書、廃棄物の受入を認める処理場の発行

した言明書、官庁が発行した廃棄物処理の証

明書からなる。これに加えて、廃棄物所有者

（例えば排出者や廃棄物処理施設の運営業者）

は証明のために、特定の廃棄物について種類、

量、処理方法を記録することが義務付けられ

ている。

具体的な証明義務は、廃棄物が「特に要監

視」、「要監視」または「監視不用」のいずれ

の種類に類別されるかによって異なる。食品、

特に再利用（リサイクル）される食品は、

「監視不用」の種類に分類されるため、証明

は特に官公庁がこれを要求しない限り必要で

はない（廃棄物キー02 BestbｕAbfV）。証明

は、公益上の理由から正当である場合にのみ

要求することができる。また、食品の処分の

場合には、この食品は単純に「要監視」とし

て分類される。その際には、いくぶん簡略化

された証明手続が適用され、特に官庁の承認

は必要ない。食品の場合、「特に要監視」の

廃棄物に分類されることはなく、管理措置の

要求事項もあまり高くない。

②　廃棄物経済コンセプトと廃棄物収支

特定の廃棄物グループについて「特に要監

視」廃棄物の年間排出量が合計2,000kgを越

えるかあるいは「要監視」廃棄物の排出量が

年間2,000トンを越える排出者ならびに公共

の処理業者は、「廃棄物経済コンセプト」を

作成しなければならない。コンセプトには廃

棄物の種類、量、所在に関する情報と、実施

または予定される処理措置、廃棄物処分が予

定される場合はその理由、処理工程の説明な

どが記載される。廃棄物収支は廃棄物経済コ

ンセプトと対をなすものであり、コンセプト

は将来について、収支は過去の実績に基づい

てそれぞれ作成される。廃棄物経済コンセプ

トは、まず第一に事業者内部の計画・管理手

段として役立つものであり、国の管理手段と

しての利用は二次的なものである。廃棄物収

支は、自己管理を目的としているが、処理証

明と共に管理にも活用されている。

（5）動物死体処分法におけるリサイクル

動物死体、肉加工食品、卵および牛乳の再

利用は、動物死体処分法の規定に従って行わ

れる。ここでの定義付けから見ると、再利用

はまだ処分の一環として位置付けられてい

る。この種の食品には危険（伝染病など）が
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潜在することから、再利用は実質的には行わ

れていない。ただし、食品の残飯だけは例外

的に飼料に加工することができる。しかしこ

こにも、豚コレラと狂牛病危機以来、ドイツ

では厳重な条件が付与されている。

循環経済・廃棄物法の目的に従い、小売業

および卸売業は廃棄物の発生を事前に防ぐた

めの努力をしている。循環経済・廃棄物法の

他にも、様々な施行令がコスト負担の大きい

廃棄物処理基準を定めており、その結果とし

て廃棄物処理にかかる費用が増加した。純粋

に経済的観点から見た場合、商業界は過剰生

産から廃棄物が発生しないよう細心の注意を

払うこととなる。ただし食品製造に関しては、

例えば保存剤の使用制限などの食品法規定が

ある。食品が廃棄物として排出される場合、

企業は自分の事業所で処理するか、第三者に

処理を委託するか、あるいは公法上の処理業

者に引き渡すかを決めなければならない。大

手食品卸売業者は、自己処理を行うにはコス

トが高すぎ、また必要なノウハウが欠けてい

ることから、民間の処分業者に廃棄物を引き

渡して処理してもらっているのが実状であ

る。その際にも法規の意図に基づいて、処分

よりも再利用が優先される。その主な理由は

再利用の方がコストが安いからである。さら

に企業は、年間2000トン以上の食品を廃棄物

として処分する場合は、廃棄物経済コンセプ

トおよび廃棄物収支を作成することを義務付

けられる。その結果、ドイツでは循環経済・

廃棄物法の導入以来、廃棄物の排出量は減少

したが、その量はまだ僅かである。その反面

で再利用率は大きく伸びており、これと同じ

割合で最終処分廃棄物の排出量が減少した。

循環経済・廃棄物法は各州が制定する施行令

や施行法によって補完されることから、廃棄

物処理のそれぞれの措置や形態は統一されて

いない。また、価格面でもばらつきが見られ

る。したがって大手チェーン店の場合、その

廃棄物処理は全店一括した方法ではなく、各

支店の所在地の条件に基づいて行われる。こ

の理由から、連邦全体の食品廃棄物再利用が

一目で分かるような統計は存在しない。

循環経済・廃棄物法はその基本方針から、

民間経済によって組織された廃棄物処理を可

能にし、生存のための措置という分野におけ

る行政課題を民営化するという政治目標に適

ったものである。その結果、廃棄物処理は一

つのサービス業務となり、その価値は市場が

決定することになる。

（菅野　一義）
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１．食品廃棄物の発生抑制と再資源
化のためのコンセプト

連邦環境省によると、小売業で発生する食

品廃棄物の処理は、原則的に、自治体の廃棄

物技術指令で規定されている。この技術指令

は、廃棄物がその種類および量に基づいて家

庭ゴミとともに、あるいは家庭ゴミのように

処分できる限りにおいて、営業者、商店、サ

ービス業者、公共施設、工業で発生する「家

庭ゴミに類似する産業廃棄物」にも適用され

る。包装されていない野菜・果物の廃棄物や

ねり粉で作った食品の廃棄物には、バイオ廃

棄物令が適用される。このバイオ廃棄物令は、

「農業、林業ないし園芸農園に利用される土

地」に投入できるようにするためのバイオ廃

棄物処理について規定し、処理されていない

バイオ廃棄物と処理されているバイオ廃棄物

に対する有害物質の上限を定めている。また、

バイオ廃棄物令は、動物性廃棄物が動物死体

処理法ないし獣疫法で規定されていない限り

において、その動物性廃棄物の処理を規定し

ている。循環経済および廃棄物法は、全般的

な廃棄物の発生抑制、再資源化、法規に基づ

く処分を規定している。

包装材令は、不必要な包装材の発生抑制を

目的としており、特に小売業に対して、顧

客が食品包装材を店の回収容器に無料で棄

てることができるようにすることを義務づけ

ている。

小売業連盟によると、食料品店で発生する

バイオ廃棄物の処理に関する別個の規定はな

い。バイオ廃棄物の処理と再資源化は、上述

の集落廃棄物技術指導やバイオ廃棄物令、循

環経済および廃棄物法、包装材令のようなバ

イオ廃棄物処理に関する連邦法で規定されて

いる。

ドイツでは、大半の小売業者が地方自治体

ドイツ小売業における
食品廃棄物の発生抑制と再資源化

廃棄物をめぐる環境問題への基本的な対応として、循環型経済社会構築への流れを欧州

が先導し、世界的に波及しつつある。本レポートでは、バイオ廃棄物、コンポスト商品な

どの例を通じて環境先進国ドイツの小売業における食品廃棄物処理について報告する。

ベルリン・センター
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のゴミ回収を利用しており、その地方郡の廃

棄物コンサルティングにおいて、そこで有効

な廃棄物経済規定について照会することがで

きる。この廃棄物経済規定は連邦州ごとに、

場合によっては地方郡ごとに異なっている

ため、食品小売業におけるバイオ廃棄物の処

理と再資源化に関する普遍妥当な言明はでき

ない。

複雑かつ多層的な法律であるため、多くの

大手食品販売会社（例えば、EDEKA、カー

ルシュタット、ファミラ、COOP、アルディ）

には独自の環境受託者がおり、環境受託者が

廃棄物の発生抑制・再資源化・処分の問題と

取り組んで、各支店に助言している。

小さなスーパーマーケットや小売店の責任

者に食品廃棄物の処理について照会したとこ

ろ、発生する廃棄物を「法的規定に基づいて」

処理しているという回答だけが得られた。賞

味・消費期限を越えたが、まだ消費できる食

品は、比較的小さな都市でも「ターフェルン
（注１）」のような社会施設に提供されている。

しかし、照会した会社の中で、特に「食品」

領域のための特別な廃棄物コンセプトを持っ

ている会社はなかった。

比較的大きなスーパーマーケットでは、専

門の廃棄物処理会社がバイオ廃棄物の回収・

分別・処理・再資源化の任務を引き受けてい

る。全国的に事業展開している食料品部門を

有する大手デパートの環境受託者は、連邦州

ごとに異なる法的規定に基づいて、各支店ご

とに別個の廃棄物処理コンセプトを追求して

いるとのことである。一般に、どの小売店も、

商品の流れを厳しくコントロールすることに

より、廃棄物処理される商品の量をできるだ

け少なくしようと試みている。それにもかか

わらず売れ残りが発生した場合には、「ター

フェルン」を通して貧困者に提供している。

北ドイツで広く事業展開しているスーパーマ

ーケットグループの環境受託者によると、特

別な食品廃棄物処理コンセプトはないとい

う。地域毎に、廃棄物処理会社にその地域内

各支店の廃棄物処理を委託しており、この業

者が廃棄物回収容器の提供から専門的な廃棄

物処理に至るすべての作業を引き受けてい

る。調査した他の企業はすべて、その販売店

で発生する食品廃棄物の処理に関する具体的

な回答をすることができなかった。調査した

どのスーパーマーケットでも、廃棄物の発生

抑制コンセプトは包装材とパッキングの削減

ないし発生抑制に関連するものであった。

２．バイオ廃棄物の処理

食品販売店では、バイオ廃棄物は基本的に

３種類に分類される。

・認可された廃棄物処理業者が動物死体処

理法と獣疫法に基づいて処理し、飼料法

に基づいて肥育飼料に再資源化する動物

性廃棄物。

・地方自治体の廃棄物処理業者が「バイオ廃

棄物回収容器」から回収・処理し、コンポ

スト設備で再資源化する、包装されない果

物と野菜の廃棄物。

・一部は納入業者に返品され、その納入業者

が処理するか、あるいは地域の廃棄物処理

業者が官庁の規定に基づいて処理し、肥育

飼料に再資源化する、包装された食品廃棄

物（例えば、有効期限の切れた乳製品、米

やヌードルのような基本的食料品、甘い菓

子類など）。

さらに、多くの市町村では、まだ飲食でき

る売れ残り食品（包装されているものと包装

されていないもの）を販売店に取りに行き、
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（注１）｢ターフェルン｣は個人や教会により組織されていることが多く､活動は食料品販売店との個人的な申し
合わせで行われている。｢ターフェルン｣の職員は販売店に売れ残った食品をとりに行き傷んだ商品を
取り除き飲食できる商品を貧困者に与えている。



それを貧困者に与えている「ターフェルン」

が定着している。

３．バイオ廃棄物の発生抑制

食品部門における「廃棄物の発生抑制」の

テーマは、包装材令が規定している包装材の

発生抑制に制限されている。しかし、この政

令は販売用包装材だけでなく、輸送用包装材

とパッキングにも関連している。そこで、多

くの販売店は、顧客の要望に応じた包装や、

果物や野菜の量り売りにより、不要な包装材

を回避しようとしている。同じ理由から、店

の大きさが許せば、肉やチーズのカウンター

を設けて、包装しない食品を販売している。

調査した企業（EDEKA、カールシュタッ

ト、COOP、ファミラ）の環境受託者は、食

品廃棄物の発生抑制に関する具体的な戦略を

挙げることができなかった。しかし、商品の

流れを広範にコントロールすることにより、

余分な商品が出ないようにしている。

また、賞味・消費期限が切れたばかりで、

まだ飲食できると思われる食品を特別価格で

提供する小売業者が増えている。消費者が食

品を直接に「再利用」するので、「廃棄物」

として処理する必要がなくなる。

しかし、すでに賞味・消費期限の切れたソ

ーセージ類、乳製品、基本的食料品を包装し

直して、賞味・消費期限の日付を変え、新た

に販売するという、「賞味・消費期限の日付

を変更した食品」のスキャンダルも過去に何

度となく暴露されている。

４．バイオ廃棄物の再資源化

動物性廃棄物は、認可された廃棄物処理業

者が回収して、再資源化する。

包装されていない野菜や果物、パン菓子の

廃棄物は、地方自治体の規定に基づいて、個

人世帯のバイオ廃棄物のように、いわゆる

「バイオ廃棄物回収容器」から回収・処理さ

れる。廃棄物処理業者はこれらの廃棄物を地

方自治体のコンポスト設備で主として高価値

なコンポストに再資源化する。このコンポス

トは農業や園芸、個人の庭園の培養土ないし

肥料として利用される。

バイオ廃棄物の発酵プロセスからメタンガ

スを回収するコンポスト設備もある。回収さ

れたメタンガスは、エネルギーと熱を生産す

る複合発電所に投入される。このように、コ

ンポスト設備は残留物の量を削減すると同時

に、その地方のエネルギー供給にも少なから

ず貢献している。

しかし、公共のコンポスト設備はバイオ廃

棄物回収容器で回収されるすべての廃棄物を

処理するので、個人世帯から出るバイオ廃棄

物と食品販売店から出るバイオ廃棄物を区別

することは不可能である。したがって、特別

に小売業者から出る「バイオ廃棄物」の再資

源化に関するデータ（量、再資源化された商

品など）はない。

５．コンポスト商品の需要

ヴィスマール大学で廃棄物経済を専門とす

るヴェルナー・ビドリングマイアー教授

（2001年６月７日付のディ・ツァイト紙「体

系的な狂気の沙汰」）によると、公共コンポ

スト設備から得られるコンポスト商品の評判

は相変わらず悪い。バイオ廃棄物回収容器に

おける有害物質に関する議論が再三行われて

いるが、実際にはバイオ廃棄物令の規定によ

り、もはやこの問題はなくなっている。また、

コンポストメーカーはコンポスト商品販売業

者と共同で、消費者と販売店にコントロール

された品質保証付き商品を供給するために、

連邦コンポスト品質共同体（BGK e.V.）を設

立した。

今では、巧みな宣伝活動とコンポスト品質

保証マーク（RAL-GZ251）のおかげで、コ

ンポスト商品を「園芸農園用培養土」、「植物

用腐植土」、「草花栽培用肥土」として表示し、

地域の園芸センターや自社の販売部門を通し
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て市場に提供することに成功しているコンポ

スト設備運用事業者が多くなっている。

連邦コンポスト品質共同体（BGK e.V.）に

よると、ドイツでは約700～900台のコンポス

ト設備が全国で年間約600万～800万トンのバ

イオ廃棄物を300万～400万トンのコンポスト

商品に処理している。ただし、このテーマに

関する全国的な調査が行われていないため、

連邦コンポスト品質共同体の数字は推定にす

ぎない。

コンポスト設備では、主として、土地改良

と肥料のためのコンポストと土地に覆いをす

るためのコンポストが生産される。生産され

た商品には化学肥料令の規定が適用される。

90年代初期のドイツにおけるコンポスト施

設の力強い成長はここ数年間で大幅に鈍化し

た。これは、既存設備の設備利用率の低下、

焼却や熱利用のようなコンポストに代わるバ

イオ廃棄物処理方法の増加に起因している。

生産されたコンポスト商品は様々な領域で

利用されている。連邦コンポスト品質共同体

によると、98年はコンポスト商品の40%が園

芸・造園（生業と趣味の園芸を含む）で、

36%が農業で、4%が公共緑地で利用された。

連邦コンポスト品質共同体は、土地改良手段

としてコンポストの投入を強化する大きなポ

テンシャルがまだ農業にはあると見ている。

園芸・造園では、すでに現在、コンポスト商

品の大きな需要があるが、適切な宣伝活動に

よりさらに需要を高めることも可能である。

「コンポスト経済」は比較的新しい、若い

業界である。従って、連邦コンポスト品質共

同体によると、業界の経済展開や将来の展望

に関する広範な調査はまだ行われていない。

（菅野　一義）



JETRO ユーロトレンド　2002.5 203

１．独自路線で成功収めたPSA

（1）販売台数300万台乗せ

2001年の乗用車の世界市場では、米国や日

本の自動車メーカーの大半が振るわない中

で、フランスのPSAが大きく躍進した。販売

台数を前年比で11％増やして313万台とし、

ついに合併や買収なしに、300万台を超える

メーカーになった。PSAは特に欧州市場で販

売台数を伸ばしている。売り上げは前年比

17％増の516億6,300万ユーロ、純利益は記録

的な29％増の16億9,100万ユーロとなった。

2001年はドイツのBMWも、10.2％増と大

きな伸びを示し、過去最大の90万5,700台を

販売した。この数字は年半ばに新しく発売さ

れた英国子会社のミニを含むものだが、

BMW車だけでも７％増の88万台だ。特に米

国市場では、販売台数を12.5％も伸ばした。

ダイムラークライスラー（Daimler Chrysler）

でも、メルセデス部門（スマートを含む）の

販売は122万5,000台で、６％の増加だった。

このうち11万台が超小型車のスマートだ

（８％増）。しかし、クライスラー部門は10％

減の274万台で、商用車部門も10％減の49万

2,000台。クライスラー部門が足を引っ張る

かたちとなり、ダイムラークライスラーの乗

用車と商用車を合わせた合計販売数は445万

台で、前年の475万台から６％以上後退した。

欧州の大手メーカーが、すべて好調だった

わけではない。2001年のルノー（Renault）

は、2.2％増の240万8,000台にとどまった。韓

国や日本などアジア地域での販売を伸ばした

ものの、ホームグランドの西欧市場では、モ

デルチェンジの不足のためにわずか１％の伸

びだった。ルノーの自動車販売による営業利

益は、2000年の15億ユーロから2001年は２億

1,600万ユーロに縮小し、自動車金融部門の

営業利益を下回った。日産自動車からの５億

15

PSAの伸びが目立つ欧州の
自動車市場

企業の買収合戦から一線を画して、独自路線を打ち出したプジョー・シトロエン・グル

ープ（PSA）の勢いが止まらない。同社は、ほぼ横ばいで推移した2001年の欧州市場で、

前年比10.9％増の214万台を販売した。新車投入効果が販売増に寄与した。米国市場では、

前年に引き続きドイツ車の売れ行きが好調だった。2002年に入り、欧州自動車メーカー

各社は、輸出減少を受けて生産を抑制し始めており、業績の見通しは不透明である。

ミュンヘン事務所



ユーロに近い配当により、最終利益は10億

5,000万ユーロ（2.8％減）と、10億のライン

をようやく保っている。

欧 州 最 大 の フ ォ ル ク ス ワ ー ゲ ン

（Volkswagen,VW）グループでは、ドイツのア

ウディ（Audi）とチェコのシュコダ（Skoda）

の活躍が目立つ。アウディは11％増の72万

6,000台で、シュコダも7.4％増43万5,000台を

販売した。しかしVWブランド車は0.7％減の

310万5,000台に、スペインのセアト（Seat）

は5.5％減の48万7,000台に落ち、さらに軽ト

ラック部門では8.8％減の30万台だった。VW

グループ全体の販売台数は0.4％の微増だった

が、508万台という数字は過去最高で、世界シ

ェアも12.5％となった。ただし、利益は10億ユ

ーロに満たず、１位の座をPSAに譲った。

（2）米国市場で好調なドイツ車

世界最大の米国市場では、特にドイツ車の

躍進が目立っている。乗用車市場全体が2000

年から2001年に１％縮小したのに対し、ドイ

ツ車は合計販売台数を3.3％伸ばして88万

2 ,000台となった。最も伸びたBMWは、

12.5％増の21万3,000台だった。価格帯で

BMWと競合するメルセデス車は、2001年は

0.5％増の20万6,600台にとどまり、米国市場で

の販売台数でBMWに逆転された。メルセデス

Ｃクラスは48％増加したが、レクリエーショ

ナルビークル（RV）車のＭクラスが13％減と

大きく落ち込んだためだ。

2002年１月に入っても、BMWは前年同月

比16.2％増で、さらに加速している。メルセ

デスでも小型のＣクラスが良く売れたため

に、伸び率では19％とBMWを上回ったが、

再逆転には至っていない。

高級スポーツ車のポルシェ（Porsche）も、

2001年は前年比３％増の２万3,000台と好調だっ

たが、2002年１月に入ると前年同期比27％減と

大きく落ち込んだ。これは小型ロードスター

「ボクスター」の売れ行きが悪化したことが一

因だが、輸送船の遅れという特殊事情によって、

前年１月にポルシェ車の米国での登録が集中し

ていた影響も考慮する必要がある。VWグルー

プでは、2001年はアウディが前年比3.6％増の８

万3,000台だった。しかし、VW車は前年と同じ

35万5,000台にとどまっている。2002年１月はア

ウディが前年同月比2.5％増、VWはパサートの

売れ行きが好調で６％増となった。

好調なドイツ車だが、2002年の米国市場全

体はさらに縮小しており、年間販売台数は

1,600万台以下になるとみられている。メリ

ルリンチは、2002年の米国の年間販売台数を

1,460万台と予測している。これは前年より

15％の減少になる。市場の縮小に最も痛みを

感じているのは米国のメーカーだが、今のと

ころ好調なドイツ車の売れ行きにも今後、影

響が出ることは避けられそうにない。

（3）2001年の欧州新車市場は横ばい

西欧市場は既に飽和状態になったといわれ

て久しい。しかし西欧18ヵ国（EU加盟国と

スイス、ノルウェー、アイスランド）では、

2001年の新車登録台数が前年比0.6％増の

1,483万3,735台となり、99年に次ぐ史上２番

目の販売を記録した。特に英国では10.7％増

の２ケタ成長で、フランスやスペインでも平

均を大きく上回る伸びを示した。

英国での市場拡大は値引き販売によるもの

で、持続的な拡大は不可能とみられている。

前年並みを保ったイタリアでも、フィアット

（Fiat）などが０％金利のクレジットを付け

た、実質上の値引き販売をしており、2002年

のイタリア市場は７％減との予測（J.D .

Power-LMC 社）も出ている。

PSAは前年比10.9％増で、200万台の壁を

突破し214万台を記録した。特に人気の新車

種「Ｃ５」を発売したシトロエンは12.7％増

と、アルファロメオ（Alfa Romeo）、シュコ

ダに次ぐブランド別３位の伸びとなった。やは

り新車種の「307」が好評のプジョーは9.8％増
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で、これもブランド別５位の伸び率。西欧市場

で200万台以上を販売したのは、VWグループ

（280万台）以外ではPSAが初めてである。本国

のフランスで、PSAは34％のシェアを持つ。

VWグループの中では、13.6％増と伸び率

が２位だったシュコダが24万7,000台を販売

したほか、11.4％増と伸び率が４位のアウデ

ィも、54万4,000台を販売した。しかしVWブ

ランドとセアトブランドの車が振るわず、グ

ループ全体では1.8％増にとどまっている。

アウディは特に英国（24％増）、イタリア

（14％増）、スペイン（９％増）など市場規模

が比較的大きい国で販売増加が目立ってい

る。市場規模が最大のドイツでは、新車登録

台数全体は1.1％減と縮小している中で、ア

ウディの販売台数は６％増だった。アウディ

は東欧でも、販売台数を伸ばしている。

（4）2002年は生産縮小続く

このように欧州市場でも、フランスのPSA

と並んでドイツ車の躍進が目立つ。しかし欧

州最大の自動車生産国、ドイツでは2001年半

ばから、生産台数が頭打ちとなり、年末にか

けては、月産で前年同月を下回るようになっ

た。2002年は本格的な後退期に入るとみられ

ている。既に１月の生産台数は、乗用車が前

年同月比８％減、商用車は34％減となった。

乗用車の落ち込みは、輸出の減少が原因だ。

現在、世界の自動車メーカーの生産設備は

過剰と指摘されている。西欧では30％の過剰

といわれる。これまではフォード（Ford）、ゼ

ネラル・モーターズ（GeneralMotors, GM）、

フィアットなど一部のメーカーだけに出てい

た過剰設備問題の影響が、今後次第にほかの

メーカーにも波及してくることが懸念される。

2001年�

オーストリア�

ベルギー�

デンマーク�

フィンランド�

フランス�

ドイツ�

ギリシャ�

アイルランド�

イタリア�

ルクセンブルク�

オランダ�

ポルトガル�

スペイン�

スウェーデン�

英　国�

EU計�

アイスランド�

ノルウェー�

スイス�

EFTA計�

西欧合計�

294,233�

488,683�

95,789�

109,441�

2,254,733�

3,340,544�

280,214�

164,744�

2,425,300�

42,857�

530,302�

248,553�

1,436,880�

246,581�

2,458,769�

14,417,623�

7,273�

91,916�

316,923�

416,112�

14,833,735

2000年�

309,427�

515,204�

112,690�

134,646�

2,133,884�

3,378,343�

290,222�

230,795�

2,423,084�

41,896�

597,625�

257,836�

1,381,256�

290,529�

2,221,647�

14,319,084�

13,569�

97,376�

316,519�

427,464�

14,746,548

前年比�

△ 4.9�

△ 5.1�

△ 15.0�

△ 18.7�

5.7�

△ 1.1�

△ 3.4�

△ 28.6�

0.1�

2.3�

△ 11.3�

△ 3.6�

4.0�

△ 15.1�

10.7�

0.7�

△ 46.4�

△ 5.6�

0.1�

△ 2.7�

0.6

（単位：台数、％）�

表１　西欧新規自動車登録台数（国別）�

（注）オーストリア、ルクセンブルク、アイスランド、スイスの数字は暫定値。 �
出所：欧州自動車工業会�
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シェア� 台数�
2001年� 2000年� 2001年� 2000年�

前年比�

合計�
VWグループ�
フォルクスワーゲン�
アウディ�
セアト�
シュコダ�
プジョー・シトロエン�
プジョー�
シトロエン�
フォードグループ�
フォード�
ボルボ�
ランドローバー�
ジャガー�
GMグループ�
オペル・ヴォクソール�
サーブ�
その他�
ルノー�
日本�
トヨタ�
日産�
三菱�
マツダ�
ホンダ�
スズキ�
その他�
フィアット・グループ�
フィアット�
ランチャ�
アルファロメオ�
その他�
ダイムラークライスラー�
メルセデス�
スマート�
クライスラー�
BMWグループ�
BMW�
ミニ�
韓国�
現代�
その他�
ＭＧローバー・グループ�

100.0�
18.9�
10.8�
3.7�
2.7�
1.7�

14.4�
8.6�
5.8�

11.1�
8.8�
1.5�
0.5�
0.3�

10.8�
10.2�
0.5�
0.1�

10.6�
10.4�
3.7�
2.5�
0.9�
0.9�
1�

0.9�
0.4�
9.6�
7.2�
1�

1.4�
0�

6.4�
5�

0.7�
0.7�
3.7�
3.5�
0.2�
2.8�
1.5�
1.3�
1.1

100.0�
18.7�
11�
3.3�
2.9�
1.5�

13.1�
7.9�
5.2�

10.8�
8.5�
1.6�
0.5�
0.2�

10.8�
10.2�
0.5�
0.1�

10.6�
11.4�
3.7�
2.7�
1.1�
1.2�
1.2�
0.9�
0.6�
10�
7.6�
1.2�
1.2�
0�

6.2�
4.8�
0.7�
0.7�
3.4�
3.4�
0�

3.4�
1.5�
1.9�
1.3

14,833,735�
2,803,996�
1,607,648�
544,419�
405,020�
246,909�

2,140,151�
1,278,782�
861,370�

1,649,059�
1,306,421�
224,660�
75,691�
42,287�

1,601,167�
1,518,021�

74,319�
8,827�

1,575,720�
1,540,514�
547,443�
365,724�
130,618�
138,906�
154,295�
137,811�
65,717�

1,422,473�
1,067,286�
149,476�
202,031�

3,680�
942,927�
739,146�
104,410�
99,371�

545,744�
520,372�
25,372�

409,727�
219,782�
189,945�
159,961

14,746,548�
2,755,060�
1,619,352�
488,905�
429,375�
217,428�

1,929,451�
1,164,982�
764,469�

1,590,387�
1,247,948�
230,504�
77,689�
34,246�

1,597,378�
1,508,238�

78,785�
10,355�

1,559,462�
1,676,302�
542,054�
393,736�
160,281�
181,710�
181,600�
131,587�
85,334�

1,475,045�
1,122,832�
173,303�
174,956�

3,954�
909,356�
709,657�
101,853�
97,846�

499,273�
499,273�

0�
507,553�
227,210�
280,343�
197,597

0.6�
1.8�

△ 0.7�
11.4�

△ 5.7�
13.6�
10.9�
9.8�

12.7�
3.7�
4.7�

△ 2.5�
△ 2.6�
23.5�
0.2�
0.6�

△ 5.7�
△ 14.8�

1.0�
△ 8.1�

1.0�
△ 7.1�

△ 18.5�
△ 23.6�
△ 15.0�

4.7�
△ 23.0�
△ 3.6�
△ 4.9�

△ 13.7�
15.5�

△ 6.9�
3.7�
4.2�
2.5�
1.6�
9.3�
4.2�
0.0�

△ 19.3�
△ 3.3�

△ 32.2�
△ 19.0

（単位：台、％）�

表２　西欧の新車登録台数（メーカー別）�

（注）速報値。     �
　　GMグループのその他にはIBCと米国GMを含む。�
　　フォード・グループには米国フォードを含む。�
　　フィアット・グループでフィアットにはイノチェント、その他にはフェラーリ、マセラッティを含む。
　   西欧とはEU、アイスランド、ノルウェー、スイス（リヒテンシュタインを含む）の合計。�
出所：欧州自動車工業会�



２．注目浴びるポルシェの敏腕社長

ポルシェのヴィーデキング社長に注目が集

まっている。92年に就任した同氏は、経営が

悪化していたポルシェを立て直し、販売台数

を約３倍、税引き前利益を約10倍に引き上げ

た。政府から受けられる補助金を拒否するな

ど、自らの経営手腕にすべてをかける「強い

企業経営者」としての同氏のイメージが、ポ

ルシェに反映し、販売促進に貢献している。

（1）「経済界のスーパースター」、社長続投

2001年11月、ポルシェの監査役会は満場一

致で、現社長ヴェンデリン・ヴィーデキング

氏の続投を決め、同氏との契約を2007年まで

延長した。ドイツの自動車メーカーで最も高

額の社長報酬を得ている同氏だが、会社に対

する貢献は、報酬に十分見合っていると監査

役会が認めたことになる。

92年末に社長に就任して以来、当時経営が

悪化していたポルシェを、数年のうちに見事

に立て直し、一時は１万5,000台以下に落ち

込んだ販売台数を２万5,000台以上に押し上

げた。売り上げは3.4倍、税引き前利益はほ

ぼ10倍になった。生産される車の半分以上が

米国に輸出されている。ヴィーデキング氏は

経済界のスーパースターとして、経済誌ばか

りでなく、一般のマスコミにも頻繁に登場す

るようになった。2000年以降、ドイツの平均

株価が次第に下がる中、ポルシェ株は乱高下

を繰り返しながらも着実に上昇している。

（2）新車開発で車種を拡大

現在、ポルシェの車種は、64年に登場して

からモデルチェンジ８代目の「カレラ911」

と96年に市場投入された「ボクスター」の２

つしかない。ボクスターは小型ロードスター

で、比較的手軽な価格のスポーツカーに乗り

たい層をターゲットにしているが、2001年の

販売台数はさえなかった。

カレラ911の売れ行きは順調だが、スポー

ツカーの成長に限界を見るヴィーデキング氏

は、VWと共同でオフロード用RV車を開発

した。メルセデスのＧクラスに対抗する車種

で、オフロード車にポルシェ特有のスポーツ

性を加味した。最高時速250キロでアウトバ

ーンを飛ばすこともできる。生産拠点はライ

プチヒに決まり、現在工場の建設が進められ

ている。2002年後半の市場投入が予定される、

この「カイェン」は、年間２万5,000台の生

産計画で、これによってポルシェの販売台数

を一挙に倍増させることになる。

スポーツカーでも、長年の懸案だった上位

モデルを開発し、車種を増やすことが2002年

１月に決まり、「カレラGT」の2003年半ばか

らの生産開始が発表された。558PSの10気筒

エンジンを搭載して、最高時速330キロで走

るこのGTは、価格が36万～41万ユーロで、

カレラ911の最上仕様の３倍、ボクスターの

ほぼ10倍だ。

製造地はまだ決まっていないが、今のとこ

ろ新たな工場の建設は計画されておらず、シ

ュツットガルトの本社工場か、カイェンを生

産予定のライプチヒ工場のどちらかになると

みられている。こうして拡大されるスポーツ

カーのラインと、新たなRV車の二本立てで、

ポルシェは２年後の年間販売台数目標を８万

台に設定している。

（3）イメージ戦略でも卓越

ポルシェの成功は、ヴィーデキング氏の個

人的な人気が作り出すイメージによるところ

が大きい。ポルシェの車はいまや、単なるステ

ータスシンボルではなく、以前よりずっと幅の

広い層から支持されるブランドになっている。

スピードは出せるが、同乗者や荷物の積載

量が限られ、環境にも良くないスポーツカー

は、本来なら「無用のぜいたく品」として、

社会的には認知されにくい。ヴィーデキング

氏が社長になった90年代初めは、米国でも燃
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費の悪い大型車は時代遅れとされ、小型軽量

の日本車が躍進していた。ドイツでもメルセ

デスＳクラスのような大型高級車は、「絶滅

寸前の恐竜」といわれていた。

ヴィーデキング氏は、日本人技術顧問をド

イツの本社に呼び寄せて、日本メーカーの生

産技術を取り入れ、製造コストの大幅な削減

に成功した。その事実を米国で大いに宣伝し

た。こうしてアジアからも謙虚に学び、社長

自らがハンドルを握って出社するオープンな

ドイツの会社というイメージを、米国人の中

に植え付けた。

一方ドイツでは、ヴィーデキング氏は中堅

企業経営者の代表として、政府にはっきりと

モノを言うことにより、税制改革や補助金削

減に積極的で、独立心の強い中小企業経営者

としてのイメージを固めた。ポルシェの顧客

層の多くは、中小企業のオーナーや独立自営

業者だ。東部ドイツのライプチヒに新工場を

建てる際にも、大手メーカーのように連邦政

府の補助金を当てにせずに立地を決断した姿

勢は、まさに中小企業経営者のお手本として

マスコミの賞賛を浴びた。

大型企業合併ブームに沸いて、自動車メー

カーでも規模の拡大が重視されていた時期、

ポルシェは逆に小さくて強いことを常に強調

して、世間の共感を得てきた。ローバーを傘

下に収めたBMWや、クライスラーと合併し

たダイムラーが苦境に陥ると、ヴィーデキン

グ氏の独立路線の正しさが証明され、同氏の

人気はさらに上がっている。

ポルシェは従業員に高給を支払うことでも

知られ、労働組合の受けも良い。業績予測の

際には、常に控えめな発言によって、その後

の好業績発表を演出する。四半期ごとの業績

を発表するようにとの、証券業界やアナリス

トの圧力をきっぱりとはね付けることができ

たのも、社長のヴィーデキング氏とPRマネ

ジャーのアントン・フンガー氏による周到な

イメージ戦略のおかげだ。

車自体のイメージも大切にする。伝統の

「カレラ911」を40年近くも守り続け、デザイ

ンは60年代の原型の曲線をあまり大きく変え

ず、「ポルシェ神話」を守り抜いてきた。97

年に初めて水冷式エンジンを導入した際に

は、30人の技術者が苦労して、それまでの空

冷エンジンの音を再生したといわれている。

３．リストラ進めるダイムラークラ
イスラー

ダイムラークライスラーがリストラを進め

ている。2001年はクライスラー部門、商用車

部門の不振を、好調のメルセデス部門がカバ

ーできず、合併以来初の赤字となった。同社

は米国工場の閉鎖、コスト削減、不採算部門

の売却などを進める。

（1）2001年は合併後初の赤字決算

ダイムラークライスラーは２月６日に発表

した2001年決算で、合併後初の赤字を出した。

自動車部門では、好調なメルセデス部門とは

対照的に、クライスラーや商用車の部門で

2001年の販売が前年より10％減少した。グル

ープ全体の売り上げは、前年の1,620億ユー

ロから1,530億ユーロへと5.9％減少、13億ユ

ーロの営業赤字を出している。

売り上げが１割減少した米国のクライスラ

ー部門23億ユーロの赤字で、北米６ヵ所の工

場が閉鎖された。一時解雇（レイオフ）や早

期退職で、2001年は１万9,000人の従業員を

削減し、2002年も7,000人の削減を計画して

いる。欧州でも組み立てていたクライスラ

ー・PTクルーザーは、2001年はわずかに２

万1,000台しか売れなかったため、オースト

リアのグラーツにある工場を売却して、メキ

シコからの輸入によって欧州での需要を賄う

ことになった。キャブレターやカーエアコン

の子会社、DTP（従業員2,000人）も、ドイ

ツの部品メーカー、ベア（Baer）に売却され

る。コスト削減とともに進めている品質の改
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善は、メルセデスと同じ部品を使うことによ

って行われている。2003年からドイツでも生

産が始まるスポーツクーペの「クロスファイ

アー」は、39％の部品がメルセデス用に開発

されたものだ。

このほかクライスラーでは、コア部門以外

の業務を売却して、自動車に集中することに

よる経営の改善も図っている。金融サービス

部門は、13億ユーロでGEキャピタル（GE

Capital）に売却した。クライスラーの金融サ

ービス部門は、自動車クレジットだけでなく、

不動産ローンや船のローンも扱っていた。

さらに不動産の売却によって、2002年第１

四半期にも何とか赤字を解消し、2003年には

20億ユーロの黒字を出すという目標を設定し

た。しかし肝心の自動車事業で、米国市場が

縮小しつつあり、市場が受け入れる車種を十

分にそろえることができないクライスラーの

現状では、急速な回復は期待できない。

（2）商用車部門が重荷に

クライスラー部門の危機に加えて、もう一

つの問題は、商用車部門で大きな損失が出て

いることだ。2001年の商用車販売は、前年比

10％減の49万3,000台。特に米国の商用車部

門「フレートライナー」は32％減の８万

9,400台で、大幅な赤字に陥った。オンタリ

オ州ウッドストックのバス組み立て工場を閉

鎖したほか、カナダのブリティッシュ・コロ

ンビアのトラック工場や、オレゴン州ポート

ランドの部品工場の閉鎖も決まっている。99

年以来、２万5,000人の従業員のうち9,000人

を削減したが、今後も事務部門を含めて合計

2,700人の人員を削減し、15％のコストダウ

ンを目指している。

欧州でも商用車市場は低迷しており、メル

セデス商用車の2001年の販売台数は、３％減

少した。トラック工場では操業短縮している。

株式の37.3％を取得して傘下に収めた三菱自

動車工業でも、経営の改善は進んでいない。

ドイツでも事業の見直しが進められてお

り、2001年に鉄道部門子会社のアドトランス

（Adtranz）をカナダのボンバルディエ

（Bombardier）に７億9,000万ユーロで売却した。

（3）監査役会は経営陣を信任

これまで頻繁にマスコミに登場したユルゲ

ン・シュレンプ社長が、2001年半ばからは、

あまり姿を見せなくなっている。このため、

現在の経営方針に対する監査役会の不信や、

社長交代のうわさが一部に流れていた。そう

したうわさを打ち消すためかのように、2001

年９月末に突然、契約期限が来る２年も前に

シュレンプ社長とフッバート取締役の契約更

新が行われ、2005年４月までの２人の続投が、

監査役会で満場一致で決定された。

これは現在の経営陣を支持するヒルマー・

コパー監査役会会長の主導で行われたもので

ある。ドイツの株式会社法では、取締役の契

約は、期限が来る12ヵ月前以降でないと更新

ができないことになっている。このため、２

人を一時的に解任してから再任するトリック

が使われた。これによって、現在の経営方針

を監査役会が信認していることが強く印象付

けられ、米国テロ事件後に30ユーロまで下落

したダイムラークライスラーの株価はその

後、50ユーロまで回復した。

４．売れる車のキーワードは「高級感」

売れる自動車のキーワードが「生産性と品

質」から、「高級感」に変化してきた。欧州自

動車メーカーは、普通車よりもステータスシ

ンボルとなる高級車を続々市場に投入、売れ

行きも好調だ。メーカーの中には、自社ブラ

ンドに高級感を植え付けるため、採算を度外

視した超高級車を開発する企業も出始めた。

（1）自動車が「ステータスシンボル」に

メルセデス、ＢＭＷ、ポルシェ、ジャガー

（Jaguar）など、生産設備を広げているとこ
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ろはいずれも、高級車のイメージが強いプレミ

アムカーのメーカーである。多くの市場分析者

は、このプレミアム性こそ、今後一層過熱する

国際競争に勝ち抜くためのカギとみている。

90年代初めごろまでは、将来の競争力の源

泉は「生産性」と「品質」にあるとされ、そ

の模範が日本車だった。当時、マサチューセ

ッツ工科大学が出した分析レポートも、消費

者が「価格に見合う価値」を求めているため

に、ガソリンをまき散らしながら走る重量級

のメルセデスや高馬力のポルシェではなく、

故障が少なく燃費もよい安価な日本車が北米

市場を席けんするとみていた。

しかし90年代後半に入ると、消費者の世代

交代が起き、自動車に新たなステータスシン

ボルを見いだす人が増えてきた。社会的に成

功した人が乗る車は、キャデラックやリンカ

ーンではなく、メルセデス、BMW、アウデ

ィなどドイツのブランド車になった。トヨタ

のレクサスやホンダのアキュラ、フォードが

買収したジャガーも、この部類に入る。米国

市場でシェアの３分の１を握っていたGMは、

５年間でシェアを４分の１に落としている。

（2）プレミアムカー、欧州でも売り上げ増

欧州市場でもプレミアムカーの売れ行きは

伸びている。ドイツでは、プレミアムブラン

ドのメルセデスＣクラスが、同じサイズのク

ラスでありながら価格的にずっと安価なオペ

ル（Opel）・アストラよりもよく売れている。

プレミアムブランドとしての定着にはまだ

成功していないのが、GM傘下のサーブ

（Saab）や、フィアットの子会社のランチア

（Lancia）である。フィアットのもう一つの子会

社、アルファロメオは、提携先のGMからエ

ンジンやプラットフォームの提供を受けてい

るが、これによってプレミアム車として、独

自のイメージに傷がつく危険を冒している。

フォードでは、同グループの高級車戦略を

再編し、ジャガー、ランドローバー（Land

Rover）、アストン・マーティン（Aston

Martin）、リンカーン（Lincoln）、ボルボ

（Volvo）の５つのブランドをまとめた持ち株

会社、「プレミアム・オートモーティブ・グ

ループ（PAG）」を設置することになった。

PAGのトップには、BMWから移籍したドイ

ツ人のヴォルフガング・ライツレ氏を起用し

た。上記のブランドのうち、最初の３つの英

国ブランドは、共通の企業文化を持つため、

別途にジャガー・ランドローバー・グループ

として、製造や販売を集中的に管理する。

シンボルとなるジャガーの販売台数は、

2001年に初めて10万台を超えた。98年の５万

台から、わずか３年で倍増したことになる。

新型車のＸタイプが、メルセデスＣクラスや

BMWの３シリーズの客層を奪って、３万

2,000台売れたことが要因である。旧来の車

種であるＳタイプやXX、XJシリーズはいずれ

も販売台数を落としているが、これは2002年春

にＳタイプのモデルチェンジが予定されている

ための、買い控えとみられる。計画では2002年

に12万台、2006年には20万台を販売し、その後

５年間でさらに倍増させることになっている。

（3）各社、「超高級車」も投入

プレミアムカーの上位車種でも、積極的な

動きが見られる。ダイムラークライスラー

は2002年秋から、「マイバッハ」の生産を始

める。価格が30万ユーロの超高級車で、予定

年間生産数が1,500台だ。ポルシェも2003年

には、価格が40万ユーロの「カレラGT」を

年間1,000台生産する。VWは「ブガッティ」

を、BMWは新しい「ロールスロイス」を、

いずれも2003年に生産開始する。フォードは

30万ユーロの「アストン・マーティン・ヴァ

ンクィッシュ」を既に2001年夏から、年間

300台生産している。

多くのメーカーが新たに超高級車を売り出

すことで、価格帯が13万ユーロ以上の超高級

車の生産能力は、2008年には年間４万台にな
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ると推測される。このクラスの車の販売は、

2000年には２万3,000台で、将来も需要はせ

いぜい２万8,000台程度と予測されている。

ほとんどのメーカーは、自社ブランドのイメ

ージアップにこれらの超高級車を利用してい

るものとみられ、利益は二の次のようだ。

（4）小型ミニバン市場が拡大

これまで欧州のミニバンは、中型車をベー

スにしている。ルノーの「メガーヌ」をベー

スにした「セニック」や、オペルの「アスト

ラ」をベースにした「ザフィラ」などが人気

を集めた。2001年に入ってもこの流れは続き、

トヨタが欧州で「ヤリス・ヴェルソ」を発売、

欧州のメーカーも同じような小型ミニバンの

開発を計画している。

フォードは小型車「フィエスタ」をベース

にしたミニバン「フュージョン」を、2002年

３月に発表する予定だ。コンセプトカーとし

て2001年９月、フランクフルトのモーターシ

ョーで紹介されたもので、さまざまな車種の

異なったコンセプトを融合させた多目的車

だ。小型車の使いやすさと、ミニバンのゆっ

たりとしたスペースを兼ね備え、乗用車のデ

ザインでありながら高い位置の座席で見通し

を良くしている。直噴スパークイグニション

（DISI）のガソリンエンジンで、ディーゼルの

粘りや経済性も実現する。コンセプトカーの

段階では、1100㏄のエンジンで1800㏄並みの

110PSのパワーを出すとされていた。発売は

年末になるとみられるが、小さな子供がいる

流行に敏感な家族をターゲットにしている。

オペルも小型車「コルサ」をベースにした

ミニバン「ヴィヴァ（仮称）」を計画してい

る。VWやフィアットも、それぞれの小型車

である「ポロ」や「プント」をベースにした

ミニバンの開発を、2003年発売を目標に進め

ているとうわさされる。ルノーも2004年には、

同様の車種を出す計画を持つ。

調査会社の DRI-Wefa は、このような小型

車のミニバンの需要は、2005年までに年間50

万台になると予測している。これは小型車全

体の20％に相当する。当初は消費者の目が慣

れるのに時間がかかるが、次第に通常の小型

車のユーザー層や、VW「ゴルフ」やオペル

「アストラ」に代表されるコンパクトクラス
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のユーザー層からも顧客を奪っていくものと

考えられる。全ミニバンの約３分の１が、こ

のように小型車をベースにしたものになると

みる専門家もいる。

５．メーカーから生産受託する欧州
企業

フィンランドのヴァルメット社は80年代か

ら、ドイツの自動車メーカーを中心に生産を

受託してきた。同社の工場はドイツよりも賃

金水準が低く、生産効率が高い。このため、

ドイツ自動車メーカーにとっては、国内生産

するよりも委託した方がコストを低く抑えら

れる。オーストリアのマグナ・シュタイル社

も自動車メーカーから生産を受託するが、同

社は多品種少量生産を得意とする。同社工場

では１つのラインで、デザインや部品が全く

異なる車種を生産できる。

（1）フィンランド企業に生産委託

ポルシェは96年に売り出した小型ロードス

ター「ボクスター」の生産を、その翌年から

フィンランドのヴァルメット社（Valmet）

に委託している。シュツットガルト本社工場

の自動車生産能力は年間３万台が限度で、こ

の生産能力のほとんどを主力車種の「911」

に向けるため、ボクスターの生産の大半を外

部に委託することにしたのだ。ヴァルメット

を選んだ理由は、当時数ヵ月以内にボクスタ

ーの生産を立ち上げられる企業は、ヴァルメ

ットだけだったためだ。

現在、シュツットガルトで組み立てられる

ボクスターは年間約5,000～9,000台で、需要

の変動は主に、ヴァルメットへの発注数の増

減で調整している。こうしてフィンランドで

は、年間１万7,000～２万3,000台のボクスタ

ーが組み立てられている。エンジンや車体部

材のほか、部品の80％はドイツから運ばれる。

ここで生産されるボクスターのほぼ全量

が、再びフィンランド国外に輸出されている。

輸送コストはかかるが、フィンランドの労働

コストはドイツの３分の２で、ヴァルメット

でのチームワーク作業による生産効率も高

く、最終的な生産コストはフィンランドの方

が低いとされる。2001年10月、ポルシェとヴ

ァルメットの契約期限は４年延長されて2008

年までとなった。

（2）70年代から受託生産

ヴァルメット（従業員1,600人）は、68年

にスウェーデンのサーブ・スカニア（Saab

Skania）とフィンランドのヴァルメット・コ

ーポレーションの合弁会社として設立され、

これまで70万台以上のサーブ車のほか、クラ

イスラー・タルボー（79～85年）やオペル・

カリブラ（91～97年）を製造してきた。特に

カブリオレに強く、サーブで最も人気が高か

った900型コンバーティブルをはじめ、サー

ブのカブリオレはこれまでに作られた16万台

のすべてが、ヴァルメットで製造されている。

現在はボクスターのほか、サーブ９－３コ

ンバーティブルを作っており、年間生産台数

は約４万台だ。ヴァルメットは組み立て工場

のほか、ボディー部材工場と塗装工場を持つ。

一時はGMの資本も入ったが、その後フィン

ランドの複合企業、メトソグループ（Metso）

の傘下に入った。2001年11月、ドイツのテッ

セ ン ・ ク ル ッ プ ・ オ ー ト モ ー テ ィ ブ

（Thyssen Krupp Automotive、車軸、ボディー、

シャーシなど主要部材のメーカー）が10％の

資本参加を行い、２年以内にヴァルメット株

の全量を買い取るオプションも獲得した。

（3）開発から製造まで請け負う：ドイツ・カ

ルマン

ドイツのカルマン（Wilhelm Karmann, 従

業員6,000人、売上高12億5,000万ユーロ）は、

自動車のボディーや内装のメーカーである。

しかし単なる部品メーカーではなく、自らを

車のデザインや開発・設計から製造まですべ
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てを請け負う「フルサービス・サプライヤー」

と定義する。

1949年以来、VW、BMW、ポルシェ、フ

ォードなどのブランドで、300万台の乗用車

を生産している。北ドイツのオスナブリュッ

クにある本社工場では現在、メルセデスCLK

のカブリオレとクーペを一貫生産しているほ

か、同じくメルセデスSLKの車体モジュール

も生産している。65年からは、オスナブリュ

ックから50キロ西のライネに建てた新工場

で、アウディ・カブリオレのボディーとルノ

ー・メガーヌ・カブリオレのトップ・システ

ムを製造している。外国での製造も早くから

行っており、60年に建てたブラジル工場（サ

ンパウロ、従業員400人）では、VWのカル

マン・ギアやフォードのエスコートを一貫生

産、98年からはランドローバーのディフェン

ダーを生産している。

96年にはデトロイトにも開発設計事務所を

開設、2000年にはパーペンブルクにある自動

車テストコースに70％の資本参加をした。92

年にはポルトガルに従業員200人の内装工場

を稼働させて、自動車や航空機の座席や内装

作業も始めている。

オスナブリュックの本社工場とブラジル工

場は、プレス金型製造部門を持ち、工具や冶

具も工場内で作る。最新のCAD/CAM技術

を使って、開発や設計の段階から自動車メー

カーと協力する。2003年から生産が開始され

るクライスラーブランドの新型スポーツクー

ペ「クロスファイアー」も、カルマンがドイ

ツで製造することになっている。

（4）「売り」は多品種少量生産：オーストリ

ア・マグナ・シュタイル

オーストリアのグラーツにあるマグナ・シ

ュタイル（Magna Steyr, 従業員6,000人、売

上高50億ユーロ）は、RV車が得意な請負生

産自動車メーカーで、年間８万5,000台を生

産している。ダイムラー・ベンツ（当時）の

委託で79年から始まった四輪駆動車、メルセ

デスＧクラスの生産は、当初の年間3,300台

から、現在は年間6,000台に増えている。

94年からは、クライスラーのジープ「グラ

ンド・チェロキー」の欧州現地生産の委託も

受け、現在は年間３万8,000台のクライスラ

ー車がグラーツで生産されている。96年から

は、メルセデスＥクラスの４MATICモデル

も製造開始され、現在は年間１万8,000台に

なっている。99年５月には、それまで米国だ

けで組み立てられていたメルセデスＭクラス

の製造も開始された。

マグナ・シュタイルは、多品種少量生産を

得意とする。メルセデスのＭクラスは97年秋、

米国アラバマ州タスカルーサのダイムラー自

社工場で生産開始されたが、同工場は北米市

場の需要を賄うだけで手いっぱいだったた

め、欧州市場向けの少量生産がマグナ・シュ

タイルに委託された。99年５月の製造開始後

２年間で、５万台のＭクラスが製造されたが、

これは４気筒2300㏄から８気筒4300㏄までの

４種類のバリエーションを合わせた数字だ。

2001年秋から、バリエーションが一つ加わ

った。生産量はそれまでの日産108台から130

台に上がった。同一車種の異なるバリエーシ

ョンばかりでなく、Ｍクラスと同じ製造ライ

ンで、クライスラーのグランド・チェロキー

も組み立てている。この２車種はもともと

別々のメーカーで開発され、デザインもコンセ

プトも全く違う車で、共通部品は一つもない。

（5）カナダ企業が親会社

マグナ・シュタイル社の契約パートナー

は、ダイムラークライスラーばかりではない。

2001年10月末、BMWとの製造委託契約にも

調印し、BMWのスポーツ車「Ｘ３」の開発

と製造を行うことになった。この車はＸシリ

ーズの新しいスポーツ車で、既に基本コンセ

プトがBMWによって作られており、BMW

製エンジンのほか、主要コンポーネントもほ
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表４　カルマンの製造実績（ドイツ国内のみ）�

出所：カルマン社ホームページ，http://www.karmann.de/internet/website.nsf

かのBMW車のモジュールを使う。マーケテ

ィングのほか、部品調達や技術サービスは

BMWが行うが、車体製造と塗装はマグナ・

シュタイル社の既存の工場で行い、組み立て

も同社が新たに建設する工場で行う。2004年

からは2,500人の従業員によって１日に300台

のBMWがグラーツで生産される。マグナ・

シュタイル社が現在サーブ向けに開発中のカ

ブリオレも、2003年には製造開始の予定だ。

マグナ・シュタイルの親会社は、年商100

億ドルを超えるカナダの多国籍複合企業、マ

グナグループだ。グループ全体で、18ヵ国に

168の製造拠点と、33の開発拠点を持ち、合

計６万4,000人が働く。同グループの自動車

部門は、世界10位の部品メーカーだ。

傘下には、四輪駆動車の開発と車体製造を

行うパワー・トレイン（Powertrain）や、プレ

ス部材のメーカー、マグナ・シュタイル・メタ

ルフォーミング（Magna Steyr Metalforming）

などがあり、シャーシ、座席、ドア、窓、計器

パネルなどのシステムコンポーネントのほか、

金属部品、エンジン部品、ラジエーター部品な

ど、さまざまな部品類を製造している。2001年

５月に完成したメキシコ工場でも、GM向けに

四輪駆動システムや後輪車軸モジュール、金属

部品、内装、車体枠などを製造している。

（6）同系会社の買収で生産能力拡大

グラーツのマグナ・シュタイルの工場敷地

の隣には、やはり自動車メーカーのユーロス

ター（Eurostar）がある。同社はもともと、

合併前のクライスラーとマグナ・シュタイル

の合弁で設立された会社だったが、99年に合

併したダイムラークライスラーがマグナ・シ

ュタイルの持ち株を買い取って、100％子会

社とした。現在クライスラーの「ボエジャー」

と「PTクルーザー」を生産している。

2002年２月半ば、マグナ・シュタイルは、

このユーロスターの全株を再びダイムラーク

ライスラーから買い取り、受託生産のかたち

でボエジャーの生産を続けることになった。

PTクルーザーは需要不足のため、生産中止

となる。2,000人の従業員のうち800人がマグ

ナ・シュタイルに移籍し、残りの1,200人は、

2004年にBMWのＸ３の生産が開始されるま

での期間、再教育を受けながら待機すること

になっている。この買収によって、マグナ・

シュタイルの年間生産台数は2004年には年間

18万台となり、さらに７万台の生産余力を持

つことになる。
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2002年１月のユーロ貨幣の流通開始や、

2004年にも実現が見込まれる中・東欧諸国の

EU加盟などにより、在欧日系企業の中には

欧州戦略を練り直す動きがある。具体的には、

欧州の統括本部や物流・生産拠点を適地に配

置し直そうとするもので、生産拠点の西欧か

ら中・東欧諸国へのシフトがあげられる。総

合電機や自動車部品企業を中心に自社工場を

ハンガリーやチェコ、ポーランドなどに設立

する動きが多くみられ、その一因として同地

域の安価な労働力があげられる。

今回の調査でも中・東欧諸国およびCISと

EU加盟国の労働賃金の差は明確となった。

中欧３カ国（ハンガリー、チェコ、ポーラン

ド）の平均月給（ワーカー）が404ドルであ

るのに対し、EU諸国（ルクセンブルグを除

く）の平均月給は約3.9倍の1,569ドルである。

ただし労働賃金はEU域内でもかなりの差が

ある。ワーカーの月給で比較すると、最も高

いデンマークと最も低いポルトガルでは約

5.5倍の格差がある。在欧日系企業は各国の

投資コストや税制度なども検証しながら、今

後も最適な欧州経営戦略を練っていくものと

みられる。

今回の調査はジェトロ在欧および在CISの

各センター・事務所を通じて、各国統計・資

料の参照および関係機関・企業などへの聞き

取りを中心に行い、原則として2002年１月時

点のデータを収集した。一覧表のドル建て金

額は原則として現地通貨建て金額を2002年１

月17日付のインターバンクレートで換算して

いる。なお、表中データについて注記が必要

な場合は備考欄に追記した。

欧州・CISの投資関連コスト一覧

ジェトロは2002年1月、世界の主要都市の投資関連コスト比較調査を実施した。欧州・

CIS諸国の調査対象は28ヵ国で、賃金、地価・事務所賃料、通信費、公共料金などにつき

調査した｡

在欧・CISセンター・事務所

16
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＜調査項目の定義にかかわる補足説
明＞

【賃　金】

調査項目　1.～3. 賃金（一般工職）、エンジ

ニア（中堅技術者）、中間管理職（部課長ク

ラス）

原則、現地採用者の平均的な月給（諸手当

を含む）を税引き前のグロスで表示した。

調査項目　5. 賞与支給額

賞与という概念があり、かつ、慣習などで

一般的な支給率がある場合は、「賞与支給額」

に基本給の何カ月分かを表示した。ボーナス

が、｢固定賞与｣と企業の業績などに応じて支

払われる｢変動賞与｣などからなる場合、その

内訳がわかれば、それぞれ何カ月分かを記載

した。

調査項目　6. 社会保障負担率

グロス給与に対する社会保障料の雇用者

（企業側）および被雇用者（従業員など）の

負担率を記載した。

調査項目　7. 名目賃金上昇率

原則、政府統計の名目賃金上昇率（年率）

を記載した。

【地価・事務所賃料等】

調査項目　8. 工業団地（土地）購入価格

原則、代表的な工業団地の１㎡当たりの土

地購入価格（税、諸経費を含む総コスト）を

記載した。現地で工業団地の購入ができない

場合はその旨明記した。

調査項目　9. 工業団地賃借料

原則、代表的な工場団地の１㎡当たりの月

額賃借料（税、諸経費を含む総コスト）を記

載した。

調査項目　10. 事務所賃借料

原則、代表的な地区の１㎡当たり月額賃借

料（税・諸経費を含む総コスト）を記載した。

調査項目　11. 駐在員用住宅借上料

駐在員の住宅として標準的な住居（100～

120㎡程度、家具なし）を選定し、月額の借上

料（税・諸経費を含む総コスト）を記載した。

【通信料金】

調査項目　12. ～16. 電話架設料・基本料金、

携帯電話加入料･基本通話料、国際通話料

原則、当該地域で利用度が最も高い通信会

社で、利用度の最も高い月額料金を記載した。

調査項目　17. ～18. インターネット接続料金

原則、通常電話回線およびブロードバンド

の通信速度は、おのおの56kbps、1.5Mbpsを

目安とし、日系企業が最も利用する定額料金

（常時接続による月額、電話料金込み）を記載

した。

【電力料金】

調査項目　19. 業務用電気料金、20. 一般用

電気料金

１KWhの料金。

【水道料金】

調査項目　21. 業務用水道料金、22. 一般用

水道料金

１m3の料金。

【ガス料金】

調査項目　23. 業務用ガス料金、24. 一般用

ガス料金

１m3の料金。

【輸　送】

調査項目　25.コンテナ輸送

40ftのコンテナ（輸送物は一般機械が原



JETRO ユーロトレンド　2002.5 217

則）。

原則、進出日系企業などが一般に利用して

いるフォワダーにヒアリングし、海上保険料、

通関諸経費などを除く単純な海上輸送費のみ

を記載した。

【自動車】

調査項目　26. 乗用車購入価格

原則、1500ccの新車価格。エアコンやカー

ステレオなど、日本でいう標準的な装備を備

えた現地国産車を対象とした。

調査項目　27. 大型乗用車購入価格

原則、2500cc以上のセダンのベンツなどの

新車価格。エアコンやカーステレオなど、日

本でいう標準的な装備を備えた現地国産車を

対象とした。

調査項目　28. レギュラーガソリン価格（1

リットル）

原則、サービスステーション（セルフサー

ビスを除く）での小売価格を記載した。

【税　制】

調査項目　29. 法人所得税

基本税率を記載した。税率が多段階にわた

る場合は、その概要を記載した。

調査項目　30. 個人所得税

最高税率を記載した。税率が多段階にわた

る場合は、その概要を記載した。

調査項目　31. 付加価値税(VAT)

標準税率を記載した。

調査項目　32. ～34. 日本への利子送金課税、

日本への配当送金課税、日本へのロイヤルテ

ィー送金課税

最高税率を記載した。税率が多段階にわた

る場合は、その概要を記載した。

【投　資】

調査項目　35. 投資優遇措置

投資コストに影響を与える投資優遇措置を

簡潔にまとめた。

【為　替】

調査項目　36. 現地通貨対ドルレート

欧州各国については2002年1月17日のイン

ターバンク・レート(TTSとTTBの中間値)。
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英　国（ロンドン）�

1, 728. 4 1, 203
１. ワーカー�
　（一般工職）�

出所：国民統計局 Labour Market New 
Earnings Survey 2000（2001年12月改
定）（Other labourers in making and 
processing industries n.e.c）�

出所：国民統計局 Labour Market New 
Earnings Survey 2000（2001年12月改定）�
（Process and production engineers）�

出所：国民統計局 Labour Market New 
Earnings Survey 2000（2001年12月改定）�

2001年10月1日から�
出所：貿易産業省 

出所：国民統計局 
LabourMarketTrends（2001年12月）�

工業団地所在地：ミルトン･キーンズ。
税、諸経費の内訳はn. a.

ロンドン（シティー）の価格、地方税7. 58
ポンド、諸経費5. 83ポンド含む。�
出所：Knight Frank（Global Office Report）�

出所：BT

ロンドン、2ベッドアパート、100㎡の平均価格�
出所：Knight Frank（London Residen-
tial Review）�

ビジネス向け料金�出所：BT

ビジネス向け料金��
出所：ボーダーフォン社�

Dial 56kbps��
出所：Netscalibur

同上�

同上�

出所：内国歳入庁 

一般的な支給率なし�

米ドル� ポンド� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 3, 596. 1 2, 503

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

4, 354. 6 3, 031

４. 法定最低賃金�

18～21歳�
：5. 0/時間�
22歳以上�
：5. 9/時間�

なし�

被雇用者：10％、雇用者：11.9％�

98年4. 9％、99年2. 5％、2000年2. 7％�

124. 26～195. 26

5. 80～7. 73

93. 39

3, 562. 15 2, 479. 40

65

4. 04～5. 38

86. 49～135. 91

18～21歳�
：3. 50/時間�
22歳以上�
：4. 10/時間�

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 167. 13 116. 33

50. 79 35. 35

昼間：2. 474 �
夜間：2. 100 �
週末：1. 991

昼間： 1. 722�
夜間： 1. 462 �
週末： 1. 386 

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

20. 11 14. 00
16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

19. 40 13. 50
17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

ADSL（2M）�
出所：Netscalibur 

354. 51 246. 75
18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�13. 電話基本料金（月額）� 22. 93 15. 96

0. 1086～0. 1102 0. 0756～0. 076719. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

支払い方法により単価が異なる。基本料
金は30日当たり6. 06～7. 17ポンド。�
出所：London Electricity

出所：同上�

3ヵ月の使用料
が225kW未満
の場合0. 1491、
225kW以上は�
0. 0917

3ヵ月の使用料
が225kW未満
の場合0.1038、
225kW以上は�
0. 0638 

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

（Production,works and maintenance managers）�
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米ドル� ポンド�

0. 198 0. 1375

600. 00 417. 62

641. 49 446. 50

2, 750. 00 1, 914. 11

基本料金は30日当たり3. 20ポンドかかる。�
出所：London Electricity                

出所：Thames Water

New Wave Logistics（U.K.）Limited �
ただし、金額は海上輸送費のみ、陸上
輸送費は除く。VATを含まない（VAT
は荷物の関税から算出される）。�

New Wave Logistics（U.K.）Limited
ただし、金額は海上輸送費のみ、陸上
輸送費は除く。VATを含まない（VAT
は荷物の関税から算出される）。�

New Wave Logistics（U.K.）Limited�
ただし、金額は海上輸送費のみ、陸上
輸送費は除く。�

セルフサービス価格�

国　税�

日英租税条約第12条2項�

同11条2項�

同13条2項�

ボクソール（Astra Comfort）1600cc，
車両価格10, 872. 34ポンド、VAT1, 902. 
66ポンド、諸経費705ポンド。�

（※注）�

出所：London Electricity   

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�
24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�
25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
（ミルトン･キーンズ）�
→最寄り港�
（サウザンプトン）�
→横浜港�
②第三国輸出：工場�
→最寄り港�
（サウザンプトン）�
→第三国仕向け港�
（アムステルダム）�

③対日輸入：横浜港→�
最寄り港（サウザンプトン）�
→工場（ミルトン･キーンズ）�

上水道 0. 855��
下水道 0. 609

10（25％以上の議決権を持つ企業�
     の場合）�
15（その他）�

36. 現地通貨対ドルレート�

地域別優遇措置。プロジェクト別優遇措置。保税区あるいは特別奨励区内の�
優遇措置。各優遇措置には法人税の減免、原材料輸入の関税減免、設備機械�
等の資本財輸入に関する優遇措置が含まれる。  

n.a. n.a.

上水道 0. 595�
下水道 0. 424

その他パイプ径による基本料金がかかる。�
出所：同上�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

上水道 0. 994��
下水道 0. 718

上水道 0. 692�
下水道 0. 500

19, 366. 72 13, 480. 0026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

ジャガー（XJ8 SE3. 2）3200cc, 車両価
格29, 995. 74ポンド、VAT5, 249. 26ポ
ンド、諸経費705ポンド�

課税所得額が1, 880ポンドまでは10％、�
1, 881ポンドから29, 400ポンドは22％、
29, 400ポンドを超える場合は40％が適
用される。�

51, 649. 37 35, 950. 00

1. 00 0. 699

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

30

40

17. 5

10

10 

1ポンド＝1. 4367ドル�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

※注：課税所得額が1万ポンド以下の小規模企業は10％、1万1～５万ポンドの企業には係数を40分の1とした限
界軽減税率が、5万1～30万ポンドの企業には20％、30万１～150万ポンドの企業には係数を40分の1とし
た限界軽減税率が、150万１ポンド以上の企業には基準レートの30％が適用される�

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

�

特　記�
事　項�
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ドイツ（デュッセルドルフ）�

2, 119. 12 2, 405. 63
１. ワーカー�
　（一般工職）� 出所：連邦統計局（2001年）�

出所：連邦統計局（2001年）�

業種、規模により異なる。�
出所：キーンバウム�

出所：労働局（2001年）�

（  ）内は東独地域�出所：WSI

デュッセルドルフ経済振興局、不動産仲介業
者へのヒアリング（以下No.11まで）（※注）�

コンドミニアム。不動産業者への仲
介料は家賃の2ヵ月分プラス付加価値
税16％、敷金は3ヵ月分が相場。�

基本料金は3段階に分かれており、�
使用頻度･目的に応じ利用者が�
契約時に選択。�
基本料金はそれぞれ、�
50. 62（44.59）、35. 74（31. 48）、�
58. 80（51. 80）（ユーロ、ただし括弧
内は$）�

フラット･レートはなし�

ほかに必要経費としてVAT16％、敷
金2～3ヵ月分（以上は必須）。仲介業者
利用の場合手数料（10年以上の契約が
一般的で契約額の2～3％）要。�

2002年税引き前給与より算出�旧東独地
域の健康保険は14. 3％��
出所 ： ｉｗｄ�

出所：経済社会研究所（WSI）�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�

男性 2, 937. 04�
女性 2, 451. 07

男性 3, 334. 13�
女性 2, 782. 45

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

平均　8074. 33 �
（2, 202. 25～�
　　36, 703. 58）�

平均　9, 166�
（2, 500～�
　　　41, 666）�

４. 法定最低賃金�
旧西独：8. 63/時�
旧東独：7. 60/時�

旧西独：9. 80/時�
旧東独：8. 63/時�

98年1. 7％（2.5％）、99年2. 9％（3. 4％）、�
2000年2. 4％（2. 3％）�

171. 78

8. 37

事業所 ： 5. 00�
オフィス・事業所�
混合 ： 7. 00

事業所 ： 4. 40��
オフィス･事務所�
混合 ： 6. 17

1, 030. 65��
（共益費､暖房費�
を含む）�

1, 170�
（共益費､暖房費�
を含む）�

9. 5

195

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�
９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�

既設のものを引き継ぎ�
: 22. 78�
新規架設（自己設置）�
: 45. 43�
新規架設（業者設置）�
: 相談�

既設のものを引き継ぎ�
: 25. 78�
新規架設（自己設置）�
: 51. 57�
新規架設（業者設置）�
: 相談�

ドイツテレコム�
22. 50

ドイツテレコム�
25. 54

ドイツテレコム2.11��
01051社 �
対固定電話: 0. 26�
対携帯電話: 0. 79

ドイツテレコム 2. 40�
01051社  �
対固定電話: 0. 30�
対携帯電話: 0. 90

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

ドイツ国内�
AktivMobil100   �
昼間0. 45 �
夜間0. 09より�
AktivMobil300   �
昼間0. 44 �
夜間0. 07より�
AktivMobil600�
昼間0. 44�
夜間0. 07より�

ドイツ国内�
AktivMobil100   �
昼間0. 51 �
夜間0. 10より�
AktivMobil300   �
昼間0. 50 �
夜間0. 08より�
AktivMobil600�
昼間0. 50�
夜間0. 08より�

16. 携帯電話基本通話料�

T-Online 3. 60 /月�
0. 0131 / 分�

T-Online  4. 09 / 月�
0. 0149 / 分�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額� T-NET100 : 13. 46�
ISDN : 20. 22

T-NET100 : 15. 28 �
ISDN : 22. 95

クリスマス手当が、月給の20％～
100％（業界により異なる）分。�

41. 3％（年金 19. 1％、失業保険 6. 5％、
健康保険 14. 0％介護保険 1. 7％）を雇
用者、被雇用者で50％ずつ負担�
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米ドル� ユーロ�

0. 0428

1. 37 1. 56

1. 37 1. 56

0. 0344 0. 039

0. 0486

1, 250程度� 1, 419程度�

17, 483. 13 19, 846. 89

33, 301. 86 37, 804. 40

0. 1157 0. 1313

0. 1261 0. 1431

出所: デュッセルドルフ市現業公社（2002年
1月現在、以下No.24まで同様）その他年間
基本料122. 72（金額はすべてVAT込み）

1. 5Mbps（ADSL）�

金額は、概算値。ロッテルダム港での
THC（ターミナル・ハンドリング・チ
ャージ）を含む。原油価格の動向によ
っては、料金が上乗せされることもある。�

メルセデス240E  2,600cc。VAT16％、
諸経費（工場から販売地までの輸送費、
登録料など）込み。�

フォルクスワーゲン･ゴルフ 1600cc。
VAT16％、諸経費（工場から販売地ま
での輸送費、登録料など）込み。�

セルフサービス価格�

同出所：Ernst＆Young

食品などは７％�

年間基本料 : 153. 18ユーロ（VAT7％込み）�

年間基本料 : 94. 89

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�
24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�
25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場→最寄り�
港（ロッテルダム）→横浜港�

年間基本料 :76. 59ユーロ（VAT7％込み）�

年間基本料 : 46. 20ユーロ（VAT16％込み）�

年間基本料 : 157. 17ユーロ、�
規模により1,067. 58ユーロ�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

0. 838 0. 951

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

特定地域での新規工場設立、既存施
設近代化などを行う国内外企業は、補
助金、税法上の優遇措置などを受けれる。
特に雇用創出効果の高い投資、省エネ
ルギーは優遇される。窓口は、連邦経
済省、州政府、市町村、連邦労働局、連
邦研究技術省。東部ドイツでは、主に製
造業に投資奨励金、投資助成金、特別
償却などの優遇措置がある。�

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

25 �

なし�

15

10

48. 50

16

1ドル＝1. 13225ユーロ �

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�
29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�
30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�
31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�
32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�
33. 日本への配当送金課税�
　（最高税率、％）�
34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

為 替 �

※注：金額は、デュッセルドルフ市内のもの（以下No.11まで同じ）。ほかに必要経費として不動産取得税3.5％、
公証手数料1. 5％（以上は必須）、仲介業者利用の場合、手数料3％程度（交渉可）。�

特　記�
事　項�

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

設置 : 519. 73 + 税�
 = 602. 89�
月額 : 123. 33 + 税 �
= 143. 06 +0. 05/1MB�
フイラットレート�
: 431. 64+税 =500,70

設置 : 590. 00+税 �
= 684. 40�
月額 : 140. 00+税�
 = 162. 40 +0. 05/1MB�
フイラットレート: 490 +税�
 = 568. 40

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

通信費�

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

36. 現地通貨対ドルレート�

35. 投資優遇措置�投 資 �
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フランス（パリ）�

1, 563. 8 1, 769
１. ワーカー�
　（一般工職）�

パリ首都圏の電気・電子メーカー（従業員
数500人）の生産部門におけるワーカー（高
卒、30歳、配属5年）。諸手当・賞与込み。
出所 ： ミニテル給与推定サービス�

エンジニア（大卒以上、35歳、配属5年）。
諸手当・賞与込み。�出所：同上�

同上。中間管理職（大卒以上、45歳、配属
10年）。諸手当・賞与込み。�出所 ： 同上�

2001. 07. 01改定�出所 ： INSEE（仏国
立統計経済研究所）、雇用連帯省�

出所：INSEE

名称なし（Ref n°82.0139）。パリ南東
部に車で1時間以内。VAT19.6％込み。
職業税（※注3）含まず。出所：（※注2）�

名称「Z. I Portuaire（Ref n°73. 0094）」。
パリ南東部に車で1時間以内。�
VAT19. 6％込み。諸経費（管理費・光熱費
等）抜き。職業税（※注3）含まず。出所 ： 同上�

（1）（新建・改築）（2）（旧建築）��
パリ首都圏(最高値はパリ8区、16区に該当
する）。VAT19. 6％込み。職業税（※注4）
含まず。諸経費（管理費・水光熱費等）含まず�
出所：企業向け不動産屋Bourdais。�

パリ3区のアパート。100㎡。諸経費（管理
費・水光熱費等）込み。�出所：一般向け
不動産サイト「WWW.immoneuf.com」。�

（1）アナログ回線。（2）高速デジタル回線。
VAT19. 6％込み。出所 ： フランス・テレコム（ＦＴ）�

（1）アナログ回線。�（2）高速デジタル回線。
VAT19. 6％込み。�出所 ： 同上�

（1）平日日中料金�（2）割引時間帯料金��
（3）平日日中料金�VAT19. 6％込み。��
出所 ： テレコム情報サイト「fr. kelkoo. com」�

ワナドゥー（FT傘下）。ADSL。（1）月間接続時間
無制限契約で接続料とコミュニケーション込み。（2）
ADSL開設料金。VAT19. 6％込み。出所 ： 同上�

ワナドゥー（FT傘下）。月間接続時間30
時間契約で接続料金と通話料金込み。
VAT19. 6％込み。出所 ： 同上�

オレンジ（ＦＴ傘下）　出所：同上�

オレンジ（ＦＴ傘下）。月間通話時間2H契約で
基本料金と通話料金込み。�VAT19. 6％込み。
出所 ： 同上�

名目賃金2, 352ユーロ以下の場合。比率は名目
賃金、企業（リスクの度合い、任意加入の相互
保険や共済組合への加入状況等）、地域により
異なる場合がある。出所 ：（※注1）�

労働慣行上年末に支給。�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 4, 147. 7 4, 692

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

5, 643. 5 6, 384

４. 法定最低賃金�
（1）5. 90��
（2）995. 74

（1）6. 71～�
　　　　47. 00�
（2）5. 37～�
　　　　28. 21

（1） 40. 75�
（2）108. 82

（1） 40. 16�
（2）133. 41

（1） 45. 43�
（2）150. 92

（1） 46. 1�
（2）123. 1

（1）13. 35��
（2）34. 48

（1）0. 52/分�
（2）0. 26/分�
（3）1. 62

（1）0. 59/分�
（2）0. 29/分�
（3）1. 84

（1）15. 1��
（2）39. 0

（1）7. 59～�
　　　　53. 17�
（2）6. 08～�
　　　　31. 91

（1）6. 67/時�
（2）1, 126. 40/月�
（169時間）�

現地企業の一般的な支給率は�
基本給の1カ月分�

管理職：雇用者40. 75％　被雇用者21. 2％�
非管理職：雇用者39. 25％　被雇用者21. 2％�

97年1. 9％、 98年0. 9％、 99年2. 2％�

72. 53～88. 65

0. 77

2, 033. 20 2, 300

27. 40 31

19. 94 22. 56

0. 87

82. 05～100. 28

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�

なし� なし�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額�

（1）基本料金（出力180kＶＡ）（2）従量制
の電気料金　VAT（※注5）込み。消
費時間、季節などにより異なる。�
出所：仏電力公社（EDF）�

（1）2, 578. 38/年�
（2）0. 0256～�
　　　　0. 1193  

（1）2, 916. 72/年�
（2）0. 029～�
　　　　0. 135

（1）基本料金（出力6kVA） （2）従量制の電
気料金 VAT（※注5）込み。出所 ： 同上�

（1）47. 00/年�
（2）0. 083

（1）53. 17/年��
（2）0. 094

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �
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米ドル� ユーロ�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場→最寄り港�

（ル・アーブル）→横浜港�
②第三国輸出：工場→�
最寄り港（ル・アーブル）�
→第三国仕向け港（ドバイ）�
③対日輸入：横浜港→�
最寄り港（ル・アーブル）�
→工場�

36. 現地通貨対ドルレート�

（1）基本料金。VAT5. 5％込み。（2）年間消費
量120㎡の場合。メーター賃貸料・維持費込み。
料金は自治体により異る。�出所 ： （※注6）�

（1）基本料金（年間消費量500万～800万
kwh）�（2）従量制のガス料金。天然ガス。
VAT（※注7）込み。自治体、季節により
異なる。出所 ： GDF（仏ガス公社）�

（1）基本料金（年間消費量1000～6000kwh）�
（2）従量制のガス料金。VAT（※注7）込み。�
出所 ： 同上�

（1）パリ近郊の工場→ル・アーブル港��
（2）ル・アーブル港→横浜港��
出所：現地進出日系企業�

（1）2. 0507��
（2）2. 1782

（1）2. 3198/　�
（2）2. 4640/　�

（1）5, 985. 07��
（2）0. 0222～�
　　　     0. 0335

（1）6, 770. 44/年�
（2）0. 0252～�
　　  0. 0379/kwh

（1）29. 44��
（2）0. 0438

（1）33. 30/年�
（2）0. 0495/kwh

（1）   364. 20�
（2）1, 499. 26

（1）   412�
（2）1, 696

（1）パリ近郊の工場→ル・アーブル港��
（2）ル・アーブル港→ドバイ港��
出所：同上�

（1）   364. 20�
（2）1, 691. 09

（1）   412�
（2）1, 913

（1）横浜港→ル・アーブル港��
（2）ル・アーブル港→パリ近郊の工場��
出所：同上�
ルノー「クリオ」1400cc。�VAT19. 6％込み。�
出所 ： 自動車専門誌「l'AUTO JOURNAL」�

（1）2, 575. 09�
（2）   364. 20

（1）2, 913�
（2）   412

年商763万ユーロ以上の企業：35. 43�
年商763万ユーロ未満の企業：15. 45

13, 744. 43 15, 548

プジョー「607」2200cc。��
VAT19. 6％込み。�出所：同上�

0、7. 5、21、31、41、46. 75、52. 75％の�
7段階�出所：同上�

19. 6％、5. 5％、2. 1％�出所：同上�

出所：同上�

日本との租税条約第10条。��
出所：同上�

0～10％��
出所：同上�

出所：パリ市内ガソリンスタンド。�

税率は受取利子含む。キャピタルゲイン（二年間以
上保有の非金融投資等が対象）は19.57％。受取
配当金は一部のキャピタルリスク投資分について
のみ19.57％。このほか、使用する事業所（賃貸含む）
に係る地方税の職業税がある。（年商763万ユー
ロ以上の企業：34.33～35.43％）税率のばらつきは、
社会保障負担金の実質的な税率が年商によって
異なるため。�出所：法令解説書（MEMENTO 
PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE/FISCA-
L」、経済財政産業省。�

37, 004. 24

52. 75

2. 1

10

10 

41, 860

0. 866 0. 98

同上� 同上� 同上�

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�
27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

1ドル＝1. 13225ユーロ�

15（過去6カ月以上にわたり15％以上の資本を�
  保有する企業からの配当金の場合に5）�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�
31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�
32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�
33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�
34. 日本へのロイヤルティー�
　 送金課税（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

※注1：法令解説書「La revue fiduciaire」、APCE（Agence pour la creation d'entrepries）。    �
2：ヴァル・ド・マルヌ県商工会議所発行「事務所賃料・地価2002.01」�
3：税率は自治体（ヴァル・ド・マルヌ県内の）により13～28％のばらつきあり。�
4：税率は自治体により異なるが、パリ首都圏で3. 20～11. 28ユーロ/㎡/年。�
５：VAT税率は基本料金5. 5％、消費料金19. 6％、場合により地方税19. 6％。地方税率は自治体により異なる。�
6：パリ市環境保護局（DIRECTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT）。�
7：VAT税率は基本料金5. 5％、消費料金19. 6％。年間消費量500万kwhを超えるとTICGN（天然ガス国内消費税）、

TIFP（石油製品国消費税）が課税。�

備　　　考�

ｍ3 

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�ｍ3 

外資のみを対象とする特典はない。窓口は対仏投資庁。企業の設立や拡張、生産や研
究開発用拠点の建設、人件費の削減や生産性の向上、研究開発制度等により、国土整
備補助金（PAT）、地方自治体による奨励金（PRE、PRCE）等が交付される。��
出所：DATAR

特　記�
事　項�
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イタリア（ミラノ）�

1, 104～1, 590 1, 250～1, 800

1, 943～2, 650 2, 200～3, 000

2, 208～4, 151 2, 500～4, 700

829. 62、1, 305. 29

98年2. 4％、 99年1. 8％、 2000年1. 9％�

939. 30、1, 477. 85

159. 65～273. 69 180. 76～309. 87

１. ワーカー�
　（一般工職）�

高卒、入社5年目程度。�

機械金属部門(大企業）の１等級、7等級の
場合。産業部門別全国労働協約にて規定。�

ミラノ市内。有効建設許可付き。�
VAT20％別�

IVA20％込み。�出所：テレコム・イタリア�

①ミラノ市内住宅地（日本人学校近辺）�
②コンドミニアム， 120㎡～150㎡程度，プー
ル・駐車場の有無はケースバイケース。共
益費は通常、家賃に含まれる。�

①21. 20～22. 96�
②14. 13～19. 43�
③7. 07～11. 48�
④5. 30～11. 48

基本料　なし�
接続料　�
1回接続ごとに5. 47��
使用料　�
①15分以下1. 68�
／15分超1. 52��
②15分以下0. 96�
／15分超0. 87

基本料　なし��
接続料　�
1回接続ごとに6. 19�
使用料　�
①15分以下　1. 90�
／15分超　1. 72��
②15分以下　1. 09�
／15分超　0. 98

接続料　191. 58�
月額基本料　�
106. 74��
合計　298. 32

接続料　216. 91�
月額基本料�
120. 85��
合計　337. 76

①24～26�
②16～22�
③8～13�
④6～13

①0. 11��
②0. 22

①0. 1212��
②0. 2448

5245. 93

1, 300～1, 8001, 148～1, 590

123. 95109. 48

出所 ： テレコム・イタリア�2. 91262. 57

出所 ： OMNITELなし�なし�
①国内の固定電話向け・OMNITEL携帯
電話向け通話料�②国内の①以外の電
話向け通話料�VAT20％込み。��
出所 ： 同上�

PSTN回線56Kb/sまで・ISDN回線
64Kb/sまで�イタリア国内で一般電話で
アクセスした場合�VAT20％込み��
①月～金8 ： 00～18 ： 30�
／土8 ： 00～13 : 00��
②月～金18 ： 30～8 ： 00�
／土0 ： 00～8 : 00・13 ： 00～24 ： 00�
／日0 : 00～24 ： 00

ADSL、光ファイバー、640Kbit/s、常時接続、
ルーター借料・配達料・メンテナンス料込み、
VAT20％込み�

2ヵ月単位の基本料金（35. 08ユーロ）を折
半�IVA20％込み。��
出所 ： テレコム・イタリア�

17. 5415. 49

ミラノの複数の工業団地から算出�
VAT20％別�

①ミラノ市中心部�
②ミラノ市ビジネス街�
③トリノ市中心部�
④トリノ市ビジネス街�
IVA20％別�

13ヵ月目の給与支給が全国労働協約で
規定されている（賞与として1ヵ月分を支
給する）。企業によっては、さらに１カ月分
を上乗せしたり、業績に応じて加算する
ケースもある。�
39. 35％（雇用者30. 46％、被雇用者8. 89
％）～43. 07％（雇用者33. 88％、被雇用
者9. 19％）�

大卒、入社5年目程度。�

同上�

企業規模、職種により異なる。�

被雇用者の平均賃金上昇率�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�
３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�
　（2002年）�

４. 法定最低賃金�
　（2002年）�

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�
９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�
　 月額�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）月額�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額�
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米ドル� ユーロ�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場→�
最寄り港（ジェノバもしくは�
ラ・スペッツィア）→横浜港�

36. 現地通貨対ドルレート�

中圧電力、月220時間以上使用、消費量
8GWhの場合��
年間基本料から月額を算出、リラ表示を
ユーロに換算、VAT20％込み�

天然ガス�
①25. 0332/　+税1. 2498/　+基本料金�
　2. 1381/　+VAT20％�
②23. 5809　+税1. 2498/　+基本料金�
　2. 1381/　+VAT20％�

①～③は業界内の競争が激しく、値下げ・
値上げの変動があるため、調査時点の目
安の金額を記載。�第三国輸出は、金額
的に最も多い仕向け地。�ニューヨークよ
りも距離の遠い日本向け料金が安いのは、
取扱量の差（需要）による。�

天然ガス35. 9547/　+4. 4849/　+VAT10％
基本料金1. 549371/月+VAT10％�

使用料　0. 07��
電気使用税 0. 01��
月額基本料�
124. 08

使用料　0. 08��
電気使用税 0. 01�
月額基本料　�
140. 48

低圧電力、3kWまでの需要、15 1～
220kWh／月消費の場合。VAT10％込
み�

下水道使用料、VAT20％込み�

下水道使用料、VAT10％込み�

使用料 0. 13��
電気使用税 0. 03��
月額基本料 0. 65

使用料　0. 15��
電気使用税 0. 03�
月額基本料 0. 74

3ヵ月の使用量が�
25　以下の場合�
0. 57ユーロ��
25　超の場合　�
0. 72ユーロ�

3ヵ月の使用量が�
25　以下の場合�
0. 65��
25　超の場合　�
0. 81

使用量が�
①0. 1M　/年以下�
の場合　30. 12�
②0. 1M　/年超の�
場合　28. 58

使用量が�
①0. 1M　/年以下�
の場合　34.11��
②0. 1M　/年超の�
場合　32. 36

使用料　39. 29�
基本料金1. 51/月�

使用料　44. 48�
基本料金1. 70/月�

0.810.72

566前後�500前後�

②第三国輸出：工場→最寄�
り港（ジェノバもしくはラ・ス�
ペッツィア）→第三国仕向け�
港（ニューヨーク） �
③対日輸入：横浜港→�
最寄り港（ジェノバもしくは�
ラ・スペッツィア）→工場�

1,020900前後�

1, 2451, 100前後�

14, 664. 7912, 952. 48
フィアット　プント 1600cc ELX12�州税、
道路車両税、VAT20％込み�

44, 593. 6539, 386. 72 メルセデスE270 CDI エレガンス 2700cc
州税・道路車両税、VAT20％込み�

2002年財政・予算法で、生産活動税（州
事業税 ： IRAP）の引き下げ、廃止を決定。
2002年2. 5％、2003年2. 0％、2004年廃止�
18. 0％～45. 0％。2002年財政・予算法で、税
率改定を決定。�
10万ユーロ以下23％、10万ユーロ超33％�

食料品等の特定商品・サービスについては、
10％、4％の軽減税率がある。�

日伊租税条約に基づき軽減税率が適用。�

受取人が配当企業の資本の25％以上を
直接保有している場合は10％。�

同上�

0. 96～0. 980. 85～0. 87

南部等の特定地域で所得税減免、補助金交付、銀行利子の一部政府負担、R&D
活動に対する補助金・低利融資制度がある。政府による特定地域への中小企業振
興、起業支援の優遇措置、各州レベルでの産業・業種別インセンティブがある。�
2002年財政・予算法において、生産活動への再投資に対する減税措置を実施。�

45

33

20

10

15

10

1ドル＝1. 13225ユーロ�

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�
27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�
28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�
32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�
33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�
34. 日本へのロイヤルティー�
　 送金課税（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

水 道 �
料 金 �

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

ｍ3 

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�ｍ3 

ｍ3 ｍ3 

ｍ3 ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 
ｍ3 

ｍ3 ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 
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スペイン（マドリード）�

864. 13 979. 85

4, 855. 81 5, 506. 08

4, 741. 05 5, 375. 95

389. 98 442. 20

153. 71～461. 13 174. 29～522. 88

3. 70～7. 99 4. 19～9. 06

97. 19 110. 20

11. 95 13. 55

16. 60～40. 58 18. 82～46. 01

1, 322. 85～�
1, 909. 31

1, 500. 00～�
2, 165. 00

１. ワーカー�
　（一般工職）�

2000年第4四半期データ�出所 ： 国家統
計局(工業・サービス産業アンケート）�

地域別・産業別、性別、年齢別区別なし。
出所 ： 官報�

使用データ ： 会社員および一般工職の平
均給与額。国家統計局の統計を基にジェ
トロ・マドリードセンターで算出。�

VAT16％込み。�
マドリード市郊外半径10～40㎞の範囲内。�
出所 ： CBリチャードエリス�

VAT16％込み。��
出所 ： CBリチャードエリス�

VAT16％込み。�
共益費の有無は物件による。�

非課税。家具、駐車場付き。契約時、１カ月
分の保証金要。�

最高通信速度　56～64Kbps、�
電話料金は別。�

通常は年間で給与2カ月分。多くの企業
は７月と１２月の年２回に分けて支払う。
企業によっては賞与分を織り込んだ１４カ
月分の年収を１２カ月払いとしているとこ
ろもある。�

基本負担率 ： 雇用者（企業） 23. 6％
　被雇用者（本人） 4. 7％（２００２年）�

98年2. 1％、 99年2. 0％、 2000年2. 1％�

ジェトロ・マドリードセンターで算出。�

同上�

（※注）�

VAT16％込み。�

VAT16％込み。�

3. 00 3. 40 VAT16％込み。�

18. 56 21. 04 出所 ： テレフォニカ（スペイン電話局）�

6. 15 6. 97

24. 56～222. 62 27. 85～252. 43

最高通信速度　256～2048Kbps、�
電話料金は別。�

VAT7％込み。��
出所 ： カナル・デ・イサベルセグンダ社�

同上�

39. 97～478. 77 45. 32～542. 88

VAT16％込み。�出所：イベルドローラ社�0. 0743～0. 0813 0. 0843～0. 0922

同上�0. 081 0.0919

0. 558～1. 467 0. 633～1. 664

0. 576～0. 661 0. 653～0. 750

同上�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�
３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�
　（2002年）�

４. 法定最低賃金�
　（2002年）�

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�
　 月額�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）月額�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額�

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�
20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

水 道 �
料 金 �

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 
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米ドル� ユーロ�

23. 業務用ガス料金�
　 基本料金（月額）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
対日輸出：工場（マドリード）�
→最寄り港（バルセロナ）��
対日輸入：最寄り港�

（バルセロナ）→最寄り港�
（バルセロナ）�

①対日輸出：最寄り港�
（バルセロナ）→横浜港�

②第三国輸出：最寄り港�
（バルセロナ）→�
第三国仕向け港（バンコク）�

③対日輸入：横浜港→�
最寄り港（バルセロナ）�

36. 現地通貨対ドルレート�

VAT16％込み。��
出所 ： ガス・ナテュラル社�

ただし、実際の値段は、輸入・輸出貨
物の重量等によって売り値・買い値が
変わってくる。�

BAF : Bunker Adjustment Surcharge 
（重油の値上げによる割増料金）�

5. 09～168. 07 5. 77～190. 58

同上�

同上�

同上�

0. 290～0. 518 0. 329～0. 587

2. 54～62. 62 2. 88～71. 01

0. 290～0. 518 0. 329～0. 587

1, 077. 68 1, 222. 00

700. 00�
+BAF US$ 100. 00

793. 74�
�+BAF 113. 39

800. 00�
 �+BAF US$ 100. 00

907. 13�
+BAF 113. 39

1, 700. 00�
+BAF US$ 100.00

1, 927. 66�
+BAF 113.39

SEAT社 LEON 1. 6 STELLA （国産） 
1597cc。車体価格・輸送費・VAT16％・
登録税込み。登録税は含まず。�

ボルボ S80 2. 8 T6　2783cc。車体価
格・輸送費・VAT16％・登録税込み。登
録税は含まず。�

キャピタルゲイン、受取配当、受取利子を
含む。�

軽減税率７％、特別軽減税率4％�

日西租税条約�

同上�

同上�

国税（15％, 20. 17％, 23. 57％, 31. 48％, 
38. 07％, 39. 6％）州税（3％, 3. 83％, 
4. 73％, 5. 72％, 6. 93％, 8. 4％）�

中央政府、自治州、市町村の各レベルで、中小企業振興策、技術革新奨励策、研究
開発活動奨励策などの優遇措置を設けている。�

出所 ： レプソール社�

12, 315. 73 13, 965. 00

0. 687

35

10

10

1ドル＝1. 13225ユーロ�

16

国税：最高 39. 6�
州税：最高 8. 4

10：子会社資本の25％以上を�
　　1年間以上保有�
15：上述以外�

0. 779

41, 705. 05～�
57, 398. 46

47, 290～�
65, 085

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

※注：失業保険負担率（無期限雇用契約）、雇用者 6. 00％、被雇用者 1. 55％�　　　�
　　　職業訓練保険負担率：雇用者 0. 60％、被雇用者 0. 10％�

備　　　考�

　 同（　当たり）�ｍ3 

　 同（　当たり）�ｍ3 

24. 一般用ガス料金�
　 基本料金（月額）�

特　記�
事　項�
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オランダ（アムステルダム）�

1, 661 1, 887. 5

3, 157 3, 587. 5

4, 209 4, 783. 33

1, 061. 81 1, 206. 6

166. 5～261. 8 189. 21～297. 5

4. 95 5. 63

124. 17 141. 1

20. 94 23. 79

30. 25 34. 38

１. ワーカー�
　（一般工職）�

業種 ： 金属�
出所 ： EPROM（人材コンサルタント会社）�

23歳以上、月額、2002年1月1日改定。��
出所 ： De Lorijn Accountants and 
Tax Adviosrs

出所 ： Implementation Institute Em-
ployee Insurance

1896年以来、工業団地の用地は購入では
なく、リースとなっている。　�工業団地名：
SloterdijkⅢ(ＶＡＴ19％込み）��
出所：アムステルダム開発公社�

2001年上期のデータ、ＶＡＴ19％込み。�
出所 ： NVM Real Estate 

ISDN、接続料金は市内通話料と同じ、
VAT19％込み。�

給与2ヵ月分相当（1ヵ月は義務、通常1カ
月分追加）�

雇用者 ： 18. 66％　被雇用者 ： 36. 05％�

98年3. 0％、 99年2. 6％、 2000年3. 3％�

業種 ： 製造業、エネルギーなど��
出所 ： 同上�
業種 ： 人事�
出所 ： 同上�

出所 ： 中央計画局（CPB）�

出所 ： IMD

1, 130 1, 284. 09 都市の 3部屋付きアパート（諸費用含む）
出所 ： IMD

ISDN、VAT19％込み。��
内訳①加入料 ： 34ユーロ、�
②回線工事費：（機器込み）68. 07ユーロ、
③接続工事費：39. 03ユーロ出所 ： KPN

ISDN、VAT19％込み。�出所：同上�

0. 95 1. 08 接続料金0. 09ユーロ＋通話料金0. 33ユー
ロ/分�出所 ： 同上�

46. 2 52. 5 出所 ： Libertel

50. 6 57. 5

基本料金：23. 8�
インターネット�
接続料金�
：0. 025/分�

基本料金 ： �
31. 94/月��
電力量料金：�
昼間0. 0411、�
夜間0. 0239

基本料金 ： �
36. 3/月�
電力量料金：�
昼間0. 0467、�
夜間0. 0272

基本料金：�
4. 39/月��
電力量料金：�
0. 1404

基本料金：�
4. 99/月��
電力量料金：�
0. 1595

基本料金：27. 04�
インターネット�
接続料金�
：0. 028/分�

VAT19％および環境税別。環境税は電
力消費量1万kWhまで0. 1285ユーロ/kWh、
1万kWh超0. 0427ユーロ/kWh��
出所 ： NUON

VAT19％、環境税込み。�
2001年10月1日から�
出所 ： 同上�

ADSL（常時接続）、月額固定料金、
VAT19％込み。�73. 79 83. 85

月当たり500分の通話が含まれるパッケー
ジ料金、VAT19％込み。�出所：同上�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�
３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�
　（2002年）�

４. 法定最低賃金�
　（2002年）�

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�
　 月額�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）月額�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額�

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �
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米ドル� ユーロ�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場→�
最寄り港（ロッテルダム）→�
横浜港�

36. 現地通貨対ドルレート�

VAT6％込み。�従量料金には水道税を
含む。�
出所 : アムステルダムウォーターボード�

VAT6％込み。従量料金には0. 13?の水
道税（使用量に応じて課される）を含む。�
出所 : 同上�

ＶＡＴおよび環境税込み。�
出所 ： NUON

内訳：��
①国内輸送251. 84��
②国際輸送368. 52��
③燃料貯蔵料113. 39��
④港湾ハンドリング料137��
出所 ： 日本通運�

オペル・アストラ ＧＬ1. 6-8V（マニュアル、
輸入車、1600cc）、 諸税および廃車回収
費用（45ユーロ）込み�

メルセデス・ベンツＥ240セダン（マニュアル、
輸入車）排気量 ： 2500CC　諸税および
廃車回収費用（45ユーロ）込み�

資本参加免税が認められており、ある基
準を満たせばキャピタルゲイン、受取金配
当金に関しては免税。貸付金に対する受
取利息は左記の税率が適用。�
その他 ： 資本税（0. 55％）株式発行時に
払込金額・無償増資額に対して課税される。�
出所：オランダ財務省 

VAT19％込み。��
出所：シェル（セルフサービス）�

同上�

租税条約�

①32. 35％　②37. 85％　③42％  ④52
％ の4段階�出所 ： オランダ財務省�

基本料金 ： 3. 07�
～53. 05/月�
従量料金 ： 1. 31

基本料金 ： 3. 49�
～60.28/月�
従量料金 ： 1. 49

基本料金：�
36. 83/年�
従量料金 ： 1. 31

①0～5,000　：�
0. 364��
②5千～17万　：�
0. 2974��
③17万～100万　�
0. 1888��
④100万～300万　�
0. 178

①0～5, 000　：�
0. 414��
②5千～17万　：�
0. 3379��
③17万～100万　：�
0. 2145��
④100万～300万　：�
0. 202

基本料金 ： 4. 08/月��
従量料金 ：�
0. 3645

基本料金 ： 4. 64/月�
従量料金 ：�
0. 4142

基本料金�
：41.85/年�
従量料金 ： 1. 49

商品およびサービスの国際貿易に対し
ては0％、食料、薬、農業製品もしくはサ
ービス、文化事業に対しては6％、その他
の商品・サービスに対しては9％�

5％�（ただし、6ヵ月以にわたり25％以
上の出資をしている場合）�

①地方投資助成制度（IPR） ： 特定開発指定地域への直接投資、進出に対する
地方投資助成金制度 ②雇用機会創出補助金（PSOL） ： ③タックスルーリング ： 
事前に課税内容について納税者と税務当局が協議する。④30％ルール ： 外国人
駐在員（10年間まで）は課税対象給与の30％は非課税。�

22, 689ユーロ(19, 966ドル）までは29％、�
それ以上の金額については34. 5％�

1ドル＝1. 13225ユーロ�

766. 7 871. 25

14, 163. 6 16, 095. 00

41, 829. 46

52

非課税�

非課税�

47, 533. 48

0. 95 1. 08

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　 送金課税（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

水 道 �
料 金 �

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

ｍ3 ｍ3 

ｍ3 ｍ3 

ｍ3 ｍ3 

ｍ3 ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 
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ベルギー（ブリュッセル）�

2, 142. 44 2, 429. 35１. ワーカー�
　（一般工職）�

2000年平均�
出所：Vacature

年2回支給が一般的�
夏：月給ｸﾞﾛｽの92％、冬：月給ｸﾞﾛｽの100％�

21歳以上�
出所：Secretariat Social Partena

出所：同上�

出所：同上�

出所：同上�

出所：Ministry of Economic Affairs

ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ市郊外10km程度�
出所：ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｴﾘｽ社、ﾌﾞﾞﾘｭｯｾﾙ首都圏開発公社�

諸経費、税除く�
出所：同上�

諸経費（20～25％）は含まれない。�
出所：同上�

ｱﾊﾟｰﾄ（家具なし）、諸経費は含まれない。�
出所：同上�

VAT：21％込み。数値は既存の回線が存在する場
合。新設の場合は134.38EUR（VAT21％込み）。�
出所：ベルガコム資料�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 2, 553. 48 2, 555. 26

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

3, 073. 76 3, 485. 38

1, 025. 67 1, 163. 02４. 法定最低賃金�

雇用者数20人以上の企業のﾎﾜｲﾄｶﾗｰの場合�
被雇用者：13. 07％　雇用者：32. 44％�

97年2. 53％、98年2. 39％、99年2. 04％ 

8. 23～11. 02

5. 51～16. 39

1, 146. 47～1, 411. 04 1, 300～1, 600

6. 25～18. 58

9. 33～12. 50

97. 01～220. 48 110～250

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 58. 2 65. 99

1. 28 1. 45
14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

出所：ベルガコム�

BC：32. 63～43. 65�
FT：0

BC：32. 63～43. 65�
FT：0

BC：11. 46～20. 72�
FT：21. 42～52. 91

BC：13. 00～23. 50�
FT：24. 29～59. 99

基本料金：20. 30�
電力量料金：0. 1189

基本料金：4. 89/月�
電力量料金：0. 1390

基本料金：23. 02�
電力量料金：0. 1348

基本料金：5. 55/月�
電力量料金： 0. 1576

47. 98（LANによる
接続1台）～105.  83
（同無制限）�

54. 41（LANによる
接続1台）～120.  00
（同無制限）�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

21％込み。�
出所：同上�

VAT：21％込み。加えて1通話当たり
0.0992ユーロの接続料が必要。�
出所：同上�

VAT：21％込み。�
出所：BC；ﾌﾟﾛｸｼﾐｽ（ﾍﾞﾙｶﾞｺﾑ系）、
FT；ﾓﾋﾞｽﾀｰ（ﾌﾗﾝｽ・ﾃﾚｺﾑ系）�

FTの24.29は通話料2ｈ、59.99EURは
同8ｈ込み。VAT：21％込み。�
出所：同上�

原則、個別契約。�
出所：同上�

料金は、VAT（21％）およびエネルギー税
（0.00136EUR/ｋWh）含む。�
出所：同上�

常時接続、電話料金込み、通信速度1M、
接続方式ADSL、VAT：21％込み。�
出所：同上�

13. 電話基本料金月額� 14. 29 16. 2

出所：Secretariat Social Partena＆
National Office of Social Security

電 気 �
料 金 �

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

定額制なし� 定額制なし�
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米ドル� ユーロ�

907. 13

1, 604 1, 818. 80

2, 100 2, 381. 22

料金は、VAT6％込み。�
出所：ベルガコム�

基本料金：1. 83/月、
使用量料金：1. 65�
（年間使用量500m3ま
で）、0. 95（年間使
用量500m3超過分）�

基本料金：2. 07/月、�
使用量料金：2. 01�
（年間使用量500m3ま
で）、1. 08（年間使
用量500m3超過分）�

基本料金：1. 93/月�
使用量料金：1. 88

基本料金：2. 19/月�
使用量料金：2. 13

基本料金：8. 1951/月�
使用量料金：0. 0313742

基本料金：9. 2925/月�
使用量料金：0. 0355757

同上�

標準21％、新聞0％、その他軽減税率6、
12％の全4段階�
出所：同上�

持分25％以上を最低6カ月間維持している
場合は5％。日本との租税条約（第10条）�
出所：同上�

日本との租税条約（第12条）�
出所：同上�

VWｺﾞﾙﾌⅣ1. 6 1595cc。国産自動車メーカーはな
い。�VAT21％込み。その他、車両税（購入年
123. 95ユーロ、次年度から207. 78ユーロ）は別。�

同国は原則セルフサービス�
価格帯は、0. 939～0. 944EUR

料金は、VAT21％およびエネルギー税
（0.00136EUR/　）含む。�
出所：同上�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�

①対日輸出：工場�
→最寄り港�
（アントワープ）→横浜港�
②第三国輸出：工場�
→最寄り港（アントワープ）�
→第三国仕向け港�
（ニューヨーク）�

③対日輸入：横浜港→�
最寄り港�
（アントワープ）→工場�

36. 現地通貨対ドルレート�

料金は、VAT6％込み。�
出所：同上�

最寄港はアントワープ、第3国仕向け港
は頻度が多いニューヨークとした。�
出所：日通ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ港湾支店�

海上輸送費のみ、ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ港での手数料THC
（ﾀｰﾐﾅﾙﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾁｬｰｼﾞ）111. 63EUR含まず �

海上輸送費のみ、横浜港での手数料THC
（ﾀｰﾐﾅﾙﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾁｬｰｼﾞ）40, 982円含まず�

13, 193. 2226. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

ﾍﾞﾝﾂC240 2597ｃｃ国産。VAT21％込み。
車両税（購入年1, 239. 47ユーロ、次年度
から527. 48ユーロ）は別。�

課税対象所得を分割して各レベル毎に各税率
が適用される。�
出所：Mement Fiscal 、 Moniteur Belge

25～55％の7段階�
出所：同上�

0～25, 000. 00ユーロ　28. 84�
25, 000. 01～89, 000. 00ユーロ　37. 08�

89, 500. 01～323, 750. 00ユーロ　42. 23�
323, 750. 01ユーロ～　 　　　　40. 17

30, 198. 90

0. 83 0. 94

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

10

10

15

1ドル＝1.13225ユーロ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

ｍ3 

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�ｍ3 

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�ｍ3 

800

35. 投資優遇措置�
次の目的で投資を行う場合、税制上の控除が受けられる。�
・省エネルギーの推進・新製品�
・技術の研究開発・再利用可能な梱包の製造�

日本との租税条約（第11条）�
出所：同上�

21

55

14, 960

34, 243
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アイルランド（ダブリン）�

1759. 16 1, 997

2, 568.7 0～   �
5, 138. 29 2, 916～5, 833

3251. 40 3, 691

5. 26 5. 97

27. 31～543. 52 31～617

42. 28～72. 23 48～82

17. 62～33. 47 20～38

１. ワーカー�
　（一般工職）� 出所 ： 中央統計局�

時給。2002年10月1日以降は6.27ユーロに変更予定
出所 ： 同上�

出所 ： 同上�

出所 ： eircom社�

出所 ： Sherry FitzGerald Research 

1, 321. 35～   �
5, 285. 40

1, 500 ～ 6, 000

109. 81 124. 66

ISDN。��
出所 ： 同上�

アイルランドでは一般的ではない。�

29. 79 36. 83

8, 000kWhを超過した分については 0.10
ユーロ/kWhが適用される。大口割引もある。
出所 ： ESB（Electrocity Supply Board）�

0. 11  0. 13

n. a. n. a.

出所 ： ESB（Electrocity Supply Board）�0. 08 0. 095

同上�16. 65 18. 9

加入料はない。��
出所 ： 同上�

なし� なし�

出所 ： 同上�

月額基本料�
：17. 17～44. 74�
通話料�
：0. 11～0. 38

月額基本料�
：19. 5～50. 79��
通話料�
：0. 13～0. 44

平日、日中料金。��
出所 ： 同上�2. 41 2. 74

アパート　1,500ユーロ～（2ベッド、駐車場
付き、市中心より3km）　一軒家　2,000ユ
ーロ～（3ベッド以上、駐車場・庭付き､市中
心より3～20km）　出所 ： MyHome.ie社�

出所 ： アイルランド政府産業開発庁（IDA）�

ストックオプションを中心とする変動賞与
が大企業に浸透�

週給356ユーロ未満 ： 8.5％､�
週給356ユーロ以上 ： 12％��
被雇用者 ： 2％ （健康保険）+ 4％�

98年5. 44％、 99年6. 25％、 2000年9. 6％�

出所 ： アイルランドエンジニアリング協会�

出所 ： 中央統計局�

出所 ： 中央統計局�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�
３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�
　（2002年）�

４. 法定最低賃金�
　（2002年）�

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�
　 月額�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）月額�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額�

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

下水処理も含む。��
出所 ： Dublin City Council0. 56 0. 997

一般に無料。地域により支払要の場合あり。�ダブリンは無料�

水 道 �
料 金 �

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

ｍ3 
22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�
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米ドル� ユーロ�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場→�
最寄り港（ロッテルダム）→�
横浜港�

②第三国輸出：工場→�
最寄り港（ロッテルダム）→�
第三国仕向け港�

（ノーフォーク）�

③対日輸入：横浜港→�
最寄り港（ロッテルダム）→�
工場�

36. 現地通貨対ドルレート�

アイルランドでは40ftコンテナ本船が入れる
港がないため、他ヨーロッパ諸国の港、例
えば、ロッテルダムやサザンプトンなどを経
由して送る場合が多い。（市内輸送は
Euro 150～170）　　�
出所 ： 日通アイルランド�

出所 ： Bord Gais0. 03 0. 03

同上�0. 17 0. 2

1, 000～1, 200 1, 132～1, 359

最寄港（ロッテルダム）　第三国仕向け港（ノ
ーフォーク、 ＮＹなど）。�（ヨーロッパに輸
送する場合はトラックが使用される）�
出所 ： 同上�

2, 100～2, 500 2, 378～2, 831

出所 ： 日通東京営業事務所�3, 500～3, 800 3, 963～4, 303

トヨタ　カローラ（Tarra）、1400cc、マニュ
アル （VAT20％、 自動車税25％込み）�
出所 ： Tom Hogan Motors社�

17, 336. 11 19, 680

トヨタ　カムリ、2400cc、マニュアル　（VAT20
％、自動車税30％込み）��
出所 ： Tom Hogan Motors社�

22, 776. 55 25, 856

無鉛ガソリン�出所 ： Shell社�0. 73 0. 84

2003年より12.5％。軽減税率が適用され
ているものについては、引き続き業種により
2005或いは2010年まで適用。��
出所 ： アイルランド政府産業開発庁（IDA）�

0％, 4. 3％, 12. 5％, 21％の4段階��
出所 ： Ireland Revenue Commisioner

租税条約。租税条約非締結国とは２２％
の税率を適用。�

同上�

同上�

標準税率：16、軽減税率：10

21

10

10

0

出所 ： Ireland Revenue Commisioner

20（収入が、独身 ： 28, 000ユーロ、片親世
帯 ： 32, 000ユーロ、既婚で働き手1人 ： 
37, 000ユーロ、既婚で共働き ： 56, 000ユ
ーロ以下の場合）�42（上記以外）�

アイルランド政府産業開発庁（IDA) からの補助金（雇用、教育など）。�

1ドル＝1. 13225ユーロ�

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　 送金課税（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

ｍ3 

ｍ3 
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ギリシャ（アテネ）�

745. 4～784. 8 836～880１. ワーカー�
　（一般工職）� 推定（公式統計は1998年まで）�

同上�

同上�

出所：ギリシャ不動産業者協会�

出所：同上�

出所：ギリシャ電信電話会社（OTE）�

出所：公共電力公社（PPC）�

契約により異なる。��
出所：同上�

工業団地の賃借不可。購入のみ。�

同上�

クリスマス：月給の1カ月分、イースタ
ー、夏季にそれぞれ：0.5カ月分支給。
法律で支払いが義務付けられている。�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 1, 098. 7～1, 440. 3 1, 232～1, 615

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

1, 275. 3～1, 364. 4 1, 430～1, 530

同上�

出所：ギリシャ投資開発銀行（ETVA）�

421. 7 472. 89４. 法定最低賃金�

基本給の2カ月分�

雇用者：27. 96％　被雇用者：15. 90％�

98年6. 3％、99年4. 5％、2000年6. 2％�

テッサロニキ：26. 2�
ボロス：19. 4�

スレース：6. 3～11. 5

テッサロニキ：29. 35�
ボロス：21. 72�

スレース：7. 04～12. 91

n. a.

アテネ中心部：�
19. 6～26. 8�
Maroussi地区�

23. 06～30. 75�
テッサロニキ中心部�

7. 68～11. 53

アテネ中心部：�
22. 0～30. 0�
Maroussi地区�

26. 40～35. 20�
テッサロニキ中心部�

8. 80～12. 30

Kolonaki地区：�
7. 3～11. 8�

アテネ郊外：�
7. 4～11. 0

Kolonaki地区：�
8. 20～13. 20�

アテネ郊外：�
8. 80～12. 30

n. a.

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
     購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�

12. 電話架設料� 26. 2+VAT18％�29. 35+VAT18％�

出所：同上�

出所：同上�

出所：ギリシャ�

0. 74+18％VAT 0. 83+18％VAT

6. 5+18％VATから� 7. 34+18％VATから、電�
話会社の販売策による�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

0. 002/秒�16. 携帯電話基本通話料�

3カ月：43. 2�
6カ月：83. 3�
1年：157. 1�
月額：11. 8�
+18％VAT

3カ月：48. 42�
6カ月：93. 41�
1年：176. 21�
月額：13. 21�
+18％VAT

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

低電圧：0. 07�
中電圧：0. 05

低電圧：0. 08�
中電圧：0. 05

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

出所：同上�13. 電話基本料金月額� 基本料金：14. 7�
0. 03/unit+18％VAT

基本料金：16. 43�
0. 03/unit+18％VAT

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

出所：同上�
4. 01（3カ月ごと
固定）�
+0. 09+8％VAT

4. 50（3カ月ごと
固定）�
+0. 10+8％VAT

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

11. 8+18％VAT 13. 21+18％VAT
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米ドル� ユーロ�

600～700 680～800

32. 5（アテネ証券取引所上場企業）�
37. 55（非上場企業）�

42. 25（2001年）�
40. 00（年）�

37. 5（2001年）�
35. 0（2002年）�

18（一般）�
8（食品､医薬品、�

ユーティリティ等）�
4（新聞､書籍等）�

出所：アテネ水道公社（EYDAP）�

出所：同上�

出所：同上�

VW ゴルフ�

出所：経済財務省�

出所：同上�

出所：同上�

出所：ギリシャ投資センター�

出所：天然ガス公社（DEPA）�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�

0～1, 000ｍ3：0. 63�
1, 000ｍ3以上：0. 74 �
+8％VAT

0. 71�
0. 83�
+8％VAT

1. 32（3ヵ月ごと固定）�
15ｍ3まで：0. 32�
16～60ｍ3：0. 49�
61～81ｍ3：1. 41�
82～105ｍ3：1. 97�
105ｍ3以上：2. 76�
+8％VAT

1. 48（3ヵ月ごと）�

無税（法人所得税課税対象）�

36. 現地通貨対ドルレート�

0. 16～0. 17（平均）�
18％VAT

0. 18～0. 19（平均）�
18％VAT

0. 23（暖房用）�
0. 34（その他用）�
+18％VAT

0. 26（暖房用）�
0. 38（その他用）�
+18％VAT

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

15, 480～17, 400 17, 358～19, 512

アウディ 2400A647, 109～50, 120 52, 825～56, 200

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

0. 63 0.71

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

10または20�
（ロイヤルティーの内容により異なる）�

1ドル＝1. 13225ユーロ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税率�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税率�
　（最高税率、％）�

35.  投資優遇処置�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当金送金�
　  課税（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

適切な投資､事業に対し、資金による支援優遇措置および税制上の優遇
措置が適用される。すなわち、次のような形式、①助成金②利子補給
③リースに対する補助金④税控除⑤特に重要な工業、鉱業、観光業で、
250億DRSを超える投資に対する特別優遇措置が、新規投資家、旧投資
家にわけて、供与される。�
さらに、上記優遇措置は、四地域にわけ、各地域ごとに供与される。�

0. 36�
0. 55�
1. 58�
2. 21�
2. 76

無鉛�
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ポルトガル（リスボンとテージョ河流域）�

423. 75 480. 5１. ワーカー�
　（一般工職）�

99年度。��
出所：労働・連帯省統計による�

同上�

同上�

月給、2002年1月1日改定�

ALFRAGIDE工業団地、リスボンより
10㎞�

市中心部リベルダーデ通り沿い�

同上�

コンドミニアム、面積：165㎡。駐車場：
１台。原則として入居時に家賃２カ月分
を前払い。�

VAT17％込み。�

VAT17％を含む。使用時間無制限。
通信速度：56Kbps、電話料金は別。�

VAT17％込み。�

出所：国立統計院�

労働法による�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 1, 097. 53 1, 244. 51

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

1, 622. 12 1, 839. 35

４. 法定最低賃金� 306. 9

夏期賞与およびクリスマス助成金と�
して、それぞれ基本給の１カ月分を支給�

雇用者：23. 75％　被雇用者：11. 00％�

98年3. 9％、99年2. 1％、2000年3. 79％�

251. 27

用地の賃貸は行われていない�

23. 81

1, 759. 56 1, 995. 19

27

284. 92

348

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
     購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�
アナログ：74. 11�
ＩＳＤＮ：148. 22

アナログ：84. 04�
ＩＳＤＮ：168. 07

アナログ：12. 22��
ＩＳＤＮ：24. 65

アナログ：13. 86�
ＩＳＤＮ：27. 95

無料�

通常時間帯：1. 08�
割引時間帯：0. 82

通常時間帯：1. 23�
割引時間帯：0. 93

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

11. 47 13. 01
16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. 98 20. 39
17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

VAT17％含む。常時接続、電話料込み、
ADSL方式、通信速度：ダウンストリー
ム＝1Mbps、アップストリーム＝128Kbps。�

128. 66 145. 89
18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�13. 電話基本料金月額�

月額基本料金：89. 17�
電力量料金：0. 08

月額基本料金：101. 11�
電力量料金：0. 09

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

VAT17％込み、月額基本料金が41.4kVAの
場合。　　　　                                 

VAT17％込み、月額基本料金が3.45kVAの
場合。　　　　                                 

月額基本料金：�
5. 24�

電力量料金：�
0. 09

月額基本料金：�
5. 94�

電力量料金：�
0. 10

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �
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米ドル� ユーロ�

月額基本料金：2. 15��
使用量料金：0. 55

月額基本料金：2. 44��
使用量料金：0. 63

528, 87（輸送費）�
＋79. 33（BAF）�

599. 69（輸送費）�
＋89. 95（BAF）�

1, 011. 07（輸送費）�
＋69. 96（BAF）�

1, 146. 47（輸送費）�
＋79. 33（BAF）�

1, 804. 37（輸送費）�
＋61. 7（BAF）�

2, 046（輸送費）�
＋69. 96（BAF）�

VAT 5％込み。150～999ｍ3まで。　　　
同料金はリスボアガス社料金のためリス
ボン県にのみ適用�

VAT 5％込み、50ｍ3 まで。      

BAF=Bank Ajustment Factor�
（当国の経済的諸要素により変動）�

市町村付加税＝最高10％�

17％（12％）, 12％（8％）, 5％（4％）�
（　）内表記はアソーレスおよびマデイ
ラ地域の税率�

ホンダ・シビック　1. 6ES 4ドア1590cc。
VAT17％＋自動車税1cc x 8. 09～8, 043. 19
ユーロ（1251cc以上）�

無鉛95ガソリン�

VAT 5％ 込み。1000～9999ｍ3まで）。  
同料金はリスボアガス社料金のためリス
ボン県にのみ適用�

21. 業務用水道料金�
　（ｍ3当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（ｍ3当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（ｍ3当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
　→最寄り港（リスボン）�
　→横浜港�

②第三国輸出：工場�
　→最寄り港（リスボン）�
　→第三国仕向け港�
　　（ニューヨーク）�

③対日輸入：横浜港�
　→最寄り港（リスボン）�
　→工場�

月額基本料金：66. 97�
使用量料金：0. 96

25

36. 現地通貨対ドルレート�

月額基本料金：8. 62��
使用量料金：0. 49

月額基本料金：9. 78��
使用量料金：0. 55

月額基本料金：75. 94�
使用量料金：1. 09

VAT 5％込み、50ｍ3 まで。      22. 一般用水道料金�
　（ｍ3当たり）�

月額基本料金：3. 10��
使用量料金：�
0. 11（5ｍ3/月まで）, �
0. 41（6～15ｍ3まで）�

月額基本料金：3. 51��
使用量料金：�
0. 12（5ｍ3/月まで）,  �
0. 47（6～15ｍ3まで）�

20, 257. 24 22, 97026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

メルセデス・ベンツ　S320　3199cc。
VAT17％＋自動車税1cc x 8. 09～8, 043. 19
ユーロ（1251cc以上）�

12％,  14％,  24％,  34％,  38％,  40％の�
6段階�

79, 676. 66 90, 346. 59

0. 76 0. 86

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

30

40

17（12）�

20

15

1ドル＝1. 13225ユーロ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29. 法人所得税�
　（基本税率、％）�

30. 個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
　（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

 

49, 879, 790ユーロ超の投資案件は政府と、24, 939, 895ユーロ超の投資案件は
投資・観光・貿易振興庁（ICEP）との個別交渉により優遇措置を得ることが
できる。�



JETRO ユーロトレンド　2002.5238

16

オーストリア（ウィーン）�

2, 119 2, 400
１. ワーカー�
　（一般工職）� 出所：オーストリア統計局�

同上�

同上�

オーストリア労働組合総同盟（法定最
低賃金はなく、団体協約に基づく実質
的な推定額）�

出所：オーストリア労働組合総同盟、
連邦労働院�

ウィーン市内不動産業者への聞き取り
から推計。�

同上�

出所：Telekom Austria

携帯電話購入時に申し込んだ場合は
無料となることが多い。�

出所：Telekom Austria通常料金
（データ通信）�

事業者により料金が異なる。�

（※注）�

一般的な支給率無し�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 3, 505 3, 970

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

4, 937 5, 590

４. 法定最低賃金� 927

雇用者29. 58％、被雇用者 17. 65％�

98年1. 8％、99年2. 2％、2000年2. 9％�

309

6. 18

17. 66

882～1, 590 1, 000～1, 800

20

7

350

1, 050

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
     購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 138. 66 157

0～309 0～350

1. 15 1. 314. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

17. 66 2016. 携帯電話基本�
     通話料（月額）�

0. 018/分� 0. 02/分�17. インターネット�
     接続料金（電話回線）�

Jet2Web,  Business Access（ＡＤＳＬ）�63. 59～� 72～�
18. インターネット�
     接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�13. 電話基本料金月額� 12. 45 14. 1

0. 1411 0. 159819. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

出所：オーストリア統計局、ウィーン・エ
ネルギー社�

同上�
20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

通常1カ月分を夏、秋の2回（計2カ
月分）支給。業績により加算もあ
る。�

0. 1244 0. 1409

同上�

同上�

同上�
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特　記�
事　項�

米ドル� ユーロ�

0. 3369～0. 4063 0. 3815～0. 4600

3, 868 4, 380

キャピタルゲインは通常の法人税率で
課税。受取配当金、受取利子はそれぞ
れ25％の源泉徴収。ただし、国内で事
業に従事している法人の場合、利子所
得は課税所得に含める。�

21. 業務用水道料金�
　（ｍ3 当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（ｍ3 当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（ｍ3 当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
→最寄り港（ハンブルク）�
→横浜港�

上水　1. 15�
下水　1. 17

なし�

36. 現地通貨対ドルレート�

0. 3369～0. 4063 0. 3815～0. 4600

上水　1. 30�
下水　1. 32

22. 一般用水道料金�
　（ｍ3 当たり）�

上水　1. 15�
下水　1. 17

上水　1. 30�
下水　1. 32

15, 898 18, 00026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

41, 510 47, 000

0. 7 0. 79

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

34

50

20

なし�

なし�

1ドル＝1. 13225ユーロ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29. 法人所得税�
　（基本税率、％）�

30. 個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
　（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

35. 投資優遇措置�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

※注：①雇用者負担分：失業保険3％、健康保険3. 4％、年金12. 55％、労災保険1. 4％、住宅建設基金0. 5％、倒
産保険0. 7％、家族手当基金5.03％（家族手当基金の率は州により異なる）。給与付帯費用として地方税3％。
②被雇用者負担分：失業保険3％、健康保険3. 4％、年金10. 25％、住宅建設基金0. 5％、労働院負担金0. 5％�

備　　　考�

外資のみを対象とした優遇措置はないが、租税の減免、地域振興策の枠内で
の投資補助、低金利融資制度などの優遇措置がある。�

出所：ウィーン市�

同上�

同上�

出所：ウィーン・エネルギー社�

ロッテルダム港経由でもほぼ同じ�

オペルアストラ（1600cc）�

メルセデスＥ280（2800cc）�

ウィーン市内ＢＰスタンド�

軽減税率10％�

10％、22％、32％、42％、50％の5段階�
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フィンランド（ヘルシンキ）�

1584. 55 1796. 75１. ワーカー�
　（一般工職）�

VAT22％込み。��
出所：全国土地調査2001年7～12月平均値。�

①ヘルシンキおよびエスポー市内��
②コンドミニアム、100㎡前後、保証金

２ヵ月分�

VAT22％込み。��
出所：Elisa Communications

VAT22％込み。��
出所：radiolinja

労災、グループ保険料の負担率は職場
により異なる。�

米ドル� ユーロ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 1885. 65 2138. 17

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

4, 354. 6 3, 031

４. 法定最低賃金� なし�

なし�

雇用者21. 29～38. 49％、被雇用者5. 2％�

98年3. 5％、99年2. 8％、2000年4. 1％�

167. 61

5. 19～7. 42

17. 80～25. 21

964～2,077 1, 093～2, 355

20. 18～28. 59

5. 89～8. 41

190. 05

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 111. 24 126. 14

6. 96 7. 89

1. 87 2. 1214. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

4. 3 4. 8816. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

7. 27（基本料金）�
+通話料�

8. 24（基本料金）�
+通話料�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

120. 72 136. 89
18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額� 10. 98 12. 45

1. 23（基本料金）�
+0. 065

1. 4（基本料金）�
+0. 074

1. 23（基本料金）�
+0. 065

1. 4（基本料金）�
+0. 074

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

VAT22％+電気税0. 86c/kWh込み。��
出所：ヘルシンキエネルギー�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

出所：統計局�

出所：同上�

出所：同上�

出所：同上�

同上�

同上�

VAT22％込み。�

VAT22％込み。�

VAT22％込み。�

月額、ADSL

出所：統計局�

日本的な意味での賞与という概念はない�
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米ドル� ユーロ�

5. 43（月額）�
+0. 36

6. 16（月額）�
+0. 31

1, 431. 65 1, 618. 37

2, 682. 9 3, 042. 18

都市部においてガスは家庭用として一般
的でない�

課税所得にキャピタルゲイン、受取配当
金その他の収入を含む�

オペル　アストラ　1600cc。VAT22％込
み。�

21. 業務用水道料金�
　（ｍ3 当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（ｍ3 当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（ｍ3 当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
→最寄り港（ヘルシンキ）�
→横浜港�

②第三国輸出：工場�
→最寄り港（ヘルシンキ）�
→第三国仕向け港�
（USAフロリダ）�

年間使用1. 59+�
使用量に応じた�
基本料金+使用料�

36. 現地通貨対ドルレート�

0. 12～0. 19 0. 14～0. 22

年間使用1. 8+�
使用量に応じた�
基本料金+使用料�

22. 一般用水道料金�
　（ｍ3 当たり）�

年間使用1. 59+�
使用量に応じた�
基本料金+使用料�

年間使用1. 8+�
使用量に応じた�
基本料金+使用料�

16, 597. 56 18, 820. 23
26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

非課税限度額（11, 500ユーロ）から収
入に応じた5段階の累進課税�

46, 740. 7 53, 000

0. 92～0. 95 1. 04～1. 08

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

29

37

22：一般��
17：食品/飼料��
８：書籍、薬、公共輸送サービス等�

29

29

29

1ドル＝1. 13225ユーロ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29. 法人所得税�
　（基本税率、％）�

30. 個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
　（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

35. 投資優遇措置�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

下水道料金およびVAT22％込み。�

同上�

天然ガス。VAT22％込み。�

ボルボ　S80 2900cc。VAT22％込み。�

VAT22％込み。�

ＥＵ共通施策および一般の中小企業向け施策以外、外資向け独自の優遇措置
はなし�
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デンマーク（コペンハーゲン）�

2, 324. 72 19, 586１. ワーカー�
　（一般工職）�

法定最低賃金はないが、賃金は労使協定
で定められる。製造業関連の企業が加盟
するデンマーク産業連盟の会員企業につ
いては、時給86. 4DKK、2002年3月1日か
ら86. 4DKKと統一されている。�

出所：財務省 Oekonomisk 
Redegoerelse2002

アベドゥア・ホルム（Avedoere Holm）
工業団地��
出所：Sjaelso/ Gruppen A/S

税込み価格。電気・暖房費は含まない。�
出所：Sadolin & Albaek A/S

日本の一般回線への料金。携帯電話へは、
26. 25DKK。��
出所：同上�

高級賃貸マンション料金。100～150㎡。
契約時に、家賃3カ月分の敷金と、家賃
１カ月分を支払う必要がある。��
出所：不動産業者Q-Management

公的医療機関での医療および国民年金はすべて税金でまかなわれる。労働市場付
加年金の負担は、1カ月当たりの勤務時間によって異なるが、いずれの場合も企
業が3分の2、被雇用者が3分の1を負担。失業保険は、被雇用者がすべて負担、労
災保険は雇用者がすべて負担。�

多くの企業において、良い業績をあげた
個人・課などに売上報奨金を支給している。�

米ドル� デンマーク・クローネ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 4, 477. 34 37, 722

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

4, 749. 50 40, 015

４. 法定最低賃金�

98年4. 0％、99年4. 8％、2000年3. 6％�

47. 48～94. 95

5. 34～3. 14

9. 50～16. 62

1, 780. 39～�
　　2, 373. 86

15, 000～20, 000

80～140

45～90

400～800

なし�

なし�

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
     購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 112. 76 950

18. 99 160

2. 49 2114. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

9. 50� 80�
16. 携帯電話基本�
　  通話料（月額）�

0. 00285/分� 0. 24/分�
17. インターネット�
　  接続料金（電話回線）�

ADSL（UP　512Kbit、DOWN　1536Kbit）
出所：同上�82. 49 695

18. インターネット�
　  接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額� 13. 89 117

0. 150～0. 197 1. 263～1. 659
19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

年間に10万kWh使用した場合で、10KV
の場合。同じ消費量で、30KVの場合は、
1. 228～1. 590DKK　　　　　　　　　
出所：コペンハーゲンエネルギー�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

出所：産業連盟統計課（2001年第3四半期）�

出所：同上�

出所：同上�

同上（価格は、土地と建物代の合計）�

出所：テレデンマーク�

出所：TELIA

出所：同上�

出所：同上�

出所：同上�

月額基本料金はない。出所：TISCALI

0. 192（昼間）�
0. 160（夜間）�

1. 618（昼間）�
1. 346（夜間）�

基本料が年間286～17, 156DKKかかる。�
出所：同上�

21. 業務用水道料金�
　（ｍ3 当たり）� 3. 531 29. 75

基本料が年間286DKKかかる。��
出所：同上�

22. 一般用水道料金�
　（ｍ3 当たり）� 3. 531 29. 75

水 道 �
料 金 �
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米ドル�

1, 724. 63 14, 530. 160

1, 774. 63 14, 951. 415

699. 63 5, 894. 433

このうちコペンハーゲン近郊の工業団地
より、コペンハーゲン港への輸送費は
1,050DKK

国　税�

日本での受取人が、デンマークでの納税
義務を追っている場合は、10％�

日本企業が送金元のデンマーク企業を25％以上所有
する場合は、10％、日本企業が送金元のデンマーク
企業の親会社にあたり25％以上所有する場合は、0％�

計測費が1時間当たりの使用可能容量に応じて
年間、以下の通りかかる。5m3以下の場合、
300DKK、5～15m3の場合477. 5DKK、15～
25m3の場合、843.75DKK、25～50m3の場合
1,078. 75DKK、50～100m3の場合1,435. 00DKK、
100m3を超える場合2,025DK。出所：同上�

計測費が1時間当たりの使用可能容量に応じて
年間、以下の通りかかる。5m3以下の場合、
300DKK、5～15m3の場合477. 5DKK、15～
25m3の場合、843.75DKK、25～50m3の場合
1,078. 75DKK、50～100m3の場合1,435. 00DKK、
100m3を超える場合2,025DKK。出所：同上�

23. 業務用ガス料金�
　（ｍ3 当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（ｍ3 当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
→最寄り港（コペンハーゲン）�
→横浜港�
②第三国輸出：工場�
→最寄り港（コペンハーゲン）�
→第三国仕向け港�
（ニューヨーク）�
③対日輸入：横浜港�
→最寄り港（コペンハーゲン）�
→工場�

15

36. 現地通貨対ドルレート�

504. 6�
�
374. 6�
�
314. 6�
284. 6

504. 6�
�
374. 6�
�
314. 6�
284. 6

最初500m3まで：59.89�
500m3を超過分、�
　4,000m3まで：44.46�
4,000m3超過分、�
  12,000m3まで：37.34�
  12,000m3超：33.78

最初500m3まで：59.89�
500m3を超過分、�
　4,000m3まで：44.46�
4,000m3超過分、�
  12,000m3まで：37.34�
  12,000m3超：33.78

22, 552 190, 00026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

89, 020 750, 000

0. 93 7. 81

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

30

59

25 

0 

10

1ドル＝8. 4251デンマーク･クローネ�

特　記�
事　項�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29. 法人所得税�
　（基本税率、％）�

30. 個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�
32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

35. 投資優遇措置�

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

※注：1　「基本価格66, 586DKK」＋「登録税①60, 270DKK（基本価格のうち、57, 400DKKの105％）」＋「登録税②46, 498 DKK（基本価格か
ら57, 400DKKを差し引いた額の180％）」＋「付加価値税16, 646DKK（基本価格の25％）」　�

　　　　2　「基本価格226, 586DKK」＋「登録税①60, 270DKK（基本価格のうち、57, 400DKKの105％）」＋「登録税②406, 498DKK（基本価格
から57, 400DKKを差し引いた額の180％）」＋「付加価値税56, 646DKK（基本価格の25％）�

　　　　3　所得税（国税）33, 400DKK未満　0％、33, 400DKK超過額で、191, 200DKK未満5. 5％、191, 200DKK超過額で、285, 200DKK未満6. 0
％、285, 200DKK超過分15. 0％、地方税（平均32. 60％）に上記の税率でそれぞれを乗算した額を加算。ただし最高税率を59％とし、59
％を超える分は差し引かれる。�

備　　　考�

三菱カリスマ　セダン1. 6（※注1）�

メルセデス　ベンツE 240 Classic 2. 6（※注2）�

オクタン95、Statoil、2002年1月11日�

（※注3）�

基本的にはデンマーク企業と同じ扱いを受ける。デンマークの国籍を有しないもので、月収が
52,400DKK以上の場合、または研究者でその研究プロジェクトがデンマークの研究省の承認をう
けていれば、特例として最初の3年に限り所得税を一律25％とする。4年目以降はデンマーク国籍
を有するものと同様の所得税率が適用される。8年を超えた場合は、研究者のステータス以外で
この制度を利用した者以外は、最初の3年の減税分を払い戻さなければならない。�

デンマーク・クローネ�

同上�

同上�
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スウェーデン（ストックホルム）�

1, 868 19, 467
１. ワーカー�
　（一般工職）�

出所：中央統計局 Labour Market New Earn-
ings Survey 2000（2001年12月改定）�
（Other labourers industries n.e.c）�

出所：投資庁　Labour Market New Earn-
ings Survey 2000（2001年12月改定）�
（Process and production engineers）�

同上 Labour Market New Earnings Sur-
vey 2000（2001年12月改定）（Product-
ion,works and maintenance managers）�

組合により労使協定に基づく基本額
があるところがある。�

出所：中央統計局 LabourMarket 
Trends（2001年12月）�

土地は購入ではなく、賃借が一般的。
出所：ストックホルム市産業局情報�

電話会社により金額の差大。
出所：同上�

ストックホルム市内。家具付きアパート3部屋。70m2。
出所：Bostads－direct社�

加入料＋架設料。
出所：Telia社�

接続量のみからルータモデム使用まで4段階
の料金制。電話会社により金額に大きな差。
出所：同上�

出所：ストックホルム市産業局�

出所：ストックホルム市産業局�

企業対象の値段。個人はより高くなる。
出所：同上�

2002年適用率。 

企業によっては業績に応じてボーナス
を支給するところがある。�

米ドル� スウェーデン・クローナ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 2, 687 28, 000

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

3, 647 38, 000

４. 法定最低賃金�

なし�

なし�

被雇用者：0％、雇用者：32. 82％�

98年3. 89％、99年4. 58％、2000年5. 57％�

77～144

96～365

1, 440～2, 399 15, 000～25, 000

1, 000～3, 800

800～1, 500

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 240+144 2, 500+1, 500

24 250

0. 3 3. 514. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

0. 3 3. 5
16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

38～345 395～595
17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

0.5Mbps～2Mbpsまで3段階の料金制。�48～163 500～1, 700
18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

契約形態により金額が異なる。
出所：同上�

契約形態により金額が異なる。
出所：同上�

13. 電話基本料金月額� 58～� 600～�

0. 0214 0. 22419. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

税別。10, 000kWh以上の大口向け。
出所：KinnekulleEnergi社�

税別。�
出所：Storuman社�0. 0238 0. 249

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

n.a.



JETRO ユーロトレンド　2002.5 245

米ドル� スウェーデン・クローナ�

0. 06

①  8, 336

0. 63

②1, 500 ②15, 630

②　600 ② 5, 538

③1, 500 ③15, 630

出所：同上�

下水道料金込み。工業用。�
出所：ストックホルム市水道局�

NYK社。国内鉄道輸送5,000SEK＋ヨー
テボリ港→横浜港700USD（東京は
100USD安。200 2年3月から200～
300USD引き上げ予定）＋石油税40USD
（2002年2月15日までの値段。2月16日
からは100USD）＋ヨーテボリ港使用料
1,125SEK＋ヨーテボリ港倉庫使用料
305SEK

北部地域では特別優遇措置により実質
26％適用が可。�

0～28％。日本との租税条約による。�

0～30％。同上�

VAT25%および廃車税（モデル、製造年
で異なる）込み。SAAB9-5（2000cc）。
出所：スウェーデン消費庁レポート2001。�

ストックホルム市内。Shell。�

契約による。�
出所：GoteborgEnergi社�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�
24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
→最寄り港（ヨーテボリ）�
→横浜港�

②第三国輸出：工場�
→最寄り港（ヨーテボリ）�
→第三国仕向け港�
（N.Y.）�
②’アムステルダム�

③対日輸入：横浜港→�
最寄り港（ヨーテボリ）�
→工場�

0. 8

30

36. 現地通貨対ドルレート�

8. 35

下水道料金込み。家庭用。�
出所：同上�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

0. 8 8. 35

22, 351 232, 90026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

VAT25%および廃車税（モデル、製造年
で異なる）込み。SAAB9-5（2300cc）。
出所：同上�

28～50％（※注）�

25, 288 263, 500

0. 86 8. 98

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

28

50

28

0

1ドル＝10. 42ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｸﾛｰﾅ �

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

※注：居住地域（コミューン）によって税率が異なる。年収237,800SEK以上の所得に関してはそれを超える分に対
して20％の国税が、414,200SEK以上の所得に関してはそれを超える分に対してさらに5％分の国税が課せられ
る（2002年の数字）。237800SEK以下の所得に対する国税は200SEKである。2001年に外国人管理職や専門職
員を対象とする所得税減税制度導入。要申請。所得の75％のみが課税対象とされる（最初の3年間の期間のみ。
滞在期間は5年をこえてはいけない）。スウェーデンへ＆スウェーデンからの引越し費用も非課税となる。�

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

①800（2002年3月から
+200～300）�

25：一般　12：ホテル・輸送など�
6：新聞・書籍・劇場入場料など�

35. 投資優遇措置� 中部以北の特定地域で中小企業補助金等受給可能。雇用コストに対し
公的補助金受給可能。北部地域で輸送費補助あり。�

特　記�
事　項�

n.a. n.a.
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ノルウェー（オスロ）�

2, 680 24, 000
１. ワーカー�
　（一般工職）�

平均値�
出所：Monthly Bulletin

同上�

同上�

出所：Economic Analysis 2001/5

グロルッド（GRORUD）工業地域（オスロ）。
左記に加え、不動産購入登録印紙税（購入
価格の2. 5％）がかかる。�

オスロ市中心部から車で20分以内。フラット
100～130㎡。駐車場付き。電気代別。原則敷金
３カ月前払い。�

出所：テレノール（Telenor）�

グロルッド工業地域�

共益費込み。駐車場別�

米ドル� ﾉﾙｳｪｰ･ｸﾛｰﾈ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 4, 130 37, 000

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

4, 690 42, 000

４. 法定最低賃金�

なし�

なし�

社会保障税として�
被雇用者：7. 8％、雇用者：14. 1％�

98年6. 5％、99年5. 2％、2000年4. 3％ 

6

19～28

1, 670～2, 010 15, 000～18, 000

170～250

54

70 630

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 84 750

28 250

2.2 2014. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

29 260
16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

30 27017. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

出所：同上�

出所：同上�

45 400
18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

出所：同上�

出所：同上�

出所：同上�

出所：同上�

13. 電話基本料金月額� 16.7 150

0. 06 0. 519. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

業務用、一般用に差はないが、電力多消
費型産業は交渉で50％のデイスカウント
適用可。2002年7月1日から電気消費税が
kWh当たり1オーレ引き下げられ同9. 30
オーレに。左記数値は税込み料金。�
出所：Oslo energi0. 06 0. 9

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

法定最低賃金はないが、最低賃金水準は
NKr. 15, 000（US$1, 670）程度。�
出所：Wage statistics�
�
一般制度ではないが、業績に応じ１カ月程
度の手当か自社製品を支給するところもある。�
（※注）�
�
出所：税務署（SKATTE  ETATEN）�
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米ドル� ﾉﾙｳｪｰ･ｸﾛｰﾈ�

0. 09

7, 616

0. 9

873 7, 822

1, 750 15, 680

一般用ガスはまだ利用できない。�

出所：オスロ市水道局�
（Oslo KOMMUNE: Water Administration office）�

数字は海上輸送費のみ。�
出所：New Wave Logistics AB

 出所：2001/2002年度政府予算�

出所：同上�

出所：同上�

日産ALMERA 1. 5L 4ドア・セダン。左記に加
え、自動車保有税（道路税）年間NKr. 2, 310。�
出所：Nissan Norge as

市内Statoiｌスタンド�

オスロ地域ではガス利用は不可。ノルウエー西海岸
地域の一部のみ利用可。出所：インターネット情報
（SKATTEEJATTEN.）�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
→最寄り港（オスロ）�
→横浜港�

②第三国輸出：工場�
→最寄り港（オスロ）�
→第三国仕向け港�
（ロッテルダム)

③対日輸入：横浜港→�
最寄り港（オスロ）→工場�

0. 56

36. 現地通貨対ドルレート�

0. 5

出所：同上�
22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

1. 1 10

22, 310 199, 90026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

Mercedes-Benz 240E。国内諸税込み�
出所：B.O.Steen AutoStern AS

課税所得Nkr320, 000超の部分は13. 5％、Nkr830, 000
超の部分は19. 5％のトップ税がさらに課税。�
出所：税務署（SKATTE  ETATEN）�

65, 848 590. 000

0. 89 7. 93

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

28

28

0

0

0

1ドル=8. 96ﾉﾙｳｪｰ･ｸﾛｰﾈ �

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�
29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

※注：休暇手当の支給：雇用者は夏期休暇手当てとして、前年給与総額（賃金、残業等を含むが、前年度の休暇手当ては含まず）の10. 2％を
支給。60歳以上は12. 5％。なお、休暇手当は休暇開始前の通常給与日に全額支払われるのが一般的であるが、休暇が分割される場合は
休暇手当もそれに応じて分割支払いも可能。これについては労使間で最も合理的な支払い方法につき合意できる。休暇手当は被支給者
にとっては無税であるが、雇用者は通常の給与と同様、雇用者負担税（社会保障税）が課せられる。ただし休暇中、賃金は支払われな
い。（参考）休暇法（1988年4月29日付け法律第２１号）に基づく。夏期休暇は6月1日～9月30日の期間にとることができる。�

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

850

35. 投資優遇措置� 外資に対する公的優遇措置なし。�

なし�

出所：The Norwegian Institute �
of Public Accountants（DnR）, Oslo

出所：The Norwegian Institute �
of Public Accountants（DnR）, Oslo

一般24、食品12

特　記�
事　項�
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スイス（チューリヒ）�

2, 599. 44 4, 333１. ワーカー�
　（一般工職）�

月給�
出所：1999年チューリヒ統計資料�

米ドル� スイス・フラン� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 3, 219. 15 5, 366

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

4, 279. 20 7, 133

４. 法定最低賃金� なし�

一般には基本給の1カ月分�

98年0. 7％、99年0. 3％、2000年1. 5％ 

66. 99～101. 99

749. 90～16. 80

3, 299. 54 5, 500

1, 250～28

110～170

175. 18 287

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�

なし� なし�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

45 7516. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額�

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

同上�

同上�

老後年金5.05％　失業保険1.5％�
事故保険1.2％　育児補助金1.8％
企業年金6.5％�

不動産取得税 : 売り手の不動産所有年数
が10年以下の場合は売却価格の1. 5、10
年以上の場合は1％で、通常の場合売り
手、買い手での両者で折半。�
出所：99年チューリヒ統計資料。�

駅前など中心地は高価だが、市内でも駅から路
面電車で10分以内では大きく価格が下がる。�

4部屋、約100㎡、ガレージ付き�

工事 239. 67　開設 102. 11 工事 400、開設 170. 20

15. 15�
25. 80

5. 25�
43

平日　1. 20�
週末・休日 0. 90

基本料金：25. 80�
+電話料金：8時～16時1. 68/�
1時間、16時～22時1. 08/�
1時間、22時～8時0. 42/時間�

基本料金：43�
+電話料金：8時～16時2. 80/�
1時間、16時～22時1. 80/�
1時間、22時～8時0. 70/時間�

47. 99�
+電話基本料金
（最低15. 15）�

80�
+電話基本料金�
（最低25. 25）�

日中0. 135�
夜間0. 03

日中0. 225�
夜間0. 05

日中0. 105�
夜間0. 03

日中0. 175�
夜間0. 05

平日　2�
週末・休日 1. 50

アナログ1本�
ISDN最低パッケージ（回線3本）料金�

Businessサービス（フルサービス）�
出所：スイスコム社�

ISDN回線�
出所：スイスコム子会社Bluewin

年間使用量6, 000kWｈ以上の場合。
基本料金はない。�

年間使用量2, 400kWｈ以内の場合。
基本料金はない。�

同上�

ホテル業2, 562スイス・フラン／月、建築�
業 3, 806スイス・フラン／月など産業部門�
で定められた契約賃金が最低賃金に該当。�
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米ドル� スイス・フラン�

4, 000

5, 999. 16 10. 000

3407. 54　�
（1ドル＝132. 06円）� 450, 000円�

業務用、家庭用の区別なし。�

フォルクスワーゲン　ゴルフ1600cc。
VAT7. 6％別。�

1, 400Kwh Hoまで。最高では、�
269, 300Kwh Ho、基本料金2, 088、
従量制料金0. 109

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
→最寄り港�
（ロッテルダム）→横浜港�

②第三国輸出：工場�
→最寄り港�
（ロッテルダム）�
→第三国仕向け港�
（ニューヨーク)

③対日輸入：横浜港→�
最寄り港（ロッテルダム）�
→工場�

36. 現地通貨対ドルレート�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

23, 996. 64 40, 00026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

メルセデス　ベンツ2600cc。�
VAT7. 6％別。�

0. 74 1. 24

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

8. 5

11. 5

なし�

なし�

なし�

1ドル＝1. 6669ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ �

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

2, 399. 66

35. 投資優遇措置� 制度としては設けられていない。�

7. 6 2. 4％（軽減税率）�

基本料金：29. 79/年�
+保証金�
従量料金：0. 86

基本料金：49. 65/年
+保証金�
従量料金：1. 44

基本料金：18. 90
従量制料金：0. 10

基本料金：31. 50
従量制料金：0. 17

同上� 同上� 同上�

31, 315. 62�
+付加価値税7. 6％�

52, 200�
+付加価値税7. 6％�

連邦，州，市町村税の３つがある。
連邦税は一律8. 5％�

連邦，州，市町村税の３つがある。
連邦税0. 1～11. 5％�

�
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ポーランド（ワルシャワ）�

現地企業：1,049.80�
外資系企業：1,490.70

現地企業：4, 331�
外資系企業：6, 150

現地企業： 480.4�
外資系企業：662.0

現地企業：1, 982�
外資系企業：2, 731

現地企業：2,406.4�
外資系企業：3,671.7

現地企業： 9, 928�
外資系企業：15, 148

１. ワーカー�
　（一般工職）�

同上�

出所：中央統計局（GUS)

金銭ではなく、乗用車、携帯電話、老人看
護の費用負担を賞与としている企業もある。�

同上�

同上�

VAT22％込み。�

ワルシャワおよび近郊の貸し工場およ
び貸し倉庫�

VAT22％、スペース料の25％程度の共
益費が必要。�
出所：IPC ビジネスセンター�

ワルシャワ中心部および近郊のコンド
ミニアム（100～120㎡）。家具、駐車
場、警備付き。その他の大都市での価
格は30～50％安い。�

 VAT7％込み。�
月額。2Mbps、ADSL�
出所：Neostrada社�

VAT22％込み。�
15分通話の場合。�

VAT7％込み。�
３分通話の場合。�

同上�

99年から実施された社会保険料の一部
従業員負担が給与に上乗せされたため、
大幅な賃金上昇となった。�
出所：ＧＵＳ�

※再就職のための職業訓練 �
※※会社が倒産した場合に支払われる保険�
※※※（給料－社会保険料）×7.5％�

出所：社会政策省�

米ドル� ズロチ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

184. 22 760４. 法定最低賃金�

一般的には月給の10～60％を年１回�

98年16. 1％､99年36. 0％､2000年12. 1％�

ワルシャワ：49. 7�
クラクフ：18. 4�
グダンスク：13 .6

ワルシャワ：205�
クラクフ：76�
グダンスク：56

3～10

23. 3

1, 500～1, 800 6, 188～7, 426

96. 2

12.4～41.3

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 88. 71 366. 00

Plus社：29. 57�
Idea社：88. 71

Plus社：122�
Idea社：366

Plus社：10. 35�
Idea社： 8. 87

Plus社：42. 70�
Idea社：36. 59

5. 2514. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

6：00～18：00�
　：0. 08�

18：00～6：00�
　：0. 04

6：00～18：00�
　：0. 31�

18：00～6：00�
　：0. 16

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

310. 97 1, 282. 93
18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�

同上�

13. 電話基本料金（月額）� 10. 35 42. 71

0. 0388 0. 1600

0. 0342 0. 1410

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

VAT22％込み。�
出所：STOEN社�

同上�
20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

雇用者：20. 41％�
社会保険負担料�
（年金保険9. 76％、�
生活保護保険6. 5％、�
障害保険1. 62％）�
＋失業保険※2. 45％、�
失業保険※※0. 08％）�
�

被雇用者：18. 71％�
社会保険負担料�
（年金保険9. 76％、�
生活保護保険6. 5％、�
疾病保険2. 45％）�
＋健康保険料※※※�

22. 88
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米ドル� ズロチ�

710 2, 929. 18

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�

①対日輸出：工場�
→最寄り港�
（グダンスク）�
→横浜港�

0. 48

36. 現地通貨対ドルレート�

1. 99

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

13, 283 54, 80026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

44, 070 181, 815

0. 725 2. 99

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

28

40

22

10

22

20

1ドル＝4. 1256ズロチ 

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
　（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

2001年1月1日より施行された「新経済活動法」により、総投資額の最大50％�
まで各種優遇措置を受けられる。�投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�ｍ3 

VAT7％込み。�
2002年3月1日から2. 16PLNに値上げ�
予定。�

ワルシャワ→グダンスク→�
ロッテルダム→横浜�

0. 48 1. 99 同上�

0. 1224 0. 505 VAT22％込み�

0. 1224 0. 505 同上�

同上�

同上�

メルセデス・ベンツ E280 �
物品税17. 6％、VAT22％を含む。�

オペル アストラII　1598cc。�
物品税6. 4％、VAT22％を含む。�

19％、30％、40％の3段階�
19％：37, 024ズロチ以下�
30％：74, 048ズロチ以下�
40％：74, 048ズロチ超�

2003年から24％、2004年から22％�

医薬品は2％。�

租税条約を締結。�

35. 投資優遇措置�

「Eurosuper95」、物品税1. 46ズロチ、�
VAT22％を含む。�
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チェコ（プラハ）�

324. 66 11, 897

18, 933

43, 9501, 199. 35

１. ワーカー�
　（一般工職）�

税込み月給、日系製造企業5社対象（2001
年5月）�
出所：チェコ日本商工会「現地従業員給与
に関するアンケート」�

税込み月給、日系製造企業6社対象（2001
年6月）�
出所：同上�

税込み月給、日系製造企業5社対象（2001
年7月）�
出所：同上�

最低賃金制令（2002年1月1日）��

出所：統計局 

プラハ郊外　庭付集合住宅�

出所：チェコ・テレコム�

出所：チェコ・テレコム�

出所：プラハ電力会社�

出所：ユーロテル�

米ドル� チェコ・コルナ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�

516. 66

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

４. 法定最低賃金� 155. 55

雇用者：35％、被雇用者：12.5％�

98年9. 4、99年8. 3、2000年6. 5 ７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�

同上�

13. 電話基本料金月額�

1, 692 62, 000

0. 02～0. 012�
�

0. 02～0. 012�
�

0. 88～4. 37

0. 69～3. 96

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

5, 700

（回 線）95. 51�
（ISDN）81. 84

ISDN基本料金（1カ月）�
：12. 28～17 .71�
ISDN接続料金（1時間）�
：0. 3～1. 8

ISDN基本料金（1カ月）�
：450～649�
ISDN接続料金（1時間）�
：10. 4～65. 0

（回 線）3, 500�
（ISDN）2, 999

（回 線）  4. 78�
（ISDN）12. 28

平日7～19時 ：1. 74�
その他の時間：1. 23

2分間：0. 07�
1時間：0. 43～1. 49

2分間：2. 60�
1時間：15. 60～54. 60

平日7～19時 ：63. 9�
その他の時間：45. 0

（回 線）175�
（ISDN）450

給与1～2カ月分などのケースがあ
るが、対応は企業により異なる。�

工業団地は売却が一般的。一部の
例外を除いて、賃貸対象となって
いない�

プラハ：21. 83～38. 20�
ブルノ、ビルゼン等：�
16. 37～27. 29、その他�
：5. 46～13. 64

プラハ：800～1, 400、�
ブルノ、ビルゼン等：�
600～1, 000、その他：�
200～500

プラハ中心地�
：16. 37～18. 56�
プラハ郊外�
：10. 92～15. 82

プラハ中心地�
：600～680�
プラハ郊外�
：400～580

14. 18 519. 75

同上�

同上�

同上�

15. 90 582. 75
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米ドル�

1. 03

0. 18～0. 26 6. 51～9. 56

0. 15～0. 28

0. 58～0. 7 21. 40～25. 50

5. 46～10. 29

37. 77

1, 000

2, 450 89, 780

36, 645

12, 959 474, 900

出所：チェコフラフト社、国際海運社  

文化的ロイヤルティーは免税  

同上  

同上  

商品：20％、サービスおよび特定
商品（医薬品、紙製品、ホテル・
レストランなど）：5％  

輸入車メルセデス・ベンツ�
C270CD1. 2700 cc 

配当支払い日に先立つ6カ月間、当該法
人株式の最低25％を所有する法人であ
る場合、10％ 

国産シュコダ・オクタビア�
1.6HPI/74kw�

月額基本料金：20～170チェコ・コルナ�
出所：プラハ・ガス会社  

（対象）製造業、グリーンフィールド、あるいはブラウンフィル－ド型投資形態
3年以内に3億5,000万コルナ投資（内容）10年間（既存企業における投資の場合
は5年間）法人税免除、その他投資地域により新規雇用・訓練補助金支給。なお、
戦略的サービス業（ITサービス、R＆D、ソフトウエア開発など）への投資に関
しては、法人税10年間50％免除率等の優遇適用を現在、個案件ごとに閣議決定。�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�

①対日輸出：工場�
最寄り港（ハンブルク）�
→横浜港�

②対日輸入：横浜港�
→最寄り港�
（ハンブルク）�
→工場�

36. 現地通貨対ドルレート�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

34, 466 1, 263, 000

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

31

32

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

10

15

10

1ドル＝36. 645チェコ・コルナ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�
�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

チェコ・コルナ�

出所：プラハ水道局�1. 03�
�

37. 77�
�

21. 業務用料金�
　（KWh当たり）�
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スロバキア（ブラチスラバ）�

225. 21 10, 860
１. ワーカー�
　（一般工職）�

出所： Lugera&Makler Salary �
Benchmarking Research（スロバキア
企業243社の2001年調査結果）�

同上�

2001年10月1日から��

出所：統計局 

出所：スロバキア投資貿易開発庁�
（SARIO）�

出所：スロバキアテレコム�

出所：GLOBTEL,  EUROTEL

同上�

同上�

同上�

米ドル� スロバキア・コルナ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 249～311 12, 000～15, 000

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

363～460 17, 500～22, 200

４. 法定最低賃金� 102

1～2カ月相当（企業業績による）�

雇用者：38.6％、被雇用者：11.9％�

98年8. 4％、99年7. 2％、2000年6. 6％�

16. 6～50. 0 800～2, 400

1. 72～5. 18

3. 80～17. 3 183～833

166～1, 037 8, 000～50, 000

83～250

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
     購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 25. 483 1, 228. 8

GLOBTEL　16. 6�
EUROTEL　18. 7

GLOBTEL  11. 4�
（80分登録）�

EUROTEL  10. 4�
（60分登録）�

�

GLOBTEL  549�
（80分登録）�

EUROTEL  500�
（60分登録）�

�

GLOBTEL　799�
EUROTEL　900

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

使用登録時間等による�
１カ月当たり�3. 83～52. 53 184. 50～2. 533

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�

同上�

同上�

1時間当たり�

2002年2月1日から�

2002年2月1日から�

13. 電話基本料金月額� 5. 077

1. 50 72

244. 8

0. 023～0. 097�
固定料金　�
0. 248～93. 3/月�

1. 10～4. 70�
固定料金　�
12～4, 500/月�

0. 058～0. 082�
固定料金　�
0. 353～2, 385/月�

2. 8～4. 0�
固定料金　�
17～115/月�

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

同上�

4, 920

繁忙期　1. 254�
閑散期　0. 489

繁忙期　60. 50�
閑散期　23. 60



JETRO ユーロトレンド　2002.5 255

米ドル� スロバキア・コルナ�

0. 394

0. 127～0. 135 6. 10～6. 50

38, 939 1, 877, 656

19. 0

1, 587 76, 500

2, 424 116, 900

2, 071 99, 900

出所：日本通運ウィーン支店  

2002年1月15日時点  

2002年1月から 

2002年1月から 

メルセデスベンツE320  

シュコダFabia、シュコダOctavia  

2002年2月1日から  

2002年2月1日から  

トラック輸送�
出所：同上�

トラック輸送�
出所：同上�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�

①対日輸出：�
ブラチスラバ工場�
→ハンブルグ→横浜港�

②第三国輸出：�
ブラチスラバ工場�
→ロンドン�

③対日輸入：横浜港�
→ハンブルグ�
→ブラチスラバ工場�

36. 現地通貨対ドルレート�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

6, 178～16, 020 297, 900～772, 40026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

25

38

10、23

10

15

10

1ドル＝48. 221スロバキア・コルナ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�
�

33. 日本への配当送金課税�
　（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

0. 0912～0. 133�
固定料金　�
0. 145～0. 788/月�

4. 40～6. 40�
固定料金　�
7～38/月�

（ノ－マル90）�
0. 597�

（ス－パプラス98）�
0. 643

（ノ－マル90）�
28. 80�

（ス－パプラス98）�
31. 0

2002年1月から新投資促進法が施行された。一定の要件を満たす企業に対して、�
10年間までの法人税免除を適用。その他、新規雇用、職業訓練費用に対する助成�
金や、工業団地開設に対する自治体への補助金がある。従来の投資優遇策も引き�
続き有効。�

0. 6076 29. 3021. 業務用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 
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ハンガリー（ブダペスト）�

235～469 65, 000～130, 000
１. ワーカー�
　（一般工職）�

2001年1～12月�
出所：OMMK（National Labor Center）�

出所：同上�

出所：同上�

2002年1月1日から�

グロス。出所：中央統計局�

①アソード（Aszod、ブダペスト近郊）、
②25％VATは返金が可能。��
出所 : 工業団地協会�

①ブダペスト市街一等地、②25％VATが
課税、出所 : Dunaholding、MTI－Ecc

A：新築アパート120㎡､3LDK､ガレージ2台分､
ブダペスト2区または12区。��
B：中古アパート築10年もの､その他条件はA
と同じ。��
C：新築一軒家床面積180㎡､4LDK､ガレージ2
台分､ブダペスト12区。��
出所：Eurocenter Real Estate

アナログ回線、2002年2月1日から適用
料金､VAT25％込み。��
出所：ハンガリー・テレコム社�

2002年2月1日から適用料金､VAT25％
込み。出所：ハンガリー・テレコム社�

1分当たり料金（昼のピーク時間帯）、
VAT25％込み。�

ADSL1500の月料金。��
出所：同上�

①全国平均、②25％VATは返金が
可能、出所 : 同上�

米ドル� ハンガリー･フォリント� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�

433～1, 805 120, 000～500, 000

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

903～1, 805 250, 000～500, 000

４. 法定最低賃金� 180

基本給の1～2ヵ月分など対応は�
企業により異なる。  

雇用者 ：29％＋健康税4, 500フォ�
リント＋失業保険3％��
被雇用者：11％＋失業保険1. 5％�

98年18. 3％、99年16. 1％、2000年13. 5％�

8＋25％VAT

7＋25％VAT

23～25

A：2, 000�
     ～2, 500�
B：1, 000�
     ～1, 500�
C：2, 500～�

A：553, 840�
     ～692, 300�
B：276, 920�
     ～415, 380��
C：692, 300～�

6,369～6,929

1, 938＋25％VAT

2, 200＋25％VAT

50, 000

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 個人：122�
ビジネス：270. 8

個人：33, 750�
ビジネス：75, 000

個人：10.4�
ビジネス：13. 99

契約電話 ： 1. 01�
公衆電話 ： 1. 47

A ： 9. 02～33. 85�
B ： 9. 93～16. 70�
C ： 7. 67～18. 05

A ： 2, 500～9, 375�
B ： 2, 750～4, 625�
C ： 2, 125～5, 000

A ： 0. 11～0. 44�
B ： 0. 20～0. 46�
C ： 0. 13～0. 44

A ： 173�
      ＋25％VAT�
B ： 33

A ： 47920�
     ＋25％VAT�
B ： 9000

A ： 31. 25～123. 75�
B ： 55～129�
C ： 37. 5～123. 75

契約電話 ： 281. 25�
公衆電話 ： 409. 08

個人：2, 885�
ビジネス：3, 875

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

A：ADSL384または768（1年契約）
B：月間使用時間30時間以内、月料
金、25％VAT込み。出所：Axelero

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�13. 電話基本料金（月額）�

469＋25％VAT
129, 900＋�
25％VAT

VAT25％込み。��
A：Westel900、B：PannonGSM、�
C：Vodafone
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米ドル� ハンガリー･フォリント�

12％VAT含まず。�

同上�

同上�

12％VAT込み。��
出所：ELMU、�
Electrical Warks of Budapest"

天然ガス、12％VAT含まず。��
出所：首都ガス供給局�

税込み。�
（参考）1　=333キログラムを超えな
い場合は1, 790ドル（輸送費）+72ドル
（書類代）�
税込み。�
（参考）1　=333キログラムを超えな
い場合は1, 528ドル（輸送費）＋72ド
ル（書類代）�

スズキSedan 1.3GLX、国産車、1300cc、
AB･ABS ･AC･PS ･RC ･エアバッ
グ･AC･PS･RC付。VAT25％、消費税
21％込み。�

メルセデスベンツ C240、輸入車、2600cc。
VAT25％、消費税21％込み。�

2002年1月8日時点。��
出所：MOLガソリン・スタンド�

国税。基礎生活品、公共料金、書籍、
新聞、食料品などは12％。�

2002年1月1日から�

日本との租税条約�

同上�

同上�

12％VAT込み。�
注)ブダペストの水道コストは国内で最
低価格帯に分類される。��
出所：首都水道局（ブダペスト）�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場→�
最寄り港（ハンブルク）�
→横浜港�

②第三国輸出：工場→�
最寄り港（アムステルダム）�
→第三国仕向け港�

（ニューヨーク）�

120KV：0. 02～0. 036�
10KV､20KV：�
0. 025～0. 041��
0. 4KV：0. 028～0. 048

120KV：5. 8～10. 0��
10KV､20KV：�
7. 1～11. 6��
0. 4KV：7. 9～13. 4

36. 現地通貨対ドルレート�

上水：0. 45�
下水：0. 46

20　/h未満：0. 126��
20　/h以上：0. 114

0. 126（20　/h以下）�
～0. 079�
（500　/h以上）�

上水：126�
下水：127. 70

0. 09 24. 64

同上� 同上�

1, 862 515, 625

1, 600 443, 072

9, 851 2, 728, 000

38, 372

18

40

25

10

10

10

オクタン95 ： 0. 72�
オクタン98 ： 0. 75

オクタン95 ： 199. 9�
オクタン98 ： 208. 9

10, 626, 000

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

１ドル＝276. 92ハンガリー･フォリント  

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
　（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

ｍ3 ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

34. 85（20　/h以下）�
～31. 76�
（500　/h以上）�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 20　/h未満：34. 85��
20　/h以上：21. 96ｍ3 
ｍ3 

ｍ3 

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

国の支援の場合、100億HUF以上の投資で、500人以上を雇用、かつ年間売上高が投
資額の5％相当以上拡大した年度は、操業後、2011年末を期限に法人税を免除するなど、
大規模投資への優遇措置を用意。また低開発地域への投資に対する税制面での支援
や、研究開発事業などに対する補助金の交付を行っている。�
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ルーマニア（ブカレスト）�

121. 96 3, 935, 000
１. ワーカー�
　（一般工職）�

2001年9月時点�
（出所）国家統計局�

同上�

同上�

同上�

同上�

VAT19％込み。�

同上�

VAT19％込み。�

（通話料）国内：0.17ドル/分（ 5,375.2レイ/分）�
国外：2.98ドル/分（95,985.4レイ/分）�
VAT19％込み。�

（出所）国家統計局�

1年間に1回の賞与�

米ドル� レイ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 147. 69 4, 765, 000

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

185. 97

43. 39

6, 000, 000

1, 400, 000４. 法定最低賃金�

1～3ヵ月分の月給分�

98年69. 9％､99年44. 8％､2000年49. 7％�

ブカレスト市内：�
　　　　　5～500�
ブカレスト市外：�
　　　　　5～100

10～20

10～20

300～3, 000
9, 679, 200　　�

　～96, 792, 000

322,640～645,280

322,640～645,280

ブカレスト市内：�
161,320～16,132,000�
ブカレスト市外：�
161,320～ 3,226,400

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 49. 59 1, 600, 000

14. 3～35. 7 460, 730～　�
1, 151, 825

3. 5614. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

なし�16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

119 3,839.4217. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

535. 5 17, 277. 372
18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�13. 電話基本料金（月額）� 4. 96 160, 000

0. 09 2, 856

0. 09 2 ,856

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

VAT19％込み。�

同上�
20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

雇用者：49％�
（社会保険：35％､�
健康保険：7％､�
失業保険：5％､�
危険保険：2％）�

被雇用者：19.67％�
（社会保険：11.67％､�
健康保険：7％､�
失業保険：1％､）�

115, 000
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米ドル� レイ�

1, 200～1 ,400
38, 716, 800～�

45, 169 ,600

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�

①対日輸出：工場�
→最寄り港�
（コンスタンツァ）�
→横浜港�

0. 26

36. 現地通貨対ドルレート�

8, 330

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

5, 000 161, 320, 00026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

31, 800 1, 025, 995, 200

0. 53 17, 100

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

25

40

19

10

10

10

1ドル＝32, 264レイ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
　（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

100万ドル以上の直接投資に対して優遇措置を付与する直接投資法のほか、�
工業団地法、特定地域振興法などの投資優遇法がある。�投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�ｍ3 

VAT19％込み。�

所要日数：45日間以上�

0. 26 8, 330 同上�

0. 1 3 ,213 同上�

0. 1 3, 213 同上�

VAT19％込み。�
ボルボ S60（2490cc）�

VAT19％込み。�
ダチアNOVA

5段階（18％、23％、28％、34％、40％）�

35. 投資優遇措置�

VAT19％込み。�
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ブルガリア（ソフィア）�

81. 037 179. 76
１. ワーカー�
　（一般工職）�

2001年第3四半期平均賃金。�
出所：ブルガリア統計局�

同上�

出所：M-TEL、Globul、Mobicom

同上�

同上�

1ヵ月分�

米ドル� レバ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 161. 96 359. 52

同上�243. 11 539. 28
３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

5～50 11. 09～110. 90

2001年10月から�

一般的にクリスマス時のみ。�

出所：Capital誌�

国内には工業団地が存在しないので、一
般の道路・鉄道駅最寄りの地価を表示。�

国内には工業団地が存在しないので、一
般の道路・鉄道駅最寄りの賃料を表示。�

出所：統計局�

45. 08 100４. 法定最低賃金�

雇用者31. 5％、被雇用者10. 5％�

98年23. 97％、99年7. 30％、2000年14. 72％�

世界貿易センタービル�

規模、立地により大きく異なる�

23 51. 06

出所：Pari誌�81. 15 180

同上�2. 33 5. 18

250～3, 500 554. 56～7, 763. 87

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
     購入価格（㎡当たり）�

1～5 2. 22～11. 09
９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料�

18. 03 40

6. 49 14. 4

同上�20 44. 36

ISDN6. 76 15

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本通話料�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額� 業務用 6. 49�
家庭用 2. 97

業務用 14. 4�
家庭用 6. 60

昼間：0. 076�
夜間：0. 038

昼間：0. 168�
夜間：0. 086

昼間：0. 053�
夜間：0. 0287

昼間：0. 118�
夜間：0. 0636

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �
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米ドル� レバ�

メルセデスベンツA Class A-140、1500 cc。�

出所：現地企業Messrs DESPRED OOD

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
→最寄り港（テサロニケ）�
→横浜港�

36.  現地通貨対ドルレート�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

出所：Bulgarian Business Guide

同上�

同上�

0. 1504 0. 334

0. 356 0. 79

0. 168 0. 3744

0. 1872 0. 4152

2, 120 4, 704

同上�
③対日輸出：横浜港�
→最寄り港（テサロニケ）�
→工場�

3, 740 8, 296

15, 780 35, 000

メルセデスベンツC-240、2600 cc。�54, 097 120, 000

同上�
②第三国輸出：工場�
→最寄り港（テサロニケ）�
→第三国仕向け港（イタリア）�

1, 640 3, 638

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

0. 5905 1. 31

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

15

29

20

10

15

10

法人税15％�

1ドル＝2. 218レバ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

35.  投資優遇処置�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金�
　  課税（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 
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スロベニア（リュブリャナ）�

531. 90

970. 28

134, 800
１. ワーカー�
　（一般工職）�

2001年11月�
出所：スロベニア統計局�

同上�

同上�

2001年8月から 

2001年11月�
出所：同上�

リュブリャナ郊外「ＢＴＣ工業団地」
の例。土地の購入にはVATは課税
されない。現在、外国人の土地購入
は認められず、外国企業（法人）は
認められる。EU加盟後はEU域内の
外国人も購入可。�

リュブリャナ市内の例。電気・暖房・
水道代込み料金。�

出所：テレコム・スロベニア�

アパート：75㎡、車庫無し。��
一戸建て：150㎡、車庫付き価格。�

出所：テレコム・スロベニア�

出所：テレコム・スロベニア。1時
間当たり料金。56k

8. の工業団地の例�

月額基本料金。��
その他に1分当たり15～25トラール
の通話料。�

出所：スロベニア統計局ほか�

勤務中の食事代として月額21, 920 
SIT、バケーションボーナスとして
年額117, 298SIT（法定最低額）の年
間合計とした。�

米ドル� トラール� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�

363. 75

1, 500. 76

92. 186

245, 900

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

1, 652. 52 418, 800

380, 338

27, 500

2, 280

3, 720

４. 法定最低賃金�

雇用者：16. 1％、被雇用者：22. 1％�

98年9. 6％、99年9. 4％、2000年10. 4％�

108. 51 

8. 99

14. 68

アパート：331. 45�
一戸建て：804. 95

アパート：84, 000�
一戸建て：204, 000

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 99. 43 25, 200

1, 718

n. a. n. a.

7時～19時：2. 28��
19時～7時：1. 83

7時～19時：580��
19時～7時：464

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

4. 16～11. 83 1, 056～3, 00016. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

1. 42/h 360/h17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

ADSL（128～512k）利用、月額、
常時接続。�34. 09～41. 66 8, 640～10, 560

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�13. 電話基本料金月額� 6. 81

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

11～3月はいずれも1時間繰り上げの適
用。出所：リュブリャナ電力。�

同上�

14時から7時および�
23時～7時：0. 026�
7時～14時および�
17時～23時：0. 049

14時から7時および�
23時～7時：6. 83�
7時～14時および�
17時～23時：12. 51    

14時から7時および�
23時～7時：0. 065�
7時～14時および�
17時～23時：0. 094

14時から7時および�
23時～7時：16. 5�
7時～14時および�
17時～23時：23. 95    

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �
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米ドル� トラール�

0. 32

0. 21

0. 47

81. 99

119. 24

54. 37

0. 28 72. 82

1, 426 361, 500

出所：JP Energetika Ljubljana              

出所：Holding Ljubljana

車種：ルノー「Megane」�
排気量：1600cc　VAT（20％）および
自動車税（約2％）込み。自動車税は車
種によって変動（0～7％）�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�
24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
　→最寄り港（コペル）�
　→横浜港�

36. 現地通貨対ドルレート�

同上�

同上�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

11, 656 2, 954, 00026. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

車種：メルセデス「E240」�
排気量：2400cc　VAT（20％）および
自動車税（約6％）込み�

非課税対象：医療サービス、教育分野
など�
軽減税率対象：食料品（アルコール除
く）、肥料、薬品、宿泊費など�

課税所得はキャピタルゲイン、受取配
当金、受取利子を含む。自由経済区域
はコペル、マリボールの２地域。地方
税無し。�

34, 522 8, 749, 000

0. 66 168. 2

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

25（自由経済区域では10）�

50

基本税率：20　軽減税率：8. 5

非課税�

非課税�

15

1ドル＝253. 43トラール�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

税込み。コペル・横浜33日間。�

無鉛、VATおよび石油税込み。�

17％、35％、37％、40％、45％、�
50％の6段階�

欧州内で最も低い水準である法人税（25％）に加え、自由貿易区域

での軽減税率（10％）のほか、固定資産（自動車除く）に投資した

場合は、最大40％まで控除対象となる。また、3年間で新規雇用を

100人（低開発区域では50人、R&D部門の場合は20人）実現した場合

は、スロベニア投資促進庁（TIPO）から補助金が交付される。失業者

を雇用した場合は、その教育訓練費などが地域の雇用局から支給。�
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エストニア（タリン）�

169～450 3, 000～8,000
１. ワーカー�
　（一般工職）� 出所：投資庁�

同上�

ＥＭＴビジネスパッケージ�

同上�

1ヵ月もしくはなしとする企業が多い�

米ドル� エストニア･クローン� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 338～1, 182 6, 000～21, 000

同上�338～1, 182 6, 000～21, 000
３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

2. 8～14. 1 50～250

2002年1月から�

すべて雇用者負担。健康保険料は健康保
険機構で労災と医療保険に分けられる。�

Maarsu Industrial Park

出所：統計庁�

104. 12 1, 850４. 法定最低賃金�

33％�
（年金20％、健康保険13％）�

98年15. 4％、99年9. 3％、2000年10. 4％�

タリン中心部�4. 5～14. 2 80～250

844～1, 126 15, 000～20, 000

0. 045～0. 1 0. 8～1. 9

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
     購入価格（㎡当たり）�

同上�3. 4 60
９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 法人：310�
個人：46

法人：5, 500�
個人：824

5. 57 99

0. 024～0. 055 0. 42～0. 97

11. 26 200

昼間（7－19時）�
：0. 019�

夜間（19－1時）�
：0. 015�

深夜 （1－7時）�
：0. 008

昼間（7－19時）�
：0. 34�

夜間（19－1時）�
：0. 28�

深夜 （1－7時）�
：0. 14

エクストラパッケージ（１Mbps）�294 5, 225

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本通話料�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額�
法人：36. 4�
個人：5. 5

法人：650�
個人：98

法人：3. 6�
個人：4. 2

法人：63�
個人：75

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり）�

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �
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米ドル� エストニア･クローン�

ガス暖房を家庭において使用している場
合は2003年1月1日まで年間使用料に関わ
りなく2. 25クローン/ｍ3

、暖房を使用し
ていない場合は、2002年1月1日より年間
使用料に応じた料金体系。�

再投資に回される場合は非課税�

日産Almera 1. 5、�
物品税18, 200クローンとVAT18％込み。�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場→最寄�
り港（タリン）→横浜港 �

36. 現地通貨対ドルレート�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

1. 97 35

0. 84 15

0. 13 2. 25

0. 13～0. 27 2. 25～4. 7

1, 000 17, 768

10, 688 189, 900

メルセデスベンツS320�
物品税18, 200クローンとVAT18％込み。�53, 461 949, 900

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

0. 54 9. 55

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

26

26

18

35

35

15

なし�

1ドル＝17. 768エストニア・クローン�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇処置�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金�
　  課税（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 
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ラトビア（リガ）�

282～410 179～260
１. ワーカー�
　（一般工職）�

グロス。�
出所：Fontes R&I社の調査（119の製造
業を対象）�

同上�

同上�

付加価値税18％含む。�
出所：Latttelekom社�

付加価値税18％込み。�
出所：Latvian Mobile Telephone（LMT）社�

付加価値税18％を含まず。�

同上�

労働法ではボーナスの概念はない。
企業はそれぞれ独自に賞与を設定。�

米ドル� ラッツ� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 553～895 351～568

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

511～3, 333 324～2, 116

7. 7～15. 5 4. 9～9. 8

2001年7月1日～�

2003年以降、雇用主負担率が下がる予定。�

整地されていない製造業向けの土地、商
業地、建設予定地など�

出所：中央統計局�

94. 5 60４. 法定最低賃金�

雇用主負担：26. 09％�
被雇用者負担：9％�

98年11. 1％、99年5. 8％、2000年6. 1％�

0. 3～4. 0

アパート50～200㎡：�
250～1, 800�

アパート150～500㎡：�
1, 500～3, 500

アパート50～200㎡：�
159～1, 143�

アパート150～500㎡：�
952. 5～2, 222. 5

0. 2～2. 5

付加価値税19％を含まず。�3. 0～28. 0 1. 9～17. 8

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
     購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
　（月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 111. 5 70. 8

同上�

付加価値税18％を込み。�

1. 951 1. 239

24. 16 15. 34

付加価値税18％込み。�
Latvenergo社（国営独占）�

0. 0614 0. 039

15. 59 9. 9

96. 19 61. 08

付加価値税18％込み。�
384Kbps。ライン設置料（初回のみ）95
ラッツ（149. 61ドル）�

119. 69 76

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本通話料�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

年間契約料：19. 09�
電気使用料：0. 0535

年間契約料：12. 12�
電気使用料：0. 0340

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

同上�13. 電話基本料金月額� 個人用：5. 57�
業務用：11. 15

個人用：3. 54�
業務用：7. 08

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �
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米ドル� ラッツ�

個人家庭は付加価値税なし。�
出所：RigasUdens社（リガ水道局）�

付加価値税18％を含まず。�

付加価値税18％込み。�
出所：Latvijas Gaze（Latvian Gas）社。
A：標準、B：ガス調理、ガス湯沸し器等
使用の場合、C：Bに加え、ガス暖房も使用�

100％輸入車�

政府は2004年までに税率を15％に下げる
法律を承認。（2003年は19％、2004年以
降は15％の見込み）�

最高価格値で付加価値税を含まず。�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場→�
最寄り港（リガ）→横浜港 �

36. 現地通貨対ドルレート�

Ａ：0. 093�
Ｂ：1. 76�
Ｃ：4. 83

Ａ：0. 059�
Ｂ：1. 12�
Ｃ：3. 07

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

メルセデスベンツ�
A Class：17, 480�

ボルボ S40�
：15, 572

メルセデスベンツ�
A Class：11, 100�

ボルボ S40�
：9, 888

同上�

一律25％�

メルセデスベンツ�
G Class：66, 772�

ボルボ S80�
：31, 496

メルセデスベンツ�
G Class：42, 400�

ボルボ S80�
：20, 000

0. 6456 0. 41

0. 6456 0. 41

0. 1052 0. 0668

1, 950 1, 238

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

0. 543 0. 345

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

22

25

18

10

10

15

1ドル＝0. 6350ラッツ�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇処置�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当金送金�
　  課税（最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

１．2001年1月1日より1, 000万ラッツ（157万5, 000ドル）以上を投資する
ものに対して3年間投資額の40％相当額を法人税タックス・ホリデーとす
ることができるようになった。このタックス・ホリデー を受けるには政
府による投資計画の承認が必要。�
２．政府は小規模企業に対しては法人税を20％下げることができる。�
３．ハイテク製品にリストアップされている製品（2001年6月より）ISO9001、
ISO14001を取得済みで、該当企業が法令によって保証され、医療企業対
象のグッド・マニュファクチャリング・プラクティスに沿っている場合
には法人税の30％払い戻しがある。�
４．特別経済地区（Liepaja、Rezekne）と自由港（Riga、Ventspils）の
企業には税軽減措置あり。不動産税の80％払い戻し。100％までの価値低
下率判定、10年間の損失計上期間、ゾーンによる収入の法人税の払い戻し、
保留税の80％払い戻し等。�
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リトアニア（ヴィリニュス）�

258. 5 1, 034１. ワーカー�
　（一般工職）�

2001年統計�
出所：統計局�

出所：同上�

出所：同上�

出所：Lietuvos Telekomas社�

出所：Omnitel社、Tele2社、Bite社�

税、地方自治体に支払う地域開発貢献金
（ケースにより異なる）やその他の諸経
費は含まず。地税はオーナーが支払う。
ただし、農地としての土地購入は不可。�

土地のみ（主要工業団地）：税込み。�
その他：税、諸経費は含まず。�
不動産業者への仲介料は通常借上料の3
％+VAT。�

ヴィリニュス市内・郊外の新オフィスビ
ル。パーキング場は通常月額30～40USD。
税、諸経費は含まず。不動産業者への手
数料は借上料1か月分の50％。�
出所：同上�

①ヴィリニュス市内の家具付アパート（100
～200㎡）､駐車場代込み。�②ヴィリニ
ュス市中心OldTownのアパート（110㎡）。
セントラルヒーティング完備。電気オー
ブン､家具､無料駐車場（中庭）付。�

（注）通常は貸方・借方が共に個人の場合
は無税。貸方が個人で借方が法人の場合
は貸方の所得税20％が通常借料に含まれる。
貸方が法人の場合は賃借料のVAT18％必
要。①､②共に電気代等の諸経費は含まず。
不動産業者への手数料は借上料0. 5ヵ月。�

制度として定着しておらず、支給額も企
業により異なるが、最高で月給1ヵ月程度。�

米ドル� リタス� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）� 500 2, 000

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

750 3, 000

出所：同上�

出所：開発庁�

出所：同上�

2001年統計�
出所：統計局�

107. 5 430４. 法定最低賃金�

雇用者：31％　被雇用者：3％�

98年19. 5％、99年6. 2％、2000年2. 1％�

地方工業都市：�
5～70�

ヴィリニュス市内�
・郊外：10～150

土地のみ（主要工業�
団地）：0. 008～0. 013�
建物付（地方主要工�
業都市）：0. 63～1. 2�
建物付（ヴィリニュ�
ス市内・郊外工業団�
地）：1. 25～4

土地のみ（主要工業�
団地）：0. 032～0. 052�
建物付（地方主要工�
業都市）：2. 52～4. 8�
建物付（ヴィリニュ�
ス市内・郊外工業団�
地）：5～16

地方工業都市：�
20～280�

ヴィリニュス市内�
・郊外：40～600

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
     購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�

12. 電話架設料� 62. 5 250

52

週日6～22時　②22～6時と週末、祭日�
出所：同上�

同上�

10～17 40～68

①800～2, 000�
②1, 000

①3, 200～8, 000�
②4, 000

①5. 84�
②4. 16

①23. 37�
②16. 62

13

月当たりの基本料金、VATを含まず。
1. 5Mbps�
出所：Bite社�

7, 4731, 868

同上�20～495～12. 25

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本通話料�

平日6～22時：0. 0425�
22～6時と週末、�

祭日：0. 0125

平日6～22時：0. 17�
22～6時と週末、�

祭日：0. 05

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

出所：同上�13. 電話基本料金月額� 一般用：4. 75�
工業用：7. 00

一般用：19�
工業用：28
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米ドル� リタス�

出所：Vilniaus vandenys社�

同上�

同上�

同上�

三菱カリスマ（1600cc）、VAT18％込み。�
出所：Kauno Autokomleksas社�

出所：経済省�

出所：同上�

出所：同上�

天然ガス。基本料はなく、使用量に応じ
て支払い。�
出所：Lietuvos　dujos社�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�
25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�

従業員数が10人以上：15�
従業員数が10人未満：13

主たる所得：33�
従たる所得：10～35

18

出所：同上�10

出所：同上�10

ただし、2003年から15％�
出所：同上�

5, 000万ドル以上の投資については、政府との交渉で特別優遇措置が受けられるほ
か、フリーエコノミックゾーンへの投資に関し数々の優遇措置がある。（※注）�

29

36.  現地通貨対ドルレート�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

12, 250 49, 000

0. 041～0. 065 0. 161～0. 26

0. 1075～0. 12 0. 43～0. 48

0. 145～0. 295 0. 58～1. 18

積み込み手数料を含む海上輸送費。�
出所：Arijus社�

1, 350 5, 400

2, 100 8, 400

同上�

出所：Uno X社�

2, 900 11, 600

上水道：0. 85～1. 05�
下水道：0. 63～0. 85�
温　水：2. 42～3. 21
上・下水道：�
　　　　1. 03～1. 05�
温　水：2. 42～3. 21

上・下水道：�
　　　　4. 11～4. 20�
温　水：10. 68～13. 84

上水道：3. 40～4. 20�
下水道：2. 60～3. 40�
温　水：10. 68～13. 84

0. 0325～0. 0725 0. 13～0. 29

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

オクタン価92：0. 5075�
オクタン価95：0. 5275�
ディーゼル：0. 4575

オクタン価92：2. 03�
オクタン価95：2. 11�
ディーゼル：1. 83

メルセデスベンツE320 Sdn.3.21V6, 
3200cc、奢侈税15％、VAT18％込み�
出所：同上�

39, 723 158, 91827. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

1ドル＝4リタス�
（ただし、2002年2月2日より固定相場制の基準通貨がドルからユーロに変更となり、１ユーロ＝3. 4528リタス）�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

35.  投資優遇処置�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金�
　  課税（最高税率、％）�
34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　 （最高税率、％） �

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

※注：フリーエコノミックゾーンへの投資をした場合、以下のような税に関する優遇措置・特例措置を受けることが出来る�
　・100万米ドル未満の投資：最初の5年間は､80％軽減（現税率は､29％軽減後の実行税率は5.8％となる｡）続く5年間は50

％の軽減｡（実行税率は14. 5％となる）�
　・100万米ドル以上の投資（そのうち最低30％が外資）：最初の5年間の法人所得税を免除｡続く10年間は50％の軽減｡ （実

効税率14. 5％となる）�

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

週末、夜間、昼間、電気オーブン利用の
可否などで異なる。�
出所：Lietuvos Energija社�

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

同上�
20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

①対日輸出：工場�
→最寄り港（Klaipeda）�
→横浜港�
②第三国輸出：工場�
→最寄り港（Klaipeda）�
→第三国仕向け港�
（NewYork、USA）�
③対日輸入：横浜港→�
最寄り港（Klaipeda）�
→工場�

特　記�
事　項�
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ロシア（モスクワ）�

460～710

9. 84 300

800～1, 320

3, 100～5, 750

－�

－�

－�

－�

－�

－�45. 6

－�

－�

－�

－�

－� －�

－�

－�

－�

１. ワーカー�
　（一般工職）�

出所：Salary Survey Report No. 1 2002。�
税引き前。�

企業や職種により異なり、特定は出来な
い。基本給の1～3カ月分。 

＊年収10万ルーブル以下の場合の基本税
率。それ以上の場合、定額＋定率の逆累
進税率が適用（全4分類）。 

2001年10月発効の土地基本法により、外
国人による土地（農地などを除く）の購
入は可能となったが、実態上取引は未だ
少ないと見られ、情報入手不可。�

モスクワ州フリャジノ市テクノパーク（モ
スクワ北東40キロ）49年借地契約の場合
の価格。契約時に500ルーブル（＝16.41
ドル）/㎡で権利取得。VAT20％込み。�

出所：MTS社。”Elite teriff”の場合（携
帯電話機Nokia3300の取得費込み）。
VAT20％込み。�

100̃150㎡。VAT20％込み。�

VAT20％込み。出所：Comstar社�

同上�

同上�

同上�

出所：Sofintel社。電話料金別。�
VAT20％込み。�

出所：Sofintel社。2Mbpsの場合（L－2
プラン。VAT20％込み。�

同上。＊製造業に限らず。�

出所：社会経済統計2000年12月、1999年
12月�

出所：MTS社。”Elite tariff”の場合。�
VAT20％込み。�

VAT20％込み。�

VAT20％込み。�

VAT20％込み。�

2001年7月1日から。�

米ドル� ルーブル� 備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

４. 法定最低賃金�

雇用者：35.6％、被雇用者：0％�

98年10. 6％、99年44. 8％、2000年47. 9％�

0. 08

4. 97

2. 5

1, 800～6, 800

37. 5～125

７. 名目賃金上昇率�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 540

130. 8

102 －�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

5, 160

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

0. 03 0. 96

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額�

0. 01～0. 02 0. 44～0. 63

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

電 気 �
料 金 �

基本使用料　�
10. 8�

通話料（発着信）�
0. 30/分�
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米ドル� ルーブル�

0. 02 0. 516

0. 15～0. 38

0. 29 8. 9

4. 7～11. 5

2, 600

1, 600

14, 700

51, 000

①の30～40％増�

－�

－�

－�

－�

－�

出所：日新  

同上�

同上�

出所：BP  

2001年1月1日改訂�

租税条約�

＊製造業などの大規模な投資に対し、企業利潤税（地方税）の軽減などの税制
優遇が受けられる場合がある。�
＊2002年1月1日、法人税が35％から24％に引き下げられ、欧州各国と比較して
も最も低い水準となった。  

＊通信分野では、国際通話料の下落傾向がみられる。特に携帯電話では競争が活発化し、1年前と比較して加
入料や基本料金の引き下げが進んでいる。  

租税条約�

租税条約�

VAT20％込み。�
出所：正規ディーラー。ルノー・メガ
ーヌ1. 6（1600cc）。国産車 

VAT20％込み。�
出所：正規ディーラー。メルセデスベ
ンツE240（2600cc）。輸入車 

医薬品、一部医療機器、新聞・雑誌、
教育図書等に10％、基本食品、児童用
品に0％が適用。  

①冷水、②温水。VAT20％込み  

VAT20％込み。  

内訳：連邦税7. 5％、地方税14. 5％、市
町村税2％。2002年1月1日改訂。 

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
①対日輸出：工場�
→最寄り港�
（サンクトペテルプルク）�
→横浜港�

③対日輸入：横浜港�
→最寄り港�
（サンクトペテルプルク）�
→工場�

②第三国輸出：工場�
→最寄り港�
（サンクトペテルプルク）�
→第三国仕向け港�
（ハンブルグ）�

36. 現地通貨対ドルレート�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

24

13

20

10

15

10

1ドル＝30. 4778ルーブル�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�
29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�
30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

35. 投資優遇措置�
�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％）�

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

投 資 �

為 替 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

①1. 24/人�
②1. 47/人�

①37. 86/人�
②44. 84/人�

VAT20％込み。  

VAT20％込み。�0. 4 12. 0421. 業務用水道料金�
　（　当たり）�ｍ3 

特　記�
事　項�
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ウズベキスタン（タシケント）�

米ドル� スム�

65. 52～71. 18 44, 806～48, 676

5. 0 3, 430

99. 6

112. 4 76, 862

68, 085

（米ドル建て）�

（米ドル建て）�

（米ドル建て）�

（米ドル建て）�

（米ドル建て）�

33. 0

－�

１. ワーカー�
　（一般工職）�

韓国合弁繊維工場労働者。ただし、日本企
業を含む外国駐在員事務所現地スタッフの
給与水準とは必ずしも関連していない。こ
れらスタッフの給与水準は、ジェトロ・タ
シケントの推定では、下級事務員で300ド
ル前後、上級事務員で500～1, 000ドル前後
の水準にある。�

大統領令第UP－2893号（2001年6月29日付）
により 2001年8月1日から施行。�

閣僚会議決定第372号�
（99年7月30日付）�

インターナショナル・ビジネス・センタ
ー。階、面積、場所によって変動。米ド
ル払い。�

デウユニテル社�
（左記に加え100～300ドル分の通話料前
払い＋電話機代）�

一戸建て。6部屋、180㎡。家具、庭100
㎡、ガレージ付。米ドル払い。�

ブズトン社。中央銀行レート（1米ドル
＝683. 41スム）換算でスム払い。�

現時点では工業団地は存在しない。土地は国有であり、売買は法令で定められる場合を除き認
められない。外国企業等には、土地法によって規定される土地使用および契約による賃借が認
められる。土地使用の場合、登録料（最低賃金の50％）および土地税（タシケント市最高区画
で6, 556. 458スム/ha）の支払いが必要。賃借の場合、農地以外の用途では当該区画の土地税相
当額の1～3倍が賃料となる（ウズベキスタン共和国土地法。98年4月30日付）。�

（例）国有航空機修理工場では、四半期
ごとに月額給与相当額、年末に同年の業
績結果により支給。�

同上�

同上�

マクロ経済統計省�

ブズトン社�

デウユニテル社�

備　　　考�

２. エンジニア�
　（中堅技術者）�

３. 中間管理職�
　（部課長クラス）�

５. 賞与支給額�
　（固定賞与＋変動賞与）�

６. 社会保障負担率�

４. 法定最低賃金�

1, 000～3, 000

７. 名目賃金上昇率� 98年45. 4％、99年65. 7％、2000年48. 7％�

８. 工業団地（土地）�
    購入価格（㎡当たり）�

９. 工業団地借料�
　（月額）（㎡当たり）�

10. 事務所賃料�
 （月額）（㎡当たり）�

11. 駐在員用住宅借上料�
　（月額）�

12. 電話架設料� 468. 0

6. 3 4, 305

319, 836

架設料に込み� 架設料に込み�

14. 国際通話料金�
　（日本向け３分間）�

15. 携帯電話加入料�

16. 携帯電話基本�
　 通話料（月額）�

17. インターネット�
　 接続料金（電話回線）�

18. インターネット�
　 接続料金�
　（ブロードバンド）�

賃 金 �

地価・�
事務所�
賃料等�

通信費�

13. 電話基本料金月額�

1. 8/時間�

n.a. n.a.

n.a. n.a.

雇用者：名目月額賃金�
の40.0％（年金基金�
37. 3％、雇用基金1. 5�
％、労働組合基金�
1.2％）、被雇用者：�
名目月額賃金の3.5％�
（年金基金2.5％、労組�
基金1.0％）�

雇用者：名目月額賃金�
の40.0％（年金基金�
37. 3％、雇用基金1. 5�
％、労働組合基金�
1.2％）、被雇用者：�
名目月額賃金の3.5％�
（年金基金2.5％、労組�
基金1.0％）�

①16.00（無料通話�
時間150分/月）�

②40.00（無料通話�
時間360分/月）�

③80.00（無料通話�
時間720分/月） �

　  　　　　420.0�
（加入料300.0＋�
メモリカード50.0�
＋付加価値税20％）　�
�
�
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米ドル�

3, 600

20

0

0

0

外国人価格�
4, 940～6, 570

70,000～100,000�
ドイツマルク�

（米ドル建て）�

（ドイツ・マルク建て）�

イブラコム社�
工場→パンダルアパス港（イラン）�
→横浜港�

ウズエネルゴズブィト社  

同上  

同上  

同上  

同上  

同上  

閣僚会議決定第393号�
（2001年9月28日付） 

23. 業務用ガス料金�
　（　当たり）�

24. 一般用ガス料金�
　（　当たり）�

25. コンテナ輸送�
　（40ftコンテナ）�
�

22. 一般用水道料金�
　（　当たり）�

26. 乗用車購入価格�
　（1500ccセダン）�

27. 大型乗用車購入価格�
　（2500ccセダン）�

28. レギュラーガソリン�
     価格（１㍑）�

29.  法人所得税�
　（基本税率、％）�

30.  個人所得税�
　（最高税率、％）�

31. 付加価値税（VAT）�
　（標準税率、％）�

32. 日本への利子送金課税�
　（最高税率、％）�

33. 日本への配当送金課税�
 （最高税率、％）�

34. 日本へのロイヤルティー�
　  送金課税�
　（最高税率、％） �

電 気 �
料 金 �

水 道 �
料 金 �

ガ ス �
料 金 �

輸 送 �

自動車�

税 制 �

備　　　考�

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ｍ3 

ヴォドズブィト社  

ウズガスズブィト社  

19. 業務用電気料金�
　（kWh当たり） �

20. 一般用電気料金�
　（kWh当たり）�

21. 業務用水道料金�
　（　当たり）�

0. 012（750kWhまで）�
（付加価値税20％を含む）�

0. 014�
（付加価値税20％を含む）�

9. 28�
（付加価値税20％を含む）�

0. 005（付加価値税�
20％を含まない）�

3. 25（付加価値税�
20％を含まない）�

0. 058（付加価値税�
20％を含まない）�

39. 66（付加価値税�
20％を含まない）�

0. 023（付加価値税�
20％を含まない）�

0. 004（付加価値税�
20％を含まない）�

2. 7（付加価値税�
20％を含まない）�

16（付加価値税�
20％を含まない）�

10（750kWhまで）�
（付加価値税20％を含む）�

対日輸出：工場�
最寄り港→横浜港�

6, 227, 650～7, 614, 250�
（個人、現金払い）�

7, 161, 795～8, 756, 340�
（法人、銀行送金決済）�

ウズデウオート「ネクシア」　�
1600cc、本体価格�

メルセデスベンツE240　�
2400cc、本体価格�

180（オクタン価76）�
220（オクタン価93）�

0. 26（オクタン価76）�
0. 32（オクタン価93）�
�基本税率26この他①外資出資比率30％以�
上50％未満の外資系製造業企業：25、②資�
本金が30万ドル以上100万ドル未満、かつ外�
資出資比率50％以上：20、③外資出資金が�
100万ドル以上：16。�
�

閣僚会議決定第500号（2000年12月26日�
付）、第554号（99年12月31日付） �

12（法定最低賃金の4倍未満の所得の場合）、�
25（同4倍以上8倍未満）、36％（8倍以上）�

大統領令第UP2793号�
（2000年12月26日付）�

中央税。税法、閣僚会議決定第554号（99年�
12月31日付）により2000年1月より施行�

財務省・国税委員会命令第498号（98年10月�
8日付）。日本への利益送金課税率は10％。�

国家投資プログラムに含まれるプロジェクトへ投資する外資系製造業、輸出型も�
しくは輸入代替型の外資系製造業に対する利潤税の控除など。�

36. 現地通貨対ドルレート�

35. 投資優遇措置�投 資 �

為 替 �

特　記�
事　項�

スム�

※注：米ドル建て価格はスム建て価格を窓口（銀行間取引）レートで換算。ウズベキスタンでは、①中央銀
行レート（外国人のホテル宿泊料金など外貨で支払われた料金のスム換算や統計における外貨換算、関
税その他の義務的な支払いの算出に適用）、②窓口（銀行間取引）レート（輸出獲得外貨の強制売却、
対外債務の返済に適用）、③外貨交換所レート（現金の両替に適用）、④市場（ヤミ）レートが併存す
る。対ドル交換レートは、①は1ドル＝683.41スム、②は同683.85スム、③は同841スム（スム買い）/851
スム（スム売り）、④は同1,420スム前後（2001年11月30日現在）�

1ドル＝683. 85スム（※注）�
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５日�欧州委、欧州市場の自動車メーカー間

の競争促進を図るため、複数の自動車

メーカーの自動車を１カ所で販売でき

るスーパー型店舗やインターネットを

通じた販売などの解禁を柱とする新車

販売の自由化政策案を発表。

６日�欧州自動車工業会（ASEA）、欧州委

が発表した新車販売の自由化政策案に

対し、新政策案は流通システムを混乱

させ、消費者のためにならないと批判

する声明を発表。

７日�欧州中央銀行（ECB）ドイセンベルク

総裁、任期途中の2003年７月９日に退

任すると発表。

12日�EU財務相理事会開催。ＥＵ域外のメ

ーカーに対し、インターネットを通し

て取り込むゲーム、音楽、画像などの

ソフト販売に付加価値税（VAT）の

納付を義務付けることを柱としたネッ

ト課税法案を採択。同法案は欧州議会

の了承を得たうえで、正式に発効する

予定。

12日�同理事会、財政赤字が急拡大している

ドイツ、ポルトガルに対し財政健全化

対策の強化を求める警告を出すのを見

送り、2004年までの赤字解消を目指す

ＥＵの財政安定化協定遵守を求める声

明を採択。

12日�同理事会、たばこの税率をEU域内で

調和させるため、税率の最低ラインを

設定することを承認。

15日�ラミー欧州委員会委員（通商担当）、

シンガポールのジョージ・ヨー産業相

とFTA締結の可能性について協議。

18日�EU一般問題理事会開催。ボスニア・

ヘルツェゴビナに500人規模の警察部

隊を2003年１月に派遣することで合

意。国連が指揮する警察部隊を肩代わ

りするためで、軍や警察などの部隊を

派遣するのは初めて。

18日�同理事会、３月の大統領選挙のために

派遣したＥＵ監視団を国外退去させた

ジンバブエに対し、制裁を科すことで

合意。具体的にはムガベ大統領らへの

ビザ発給停止や資産凍結などで、輸出

入停止など国全体に対する経済制裁は

見送った。

21日�EU、食品関連問題の早期報告の義務

付けなど食品・飼料の安全監視体制を

強化する規則を採択、21日に発効。

EU
EUROPEAN UNION

＜2 月＞

西　　欧
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22日�EU統計局、2001年のEUの貿易赤字額

が454億ユーロと前年に比べ半減した

旨発表。

27日�欧州委、中東和平に寄与するため、欧

州投資銀行の下部機関として「欧州・地

中海銀行」の設立を閣僚理事会に提案。

28日�2004年以降のEU拡大をにらんだ主要

問題を検討するための協議会（コンベ

ンション）、初会合を開催。

28日�EU統計局（EUROSTAT）、ユーロ圏

の１月および２月（速報値）の消費者

物価上昇率を発表。１月の物価上昇率

は2.7％、２月（速報値）は2.5％と0.2

ポイント低下。

28日�ユーロ圏12カ国の全てで現地通貨の流

通停止。

＜3 月＞

１日�ユーロ圏12カ国の全てでユーロが唯一

の法定通貨に。

４日�環境相理事会、６月１日までに京都議

定書を批准する方針を決定。

４日�欧州委、1,500万ユーロにのぼる2004年

までの朝鮮民主主義人民共和国（北朝

鮮）援助の枠組みを決定。

５日�EU統計局、2002年１月の失業率を、

EUは7.7％、ユーロ圏は8.4％と発表。

７日�欧州委、米国が発動を決めた鉄鋼製品

に対する緊急輸入制限（セーフガード）

はWTO協定違反として、WTOに提訴。

12日�EU統計局、2001年第４四半期のユー

ロ圏の実質GDP成長率を、マイナス

0.2％（対前期比）、0.6％（前年同期比）

と発表。

12日�欧州議会開催。2005年までにEUの会

計基準を策定する決議案を圧倒的多数

で採択。

12日�欧州委、政府の支援を受けている域外

の航空会社に課税する方針を明らか

に。課税はEU加盟国や欧州議会の承

認の経て約６カ月間施行される予定。

14日�EU、2006年までに開発援助額を平均

でGNPの0.39％に引き上げる旨決定。

2000年は254億ドル（GNPの0.33％）。

15～16日�EU特別首脳会議（バルセロナ）

開催。2004年までに法人向け電力・ガ

スの完全自由化を図ることを決定。そ

の他に、①金融サービス市場自由化、

②人口老齢化への対応策として女性や

老人の労働市場の柔軟化、③教育の改

善による労働市場の柔軟化、④欧州運

輸ネットワークの一部前倒し実施、な

どを合意。

20日�欧州委、フランスがBSE感染の恐れを

理由に英国から牛肉などの輸入を禁止

している措置は欧州司法裁判所の判決

に違反しているとして、輸入禁止の解

除を求め警告。

22日�欧州委、米国の鉄鋼製品へのセーフガ

ード発動に対抗するため、米国からの

輸入品に対する報復関税のリスト作り

を検討していることを明らかに。

26日�EU、運輸相理事会で欧州独自のGPS

「ガリレオ計画」の開発を正式決定。

推定で最大36億ユーロの資金を投じ、

2008年の運用開始を目指す。

27日�欧州委、米国による鉄鋼製品へのセー

フガードに対抗し、ＥＵ市場保護のた

め同様のセーフガードを29日に発動す

ると発表。EUの措置はホットコイル、

熱延・冷延鋼板など15の鉄鋼製品を対

象とし、最高26％、最低14.9％の関税

を上乗せ。６カ月間の暫定適用とし、

その後通常のセーフガードに切り替え

るかどうかは改めて検討。

29日�欧州委、鉄鋼15製品の暫定セーフガー

ド（期間６カ月間）を発動。
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４日�CBI（英国産業連盟）、１月の流通業

調査で、１月の売上が前年比で上回っ

たと回答した企業の割合は12月の調査

に比べ９ポイント減少し、個人消費の減

速に小売業者が備え始めていると発表。

７日�イングランド銀行（中銀）、主要政策

金利（レポ金利）を4.0％に据え置く

ことを決定。堅調な個人消費を背景に

利下げ局面は終了したとの見方。

８日�政府、ロンドンの地下鉄の一部民営化

を決定。国鉄民営化の経過が良好では

ない中でその実施を懸念する声も。

13日�中銀、四半期ごとに発表するインフレ

レポートで、国内経済は個人消費が減

速するが世界経済の回復により好調を

維持すると発表。日本経済の状態には

懸念を表明。

26日�ジョージ中銀総裁、世界経済が回復し、

国内の需要の好調が続くならば政策金

利を引き上げる可能性があると示唆。

一方、国内の先物金利が上昇している

ことには懸念を表明。

＜3 月＞

７日�中銀、主要政策金利（レポ金利）を

4.0％に据え置くことを決定。据え置

きは４か月連続。

７日�インペリアルタバコ、独たばこ会社レ

ームツマの買収を発表。買収額は58億

ユーロ。

８日�ブラウン財務相、法人税の引き下げを

表明。企業の国際競争力の増進と国内

への企業立地の促進を狙ったもの。

11日�ブレア首相、チェイニー米国副大統領

とロンドンで会談。アフガニスタン、

中東情勢について協議。

19日�英連邦、ジンバブエを１年間英連邦会

議への出席停止処分に。大統領選が公

正に行われなかったとの批判によるも

の。ストロー外相は処分を歓迎すると

表明。

19日�中銀ジョージ総裁、講演で利上げの可

能性を否定。個人消費の過熱感の高ま

りで市場に利上げ観測が出ていること

を受けたもの。

21日�CBI（英国産業連盟）、月例の産業動

向調査を発表。２カ月続けて企業の業

況感は改善し最悪の時期を脱したとし

たが、依然回復の足取りは重いと発表。

22日�ドイツの電力・エネルギー会社ＲＷＥ

が英イノジー社を買収することで合意

したと発表。イノジー社は470万世帯

に電力を供給し190万世帯にガスを供

給する英国のエネルギー会社の最大手。

７日�経済・財政・産業省、2002年の経済見

通しを予算策定時の2.25～2.5％から

1.4％～1.6％に下方修正。

８日�ジョスパン首相、ブッシュ米大統領の

「悪の枢軸」発言に対し、一方的外交

と批判。

８日�仏・アフリカ首脳会議開催。アフリカ

13カ国の大統領らを招き、先進国のア

フリカ援助について協議。

11日�シラク大統領、４月21日の大統領選へ

の出馬を公式に表明。

15日�ベドリヌ外相、パリ訪問中のロシアの

イワノフ外相と会談。イスラエル政府

により移動を禁止されているアラファ

ト議長の活動の自由を求める声明を連

名で発表。

17日�フランスフラン、流通停止。ユーロ貨

幣のみの流通に。

フランス
FRENCH REPUBLIC

＜2 月＞

英　国
UNITED KINGDOM

＜2 月＞
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19日�世論調査機関BVA、大統領選挙につ

いての世論調査を実施。第１回投票

（４月21日）でのシラク大統領支持率

が24％、ジョスパン首相支持は23％と

発表。第１回投票で過半数を獲得する

候補者がなかった場合の第2回投票

（５月５日）では２人とも50％の支持

を得ており、大接戦が予想される。

20日�首相、大統領選挙への出馬を表明。95

年に続き２期連続の出馬。

＜3 月＞

１日�首相、４月21日に開催される大統領選

挙に向け、インタビュー集「返答の時」

を出版、シラク大統領を痛烈に批判。

７日�広告大手ピュブリシス、同業の米ビー

コムスリーを30億ドルで買収すると発

表。これにより同社の規模は現在の約

２倍となり、世界の広告業界で６位か

ら４位に。買収手続きは６月末までに

完了する見込み。

14日�大統領選挙の立候補者届け出受け付け

がパリで開始、締め切りは４月２日。

18日�首相、大統領選挙の公約を明らかにし、

所得税減税案を発表。向こう５年間に

失業者を90万人削減することを改めて

公約。

23日�首相、大統領選挙に向けた演説の中で、

原子力エネルギーの放棄はあり得ない

と言明。

１日�連邦参議院、脱原発法案を可決、成立。

原子力発電所による総発電量を定め、

約32年で全廃。また、既存原発の安全

水準向上を規定。

１日�第38回ミュンヘン安全保障会議、開催。

主要テーマは米国の防衛戦略、国際テ

ロ、中央アジア、NATO拡大。ロバー

トソンNATO事務総長、38カ国の外

相・防衛相が参加。

４日�シュレーダー首相、ベルリンでシラク

仏大統領、ジョスパン仏首相と非公式

会談。EU拡大、３月のEU特別首脳会

議（バルセロナ）での議題について意

見交換。

６日�連邦政府、資本市場の透明性を高める

倫理指針（Kodex）の草案を閣議決定。

同指針は上場企業に対して、監査役会

の独立、企業買収時の株主の役割、役

員の報酬開示などを定める。上場企業

に同指針に定められた内容を遵守する

義務はないが、上場企業は同指針の遵

守しているか否かを公表する義務が生

じる。

６日�連邦政府、食糧・農業白書を承認。狂

牛病発見後、初の白書。消費者保護、

品質管理、環境への配慮を強調。

11日�首相、ラテンアメリカを歴訪。首相、

メキシコでフォックス大統領と会談。

両国の貿易と投資の拡大に意欲。ドイ

ツ産業連盟（BDI）のロゴウスキ会長、

ドイツ商工会議所（DIHK）のブラウ

ン会頭、シーメンスのピーラー社長、

フォルクスワーゲンのピエヒ社長など

が同行。

12日�シャーピング国防相、アフガニスタン

を訪問。国連軍として従軍するドイツ

兵を慰問。連邦軍から571人が国連軍

に参加。

12日�EU財務相理事会、財政安定協定に基

づくドイツへの早期警告を中止。首相、

理事会の決定を歓迎するとともに、緊

縮財政路線の堅持を強調。

13日�フィッシャー外相、中東歴訪開始。カイ

ロでムバラク・エジプト大統領と会談。

13日�ラテンアメリカ歴訪中の首相、ブラジ

ル訪問。サンパウロ近郊にあるブラジ

ドイツ
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

＜2 月＞
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ル・フォルクスワーゲンの工場を見学。

13日�欧州委、ドイツ環境税の特定業種への

軽減措置について2012年までの延長を

認める。前回認可は2002年３月まで。

14日�ラテンアメリカ歴訪中の首相、ブラジ

リアでカルドソ・ブラジル大統領と会

談。EUとメルコスールの自由貿易協

定の早期締結を強調。

14日�アイヒェル財務相、フランスの国民議

会で演説、財政安定協定の遵守を強調。

14日�首相、ラテンアメリカ歴訪最後の地ア

ルゼンチンに到着、ブエノスアイレス

でドゥアルデ・アルゼンチン大統領と

会談。

18日�首相、ベルリンでカナダのクレティエ

ン首相と会談。クレティエン首相、約

300人の州、経済界代表の「チームカ

ナダ」を引き連れ、ベルリンとミュン

ヘンを訪問。

19日�首相、ベルリンでズリンダ・スロバキ

ア首相と会談。独首相、スロバキアが

EU加盟の第一陣に加わることに自信。

20日�フィッシャー外相、プラハでゼマン・

チェコ首相、カバン副首相兼外相と会

談。両国関係とEU拡大について意見

交換。

22日�首相、ストックホルムで開催された中

道左派サミットに参加。テロ対策、中

東情勢、世界の民主化状況などについ

て意見交換。

22日�首相とリースター労働・社会相、連邦

雇用庁の改革案を発表。新総裁にはラ

インラント・プファルツ州のフロリア

ン・ゲルスター氏が内定。連邦雇用庁、

職業仲介人数の水増しなどで組織の抜

本的改革を求められる。

23日�ボーデヴィッヒ連邦交通相、トランス

ラピッドへの連邦補助金額を発表。ド

ルトムント・デュッセルドルフ間（約

23億ユーロ）には約17億5,000万ユーロ、

ミュンヘン空港・ミュンヘン市内間は

５億5,000万ユーロの補助金を支給。

来年度予算に組み込む。

25日�首相、ブレア英首相と連名でEU議長

国であるスペインのアスナール首相宛

てに書簡。意思決定を迅速化する組織

改革を提唱。

25日�首相とシリー内相、野党案を汲み入れ

た移民法草案を公表。

28日�首相、ベルリンで国連のアナン事務総

長と会談。テロ対策、アフガン情勢、

中東情勢などにつき協議。

28日�政府経済諮問委員会（五賢人委員会）

のドンゲス委員長、退任。後任はケル

ン大学のアクセル・ウェーバー経済学

部教授。

＜3 月＞

１日�ブルマーン連邦教育・科学相、ベルリ

ンでIT産業の助成計画「IT研究2006」

を発表。2002年～2006年で同計画に

15億ユーロ、研究機関に15億ユーロ

を助成。

１日�連邦議会、移民法法案を可決。キリス

ト教民主同盟（CDU）、キリスト教社

会同盟（CSU）、民主社会主義党

（PDS）、反対票を投じる。

５日�シュレーダー首相、米国の鉄鋼製品に

対するセーフガード発動について、ブ

ッシュ米大統領に書簡を送付。「世界

貿易の自由化のさらなる発展にとって

誤った兆候を与える可能性がある」と

指摘。

５日�ドイツ労働総同盟（DGB）総裁、シュ

ルテ氏に代わり統一サービス産業労組

（ヴェル・ディ）代表のゾンマー氏に内

定。任期４年。

６日�首相、ベルリンでクワシニェフスキ・

ポーランド大統領と会談。両国の経済

関係とポーランドのEU加盟について意
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見交換。

６日�連邦政府、「公共投資白書」を閣議決

定。現政権が約370億ユーロを交通網

整備に使用、2002年も135億ユーロを

計上していることなどを記述。

６日�連邦政府、「社会白書2001年版」を閣

議決定。95年から2000年の社会保障の

財政状況を詳述。現政権の年金改革や

失業者対策を強調。

６日�連邦雇用庁の改革案を出す「労働市場

における新しいサービス」委員会、発

足。委員長にはフォルクスワーゲンの

ハルツ人事取締役が就任。

13日�連邦政府、消費者情報法案を閣議決定。

官庁が持つ食品安全に関する情報開示

を促す。消費者保護に関わる2新組織

の設立も決定。

13日�連邦政府、「EU統合白書」を閣議決定。

同白書は独・EU関係について毎年ま

とめるもので、ニース条約、EU拡大

などについて詳述。

13日�アイヒェル連邦財務相、パリで経済サ

ミットに参加。2002年後半から経済が

回復するとの見通し示す。

13日�連邦政府、「中小企業政策白書」を閣

議決定。

13日�世界最大の情報通信見本市CeBIT（セ

ビット）、ハノーヴァーで開幕。20日

まで開催。NTTドコモのインターネ

ット接続技術「iモード」、出展。

14日�首相、ベルリンでアフガニスタンのカ

ルザイ議長と会談。アフガン情勢、ド

イツのアフガン復興支援について意見

交換。

18日�連邦政府、EU域外のIT関連技術者に

発給される「グリーンカード」の状況

を発表。2002年２月末時点で、１万

1,230人に発給。出身国別ではインド

が首位（2,445人）、雇用された州別で

はバイエルン州が首位（3,097人）。

19日�首相、ミュンヘンで経済界首脳と意見

交換。景気が2002年第１四半期に回復

期に入った可能性が高いと表明。回復

傾向を維持するために、緩やかな賃金

交渉が必要と強調。

20日�連邦政府、書籍価格法案を閣議決定。

これまで業界で自主的に行われてきた

価格規制がカルテルに抵触する恐れが

あるため、法律で価格規制を正当化。

20日�連邦政府、飲料容器への保証金制度導

入を決定。1.5リットル以下の使い捨

てボトルには25セント、それ以上は50

セント。2002年6月に全ボトルに占め

るリサイクルボトルの割合を調査、一

定割合に満たない場合、2003年から保

証金制度導入。

20日�首相、ベルリンでマハティール・マレ

ーシア首相と会談。両国の経済関係、

国際問題などについて意見交換。

21日�ライプチヒ書籍展示会、開幕。24日ま

で開催。「ドイツと中・東欧諸国の掛

け橋」がテーマ。

22日�連邦参議院、金融サービス庁の設立を

可決、2002年５月に業務を開始。同庁、

銀行・保険・証券を監督。

22日�連邦参議院、連邦雇用庁の組織改革と

民間労働斡旋に報酬を与える法律を可

決。2002年４月に施行。

22日�連邦参議院、走行距離に応じた高速料

金の導入を可決。12トン以上のトラッ

クが対象。平均で１キロ当たり15セン

ト。2003年に導入。

22日�連邦政府、不法労働対策法を可決。同

法、不法労働者を使用した雇用者に対

し最高３年間、公共入札への参加を禁じ

るほか、最高50万ユーロの罰金を課す。

22日�連邦参議院、移民法を可決。

25日�シャーピング国防相、マケドニア、ボ

スニア・ヘルツェゴビナ、コソボを訪

問。マケドニアのトライコフスキー大



統領と会談。

27日�連邦政府、「技術白書2001」を閣議決

定。ドイツにおけるR&Dの現状、国

際競争力などについて詳述。「景気低

迷の中、2001年もドイツは開発志向を

維持」（ブルーマン連邦教育・科学相）。

27日�連邦政府、「環境白書2002」を閣議決

定。４年毎に環境状況と環境政策につ

いて議会と国民に公表するもの。

28日�連邦憲法裁判所の第二審、３州が第三

世代携帯の免許収入の分配を求めた訴

えを棄却。基本法106条、107条から、

連邦は通信分野での収入の使途につい

て独自に決められるとの判断。

12日�伊労働総同盟、年金・雇用制度改革に

対抗するためゼネスト実施の方針を打

ち出す。

15日�ベルルスコーニ首相、ローマでブレア

英首相と会談。３月のEU特別首脳会

議（バルセロナ）で討議する内容など

につき協議。

19日�ローマに近い海岸で２万5,000ユーロ

のユーロ紙幣偽札見つかる。

＜3 月＞

８日�首相、トリエステでシュレーダー独首

相と定期会談。EU特別首脳会談（バ

ルセロナ）、中東情勢などにつき協議。

19日�モデナ大学のビアジ教授、自宅前で射

殺される。同教授、政府が進める経

済労働改革を盛り込んだ労働白書の

執筆者。

23日�イタリア労働総同盟、政府の急進的な

労働改革に反対しローマで大規模デモ

を実施。

19日�フィリップスなど日欧韓の電機10社は

次世代光ディスクの企画を統一するこ

とで合意。現在のＤＶＤ規格が統一さ

れていないことが普及の妨げになって

いるとの認識。

＜3 月＞

５日�地方選挙で移民の制限などを主張する

極右系の｢リーフバー｣、｢フォルトゥ

イン｣党が躍進。人口の約半数がオラ

ンダ以外の出身である同国第２の都市

のロッテルダムでは｢フォルトゥイン｣

が第１党に。

14日�米大手自動車フォード、ヘンクの自動

車工場で少なくとも1,400人を削減す

るとの声明を発表。

26日�政府、閣議で脱原発法案について協議

したが合意が成立せず、結論は３月１

日の閣議に持ち越し。法案は７ヵ所の

原発が2014年から2025年にかけて相次

いで40年間の使用期限を迎えた際、後

継原発を建設しないことで脱原発を実

現する内容。

＜3 月＞

１日�政府、閣議で2025年までに原発を廃止

する法案の議会提出を原則的に了承。

代替エネルギーの確保は将来的課題と

し、原油などのエネルギー供給が困難

な場合、閉鎖方針を見直す。

５日�政府、フランスのノワイエ欧州中銀副

総裁の後任として、上院通貨委員会の
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ド・グロベ委員長を候補として正式に

擁立。

28日�富士重工、欧州事業を統括する100％

子会社「スバル・ヨーロッパ」をベル

ギー北部ザベンタムに設立、４月１日

付けで業務を開始。

28日�トヨタ、欧州事業を総括する持ち株会

社「トヨタ・モーター・ヨーロッパ」

を４月１日付けでブリュッセルに設立

する旨発表。

１日�中銀、主要政策金利である2週間物Ｃ

Ｄレポ金利と貸出金利を3.55％に引き

下げると発表。公定歩合は3.25％で据

え置き。

＜3 月＞

25日�ラスムセン首相、ブッシュ米大統領と

デンマークで会談。イラクの大量破壊

兵器開発問題に関し、国連査察を優先

すべきと要請。

６日�同国最大の銀行アライド・アイリッシ

ュ銀行の米国子会社オルファースト・

フィナンシャル、外国為替の不正取引

で６億9,100万ドル（926億円）の巨額

損失発生。この損失処理で同行の税引

き前利益は前年比47%減６億1,200万ユ

ーロに。

９日�アイリッシュ・ポンドの流通停止。

＜3 月＞

４日�スーパーなどで買い物を入れるビニー

ル袋１枚につき0.15ユーロ（約17円）

の税金がかかる制度が施行。環境保護

が目的。

６日�妊婦に自殺の恐れがある場合でも中絶

を禁止する憲法改正の是非を問う国民

投票実施。僅差で否決。投票率43%。

６日�アスナール首相、バルセロナでのEU

首脳会議でドイツ、フランス、ポルト

ガルの左派政権を批判するとともに自

由化をさらに進めることを強調、経

済構造改革の遅れが経済の低迷をも

たらすことを｢日本化｣という言葉で

表現。

11日�ＥＵ財務省理事会議長のラト経済相、

財政安定化協定をＥＵ各国が遵守する

ことが重要と述べ、ドイツ、ポルトガ

ルの財政赤字の増大に懸念を表明。

＜3 月＞

21日�北部オリオ市で地方議会の議員のペレ

ス氏が２人組の男に射殺される。犯行

声明は無いがＥＴＡ（バスク祖国と自

由）の犯行と見られる。

12日�欧州委、2001年の財政赤字がGDP比

2.2％を記録したポルトガルに対し、

安定成長協定に基づく警告を発しない

ことを決定。

15日�BES銀行、ポルトガルの2002年の実質

GDP成長率は1.3％で、2003年まで減

速傾向が続くとの予測を発表。

28日�中銀、流通しているエスクードの90％

の回収を完了。
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＜3 月＞

17日�総選挙実施。野党の社会民主党（PSD）

が与党の社会党（PS）に勝利。過半

数の議席確保のため、保守系の民衆党

（PP）と連立政権を発足させる見通し。

４日�シミティス首相、訪日、小泉首相と会

談。両国関係の更なる緊密化で合意し、

両国間の協力関係をとりまとめた「日

本・ギリシャ共同行動計画」に署名。

15日�イランのハタミ大統領、ギリシャを公式

訪問。シミティス首相と会談し、石油、

天然ガスなどのエネルギー問題について

協議。また、大統領はブッシュ大統領の

｢悪の枢軸｣発言について懸念を表明。

11日�クレスティル大統領、ウィーンでハタ

ミ・イラン大統領と会談。

８日�ボルボ、2001年第４四半期の経常利益

はトラック部門のリストラ費用などか

ら３億6,400万クローナの赤字と発表。

2001年通年でも６億7,600万クローナの

損失で、66億6,800万クローナの利益

をあげた2000年から赤字に転換。

12日�政府、特定職種の外国人について労働

許可の免除を決定。芸術家やスポーツ

選手などが対象で、事務効率の改善が

目的。

13日�最大与党の社会民主労働者党、中道右

派の野党３党と安全保障政策につい

て、これまでの中立から方針転換する

ことで合意。EU加盟後、欧州の共通

安全保障政策の進展などで中立政策を

不適当と判断したことによるもの。

22～23日�ドイツほか世界10カ国の首脳、ス

トックホルムで開かれたプログレッシ

ブ･サミットに参加し、現代的･進歩的

政策を追求することで合意。雇用創出

や教育の充実など市民生活の向上を目

指すほか、新たな脅威であるテロリズ

ムをなくすための国際協力を表明。

＜3 月＞

１日�スウェーデン、情報化社会の実現度を

示すIDC指数が55か国中で３年連続の

１位に。貿易相は2001年の不況下でも

IT部門の雇用増加が続き、パソコンの

販売が回復に転じていることを挙げ、

IT部門の将来性を強調。

19日�中央銀行、レポ金利を3.75%から0.25ポ

イント引き上げて4.00%に。今後１～

２年間のインフレ率予測が中央銀行の

設定目標を上回ることによる決定。

21日�政府、国による輸出金融制度の改正法

案を国会に提出。主な改正点は輸出企

業への融資に伴う手数料の廃止で、国

内輸出企業の競争力強化が目的。

１日�スタンダード＆プアーズ、フィンラン

ド長期国債の格付けをAA+から最高

のAAA（トリプルA）に格上げ。

１日�ライモ・タンミレヘト氏（無所属）、

農林水産相に就任。経済政策、近隣外

交、EU案件に関する内閣委員を兼務。

５日�フィンランド労働組合、EU拡大に伴

う新加盟国との賃金格差が国内労働市

場に与える影響に懸念を表明。
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20日�リッポネン首相、ノルウェーとの首脳

会談で天然ガスのバルト沿岸地域諸国

への供給体制づくりに協力することで

合意。

21日�欧州委、フィンランドの物価はEU平

均より21％も高いと指摘。税金の高

さや競争の少ないことが主な要因と

分析。

＜3 月＞

13日�政府、2003～2006年度の歳出限度額に

ついて合意。限度額の設定は政府の歳

出増を抑制し、高齢人口の増加に伴う

支出の増加に対応することが目的。各

年度の限度額は2003年度の物価水準を

ベースに決定され、2003年度は356億

ユーロ。

15日�国会、野党の中央党による内閣の不信

任投票を121対53の大差で否決。現内

閣への不信任投票は99年の発足以来９

回目。

22日�通信大手ソネラ、９月26日より国内主

要都市で第３世代携帯電話事業を開始す

ると発表。2002年１月よりヘルシンキ、

タンペレ、トゥルク、オウルの各都市で

実験中であり、秋の商業運用開始も対象

エリアは主要都市に限定される見込み。

22日�外務省、ロシアとの間で投資保護協定

を４月に締結する見通しを表明。同協

定は過去２年間締結に向け作業中で、

対ロ直接投資の増大が目的。ロシア側

はWTO加盟の支援材料として期待。

６日�連邦通信委員会（COMCOM）、スイ

スコムが保有するラストワンマイル独

占を認め、アンバンドリング必要なし

との決定。同時にCOMCOMは、アン

バンドリングを推進すべく通信事業方

の政令改定を連邦政府に提言。

12日�18歳未満の少年を兵士として徴用し紛

争に参加させることを禁じた児童権利

条約の選択議定書が発効、ロビンソン

国連人権高等弁務官らが参加してジュ

ネーブで記念式典開催。

＜3 月＞

３日�国連加盟の是非を問う国民投票の結

果、国連加盟承認。９月の総会から

190番目の正式メンバー国へ。投票率

57.8%。

７～17日�世界の自動車・部品メーカー約

260社が参加する第72回ジュネーブ・

国際モーターショー開催。スイスは自動

車メーカーがないため、業界では最も中

立的なモーターショーとして高い評価。

５日�政府当局者、１月の同国原油生産量が、

減産の影響で昨年後半を大幅に下回る

との見通しを明らかに。同国はOPEC

と協調減産で合意、上半期目標は日量

15万バレル減産し、生産量を日量302

万バレルと設定。

＜3 月＞

６日�ボンデヴィーク首相、OPECとの協調

減産を当初予定通り、６月末まで継続

する見通しを表明。同国は現在日量15

万バレルの減産を実施中。

7日�ドーボイ児童家族問題相、職場での男

女同権を拡大するため、企業役員のう

ち最低40%ずつ男女双方に割り当てる

ことを義務付ける方針を発表。年内に新

法を制定、国営、半国営企業で１年以内

に、民間企業で2005年導入をめざす。
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20日�出光石油開発の現地法人である出光石

油ノルウェー、北海北部フラム油田に

ノルウェー政府が保有する権益のうち

15%権益を取得。2003年から１万バレ

ル増産へ。
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４日�中央関税局（GUS）、2001年の輸入中

古自動車台数は20万3,000台（99年５万

4,000台、2000年14万台）と発表。景気

低迷の影響で2001年の新車販売が激減

（前年比31.6％減の32万7,251台）して

いる中で、安価な中古車の販売が急増。

６日�ポーランド・テレコム、今後３年間に

130億ズロチの投資計画を発表。内訳

は、電話回線網の拡張（77億ズロチ）、

IT関連事業（26億ズロチ）、データ通

信事業（15億ズロチ）など。また2002

年内に全社員6万100人のうち１万1,000

人を削減し（2001年の解雇者数は8,000

人）、再編を加速。

18日�ブリュッセルを公式訪問中のカリノフ

スキ副首相兼農相（農民党＜PSL＞党

首）、EUのポーランド農業への支援策

強化を要求。主な要求事項は、①加盟

候補10カ国に対する加盟後３年間の補助

金の引き上げ、②農業製品（特に牛乳、

穀物）の生産割当量の引き上げなど。

28日�いすゞ自動車ポーランド社、本田技研

工業とシビック用のディーゼルエンジ

ン（直噴射型1.7リットルエンジン）

生産に関する契約を締結。同社は、こ

れまでディーゼルエンジンを主にジェ

ネラル・モータース・アダム・オペル

AGの欧州工場６カ所に供給。

�下院、ミレル内閣の経済３カ年計画を

可決。経済成長、失業率の改善、EU

加盟の３点が今後３年間の最重要課

題。特に道路・住宅建設などの公共事

業の拡充によって国内経済の活性化を

図り、2002年１％、2003年３％、2004

年５％の経済成長を目指す。

＜3 月＞

４日�日本精工（NSK）、キェルツェ市の同

社工場(NSK Iskra SA)の生産ライン

を拡大。採算が合わない英国の生産ラ

インを移転。2003年末までに月650万

個のベアリングを生産する計画。

�スウェーデンのデルネル・クープレル

フ（Dellner Couplers）、ポーランド北

部バルト海沿岸のグディニャ市で鉄道

車両および路面電車の車両用部品を生

産する計画を発表。投資額は約3,500

万スウェーデン・クローナで、約100

名の従業員を採用予定。

５日�政府、物品税を改正。３月10日から、

新車と３年未満の中古車の税率を引き

下げる一方、３年以上の輸入中古車に

ついては、古い車ほど税率を引き上げる。

（詳細は３月28日付通商弘報を参照）。

21日�米 家 電 メ ー カ ー の ワ ー ル プ ー ル

（Whirlpool）、ポーランドの大手家電

メーカー・ポラル（Polar）の株式95％

を2,400万ドルで買収し、同社の1,900

万ドルの債務も引き受けると発表。

４日�チェコ・テレコム、国内の電話回線の

デジタル化率は全体の96％（プラハは

全国最低の84％）で全回線のデジタル

化を2002年半ばまでに完了の予定。

５日�下院、チェコ鉄道（CD）再編成法を

中・東欧

ポーランド
REPUBLIC OF POLAND

＜2 月＞

チェコ
CZECH REPUBLIC

＜2 月＞
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可決。CD分割後、鉄道輸送管理部門

として国営株式会社を、鉄道インフラ

管理部門として国営団体を設立。

６日�経済省、2000年の中小企業（従業員数

250人以下）数は、10万2,000（97年８

万8,000）、個人事業者を含めると76万

（同65万7,000）と発表。

７日�下院、国民投票に関する憲法改正案を

可決。内政・外交の重要事項に関して、

上院、下院、内閣あるいは国民50万人

以上の要請があれば、大統領が国民投

票を公示する旨を定めたもの。

８日�下院、消費物資の保証期間を現状の６

カ月からEUに準じた２年間に延長す

る民法改正案を可決。

11日�政府、３月１日より公務員11％、保健

機関職員18％の賃金引き上げ決定。

�IT市場調査会社IDCによると、2001年

の国内IT関連製品・サービスの売上高

は前年比11％増の19億ドル。

�1月に実施された世論調査（18歳以上

対象）によると、回答者の30％がイン

ターネットを利用。

15日�支持政党に関する世論調査の結果、１

位は与党・チェコ社会民主党（CSSD）

23.8％。以下市民民主党（ODS）23.0％、

KDU-CSLとUS-DEUの「連合」18％、

ボヘミア・モラビア共産党（KSCM）

８％。

＜3 月＞

11日�内閣、チェコ電力会社CEZとそのディ

ストリビューター８社の民営化延期を

発表。政府はCEZの株式の68％とその

ディストリビューター６社の国家所有

株売却を計画していたが、政府の条件

（売却額2,000億コルナ）を満たしたオ

ファーがなかったため。

12日�下院、公務員法を可決。公務員への政

治的影響の制限、公務員の質向上およ

び待遇改善が目的。

18日�チェコ外国投資庁、青山製作所が北ボ

ヘミア・ロボシツェ市の工業団地に、

投資額2,500万ドルで自動車部品製造

プラントを設立すると発表。従業員数

は3年以内に200名、2004年初めに生産

開始の見込み。

�ロウニ市、自動車用プラスチック部品

メーカー・高田工業が同市に工場設立

の決定をしたと発表。投資額は２億コ

ルナ。工場建設は６月に開始され、

2003年生産開始予定。従業員数は当初

50名、最終的には最高100名を見込む。

20日�中銀、2001年の対チェコ外国直接投資

額（フロー・ベース）は49億1,617万

ドル(前年比6.5％増)と発表。国別では

ドイツ(13億7,505万ドル)、フランス

（13億6,954万ドル）、オランダ（８億

1,716万ドル）。同投資額のうち22億

8,000万ドルが民営化によるもの。

26日�チェコ外国投資庁のヤーン総裁による

と、90年～2001年の対チェコ外国直接

投資累計額は265億ドル。うち欧州諸

国からの投資が85％。また2001年末時

点で外国企業の従業員は全体の約

25％、全輸出に占める割合は60～70％。

７日�議会、ハンガリーが制定した「在国外

ハンガリー人支援法」に関し、ハンガ

リーの法律をスロバキア国内に適用す

べきでないとの理由で、ハンガリー政

府に対して修正を要求する決議。

�欧州投資銀行（EIB）によると、2001

年度にEU加盟候補国に融資した26億

ユーロのうちスロバキアへの融資は

7,900万ユーロ。

８日�99年にドイツテレコムに買収されたス

スロバキア
SLOVAK REPUBLIC

＜2 月＞
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ロバキアテレコム（ST）、今年度管理

部門を中心に1,300人の雇用削減を発

表。従業員数は買収当初の１万3,600

人から今年度末には１万人に。

８日�米国系CME、スロバキアのTV局TV

マルキツァを保有するマルキツァスロ

バキアの34%の株式を買収。地上放送

波業界で初の外資進出。

12日�自動車最大手のフォルクスワーゲン・

スロバキア、現在のブラティスラバ工

場に加え国内中央部にも組立工場を建

設すると発表。

13日�政府、電子署名に関する法律を承認。

2002年９月から施行予定。2003年には

電子商取引法も整備の予定。

�議会、地方分権法の修正案を承認。こ

れにより地方自治体の政策に中央政府

が拒否権を発動することが可能に。

15日�議会、EU加盟準備に関する政府案を

了承。競争政策、司法・内務、税制、

運輸の４項目については2002年上半期

に、残る農業、地域政策、財政・予算

の３項目については2002年内に交渉完

了を予定。

24日�スロバキア中央銀行（NBS）、外国為

替修正法を了承。2003年１月から金融

デリバティブが全面解禁され、スロバ

キア人の海外金融口座開設も自由化。

＜3 月＞

５日�スロバキアガス（SPP）の49%株式入

札で、フランスGdF、ドイツRuhrgas、

ロシアガスプロムのコンソーシアム1

社のみが、1,300億スロバキア・コル

ナ（SKK）（27億ドル）で応札し落札。

今回の売却で、上流独占企業（ガスプ

ロム）と下流大手（GdF、Ruhrgas）

を結ぶ一大ストリーム同盟ができる。

10日�欧州委員会、EUの鉄鋼輸入規制後も、

中・東欧諸国は現行の鉄鋼市場へのア

クセスが維持されると発表。スロバキ

ア鉄鋼大手で米国系のUSスチールコ

シチェ（USSK）の出荷比率はEUおよ

びEFTAが40%、CEFTAが16%、ス

ロバキア国内が13%。

11日�４月１日からすべての雇用主にスロバ

キア社会保険（Socialna Poistovna）

への加入を義務付け。

18日�Eurobarometerによると、スロバキア

国民の65%がEU加盟に賛成、11%が反

対。20日発表の統計局世論調査でも、

賛成69％、反対25%。

19日�政府、労働法の改正に関して、最大労

働時間を当初原案の週48時間から、

2007年まで週58時間とすることで最終

合意。20日に議会を通過し、4月1日か

ら施行予定。また法改正に伴い、政府

は最低時間給を26.6SKKから28.3SKK

にすることを了承。

21日�EU加盟交渉31分野のうち、税制分野

の交渉を終了。付加価値税(VAT)につ

いては、熱料金で５年間、住宅建設業

で４年間、電力料金で１年間、タバコ

税および小規模醸造家向けアルコール

税については５年間の移行期間が認め

られた。23分野の交渉を完了し、残り

は、競争政策、運輸政策、司法・内務、

農業、地域政策、財政制度、その他の

８分野。

６日�政府、健康保険部門の強化案（2003～

2006年）の骨子を発表。予算総額6,068

億フォリント。

�磁気フィルターやコンデンサー製造を

行うハンガリー西部のエプコス・エレ

クトロニクス・コンポーネンツ、生産

拡大のため35億フォリントを追加投資。

ハンガリー
REPUBLIC OF HUNGARY

＜2 月＞
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11日�経済省、外資系企業の中･東欧地域拠

点設置をハンガリーで促進するための

環境整備10カ年計画を発表。予算額は

1,540億フォリント。

14日�ハンガリー保険業組合（Mabisz）、

2001年末の生命保険契約数は256万口

で前年末より10万口の減少と発表。同

業界は近年高い成長を続けてきたが陰

りが見え始めた。

18日�広告にハンガリー語を使うことを規定

した法律が発効。

20日�ハンガリー・テレコム（MATAV）、

ドイツのT－システムズと共同で、情

報通信技術のR&D施設T-Systems

Regional Innovation Center（RIC）を

設立。ブダペスト経済・技術工科大学

など高等研究機関との関係を強化。

21日�ランプ製造のGEライティング、欧

州・中東・アフリカ地域代表部を英国

からブダペストに移転。

23日�自動車・エンジン製造のアウディ・ハ

ンガリー、2006年までに１億ユーロを

越す追加投資を行うと発表。これまで

の投資額累計は13億ユーロ。

25日�亜鉛､アルミ､マグネシウムを精密鋳造

する英国のダイナキャスト、ハンガリ

ーに子会社を設立。

＜3 月＞

１日�オルバーン首相、ロマ連盟代表ファ

ルカシュの訪問を受け、ロマに対す

る雇用機会の促進および高等教育の

拡充に合意、選挙後に社会家族省と

首相官邸内にロマ専用の部署を設置

する予定。

４日�東洋シートの子会社Toyo S e a t

EuropeKFT、サーズハロムバッタ

（ブダペストの南西）工業団地内に工

場を建設、自動車部品を生産。投資総

額は50億フォリント。

18日�金融監督庁、2001年度税引前利益は銀

行前年比50％増、保険会社同12％増と

発表。

20日�セーケシュヘヒールヴァールに工場を

持つ大手自動車部品メーカーデンソ

ー、今後2800万ドルの追加投資を行う

と発表。工場規模の拡大により、トヨ

タ、フォルクスワーゲン向けのエンジ

ン制御バルブおよびカムシャフトタ

イミング装置の増産を予定。同社は

現在、従業員600人で操業しているが、

2006年には950人に増員し、2007年３

月頃までに１億600万ドルの売上げの

見込み。

22日�ハンガリー、チェコ、ポーランド、ス

ロバキア環境大臣がヴィシェグラード

の会議で共同環境保護プログラムを採

択。国際協定履行のための協力関係強

化などが主な目的。

4日�訪日中のイリエスク大統領、２国間協

力の共同声明を発表。2002年中に日本

はルーマニアに経済ミッションを派遣。

15日�公共事業省、2002～2008年の輸送イ

ンフラ計画を発表。費用総額は約30

億ドル。

17日�フォレスト・オイル（米）、フォクシ

ャニ近辺で天然ガス発掘のため600万

ドルの投資を発表。政府は面積2,800

平方キロメートル、５年間の開発協定

を承認。

19日�下院、国内のタバコ製造業者に国産タ

バコ原料を最低50％以上使用すること

を義務付ける政令186/2001を承認。

21日�ロムガス、ロスネフチ（ロシア）と合

弁会社を設立。2002年には15～20億立

方メートルの天然ガスを輸入する予定。

ルーマニア
ROMANIA

＜2 月＞
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22日�民営化相によると、2002年末までに民

営化予定の国内最大のルーマニア商業

銀行（BCR）の販売管理に関し、大和

證券グループからのオファーを検討。

25日�大宇証券、ルーマニア、ハンガリー、

ウズベキスタンにある大宇銀行３行の

5,000万ドルでの売却を計画。

＜3 月＞

１日�銀行預金保証基金、市中銀行の預金保

証額を8,850万レイから1億40万レイに

引き上げ。

８日�政府と欧州投資銀行（EIB）、道路補

修および水道施設改善などのインフラ

整備のための融資協定（3億3,300万ユ

ーロ）に署名。

12日�ベルギーのルイスDelhaizeグループの

Cora Company、ブカレストで大型ス

ーパー第１号店建設を決定。投資額

5,000万ユーロで、来年開業予定。

13日�政府、外国投資誘致のための専門機関、

ルーマニア外国投資庁（ARIS）の設

立を決定。2002年の海外直接投資の受

け入れ目標額は18億ドル。

26日�議会、所得税法令7/2001を承認。保険

収入、損害保証金などは非課税。

28日�EU、ティミショアラのビジネス・セン

ター建設にPHAREプログラムから230万

ユーロを供与。総工費は307万ユーロ。

�政府、国営企業民営化加速法を採択。購

入者には分割払いを認めるほか、国営企

業の国への債務凍結、業績の悪い企業の

１ユーロでの売却などを盛り込む。

６日�政府、国際協力銀行（JBIC）とソフ

ィア市地下鉄プロジェクトに対する

128億9,400万円を限度とする円借款契

約に調印。

７日�コバチェフ･エネルギー相、家庭用と

産業用電力料金の格差を解消するた

め、2002年内に家庭用料金をさらに引

き上げると発表。

�政府、2003年内のEU加盟交渉終了を

目指す基本戦略を承認。今後６カ月

（６月30日まで）の交渉分野ごとのア

クションプランを策定。

13日�EUの加盟準備構造政策資金（ISPA）

プログラムの2002年度支援に関わる覚

え書きに調印。EUは、３都市におけ

る水処理施設建設、第４回廊区間鉄道

電化（プロヴディフ/スヴィレングラ

ード）に１億8,700万ユーロ（2001年度

は１億5,800万ユーロ）を拠出。

�中央銀行によると、2001年12月末時点

の対外債務残高は98億9,440万ドル（暫

定値、対GDP比73.3％）で、2000年末

から4,700万ドルの減少。

18日�バンク･オーストリア、2002年のブル

ガリアの経済成長率を2.8％と予測

（政府予測は4.0％）。EU経済の不調に

よる輸出減の影響を重視。

21日�政府、ブルガス港近代化･拡張プロジ

ェクトの予算規模縮小を承認。クレミ

コヴツィ鉄鋼所の生産縮小が直接の理

由。建設される埠頭が一つ減の３つと

なり、第１期工事予算（１億2,000万

ドル）が１割減少。

27日�世銀、2004年までの３カ年にわたる、

ブルガリアへの総額４億5,000万ドル

の構造転換融資の供与方針を発表。

＜3 月＞

１日�政府、ブルガリアテレコムの民営化方

針を承認。株式の最高65％が売却対象

となるほか、20％を証券市場で公開。

４日�エネルギー省、国内７つの配電会社の

民営化に関わるコンサルタントの選定

ブルガリア
REPUBLIC OF BULGARIA

＜2 月＞
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を開始。選定後の民営化期限は１年、

コンサルタント料（最高95万ユーロ）

はEUのPHAREプログラムから支出。

12日�ソフィア空港近代化対策の一環である

新滑走路建設入札手続に６社が参加の

見込み。新滑走路と付属施設のコスト

見積り額は6,500万ユーロ。

13日�議会、47億4,000万ドルのブラディ債

の一部借り換え（ユーロ債への転換）

に関わる政府プランを承認。債務削減

効果は１億～１億2,500ドルの見込み。

28日�ヴェルチェフ財務相、ブルガリアのド

イツに対する公的債務（パリ･クラブ

諸国中最大の４億6,000万マルク）の

返済につき、デット･エクィティ･スワ

ップも含めたスキームで同国と協議中

と発表。

�議会、コズロデュイ原発１、２号機の

廃止措置支援（総額１億ユーロ）につ

いて定めたEBRDとの協定を批准。

４日�世論調査によると、EU加盟支持は

55.7％と前月比2.3％増、加盟反対は

0.2％減の27.3％。NATO加盟について

は、賛成が1.3％減の48％、反対が

3.9％増の36.8％。

�欧州委提案の新規加盟国向け農産物

生産割当に対し、政府、農業従事者か

ら一斉に非難の声。特に、牛乳の生産

量を2001年生産実績より５万トン少な

い年間42万トンとしたことに抗議が

集中。

12日�統計局の速報値によると、スロベニア

の2001年の輸出は前年比6％増の92億

ドル、輸入は0.3％増の101億ドルとな

り、貿易赤字が大幅に縮小。

15日�政府とベルギーの金融グループKBCが

進めているノヴァ・リュブリャナ銀行

の株式売却交渉の期限を３月末まで延

長。同行の前身リュブリャナ銀行の負

債に対する政府保証などの面で調整が

難航。

18日�ブット農相、欧州議会農業委員会に対

して、スロベニアが農産物の純輸入国

であることを理由に、10年間の農業関

連補助金のカット案を適用しないよう

要請、３年の移行期間であれば受け入

れる意思のあることを表明。

25日�イタリアの金融グループ・サンパオロ

IMI、コペル銀行のTOBを完了、

62.1％の株式取得を発表。

＜3 月＞

5日�統計局の発表によると、2001年通年の

平均賃金月額（税引き前）は21万4,561

トラール（約961ユーロ）で、前年比

11.9％増。

８日�スロベニア保険大手のトリグラフ、ク

ロアチア最大手オシグラニェの民営化

（株式の51％）に応札したと発表。

21日�政府の民営化委員会、ノバ・マリボー

ル銀行の民営化を一時中止することを

決定し、政府に勧告。伊Unicreditoや

バンクオーストリアなどが政府保有株

式（65％）の買収案を提出していたが、

いずれも満足できる内容ではなかった

と判断。国有２銀行の民営化には大統

領のほか、国民一般からも反対の声が

挙がっていた。

25日�2001年の輸出トップ企業は、ルノー傘

下のレヴォツ社で輸出総額は７億

1,740万ドル、２位以下はゴレニエ社

（家電製品）の５億3,040万ドル、プレ

ヴェント社（自動車シートカバー）の

２億7,360万ドル。

26日�ポトクニック欧州統合相、昨年のEU

プログレスレポートの発表以降、スロ

スロベニア
REPUBLIC OF SLOVENIA

＜2 月＞
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ベニア国内で法制化されたEU関連法

規の数は15に止まっており、次期レポ

ート発表時まで法整備を加速させる必

要を強調。

１日�経済省内部に外国直接投資のワンスト

ップショップとして「投資センター」

を設立。省庁間に渡る手続きや情報収

集の窓口として機能。経済省ホームペ

ージ：www.mingo.hr

７日�統計局の発表によると、2001年の同国

への観光客数は、米国同時テロの影響

にも関わらず、前年比10％増の786万

人（うち海外からは654万人）と堅調

な伸び。また、クロアチア航空の発表

（１日）によると、2001年の定期国際

便の乗客も前年比18％、チャーター便

で同34％と大幅に増加。

13日�統計局によると、2001年のクロアチア

の輸出は前年比５％増の46億ドル、輸

入は同15％増の90億ドルとなり、貿易

赤字は前年比27％増加。

15日�伊UniCredito・独アリアンツが最大手

ザグレブ銀行の株式買付を開始。買収

規模は５億ドル相当に上る見通し。

21日�政府、国営石油INAおよび国営電力

HEPの民営化法案を議会に提出。INA

株の25％プラス１株を今後募集する提

携企業に売却。15％以上を株式市場に、

HEP株については、15～25％を株式市

場に公開する予定。

25日�中央銀行の発表によると、2001年の外

国直接投資額は13億7,000万ドルに達

し、16億ドルを超えた99年に次ぐ規模

に。ドイツテレコムによるクロアチア

テレコム株の追加買収などの大型案件

が要因。

＜3 月＞

４日�伊UniCreditoと独アリアンツが共同で

実施していた最大手ザグレブ銀行の株

式公開買付けが終了。新たに59.1％を

取得し、合計で79％を取得。買収規模

は５億ドルに上る見通し。

６日�クロアチア観光省、2002年の観光収入

は40億ドルで、GDPの15～16％程度

を占めると発表。また、2002年中に欧

州内で開催される93の観光フェアへの

積極的な出展を表明。

10日�中央銀行によると、2001年の対内外国

直接投資額は14億ドルで、前年比25％

増。クロアチアテレコムの16％の株式

（５億ユーロ）を追加買収したドイツ

テレコムの投資が最大。国別ではドイ

ツ（全体の36.79％）、オーストリア

（同33.58％）、英国（8.33％）。と、ド

イツ、オーストリアが圧倒的シェア。

17日�中央銀行によると、2001年のクロアチ

ア企業による外国投資は１億1,850万

ドル。製薬業が47％、造船関連が40％

を占め、国別ではオランダ37％、スイ

ス、ポーランド、ボスニアが各12％。

19日�クロアチア国営電力（HEP）および

国営石油（INA）の民営化法案が国会

で可決。INAの労働組合は、民営化後

の雇用維持などを求め、抗議活動。

21日�連立与党の一つ社会自由党（HSLS）

が求めていた閣僚の交代を国会で承

認。ブディシャ氏は筆頭副首相に、グ

ラニッチ副首相は留任、経済相にはヴ

ォイコヴィッチ氏、運輸相にコヴァチ

氏がそれぞれ就任。

クロアチア
REPUBLIC OF CROATIA

＜2 月＞
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統計資料

英　　国� フランス� ド イ ツ � イタリア� スペイン�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

  2. 6 3. 0 7. 0 1. 1 1. 7 12. 3 0. 8 1. 4 10. 4 1. 1 4. 0 11. 6 2. 4 3. 6 22. 2�
  4. 3 2. 8 5. 3 1. 9 1. 2 12. 5 1. 4 1. 9 11. 4 1. 8 2. 0 11. 7 3. 9 2. 0 20. 8�
  3. 0 2. 6 4. 5 3. 4 0. 7 11. 9 2. 0 1. 0 11. 1 1. 5 2. 0 11. 8 4. 3 1. 8 18. 8�
  2. 1 2. 3 4. 2 3. 0 0. 5 11. 2 1. 8 0. 6 10. 5 1. 4 1. 7 11. 4 4. 1 2. 3 15. 9�
  3. 0 2. 1 3. 6 3. 6 1. 7 9. 6 3. 0 1. 9 9. 6 2. 9 2. 5 10. 6 4. 1 3. 4 14. 1�
  2. 4 2. 1 3. 2 2. 0 1. 7 － 0. 6 2. 5 9. 4 1. 8 2. 7 9. 5 2. 8 3. 6 －�
 3. 0 2. 1 3. 5 *0. 8 － － 3. 2 － － 2. 6 2. 6 10. 1 4. 0 3. 6 13. 7�
 2. 7 2. 1 3. 4 *0. 9 － － 2. 5 － － 2. 4 2. 6 10. 0 3. 5 4. 0 13. 6�
 3. 0 1. 9 3. 3 *0. 4 － － 1. 8 － － 2. 5 2. 9 10. 1 3. 2 3. 8 13. 4�
 2. 7 2. 3 3. 2 *0. 2 － － 0. 7 － － 2. 2 3. 0 9. 6 2. 9 4. 1 13. 0�
 2. 2 2. 4 3. 1 *0. 5 － － 0. 4 － － 1. 8 2. 8 9. 2 2. 6 3. 7 12. 8�
 1. 7 2. 0 3. 2 *△0. 1 － － 0. 0 － － 0. 7 2. 5 9. 3 2. 4 2. 8 13. 0�
 － 1. 8 3. 3 － 1. 2 8. 9 － 2. 4 10. 0 － 3. 0 － － 3. 7 －�
 － 1. 9 3. 3 － 1. 4 8. 7 － 2. 6 10. 1 － 3. 0 － － 3. 8 －�
 － 1. 9 3. 3 － 1. 3 8. 7 － 2. 5 9. 8 － 2. 8 － － 3. 9 －�
 － 2. 0 3. 2 － 1. 8 8. 6 － 2. 9 9. 5 － 3. 1 － － 4. 0 －�
 － 2. 4 3. 2 － 2. 3 8. 6 － 3. 5 9. 0 － 3. 0 － － 4. 2 －�
 － 2. 4 3. 2 － 2. 1 8. 6 － 3. 1 8. 9 － 3. 0 － － 4. 2 －�
 － 2. 2 3. 2 － 2. 1 8. 8 － 2. 6 9. 2 － 2. 9 － － 3. 9 －�
 － 2. 6 3. 1 － 1. 9 8. 8 － 2. 6 9. 2 － 2. 8 － － 3. 7 －�
 － 2. 3 3. 1 － 1. 5 8. 9 － 2. 1 9. 0 － 2. 6 － － 3. 4 －�
 － 2. 3 3. 2 － 1. 8 8. 9 － 2. 0 9. 0 － 2. 5 － － 3. 0 －�
 － 1. 8 3. 2 － 1. 2 9. 0 － 1. 7 9. 2 － 2. 4 － － 2. 7 －�
 － 1. 9 3. 2 － 1. 4 9. 0 － 1. 7 9. 6 － 2. 4 － － 2. 7 －�
 － 2. 6 3. 2 － 2. 2 9. 0 － 2. 1 10. 4 － 2. 7 － － 3. 1 －�
 － 2. 2 3. 1 － 2. 0 － － 1. 7 10. 4 － 2. 5 － － 3. 1 － �

 1996年 �
 97年 �
 98年 �
 99年 �
 2000年 �
 2001年 �
 2000年 ７～９月�
  10～12月�
 2001年 １～３月�
  ４～６月�
  ７～９月�
  10～12月�
 2001年 １月�
  ２月�
  ３月�
  ４月�
  ５月�
  ６月�
  ７月�
  ８月�
  ９月�
  10月�
  11月�
  12月�
 2002年 １月�
  ２月�
�

 1996年 �
 97年 �
 98年 �
 99年 �
 2000年 �
 2001年 �
 2000年 ７～９月�
  10～12月�
 2001年 １～３月�
  ４～６月�
  ７～９月�
  10～12月�
 2001年 １月�
  ２月�
  ３月�
  ４月�
  ５月�
  ６月�
  ７月�
  ８月�
  ９月�
  10月�
  11月�
  12月�
 2002年 １月�
  ２月�
�

ポルトガル� ギリシャ� オランダ� ベルギー� ルクセンブルク�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

 3. 0 3. 1 7. 3 2. 4  8. 2 9. 8 3. 0 1. 4 6. 6  1. 0  2. 1  13. 8  2. 9  1. 4  3. 3�
 3. 6 2. 2 6. 7 3. 5  5. 5 10. 3 3. 8 2. 2 5. 5  3. 4  1. 6  13. 3  7. 3  1. 4  3. 7�
 3. 9 2. 8 5. 0 3. 1  4. 8 9. 9 4. 1 2. 0 4. 1  2. 4  1. 0  12. 6  5. 0  1. 0  3. 3�
 3. 0 2. 5 4. 4 3. 4  2. 6 11. 7 3. 7 2. 2 3. 1  2. 7  1. 1  11. 7  7. 6  1. 0  2. 9�
 3. 3 2. 9 4. 0 4. 1  3. 9 11. 1 3. 5 2. 6 2. 6  4. 0  2. 5  10. 9  8. 5  3. 2  2. 6�
 － 4. 4  4. 1 4. 1  3. 4 ※10. 9 1. 1 4. 5 ※2. 0 ※1. 0 ※2. 5  10. 8  －  2. 7  －�
 

3. 0
 3. 4  4. 0 －  － － 3. 1 － 2. 4  －  －  －  －  －  －�

  3. 9  3. 8 －  － － 2. 2 － 2. 6 －  －  －  －  －  －�
 1. 9 4. 8  4. 2 6. 1  － － 1. 4 － 2. 4 －  －  －  －  －  － �
 2. 8 4. 6  3. 9 4. 9  － － 1. 4 － 1. 8 －  －  －  －  －  －�
 1. 3 4. 1 4. 0 4. 4 － － 0. 8 － 2. 0 － － － － － －�
 － 3. 9 4. 1 3. 7 － － 0. 4 － ※1. 9 － － － － － －�
 － 4. 4 － － 3. 4 － － 4. 2 －  －  2. 2  10. 7  －  2. 9  2. 7�
 － 4. 8 － － 3. 5 － － 4. 5 －  －  2. 3  10. 6  －  2. 9  2. 7�
 － 5. 1 － － 3. 0 － － 4. 6 －  －  2. 1  10. 3  －  2. 9  2. 5�
 － 4. 5 － － 3. 5 － － 4. 9 － －  2. 8  10. 2  －  2. 8  2. 5�
 － 4. 8 － － 3. 6 － － 4. 9 －  －  3. 1  10. 0 －  3. 3  2. 4�
 － 4. 5 － － 3. 9 － － 4. 5 － －  2. 9  9. 9  －  2. 9  2. 4�
 － 4. 3 － － 3. 9 － － 4. 6 － －  2. 7  11. 1  －  3. 0  2. 4�
 － 4. 0 － － 3. 8 － － 4. 7 － －  2. 7  11. 6  －  2. 8  2. 4�
 － 4. 0 － － 3. 6 － － 4. 7 － －  2. 3  11. 7  －  2. 4  2. 5�
 － 4. 1 － － 2. 8 － － 4. 3 － －  2. 4  11. 5 －  2. 3  2. 7�
 － 3. 9 － － 2. 4 － －  4. 2 － － 2. 1  10. 8 －   2. 1  2. 7�
 － 3. 7 － － 3. 0 － －  4. 4 － － 2. 2  10. 8 －   1. 7  2. 7�
 － 3. 6 － － 4. 4 － － 4. 0 － － 2. 9 10. 9 － 2. 3 －�
 － 3. 7 － － 3. 4 － － 3. 8 － － 2. 6 － － 2. 3 －�

（注）１　実質ＧＤＰ成長率は前年比および前年同期比 *は前期比 ※は推定値。�
　　 ２　消費者物価上昇率は前年比、前年同期比および前年同月比。�
　　 ３　英国の消費者物価上昇率は基調インフレ率（住宅ローン支払い金利を除く小売物価上昇率）、失業率は失業保険申請ベース。�
　　 ４　ポルトガルの実質GDP成長率･四半期の値は、2000年まで半期（1月～６月、７月～12月）平均値、2001年より四半期ベース。�
　　　５　ルクセンブルクの実質GDP成長は、2001年１月より96年まで遡り計算方法が変更。�

主 要 経 済 指 標
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統計資料

アイルランド�オーストリア�スウェーデン�フィンランド� ス イ ス �
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

デンマーク�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率� 実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

 2. 5 2. 0 6. 8 7. 8 1. 6 11. 5 2. 0 1. 9 7. 0 1. 3 0. 5 8. 1 4. 1 0. 6 14. 6�
 3. 0  1. 9  5. 6 10. 8  1. 5  9. 8 1. 6  1. 3  7. 1 1. 8  0. 5 8. 0 6. 3 1. 2 12. 7�
 2. 5  1. 3  5. 2  8. 6  2. 4  7. 4 3. 5 0. 9 7. 2 2. 9 △ 0. 1 6. 5 5. 3 1. 4 11. 4�
 2. 3  2. 1 5. 2 10. 8 1. 6 5. 5  2. 8  0. 6  6. 7  3. 8   0. 4 5. 6 4. 0 1. 2 10. 2�
 3. 0  2. 7  4. 7 11. 5 5. 6  4. 1  3. 0  2. 3  5. 8  4. 6 1. 0  4. 7  5. 7  3. 4  9. 8�
 1. 2  2. 3  4. 5 － － 3. 8 1. 0  2. 7  6. 1  1. 2  2. 5  4. 0  －  2. 6  －�
 3. 1  2. 6  4. 7 10. 1  －  －  1. 7  2. 8  5. 8  3. 7  0. 9  4. 8  5. 6  3. 9  8. 4�
 2. 7  2. 6  4. 7 12. 1 － － 2. 0  2. 8 7. 2  2. 3  1. 1  3. 9  5. 5  3. 9  8. 6�
 2. 0  －  4. 7  12. 7  －  －  2. 7  2. 8  5. 3  2. 2  1. 6  4. 2 3. 5  3. 1  9. 8�
 0. 9  －  4. 6  9. 2  －  －  1. 1  3. 1  5. 0  1. 0  2. 7  3. 8  0. 4  3. 1  10. 3�
 1. 2 － 4. 5 3. 2 － － 0. 4 2. 6 － 2. 8 2. 8 4. 2 0. 3 2. 4 8. 0�
 0. 7 － 4. 4 － － － 0. 0 － － 0. 7 2. 5 3. 8 △0. 9 1. 7 8. 4�
 －  2. 3 4. 7 － 5. 2 3. 6 － 3. 0 7. 7 － 1. 5 4. 4 － 3. 3 9. 9�
 －  2. 3  4. 7  －  5. 3  3. 6  － 2. 6  7. 5  －  1. 5  4. 2  － 3. 1  9. 8�
 －  2. 2  4. 6  －  5. 4  3. 6  －  2. 7  6. 4  － 1. 8  3. 9 －  2. 9  9. 6�
 －  2. 6  4. 6  －  5. 6  3. 7  －  3. 0  5. 8  －  2. 7  3. 7  －  3. 0 10. 3�
 －  2. 8  4. 6  －  5. 4 3. 7  －  3. 4  5. 3  －  2. 8  3. 5  －  3. 4  11. 3�
 － 2. 2  4. 5  －  5. 3  3. 7  －  2. 8 4. 9  －  2. 7  4. 2  － 3. 0  9. 3�
 －  2. 3  4. 5  －  4. 8  3. 7  － 2. 8  4. 8  －  2. 7  4. 2  －  2. 5  7. 6�
 －  2. 5  4. 5  －  4. 6  3. 7  －  2. 5  5. 0  －  2. 8  4. 3  －  2. 4  7. 8�
 －  2. 1 4. 5  －  4. 6  3. 7  －  2. 6  5. 2  －  3. 0  4. 0  －  2. 2  8. 7�
 －  2. 0  4. 4  －  4. 3  3. 9  －  2. 5  5. 8  －  2. 5  4. 0  － 1. 9  8. 3�
 － 1. 7 4. 4 －  3. 8  4. 0 －   2. 1  6. 7   －   2. 5 3. 7 － 1. 6 8. 8�
 － 2. 1 4. 4 － 4. 2  4. 0 －  1. 9  8. 0   －   2. 7 3. 6 －   1. 6   8. 1�
 － 2. 5 － 　 4. 9 4. 1 　 2. 1 8. 9 － 2. 7 4. 4 － 2. 3 9. 9 �
 － 2. 4 － 　 － － 　 1. 9 8. 5 － － － － － － �

 0. 3 0. 8 4. 7�
 1. 7 0. 5 5. 2�
 2. 3 0. 0 3. 9�
 1. 6 0. 8 2. 7�
 3. 0 1. 6 2. 0�
 － － －�
 2. 9 2. 0 1. 8�
 2. 5 2. 6 1. 8�
 2. 3 1. 0 1. 9�
 2. 0 1. 5 1. 7�
 0. 8 1. 1 1. 7�
 － 0. 4 －�
 － 1. 3 2. 0�
 － 0. 8 1. 9�
 － 1. 0 1. 8�
 － 1. 2 1. 7�
 － 1. 8 1. 7�
 － 1. 6 1. 6�
 － 1. 4 1. 7�
 － 1. 1 1. 7�
 － 0. 7 1. 7�
 － 0. 6 1. 9�
 － 0. 3 2. 1�
 － 0. 3 2. 4�
 － 0. 5 2. 6�
 － 0. 7 2. 6

アイスランド� ポーランド� チ ェ コ � ハンガリー� ルーマニア�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

ノルウェー�
実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率� 実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�実質GDP�
成長率�

消費者物�
価上昇率�

失業率�

 4. 9 1. 3 4. 9  5. 2  2. 3  4. 4  6. 0  19. 9  13. 2 4. 3  8. 8  3. 5  1. 3  23. 6  9. 9�
 4. 7  2. 6  4. 1  4. 6 1. 8  3. 9  6. 8 14. 9  10. 3 △0. 8  8. 5  5. 2  4. 6  18. 3  8. 7�
 2. 4  2. 2  3. 2  5. 3  1. 7  2. 8  4. 8  11. 8  10. 4  △2. 2  10. 7 7. 5  4. 9 14. 3  7. 8�
 1. 1  2. 3  3. 2  3. 6  3. 4  1. 9  4. 1  7. 3 13. 1  △0. 4  2. 1 9. 4  4. 2  10. 0  7. 0�
 2. 3  3. 1  3. 4 5. 5  5. 1  1. 3  4. 1 10. 1  15. 0   2. 9  3. 9 8. 8  5. 2  9. 8  6. 4�
 1. 4  3. 0  3. 6 ※3. 0  6. 3 1. 4 －  －  －  3. 6  －  － 3. 8 9. 2 5. 7�
 1. 5  3. 4  3. 5 8. 8 4. 8 1. 0  3. 1 10. 8   － 2. 4  4. 0  8. 9  4. 5  9. 8 6. 3�
 0. 5  3. 1  3. 1  3. 3  4. 3  1. 1  2. 3  9. 2  －  3. 8  4. 2  8. 6  4. 2 10. 4  6. 0�
 0. 6  3. 5  3. 7 6. 2  3. 8 1. 5  2. 3  6. 7   － 3. 8  －  － 4. 4 10. 3 6. 0�
 1. 7  4. 0  3. 6  3. 0  5. 6  1. 5  0. 9  6. 6  －  3. 8  －  －  4. 0  10. 5  5. 6�
 1. 7 2. 6  3. 6  －  7. 7  1. 1 0. 8 4. 9  －     3. 5  － － 3. 7 8. 7  5. 6�
 1. 7 2. 0  3. 3  － 8. 2  1. 5 － －  －    3. 2  － － 3. 3 7. 2  5. 6�
 －  3. 4  3. 6 －  3. 5  1. 6 －  7. 4  15. 7  －  4. 2  9. 1  －  10. 1  6. 0�
 －  3. 6  3. 4  －  4. 1  1. 5 －  6. 6  15. 9  －  4. 0 9. 0  －  10. 4  6. 3�
 －  3. 7  3. 3 －  3. 9  1. 5  －  6. 2 16. 1  －  4. 1 8. 7  － 10. 5  5. 6�
 －  3. 8  3. 2 －  4. 5  1. 6  － 6. 6 16. 0  －  4. 6 8. 3  －  10. 3 5. 8�
 －  4. 3  3. 4  －  5. 5 1. 6 －  6. 9  15. 9  －  5. 0 8. 1  －  10. 8  5. 7�
 －  3. 8  3. 5  －  6. 8  1. 2 －  6. 2  15. 9  － 5. 5  8. 1  －  10. 5  5. 4�
 －  2. 7  3. 6  －  7. 0  1. 1  －  5. 2  16. 0  － 5. 9 8. 5  －  9. 4  5. 7�
 －  2. 7  3. 6 －  7. 9  1. 1 －  5. 1 16. 2 － 5. 5  8. 5  －  8. 7  5. 8�
 －  2. 4  3. 7  －  8. 4  1. 1  －  4. 3 16. 3 － 4. 7  8. 5  －  8. 0  5. 3�
 －  2. 2  4. 0  －  8. 0  1. 2 －  4. 0 16. 4  － 4. 4  8. 4  －  7. 6  5. 6�
 －  1. 8  3. 7 －  8. 1  1. 5   － 3. 6  16. 8   － 4. 2  8. 5 －  7. 1 5. 8�
 －  2. 1  3. 6 －   8. 6  1. 9   － 3. 6  17. 4   － 4. 1 8. 9 －  6. 8 5. 4�
 －  1. 3  － －   9. 4  －   － 3. 5  18. 0   － 3. 7 9. 4 －  6. 6 －�
 －  0. 8  － －   8. 9 －   － －   －   － 3. 9 9. 3 －  － －�

 3. 9  38. 8 6. 6�
 △6. 9 154. 8  8. 9�
 △5. 4  59. 1 10. 3�
 △3. 2  45. 9  11. 8�
 1. 6 45. 6  10. 5�
 5. 3  30. 3  8. 6�
 －  －  －�
 －  －  －�
 － －  －�
 －  －  －�
 －  － －�
 －  － －�
 －  39. 9  10. 8�
 －  40. 0  10. 8�
 －  40. 3  10. 5�
 －  37. 5 9. 9�
 －  37. 4  9. 3�
 － 35. 7  8. 8�
 －  31. 8  8. 4�
 －  32. 4  8. 1�
 －  31. 2  7. 8�
 －  30. 7 7. 7�
 － 30. 7  8. 0�
 － 30. 3  8. 6�
 － 28. 6  12. 4�
 － 27. 2  13. 2�
�（注）６　デンマークの失業率は99年10月よりEU基準に変更。�

　　 ７　アイルランドの実質GDP成長率は、96年より中銀から中央統計局の統計値に変更。�
　　 ８　97年１月からのオーストリアの消費者物価上昇率は、調整品目・方法をＥＵ基準に合わせるとともに�
　　 　　96年＝100としたＣＰＩに基づく新統計。�
資料：各国統計による。ドイツのGDP成長率は99年４月よりEU基準に変更。�
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早めの予約が必要

ワルシャワには中級クラスのホテルが少な
い。高級ホテルとしては、①マリオット、②ブ
リストル、③ハイアット・リージェンシーなど
がある。価格はシーズンによって変動するが、
4月を例にとると、①はシングル（以下S）、ダ
ブル（以下D）とも230ドル、②はS379ドル、
D409ドル、③はS、Dとも140ユーロ。すべて
税･朝食は別である。

その他には④ホリデーイン（S210ドル、D245
ドル）、⑤メルキュール（S206ユーロ、D223ユ
ーロ）、⑥ソビエスキ（Sobieski：スタンダード
はSのみで165ドル、SuperiorはS205ドル、D240
ドル）がワルシャワの中心地にあり、便利。④、

⑤、⑥は税･朝食込み価格である。
日本からの投資が多いシロンスク（シレジア）

地方に近い古都クラクフは、数日間滞在するビ
ジネスマンにとっては手ごろな観光スポットだ
が、ホテルの数が少ないのでどのホテルも値段
が高めなうえ、1ヵ月以上の余裕をみて予約を
する必要がある。また、国際見本市で有名な都
市ポズナニでも、見本市の会期中はホテルが満室
になるため、数ヵ月以上前から予約を取らなけれ
ばならない。

なお、主要なホテルの予約やホテル事情の情
報入手は以下のサイトで行うことも可能。
Hotels in Poland：www.hotelsinpoland.com
HotelsPoland.com：www.hotelspoland.com
All Hotels in Poland!：www.poltravel.com

外資系大型ホテルが中心

チェコには、年間約１億人の外国人が訪れる。
さらに、年間ホテル利用者数は、ほぼチェコの
人口に相当する1,000万人に及び、うち半数が外
国人である。プラハ市内のホテルの主流は、こ
うした外国人の観光客やビジネスマンをターゲ
ットにした外資系大型ホテルである。インター
コンチネンタル、ヒルトン、ラディソンSAS、
マリオットのほか、最近フォー・シーズンズも
完成した。プラハには、５ッ星ホテル（１泊
200～300ドル）が10軒、４ッ星ホテル（100～
200ドル）が44軒あり価格はいずれも西欧並み
である。ただし、コーポレート・レートを取得

していればこの半額ほどになる。大半がレスト
ラン、会議室のほか、ジム、美容院などを備え
ているが、小型ホテルの場合、専用駐車場がな
いものもある。車で来訪するときには、警備
員付の室内駐車場のあるホテルの利用をお勧
めする。

プラハ市内のホテルは慢性的不足状態にあ
り、観光シーズン中、特に「プラハの春音楽祭」
が開催される５月や大規模な国際会議（2002年
11月のNATOサミットなど）の期間中などは市
内主要ホテルは満室となる。サービスは年々改
善されつつあり、最近では日本人観光客、ビジ
ネスマンの利用が増えてきており、和食を注文
できるホテルも出てきている。

ポーランド

チ　ェ　コ

中・東欧ミニ情報�中・東欧ミニ情報�

《ホテル事情》�
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温泉付きホテルでリラックス

ブダペストには、マリオットやインターコン
チネンタル､ヒルトン､ケンピンスキー､フォ
ー・シーズンス（2002年内完成予定）など、欧
米系大型ホテルが観光やビジネスの中心地に構
えている。一方、地元資本の温泉ホテルが、市
街地から少し離れたところにいくつもみられ
る。街の中心への足はタクシーを使うことにな
るが、緑の多い閑静な地域にある場合が多く、
日ごろの疲れを温泉で癒したいというビジネス
マンには人気だ。

ドナウ川の西側ブダ地区にある温泉ホテルと
しては、観光ガイドなどでよく紹介されるゲッ
レールトが有名。建物はアールヌーボー様式で、

ノスタルジックな雰囲気でお湯に浸るにはお勧
めだ。また、ブダペスト北部に位置するアクイ
ンクムはモダンで清潔な感じだ。ペスト側には、
モダンな建物に温泉プールやジャグジーが併設
されたヘーリアがある。

市内を流れるドナウ川に浮かぶ緑あふれるマ
ルギット島には、グランド・ホテル・マルギッ
トスィゲトとテルマル・ホテル・マルギットス
ィゲトがある。なお、先ごろ封切られた映画ス
パイ・ゲームのロケでブダペストに滞在してい
たロバート・レッドフォード氏は、宿泊場所を
市内の外資系高級ホテルから同島内のホテルに
移し、島内でジョギングをしていたといわれて
いる。

温泉では他の欧州と同様、水着着用が一般的。

概して高いホテル代

ブカレストには約40軒のホテルがある。出
張者の多くは、5ツ星（約250ドル）、4ツ星

（約180ドル）、3ツ星（約110ドル）のホテルを
利用している。春と秋に開催される見本市の
シーズンは２割増しとなり、概して高い。
ブカレストの最高級ホテル(５ツ星)はヒルト
ン、マリオット、クラウンプラザ、ソフィテ
ル、インターコンティネンタルなど、ほとん
どが外資系ホテルである。多くがプール、サ
ウナ、フィットネス、カジノなどの設備を揃
えており、インターネット接続、レンタカー、
通訳の手配も可能。ヒルトンやインターコン

ティネンタルはブカレストの中心部、マリオ
ットは議会宮殿の近くに位置している。クラ
ウンプラザ、ソフィテルはロメクスポ（展示
場）の近くにある。また、クラウンプラザ、
ソフィテルでは日本のテレビの視聴が可能。
4ツ星ホテルには、リド、ブカレスト、マジェ
スティック、コンティネンタルなどがあるが、
いずれもブカレストの中心にある。オトペニ
空港近くにはスカイゲートホテルがある。
安価なものとしては、ノルド（北）駅の近く
にイビス（仏）が開業し、１泊59ドルの料金
で営業しているほか、１泊50～80ドル前後で
自炊も可能なアパートがある。

外資系、5ッ星などホテルは多様

エストニア：ホテル協会に属している41のホ
テルのうち首都タリンにあるのは21。その多く
が外資系であり欧米で受けられるホテルのサー
ビスと遜色ない。平均稼働率は６割だが、５～
８月の観光シーズンの稼働率はこれより高いの
で注意が必要。協会所属ホテルの客室料平均は
１泊55ユーロ程度だが、日本人が通常利用する
ようなタリンの高級ホテルになると平均115ユ
ーロ、５つ星のパークコンスルなどは230ユー
ロとなる。
ラトビア：2001年のリガ市800年祭に備えい

くつかのホテルの開業、改修があった。市内に
ある高層ホテルの改修が終わり2001年５月に業

務再開した。26階のバーから見るリガの夜景は
お勧めである。料金はシングルでリガ市内では
大体105～110ドルといったところである。ラト
ビアのホテル情報はwww.latviatravel.comへ。
リトアニア：首都ヴィルニュスではスティク

レイホテル、北欧のビジネスマンに人気のある
ラディソンSASアストリヤホテルが最高級クラ
ス。シングルで１泊150～170ドル程度である。
一般にビジネスマンの利用するホテルは、旧市
街を中心に広がっておりシングルで80～120ド
ル程度。超高級ホテルを除き歯ブラシ･シャン
プー等が部屋に準備されてないことがある。
ヴィルニュスには、バルト３国最大の展示会場
があるため、展示会実施時にはホテルが満室と
なる。

ハンガリー

ルーマニア

バルト３国



各�国�通�貨�交�換�レ�ー�ト�
2002年4月8日現在�

ユーロ圏12カ国�

英 国 �

ス イ ス �

デンマーク�

スウェーデン�

ノルウェー�

アイスランド�

ポーランド�

チ ェ コ �

スロバキア�

ハンガリー�

ルーマニア�

ブルガリア�

ユーロ�

英ポンド�

スイス・フラン�

デンマーク・クローネ�

スウェーデン・クローナ�

ノルウェー・クローネ�

アイスランド・クローナ�

ポーランド・ズロチ�

チェコ・コルナ�

スロバキア・コルナ�

ハンガリー・フォリント�

ルーマニア・レイ�

ブルガリア・レバ�

EUR�

GBP�

CHF�

DKK�

SEK�

NOK�

ISK�

PLN�

CZK�

SKK�

HUF�

ROL�

BGL

－�

0.61�

1.46�

7.43�

9.07�

7.63�

86.74�

3.58�

30.76�

41.68�

242.16�

28,790.2�

1.95

1.14�

0.70�

1.67�

8.50�

10.37�

8.73�

99.14�

4.10�

35.15�

47.64�

276.78�

32,905.0�

2.23

115.82�

188.28�

78.53�

15.46�

12.67�

15.06�

1.38�

32.08�

3.74�

2.77�

0.47�

0.40�

58.98

注：1）ユーロ圏12カ国は、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペイン、
ポルトガル、アイルランド、オーストリア、フィンランド、ギリシャ�

　   2）小数点第２位以下で四捨五入（ルーマニアを除く）。�
　   3）アイスランド、スロバキア、ルーマニア、ブルガリアの「１現地通貨当たり円」は下記サイトより計算�
出所：フィナンシャル・タイムズ紙のウェッブサイト“FT.com”による４月８日時点のレート。�
　　　http://www.marketprices.ft.com/markets/currencies/ab#a     �
　　　http://mwprices.ft.com/custom/ft-com/currency.asp

2002年5月号（NO.52）　　2002年4月25日発行�

発行所●日本貿易振興会　海外調査部欧州課�
　　　　〒105-8466　東京都港区虎ノ門2－2－５　電話03（3582）5569　FAX03（3589）3419�
�
★本会の許可なく無断転載および複製を禁じます。�
★本誌掲載の論文・論旨は、必ずしも本会の公式見解ではないことをお断りします。�
�
©　JETRO 2002 Printed in Japan

国・地域名� 通　　　　貨� 略　号�

交換レート�

１米ドル当たり�
現地通貨�

１ユーロ当たり�
現地通貨�

１現地通貨�
当たり円�

西
　
　
　
欧�

中
・
東
欧�

（ISO通貨�
　コード）�

（100ROL当たり）�


